
令 和 ３ 年 1 0 月 1 3 日

令 和 ３ 年 第 ８ 回

総務企画委員会記録沖縄県議会 (定例会 )

閉 会 中 継 続 審 査

（ 第 ２ 号 ）



－220－

令 和 ３ 年 第 ８ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和３年10月13日 (水曜日)

開 会 午前10時５分

散 会 午後３時36分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県一般会計決算

第８回議会 の認定について（企画部、出納

認定第１号 事務局、監査委員事務局、人

事委員会事務局及び議会事務

局所管分）

２ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 又 吉 清 義君

副委員長 島 尻 忠 明君

委 員 仲 村 家 治君 花 城 大 輔君

仲 田 弘 毅君 山 里 将 雄君

当 山 勝 利君 西 銘 純 恵さん

渡久地 修君 國 仲 昌 二君

仲宗根 悟君 平 良 昭 一君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

企 画 部 長 宮 城 力君

参事兼跡地利用推進監 與那嶺 善 一君

企 画 調 整 課 長 高江洲 昌 幸君

企 画 調 整 課 島 津 典 子さん
Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 室 長

交 通 政 策 課 長 金 城 康 司君

交 通 政 策 課 山 里 武 宏君
公 共 交 通 推 進 室 長

科 学 技 術 振 興 課 長 金 城 克 也君

デジタル社会推進課長 石 川 欣 吾君

情 報 基 盤 整 備 課 長 加賀谷 陽 平君

地 域 ･ 離 島 課 長 山 里 永 悟君

市 町 村 課 長 森 田 賢君

市 町 村 課 副 参 事 山 内 明 良君

会 計 管 理 者 大 城 博君

会 計 課 長 大 石 優 子さん

監 査 委 員 事 務 局 長 渡嘉敷 道 夫君

人 事 委 員 会 事 務 局 長 大 城 直 人君

議 会 事 務 局 長 知 念 弘 光君

参 事 兼 総 務 課 長 前 田 敦君
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○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調整について」に係る令和３年第

８回議会認定第１号及び決算調査報告書記載内容等

について、一括して議題といたします。

本日の説明員として企画部長、会計管理者、監査

委員事務局長、人事委員会事務局長及び議会事務局

長の出席を求めております。

これより会計管理者、監査委員事務局長、人事委

員会事務局長及び議会事務局長から関係決算事項の

概要説明を一括して聴取した後、関係部局決算事項

を調査いたします。

まず初めに、会計管理者から出納事務局関係決算

事項の概要の説明を求めます。

大城博会計管理者。

○大城博会計管理者 出納事務局の所管の令和２年

度一般会計歳入歳出決算の概要につきまして、サイ

ドブックスに掲載されております令和２年度歳入歳

出決算説明資料に基づきまして、御説明いたします。

ただいま青いメッセージで通知しました令和２年

度歳入歳出決算説明資料のタップをお願いします。

それでは、画面をスクロールしていただき、資料

の１ページを御覧ください。

初めに、歳入決算の状況について御説明いたしま

す。

予算現額の計（Ａ）の欄は1187万6000円で、これ

は（款）使用料及び手数料、（款）財産収入、（款）

諸収入の合計となっております。

調定額（Ｂ）の欄は18億4740万3055円で、収入済

額（Ｃ）の欄も同額となっております。

（款）使用料及び手数料の（項）証紙収入につき

ましては、各部局で予算を計上していることから、

予算現額の計（Ａ）の欄はゼロ円となっております。

同じく証紙収入の調定額及び収入済額につきまし

ては、出納事務局売りさばき分を計上しております。

総務企画委員会記録（第２号）
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画面をスクロールしていただきまして、資料の

２ページを御覧ください。

次に、歳出決算の状況について御説明いたします。

予算現額の計（Ａ）の欄は６億4040万9000円で、

内訳は（款）総務費（項）総務管理費となっており

ます。

支出済額（Ｂ）の欄は６億1549万5040円で、予算

現額に対する支出済額の割合である執行率は96.1％

となっております。

不用額は2491万3960円で、その主なものは、役務

費及び委託料等の執行残となっております。

以上で、出納事務局の令和２年度歳入歳出決算の

概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 会計管理者の説明は終わりまし

た。

次に、監査委員事務局長から監査委員事務局関係

決算事項の概要の説明を求めます。

渡嘉敷道夫監査委員事務局長。

○渡嘉敷道夫監査委員事務局長 監査委員事務局所

管の令和２年度一般会計歳入歳出決算の概要につき

まして、サイドブックスに掲載されております令和

２年度歳入歳出決算説明資料により御説明をさせて

いただきます。

ただいま青いメッセージで通知をいたしました、

歳入歳出決算説明資料をタップしてください。

それでは画面をスクロールしていただき、説明資

料の１ページを御覧ください。

歳入の決算について御説明いたします。

監査委員事務局の歳入総額は（款）諸収入で、収

入済額が１万3157円となっております。その内容は、

会計年度任用職員等に係る雇用保険料本人負担分の

受入れであります。調定額に対する収入済額の割合

は100％となっております。

画面をスクロールしていただき、説明資料の２ペー

ジを御覧ください。

歳出の決算について御説明いたします。

歳出の合計は、（款）総務費（項）監査委員費の予

算現額１億8762万円に対しまして、支出済額は１億

7884万9830円で、執行率は95.3％となっております。

不用額は877万170円で、その主なものは、旅費、

委託料、報酬及び職員手当等の執行残によるもので

あります。

以上で、監査委員事務局所管の決算の概要説明を

終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 監査委員事務局長の説明は終わ

りました。

次に、人事委員会事務局長から人事委員会事務局

関係決算事項の概要の説明を求めます。

大城直人人事委員会事務局長。

○大城直人人事委員会事務局長 それでは、人事委

員会事務局所管の令和２年度歳入歳出決算の概要に

つきまして御説明いたします。

ただいま通知しました青いメッセージをタップし

てください。

それでは画面をスクロールしていただき、説明資

料の１ページを表示ください。

歳入決算状況について御説明いたします。

人事委員会事務局の歳入総額は、（款）諸収入の収

入済（Ｃ）の欄183万3626円となっております。その

主な内容は、公平審査・苦情相談業務受託経費、警

察官採用共同試験の実施に係る経費、会計年度任用

職員等に係る雇用保険料であります。調定額に対す

る収入済額の割合は100％となっております。

説明資料の２ページをお願いします。

歳出決算状況について御説明いたします。

（款）総務費（項）人事委員会費の歳出総額は、

予算現額（Ａ）の欄１億7875万円に対し、支出済額

（Ｂ）の欄１億7297万2613円、不用額577万7387円と

なっております。執行率は96.8％です。不用額の主

な内容は、職員給与実態調査費、公平関係事務費及

び職員採用試験の執行残等であります。

以上で、人事委員会事務局所管の令和２年度歳入

歳出決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 人事委員会事務局長の説明は終

わりました。

次に、議会事務局長から、議会事務局関係決算事

項の概要の説明を求めます。

知念弘光議会事務局長。

○知念弘光議会事務局長 それでは、議会事務局所

管の令和２年度一般会計歳入歳出決算の概要につき

まして御説明いたします。

お手元のタブレットへ通知いたしました令和２年

度歳入歳出決算説明資料県議会事務局をタップして

御覧ください。

それでは、画面に表示されております表紙、目次

をスクロールしていただき、１ページ目を御表示く

ださい。

初めに、歳入決算について御説明いたします。

議会事務局の歳入総額は、調定額（Ｂ）の欄の7510万

2919円に対し、収入済額（Ｃ）の欄は7510万2919円、

収入済額の割合は100％となっております。
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収入済額のうち、（款）使用料及び手数料38万3365円

は、議会棟１階ラウンジ等の建物使用料であります。

（款）諸収入の171万9554円は、１階ラウンジ等の

電気代等の雑入であります。

（款）県債の（目）議会債7300万円は、議会庁舎

設備の更新工事について、当初予算では、県有施設

整備基金を充当財源としていた分を、２月補正予算

で県債へ財源振り替えをしたものであります。

次に、２ページをお開きください。

歳出決算について御説明申し上げます。

議会事務局の歳出総額は、予算現額（Ａ）の欄の14億

2143万5000円に対し、支出済額（Ｂ）の欄が13億6331万

7378円、不用額が5811万7622円で、執行率は95.9％

となっております。

不用額の主な内容を目別に御説明いたしますと、

（目）議会費の不用額3347万5131円は、旅費等の執

行残となっております。次に（目）事務局費の不用

額2464万2491円は、委託料、職員費等の執行残となっ

ております。

以上が、議会事務局所管の歳入歳出決算の概要で

あります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 議会事務局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項にし

たがって行うことにいたします。

決算特別委員長から調査依頼された事項は、沖縄

県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関する

決算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱い等

については、昨日と同様に行うこととし、本日の質

疑終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度挙手により

委員長の許可を得てから行い、重複することがない

よう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、引用する決算資料の名称、

ページ、番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願い

いたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆様の御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算事項に対する質

疑を行います。

当山勝利委員。

○当山勝利委員 ただいま通知させていただきまし

た審査意見書の13ページ、一番下の欄の一時借入金

の実行状況について、その理由について伺います。

○大石優子会計課長 一時借入金の実行状況ですけ

れども、一時借入金は、例年、出納整理期間中にお

いて国庫支出金の受入れ前に、事業の精算の支払い

が集中するタイミングで発生しております。

令和２年度におきましては、新型コロナ対策関連

の支出が増加しまして、資金が減少する中で、事業

の精算の支払いが始まる２月中旬から３月にかけて、

通算41日の一時借入金が発生しております。

○当山勝利委員 新型コロナの影響でということが

ありました。また、令和３年度においてもこの一時

借入金があったと。それも８月ですかね、あったと

いうような報道もありました、６月、８月かな。そ

の状況について御説明ください。

○大城博会計管理者 やはり資金収支は新型コロナ

対策関連の支出が増加しておりまして、前年の同じ

時期よりも大幅に残高が少ない状況というのが続い

ております。このために、出納整理期間以外に、８月、

９月、10月に一時借入れが発生している状況でござ

います。

○当山勝利委員 これはいずれもコロナの影響で

しょうか。

○大城博会計管理者 例年にない状況でして、新型

コロナウイルス感染症対策関連の支出の影響が大き

いというふうに考えております。

○当山勝利委員 いろいろ協力金とかの支払いもあ

ると思うんですが、そこら辺に影響はない形ででき

ているんでしょうか。

○大城博会計管理者 一時借入れは発生しておりま

すけれども、支払いのタイミングが遅れるという状

況はありませんし、今後も現時点で支払いに支障が

生じる状況にはないと考えております。

○当山勝利委員 県には基金以外に、いろんな基金

とか、そういうものがあると思いますけれども、そ

こら辺は流用して充当するということはできないん

ですか。

○大城博会計管理者 基金の資金を一時的に、一般

会計に繰り替えて、支払準備金として運用すること

はできます。ただ、それをやる前に、一般会計の側

でできる資金確保対策はやりたいというふうに考え

ています。その後の手順かなというふうに今は考え
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ております。

○当山勝利委員 そこら辺の流れはちょっと、どう

いうふうにコンプライアンスが働いて、細かなこと

は、私はよく分からないんですけれども、まずはで

きる、借入れのほうがいいと判断されれば借入れす

る、そうでなければ、いろんな基金等を充当すると

いうことは考えているということでしょうか。

○大城博会計管理者 例年になく資金が、残高が厳

しい状況で、一時借入れも発生しておりますけれど

も、関係部局にはこの対策として、国庫支出金の早

期の受入れを行うように国と調整をしてもらいたい

ということと、それから支出については、進捗状況

をよく確認して、適時適切な額を支出するようにし

てほしい。それから、基金の資金を活用して一般会

計とか特別会計で支出をするような事業もございま

すので、そういう事業は支払いのタイミングで遅れ

ることがないように、基金から繰入れをするように

してほしいといったような資金確保対策の取組をお

願いしておりまして、まずはそういった取組を行い

たいというふうに考えております。

○当山勝利委員 分かりました。

以上です。

○又吉清義委員長 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 私も今通知しますけれども、同じ

く審査意見書の13ページ。同じページですね。

私は下から２番目の表でちょっと質問したいと思

います。

歳計現金、歳入歳出外現金等の推移という表があ

るんですけれども、この中で区分のほうですね、一

番上のほう、歳計現金運用収入、これが平成28年度

では4300万を超える額でしたけれども、令和２年度

は38万まで減になっております。

その説明をお願いします。

○大石優子会計課長 歳計現金、歳入歳出外現金に

おきましては、支払い準備金に支障を来さないよう、

資金収支に留意しながら運用を行っております。

平成28年度と比較して、令和２年度の運用収入が

減少しているのは、金利の低下と運用額及び運用日

数の減少が要因となっております。金利の低下につ

きましては、日銀のマイナス金利政策を受けまして、

定期預金の金利が平成28年度の0.045％から、令和

２年におきましては0.002％に段階的に引き下げられ

ておりまして、20分の１以下の数字になっておりま

す。また、運用額及び運用日数につきましては、新

型コロナ対策関連の支出の増加によりまして、令和

２年度における運用額の累計が平成28年度と比較し

まして、68.6％減少しているところでございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。

もう一つ、その下ですね。

歳入歳出外現金運用収入。これについても、平成

28年度144万あったのが、令和２年度では７万5000円

程度です。

これについても説明をお願いします。

○大石優子会計課長 この表の中にある歳入歳出外

現金につきましては、土木建築部の住宅課のほうの

県営住宅の運用の金額になっておりまして、同じよ

うな形で金利の低下等を受けて金額が下がっていっ

たところだと考えております。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。

それで、先ほども質問がありましたけれども、私

も今年の９月17日付の琉球新報の記事で、一時借入

金の記事が載っていました。19年ぶりに出納整理期

間、４月、５月以降の８月に一時借入れをしたとい

うことで、新型コロナの感染拡大が県財政を圧迫す

る異常事態が改めて浮き彫りになったという記事で

すけれども、これは令和２年度、国のほうで交付金

ですか、補正がどんどんどんどん出てきて、それが

収入として入ってくるのが遅れたというか、支払い

時期に間に合わなかったので、一時立て替えてやっ

たということでよろしいですか。

○大城博会計管理者 今、現状起こっておりますの

は、収入と支出の額のバランスが崩れている、そう

いう状況ということでございます。収入と支出のバ

ランスは、予算上確保されているんですけれども、

委員おっしゃったように、どうしても支出が先にあ

りまして、それから国庫支出金の収入がある。時間

的なずれがあって、新型コロナウイルス感染症対策

の規模が非常に大きいものですから、影響額が大き

くなって、今年度は一時借入れが生じている、そう

いう状況でございます。

○國仲昌二委員 新聞記事では８月というふうに

なっているんですが、先ほどの説明では９月も10月

もということですけれども、それが９月、10月も一

時借入れが発生しているということでよろしいです

か。

○大城博会計管理者 ８月以降の一時借入れにつき

ましては、状況ですけれども、９月１日、それから

９月30日から10月７日まで、一時借入れが発生して

おります。10月８日に国庫支出金の受入れがありま

して、解消しておりますけれど、また一時借入れが

発生するという状況にございます。

○國仲昌二委員 この記事によりますと、限度額の

補正とかを行うことも検討しているということです

けれども、これについてはいかがですか。検討して
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いるということで。

○大城博会計管理者 ８月に、例年になく厳しい状

況があるということで、三役ですとか、あるいは関

係部局長が出席する会議に状況を報告しました。

それ以降、先ほど私、当山委員の質問に答弁しま

したような資金確保対策に取り組んでおります。知

事にも全国知事会で意見をしていただきまして、そ

の内容が全国知事会の緊急提言に盛り込まれて、国

にも要請は行われております。そのような資金確保

対策にまずは取り組んで、今後のコロナの動向にも

よるんですけれども、なお、資金繰りが厳しいとい

う場合には、基金からの振替運用を考えたいと思い

ます。そのような取組で、資金対策は、支払いに支

障を来すことはないんじゃないかと今は思っており

ますけれども、新型コロナの動向を見て、さらに状

況が厳しくなるというようなことがある場合には、

この支払いが資金繰りのために遅れるということが

あってはいけないと考えておりますので、限度額の

補正についても検討することを関係部局と調整した

いというふうに考えております。

○國仲昌二委員 本当に資金繰り、かなり厳しいと

思うんですけれども、ぜひまた頑張っていただきた

いと思います。

以上です。

○又吉清義委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 すみません、じゃあヤーニンジュ

に聞きましょうか。

議会事務局のほうにお願いしたいんですが、歳出

決算状況なんですけれども、補正が5300万余りかな。

これの説明をお願いできませんか。

○知念弘光議会事務局長 令和２年11月補正におき

まして、６事業について減額補正を行いました。６事

業の合計といたしまして、5308万1000円となってお

りまして、その内訳としましては、議員報酬、それ

から議会運営費、それから海外移民記念式典、政務

活動費等々の補正でございます。

○仲宗根悟委員 今、局長が述べられた６事業が不

用といいましょうか、使わなくなったので減額補正

をされたという内容でよろしいんでしょうか。

○知念弘光議会事務局長 令和２年におきまして、

政務活動費、それから新型コロナウイルス感染拡大

の影響に伴いまして、議員派遣を中止したり、それ

からそういった感染拡大に伴いまして、事業実施を

しなかった部分を、新型コロナウイルス感染拡大防

止のために回すために、11月補正で補正減をしてお

ります。

○仲宗根悟委員 分かりました。

以上です。

○又吉清義委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 議会事務局にちょっとお尋ねしま

すけれども、去年の決算のときに、このマイクスタ

ンド１基当たり幾らですかという質問をしましたら、

分かりませんということでした。やっぱり今回の委

員会でも、答弁者が代わるたびにマイク移動させた

り、そういったケースも多くて不自由な感じずっと

見ていましたけど、これ購入予定はありますか。

○前田敦参事兼総務課長 今年の予算特別委員会で

したかね、マイクの御質問ございまして、このマイ

ク１台当たりは15万9753円、税込みの価格となって

おります。これは平成４年、議会棟を建設した当時

の金額でございまして、このマイク自体は既に製造

中止となっておりまして、このマイク自体の購入と

いうことは今考えておりません。

○花城大輔委員 じゃあこのまま不自由な状態がこ

れからも続くということですか。

○前田敦参事兼総務課長 委員会室、議会棟も含め

てですけれども、建設から25年以上経過しておりま

して、いろいろ老朽化しております。

これについては、議会棟の庁舎の施設整備計画な

どを今つくっておりますけれども、その中で検討し、

本会議場も含めてですけれども、令和７年度に改修

していこうというように計画をしているところでご

ざいます。

○花城大輔委員 分かりました。

本会議の際に、傍聴席に来ておられる方にいろい

ろとアンケートを取っていますけれども、一番多い

要望はどんなものがありますか。

実は毎回、私の家族や後援会の皆さん、傍聴しに

来てくれるんですけれども、いつも言うのが、暑い

んだと、とにかく。じっと座っていれないぐらい暑

いんだという話があります。

そして、多分今年に入ってからだと思うんですけ

れども、議運のメンバーで、新しいモニターの視察

というんですかね。今見えにくい画像が、お金をか

ければこのように鮮明になりますよというような映

像を見せてもらって、確かに本当にきれいでありま

した。

加えて、先ほどの傍聴に来られる方の中に、音が

もう聞こえづらくて大変だということもあって、私

は本会議場の空調や音響設備、スクリーンについて

も改善したほうがいいんじゃないかなと思っている

んですけど、これも令和７年まで待つんですかね。

○前田敦参事兼総務課長 先ほども御答弁させてい

ただきましたけれども、音響とか映像設備について
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は、令和７年度改修ということで今準備を進めてい

るところでございます。

あと空調につきましては、全体の計画としては令

和15年度に、全体の空調の整備計画を行うというこ

とで計画はしているところでございます。

○花城大輔委員 私も一度上がってみましたけど、

あんな暑かったら傍聴に来る人いないと思うんです

よね。空調ぐらいはすぐできるというふうに私は思っ

ていますけれども、ぜひ改善をしてほしいと思いま

す。

終わります。

○又吉清義委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 おはようございます。

議会事務局所管の歳出決算について伺いたいと思

います。

私たち議員団は例年、海外派遣がありまして、本

県から移住された皆様方をしっかりと応援しながら、

また今後の活躍を期待して頑張ってきているわけで

すが、その議員の海外派遣について、局長、まず最

初に、令和２年度の海外派遣旅費の執行状況につい

てお聞かせください。

○前田敦参事兼総務課長 令和２年度の沖縄県議会

議員海外派遣につきましては、当初、ハワイ移住120周

年記念式典に派遣ということで計画をしておりまし

たけれども、ハワイの記念式典がオンライン開催に

なったこと、あとまた新型コロナウイルス感染症が

世界的に蔓延したことなどがございまして、中止と

なっております。

その旅費につきましては、予算額としては1204万

6000円となっておりますけれども、これは先ほど局

長が御説明しましたように、11月補正で減額補正を

している状況でございます。

○仲田弘毅委員 今回の13期の県議会においても、

これはもう昨年度、今年度、このようなコロナ禍に

よって海外派遣等が実施されていないというのは今

答弁であったところでありますけれども、全議員が

４年に一度は海外派遣の対象になるというのが、こ

れまでの慣例であるわけですけれども、その全議員

の派遣は可能でしょうか。

○知念弘光議会事務局長 海外派遣につきましては、

県民の代弁者として同等の立場にある議員の議会活

動を公平に担保する意味合いで、任期中に全ての議

員に御案内できるよう、４年間案分して、毎年12名

程度の派遣ができるように事務局としても進めてい

るところでございます。ただ、このコロナ禍におい

て、全議員の海外派遣につきまして、昨年度の予算

措置の状況ですが、令和２年度に海外派遣が見送ら

れた際に、令和３年度以降も12人ずつは任期中に全

議員を派遣するということは困難であることから、

事務局としましては、令和３年度予算、今年度予算

について、４名分を追加して、16名で予算要求を行

いました。ただ、しかしながら、査定では非常に、

こういったコロナ禍の状態の中で、従前の枠内予算、

前年度と同額の予算を計上しなさいということで執

行を認められまして、必要とする追加予算がかない

ませんでした。

こういったコロナ禍の状況で、逼迫した財政状況

にあることから、令和４年度の新たな予算措置の追

加の予算措置状況も厳しいものがあると考えており

ます。

○仲田弘毅委員 再度お聞きしますけれども、説明

の中で、結果的には減額補正、それから不用額等の

話もありましたけれども、あと任期２か年余りしか

ないわけですが、全議員の派遣をすることに対して、

局長は可能だというふうに考えておりますでしょう

か。

○知念弘光議会事務局長 単年度で24名の海外派遣

が可能かどうかという御質問でございますけれども、

世界的に感染状況の改善が見通せない状況にありま

して、こういった感染再拡大という不測の事態に対

する不安もあることですので、24名ずつ派遣した場

合には、議会活動に影響を及ぼすような危機管理上

の問題も生じないか、そういったことを各派代表者

会議でも議論していただく必要があるんじゃないか

なと考えております。さらに、24名が無理として、

同一年度で12名ずつ、じゃあ前期、後期に分ける場

合、そういった、現在の目的としまして、予定され

ている式典以外の時期ですね、そういった時期への

派遣、そういったのも検討する必要があるのかなと

考えております。

今は式典に合わせて議員を派遣しまして、そこで

県人との交流を行っているんですけれども、それ以

外の目的ですね、２回に分ける場合にはそれ以外の

派遣目的、それから派遣場所も含めて、再度、各派

代表者会等で議論をする必要があるのではないのか

なというふうに考えております。

○仲田弘毅委員 48名の議員団、２か年に分けてと

いうと、単年度24名ずつになるわけですが、これ24名

一気に海外出るということは、本県においても大変

厳しい、いざ有事の際に県議会が、行動とれないと

いうことも考えられますが、そういった24名の派遣

等について、あるいはこれを半分の12名にするとか、

そういうふうな点についてはいかがですか。

○知念弘光議会事務局長 その点につきましても、
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引き続き各派代表者会議で検討することとなってお

りますので、各派代表者会において、12名に分けて

派遣するのが適当かどうかとか、そういったのを議

論を深めていく必要があるんじゃないかと考えてお

ります。

○仲田弘毅委員 若手議員、また新人議員の皆さん

が随分期待をしておりまして、この４か年間で、一

度県から出られて、海外で頑張っている方々、ある

いはその他のあらゆる団体との交流を深めて、議員

の資質を上げていくという大きな期待を持って頑

張っておりますので、ぜひ事務局長としても頑張っ

ていただきたい。

以上でございます。

○又吉清義委員長 以上で、出納事務局、監査委員

事務局、人事委員会事務局及び議会事務局関係決算

事項に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部の入替え）

○又吉清義委員長 再開いたします。

次に、企画部長から企画部関係決算事項の概要説

明を求めます。

宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 それでは、企画部の令和２年度

歳入歳出決算説明資料について御説明いたします。

資料の１ページをお願いいたします。

企画部は、一般会計のみとなっております。

企画部所管の歳入決算総額は、予算現額（Ａ）の

欄409億4718万3500円に対し、調定額（Ｂ）の欄351億

2549万3716円、収入済額（Ｃ）の欄351億2471万

3616円、不納欠損額ゼロ、収入未済額（Ｅ）の欄78万

100円となっております。

款ごとに御説明いたします。

（款）使用料及び手数料は、予算現額505万6000円、

調定額232万1420円で、同額収入済みであります。主

に、行政財産使用許可に係る使用料収入となってお

ります。

（款）国庫支出金は予算現額372億3215万3000円、

調定額は316億1580万1410円で、同額収入済みであり

ます。主に、（項）国庫補助金の沖縄振興特別推進交

付金や、（項）委託金の国勢調査費となっております。

（款）財産収入は、予算現額２億212万7000円、調

定額２億2910万5897円で、同額収入済みであります。

財産収入の主なものは、（項）財産運用収入（目）財

産貸付収入における沖縄県特定駐留軍用地内土地貸

付料となっております。

資料２ページをお願いいたします。

（款）寄附金は、予算現額229万1000円、調定額78万

1500円で、同額収入済みとなっております。これは、

知的・産業クラスター形成推進寄附金としての受入

れとなっております。

（款）繰入金は、予算現額５億6721万8000円、調

定額５億6422万9912円で、同額収入済みであります。

これは、主に沖縄県特定駐留軍用地内土地取得事業

基金からの繰入れとなっております。

（款）諸収入は、予算現額６億3993万8500円、調

定額６億295万3577円で、収入済額６億217万3477円、

収入未済額78万100円となっております。諸収入の主

なものは、（目）総務貸付金元利収入の地域総合整備

資金貸付金元利収入となっております。収入未済は、

（項）雑入（目）雑入の沖縄県地上デジタル放送受

信者支援事業の交付決定取消しに係る返還金であり

ます。

（款）県債は、予算現額22億9840万円、調定額21億

1030万円で、同額収入済みであります。これは主に、

地域総合整備資金貸付事業に係る起債であります。

資料の３ページをお願いいたします。

企画部の一般会計歳出決算について御説明いたし

ます。

企画部の予算は（款）総務費に計上されておりま

す。

歳出決算の総額、予算現額（Ａ）の欄484億536万

3000円に対し、支出済額（Ｂ）の欄415億9070万

3345円、翌年度繰越額（Ｃ）の欄51億5983万3946円、

不用額（Ｄ）の欄16億5482万5709円となっておりま

す。予算現額に対する支出済額の割合である執行率

は85.9％、繰越額の割合である繰越率は10.7％となっ

ております。

翌年度繰越額について御説明いたします。

（項）企画費の繰越額８億2501万1946円のうち（目）

企画総務費3706万1000円は、通信施設維持管理費に

おける新型コロナウイルス感染症の影響により、年

度内の工事完了が困難となったことに伴う繰越しで

あります。

（目）計画調査費７億8795万946円は、大東地区情

報通信基盤整備推進事業において、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、年度内の工事完了が困難

となったことによるもの、テレビ放送運営事業費に

おける入札不調等に伴う繰越し等であります。

（項）市町村振興費の繰越しは、（目）沖縄振興特

別推進交付金43億3482万2000円となっており、主な

要因としては、資材や労務者の手配困難、入札不調

に伴う事業期間の見直し、工事の実施に伴い生じた

状況変化への対応等によるものであります。
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不用額の主なものについて御説明いたします。

（項）総務管理費の不用額496万2299円は、主に大

規模駐留軍用地跡地利用推進費の委託業務において、

新型コロナウイルスの感染症の影響により、イベン

トや先進地視察が中止になったこと等による執行残

であります。

（項）企画費の不用額７億9443万9321円のうち、

（目）企画総務費に係る主なものは、職員費におけ

る人事異動等に伴う人件費、報酬、給料、職員手当

等、共済費の執行残によるものであります。

（目）計画調査費に係る主なものは、沖縄離島住

民等交通コスト負担軽減事業における新型コロナウ

イルスの影響により、利用者数が減少したことに伴

う負担金の執行残、超高速ブロードバンド環境整備

促進事業における補助金の執行残によるものであり

ます。

（項）市町村振興費の不用額７億3225万2044円は、

主に（目）沖縄振興特別推進交付金において、市町

村事業に係る入札残及び事業計画の変更等による交

付金の執行残であります。

（項）選挙費の不用額1431万8809円は、主に県議

会議員選挙費の立候補予定者が減になったことによ

る公費負担経費の執行残であります。

（項）統計調査費の不用額１億885万3236円は、主

に職員費における人事異動に伴う人件費の執行残で

あります。

以上で、企画部所管の令和２年度一般会計歳入歳

出決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、委員長の許可を得てから、重複す

ることがないよう簡潔にお願いいたします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆様の御協力をよろしく

お願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

山里将雄委員。

○山里将雄委員 それではお願いします。

私からは、主要施策の成果説明の中から31ページ、

沖縄県路線バス運転手確保緊急支援事業についてお

伺いします。

まず、この沖縄県路線バス運転手確保緊急支援事

業、これは括弧して新規となっていますけど、これ

は令和元年度から始まっているんですよね。

○金城康司交通政策課長 この事業、令和元年度の

当初予算ではなくて、９月補正予算でつきましたの

で、当初予算ベースという考え方で、新規というこ

とで取り扱ってございます。

○山里将雄委員 令和元年度の途中で補正というこ

とは確認したんですけれども、補正でやったという

ことは、やっぱりそれはいわゆる運転手の不足とい

うものに対して危機感といいますか、緊急性が高い

という御判断だったと思うんですね。ですが、この

執行率を見ますと34.3％、非常に低いような気がし

ますけれども、これはどういうことでしょうか。

○金城康司交通政策課長 まず、この路線バス運転

手確保事業の概要について説明いたします。

これメニューは２つありまして、まず、路線バス

運転手確保を図るため、バス事業者が行う人材確保

の取組に関して２件ありまして、まず１つ目が大型

二種免許取得のための通学期間中及び研修期間中の

人件費を補助するものであります。これについては、

補助となる対象が、例えばバス会社においては、例

えば既に大型免許を持っている方を採用するケース、

それから、これから免許を取得する方がいるんです

けれども、当該事業では免許を新たに取得する者を

対象としております。

補助対象の人員なんですけれども、この事業が始

まる前の平成29年度、平成30年度に、バス会社、自

社が養成制度によって採用した路線バス運転手の平

均人数、これ免許保有者の数なんですけれども、そ

れを超える分について補助することとなっておりま

す。

ちなみに令和２年度は、バス会社全体での採用人

数が71名なんですけど、内訳が、免許保有者41名、

それから、これから免許を保有する方が30名なんで

すけれども、その補助対象となる、これから免許を

保有する方30名のうち、既にバス会社は、過去の平

均の採用人数95名というのが基準となっております

ので、それを超える５名について採用いたしており

ます。

それと、もう一つメニューとして、人材募集のた

めの広告宣伝に対する経費も補助をしております。

ちなみに、今回執行率が低いというお話なんです

けれども、バス会社に聞きましたら、やはり、特に

若者を、免許持ってない方を中心に、なかなかやっ

ぱり人が集まらないと。特に、令和２年度以降にお

いては、コロナの影響もあるのではないかというふ
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うなことで、大分、人材の確保に苦労しているとい

うふうにお伺いしております。

○山里将雄委員 今、御説明をいただいたんですけ

れども、やっぱりその５人というのは、今の状況か

らすると非常に少ない感がどうしてもありますね。

やっぱりこれはしっかりとその対応が必要だと思い

ますけれども、これ、先ほど令和２年度で５人なん

ですよね。元年度、２年度と合わせてどれぐらいの

人数を……。

○金城康司交通政策課長 補助対象になりましたの

は、先ほど説明しました令和２年度５名、令和元年

度は３名となっております。

○山里将雄委員 まだ８名ということなんですね。

そもそも、これ全国的に運転手は不足していると

いうことなんですけれども、バス運転手の不足とい

うのは、そもそも、なぜなんですかね。

原因は何だとお考えですか。

○金城康司交通政策課長 バス事業者の人員がなか

なか不足しているという要因について、実はこれ全

国的なケースでありまして、主な要因としては、全

国的に言えるんですけれども、労働力が不足してい

ること、それから、やっぱり、特に沖縄においては

賃金体系ですとか、あと勤務形態ですか、勤務形態

につきましては、例えば交代制勤務ということです

ので、必ずしも土日が休みになるわけでもなくて、

しかも日中、朝番、早番もあるというふうなこと。

それから、これはバス協会からのお話なんですけれ

ども、やはり接客面、お客様に対する接客面で、例

えば現金を扱ったりですとか、ＯＫＩＣＡを扱うと。

ＯＫＩＣＡについてはチャージをやってあげなきゃ

いけないと。それから、例えばお客様から、どこに

行きたいんだけど、どこで降りたらいいですかとい

う質問に対してですね、やはりうまく答えられなく

て、クレームが来たりとか、そういった接客面でや

はり負担があるということで、一部の方々について

は、過去においては、そういった負担の少ない貸切

り事業者に流れていったという話はお聞きしており

ます。

○山里将雄委員 なるほど。じゃあその運転手とい

う仕事が、はっきり言えばきついということで、い

ろんな対応が大変だということでの希望者が少ない

ということなんですね。とすると、その面から何ら

かのアプローチといいますかね、支援とか、必要か

と思うんですけど、その辺はどうですか。

○金城康司交通政策課長 今、その面は解消する意

味で一番必要なのは、やっぱり特に、免許を持って

ない方々に対する採用を呼びかけるというふうなこ

とがあるんですけれども、やはりバス運転手が非常

に魅力があるというふうな広報の仕方、非常に大事

だと思いますので、今まさにバス会社のほうとも、

どういった広報によってより広く呼びかけて、実際

効果があるような施策を打てるかということについ

て、今、意見交換しているところでございます。

○山里将雄委員 先ほどから言っていますとおり、

バス路線の維持というのは大変重要なことだと思い

ます。特に我々は、北部、やんばるのほうでは交通

弱者と言われる皆さん、お年寄りとか、また免許を

持たない人とか、そういった方々の交通、足を確保

するというのは非常に大事なことです。次のページ

には、バス路線補助事業も展開しているということ

で報告ありますけれども、そういったことで、ぜひ

このバス路線の維持をしっかりやっていただきたい

と思います。

運転手が不足していてバス路線が減便されるとい

うことは、ちょっとあってはならないというふうに

思いますね。

下のほうの課題のほうに、令和元年度にバスの減

便が発生するなどというふうに書いてありますけれ

ども、分かる範囲で結構ですけれども、どれぐらい

減便、どこの路線がどれぐらい減便されたか分かり

ますか。

○金城康司交通政策課長 過去、令和元年度に運転

手不足ということで、減便になったケースがあるん

ですけれども、対象となった路線は主に中南部を走

る路線となっておりまして、琉球バスであれば50番

はじめ３路線、計４路線、それから那覇バスについ

ては97番ほか１路線の２路線、それから沖縄バスに

ついては７番、８番、47番の３路線ですね。それか

ら、東陽バスについては30番、191番の２路線となっ

ております。

○山里将雄委員 10路線以上が元年度においても廃

止されたということです。これもやはり運転手不足

というのが主な原因なんですか。

○金城康司交通政策課長 バス会社からはそういう

ふうにお聞きしておりまして、そのために令和元年

９月補正で、運転手確保事業を事業化したところで

ございます。

○山里将雄委員 本当に運転手の確保、これ非常に

重要だと思いますので、しっかりと取り組まないと

いけないなと、県としても、それをしっかりやって

いただきたいと思っておりますのでお願いします。

これは、この事業は今後も当然継続していく、そ

ういう計画でよろしいんですよね。

○金城康司交通政策課長 まだ現在、バス会社のほ
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うからも運転手の確保は非常に苦労しているという

お話聞いておりますので、委員先ほどおっしゃった、

やっぱり執行率が低いというお話もございますので、

その点を含めまして、令和４年度の事業については、

この事業は実施したいと考えておるんですけれども、

事業の中身について、今バス協会はじめ、事業者と

今意見交換してるところでございます。

○山里将雄委員 しっかりと対応をお願いをしたい

と思います。

委員長、終わります。

○又吉清義委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 先ほど部長のほうから説明ありま

した一般会計の歳出の決算状況というのがありまし

た。説明の中にもコロナの影響でということがあっ

たと思います。

そこで令和２年度、企画部が所管する事業におい

て、新型コロナウイルス感染症の影響額、それから

その対応について伺います。

○高江洲昌幸企画調整課長 新型コロナウイルス感

染症の影響を受けた主な事業としましては、緊急事

態宣言等で離島への移動自粛要請がなされたという

ことで、航空機、船舶の利用者が減少しました沖縄

離島住民等交通コスト負担軽減事業ですとか、あと、

超高速ブロードバンド環境整備促進事業ということ

で、こちらは宮古島市や竹富町において、通信環境

の整備を予定していたんですが、感染症の拡大で光

ファイバーの引込み工事に係る住民説明会等々の加

入促進の取組が限定的になったというところで、申

込件数が計画を下回って、影響を受けたといったも

のがございます。

そのほかには、沖縄・奄美連携交流促進事業とい

うところで、沖縄－奄美間の空路利用者が、当初見

込みより減少したというふうな事業がございます。

これらにつきましては、不用が生じた事業につき

ましては、テレワーカーの人材育成ですとか、就業

支援に係る事業の予算の組替え等を行いまして、不

用額の圧縮に努めたというところでございます。

○当山勝利委員 具体的に、トータルでもいいんで

すが、どの程度の予算的な額が影響を受けたって考

えていらっしゃいますか。

○高江洲昌幸企画調整課長 新型コロナウイルス感

染症の影響によって、不用等が生じた事業ございま

すが、この感染症以外にも理由が幾つか、入札残で

ありますとか、あと入札不調等で入札が延期して、

工期が短くなって実施できずに繰り越したといった

ような、ちょっと要因がいろいろ複合的に絡まって

いるので、金額的にコロナの部分ということで抽出

して正確に集計するのはちょっと難しいんですが、

件数としましては、企画部が所管する事業としまし

ては122事業ありまして、そのうちのコロナの影響を

受けたという事業、35事業ございますので、約28％

ぐらいが影響を受けたというふうに考えております。

○当山勝利委員 分かりました。

ありがとうございます。

コロナの影響で約３分の１、４分の１ぐらいの影

響を受けたと、件数で言えばですね。その実態が分

かりました。

ありがとうございます。

いつも、決算でも予算でも、ちょっといろんな、

科学技術振興費について聞かせていただいています。

平成29年度から令和２年度までの予算の推移と、

それと執行率が分かればお願いします。

○金城克也科学技術振興課長 科学技術振興予算の

推移については、最終予算額で、平成29年度は約16億

2000万円、平成30年度は、前年度比44％減の約９億

円、それから令和元年度は、前年度比６％増の約９億

6000万円、それから令和２年度は、前年度比28％減

の約６億9000万円となっております。

○当山勝利委員 今のは予算額ですか。

○金城克也科学技術振興課長 最終予算でございま

す。

○当山勝利委員 令和２年度でもいいので、執行率

は何％か分かりますか。

○金城克也科学技術振興課長 例えば、科学技術振

興予算のうちの沖縄感染症研究成果活用促進事業で

は、令和２年度の執行率が98.9％でございます。先

端医療技術実用化促進事業の令和２年度の執行率が

91.04％、沖縄科学技術イノベーションシステム構築

事業の令和２年度の執行率が94.1％、成長分野リー

ディングプロジェクト創出事業の令和２年度の執行

率が96.9％、主なものについての執行率は以上でご

ざいます。

○当山勝利委員 いずれにしても、執行率は高い事

業だと思うんですけれども、ただ、先ほど御答弁い

ただいたように、年々予算が減っていったというこ

となんですが、まず、予算が減り続いた影響、それ

から、特に令和２年度の予算が結構減額になりまし

た。その影響について伺います。

○金城克也科学技術振興課長 科学技術振興予算に

ついては、平成30年度、最終予算額が、対前年度比

で約７億2000万円の減となっております。減の要因

としましては、研究初年度である平成29年度に試験

等を開始するための実証装置や、実験室等の研究環

境の整備などの初期投資が完了したことによるもの
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でした。予算減への対応策としては、実用化に近づ

いた研究の一部委託事業を補助事業に変更し、経費

の一部に企業負担分を充てるなどして、事業を実施

したところでございます。

それから、令和２年度の最終予算額は、対前年度

比で約２億7000万円の減額となっておりましたが、

その対応策としては、より実用化の可能性の高い研

究対象を絞り込み、事業を実施しました。

それから、各事業においては、専門家等からなる

事業推進委員会等で、効率的、効果的な研究開発の

実施に必要な助言、意見等をいただき、大学及び企

業の研究者等は、これを踏まえ研究を行っておりま

す。

県としては、より一層、効率的・効果的な研究開

発支援が行えるよう、今後も所要額の確保に努めて

まいりたいと考えております。

○当山勝利委員 予算が減った理由としては、一括

交付金という性質上そうなってしまった。

年度がかさめば本当は研究というのは、もっと本

当は予算を投下しなきゃいけない、実りが大きくな

ればなるほど、予算が必要な時期にどんどん減って

いってしまったというふうに私は見ていますが、皆

様方はこの一括交付金を活用してきたことへ、どの

ような総括をされていますでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 科学技術振興予算に

おける沖縄振興特別推進交付金を活用した研究開発

については、大学等の共同研究に対して、健康医療

分野など100件を超える研究テーマを推進してまいり

ました。その結果、産学連携を通した再生医療、ゲ

ノム研究基盤の高度化を図るとともに、再生医療認

定医等を育成し、大学や高専発のベンチャー企業を

設立されるなどの効果が現れてまいりました。大学

等のいわゆる研究シーズについては、まだポテンシャ

ルがあると考えており、次年度以降も引き続き研究

成果を活用した産業の振興や、社会課題の解決に向

けた共同研究を推進していきたいと考えております。

人材育成については、子供たちが科学に触れ合う

機会を増やし、科学技術の好奇心、探求心を高める

ため、小・中・高の各段階に応じた科学教育プログ

ラムを実施してまいりました。次年度以降も引き続

き子供の各成長段階に応じた科学教育プログラムの

実施を考えております。また、これまでボトムアッ

プ型の人材育成に加えて、特に小学生においては、

科学技術分野に高い興味を示す子供たちを対象とし

た大学等の教員らによる専門講座を実施するなど、

トップ層の引上げについても検討しているところで

ございます。

○当山勝利委員 るる成果は述べられて、私も成果

はあると思っています。あると思っているんですけ

ど、先ほど言ったとおりに予算はどんどん減らされ

た。実りが大きくなるときに減らされたというのは、

影響は大きかったんじゃないか。答弁の中に絞り込

んだという答弁もありました。ということは、これ

取捨選択した、一部は切られたということの裏返し

だと思います、この言葉は。なので、そこら辺はと

ても残念だったなと私は思っております。

次なんですけれども、令和３年度で科学技術振興

ロードマップが終了を迎えます。令和２年度までの

達成度について伺います。

○金城克也科学技術振興課長 科学技術ロードマッ

プは、沖縄21世紀ビジョン基本計画の分野別計画と

して位置づけられております。期間は平成27年度か

ら令和３年度までとなっております。ロードマップ

は、基本計画を推進するための活動計画である前期

の沖縄21世紀ビジョン実施計画で掲げる各施策の評

価を行うとともに、各関係機関との連携した取組を

行うための指針として策定されております。その内

容は、平成29年度を開始年度とした後期の実施計画

に反映しております。そのため、同ロードマップに

掲げる各施策の評価は、同実施計画のＰＤＣＡ評価

を適用しており、令和２年度時点では、10評価項目

中、県内大学等との共同研究に取り組む民間企業数、

それから、研究開発型ベンチャー企業数など、５項

目は目標値を達成しております。なお、令和３年度

には、特許出願件数累計の項目についても達成でき

る見込みであり、10項目中６項目の達成になると想

定をしております。

○当山勝利委員 これは予想なので分かりませんけ

れども、今10項目中６項目は目標達成した。ひょっ

としたら、予算がきちんと取れれば10項目中もっと

目標が達成できたかもしれないということはあると

思います。

令和４年度以降も科学技術振興ロードマップ、何

らかの形で継続すると聞いておりますけれども、も

う今年で最終年度ですから、次年度のことはもう既

に計画されていると思いますので、令和４年度以降

どのような形で進められるのか伺います。

○金城克也科学技術振興課長 現行の沖縄21世紀ビ

ジョン実施計画は、実施期間の10年で前期、後期と

２回策定しております。

新たな振興計画においては、さらにきめ細やかな

進捗管理に努めるため、実施期間の10年を３年、

３年、４年の３回に分け、実施計画を策定する予定

と聞いております。そのため、新しい振興計画下に
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おいては、別途ロードマップに代えて、実施計画に

て、きめ細やかな進捗管理を行いたいと考えており

ます。また、科学技術分野については、これまで構

築してきた大学等関係機関とのネットワークを活用

し、関係機関の取組状況を確認するなど、きめ細や

かな進捗管理を行い、新たな実施計画の推進を図っ

ていきたいと考えております。

○当山勝利委員 ロードマップのようなものはつく

られないというふうに伺っておりますけれども、そ

のきめ細やかな進捗管理というのは、もうちょっと

具体的にどういうふうにされていくのか伺います。

○金城克也科学技術振興課長 新たな振興計画策定

の際に、ＯＩＳＴ、琉大、名桜大学、それから沖縄

高専、科学技術振興センター―これは支援研究機関

なんですけれども、それらによるワーキンググルー

プ会議というのを何回か開催させていただきました。

それで、今後10年間で目指すべき沖縄のあるべき姿

について議論を重ねてきました。当会議というのは、

県と大学等の関係機関が協議をするための場を設け

ることの重要性についても議論されていたことから、

その会議を中心にして、ロードマップに代えて、実

施計画にて、きめ細やかな進捗管理を図っていきた

いと思っております。

○当山勝利委員 会議を持たれたということで、こ

れまでのものの継続なのか、それとも継続はしない

で、全く新たに、新たなものをつくっていくのか、

それとも継続プラス新たなものをつくっていくのか、

方向性としてはどういう形を取られるんでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 ロードマップにも利

点、それから課題等もありますけれども、そういっ

た利点を生かして、継続する形、システムとしては、

そのロードマップのよいところを生かしつつ、それ

に今まで我々が、大学等との関係機関とネットワー

クを組んでおりますので、それをプラスをして、新

たにロードマップに代わるものをつくって、そこの

中で進捗管理等をやっていきたいと考えております。

○当山勝利委員 ちょっと私の聞き方が悪かったか

もしれないですけれども、科学技術振興予算の中で、

いろんな事業がされていたと思うんですけれども、

一旦これは令和３年度で切って、終わらせて、再ス

タートをするのか、残すべきものは残して、事業は

ですよ、残すものは残して、また新しいものを付け

加えてやるのか、どういう形を取られるんでしょう

かということです。

○金城克也科学技術振興課長 うちの事業の中には、

先ほど執行率のほうでお話をいたしましたリノベ事

業というのがありましたけれども、そういった事業

というのは非常に、大学等から、それから専門家の

間でもかなり評価が高い事業がありますので、そう

いった事業についてはやはり継続してやっていきた

いというふうに考えております。

○当山勝利委員 ということは、そういう残すべき

ものは残す、また新たに付け加えるのは付け加えて

やっていかれるということで理解いたしました。

令和４年度以降も、この一括交付金というのは残

りましたけれども、一括交付金を使って、この科学

技術振興に係る予算に充てていかれるのかどうか伺

います。

○金城克也科学技術振興課長 令和４年度以降も、

引き続き一括交付金を活用し、持続可能な産業の振

興につなげていくため、絶え間なくイノベーション

が創出されるイノベーションエコシステムの構築に

向けて取り組んでいきたいと考えております。取り

組む内容としましては、基礎研究から事業化研究ま

で、各ステージに応じた支援を行うほか、大学発ベ

ンチャー等の創出を促進するため、研究開発段階か

らの研究支援及びハンズオン支援を実施したいと考

えております。また、大学等の産業振興を目的とし

た研究シーズの活用に加え、社会課題解決に向けた

研究シーズの創出支援の実施も考えております。

○当山勝利委員 結局、一括交付金で予算が増額に

なったり減額して、最終的にさっき言ったようなこ

とが起こったわけですよね。一括交付金だけで安定

した事業ができますかということは、皆様方この何

年間で経験したことで、そうではなかったというの

は分かったと思うんですよ。その上で、引き続き一

括交付金だけで予算化されるということでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 沖縄振興特別推進交

付金以外の国庫補助金についても、我々情報収集を

しております。それで、安定的な予算の確保を図っ

て、円滑な事業執行に努めてまいりたいと考えてお

ります。活用可能性のある制度等については調べた

んですけれども、大学等を中心としたスタートアッ

プエコシステム形成の推進という事業がございます。

これは文部科学省の事業です。それから、産学官連

携による新たな価値競争の推進、これも文部科学省

の事業なんですけれども、そういった活用可能性の

ある制度も、我々確認はしております。

○当山勝利委員 ぜひ一括交付金で、これまで経験

されたことは、皆様方もよく分かっていると思いま

すし、ここで何度も議論させていただきました。そ

の上でしっかりと予算を取ってくださいと。この分

野においては、多分沖縄が目指している分野という

のは、国の科学技術振興とはそんなに方向性が、ベ
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クトルが違っている方向を向いてないと思うんです

よ。そういう意味ではしっかりとした予算取りもで

きると思うし、それを勝ち取るということをしなきゃ

いけないと思うんですけれども、そこら辺は部長ど

うですか。

○宮城力企画部長 一括交付金ができて以来、非常

に使い勝手がいいということで、科学技術振興に係

る事業を予算立てして、これまで推進してきたとこ

ろです。おっしゃるとおり、一括交付金の規模が縮

小し、それで予算に反映されているところではあり

ますが、限りある財源の中でどのような工夫ができ

るか、これを随時検討しながら進めてきたところで

す。

課長から先ほど紹介があった文部科学省のメ

ニュー等については、どちらかというと都道府県、

地方公共団体が主体となるというよりも、大学等が

主体となって、プレーヤーとなってやるような取組

に対する支援というのが主になっております。これ

らのメニューについても、情報共有を図りながら、

いろいろな財源を組み合わせながら、より効果が高

い取組を進めていきたいというふうに考えておりま

す。

○当山勝利委員 ぜひそこら辺は、未来の沖縄県の

飯の種というか、そういう産業振興のための予算だ

と思いますので、ぜひ予算取りよろしくお願いしま

す。

次に移ります。電子自治体推進事業費について伺

いますが、まず全庁共通システム整備費の事業内容

について伺います。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 全庁共通システム

整備費は、県庁内における業務を効率的に遂行する

ため、リスト化された情報のシステム入力などの定

型業務を代行するいわゆるＲＰＡや、庁舎外から庁

内業務システムへのアクセスを可能とするテレワー

クシステム、職員間でデータを共有するファイルサー

バーなど、共通的に利用されている業務システムの

整備や運用保守等を行うものとなっております。

○当山勝利委員 今御答弁がありました、同予算に

含まれるＲＰＡという自動化ですよね。いわゆる業

務の自動化、このＲＰＡ化された業務の内容と、目

標が設定されたと思います。

それに対する成果について伺います。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 ＲＰＡ化された業

務内容等の御質問でございますが、令和２年度にお

きましては、財務会計システムへの支出データの入

力ですとか、総務事務における職員提出書類の印刷

など、13の業務でＲＰＡを活用し、自動化を図った

ところでございます。業務削減時間数として、合計

で2851時間の削減を見込んでおりました。実績とし

ては、2738時間の削減を実現しております。おおむ

ね見込みどおりというふうな結果となっております。

○当山勝利委員 この時短によって多分、時間掛け

る単価、要するに労働単価を掛ければ、どれだけ効

果が上がったか、それにかけて、これにかけた予算

が幾らだったのかというような評価はされています

か。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 あいにく、要は金

額換算をした、コスト換算との比較での検証は、今

のところやっておりません。

○当山勝利委員 ぜひ、そこら辺、コストでどれだ

け浮いたのかということは、これからＲＰＡ化が進

められていくと思いますので、そこは大切な視点だ

と思います。ここはきちんとやっていただきたいと

思いますが、どうでしょうか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 業務により担当し

ている職員に違いがあると、そういったところの難

しさもあるんですが、何らかの方法を考えながら、

数値的な検証という部分をさらに進めたいと思いま

す。

○当山勝利委員 ぜひよろしくお願いします。

沖縄県は県内事業者に対して、デジタルトランス

フォーメーションを推進している立場です。行政も、

今言った業務の高効率化というのは必要だと思うん

ですが、この行政のデジタルトランスフォーメーショ

ン推進について伺います。

○石川欣吾デジタル社会推進課長 県は９月１日に、

知事を本部長とする沖縄県ＤＸ推進本部、こちらを

設置しまして、推進のビジョン、基本姿勢等につい

て定めて、ＤＸ関連策を全庁的に推進していくこと

としたところです。このＤＸの取組なんですけれど

も、委員おっしゃるとおり、行政も含めて、生活、

産業、あらゆる分野にわたっておりますので、その

うち行政の部分の効率化についても課題であるとい

うふうに認識しております。県庁内においては、こ

の部局の支援だったり、それからオンライン化等を

進める市町村への助言、こういったところを含めて

取組を推進していきたいというふうに考えておりま

す。

○当山勝利委員 他県、市町村も含めて、いろんな

自動化、またＡＩを使ったものとか、いろいろ実践

されている自治体が多くありますけれども、そこら

辺はきちんと調べられていますでしょうか。

○石川欣吾デジタル社会推進課長 他県の情報等も

収集しておるところでございます。今ちょうど各部
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局、いろんなところ取り組んでいると思いますけれ

ども、そういうところに提案したり、支援体制を構

築するために、生活とか産業とか、行政の各分野別

アドバイザーとかを設定して、コンサルティングを

していくような、そういうアドバイザリーコンサル

事業みたいなものを、今ちょうど公告をしたところ

でございます。こういった取組を通じて、いろんな

ところの支援をしていきたいというふうに考えてお

ります。

○当山勝利委員 ぜひ、業務的な、単純業務の高効

率化、それは自動化していただいて、私は別に人手

を減らしてほしいというわけではなく、そういう余っ

た時間をもっと創造的な、職員の皆さんが創造的な

仕事に充てられるように、私はこれは推進すべきだ

と思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。

○石川欣吾デジタル社会推進課長 委員おっしゃる

とおり、その方向性については恐らくデジタル庁だっ

たり、総務省だったりも同じ方向性だと思いますの

で、そういったところに向けて頑張っていきたいと

思います。

○当山勝利委員 今通知しました移住定住促進事業

について伺います。まず、成果報告書に書かれてい

ます移住体験ツアー、中間支援組織養成講座、移住

フェアの実績について伺います。

○山里永悟地域・離島課長 令和２年度の実績です

が、状況として、コロナ感染症対策も踏まえまして、

オンライン等も活用した取組となりました。移住体

験ツアーについては、移住を検討する上で病院、学

校、スーパーなど生活環境、あと地域の方との交流

などを目的に実施しておりまして、令和２年度は10地

域でオンラインツアーを開催し、合計98組、128名の

参加をいただきました。うち、６組、９名が既に実

際に移住をされております。

中間支援組織養成講座ですが、市町村と連携して、

移住希望者と受入れ地域との間に立って、コーディ

ネート、プロデュース機能を担う地域づくり活動に

取り組む中間支援組織の育成を行っておりまして、

令和２年度は、石垣市、久米島町、竹富町、伊江村、

与那国町の５市町村の民間団体や移住相談員等を対

象に、専門知識を有する講師によるオンライン等の

個別相談等を展開いたしまして、機能充実等が図ら

れているところです。

移住フェアですが、こちら昨年度もオンライン開

催となりました。４つの移住フェアに、４市町村と

共に参加をいたしまして、合計38組の相談に対応し、

各市町村、各地域の移住情報の発信を行ったところ

であります。

○当山勝利委員 ありがとうございます。

おきなわ島ぐらしというんですかね、ホームペー

ジが作られておりますけれども、そちらのほうのア

クセス件数について伺います。

○山里永悟地域・離島課長 ありがとうございます。

おきなわ島ぐらしですが、ホームページ上で移住

情報が効率的に入手できる、そういうサイトを目指

しておりまして、アクセス件数ですけれども、昨年

度は15万7000件となっておりまして、その前、前年

度と比較しまして53％、率は増加しております。活

用状況ですけど、お問合せを受けておりまして、い

わゆる住まいとか仕事とか子育て環境とか、市町村

の状況どうですかとか、あとはやっぱり先輩移住者

の体験談とかを載せているので、好評いただいてお

ります。日々電話等でも相談を受けておりますので、

そうした問合せの多い内容については随時こちらの

おきなわ島ぐらしに情報を追加するなどをしまして

充実を図っています。また、市町村からも掲載希望

の情報とかが多く来ますので、そういった市町村と

も連携して充実を図っているところであります。

○当山勝利委員 15万7000件のアクセス等があって、

いろんな相談があるというふうなことなんですけれ

ども、これは全て移住を前提に相談とかされている

ということですかね。

○山里永悟地域・離島課長 基本的には、移住を促

すような相談を受けておりますが、いきなり定住と

かになるとハードルが高い方に対しては、例えばワー

ケーションのモニターツアーどうですかとか、少し

ちょっと段階を踏んだ取組を案内することもありま

す。

○当山勝利委員 分かりました。

本事業で、ＵＪＩターンについてどれだけ寄与さ

れているというふうに思われていますか。

○山里永悟地域・離島課長 大変申し訳ないですけ

ど、正直申し上げて、移住者がこの沖縄に何名いら

したかという正確な数字が把握できてないところで

ありますが、ただ、傍証として、市町村にいただく

移住相談件数ですけれども、昨年度だけで705件に

なっていまして、これ数字を取り始めた平成27年度

から比較すると４倍以上になっています。また、こ

の移住定住促進事業で実施している、例えば移住体

験ツアーとかで来ていただいたツアー参加者等、こ

れまで351組447名お招きしているんですが、合計34組

56名の方が移住をされています。また、先ほど申し

上げた中間支援組織養成講座等を各市町村において

その移住者と地域との間に立って移住を支援する、
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そういった組織の強化も図っているので、私どもと

してはＵＪＩターンの促進に寄与しているものと認

識しております。

○当山勝利委員 分かりました。

それなりに情報提供をしていただいてですね、移

住したい方々の知りたい情報を提供していただくと

いうようなことをしっかりやっていただければ、ア

クセス件数が増えているということは、そういう情

報を提供されている証左だと思いますが、この事業

をしっかりまた今後とも継続していただければと思

います。

次に移ります。離島テレワーク人材育成補助事業

について伺います。離島テレワーカーの就労されて

いる業務、それからその割合について伺います。

○山里永悟地域・離島課長 まず、令和３年３月末

時点ですけれども、553名の方がこの離島テレワーク

に登録をされておりまして、そのうち345名が研修を

受けて育成をされているといった状況であります。

主な業務内容とその割合ですが、作業マニュアルに

沿って調査入力業務を行うという、少し単純系の業

務ですけれど、そちらが率にすると32.3％、またＡ

Ｉの機械学習に必要な教師データを作成する、これ

動画とか写真、画像等に説明文を付ける―これも簡

単な業務なんですけど、そういったアノテーション

作業といいます、こちらが24.5％。また、定められ

たテーマに沿って指定の文字数やキーワードを入れ

て記事を書くライティング業務、こちらが14.7％。

ホームページデザインなどを行うウェブデザイン業

務、こちらが単価は高くなってきますけれど、3.5％

となっております。また、島外の企業にお問い合わ

せいただくような受付の一時対応を代行する在宅

コールセンターというのもやっていまして、こちら

0.6％です。その他になりますが、ＳＮＳの代行等も

行っておりまして、その割合が9.3％といった状況で

ございます。

○当山勝利委員 どの離島に何名のテレワーカーの

方が就業されているのか分かりますでしょうか。

○山里永悟地域・離島課長 こちらも令和３年３月

末時点ですが、石垣市に181名、宮古島市に85名、久

米島町32名、渡嘉敷村16名、竹富町10名、こちら西

表７名、小浜１名、黒島１名、波照間島が１名となっ

ています。伊江村が７名など、ほか１名ずつの登録

もあるんですけれど、合わせますと、16の離島に345名

が在籍をしている状況です。

○当山勝利委員 345名の方々がこの事業を使って就

労されているということなんですが、この離島テレ

ワーカーの平均報酬について伺います。

○山里永悟地域・離島課長 この業務ですが、まず

皆さん気軽に参加していただくために、スタートの

時期というのは非常に簡単な業務というのも多くそ

ろえている状況です。事例としては今、現時点で月

９万円の収入を得ているような、そういう頑張って

いらっしゃる方も実際いらっしゃいます。ただ、平

均でならしますと、かなり個人差ありますが、令和

３年７月末時点では１人当たり平均報酬が月１万

2959円という状況です。

○当山勝利委員 まだまだこの事業を使っての報酬

は少ない方々が多いというのが分かるんですけれど

も、この要因は先ほどの答弁からすると、スキルの

問題もあるのかなと思うんですが、稼働率とかの問

題はどうなっていますでしょうか。

○山里永悟地域・離島課長 月によって変動はあり

ますが、稼働率も大体３割程度で推移しているとい

う状況でして、また実績を、経験を長く積むと効率

よく報酬が得られるようになるんですけれど、ちょっ

と途中で断念される方もいらっしゃるという状況で

して。この仕組み自体が離島に、新しい、今までな

かった新しい副収入の仕組みを入れていきましょう、

まず経験してもらいましょうというところがありま

すので、どうしても本業や家事の隙間時間を利用し

て、短時間で取り組むという方が多いという状況で

ございます。

○当山勝利委員 分かりました。

副業的なことなので、なかなかスキルアップも難

しいというのは分かるんですけれども、皆様方がやっ

ていらっしゃるのは、テレワークをもっと本業に近

づけるような形で年収を上げて、最終的にはそれで

食べていけるようにしていきましょうというのが最

終目標かなとは思ってはいるんですけれども、そう

いうふうにしていくためには、皆様方はこれからど

ういうことをされているのか伺います。

○山里永悟地域・離島課長 御指摘ありがとうござ

います。

もう既に、このウェブデザインであるとか、動画

編集、研修自体が結構長くかかってしまうんですけ

れど、場合によって４か月ぐらい研修を受けていた

だくことになります。その後、実務経験を積めば、

御指摘あったように、それなりの報酬に結びつくよ

うな業務を今取ってきて、用意はしておりますので、

ぜひ、そちらに挑戦していただくように、モチベー

ションの向上も含めて取り組みたいと考えておりま

す。

有識者による検証委員会も設けておりまして、各

離島の市町村であるとか、専門知識を有する大学教
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授、また実際に人材育成にたけたＩＴ企業の経営者

等にも入ってもらっていますので、こういった検証

委員会においても高収入化に向けた検討を行います。

引き続き報酬実績が高められるよう、検討を進め

ていきたいというふうに考えております。

○当山勝利委員 今の御答弁だとすると、この事業

を使ってどこからかの仕事を提供してやっていただ

いて、スキルアップも含めながらやっているという

ような事業になりますかね。

○山里永悟地域・離島課長 今おっしゃっていただ

いたように、人材育成もやって、人材育成の後、そ

れを生かす仕事というのも営業して取ってきて、す

でにプラットフォームに用意をして、また、これ技

術が進んだり、需要も変わってくるので、仕事内容

も少し変わってきたりします。これはいけるんじゃ

ないかというものを新たに用意して、それに見合う

人材育成をするという、そういう循環になっており

ます。

○当山勝利委員 ぜひこれで、より多くの収入が得

られる、離島でもきちんとその収入を得て暮らして

いけるような一翼になればと思いますので頑張って

ください。

以上で終わります。

○又吉清義委員長 渡久地修委員。

○渡久地修委員 どうもありがとうございます。

僕が質問したもの、その後の西銘委員がさらに深

めていきますので、よろしくお願いします。

まず、32ページのバス路線補助事業費なんですけ

ど、維持困難の路線バス、これ書いてありますけれ

ども、今、バスに対して非常に、維持するの大変だ

という認識は広がっていると思うんですよね。特に、

もう結論だけ聞きますけど、高齢化が進んで、交通

難民化がどんどんどんどんやっぱり出てきていて、

今スーパーとかも移動スーパーとかが出てきている

んですよね。だから、交通難民、移動難民というの

かな、そういうのがどんどん増えていると。そうい

う意味で、皆さんが一生懸命この維持困難の路線バ

スへの補助もやっているけれども、ちょっとここか

ら一歩踏み出さないといけない時代に来てないかな

という感じするんですよ。そういう意味では、例え

ば市町村がやっているコミュニティーバスがありま

すよね。小型化をして、路線バスが通らないような

ところの、こういったものに視点を向けたものにね、

県のこれも変えないと僕はいけないんじゃないかな

と思う。これとっても評価をしているんだけど、こ

れ、今のままだけでは、やっぱり変わる必要あると

思うんだけど、その見解をまず聞かせてください。

○金城康司交通政策課長 今のバス路線補助事業と

いうのは、住民生活の足として非常に大事であるん

ですけれども、しかしながら、やっぱり運賃収入の

みでは経営できないということに対して補助をして、

路線を維持しているんですけれども、委員おっしゃっ

たような買い物難民とか発生していて、移動スーパー

ですか、そういった取組もなされているということ

なんですけれども、今委員おっしゃったように、各

地域であらゆる財源、国庫の財源、それから単独の

財源も活用した上でコミュニティーバスを運行させ

ている場所もあれば、デマンド交通ということで、

直接電話して、どこどこまで行きたいというふうな

ことで取り組んでいる市町村もありますので、県と

しては、大きな交通体系ということで、やはり沖縄

県において、そういった交通空白地域をなるべく少

なくする、なるべくなくすような方向から、今やっ

ている路線バスの補助事業費に加えて、市町村にお

けるコミュニティーバスの取組について、随時情報

交換を行っていきたいと考えております。

○渡久地修委員 もう時代がね、高齢化社会に向かっ

ていって、そして地域のお店もどんどんどんどん地

域からなくなっていっているんですよ、大型スーパー

化してね。近くで買物できた人たちも、もうできな

くなって、買物も行けないような高齢者が増えてい

るわけ。だから、このバスも、皆さんこの路線バス

も大事だけれども、これもやりながら、もっとやっ

ぱりね、小型化をして、コミュニティーバス、市町

村と連携してやっていくというのも検討してくださ

い。

31ページ、それとの関係でね、このバスの運転手、

先ほどもありましたけど、運転手不足。これはやっ

ぱりね、賃金もあると思うんですよね。それと労働

環境。ヨーロッパに視察に行くとね、貸切りバスな

んかも、向こうはね、労働条件がとっても政府から

厳しくて、時間来るとさ、交代するわけよ。時間延

長とかというのはね、絶対認められてないといって、

運転手が拒否するわけよね。それぐらい厳しく労働

者の権利守られているんだけど、今度コロナ、この

コロナ危機で去年から、コロナ危機で観光バスも止

まって、運転手が逆にどんどん仕事がなくなったと。

逆に仕事がなくなった。今度回復してくると、今度、

運転手の皆さんの仕事があるかということもあるの

と同時に、バスの運転手はエッセンシャルワーカー

というやっぱり位置づけでね、公共交通を維持する

という、僕はそういう概念にね―エッセンシャルワー

カーに入ると思うのよ。そういう意味では、皆さん

がやっている運転手確保というのは、エッセンシャ
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ルワーカーの確保という点では、ここも視点はね、

発展させないといけないと思うんですけど、それは

いかがですか。

○金城康司交通政策課長 まさしく委員おっしゃる

ように、公共交通機関というのはやっぱり広く県民

の必要な足として非常に重要な機関だと考えており

ます。重要な交通インフラと考えておりますので、

バスの運転手についてもエッセンシャルワーカーと

いうふうに考えております。

○渡久地修委員 今、緊急事態宣言が解除されたけ

れども、今のこのバスの運転手の置かれている状況

というのは、皆さんのところこれ路線バスだけかな、

観光も含めてもし把握しているんだったら、どんな

状況か教えてください。

○金城康司交通政策課長 観光バスについて、文化

観光スポーツのほうが所管していて詳しく分からな

いんですけれども、ただ、バス会社自体は、路線バ

ス、貸切りバス持っているところが多くあって、そ

ういった中でバス事業者と意見交換する中では、貸

切りバスにおいては確かに非常に経営も苦しいとい

うことではあるんですけれども、運転手の雇用につ

いては緊急雇用助成金などで対応しているというふ

うに聞いております。

○渡久地修委員 この今のバス運転手確保事業と、

それから先ほどのバス路線補助事業、さっき言った

ことも踏まえてね、やっぱり従来のものもやりなが

ら、コロナを受けて、そして高齢化を受けてどうあ

るべきかというのはね、僕はもう、さらに改善が求

められていると思うので、そこはひとつよろしくお

願いしたいと思います。

それと次、17ページ。鉄軌道も、これ簡潔にお聞

きしますけれども、費用便益というのありますよね。

これは、費用便益は今幾らというふうに算出されま

したか。

○山里武宏交通政策課公共交通推進室長 鉄軌道の

導入に当たって、国から課題とされている費用便益

費については、精緻化した結果、１を超えるケース

を一応確認したところでございます。

○渡久地修委員 僕は前から言っているけどね、こ

の費用便益よ、単体、鉄道単体だけじゃなくて、やっ

ぱりその鉄道が通ることによって、県全体の経済効

果、いろんな効果が出てきますよね、移動の効果と

かね。そこも入れないとだめだと思うんだよね。だ

から単体だけでの黒字か赤字かだけじゃなくて、県

全体、まちづくりも含めて、そこをしっかり出すべ

きだと思っているんだけど、その辺はいかがですか。

○山里武宏交通政策課公共交通推進室長 鉄軌道の

導入効果については、現在は具体的な検討を行うよ

うな段階というか、計画段階では今ないので、鉄軌

道を軸としたバス路線の再編とか、今おっしゃって

いた駅を中心とした開発計画など、便益に反映して

いないところであります。具体的な検討を行う次の

計画段階において、今言ったようなそういった開発

計画とか盛り込んで、より一層の便益向上が期待で

きるものと考えております。

○渡久地修委員 その辺もしっかり見えるように、

しっかり数値化も含めてやらないとだめだと思うの

で、そこしっかりやってくださいね。

それとね、今この鉄道の導入との関係では、今、

気候変動の問題が大きな問題になっていますよね。

そういう意味ではＣＯ２削減効果が、県も2030年とか

2050年のＣＯ２削減の目標を出していると思うんだけ

ど、この鉄道を導入することによって、どれだけの

ＣＯ２削減効果が現れるのかというのが試算されてい

ますか。

○山里武宏交通政策課公共交通推進室長 県の調査

によると、鉄軌道導入に伴って、将来の自動車交通

量が１日当たり約5.8万台削減されると推計されてお

ります。なので、排出ガス削減効果とかも一定の効

果があるというようなことで考えております。ちな

みに、国交省のホームページなどによると、人１人

を１キロメートル輸送するために排出される二酸化

炭素の排出量というのは、鉄道だと17グラムで、自

家用車だと130グラムとなって、自家用車は鉄道の約

7.5倍になっていると。そういったことからも、二酸

化炭素排出量削減の環境改善効果は一定の効果があ

るというふうに考えております。

○渡久地修委員 今これだけ地球気候変動問題が大

きな政治問題であるわけよ。だからこれは一定の効

果ということにしないでさ、しっかりと鉄道を通す

ことによって、どれだけの環境にもプラスになるか

というやつを、数字でもしっかりと示すようにやっ

ていただきたいんですけど、部長そこはしっかりやっ

てもらいたいけど、どうですか。

○宮城力企画部長 ビー・バイ・シーの算定に当

たって、先ほど室長から、まちづくり等の便益につ

いては、今のところ算入していない、構想段階にお

ける基本計画の段階なのでという答弁がありました

が、現状のビー・バイ・シー、精緻化を図って、交

通渋滞がどの程度緩和されるのか、それから、特に

貨物輸送の朝夕のラッシュ時における速達性が向上

することによる便益、これらも加味して精緻化を図っ

た結果、ケースによっては１を超えるという結果が

判明したところです。委員おっしゃるとおり、まさ



－237－

しくカーボンニュートラルの時代を迎えるに当たっ

て、車から鉄軌道に一定のということで答弁申し上

げましたが、１日当たり、大幅な車両の削減が見込

まれることから、効果はあるものと考えております。

これらの様々な効果が高まっていくと、便益が大

きいということを、鉄軌道の整備に向けて、しっか

りと説明できるように、データ等々についても整理

していきたいと思います。

○渡久地修委員 ぜひ、これ示すようにしてくださ

い。

最後に26ページの先行取得の問題。

これまでの実績面積と額、パーセント、お願いし

ます。

○與那嶺善一参事兼跡地利用推進監 平成24年度よ

り、いわゆる跡地利用推進法が施行されまして、土

地利用制度が設けられてきました。土地利用先行取

得制度は、公有地の計画的な拡大が必要であるとし

て、国が特定駐留軍用地等に指定し、県や市町村は

返還後の用途や面積を公表し、地権者からの申出等

に基づき、事業に必要な土地を取得するものでござ

います。

平成25年度から用地の取得を始めまして、取得面

積は約11.8ヘクタール、目標面積の17.15ヘクタール

の約69％取得済みでございます。これまでの取得費

用の合計は約57億円でございます。

○渡久地修委員 これは、いわゆる計画どおりとい

うことでよろしいですか。

○與那嶺善一参事兼跡地利用推進監 現在の跡地利

用推進法は令和３年度末までとなっておりまして、

取得率が先ほど申しましたように、現在のところ69％

ということで、今年度で全て取得するのは厳しい状

況となっております。

○渡久地修委員 じゃあ今年度でやるものの100％の

うちの69しかできてないという意味でいいのかな。

計画からかなり遅れているということになるの。

○宮城力企画部長 今、現行の跡地利用推進法が令

和３年度までという時限的な法律でございます。た

だし、この嘉手納より南の駐留軍、これについては、

令和４年度以降に返還される。つまり、法律として

はまだまだ期間が必要であるということを申し上げ

てきたところで、国の新たな沖縄振興策の検討の基

本方向においても、跡地利用推進法については、継

続、拡充が必要という今認識を示されているところ

です。したがいまして今、現行の法律の時点にあっ

ては、７割弱の取得の状況ではございますが、令和

４年度以降も法律が存続する、それに伴って跡地利

用の、公共用地の先行取得も行っていきたいという

ふうに考えているところでございます。

○渡久地修委員 さっき59億円というと、これたし

か60億だったかな。だから、これは69％にとどまっ

た理由というのかな、解決しなければいけない課題、

そこは何ですか。

○與那嶺善一参事兼跡地利用推進監 跡地利用推進

法に基づく土地の先行取得につきましては、通常の

公共事業による用地取得とは異なりまして、地権者

が土地所在市町村に対して、土地買取りの申出等を

行う必要がございます。また、地権者には毎年、軍

用地料が支払われているほか、一般的に軍用地は民

間においても比較的高値で取引されていることなど

が挙げられます。

○渡久地修委員 僕は課題は何かと、何でこんな69％

にとどまっているのはなぜか、どこが課題なのかと

言って、今の説明で僕はなかなか理解できないんだ

けど、部長簡単に説明して。

○宮城力企画部長 繰り返しになりますけれども、

今、跡地利用推進法で認められている先行取得、こ

れについては通常の先行取得であれば、地方公共団

体から先行取得に向けた働きかけといいますか、申

入れができるんですけれども、跡地利用推進法に係

る公共事業の先行取得については、地権者から申出

を受けるというところが一番違うところでございま

す。そういう意味では、申出を行えるような周知等

はしておりますが、その辺りの制度の違い等もあっ

て、なかなかそのあたりが課題というふうに考えて

いるところです。

○渡久地修委員 じゃあ要するに地主からの申入れ

があって動くと。こっちから買いますよという、売っ

てくださいということで動くというものとは違うわ

けね。

○與那嶺善一参事兼跡地利用推進監 先ほど申しま

したように、通常の用地交渉という形ではできない

んですけれども、土地開発公社に委託していまして、

買取り制度の周知、そういったものを行って、この

用地の取得に努めているところでございます。

○渡久地修委員 ぜひこれも、とても大事な事業な

ので、引き続き推進できるように頑張ってください。

終わります。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

午後０時10分休憩

午後１時31分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 主要施策の20ページ、お願いしま
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す。

沖縄・奄美連携交流促進事業ですが、沖縄と奄美

の関係について御説明をお願いします、歴史的な。

○山里永悟地域・離島課長 歴史的な関係というこ

とで、ちょっと私のほうでは回答が不十分かもしれ

ませんが、大変申し訳ございません。

今、御指摘いただいた沖縄・奄美連携交流促進事

業を地域・離島課のほうで所管させていただいてい

る関連で御質問いただいたというふうに思います。

御指摘にもありましたように、沖縄と奄美では、

地理、自然、歴史、文化等のつながりが深くて、経

緯的にも、奄美の方々は生活圏内に沖縄も入ってい

るというような、大変つながりが深い交流の歴史が

ございまして、それも、その積み重ねもあって、今

回、自然遺産の御登録をいただけたというふうに受

け止めております。

○西銘純恵委員 交流事業、実績、そして、前年度

と比べてどうでしょうか。

○山里永悟地域・離島課長 令和２年度で申し上げ

ますと、本事業を利用していただいた利用者数です

が、令和２年度、航空路が１万259名、航路が１万

7050名。合わせて２万7309名の方が御利用いただい

ておりますが、前年度と比較しますと６割以上落ち

込んだという状況でございます。

○西銘純恵委員 原因はコロナだと思うのですが、

そして執行率が低いのも、その関係ですか。

○山里永悟地域・離島課長 御指摘のとおりでござ

いまして、新型コロナ感染拡大に伴う移動自粛の影

響が主な要因となっています。特に、緊急事態宣言

の発令された４月とか８月はですね、80％近くも落

ち込むような状況でございました。

○西銘純恵委員 費用については、財源はどうなっ

ていますか。

○山里永悟地域・離島課長 財源ですが、こちらの、

沖縄県と鹿児島県の共同事業となっておりまして、

財源においても、半分ずつ、鹿児島県と折半という

形の財源負担になっております。

○西銘純恵委員 令和３年度ということで、事業継

続について、そして世界自然遺産に登録されて以降

もっと交流深められると思うのですが、いかがです

か。

○山里永悟地域・離島課長 世界自然遺産登録を受

けまして、当然のことながら、目指している部分が

ございましたが、これからさらに拡大をしていきた

いということで、先日鹿児島県の課長さんともオン

ラインでお話をさせていただきましたが、続けるこ

とは当然のことながら、さらに拡大を目指していき

たいというところも、意見交換の中では話したとこ

ろであります。

この沖縄と奄美の交流の取組ですけれど、我が地

域・離島課で行っている交流促進事業以外にも、文

化観光スポーツ部では、共同プロモーションを軸と

する「奄美・琉球」観光交流連携体制構築事業であ

るとか、子ども生活福祉部では、対馬丸の平和祈念

事業、交流事業も行っておりまして、また、我が地

域・離島課には、奄美からの交流生を受け入れてい

るといった非常に強いつながりがございます。

そういった、他部局も含めて、連携相談させてい

ただきながら、この拡大に向けた取組というのを、

検討進めさせていただきたいというふうに思います。

○西銘純恵委員 北緯27度線っていうのは知ってい

る方は、何名かしかいないのかな。本土復帰に向け

て、海上行動というのを、奄美、沖縄から、やった

んですよね、ずっと復帰に向けて。それが来年復帰

50年になるのですが、その取組を双方でやりたいっ

ていう動きがあると思うのですが、そこら辺につい

ては御存じですか。

○山里永悟地域・離島課長 今、ちょっと歴史的な

お話もいただきまして、その沖縄の北の岬からです

ね、与論とかで同じ火を見て、近さを実感したとか

そういったことは私ども、非常に昔から聞かされて

いて、なじんではおります。

今、ちょっと御指摘というかお話のありました、

具体的な交流のアイデアというかそういう話が進ん

でいるっていうところはちょっと具体的にはまだ承

知していないのですけれども、様々なところでそう

いう話があるというふうには伺っているところでご

ざいます。

○西銘純恵委員 当時関連した、皆さんがね、やり

たいということでほかの部局とも事業があるって

おっしゃるので、ぜひ、50周年事業として、沖縄奄

美の交流事業、拡大してほしいと思いますが、いか

がですか。

○山里永悟地域・離島課長 繰り返しで恐縮ですが、

同じように取り組んでいるほかの部局もございます

ので、そちらとも相談させていただいて、検討を進

めさせていただきたいと思います。

○西銘純恵委員 次、31ページ、路線バス運転手確

保についてお尋ねします。

最初にお尋ねしたいのは、運転手不足っていうこ

とで、緊急に、令和元年度取り組んだっていうのは

本当に評価します。この令和元年、令和２年度の路

線の減便っていうのは、どういう状況でしたか。

○金城康司交通政策課長 令和元年度の減便なので
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すけれども、琉球バス株式会社で４便。それから、

那覇バスさんで２便、沖縄バスさんで２便、東陽バ

スさんで２便となっております。

○西銘純恵委員 令和２年度は減便なかったですか。

○金城康司交通政策課長 令和元年９月の補正予算

で当該事業を実施したんですけれども、その後、令

和２年１月20日から一部増便を行っております。そ

して、その後についてはまだ把握しておりません。

申し訳ございません。

○西銘純恵委員 バスの運転手って、数十年前まで

は、なりたい職業ということで結構あったわけです

よね。だけど運転手不足というのは、私、なぜかっ

ていうのは―さっき、エッセンシャルワーカーの立

場だと本当に思うんですけどね。公共交通の安全を

担っている皆さんが、ワンマンバスに変わって、い

ろんな一人の方にこの運転から全ての業務が入って

きたという、この労働の厳しさと比べて、給与とか

待遇面がどうなのかなということを感じているんで

すよ。やっぱりそこに根本的な原因があるんじゃな

いかと私は思うのですけれども、このバス運転手の

就労人口が何名いるのか。そして、運行車両ってい

うのは何台なのか、路線数どうなっているのかお尋

ねします。

○金城康司交通政策課長 まず、車両数が841台。そ

れから、運転者の数1056人。それから運行系統数が

193となっております。これは令和２年３月末現在と

なっております。

○西銘純恵委員 運転手が、なかなか成り手がいな

くなったと。定年を迎える皆さんもいると。数十年

前に比べた、給与ですけどね。一番よかった時の月

収とか、今現在どれだけなのかお尋ねしたいのです

が。

○金城康司交通政策課長 委員のほうから、そうい

うお話ありまして、ちょっと調べたんですけれども、

県内のが確認できなくて、県外のものが、国土交通

省の資料でございましたので、報告いたしますと、

県外で言えば、民営バス・乗合バスの運転手の平均

給与が445万円です。全産業でいうとどうなるかとい

うと、全産業が523万円となっております。

○西銘純恵委員 労働時間っていいますか、時給に

したら幾らぐらいになっているのか。前は多分、本

採用ということで、ちゃんといろんな手当とかも安

定していたと思うのですよ。それが今現在、バスの

運転手ってどんな状況なのか、非正規が多いのか。

○金城康司交通政策課長 今ちょっと資料持ち合わ

せてございませんので、後ほど確認してからまた御

提供したいと思います。

○西銘純恵委員 運転手確保のために、新規事業を

起こして支援を行っているっていうのはさっきも評

価したのですけど、やっぱり根本的な解決に向けて、

事業者と話をする必要があると思うのですよね。やっ

ぱり、魅力あるそして安全を守る、そして自分たち

の待遇についてもちゃんとできていると、労働環境

がいいという状況をどうつくっていくかっていうの

は、公共交通ということで考えたら、やっぱり行政

が働きかけをしなくちゃいけないと思うのですが。

来年以降の事業についてバス協会と話合いをしてい

るっていうのですが、そういう運転手確保のための

何らかの話合いはされていますか。

○金城康司交通政策課長 実は、運転手確保につい

て課題があるということで委員がおっしゃった給与

面ですか、給与面。そういうお話があったんですけ

れども、そういう話も実際バス会社は若干していま

した。ただ、行政としてはやはり、会社の経営形態

の一つである給与についてはこちらのほうでちょっ

と、話ができませんので、県のほうとしては、それ

以外の方策でバスの運転手を確保支援するための取

組を行う必要があるということで、広報宣伝等を強

化していくと考えてはいるのですけれども、やはり、

バスの運転手の給与をどうしたら上げられるかとい

うふうなことなのですけれども、やはりバスの利用

者を増やして収入を確保するということも大事です

ので、県のほうもそういう取組の中でバス利用者の

利用環境改善ということで、ノンステップバスの導

入ですとか、あとバスレーンの延長ですとか、あと、

車内における案内表示板、英語、中国、韓国語、外

国の方でもすぐ理解できるようにということなど、

バスの利用者を増やすための取組を今後とも進めて

いきたいと考えております。

○西銘純恵委員 先ほど運行系統193あるって言いま

したけれども、本当に渋滞して、バスだけが連なるっ

ていう状況は、やっぱり路線の競合をどうするかっ

ていう根本的なそこも入ってくると思うのですよ。

それについてはどうなのですか。

○金城康司交通政策課長 これまで、実はバスの再

編等、独占禁止法の関係から各会社、それから行政

もなかなか立ち入ることができなかったのですけれ

ども、昨年、独禁法の特例ということで、共同経営、

共同運行について認可を受ければ認められることに

なっておりますので、そういった時代変化もありま

すので、今、実は沖縄県公共交通活性化推進協議会っ

てあるのですけれども、そこに行政もバス事業者も

入っておりますので、その中で今ワーキンググルー

プを立ち上げておりまして、そういった、バスの運
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行等について勉強会を重ねているところでございま

す。

○西銘純恵委員 企業の経営改善と公共交通として

のちゃんとした位置づけをするっていうのと、そし

て、運転手確保の問題。そこはもう１つになると思

いますから、ぜひそこで、忌憚のない話合いをやっ

て、解決に向けていただきたいと思います。

次、35ページ離島航路補助事業ですが、この補助

について、具体的にどこの航路かお尋ねします。

○金城康司交通政策課長 この補助事業なんですけ

れども、今の県内の15航路ございまして具体的に言

いますと、伊平屋－運天航路、それから伊是名－運

天航路、伊江－本部航路、水納－渡久地航路、津堅

－平敷屋航路、泊－渡嘉敷航路、泊－渡名喜・久米

島航路、それから泊－粟国航路、那覇－南北大東航

路、それから宮古の大神島と島尻の航路、それから

多良間－平良航路、石垣－波照間航路、船浮－白浜

－網取航路、石垣－与那国航路、久高－安座真航路

でございます。

○西銘純恵委員 これまでの補助について、５年ほ

どの推移をお願いします。

○金城康司交通政策課長 ５年ということですので、

平成29年度が県の補助額が8237万9000円、それから

平成30年度が同じく県の補助額8120万8000円。令和

元年度が２億7065万7000円。それから令和２年度が

４億9840万2000円、それから３年度が５億9617万

7000円となっております。

○西銘純恵委員 額が増えている要因っていうのと、

それと船賃を増額という形がこの間あったのかどう

かですね。

○金城康司交通政策課長 まず船賃の増額について

はちょっと聞いていないんですけれども、増額の経

緯なんですけれども、例えば船会社ですね、船の老

朽化に伴って船舶を更新した際に、新たにまたリー

ス料というのが発生するんですけれども、やはり新

たな船ですのでリース料も若干高めになってしまう

ということがありますので、そういったことが主な

原因となって若干補助が増えております。

○西銘純恵委員 そして36ページの航路安定化事業

との関連をするということなんですか。

○金城康司交通政策課長 まず航路安定化支援事業

ですね。船舶の建造、もしくは既にリースしている

会社から買い取るというふうな方法があるんですけ

れども、これちょっと表裏一体でして、例えば船を

購入せずにリースということになると、その費用が

リース料がかかってくると。当然その額については

赤字が増えれば航路補助の対象となると、対して、

船舶を自前で購入したということになれば、毎年の

減価償却は当然発生しますので、この航路補助とど

うしても更新については、ある程度関係性があると

いうことでございます。

○西銘純恵委員 いずれにしても離島の皆さんにこ

の運賃が跳ね返らないように、補助っていうのはと

ても重要だと思いますので、その事業については継

続して頑張っていただきたいと思います。

43ページのＳＤＧｓ推進事業、お尋ねをします。

この事業の内容について説明をお願いします。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 ＳＤＧｓ

推進事業は、全県的なＳＤＧｓの推進に当たり、Ｓ

ＤＧｓの県民認知度調査を行うとともに、様々な企

業団体等とパートナーシップを進め、県民が自分事

として、ＳＤＧｓに関心を持つための普及啓発に取

り組むことを目的とした事業でございます。

○西銘純恵委員 昨年度の事業について、予算額

1852万余りで、その大きな支出、何に使われたんで

しょうか。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 まず、沖

縄ＳＤＧｓに関する沖縄県民認知度調査を行いまし

た。また、沖縄ＳＤＧｓパートナー、登録団体の交

流推進のためネットワークを図るための事業、また

県民への情報発信のためのポータルサイト、ホーム

ページの作成によりまして、情報発信をする事業を

行っております。

○西銘純恵委員 認知度調査で何が分かったんで

しょうか。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 令和２年

８月に実施しましたＳＤＧｓに係る沖縄県民認知度

調査におきまして、ＳＤＧｓという言葉の認知、認

知度は、沖縄県民33.4％となりました。特に10代の

認知は52.1％と非常に高くなっておりました。この

ＳＤＧｓ推進の取組、活動の意向を尋ねましたとこ

ろ、全体では67.1％でしたが、学生さんにおきまし

ては、84.4％と非常に高い結果となりました。

年代別、地域別の認知度や理解度などの現状を把

握することができまして、この効果的な普及啓発の

展開につなげる調査結果を得られたと考えておりま

す。

○西銘純恵委員 沖縄ＳＤＧｓパートナー登録団

体っていうのは、どれだけ―推移お願いいたします。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 県では、

ＳＤＧｓを積極的に推進し、県と共にＳＤＧｓの普

及啓発に取り組む県内の企業団体を沖縄ＳＤＧｓ

パートナーとして登録しております。令和元年度末

の登録団体は61団体でございましたが、令和２年度
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末におきましては69団体増え、累計130団体となって

おります。また令和３年度に入りまして、９月末時

点で109団体が新たに登録をされておりまして、累計

で239団体となっております。

○西銘純恵委員 このＳＤＧｓというのが、様々な

沖縄県の課題含めて理解していくっていうことには

重要だと思うんですよね。17でしたかね。そこら辺

について結構課題、大きな課題がいっぱいあるので、

これをＳＤＧｓという言葉をまずおっしゃるように

認知度を高くしているっていうこと、若い皆さんが

とか職業ですか、それもどこが高いのかっていうこ

ともお尋ねしたいんですけれども、やっぱりそうい

う認知度が高くなれば、これからの沖縄県の貧困問

題にしても気候変動の問題にしても、いろいろ若い

皆さんとかそういうところが動いていくっていうの

にはとても効果があるだろうなと思うのですが、ど

のように取り組んで、どのように感じていますか。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 御承知の

とおりＳＤＧｓは、2015年の９月に国連の総会で採

択されました。国際社会共通の持続可能な目標となっ

ております。国際目標と言いますと、私たちから程

遠いというように感じられるかもしれませんが、実

は日本、沖縄県、それぞれの地域課題を解決するた

めの非常に重要な目標というふうになっております。

貧困、教育、ジェンダー、パートナーシップなど17の

大きな目標と、これらを達成するための具体的な

169のターゲットがあるわけですけれども、今現在、

教育機関―学校におきましては、社会の担い手づく

り、持続可能な社会の作り手の育成としまして、学

習指導要領も改訂をされまして、小学校では2020年

度からこのＳＤＧｓについて学び、取り組むような

取組も進められております。

県におきましても知事を筆頭とします、沖縄ＳＤ

Ｇｓ推進本部を令和元年11月からスタートしており

ますけれども、全庁的に体制を進めるとともに、今

後はこの全県的なＳＤＧｓの取組、周知にも引き続

き取り組んでいきたいと考えております。

○西銘純恵委員 これから取組、頑張っていただき

たいと思います。

以上、終わります。

○又吉清義委員長 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 今、歳入歳出、決算説明資料の

２ページをお願いします。

下から２番目に雑入というのがあって、収入未済

額78万100円。先ほどの説明では、返還金という説明

だったかと思うんですけれども、その辺ちょっと、

もう一度詳しく教えてください。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 収入未済でござい

ますが、こちらは、平成21年度から23年度に実施し

ました沖縄県地上デジタル放送受信者支援事業にお

ける対象世帯に交付しました補助金について、会計

検査院から一部補助金交付が不当という指摘があり、

それを受けまして受給者に対し補助金の交付決定取

消し及び補助金の返還命令を行い、返還された額を

歳入として受け入れ、現在まで返還がないものが収

入未済という額になっております。

○國仲昌二委員 ３ページでちょっと伺いたいと思

います。

真ん中あたりの（目）ですね、沖縄振興特別推進

交付金。これの不用額が７億余り出ているんですけ

れども、先ほどの説明では入札残、あるいは執行残

というような説明があったかと思いますが、もう

ちょっと詳しくお願いします。

○山内明良市町村課副参事 不用が生じた要因は、

入札残や事業費の積算の見直し、工法の変更、それ

から事業箇所の縮小による事業計画の変更などによ

るものでございます。県では事業の執行に関しまし

て、不要見込み調査をしまして、年度の早い段階か

ら確認を行い、各市町村では活用の予定がない場合

は、他の市町村に流用するなど不用の圧縮に努めて

いるところでございます。しかしながら、市町村の

流用は国の事務手続に一定の時間を要することから、

年度末に発生する不用についての対応が困難であり

まして、一定程度の不用が生じているところでござ

います。

○國仲昌二委員 これは市町村の一括交付金事業の

不用額ということですよね。

○山内明良市町村課副参事 そのとおりでございま

す。

○國仲昌二委員 この７億の不用額が出たっていう

のは、例えば国庫補助金―歳入の国庫補助金にも影

響が出ているということでよろしいですか。

○山内明良市町村課副参事 不用の場合には実績と

いうことで、交付額が減るということでございます。

○國仲昌二委員 １ページの国庫補助金の予算額と

調定額が差があるんですけれども、ここにも影響し

ているということでよろしいですか。

○山内明良市町村課副参事 歳入のほうでの予算額

と調定額の受入額についてですが、今お話ありまし

たとおり実績に応じた形での国への受入れ―国庫の

受入れということになります。

○國仲昌二委員 このやっぱり不用額が出るってい

うのは非常に好ましくないと思うんですけれども、

その辺の市町村に対する指摘というか指導というか、
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その辺についてはどういうふうになっていますかね。

○山内明良市町村課副参事 この不用額、５年前ま

での数字ですが約15億円不用がございました。それ

を不用額の圧縮に向けた取組の中で、縮減をしてき

ているところではございます。しかしながら不用額

というものについては、やはり、できる限り圧縮し

て有効活用を図っていくべきだと考えております。

それで繰越し、不用を圧縮するために県としまし

ても事業の早期着手に向け、引き続き市町村におけ

る事業立案の前倒しや関係者との事前協議を促進し、

早期の交付決定に努めるとともに、繰り返しになり

ますが、各市町村における執行状況の確認の徹底を

働きかけて、不用見込みを早期に把握し、年度途中

の早い段階から他の市町村へ再配分をするなど、市

町村との連携を強化し、執行率の向上に努めていき

たいと考えております。

○國仲昌二委員 ぜひ不用額が縮減されるように頑

張っていただきたいと思います。

主要施策の27ページですね。地域づくりイノベー

ション事業についてちょっと伺います。事業内容を

見ると、その地域住民が自主的・主体的になって取

り組む地域づくり活動に対して支援するというよう

なことですけれどもちょっと詳しい説明をお願いで

きますか。

○山里永悟地域・離島課長 今、少し御説明いただ

きましたが、地域住民が中心となり、自主的・主体

的に取り組む地域づくり活動をモデル的に進めまし

て、そのモデルを先導モデルを持って横展開を図る

という取組をして、具体的には、地域づくり専門員

という専門家の過疎地の役場の課長さんを経験した

我々の大先輩であるとか、民間企業の経営の経験の

ある専門家とか、そういった方々―要はハンズオン

支援を行いながら、各地域の地域づくりの計画を策

定、その進捗管理等二人三脚で行いながら地域づく

りを行うというものでありまして、令和２年度は、

宜野座村の松田区鍾乳洞観光協会であるとか、国頭

村与那区のユナムンダクマ協議会。久高島の結回の

会であるとか、あと石垣市の北部農村集落活性化協

議会といったところで地域づくりを行ってまいりま

した。

○國仲昌二委員 今、５か所挙げたと思うんですけ

れども、地域的には、どれぐらいの地域で取り組ん

でますか。

○山里永悟地域・離島課長 令和２年度に関しまし

ては、先ほど例示した以外にもありまして、八重瀬

町であったり、うるま市、名護市、あと西表島でも

やっていますので、令和２年度に関しましては８地

域ということになります。

○國仲昌二委員 これこの地域が手を挙げて要請し

たらそういった専門家を派遣したり、専門家がいろ

いろ携わったりということになるということでよろ

しいですか。

○山里永悟地域・離島課長 いろんな応募の形態が

あるんですけれど、例えば市町村を通して推薦をい

ただいたりとかして、これ受託をしているのが、地

域振興協会でございまして、そちらで実際にこの専

門員が見られる範囲がやっぱり８地区ぐらいが限度

でありますので、そちらに選定をさせていただくと

いう流れになります。

○國仲昌二委員 ちょっと教えていただきたいんで

すけれども、総務省の特定地域づくり事業協同組合

制度っていうのがあったと思うんですけれども、そ

の辺との関わりというんですかね、それとは全く違

う事業になりますか。

○山里永悟地域・離島課長 今御指摘あった特定地

域づくり事業、事業協同組合の形態でして、ちょっ

とこちらとは特に関連しているということではない

んですが、こちらの、いろいろと話題になりますの

で少し申し上げますと、海士町というところで、そ

の特定事業協同組合というものを取り組んでみたと

ころ成功事例が出たので、それをモデルとして総務

省が全国に広げていくということで、今広げている

ところでして、この人材不足の地域に、人材プール

を設けましてその事業協同組合の人件費に関して、

国が半額補助、市町村で半額補助をするという、そ

ういうちょっと手厚い仕組みを今設けているという

ところでして、残念ながらちょっとこの地域づくり

イノベーション事業とは直接の関連はないといった

ところでございます。

○國仲昌二委員 その協同組合制度の事業について、

沖縄県内ではどこかやっているところありますか。

○山里永悟地域・離島課長 結果から申し上げます

と、検討中の市町村が２団体、ちょっと全国的に今

広がっているところですので、その事例を見ながら、

少し検討させていただきたいというところが十数か

所あるといった状況です。

○國仲昌二委員 次は、同じ主要施策の37ページに

なります。

今、通知しましたけれども、超高速ブロードバン

ド環境整備促進事業。先ほど、不用額のところで

ちょっと説明があったかと思うんですけれども、コ

ロナの影響で説明会が開かれないとか、あとは加入

者が少ないとかいう、そういう説明があったんです

けれども、そもそも、この環境整備したということ
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で、いわゆる加入するとかそういった仕組みについ

てちょっと教えていただきたいなと思うんですけど。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 超高速ブロードバ

ンド環境整備促進事業でございますが、離島など民

間事業者による整備が進まない地域においても、都

市部と同様のＩＣＴ利活用環境の構築を図るため、

地元市町村等と連携をしまして、民間事業者の取組

を支援することで、光ファイバー網による超高速ブ

ロードバンド環境を整備するもの、そういった事業

となっております。平成28年度から一括交付金を活

用して実施をしておりまして、これまで離島や過疎

地域、17市町村において整備を行う計画となってお

り、令和２年度までに11市町村の整備が完了してい

るという状況にございます。

○國仲昌二委員 整備して、住民のメリットという

のはどういうふうなメリットがありますか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 先ほどの説明と繰

り返しになるところがございますが、民間事業者に

よって光ファイバー網が整備が進んでない地域に、

この事業を行うことによって、光ファイバー網が整

備されていく、そういったところが地域にとっての

メリットになってくる、そういった事業と認識して

います。

○國仲昌二委員 これ事業、要するに民間がやるの

に対して、行政として支援するということになるん

ですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 今、委員おっしゃっ

たとおりでして、民間事業者の自助努力では収益性

の課題とかがあって、初期投資が進まない、整備が

進まないところを、行政が支援することによって、

その整備を進めていこうと、そういうふうなものに

なっています。

○國仲昌二委員 その実績のほうで４市町村―竹富

町、宮古島市、大宜味村、東村は整備を実施したと

なっているんですけど、これは整備が終わったとい

うことでよろしいですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 今お話のありまし

た、竹富町、宮古島市、大宜味村、東村、こちらの

ほう、令和２年度の整備においては、幹線工事です

とか、住民等からの加入申込みに基づいて引込み工

事のほうを実施しておりますが、先ほども説明あり

ましたけれども、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大に伴いまして、住民説明会等の加入促進の取組

が限定的にならざるを得なかった。その結果として、

申込件数のほうが計画を下回ったということがござ

いまして、一部工事については、本年度に繰越しを

しながら実施をしているということになっておりま

す。

○國仲昌二委員 以上で終わります。

○又吉清義委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 よろしくお願いします。

御苦労さまです。

主要施策の中ではありませんけれども、令和２年

からコロナ対策で、感染症対策で、皆さん大変な仕

事量を抱えているというところでは、大変敬意を表

したいと思いますけれども、企画部が所管するコロ

ナ緊急対策で関わったというんでしょうかね、この

事業というのは、どういった事業が緊急的に企画部

で関わった、お仕事されたのか。

○宮城力企画部長 企画部で申し上げますと、まず

沖縄の玄関口である那覇空港、そこにまずサーモグ

ラフィーを設置し、あと保安検査場前と、あと到着

口ですね、サーモグラフィーを設置しました。

また、令和２年度で申し上げると、コロナの感染

症の抗体検査、実際に無症状の方たちも含めて、ど

のぐらい感染者がいるか実態に迫るということで、

抗体検査も実施しました。ただし、この抗体検査に

ついては、思ったよりも感染が拡大したことによっ

て、標本数は少なかったのでありますが、抗体検査

もＯＩＳＴに委託して実施したところです。

ほかで予算を伴わないということで申し上げます

と、保健医療部のほうにマンパワー、兼務職員、あ

るいは宿泊施設、当初動員等もありましたので、動

員等も行っているところです。

あと、対市町村という意味にあっては、市町村課

が窓口になって情報の提供等を行っているところで

すし、市町村の地方創生臨時交付金事業、これは企

画部が窓口になって国への申請、それから交付金の

受入れの請求、こういうのもやっているところです。

県分の臨時交付金の取りまとめ等も企画部が行っ

ているところでございます。

○仲宗根悟委員 大変な仕事量が来て、大変御苦労

さまでありました。

お疲れさまであります。

そこで一つ、飲食店の方々の予算が企画部で関わっ

たということでありますけれども、その中で業界で

すとか、いろいろこの間、陳情、それから要請もた

くさん来ているというふうに思っています。我々、

議員のほうも、議連のほうもつくって、その対応を

していこうというようなことをしておりますけれど

も、その中でハイヤー、タクシーのほうがどうも手

当てがないんじゃないのかなというところから来て、

我々も要請を受けましたし、陳情もいただきました。

そこで彼らは、自粛期間中であるにしろ、自分たち
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は稼働率も50％下回らないような運行を心がけなが

ら公共交通機関としての使命感というのを持ち合わ

せながら、規模は小さいというよりは、お客さんは

いないにしろ頑張ってきたんだというような内容で

した。そこで、実際に企業も回ってみましたけれど

も、やっぱり実際にはもう厳しいような状況の中で、

彼らも仕事をしているんですけれども、令和２年の

６月補正のほうで最初の支援策が打ち出されている

んですが、あとは令和３年入ってから来ているんで

すけれども、今、企画部がハイヤーですとかタクシー

法人の皆さん、個人も含めてなんですが、どういう

ふうな状況だということを皆さんが御認識されてい

るのか、その辺をお聞きしたいんですが。

○金城康司交通政策課長 委員おっしゃるように、

タクシー業界、やはりコロナの影響で、緊急事態宣

言が延ばされ、例えば時期によっては高等学校が休

校になったと。それから、住民の移動も、自粛する

期間もある程度あったと。それから、県外からの観

光客の皆さんにも来県を自粛していただいたという

こと、それから夜間の飲食店の時短ですとか、そう

いった影響によって、やはりタクシー業界というの

は非常に収入が減ったと聞いております。これは令

和２年、３年そうなんですけれども、そういった中

で、今状況ということなんですけれども、タクシー

業界、非常に県も、先ほど仲宗根悟委員おっしゃっ

たように、昨年６月の補正から今年度４月の臨時議

会における補正、それから９月補正において、運行

継続のための支援等を行ってきたんですけれども、

やはり厳しい状況というのはありまして、先日、タ

クシー・ハイヤー協会から聞いたところによります

と、やはり新型コロナの影響などにより、これまで

法人タクシー８社が事業継続困難となって、同業他

社へ事業譲渡したと聞いておりますが、ただ、いず

れの場合も、タクシーの台数ですとか、減らすこと

なく、同業他社に譲渡したり、従業員についても、

一部についてはやはり経営者が変わりますので、や

はり退職される方も一部いたとは聞いておりますが、

おおむね運転手についても引継ぎされたと聞いてお

ります。

○仲宗根悟委員 今のお話を伺いますと、当初、令

和２年６月の補正のときに138社に対して１台当たり

４万円の支援をしたというところで、今年９月来ま

すと143社と増えているのよね。手当てすべき法人会

社というのが、しっかり次年度で行くべきところに

行かなかったのか。この数字の違いというのは、ど

ういうことでしょうか。

○金城康司交通政策課長 これは時期的な問題なん

ですけれども、昨年６月補正したときは138社でした。

実際は、対象は143社あったんですけれども、県のほ

うも呼びかけたんですけれども、実際支援を申し出

た事業者が138社にとどまったと。今回の６月補正で

は144社支援したんですけれども、実際、今委員おっ

しゃったように、事業譲渡によるものなのかという

ことなんですけれども、我々も事業譲渡の話を初め

て聞いたのは今年のたしか４月、５月だったと思い

ますので、それが実際、今回どういうふうに反映さ

れているのか、なぜ増えているかについては申し訳

ございません、正確な状況というのは持ち合わせて

ございません。

○仲宗根悟委員 今の説明のとおりだと思うんです

よね。しっかり取るべきというんでしょうか、支援

を受けて当然だという方針があると思うんですけれ

ども、それが受けてないというところでこの数字が

出ていると思うんですよね。会社を同業者に譲渡し

たというような説明なんですが、これ全く廃業され

た会社というのは、皆さんのところでは把握してな

いですか。また、ないのか、あるのか。

○金城康司交通政策課長 廃業という定義なんです

けれども、実際に今、先ほど説明した８社について

は、７社が他社へ事業を譲渡したと。もう一つにつ

いては、他社と合併したということになっています。

○仲宗根悟委員 よく分かりました。

いろいろ私たちも窮地の声を聞くと非常に心が痛

くて、どう手当てしていいのか、そしてもう救える

というのでしょうか、救いを求めるところは県や国

だというところしかありませんので、どうぞ、今後

また必要な手当てや支援策を講じていただきたいと

いうふうに思います。

以上で終わります。

○又吉清義委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 沖縄・奄美連携交流促進事業、

20ページですけどね、世界自然遺産登録に向けた両

地域の移動しやすい環境づくりということで登録は

行われたわけですが、登録決定後の支援の在り方と

いうのは変わってくるんですか。

○山里永悟地域・離島課長 世界自然遺産登録に向

けた両地域間の移動しやすい環境づくりということ

を、１つの目標としてやってまいりました。

先日、鹿児島県の課長さんと話をいたしまして、

引き続きこの事業をやっぱりやっていきたいという

ことを話し合いました。それはやっぱり、この世界

自然遺産登録というのは、やはり沖縄と奄美のこれ

までの長いつながり、それをさらに強くするものだ

というふうに考えておりまして、この登録を新たな
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契機として、鹿児島県、関係する航空航路各社とも

連携して、さらに交流促進を図っていく意味でも続

けてまいりたいという意向でございます。

○平良昭一委員 いわゆるこれから交流の促進を中

心にやっていくわけですよね。そういうことを踏ま

えて、先ほど西銘委員からありましたとおり、この

北緯27度線の洋上で海上集会、かがり火等を、来年

復帰50周年を記念して与論町と国頭村今取り組んで

るわけですよね。そこに県の支援策とかは考えられ

ないですか。

これ企画の部分になると思いますけどね。

○山里永悟地域・離島課長 私も今お話のあった交

流、これ遡ると北部広域の市町村の皆さんが主体に

なって、奄美群島の12市町村との奄美・やんばる広

域圏交流推進協議会、そういう立ち上げ等々も過去

にあって、そこから延々と続く歴史があるというふ

うにも伺ってはおります。その絡みではありますが、

地域・離島課では、現在のところ、交流の促進をす

るために、交流促進事業として運賃低減の事業に取

り組んでいるところでありまして、今御指摘のあっ

た、さらにちょっと拡大をした取組に関しましては、

ちょっと具体的にはまだ取組が至っていないところ

でございまして、先ほど申し上げたんですが、これ

は文化観光スポーツ部であったりとか、子ども生活

福祉部等も含めて、いろんな交流の事業を行ってお

りますので、そことも相談をさせていただきながら

検討させていただきたいというふうに考えておりま

す。

○平良昭一委員 来年の４月28日にもうやるという

ことで、いわゆる絆の歴史を次世代にということで、

与論と国頭村、これ子供たちも交流しながら、何か

行進もするような予定があるらしいんですよ。やっ

ぱり歴史の１ページとして、沖縄県も当然絡むべき

だと思いますので、企画部長、今後の考え方とかあ

りませんか。

○宮城力企画部長 奄美との交流という意味で言う

と、復帰50周年の取組も必要性について、今からい

ろいろ意見を聞いてみたいと思いますが、新たな沖

縄振興計画の中でどう位置づけていくかという視点

も大事だと思っています。

今、現行の沖縄振興計画の中では、基本計画では

なくて、具体の取組、実施計画の中で、先ほどの対

馬丸であったり、文化観光スポーツ部の交流であっ

たり、今、企画部が行っている交流事業が実施計画

の中で位置づけられておりますが、新たな振興計画

の中では、基本計画の中でどう位置づけるかという

議論も、今検討を進めているところでございます。

もう一点、復帰50周年記念事業の点で申し上げま

すと、今回は新たに高校生の意見を公募した上で、

若い皆様の考え方も踏まえた上で計画を策定したい

ということと、広く県民から意見を聞くということ。

加えまして、学識経験者の皆様からの御意見も賜り

ながら、50周年記念事業を今検討中でございます。

先ほど国頭村のほうでいろいろ検討しているという

お話がございましたので、この取組も含めて、今検

討する体制の中で少し検討していきたいと思います。

○平良昭一委員 次、34ページの石油製品輸送等補

助事業。これは輸送経費の補助ですけどね、同じ価

格になるための施策を考えないといけないわけであ

りまして、取組の効果が出ているとありますけど、

どうなっているか。

○山里永悟地域・離島課長 令和２年度ですけれど、

レギュラーガソリン１リットル当たりの価格が、本

島は133円、離島が152円となっておりまして、価格

差が19円です。平成24年度と令和２年度を比較する

と、価格差は22円から19円に縮小はしているという

ところでございまして、一定の効果が出ているもの

と考えているところです。加えて申し上げますと、

価格差の発生要因ですけれども、輸送に係る部分で

すね。これについては、ほぼ全額補助できるのでは

ないかというふうに考えております。ただ、離島と

本島との販売商の経営形態の違い等もございまして、

例えば生産比率が離島のほうは比較的高くなってい

ます。これは本島同様のセルフ化等の合理化とか、

不採算店の統廃合等難しい事情もありますでしょう

し、高齢者の多い離島に至っては、配達販売等、人

手がかかる形態も取っているところもあるというふ

うに伺っております。また、塩害が本島に比べて離

島のほうはありますので、その設備修繕等のコスト

負担も大きいということでございまして、こうした

ことが背景にあった上で、年間販売量が少なくなり

ますので、離島においては、１リットル当たりに乗

せるこういった人件費、修繕費等の固定費ですね、

これが比較的多く乗せざるを得ないといった経営上

の困難さもあるというふうに伺っております。これ

に加えて、価格競争、それほど厳しくはない、本島

に比べてですね、そういったこともありますので、

そういった複合的なことが現在の価格差の要因に

なっているものというふうに考えております。

○平良昭一委員 10年間で３円は安くなったという

ことで、皆さんはそういう努力をしてきたというか

もしれませんけど、離島の住民というのは、やっぱ

りこれだけ格差があるわけですよね。１リッターか

らそれだけ19円も変わるというような状況というの
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は、輸送費は100％補助しています。企業に対するい

ろいろ手当てもします。しかし、住民は高いガソリ

ンを買っているわけですから、その現実をどう受け

止めるか。そこが一番のポイントであって、独占禁

止法とかいろいろ公正の取引とかありますけどね、

やっぱり住民が平等になるということを考えないと

いけないわけですから、その辺もうちょっと考えな

いといけないんじゃないか。

どうですか。

○山里永悟地域・離島課長 おっしゃるとおりでご

ざいまして、当方としては、もう少しさらなる価格

の経営努力をしていただけないか―例えば、一定程

度販売量を確保できる大規模離島などは、もう少し

努力いただけないかということで、事業者に対して、

店頭での価格表示の要請などをさせていただいてい

るところであります。一方、小規模離島等になりま

すと、なかなか苦しい中やっていらっしゃいますの

で、そういったところをどう見ていくかですけれど、

当方で持っている価格輸送補助ではちょっと届かな

い部分もありますので、総合的にどういうふうな支

援対策を打っていくかといったところは、今後の実

現可能性も含めて、担当部局も連携して取り組んで

いきたいというふうに考えております。

○平良昭一委員 この辺はまだまだ課題があります

ので、頑張っていただきたいと思います。

それであと、先ほどありました超高速ブロードバ

ンド環境整備促進事業ですけど、17市町村、これ民

間事業者に対する補助制度というようなことであり

ましたけど、県内のそういう整備状況というのは一

体どうなっているのか。17市町村以外は。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 県内におきます光

ファイバー網等による超高速ブロードバンド環境の

整備状況を示す１つの数字として、こういった光回

線サービスを利用できる世帯の割合を示す基盤整備

率というふうな数字のほうがございます。こちらの

ほう、本事業を始める前、始めた時点では、沖縄県

の全域で95.8％、離島においては80.5％という整備

率であったものが、令和２年度末においては、沖縄

県全域で99.3％、離島においては97.2％という数値

になっております。

○平良昭一委員 99.3％、離島も97.2％というのは、

かなりじゃあ細かくやってはいるんだね。というこ

とはもう100％近いということですね、近々。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 残念ながら、ちょっ

とまだ幾つか整備の計画が立てられていない地域が

残っております。特に、離島などにおきましては光

ファイバー網の整備の前提としては、その基盤とな

ります海底光ケーブル等の中継伝送路、そういった

ものが必要になるんですが、何分にも多額の費用が

かかるということ。また、光ファイバー網の整備に

ついても、整備費以外に、後年度の維持管理、そう

いった部分のところが今課題となっているというと

ころで、そういった部分の解消に向けて、市町村や

民間事業者と連携しながら取り組んでいく、それが

今、我々の考え方です。

○平良昭一委員 分かりました。

続いて戻りますけど、ページの28、小さな拠点づ

くりの支援事業。昨年６月、管理に苦慮している共

同売店を支援していくことが、これでできるんじゃ

ないかということで議論したことがありましたが、

どのような状況ですか。

○山里永悟地域・離島課長 共同売店についての御

質問でございまして、私は４月着任いたしまして、

改めて現地お伺いして、共同売店を運営する地域住

民の方々であったり、村の役場の職員、また現地で

意見交換を行わさせていただきました。各地域の特

性、様々でしたけど、共通する課題等も確認させて

いただいたところです。

県としては、今後開催を予定しておりますシンポ

ジウムにおいて、県で支援する、先ほど触れていた

だきました小さな拠点づくりの取組事例とともに、

この共同売店をテーマとして果たしている役割、取

り巻く厳しい現状、各共同売店、新しい工夫、取組

をされています。そういった御紹介、あと市町村に

よる支援等ですね、こういったものを紹介すること

を今進めているところでございます。

これを機会といたしまして、周辺集落とのネット

ワークの構築を図ったり、共同売店を含めた地域づ

くりについて、住民事業者、行政と課題を共有して、

こういった連携の在り方を検討してきたいというふ

うに考えております。

○平良昭一委員 いろんな事業等が、メニューがあ

るかと思いますけどね、そういう小さな拠点づくり

の支援事業等も可能であるのであれば、意見交換よ

くやっていただいているということで大変うれしい

んですけど、ぜひその辺も集約しながら取り組んで

いただきたいなと思っています。

それと、あと29ページの水源地域環境保全事業で

すけど、この水源地域特有の行政需要に基づいて実

施する事業というのは、一体どんなことですか。

○山里永悟地域・離島課長 水源地域特有の行政事

情に基づいて実施する事業でございますが、水源市

町村が水源涵養機能の維持等のため、清掃、除草等

による森林環境の維持整備、また、河川にたまる土
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砂のしゅんせつによる水質保全、林道パトロール等

の外来種駆除による環境保全等、こういった水資源

の安定的確保、水質保全に取り組むような事業を総

称してこのように表現をしているところでございま

す。

○平良昭一委員 あくまでもこのダム、いわゆる水

源地域の維持管理をするための予算ですよね。それ

は関わりが出てくると思いますけど、同じ企画であ

りますから、水源基金の復活等、いろいろ陳情等も

出てきています。リッター当たり何円ということ、

受水市町村から取ってくれということもありますけ

ど、やっぱりこういうものではなくて、実際、ダム

がある、水源があるがゆえに、発展的な作業ができ

ないと。地域の阻害要因になっているというような

ことを踏まえて陳情があるわけですから、水源地特

有の行政需要に基づいたというもので、環境整備だ

けではなくて、いわゆる地域の財源になれるような

状況をつくっていくことも今後課題だと思うんです

よ。陳情等もつなぎ合わせますと、これでは到底足

りませんということになっているわけですから、そ

の辺を含めて企画部長、いろいろ頑張って意見交換

をしているらしいですけど、どんな状況ですか。

○宮城力企画部長 ダムがあることによって、地域

の開発といいますか、振興がつながらないという御

意見もいろいろ伺っているところです。ただ一方で、

世界自然遺産登録も含めて、土地利用の制限、ある

いは制約がどの程度なのかというのも、まだすり合

わせているところでございます。

ダムがあるがゆえによって、受水市町村に転化を

ということではございますけれども、やはり受水し

ている中南部の皆様の合意を得るためにも、今どの

ような実態があって、どのような制約があるのかと

いうのをしっかり解明して、話を進めていきたいと

いうふうに考えているところでございます。

○平良昭一委員 それと、この1500万ですよね、予

算が。委員会の陳情処理の答弁で、予算は3000万と

いうふうに言われていたんですよ。1500万なのか、

3000万なのか、どっちなの、これ。

○山里永悟地域・離島課長 水源地域環境保全事業

は、予算額3000万円で事業として実施しております。

その財源についてですが、我が企画部と企業局で各

1500万円ずつの折半という形で負担をしている関係

で、この企画部の施策の記載では1500万円が記載さ

れているということでございます。

○平良昭一委員 要は折半ね。企業局も1500万出し

てやっているということで理解していいわけよね。

○山里永悟地域・離島課長 そのとおりでございま

す。

○平良昭一委員 あと、バス路線の補助事業、32ペー

ジありますけど、赤字のところを補塡していると、

補助しているというようなことでありますけど、こ

れ、県の部分、市町村からの持ち出しもあるのかな。

その市町村というのは、いわゆる始発のところで、

終点、始発、それとも経由地、それ全て関係してく

るところは関係するのかな。

○金城康司交通政策課長 バス路線補助事業の市町

村負担ということなんですけれども、今、国・県が

補助しております36系統のうち、34系統については

市町村負担があります。これ19市町村でございます。

その金額が３億639万円となっております。ちなみに、

その負担市町村というのは始発、経由地を含みます。

○平良昭一委員 19市町村が持ち出しがあるという

ことで、この負担分というのは県と同じぐらいなの

か。

○金城康司交通政策課長 市町村の負担が３億639万

円に対しまして、県の負担額が１億5256万6000円と

なっております。

○平良昭一委員 これさっき、始発、終点、経由地

も含むと言っていますけど、一部でも経由するとこ

ろの市町村があるときは、その分の負担同じなのか。

○金城康司交通政策課長 通過する市町村について

は、その路線が通過する距離で案分しております。

○平良昭一委員 これは多分、赤字路線というのは

市町村、かなり財政厳しいところだと思うんですよ。

そういう面では、国からのメニューとかもいろいろ

あるのかな、補助に対する支援とか。

○金城康司交通政策課長 市町村負担分の約８割は、

特別交付税で措置されることになっております。

○平良昭一委員 分かりました。

あと、40ページ、離島観光の交流促進事業ですけ

ど、まさしくこの離島とか、私、本会議でやりまし

たけど、こういうものに一番活躍できるというのは、

地域おこし協力隊の役割だと思うんですよ。そうい

う面では、ＯＧ・ＯＢを利用しながら、そういう形

の中でやっていくべきなのが一番効果があるんじゃ

ないかなと思っていますけど、それに関わっている

ような状況があるか。

○山里永悟地域・離島課長 地域おこし協力隊員で

すけれども、実際に、この通称島あっちぃ事業、こ

の観光プログラムの造成にも関わっていらっしゃい

ます。今触れていただいたように、協力隊員、また

協力隊を卒業した卒業生の方も関わっておりまして、

例えば粟国島産の黒糖を使ったミルクプリン作りの

体験のプログラムだったりとか、西表島のサバニで
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行く秘境巡り体験といった、そういった協力隊なら

ではの視点を持った観光プログラムの造成に実際に

関わっていただいておりまして、お客さんに好評い

ただいているところでございます。

○平良昭一委員 これはもう、これのスペシャリス

トであるわけですから、大いにこれまで同様利用し

ていただきたいなと思っています。

最後に、昨日、総務部に聞いたら、我々のところ

じゃありませんということで、企画に聞いてくれと

いうことで、たばこ税の査定の基準。

本土では地元でたばこを買いなさいなんて言って

いる看板とかよく目につきますけど、市町村の基準

というのが当然あると思うんですよね。私、聞いた

ところによると、沖縄県は特例として、たばこの本

数じゃなくて、20歳以上の人口で算定されていると

いうふうに聞いたことがありますけど、これはどう

ですか。

○森田賢市町村課長 今、委員おっしゃるとおりで

ございまして、本県におきましては、製造たばこに

関する市町村たばこ税額を、各市町村の成年者数で

案分した額というふうになっております。

本県におきましては、復帰特別措置法で今のよう

な特例というふうな状況になっておりまして、基本

的にたばこ税というのは、製造事業者とか卸売事業

者がたばこ小売業者に売り渡す際に課税されるとい

うものでございますけれども、本県復帰前に、当該

対象となるものというのが21市町村のみに偏るとい

うところでございまして、そういった偏りをなくす

という観点から、各市町村の成年者数で案分した額

という形になっておるという状況でございます。

○平良昭一委員 ということは、これは今後、他府

県と同じような状況に変わることも考えられるの。

○森田賢市町村課長 基本的には、復帰特別措置法

の中では恒久規定というふうな形になっております

ので、現状では、まさにこのＪＴ―日本たばこ産業

が製造するたばこに関するたばこ税額については、

成年者数案分という形になろうかなと思います。

○平良昭一委員 若干少なくなってきているという

ような、たばこ税ですね、ありましたけど、であれ

ば、人口は我々は減っているわけじゃありませんの

で、たばこを吸う人は少なくなっているかもしれま

せんけど、これががくんと落ちるということは考え

られないと理解していい、今後。

○森田賢市町村課長 今の状況で、人口は増えてい

ても一応案分でございますので、その税額の絶対額

によって減るところは当然あろうかと思いますけれ

ども、現状の状況で言いますと、おおむね105億から

110億台をこの５年ぐらいで推移しているという状況

でございます。

○平良昭一委員 分かりました。

終わります。

○又吉清義委員長 島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 今度の決算の執行に当たっても、

大変厳しいコロナ禍の中で、皆さんからのお話、説

明を聞いている中でも、事業が一旦滞ったりとか、

予算執行がなかなか厳しいというお話もありました。

そこで１点だけお聞きしたいんですけど。企画部

として先ほど、コロナの対応は、やっぱり全庁的に、

横断的にということでいろんな企画部としても対応

していただいたというお話は聞きました。

そこで、これは企画部ですので、企画部長、こう

いうこのコロナ禍の中で企画部として、いろんなこ

れまで見えてこなかった課題等が見えてきたという

ふうに、私は思っておりますが、その見えてきた課

題について、今後どのように取り組むのか、あるい

はまた、観光立県でもありますので、こういう感染

の大変強い、これまでもいろいろなのが多々ありま

したけど、今回のコロナ禍、大変厳しい環境をつくっ

たというふうに思っておりますので、今度、次期振

計もありますけど、これはなかなか予断を許さない、

要するに予想ができないようなことでありますので、

そういう意味で企画部として今後の対応方と、次期

振計にもそういった見えてきた課題を入れて、しっ

かりといろんな先ほど話がありました、バス、タク

シー業界、いろんなところに手当てをしていただい

ておりますので、そういったことも想定、あまり想

定したくはないんですけど、やはりそれは、いろん

な準備を行政としてしないといけないと思いますの

で、その辺についても次期振計も含めて、取組方が

ありましたらお聞かせいただきたいと思います。

○宮城力企画部長 課題といいますか、まず、この

緊急事態宣言であったり、まん延防止等重点措置に

指定された期間、いわゆる人流がない。つまり、今

企画部が行っている、離島を地域振興のための島あっ

ちぃ事業であったり、子供たちに離島をよく知って

もらうための体験交流事業がなされなかったり、と

いうところで、人の動きが止まるというところは行

政だけではなく、民間にとっても大きな影響がある

わけです。

ただ一方で、大分進んだと思っているのが、いわ

ゆるＩＣＴを活用した事業展開。例えば、地域・離

島課であればそのコンテンツを制作して、じかに離

島に行けなくても、その離島が体験できるような商

品を開発しましたし、我々身近な例で言いますと、
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今まで市町村長の皆様とは、じかにフェース・ツー

・フェースで意見交換等を実施しておったんですが、

リモートで再三会議ができるようになって、最初は

戸惑いながら、41市町村結んでつながらないところ

もあったりしたんですが、回を重ねるごとに、精度

が大分上がってきたところがございます。こういう

ふうに距離という不利性を解消させるといいますか、

距離感を短くするという意味と、いつでも速やかに

その意見交換、あるいはその実体験に近いような感

覚、これが体験できるという意味では、ＩＣＴ等活

用した取組というのは、今後も大事だなと思ってお

りますし、新たな振興計画の中でも、遠隔医療、遠

隔教育、様々な場面で、ＩＣＴを活用しＤＸを推進

していくということとしております。

それから、その人流があるがゆえに感染が広がる

というところもあって、アフターコロナの世界では、

これまでになかったようなビジネスモデルというの

が求められると考えております。そういう視点で、

これから全部局共有の上で、アフターコロナに向け

た新たな沖縄振興策を展開していきたいというふう

に考えているところでございます。

○島尻忠明委員 今回、全庁的にいろんなお互いで

課題も見えたと思います。

今部長が、答弁がありましたように、やっぱりい

ろんな時代の流れの中にはこういったことも起きる

可能性もあるってことも認識を今回したのかなとい

うふうに思っておりますので、ぜひその辺を含めて、

またいろんな創意工夫をしながら頑張っていただき

たいと思っております。

○又吉清義委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 では２点だけ確認させていただき

たいと思いますけれども。

31ページの沖縄県路線バス運転手確保緊急支援事

業。午前中の質疑でこの確保が困難になっている理

由については、サービス業としての高いスキルが要

求されていて、非常に仕事が厳しいとか賃金体制や

勤務体制のことが答弁としてありました。それでは

この事業に合わせて、経営体質改善の施策なんか、

または社内でもスキルアップを高めるための経営努

力をセットでやらなければ、定着率上がらないと思

うんですよね。せっかく予算かけて確保した運転手

が持たなければ、意味をなさないわけですけれども、

実際のところは、定着率は今のところどうなってい

ますか。

○金城康司交通政策課長 委員おっしゃったように、

さっき午前中も答弁したんですけれども。まず、運

転手確保困難の理由については、やはり労働人口の

減少、それからバス運転手の目安ですね、若年者の

求職者が少ないですとか、あと給与面、それから勤

務形態面、いろいろ課題があるということ、それか

らやっぱり接客に対する不安とか、そういった負担

があるというお話を聞いております。

それと、この事業の中でやはり運転手をいろいろ

確保するための施策の１つとして、まずバス主要４社

におきましては、運転手の採用拡大を図るために二

種免許取得費用の対応制度っていうのを持っていま

す。これを設けて、二種免許未保有者が運転手を目

指しやすい環境を整えております。これにつきまし

ては、例えばまず二種免許未保有者を養成運転士と

して採用するんですけれども、その費用については

一旦会社が全額で負担すると。採用者は３年かけて

会社に返済することになるんですけれども、採用後

から３年経過後はまた祝い金として、会社が採用者

に20万円支払うとかそういった施策を取っておりま

す。

そういった効果もありまして、バス事業者からの

聞き取りによると、運転手養成制度により、二種免

許を取得した運転手の定着状況は良好であると聞い

ております。

○花城大輔委員 ３年間、借金を返済した後に辞め

てしまわないように、やはり先ほどお話しした、こ

の確保が困難になっている理由についても併せて、

少しやっていただければなというふうに思っており

ます。

また以前に、タクシーの二種免許の費用を県が支

援するという事業があったと思うんですよ。それで

直接、その支給をすることが内閣府から指摘をされ

たということで、途中で事業がストップしてしまっ

たというふうに記憶をしているんですけれども。こ

れ世の中が活気を取り戻して、タクシーの需要が急

激に増えた場合に、この事業スキームを使って、同

じようなことがタクシー事業者でもやれるのかどう

か確認をしたいです。

○金城康司交通政策課長 バスについては、大型二

種免許ということで普通自動車免許と違って、特殊

な免許なので割と時間も料金も養成に係る費用もか

かるということなんですけれども、タクシーについ

ては一般的に普通自動車の運転手がある一定の年数

を無事故等で重ねることによって、二種免許におい

ても取りやすくなるということがありますので、や

はりバスとタクシーの運転手の免許費用がどれだけ

高くなるのかというふうなこと。それから、バスの

運転手とバスの台数も限られているんですけど、タ

クシーの運転手だと、本当にもう何千人、１万近く
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いるような形態なので、そういったことに、タクシー

について支援できるか等については、ちょっと予算

面も勘案しながら検討が必要かなと考えております。

○花城大輔委員 次の質問に移りますけれども、た

ばこですね。昨年総務部に、年々たばこが値上がり

していますけれども税収どうですかっていう質問し

たところ、笑顔で増えていますと言っていました。

昨日確認したところ、厳しい顔で減少していますと

いう答えでしたけれども、市町村の分はどのように

推移していますか。

○森田賢市町村課長 先ほど105億から110億という

話もしましたけれども、当然県税と連動する話でご

ざいますので、例えば令和元年度は111億円だったと

ころが、令和２年度は105億円というのが速報値とし

て出ておる状況でございます。

○花城大輔委員 今、令和元年度と比較がありまし

たけど、一番高かったときで111億円ということでよ

ろしいんですか。

○森田賢市町村課長 ここ５年で言いますと、令和

元年度が一番高くて111億3000万というところでござ

いました。

○花城大輔委員 これ後日でも構わないので、今答

弁できたらお願いしたいんですけれども、上位３市、

幾らか分かりますか。

○森田賢市町村課長 令和２年度の市町村たばこ税

の収入額が多い市町村の順で申し上げると、那覇市、

浦添市、宜野湾市、４番以降申し上げると、沖縄市、

うるま市の順番でございます。

○花城大輔委員 これ１位から５位までそれぞれ数

字、今聞かせてもらっていいですか。

○森田賢市町村課長 繰り返し、令和２年度の速報

値でございますけれども、那覇市の市町村たばこ税

は35億100万円、浦添市は21億7900万円、宜野湾市は

７億2800万円、沖縄市は５億7600万円、うるま市は

４億9700万円という状況でございます。

○花城大輔委員 これ全体の市町村の一覧で見れる

資料を後日提供いただけますか。

○森田賢市町村課長 後日対応いたします。

○花城大輔委員 このように今後の見通しとして値

上げをすると、喫煙者が減ると。加えて、時代背景

として、たばこがゼロになるような運動も起こって

いるということで、そろそろ分岐点に達すると思う

んですよね。そうすると税収にも直接影響してくる。

加えて、生産農家や販売会社、その辺にも影響が出

てくると思いますけれども、今後のこの流れについ

て、市町村課ではどのように予測していますか。

○森田賢市町村課長 概形的な状況も含めてお伝え

いたしますと、今現在、市分と県分の合計と、国分

のそれぞれのたばこ税は１対１になっておりまして、

要は国たばこ税の額と、市町村と県の合算のたばこ

税の額は１対１というふうになっております。これ

につきまして、例えば全国市長会のほうでも、この

１対１という割合を堅持することというようなこと

で意見を出しております。また当然、この地方税財

政の安定確保、充実という観点は全国知事会のほう

でも常日頃から国に対しても要請をしておるところ

でございまして、こういった動きとも連携しながら、

当然このたばこ税の安定した財源の存続等につきま

しては、働きかけていく必要あるかなと思っており

ます。

○花城大輔委員 先日、特集の番組でＪＴという会

社が、たばこ本来の販売よりも、冷凍食品やドリン

ク系に経営の柱をシフトしているというようなもの

をやっていました。ただ企業としてそういった経営

努力はあるとは思いますけれども、そもそもの生産

農家、また販売会社については、そういうわけにも

いかないところもあると思うんですよね。

そこら辺についても何か対策が必要だと思います

けど、いかがでしょう。

○森田賢市町村課長 これも令和３年度の与党税制

改正大綱でも、このたばこ税に関しては一般財源で

ありますけれども、屋外分煙施設等の整備を図るた

めに積極的に地方のたばこ税の活用を検討していた

だきたいということもございまして、各市町村に対

しても、こういった分煙施設の整備等々についても

留意事項という形で共有をしておるところでござい

まして、市町村課としては今後もこういう状況、必

要に応じて助言等という形で市町村に共有していき

たいと思っております。

○花城大輔委員 終わります。

○又吉清義委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 最後ですけれども、お疲れのとこ

ろ皆さん頑張っていきたいと思います。

主要施策についてでありますが、21ページの感染

症研究等について、この事業内容と成果の御説明を

お願いいたします。

○金城克也科学技術振興課長 沖縄感染症研究成果

活用促進事業は、感染症分野における研究成果の産

業利用を促進するため、企業が行う研究成果を活用

した研究開発を支援しており、令和２年度が２件の

研究テーマを推進しております。

令和２年度における成果としては、琉球大学発ベ

ンチャーであるＲｅＰＨＡＧＥＮ株式会社が、環境

中に存在する感染症の病原体のモニタリング装置の
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試作機の開発を行っております。令和３年度で完成

見込みとなっております。

また、長崎大学発ベンチャー企業である株式会社

ＡＶＳＳが、テング熱ウイルスを迅速かつ簡易に判

定できる診断キットを開発いたしました。

○仲田弘毅委員 研究成果そのものを産業利用する

ため、企業等支援するということで今御答弁いただ

きましたけれども、御案内のように新型コロナ感染、

同じ感染症ですよね。

その感染症に対して、せっかく沖縄県で設置され

ました沖縄科学技術大学院大学、そこも研究所を多

種多岐にわたって持っているわけですが、そことの

連携はないんでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 今後の取組について

は、現在検討中ではありますけれども、令和２年３月

に取りまとめられた沖縄21世紀ビジョン基本計画等

総合検査報告書において、感染症分野の産学官連携

による研究開発支援の一層の充実が求められている

ことなどから、令和４年度以降も現沖縄振興計画の

下得られた今回の知見等を生かして、それを踏まえ

つつ、ＯＩＳＴも含めた大学等の感染症分野におけ

る研究支援をこれからも実施していきたいと考えて

おります。

○仲田弘毅委員 御案内のとおり、ＯＩＳＴそのも

のは、大学院大学は、国からの大きな支援金をもっ

て今運営されているわけですから、せっかくその国

がバックアップしている大学院大学が沖縄県にある

ということを含めて、そこを有効利用して、やはり

沖縄から世界に発信するような研究成果ができれば

いいなと思います。

30ページ、移住定住促進事業について、この事業

は先ほど答弁にもありましたけれども、その実績と

成果をもう一度、よろしくお願いします。

○山里永悟地域・離島課長 移住定住促進事業の実

績と成果ということでお答えいたします。

令和２年度については、４つの移住フェアに石垣

市、久米島町、伊江村、国頭村の４市町村と共に参

加をいたしまして、合計38組の相談対応を行ってお

ります。また、ホームページ上で沖縄県の移住を応

援するサイト―おきなわ島ぐらしでは、移住者の方

々が効率的に情報を収集できるよう、住まい、仕事、

医療機関、子育て支援、市町村情報、先輩移住者の

体験談などの情報発信を行っておりまして、昨年度

が15万7000件のアクセスをいただきまして、前年度

と比較すると53％の増加となっております。

また、市町村と連携して、移住希望者と受ける地

域との間に立って、コーディネート、プロデュース

機能を担う中間支援組織というのがございまして、

そちらの養成を図る、養成講座を開催しておりまし

て、昨年度は５市町村の民間団体や移住相談員等が

これに参加をいたしまして、各地域で機能の強化充

実を図っているところです。

昨年度実施した移住体験ツアー、コロナ感染症の

影響でオンラインツアーになりましたが、10地域を

対象として開催いたしました。合計98組、128名の方

々が御参加いただきまして、うち６組、９名が実際

に移住をしておりまして、把握している実績として、

平成27年度からの６年間の累計としては、参加者

351組447名のうち、合計34組56名が移住をしている

という状況でございます。

○仲田弘毅委員 この事業でうるま市の担当の方か

ら資料いただきましたけれども、やはり離島僻地で

も一応成果が出ているわけですが、それとまた同じ

ように与勝半島にも、またあるいはうるま市全体も、

相乗効果みたいなものが現れているとありますので、

ぜひその事業を継続して力を入れていただきたいと

思います。

同じく33ページ、離島住民等交通コスト負担軽減

事業でありますが、この事業と離島航路補助事業、

あるいは運航安定化支援事業等、このことは、これ

はもう誰が何と申し上げましても、離島振興に欠か

すことのできない大きな事業だというふうに考えて

います。私は前にもそういうふうな質問をさせてい

ただきましたけれども、私たちのうるま市には、従

来５つの離島がありました。御案内のとおり津堅島

以外は、津堅島以外の４島は僻地ではありますけれ

ども、もう離島ではなくなりました。離島解消がで

きました。しかしこれはもう、この４島では、離島

では解消されたけれども、これ人口問題、それから

離島移住定住政策というのは、これは我々うるま市

だけではなくて、県全体のこの島嶼県としての大き

な課題でもあるというふうに考えています。我々の

うるま市含めて、離島が解消されたというのは、こ

れはもう沖縄県の離島振興の大きな成果だと感謝も

しております。

そこで、交通コストの負担軽減事業についてなん

ですが、この執行状況が、予算の執行状況が、予算

で23億6000万円余りありますけれども、決算額は19億

5000万円ほど。そして、不用額が２億7000万円もあ

るのです。これだけ伸びてきた事業が、なぜこれだ

けの不用額が出たのか、そこのところをちょっと御

説明お願いいたします。

○金城康司交通政策課長 この離島住民等交通コス

ト負担軽減事業なんですけれども、委員おっしゃる
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ように令和元年度まで順調に伸びておりました。し

かし、昨年やはりコロナの影響で、特に離島におい

ては来島自粛等の影響も受けまして、実際移動する

方が大幅に減りまして、実際に対象者が減っており

ます。そこで県も減った分については、11月補正で

ある程度減額補正して、見込みに見合った予算額と

いうことに努めたんですけれども、その後１月に入っ

て、コロナの影響が拡大して、緊急事態宣言等を発

令されたことによって、さらにまた利用者が減りま

した。

そういったことに伴って、実際に１月から３月ま

でに予想以上に利用者が減ったことに伴って、どう

してもやはり不用額をこれだけ計上しなきゃならな

くなったということでございますが、今後とも不用

額の圧縮に努めるために航空事業者や航路事業者と

調整を密に行っていきたいと考えております。

○仲田弘毅委員 この令和３年度までの事業という

のは、この３つの事業含めてですが、これはやはり

県振計との兼ね合い一括交付金が充当されていると

いうことで、理解してよろしいでしょうか。

○宮城力企画部長 今、委員おっしゃるのは、交通

コストと離島航路補助、離島航路安定化事業ですか。

交通コストと安定化支援事業を一括交付金で実施し

ておりますけれども、離島航路補助事業については

全国一律の補助を事業を活用しているところでござ

います。令和４年度についても、国においては一括

交付金について存続する方向が示されましたので、

これら、今県が行っている事業で、今後も離島の皆

様にとって必要な事業については継続してまいりま

す。

○仲田弘毅委員 部長ですね、一般質問でも質問い

たしましたが、概算要求で2998億というのは、これ

は概算要求の段階でこれだけですから、実際の予算

額がどうなるかというのは大変厳しいものだという

ふうに思っています。その中の沖縄振興予算で、一

括交付金が981億という、これが所要金ということを

考えると大変厳しいものだなということを感じます

けれども、次期振計での位置づけと、今後のこうい

うふうな離島振興含めての取組について、部長とし

てこういうふうにしてやりたいという決意みたいな

ものがありましたらよろしくお願いいたします。

○宮城力企画部長 離島の振興については、県政の

最重要課題の一つということは再三繰り返し申し上

げているところでございます。

一括交付金の制度が創設されたことによって、こ

れまでやろうと思ってもできなかったこの交通コス

トの負担の軽減であったり、フェリーの買取り支援、

あるいは新造船の支援等もできるようになりました。

これらを継続させることに加えて、新たな離島振興

にあっては、先日新しい離島振興計画の内容につい

て御紹介したところであるんですが、今までは、宮

古圏域、八重山圏域、それから本島周辺離島という、

地理的な特性に応じた分類で、圏域別的な考えで臨

んでおったんですが、距離ではなくて、島のこの人

口の規模であったり、あるいは産業構造であったり、

あるいは有する施設―インフラ等も含めて、によっ

て、課題等が類似しているのではないか。この似た

ような課題を有する離島の特性に応じたグループ分

けをして、それに応じた取組を展開していこうと、

こういうことを今考えているところでございます。

それぞれの島の特性に応じた課題を１島だけではな

くて、何島かまとめた上で効果的に事業展開してい

くというところだと考えております。

○仲田弘毅委員 ありがとうございました。

○又吉清義委員長 以上で、企画部関係決算事項に

対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席。事務局から要調査

事項の取扱いについて説明があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

次に、決算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず、各委員から提起のありました要調査事項に

ついて、各要調査事項ごとに、これを提起しようと

する委員から、改めてその理由を説明した後、当該

要調査事項を報告することに反対の意見がありまし

たら、各委員から御発言をお願いいたします。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付

してあります要調査事項の順番でお願いいたします。

まず、今回要調査事項ということで、１、翁長前

知事が立ち上げたワシントン駐在活動事業に対する

評価についての提起理由について、花城委員お願い

いたします。

○花城大輔委員 書いてあるとおりであります。

本来イメージしていたワシントン事務所になって

るかどうか、これをちょっと確認させていただきた

いというふうに思っております。

○又吉清義委員長 では、ただいまの項目について

反対の御意見ありませんか。

当山勝利委員。

○当山勝利委員 執行部のほうからるる説明をいた

だきまして、翁長知事の時代からあったワシントン

駐在員活動事業でありますけれども、玉城デニー知

事になって引き続き行われ、またしっかりとその継
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続された上で成果が出ているということの報告もあ

りましたし、また、しっかり今後とも継続していき

たいというそういう御答弁もありましたので、もう

これ改めて知事を呼んでこの意見を聞く必要はない

と思っております。

以上です。

○又吉清義委員長 ほかに反対の意見はありません

か。

西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 本来イメージしていた翁長知事の

ワシントン事務所事業に対する効果を聞きたいって

言いましたけど、昨日の質疑の中でも、効果につい

て、成果について、公室長から直接、当初のものか

ら今日まで令和２年まで、たくさんの効果を上げて

いる、成果を上げているっていうことが直接答弁が

ありましたので、あえて知事を呼ぶということは必

要ないと思います。反対です。

○又吉清義委員長 ほかに御意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項に係る提起理由の説明と反対

意見の表明を終結いたします。

次に、要調査事項に係る決算特別委員会における

調査の必要性及び、整備等について休憩中に御協議

をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項の必要性及び整理等

について協議した結果、１項目について報

告することで意見の一致を見た。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

要調査事項につきましては、休憩中に御協議いた

しましたとおり、報告することといたします。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から特記事項について説

明があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

次に、特記事項について御提言がありましたら挙

手の上、御発言をお願いいたします。

（「提案なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 提案なしと認めます。

以上で、特記事項についての提案を終結いたしま

す。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む決算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、10月18日 月曜日 午

前９時までにタブレットに格納することにより、決

算特別委員に配付することになっています。

また、決算特別委員が調査報告書に関して常任委

員長に対し、質疑を行う場合には、同日18日 月曜

日の午後３時までに政務調査課に通告することに

なっております。

決算特別委員の皆様は、10月18日 月曜日に各常

任委員会の調査報告書を御確認いただき、各常任委

員長への質疑を行う場合は、同日の午後３時までに

政務調査課へ通告書を提出するよう、御対応をお願

いいたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 又 吉 清 義
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令 和 ３ 年 第 ８ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和３年10月13日 (水曜日)

開 会 午前10時１分

散 会 午後５時33分

場 所 第１委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県一般会計決算

第８回議会 の認定について（農林水産部及

認定第１号 び文化観光スポーツ部所管

分）

２ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県農業改良資金

第８回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

３ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県沿岸漁業改善

第８回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第８号 て

４ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中央卸売市場

第８回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

５ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県林業・木材産

第８回議会 業改善資金特別会計決算の認定

認定第10号 について

６ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 西 銘 啓史郎君

副委員長 大 城 憲 幸君

委 員 新 垣 新君 大 浜 一 郎君

島 袋 大君 中 川 京 貴君

委 員 上 里 善 清君 玉 城 武 光君

委 員 仲 村 未 央さん 翁 長 雄 治君

委 員 赤 嶺 昇君

欠席委員

山 内 末 子さん

※ 決算議案の審査等に関する基本的事項

４（６）に基づき、監査委員である山内末

子さんは調査に加わらない。

説明のため出席した者の職、氏名

農 林 水 産 部 長 崎 原 盛 光君

農 林 水 産 総 務 課 長 新 城 和 久君

農林水産総務課研究企画監 安 田 宗 伸君

流通・加工推進課長 久保田 圭君

農 政 経 済 課 長 長 嶺 和 弥君

営 農 支 援 課 長 喜屋武 盛 人君

園 芸 振 興 課 長 久保田 一 史君

糖 業 農 産 課 長 嘉 陽 稔君

畜 産 課 長 金 城 靖君

村 づ く り 計 画 課 長 長 本 正君

農 地 農 村 整 備 課 長 島 袋 進君

森 林 管 理 課 長 近 藤 博 夫君

水 産 課 長 能 登 拓君

漁 港 漁 場 課 長 森 英 勇君

中 央 卸 売 市 場 長 宮 里 太君

文化観光スポーツ部長 宮 城 嗣 吉君

観 光 政 策 課 長 山 川 哲 男君

観 光 振 興 課 長 又 吉 信君

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 推 進 課 長 白 井 勝 也君

文 化 振 興 課 長 松 堂 徳 明君

空 手 振 興 課 長 佐和田 勇 人君

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 高宮城 邦 子さん

交 流 推 進 課 長 前 本 博 之君

第７回ウチナーンチュ
宮 城 清 美さん

大 会 開 催 準 備 室 長

県立博物館・美術館 上 原 毅君
博 物 館 副 館 長

3ii4

○西銘啓史郎委員長 ただいまから、経済労働委員

会を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和３年第

８回議会認定第１号、同認定第２号、同認定第８号

から同認定第10号の決算５件及び決算調査報告書記

載内容等についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、農林水産部長及び文化観光

スポーツ部長の出席を求めております。

まず初めに、農林水産部長から農林水産部関係決

算事項の概要説明を求めます。

崎原盛光農林水産部長。

○崎原盛光農林水産部長 おはようございます。

経済労働委員会記録（第２号）
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では、農林水産部関係の令和２年度歳入歳出決算

について、その概要を説明させていただきます。

本日は、サイドブックスに掲載されております令

和２年度歳入歳出決算説明資料により説明をさせて

いただきます。

それでは、ただいま青いメッセージを通知しまし

た、令和２年度歳入歳出決算説明資料をタップして

資料を御覧ください。

説明資料１ページをお願いいたします。

農林水産部における一般会計及び特別会計の歳入

の決算状況の総括表となっております。

一般会計及び特別会計の歳入の合計は、表頭の中

ほどのＡ欄になりますけれども、予算現額613億

1228万4312円に対し、調定額457億1895万8366円、収

入済額451億8813万3809円、不納欠損額9535万7700円、

収入未済額４億3546万6857円で、調定額に対する収

入済額の割合である収入比率は98.8％となっており

ます。

次に、右から左に画面をスクロールしていただき

まして、説明資料の２ページを御覧ください。

農林水産部における一般会計及び特別会計の歳出

の決算状況の総括表となっております。

一般会計及び特別会計の歳出の合計は、表頭の中

ほどのＡ欄になりますけれども、予算現額774億

5703万9987円に対し、支出済額579億1093万8176円、

予算現額に対する支出済額の割合である執行率は

74.8％で、翌年度繰越額173億8545万2082円、不用額

21億6064万9729円となっております。

次に、一般会計の歳入歳出決算について説明いた

します。

３ページを御覧ください。

まず、歳入について説明いたします。

予算現額608億4945万9312円に対し、調定額443億

9244万5062円、収入済額442億8300万3846円、不納欠

損額9535万7700円、収入未済額1408万3516円で、収

入比率は99.8％となっております。

歳入科目についてですが、（款）分担金及び負担金、

（款）使用料及び手数料、（款）国庫支出金、同じく

スクロールして、４ページになりますけども、（款）

財産収入、（款）繰入金、同じくスクロールして５ペー

ジになります（款）諸収入、（款）県債となっており

ます。

不納欠損額については、主なものを御説明いたし

ます。

５ページの表頭の右側のＤ欄になります。（款）諸

収入（目）雑入の7861万7700円でございます。

収入未済額について説明いたします。

５ページの表頭の右側のＥ欄になります。（款）諸

収入（目）違約金及び延納利息の1408万3516円でご

ざいます。

６ページを御覧ください。

次に、歳出について御説明いたします。

予算現額769億9421万4987円に対し、支出済額575億

685万8215円、執行率74.7％、翌年度繰越額173億

8545万2082円、不用額21億190万4690円となっており

ます。

予算科目の（項）別に申し上げます。

（項）農業費について、予算現額192億1594万7600円

に対し、支出済額175億5225万7214円で執行率91.3％、

翌年度繰越額６億2660万円、不用額10億3709万386円

となっております。

次に、（項）畜産業費について説明いたします。予

算現額66億7457万4370円に対し、支出済額44億5153万

349円で執行率66.7％、翌年度繰越額19億3047万

5962円、不用額２億9256万8059円となっております。

スクロールして７ページをお願いいたします。

（項）農地費については、予算現額378億78万344円

に対し、支出済額262億2792万147円で執行率69.4％、

翌年度繰越額113億2545万2970円、不用額２億4740万

7227円となっております。

次に、（項）林業費について説明いたします。予算

現額20億4945万5683円に対し、支出済額16億7485万

8316円で執行率81.7％、翌年度繰越額２億7723万

7450円。不用額9735万9917円となっております。

スクロールをしていただきまして、８ページをお

願いいたします。

（項）水産業費については、予算現額108億2098万

7480円に対し、支出済額75億857万837円で執行率

69.4％、翌年度繰越額31億3189万3200円、不用額１億

8052万3443円となっております。

次に、（款）災害復旧費の（項）農林水産施設災害

復旧費について説明いたします。

予算現額４億3246万9510円に対し、支出済額9172万

1352円で執行率21.2％。翌年度繰越額9379万2500円、

不用額２億4695万5658円となっております。

以上、一般会計歳入歳出決算の概要を説明いたし

ました。

同じくスクロールいたしまして、９ページをお願

いいたします。

次に、農林水産部の所管する特別会計の歳入歳出

決算の概要について、説明いたします。

まず、農業改良資金特別会計について説明いたし

ます。

歳入につきまして、予算現額5135万9000円に対し、
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調定額４億8923万2778円、収入済額１億3944万688円、

収入未済額３億4979万2090円、収入比率は28.5％と

なっております。

収入未済額の主なものは、（款）諸収入（目）農林

水産業費貸付金元利収入の２億7099万2176円で、貸

付金の償還が延滞となっていることによるものであ

ります。

同じくスクロールをして、10ページをお願いいた

します。

歳出につきましては、予算現額5135万9000円に対

し、支出済額4087万618円、執行率79.6％、不用額

1048万8382円となっております。

不用額の主なものについては、（目）管理指導事務

費の544万3382円で、委託料の執行残等によるもので

あります。

スクロールをいたしまして、11ページをお願いい

たします。

次に、沿岸漁業改善資金特別会計について説明い

たします。

歳入につきましては、予算現額119万7000円に対し、

調定額３億4061万7071円、収入済額３億678万6015円、

収入未済額3383万1056円で、収入比率は90.1％となっ

ております。

収入未済額の主なものにつきましては、（款）諸収

入（目）農林水産業費貸付金元利収入の3370万1969円

で、貸付金の償還が延滞となっていることによるも

のであります。

スクロールをいたしまして、12ページをお願いい

たします。

歳出につきましては、予算現額119万7000円に対し、

支出済額38万8589円、執行率32.5％、不用額80万

8411円となっております。

不用額については、全額が（目）管理指導事務費

であり、主に委託料の執行残等によるものでありま

す。

スクロールをしていただき、13ページをお願いい

たします。

次に、中央卸売市場事業特別会計について説明い

たします。

歳入につきましては、予算現額３億9476万9000円

に対し、調定額３億6925万8231円、収入済額３億

6316万2032円、収入未済額609万6199円で、収入比率

は98.3％となっております。

収入未済額の主なものは、（款）使用料及び手数料

（目）市場使用料の318万2100円で、使用料の支払い

が延滞となっていることによるものであります。

同じく２度スクロールをしていただきまして、資

料の15ページをお願いいたします。

歳出につきましては、予算現額３億9476万9000円

に対し、支出済額３億6256万1514円で執行率91.8％、

不用額3220万7486円となっております。

不用額の主なものにつきましては、（目）中央卸売

市場管理費の3203万1818円で、修繕費の入札残等に

よるものであります。

スクロールをしていただき、16ページをお願いい

たします。

次に、林業･木材産業改善資金特別会計について説

明いたします。

歳入につきましては、予算現額1550万円に対し、

調定額１億2740万5224円、収入済額9574万1228円。

収入未済額3166万3996円で、収入比率は75.1％となっ

ております。

収入未済額の主なものにつきましては、（款）諸収

入（目）農林水産業費貸付金元利収入の1879万4666円

で、貸付金の償還が延滞となっていることによるも

のであります。

スクロールをしていただいて、17ページをお願い

いたします。

歳出につきましては、予算現額1550万円に対し、

支出済額25万9240円、執行率1.7％、不用額1524万

760円となっております。

不用額の主なものにつきましては、（目）貸付事業

費の1470万円で、貸付金の執行残によるものとなっ

ております。

以上、農林水産部関係の令和２年度一般会計及び

特別会計の決算の概要を説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 農林水産部長の説明は終わり

ました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算の審査等に関する基本的事項に従って

行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱い等

については、昨日と同様に行うこととし、本日の質

疑終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、引用する決算資料の名称、

ページ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ
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り委員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願い

いたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに農林水産部関係決算事

項に対する質疑を行います。

上里善清委員。

○上里善清委員 まず、決算内容の質問に入る前に、

沖縄県の農林水産業を育成するためにどのようなビ

ジョンを持っているか―それぞれの農業、林業と水

産業ですね。もしよろしかったら、就農している人

数が分かればお伺いしたいんですけど。各事業のビ

ジョンを示していただけますか。

○崎原盛光農林水産部長 総括的な事項ですので、

私のほうからまずお話しします。農林水産業は県民

生活に必要不可欠な食料を安定生産・供給するとと

もに、食品関連産業等への波及効果など、もしくは

離島、過疎地域の経済や雇用を支える基幹産業とし

て重要な役割を担っていると考えております。加え

て、国においては、みどりの食料システム戦略が策

定されるなど、持続可能な社会の実現に向けた農林

水産分野の貢献というのが非常に期待されていると

考えております。このため、新たな振興計画の素案

では、戦略的な販路拡大や輸出促進、２つ目に６次

産業化の推進や流通の合理化などの新たなバリュー

チェーンの構築、３点目に担い手の育成確保やスマー

ト農林水産業の推進、そして４点目には化学肥料の

低減や有機農業の拡大など、各施策を総合的に展開

して地域経済の活性化もしくは農林漁業者の所得向

上というのを実現してまいりたいというふうに考え

ております。

○上里善清委員 自給率が低いということが言われ

て久しいんですけどね。やっぱり主食であるものと

か野菜とか畜産業で、自給率を上げないと日本がも

うほぼ輸入に頼ってる部分があって、国策として安

全保障の面からも、もっと自給率を上げる必要があ

ると。そのためにも、やっぱり儲かる農林水産業に

しなくちゃいけないと私は思ってるんですよ。その

辺を県としてぜひ力を入れていってほしいというふ

うに思います。

それでは、決算に入っていきましょうね。まず、

総括表の２ページですね。ぜひお聞きしたいんです

が、翌年度繰越が173億ぐらいあると。これ、主な内

容はどんなものですか。

○新城和久農林水産総務課長 令和２年度の繰越額

173億のうち大部分につきましては、国の経済対策の

補正予算に伴う繰越額が大半でございます。それか

らまた令和２年度につきましては、新型コロナの影

響で作業員が渡航できないとか、それで不測の日数

を要したことから事業計画の変更等を余儀なくされ

たものが多数あって繰越額の増加につながっており

ます。

○上里善清委員 不用の内容をちょっと聞かせてく

ださい。

○新城和久農林水産総務課長 不用の主なものにつ

きましては、農業基盤整備促進事業や農林水産物流

通条件不利性解消事業など、複数の市町村とか団体

への補助金を交付している事業で、支出が不用になっ

たということでございます。

○上里善清委員 じゃあ、各成果表に入っていきま

す。ページで181ページですね。災害に強い高性能栽

培施設の導入推進。これ７市町村の16地域に実行し

たというふうになっておりますが、ハウスでよく見

かけるのが、ハウス造ったのはいいが農産物を生産

しないで草が繁茂してるのよく見かけるんですよ。

この補助金っていうのは、何年か耕作しないと返納

するというのがあると思うんですけど、ハウスを造っ

て何年間は耕作しないといけないという規定があり

ますか。

○久保田一史園芸振興課長 お答えいたします。

この事業におけるハウスの耐用年数は８年となっ

ております。ですから８年は事業のほう継続してい

ただきたいということになっております。また、こ

の事業、設置してから３年後から成果目標の達成状

況を確認しますので、しっかり、やはり目標が達成

できるように頑張っていただきたいと考えておりま

す。

○上里善清委員 結構、草生えているハウスが見か

けられるもので、十分に指導お願いします。

あと182ページですね。農業・農村の多面的機能の

発揮という事業なんですが、取りあえずこの事業の

趣旨というか、目的みたいなのをちょっと―よく分

からないので。

○長本正村づくり計画課長 お答えします。

多面的機能支払交付金事業は、農業・農村の有す

る多面的機能の維持・発揮を図るものです。地域の

共同活動を支援することを目的として実施しており

ます。具体的には、多面的機能の維持増進を図る目

的で、農地の維持及び資源の向上の共同活動として、
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地域共同による農地、水路、農道等の保全管理活動

に対する支援、あと施設の長寿命化をするものとし

て農業用水施設、農道等の補修、更新による施設の

長寿命化のための活動に対する支援、そういったも

のを行っております。

○上里善清委員 分かりました。

192ページですね。６次産業化の事業なんですけど、

また大変重要な仕事だと思うんですが、農家のやっ

ぱり所得向上に資するのは６次産業化が、もう鍵に

きていると思うんですよ。野菜とかそういったもの

の６次産業化、あるいは畜産物ですね。牛乳を出す

牛は―何でしたか乳牛ですか、一時コロナで学校の

ミルクがちょっと減少して廃棄するという話もあっ

たので、６次産業化っていうのは、これ重要だと思

うんですよ。今日の新聞ではヤギの需要が非常に減っ

てると。私も前から思うんですが、ヤギの乳をチー

ズにしたら、これいけるんじゃないかとずっと思っ

てるんですがね。そういった取組はどんなですかね。

やっておりますか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

ヤギの乳の商品化は、過去に一応事業化してやっ

てはいますけれども、今、ヤギ乳の大手農家だった

はごろも牧場さんが、今ちょっと休んでるというこ

とを聞いておりますので、また、こういう乳用のヤ

ギとかが増えてきたら、そういうのもまた必要になっ

てくるのかなというふうに考えております。

○上里善清委員 ぜひこれは必要だと思うんです。

野菜はカットとか瞬間冷凍とかいろいろあるはずで

すけどね。畜産もこれ重要ですので、ぜひ取り組ん

でいただきたいと、これ希望します。

○西銘啓史郎委員長 玉城武光委員。

○玉城武光委員 歳入歳出の決算の説明資料、そこ

の６ページ、執行率が畜産振興費56.3％。それから、

８ページ、水産振興費、執行率35.9％。この執行率

が悪いのはなぜなんですか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

執行率が悪いのは、先ほどもありましたけれども、

コロナによって離島への作業員の不足とかそういう

ので、事業がちょっと繰越しになりまして、その辺

で執行率がちょっと悪くなってます。この繰越しし

たものは、また今年鋭意頑張っておりますので大丈

夫だと思っております。

○能登拓水産課長 お答えいたします。

水産業振興費につきましても、新型コロナの関係

でソフト事業の各地区で実施をするようなイベント

開催など実施ができなかったりとかの影響で執行率

が低くなってるということでございます。

○玉城武光委員 分かりました。いろいろコロナの

関係での執行率が低かったということで理解できま

した。

では次、成果表の177ページ。先端技術を結集した

園芸品目競争力強化事業。この技術開発はどこの機

関で行っておりますか。

○安田宗伸農林水産総務課研究企画監 お答えしま

す。

本技術につきましては、農業研究センター―糸満

にあります本所及び名護、宮古、八重山、石垣の各

支所が連携して取り組んでいる事業でございます。

○玉城武光委員 この事業内容にヘチマの新品種、

それからサヤインゲンとかいろいろあるんですが、

このヘチマの新品種というのはどういうふうに普及

されていますか。

○安田宗伸農林水産総務課研究企画監 このヘチマ

の新品種につきましては、昨年度までに―加熱調理

をする際に一般のヘチマは少し黒くなるということ

がございますが、この品種につきましては、加熱調

理の際に黒くあまりならないという新品種でござい

まして、昨年度育成しまして、今からこれを一般に

配付といいますか、生産に入っていくという流れに

なっております。

○玉城武光委員 現地実証等の普及に向けた取組が

課題となっているんですが、現状はどうなんですか。

○安田宗伸農林水産総務課研究企画監 現場普及に

つきましては、新品種、新たな技術等々ございます

が、生産者や出荷団体または普及機関がそれぞれ連

携しまして、現場のほうで展示圃の設置ですね。あ

と、また講習会、勉強会などを実施しながら、速や

かに普及を図っていくという形で取り組んでおりま

す。

○玉城武光委員 頑張ってください。

次は182ページ。先ほど上里委員も聞いておりまし

たけど、この中山間地域等直接支払事業というのが

あるんですが、具体的にどのような直接支払いして

るんですかね。

○長本正村づくり計画課長 お答えします。

当事業は、中山間地域や離島など農業生産条件が

不利な市町村に対して、将来に向けて農業生産活動

を維持するための活動を支援する事業となっており

ます。対象地域は地域振興９法で、対象の用地は傾

斜区分により定められ、加えて沖縄県では知事の特

認として、沖縄本島から離れていることで農業生産

条件の不利な農用地として対象としております。令

和２年度の実施市町村が、傾斜農用地のある本島１市

と知事特認農用地として離島９町村の合計10市町村
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を対象として実施しております。具体的な内容とし

ましては、農業生産活動を継続するための活動とし

て、農道水路の管理活動、農作業の受委託等による

体制整備活動、堆肥・緑肥作物の配付、病害虫の共

同防除作業等を行っております。

○玉城武光委員 この直接支払いは、市町村で10市

町村、対象面積が400ヘクタールというんですが、団

体とかね―水利組合とか、それから地域のそういう

生産団体がありますよね、そこに直接支援をすると

いうことですか。

○長本正村づくり計画課長 当事業は、集落協定を

結んだ農家が集まって、そこに集落協定を結んだ団

体に交付するという形になります。

○玉城武光委員 集落協定等という部分があって、

そういう集落ごとに直接交付金を交付するというこ

とですかね。

○長本正村づくり計画課長 この集落協定を結んだ

ところに交付するという形になると思います。

○玉城武光委員 分かりました。

じゃあ次ですね192ページ、これも６次産業化の問

題ですが。課題にあるんですが、補助事業が利用で

きるようにするのが取組だというんですが、この補

助事業というのはどういう種類があるんですかね。

○久保田圭流通・加工推進課長 本事業では、農林

水産省の食料産業・６次産業化交付金といったもの

を活用しまして、補助事業を行っているところになっ

ております。この中ではソフト事業とハード事業と

いうのがございまして、ソフト事業では農林水産物

を利用した新商品の開発ですとか、商品販路拡大に

係る費用の一部を補助ということで、補助率は３分

の１もしくは２分の１といったものがございます。

もう一つハード事業としましては、農林水産物の加

工機械、施設の整備に係る費用の一部補助というこ

とで、こちらにつきましても補助率が10分の３、も

しくは２分の１といったものがございます。

○玉城武光委員 現在この補助事業を使ってそうい

う６次産業化の推進をしているんですが、ここにこ

の課題と掲げているというのは、この補助事業を利

用しない人がいるんですか。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

この補助事業を活用するに当たりましては、まず

最初に総合化事業計画といったものを策定しまして、

国の認定を受けるといったことが必要になってまい

ります。ただその計画の策定に当たりましては、加

工ですとか、販売等に関する専門的な知識が必要と

なってまいります。その補助事業に係る事前の希望

調査ですとか、あと実際に事業者を公募する際につ

きましては、認定の見込み事業者も含めて周知をし

ておりますけれども、実際に国の認定取得に至らな

いといった事業者が出ているといったところが、現

状となっております。

○玉城武光委員 これを支援するのが県の仕事じゃ

ないですか。ここは頑張ってください。

次、197ページ。農水産物流通不利性解消事業とい

うのが今あるんですが、そこに、航空輸送から船舶

輸送への転換を推進していく必要があるとなってる

んですが、この船舶輸送の場合、鮮度保持とか価格

面において、こういう問題はクリアできております

か。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

船舶輸送につきましては、航空輸送と比較しまし

て一定の温度帯で鮮度を保持できる輸送方法である

といった一方、消費地までに輸送日数が長いという

課題もございます。これを踏まえまして、県では平

成29年度から、航空輸送が主流となっている青果物

について実証的に船舶輸送を実施し、異なる品目の

同一コンテナによる低温混載ですとか、移送先での

鮮度の状況並びに輸送した青果物の量販店における

販売に取り組んでいるところになっております。こ

れらの取組の結果、混載による同一低温帯でも、一

部の品目を除き鮮度におおむね問題がないことです

とか、量販店では問題なく取り扱えるといったこと

が確認できております。今後とも物流事業関係者、

生産者団体等関係機関と連携し、船舶輸送の利用促

進による県産農林水産物の流通コストの低減に向け

て取り組んでまいりたいと考えております。

○玉城武光委員 分かりました。ぜひ推進して頑張っ

てくださいね。

次に、207ページ。未来のマリンパワー確保・育成

一貫事業ですね。この新規就業者の確保の課題とし

て、初期投資に係る資金の確保や漁業技術の習得な

どを挙げているんですが、資金確保の支援策という

のはどういうのがあるんですか。

○能登拓水産課長 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、新規就業者の確保に当たっ

ては、資金の確保といったことが非常に重要な課題

となっております。そのため県では、未来のマリン

パワー確保・育成一貫支援事業によりまして、新規

就業者を対象に最大で年間150万円、最長でこれを

２年間の漁業経費の支援に取り組んでいるところで

ございます。また、無利子の沿岸漁業改善資金によ

る漁船や漁具等の購入に係る資金の貸付けですとか、

国が行ってます漁船のリースやエンジンの換装に当

たって、漁業近代化資金などを活用した場合には、
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利子の補給を行うといった取組を行ってるところで

ございます。

○玉城武光委員 ここに初期投資にかかる資金の確

保が非常に大事だという、この初期投資にかかる費

用が結構、かなり金額的にも必要となっている。ぜ

ひ、支援もよろしくお願いしたいと思います。

この件の最後に212ページ。沖合漁業の安全確保支

援事業とあるんですが、25ワットの無線の普及率が

現在50％だと。これ毎年多数の要望があるというこ

となんですが、これ継続的に支援していくというの

が必要になってるんですが、この継続的に行うとい

うことになってるんですか。

○能登拓水産課長 お答えいたします。

県では漁船の安全操業を確保するために一括交付

金を活用しまして沖合操業の安全確保支援事業によ

り無線機の導入に当たっての支援を行っているとこ

ろでございます。本事業によりまして、これまで551台

の無線機が導入されておりまして、今年度も44台の

無線機の導入予定をしてございます。本事業につき

ましては、令和３年度までの事業というふうにされ

ているところでございますが、漁業者からの要望も

非常にたくさんいただいておりますし、また沖合域

での操業においては、情報の伝達手段である無線機

の整備といったことが非常に安全操業確保される上

で重要であるというふうに考えておりますので、本

事業が継続できるように、令和４年度以降の予算措

置についても、現在要望しているところでございま

す。

○玉城武光委員 ぜひ継続のために、できるように

頑張ってください。

最後、この25ワット型の１機当たりの補助金は幾

らですか。

○能登拓水産課長 漁業用無線機25ワット型の１機

当たりの補助金としましては、約87万5000円程度か

ら97万円程度となっております。幅があるのは、こ

の設置に係る経費が離島などで若干上乗せされたり

といったことで幅がございますが、今言ったような

補助額となっております。

○西銘啓史郎委員長 仲村未央委員。

○仲村未央委員 じゃあ、私は、キノコをお願いし

たいですね。206ページです。まず最近、生鮮のキノ

コが県内のスーパーでも多く見られるようになった

なと。私も行くたんびに、大体エノキと、それから

エリンギを県内産でほぼほぼ調達をしている状況で、

特にエリンギがすごく最近豊富だなと。今帰仁とか、

それからエノキ、シメジなんかは金武のものがよく

並んでいるなというふうに見ていますけれども、そ

の生産状況、それから林業の今の生産人口とか、そ

れに占めるキノコ生産の就業人口とか、その辺りの

現状についてお尋ねをいたします。

○近藤博夫森林管理課長 県産キノコの生産量と生

産額についてお答えさせていただきたいと思います。

令和２年度に生産されたキノコ類の生産量は1388ト

ンでありまして、対前年比で99％となっております。

生産額につきましては６億9000万ということで、対

前年比108％ということになっております。それから

あと、林業従事者のうちのキノコの生産者の内訳で

ございますが、こちらのほうにつきましては、令和

元年度時点で林業従事者数は506人のうち、キノコ生

産者数は100名ということで、全体の約20％というこ

とになってございます。

○仲村未央委員 これは近年の推移というか、10年

前との比較でもいいんですけれども、林業人口、そ

れからその中で、今５分の１がキノコの生産に当たっ

ているということですけれども、その辺りは割合的

に増えてきてるのか。それから事業者としてどれぐ

らいのそのキノコ生産団体とか個人があるのか、そ

の辺りも含めてお尋ねいたします。

○近藤博夫森林管理課長 まず、先ほどお話しまし

たとおり令和元年で約20％の比率ということをお答

えしましたが、平成元年当時は林業従事者数が741名

で、三十一、二年ほど前ですが、そのときにキノコ

の生産者数は19名ということで約３％であったと。

その間、キノコの生産者は増えていく状況で、だん

だんだんだんキノコ生産者数の割合が増えてきたと

いう状況になってございます。それからあと、団体

につきましては、今現在令和２年時点で、28業者と

なってございます。

○仲村未央委員 19名、30年前の数字ですので、こ

れから100名ということで、その生産者、団体として

も28業者ということですから、やはりその生鮮キノ

コに携わるそういう取組が―事業の浸透もあって進

みつつあるのかなというふうに思うのですが、気に

なるのは決算の執行率ですね。42.1％ということで、

これ何か課題があったのか、そこら辺はどのように

なったんでしょうか。

○近藤博夫森林管理課長 執行率が42.1％という低

い理由につきましては、こちらの特用林産振興施設

を建設したんですけれども、その際に外装工事の施

工のために必要な屋根資材、こちらの納入が遅延し

たということで繰越しとなったものでございます。

繰越しの要因としましては、新型コロナ感染症対策

の影響で製造メーカーさんのほうが生産体制の見直

しで減産をしたということ。それから、あと海上輸
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送船の減便、こちらによって影響を受けたというの

が主な要因になってございます。

○仲村未央委員 これはもう対応済と言うか、繰越

しか何かでもう執行済ですか。

○近藤博夫森林管理課長 今年の６月に完成してお

ります。

○仲村未央委員 それで、先ほど生産額、それから

量、そして生産者―就業も含めて、生産キノコ伸び

ていますよということで聞いてますけれども、沖縄

の競争力というのかな、キノコといえば大体スーパー

に並んでるのは、長野とか信州あたりのキノコと、

今県産がほぼほぼ同じぐらい並んでいるような状況

をよく見るんですよね。そういう意味では、そうい

う競争力的なもの、コストなのか、それから気候も

含めてあるのかですね。それから、例えばスケール

メリットみたいな規模とか、そこら辺の競争力って

いうのはどのように評価されていますでしょうか。

○近藤博夫森林管理課長 委員がおっしゃるとおり、

今県産だけではなくて県外からもキノコは従前から

入ってきております。やはりそういう意味では差別

化を図っていくっていうことが必要だということで、

例えば、我々としてはその新鮮さをアピールすると

いうことで、それから安心・安全ということで、地

元のもので作られてるということで、沖縄キノコロ

ゴマークというものを平成30年10月に県が商標登録

を行って、生産されている業者さんたちのほうにパッ

ケージ等に貼る、あるいはそのパッケージにデザイ

ンしてもらうというふうなことで、できるだけ県産

のものを取っていただくというふうなことと、学校

給食等において県産のキノコを使ってもらう、また、

料理教室とかコンテストとかそういったものを実施

してですね―委員も御存じだと思うんですが、キノ

コについては、県内の消費量というのは最下位のほ

うにあるっていうことがあって、まだ伸び代がある

ということなので、そこら辺について我々としては

取り組んでいきたいというふうに考えております。

○仲村未央委員 今、課長答弁の中で県内の―県民

のかな、消費の下位のほうにっていうことでしたけ

れども、何か消費ランキングとか、県民が県産キノ

コを食べる、そういう全国比較みたいなのもありま

すか。

○近藤博夫森林管理課長 品目でいきますと、まず

干しシイタケ。こちらは県民の方よく食べておられ

て、全国的に７位というふうな順位になってござい

ます。上位の方にあるのかなと思います。一方、生

シイタケについては全国で一番下位で消費量が少な

いというふうな状況になっております。消費額、消

費量ともですね。また、シイタケ以外のキノコ、こ

ちらもシイタケ以外ということになってしまうんで

すけども、そちらのほうについても購入金額、また

購入数量については最下位の状況にあるというとこ

ろになっております。

○仲村未央委員 そういう意味では干しシイタケは、

恐らく県外産のものが主流なのかなと―大分などは

よく流通してると思うんですけれども、それは多分

沖縄の食文化、伝統料理とか、行事の料理で使われ

てるということで、上位のほうに消費はあるという

ことなんですけど、やっぱり生鮮はなかなかまだ最

下位ということであるので、先ほど答弁にあったよ

うに、やっぱりどれだけ沖縄を差別化したり、地元

の食材として親しまれるように受け入れてもらえる

かとか、そのブランドの価値をどう売り出していく

かっていうのは非常に重要かなと思うんですけれど

も、先ほどキノコマーク、沖縄キノコの話をしてま

したけど、これブランドとしての差別化の中で、沖

縄でできたものを基本みんな沖縄キノコにしてるの

か、ここら辺の取組について具体的にお尋ねいたし

ます。

○近藤博夫森林管理課長 沖縄キノコという定義に

なるかなと思うんですけれども、こちらについては、

県内で加工されたもの―菌床から加工されたもの。

菌床を移入もしくは輸入したものについては、これ

は沖縄キノコではなくて、あくまで沖縄県内で菌床

から加工して、そして派生したものを沖縄キノコと

いうふうに定義しております。

○仲村未央委員 この沖縄での菌床から加工してる

ものを沖縄キノコをとしているということなんです

けど、このキノコは何か旬があるのか、通年で栽培

できるのか、そこら辺はどういうことでしょうか。

○近藤博夫森林管理課長 種類によって、キノコが

発生する温度がまちまちですので、例えばエノキタ

ケとか、ブナシメジ、こちらのほうについては低温

帯を要求するキノコですので、生産施設の中で栽培

しないと厳しい状況と。一方、アラゲキクラゲとい

う―キクラゲといってますけども、こちらのほうに

ついては高温帯を要求するキノコですので、むしろ

沖縄のほうについては栽培がしやすいというんで

しょうか、空調施設とかをかけなくてもできやすい

というふうなもので、キノコに応じて要求する温度、

発生する温度っていうのが違いますので、一概に何

度というのはちょっと言えないところですが。

○仲村未央委員 価格にしても、大体通年一定して

るなと。これは購入するときの金額がそんなに変動

がないという印象なんですね。エリンギなんかも恐
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らくさっき言ったように、気温の一定さとか、ある

いは涼しいところ、信州辺りがその強みを持って先

行してきた部分もあると思うんですけれども、基本

それは沖縄でも施設内で取り組んでいるのが、今上

手に流通してるというふうに、通年あるという感じ

がするんですけど、今その施設の整備なんかは、う

まく皆さんの支援とか含めて、取り組まれてる状況

でしょうか。空調とか、クーラーの中なのかなと思

うんですけど、どういう感じですか。

○近藤博夫森林管理課長 先ほどお話したように、

キノコによって発生する要求温度が違うということ

で、ブナシメジとかエノキタケについては、やはり

施設栽培でしっかりと空調施設の中で栽培していく

と。一方、今ちょっと我々取り組んでいるのは、生

シイタケのほうですけども、こちらのほうについて

はまだ発生率の問題があって、その発生率が低いと

いうことでそれを改善するために、今調査研究を進

めていて、今現在１床当たり、１つの株当たり450グ

ラム前後の発生量となってるんですけども、こちら

を800グラムのほうに持っていくというふうなこと

を、どういったところに原因があるのかということ

の解明ですとか、それから、あとアラゲキクラゲに

ついては、今現在、アラゲキクラゲの品種について

は、本土産の種菌なんですね。これを、アラゲキク

ラゲについては沖縄のほうが適地なので、沖縄のほ

うで選抜をして、沖縄のこの高温帯に適合するアラ

ゲキクラゲの選抜を行って、それをまた広く生産者

の方々に利用していただけるよう、我々としては取

り組んでいるというふうなことになっております。

○仲村未央委員 今言ってたキクラゲなんかは、も

ともと沖縄に自生しているというふうにもあります

し、それからアワビタケなどはむしろ南方のほうが

得意ということもあるので、これから沖縄の自給率

―全国的にももちろん課題ですけど、沖縄県内産、

生鮮、この自給率をやっぱりどれだけ上げられるか

という意味でも、非常に貢献を、このキノコの分野

にも頑張っていただきたいと思うので、どこのキノ

コ買っても同じっていう、値段も実際にはもうほと

んど差がないので―県外から来ても、県内で調達、

沖縄きのこを買ってもですね。だからこの生鮮さが

売りとか、あるいは栄養価とかですね。特にキノコ

などは食物繊維とか含めて、あるいはビタミンＤと

か、そういう非常に美容とか健康に志向がある方々

の消費を喚起するような取組っていうのは非常に重

要かなと。より、もちろん沖縄産を選んでもらうっ

ていうこともそうですけど、これもうやっぱり生産

体制をしっかりつくっていく、そしてつくったらき

ちんと県民、まだまだ先ほど消費が全国最下位です

ということもあったので、そういう親しめる食材と

して、あるいはキノコが健康にもいいんだよってい

うような県民への周知、そういう買ってもらえるよ

うな取組っていうのは重要かなと思うんですけれど

も、そこはやっていますか。

○近藤博夫森林管理課長 今委員がおっしゃったキ

ノコ類の栄養成分、こちらについては、もう我々と

しては、今パンフレットとか、あとＳＮＳで情報発

信しているというところではあります。今後また量

販店等においては、キノコ売場、スーパー等におい

てののぼりでキノコの成分について、そちらのほう

について周知したりとか、あと売場のところのＰＯ

Ｐ、そちらのほうを利用して消費者の方々が選んで

いただけるような、どういう理由かというとやはり、

腸内環境を良くする食物繊維がありますよとか、消

化系のサポートをしますとか、そういった成分なん

かを表示する形で、今後取り組めるところについて

は取り組んでいきたいというふうに考えております。

○仲村未央委員 昨日、商工労働部がマーケティン

グ戦略推進課の設置もあり、特に農林水産部、それ

から観光との連携を取りながらマーケティングを戦

略的にやるということで、この１年、決算の中で、

その取組、手応えを伺いました。やっぱり農林水産

部が作るというか、生産者が作る生産物をやっぱり

戦略的に―県民にはもちろんですけど、先ほど給食

の話も出てましたが、地元の食材として子供たちに、

あるいはホテルなんかでね、やっぱり県産のものと

して地元のものをぜひ食していただく。ぜひ来てく

ださるお客さんにそういうのをアピールして、沖縄

のキノコっていうことで、またこのブランドをしっ

かりと活用していただくというのも非常に重要だと

思うんですよね。そこら辺、商工労働部、観光、そ

れから皆さんの産業を担っている生産の部分の連携、

これをしっかりつくり出しながら、今のブランドの

アピールとか、マーケティングなんかも、ぜひ戦略

的に取り組んで、少しでも安定供給、さらに拡大と

いうことで、需要も高めていただきたいというふう

に思いますけれども、そこは部長でも課長でもよろ

しいですが、いかがですか。

○崎原盛光農林水産部長 今、特用林産物、特にキ

ノコの話が出ましたけども、農林水産物はやっぱり

作るだけじゃなくて、出口戦略の販売のところとい

うのは大変大切だと考えてます。そのためにも、我

がほうでは生産と技術なり、資金なども持っている

んですが、販売のところはやっぱり課題がございま

すので、特に商工・観光との連携でもって、できる
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だけ高く、それからできるだけ自給率を高めるとい

うことを努力してまいりたいと考えております。

○仲村未央委員 頑張ってください。ありがとうご

ざいます。

○西銘啓史郎委員長 翁長雄治委員。

○翁長雄治委員 お願いします。

まず、179番のところの地産地消の部分なんですけ

ども、まず、基本的なところで申し訳ないんですけ

ども、県内の自給率ってどのようになっていますで

しょうか。

○新城和久農林水産総務課長 本県の食料自給率、

令和元年度の概算値でございますが、カロリーベー

スで34％、生産額ベースで63％となっております。

○翁長雄治委員 この給食に占める自給率というの

も分かったりするんですかね。給食とあとホテルで

すね、項目に入っている。

○久保田圭流通・加工推進課長 まず、県内のホテ

ルにおける県産食材の利用率ということで、こちら

重量ベースになりますけれども、令和元年度の値で

30.7％となっております。学校給食につきましては、

同様に県産食材利用率につきましては、令和元年度

で27％となっております。

○翁長雄治委員 この県内の生産された野菜である

とか、そういったものの行き先は基本的に全部ほぼ

ほぼ県内って考えていいんですか。それとも県外に

はどれぐらい行ってるかっていうのは分かりますか。

輸出というか。

○久保田圭流通・加工推進課長 青果物の沖縄県の

中央卸売市場の経由率という形になるんですけども、

こちら平成30年の値になりますけども、出荷量に基

づく経由率としましては、野菜が39％、果樹が16％

で、全体で34％となっております。

○翁長雄治委員 これは県外へ行ってるものでいい

んですか。県内に行っているものですか。

○久保田圭流通・加工推進課長 県内で流通してい

るものということになります。

○翁長雄治委員 この県内で流通せずに、地産地消

の中で外にいろいろ出てる部分が大きいなというよ

うな気がするんですよ。このホテルとか給食で３割

前後をという中で、ただ県内のものが35％前後ぐら

いしか流通しないという中の課題っていうのは何な

んでしょうか。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

学校給食や県内ホテルでも同じような課題がござ

いまして、県産食材の利用意向というものは高いん

ですけれども、利用上の課題としまして供給ですと

か価格が不安定といったことが挙げられております。

○翁長雄治委員 逆に県内で生産したものが、県外

にも出て―いい意味でですよ、出て行っているわけ

ですけども、県内でやるのが価格が安定して―これ

よく聞くんですが、供給がなかなか安定しない、価

格が安定しないと聞くんですけども、県外で売れて

る理由って何なんですかね。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

一つ、果樹ですとかといったようなものは沖縄に

特異性があるといった品目ですとか、野菜ですと、

時期ですね。沖縄でいいます冬春期といった本土の

ほうでは作れない時期に供給してるといったところ

が要因となっております。

○翁長雄治委員 特に葉野菜の部分がやはりスー

パー等でも価格の変動が物すごく大きくて、レタス

が高いときには四、五百円まで、キャベツも四、五

百円まで上がって、安いときでも128円、158円ぐら

いかなと思うんですけども、このすごい差が激しく

て、ただ葉野菜っていうのは自宅で食べる分にはと

ても重要なものでして、これでよく水耕栽培等々の

話が出てくるんですけども、県外だと先ほどの生鮮

性でいうと、生鮮さを売りにしてるスーパーとかだ

と、もうスーパーの中で水耕栽培をして、この中で

作ってますよ、そのまますぐ表出てきますよってい

うのもあったりするんですけども、県内でこういっ

た取組っていうのはあったりするんでしょうか。取

組というか、要は話があったりするのか。今やって

るとこは多分ないと思うので、そういったスーパー

で水耕栽培してるとかっていうもの。価格の安定っ

てところです。

○久保田一史園芸振興課長 お答えします。

スーパーが直接そういった植物工場等々、取り組

んでるっていうのは確認しておりませんが、ただ一

部でいろんな―ａｕさんとかそういった業者さんが

植物工場という形で独自に持っている、ノウハウを

生かしながらイチゴ栽培とか葉野菜等をやってる事

例はあります。そちらの方々も、量販店等と連携し

ながらやられてるというふうに聞いております。

○翁長雄治委員 次に行かしていただきます。

184ページ、新規就農者のところなんですけども、

こちらのこれまでの成果についてお願いします。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

新規就農なんですけれども、県では沖縄21世紀ビ

ジョン基本計画に基づきまして、新規就農者を300名

育成することを目標に一括交付金等を活用した沖縄

県新規就農一貫支援事業ですとか、資金を交付しま

す農業次世代人材投資事業等を行っているところで

ございます。その結果、毎年300名ということで、令
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和２年までの９年間で目標の2700名に対しまして

2834名の人員を確保しているところでございます。

○翁長雄治委員 ありがとうございます。

本当に目標に合わせてしっかり取り組んでいただ

いてるなと思うんですけども、この新規就農者で、

素朴な疑問なんですけども、独立している方々が多

いのか、それともどちらかに勤めで入ってるのかど

うかっていうのは分かりますか。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えします。

今ちょっと詳細なあれはないんですけど、基本的

には独立自営のタイプ、それから法人等への就職、

そういったのがあるんですけども、割合については

今手持ちがないもんで、また後ほど報告させていた

だきたいと思います。

○翁長雄治委員 特に独立される場合には、農地の

確保というのが物すごく大きな課題かと思うんです

けど、農地の確保ですね。こちらについての県の取

組についてお願いします。

○長嶺和弥農政経済課長 お答えします。

県では、農地中間管理事業を行っておりまして、

これは農地中間管理機構が，高齢の農家ですとか規

模を縮小する農家さんから農地を借り上げて、公募

で選定された認定農業者ですとか、規模を拡大した

いと―新規就農者も含めてですけれど、そういう農

家へ農地の貸付けを行うという事業を今実施してお

ります。

○翁長雄治委員 県内で使われていない未利用地の

農地というのは、今どれぐらいあるんでしょうか。

割合的に言うと、例えば100あるうちの何割がいま利

用されていて、どれぐらいが利用されてないみたい

な数値はあるんですかね。

○長嶺和弥農政経済課長 沖縄県における荒廃農地、

耕作放棄の農地のデータですが、最新のものが令和

元年のデータになりますが、こちらのほうで県内の

面積は3511ヘクタールとなっています。これが全部

の耕地面積が３万7000ヘクタールぐらいですので、

約８％から９％ぐらいのデータとなっています。

○翁長雄治委員 農地は基本的にはある程度利用さ

れているところだと思いますので、今あるものを、

恐らくお話があったみたいに縮小される方、拡大さ

れる方の窓口を県が頑張っていかなきゃいけないの

かなと思いますので、引き続きよろしくお願いしま

す。

次に192ページ、お願いします。６次産業化のとこ

なんですけども、県内で６次産業化に成功した件数、

これまでの成果、こちらのほうをお願いします。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

21世紀ビジョン基本計画において６次産業化の成

果目標というのを設定しているんですけども、直接

のお答えになるか分からないですけども、６次産業

化関連事業者年間販売額というのがございまして、

目標値が248億円に対して令和元年度の実績で243億

1300万円。従事者数というものも目標値でございま

して、6900人に対しまして令和元年度で4600人といっ

た状況になっております。

○翁長雄治委員 それからいうと、人数は足りてな

いけども売上高が目標を上回っているということは、

この一軒一軒の生産高っていうか、売上高が高いと

いうような認識でいいんですよね。

○久保田圭流通・加工推進課長 そのとおりという

認識でございます。

○翁長雄治委員 準備していた質問がいま全部答え

ていただいたので、次行きましょうね。

207ページお願いします。マリンパワーとかも、こ

ちらも何度か質疑出てたんですけども、これまでこ

のマリンパワーで、事業で新規に入られる方がどれ

ぐらいいらっしゃるか、お願いします。

○能登拓水産課長 未来のマリンパワー確保・育成

一貫支援事業で、これまでに新規就業者を対象に支

援をさせていただいた人数としましては、事業開始

当初平成27年度から令和２年度までで195名というふ

うになってございます。

○翁長雄治委員 これは目標値っていうのはあった

んでしょうか。

○能登拓水産課長 目標値という形での設定という

よりは、要望調査を行いまして、できるだけその要

望額にお応えしていくという形で実施をしておりま

す。目標の設定としましては、漁業就業者数3800人

というのを県の目標としては定めて、そこに取り組

んでいるという状況でございます。

○翁長雄治委員 3800人っていうのは、トータルで

今までもやられてる方を含めてですよね。それに合

わせて今どれぐらいなっているんですか。

○能登拓水産課長 令和３年度の漁業就業者数の目

標3800人に対しまして、直近の数字が平成30年の漁

業センサスの数字になるんですが、ここで3686人と

いうことで、達成率が98％という状況でございます。

○翁長雄治委員 引き続き頑張っていただきたいん

ですけども、メインが小中学生のインターンシップ

水産教室等々となってるかと思うんですけども、小

中学生からその後の継続した取組というのはあるん

でしょうか。

○能登拓水産課長 本事業、まず小中学生を対象に

した水産教室、それから高校生を対象にしたインター
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ンシップ、その後、実際に漁業に就業された方を対

象にした漁業経費の支援ということで、この漁業経

費の支援のところをメインに行っております。

○西銘啓史郎委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 お願いします。

では、説明資料の13ページ。１番の特会からお願

いしましょうね、特別会計。これまでも再三議論を

してきましたので厳しい指摘になりますけれども、

まず認識からお願いをします。13ページの、同特会

で一般会計繰入が8500万ありますけれども、その辺

についての認識をまずお願いします。

○宮里太中央卸売市場長 お答えします。

特会事業においては、人件費や管理費、施設整備

に係る起債借入金の元利償還金等の経費について特

別会計の市場使用料収入のみでは歳入不足となるこ

とから、毎年度一般会計から不足額を繰入れており

ます。今後、市場における取引量増加や空き事務所

の解消等による使用料確保に努めていく必要がある

と認識しております。

○大城憲幸委員 部長の認識もお尋ねしますけれど

も、私の認識では特別会計は基本的には原則独立採

算。そこはどうしても一般会計から入れないといけ

ない部分もあるけれども、基本的にはやはりそれは

最小に済むように努力をするっていう認識ですけれ

ども、その認識だけお願いします。

○崎原盛光農林水産部長 極力一般会計からは繰入

れを控えるということが原則だというふうに考えて

おります。

○大城憲幸委員 次に、改選で委員会のメンバーは

若干変わりましたけれども、本経労委員会から昨年

の市場法の改正、条例の改正に伴って附帯決議をつ

けたんですけれどもね、その辺についての認識と取

組状況をお願いします。

○宮里太中央卸売市場長 お答えします。

中央棟２階の空き施設の有効活用をするようにと

いうようなことが主な趣旨だったかと思います。令

和２年度に売買参加者をはじめ市場関係者と意見交

換を行い、その中で売買参加者等から２階を作業等

のスペースとして活用したいとの要望を受けており

ます。また、令和３年７月に実施した２階空き事務

所の内覧会においても、４事業者が参加し、作業場

や事務所として活用したい旨の意向を確認しており

ます。今後、10月中に事務所としての利用を目的と

した事業者の公募を実施し、その後、事務所以外の

利用目的とした事業者の公募については、国への用

途変更の手続や条件整備に係る調整状況を踏まえ、

実施してまいりたいと考えております。

○大城憲幸委員 指摘は、時間かかり過ぎるんです

よね。去年の条例改正のずっと前からこういう議論

ありました。１階のスペースも若干空きがあるけれ

ども、そこは難しい、いろんな事情もある。しかし、

２階については銀行が入ってたところ、食堂があっ

たところ、その他様々な施設が空いていて、もう見

る人が見たら廃墟みたいになってるよっていう話が、

もう十何年も前から続いている。ただ、この市場、

場長中心に、様々な事情が許すんであれば活用させ

ていただきたいっていう声は幾らでもある。そうい

う中で去年の条例改正のときに、今まである卸、仲

卸、売買参加者、その位置づけが変わる、できるこ

とが変わってくる中で、全国の様々な事例も踏まえ

て、やっぱり空き施設は活用をして、一般会計から

の繰入れはなるべく少なくしていこうと、そういう

ような議論はこれまでも何年以上も前からの議論を

踏まえて、この委員会で附帯決議としてつけたわけ

ですよ。それを踏まえて、当時の部長も意見交換を

して、それからもう１年以上になる中で、内覧会し

ましたよぐらいの取組なんですけれども、私はまた

これで課長変わってしまう、場長が変わってしまう、

部長変わってしまう、そういうようなことで議論が

また後戻りしたっていうことをこの関係者から再三

聞いてるものですから、この機会にしっかりやって

くださいよっていうことで進めていただいてるわけ

ですけれども、場長、ちょっとその辺に関してはど

う感じてますか。

○宮里太中央卸売市場長 委員がおっしゃったとお

り、早め早めの対応をして２階の施設を解消してい

くということは、職員一同、今年度時間をかけなが

ら取り組んでる状況です。少なくとも12月までには

３店舗、あと残りの５店舗については、先ほど言っ

たように修繕費もかかる、またどういった形で使い

勝手をよくするか。また、どうしても生鮮青果物を

２階に上げるということですから、現在エレベーター

等がありませんので、そういったリフトの設置をど

うするかなどなど、いろいろ調整しながら取り組ま

ないといけないことがありますので、その辺をじっ

くり関係者と話しながら。また、２階は事務所とし

て建築基準法上、用途がありますので、事務所から

作業場への変更、また国へは―事務所として位置づ

けていますので、国との使用目的の変更の協議等を

取り組んで、できる限り年度内で使用許可が下ろせ

るかどうかということで、今取り組んでいるところ

です。

○大城憲幸委員 部長、場長と日頃からやり取りも

して、様々な課題があることは聞いてます。そして、
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様々これまでの流れの中でのそれぞれの立場があっ

て、様々な言い分があることも聞いています。それ

は承知の上で、様々な課題も分かりますけれども、

ただもうずっと言っているように市場の取扱高はど

んどん減っていく。そういう中で施設も老朽化する。

そういう中で毎年8000万も9000万も一般会計から持

ち出しがある。そこはやはり市場法も変わった、条

例も変えた、世の中の流れも変わっているわけです

から、やっぱりこの市場の中だけに任せるんではな

くて、部長がリーダーシップを持って―現場を飛び

越えてできないのは分かりますけれども、少し後押

ししてあげて、スピードアップも図る必要があると

思いますけれども、簡潔に所見をお願いします。

○崎原盛光農林水産部長 繰り返しにもなりますが、

今大城委員からスピード感のお話もあったかと思い

ますので、第１回目の公募が、10月に開始をしまし

て、１次審査、２次審査が11月中旬、それから使用

許可が、先ほどありましたように、もう12月には既

にやる予定になっておりますので、第１回目の公募

は、年内にはもう業務許可、使用許可までは持って

いきたいというスケジュール感できています。含め

て、２階の一部分につきましては、一部ちょっとま

た改築等も必要なので、ここは、またそれ以降に始

めたいなということで考えております。

○大城憲幸委員 よろしくお願いします。

では次に、主要施策成果の218ページです。これし

かないかな、特別栽培農産物認証向上事業、あるい

は後ろの次のページ、自然環境に配慮した農業につ

いては、赤土流出ですから、これに関連してですけ

れども、先ほども出ました国の方針、みどりの食料

システム戦略。それで国としては、農薬、化学肥料

の半減あるいは３割減、そういうようなものを進め

ていく、あるいは有機栽培を増やしていく、そうい

うような方針の中で、県の取り組んできた事業とし

ては、この事業を中心にということの認識でいいん

ですか。その辺の取組状況と成果についてまずお願

いします。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

委員御指摘のこの特別栽培農産物認証向上・発展

事業ですけれども、これ環境保全型農業の推進を目

的に、化学農薬、化学合成肥料を５割以上削減した

特別栽培農産物について、認証件数ですとか、取組

農家数を増やすために、沖縄の気象条件とか、土壌

に適合した栽培マニュアルの作成等に取り組んでい

るところでございます。その成果としまして、今年

度末には、トマトやサヤインゲンなどの５品目につ

いて栽培マニュアルの策定がされる見込みでありま

す。

○大城憲幸委員 少し議場でも触れたんですけれど

も、やはり国が今もう１％にも満たない有機農業を

25％まで持ってきたいっていう方針を出した。それ

に対して、やっぱり国内唯一の亜熱帯高温多湿の沖

縄においては、病気も害虫も他の県とは比べものに

ならないぐらい多いわけですから、やっぱり今まで

みたいに、そういう有機無農薬栽培を個人個人の農

家の思いだけに頼るでは、なかなか国の方向性含め

て、沖縄県の有機栽培、あるいは環境に配慮した農

業っていうのは進まないと思ってます。そういう意

味で少し―成果表の177、178ページの農業研究セン

ターの取組も含めて、やっぱり県が国の方向性も踏

まえて、沖縄県ではやはり化学肥料、化学農薬の減、

そして有機栽培、無農薬栽培、そういうようなもの

を県がとにかく主導して、市町村も農協さんも含め

て取り組んでいくんだよっていう、やっぱりメッセー

ジがもっと強く必要だと思うんですけれども、その

辺についての方向性と、こういう研究センターでの

研究の充実という、そういう部分での研究の充実と

いうのが必要だと考えてるんですけれども、併せて

所見をお願いします。

○喜屋武盛人営農支援課長 今、大城委員御指摘の

とおり、なかなか有機栽培となりますと、化学肥料、

化学農薬を使わないということで、委員がおっしゃっ

たように、なかなかこの病害虫が終年発生して、有

機物の分解が早いという、この沖縄では、なかなか

この減農薬ですとか、減化学肥料というのが非常に

難しいかなということは認識してるところでござい

ます。それで例えば特別栽培認証向上・発展事業に

おきましては、有機までは行かないんですけども、

特別栽培っていうことでまず５割減、そういったも

のから有機に向けていくための知見をこういった事

業活用して、まずは５割減ぐらいから取り組んでい

くと。なかなか最初から有機というのは技術的に難

しい部分あるかと思うんですけど、まず、こういっ

た事業等で特別栽培農産物、あるいは３割減のエコ

ファーマーとか、そういったものを活用して、まず、

こういった有機に向けての農家の技術を上げていく

ことが必要ではないかなということで、また後ほど

あるかもしれませんけれども、そういった意味では、

農業研究センターとかで、そういった栽培の技術的

なものになってくるのかなというふうに考えており

ます。

○大城憲幸委員 ちょっと研究のほうで、研究項目

主なものを出してもらいましたけれども、ちょっと

今のところ、今言ったみどりのシステム関連のものっ
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ていうのはあんまり見当たらないのかなと思うんで

すけれども、この研究課題の現状と今後の方針、今

の議論を踏まえて、ちょっとそういう部分を増やし

ていくような考えもあるのかお願いします。

○安田宗伸農林水産総務課研究企画監 お答えしま

す。

今、委員御指摘のとおり、みどりの食料システム

戦略に該当する化学肥料、減農薬等々についての研

究テーマというのは、少し少ない状況にあります。

ただし、今農研センター等々で取り組んでいるのが、

科学イノベーションという形で、ＡＩ、スマート農

業などの研究開発に取り組むという形で今方向性を

出しておりまして、その部分が少ないという状況に

ありますので、十分検討が必要かなと思います。な

お、委員指摘のとおり、本県は温暖な気候条件を使っ

て、様々な品目が栽培されてる状況で、他府県に対

しては冬場の冬春期を利用した生産ですとかってい

うのがメリットになるんですが、逆に年間を通して

温暖であることがゆえに、病害虫など、そういった

ものが多いということで、営農環境条件が厳しいと

いうデメリットもあることから、技術開発などを十

分に検討しながらやっていく必要があるのかなとい

うふうに思っています。一つだけ、研究開発の中で、

環境に優しいという部分では天敵昆虫を利用したも

のがございますので、そういうところも取り組みな

がら進めていきたいというふうに思っております。

○大城憲幸委員 ぜひ取組の強化をお願いをします。

畜産からお願いします。主要施策の199ページ。ア

グーの部分から入りますけれども、アグーは豚熱の

関係で久米島に持っていきましたけれども、この同

事業は交配計画等、品種改良、肉質改良部分があり

ますけれども、今現状の取組を簡潔にまず説明願い

えますか。

○安田宗伸農林水産総務課研究企画監 この事業は、

アグーの種豚の改良を行っている事業でありまして

肉質に関する遺伝的ゲノムの育種価を算出するとい

う形でその技術が使えるようになってきております。

このため、高い肉質能力を持つ個体同士を交配する

ということで、肉質の改良を行える状況になってき

ております。そういった形でゲノム育種価を使った

育種改良という形で進めているところです。

○大城憲幸委員 関連してですけれども、種豚協議

会―沖縄の養豚協議会ですか、養豚生産者の皆さん

の協議会から、この育種、豚の改良については、現

場の意見ももっと聞いてくださいっていうような旨

の陳情も同委員会に出されてるんですよね。その辺、

現場との意見交換、あるいは種豚の改良導入、その

辺については状況をどう把握しているんですか。

○金城靖畜産課長 お答えします。

種豚協議会とは今協議を進めておりまして、家畜

改良センターにおいて家畜改良増殖法に基づく種豚

改良を推進し、優良種豚を養豚農家へ供給していま

す。多産系の種豚導入については、県内の企業養豚

が行っている企業が中心となって、主に東北地方か

ら種豚を導入しており、令和２年度には577頭が導入

されてます。県としましては、養豚経営の安定や生

産性向上を図るため、生産団体や関係機関で構成さ

れる豚改良協議会等において、種豚導入について意

見交換を重ねているところです。今後の種豚供給に

つきましては、企業養豚の多産系種豚の導入や中小

規模養豚農家への家畜改良センターからの供給体制

等も考えながら検討していきたいと考えております。

○大城憲幸委員 県が改良したオキナワアイラン

ドっていう種豚がいますけれども、それの維持、あ

るいは改良に今、年間どれぐらいの予算かかってる

か把握してますか。

○金城靖畜産課長 種豚改良に係る予算としまして

は、種豚改良推進事業により改良センターで豚の改

良を行っております。令和２年度実績としましては、

予算額は3869万2000円であり、決算額は2997万

5000円。不用額が871万7000円となっております。実

績としましては、205トンの種豚と230本の液状精液

を県内の養豚農家に供給しております。

○大城憲幸委員 生産者の中には、もう県の種豚改

良もいいんじゃないかと。県外、国外からもっと優

秀なものをどんどん持ってきたほうが沖縄の成績は

もっと上がるというような意見もあります。ただやっ

ぱり、今の豚熱のワクチンの関係で非常にこの県外、

国外からの種豚、精液の導入がややこしくなってい

ますので、その辺は冒頭言ったこの陳情も出ていま

すので、やっぱり生産組合協議会の皆さんと密に連

携を取って、改良あるいは導入事業の支援を進めて

いただきたいと要望いたします。

もう一点は、肉用牛の部分で、これも地産地消の

議論もさっきもありましたけれども、やっぱりサシ

にこだわった肉用牛改良から、もっと赤肉生産にそ

ういう畜産の研究も必要じゃないかという議論をこ

れまでもしてきましたけれども、その辺について、

先ほどの畜産研究センターの研究成果も見せてもら

いましたけれども、もっとそういう、県産牛の肥育

とか、あるいは別の品種の牛の肥育とか、そういう

ような部分の研究の取組というのはどう考えてるん

ですか。お願いします。

○安田宗伸農林水産総務課研究企画監 畜産研究セ
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ンターでは、委員のお話がありますように、いろん

な研究開発、育種のほうに取り組んでおりまして、

種雄牛の改良としましては、従来からの肉質改善に

加えまして、コレステロールの抑制であるとか、動

脈硬化の抑制物質として注目されておりますオレイ

ン酸―脂肪中のオレイン酸ですね、これの評価によ

る改良などを取り組んでいるところでございます。

また、県産牛肉の地産地消に関する研究としまして、

県産牛の赤身肉を熟成することによって、柔らかく

うまみ成分に富んだエイジング・ビーフ―昨今、少

し話題になっておりますが、これの生産技術の確立、

また、未利用資源でありますシークヮーサーの搾り

かすなどを餌として混ぜる給餌技術という形で、黒

毛和種の肥育牛の試験を今取り組んでいるところで

ございます。

○西銘啓史郎委員長 新垣新委員。

○新垣新委員 199ページ。この、ちょっと先ほどの

大城憲幸委員と違う角度で質疑いたします。この平

仮名の「あぐー」と片仮名の「アグー」の違いで、

今アグーの豚肉質向上ですけど、この片仮名の「ア

グー」から、平仮名の「あぐー」に変わるのかとい

うのを確認したいと思います。

○金城靖畜産課長 多分、この資料はＪＡさんが絡

んだものだと思います。種豚としての表記は片仮名

の「アグー」であります。これに書いてあるように、

西洋豚とかけてＪＡさんが行っている銘柄豚推進協

議会で出荷すると、平仮名「あぐー」になるという

ことで、多分そのことを書いているパンフレットだ

と思いますね。

○新垣新委員 確認いたします。この片仮名の「ア

グー」ですけど、いろんな交配でやっていくと。違

う西洋の豚といろんな掛け合わせて肉質を良くして

いくと理解していいんですか。

○金城靖畜産課長 アグーは、アグー同士かけると

すごい産子数が少ないので、県内のアグーはほとん

どが西洋豚にかけて産出した豚肉となっております。

ですので、ほぼほぼ県内とか市場に出回っているア

グーは、西洋豚に沖縄の雄をかけたアグーがありま

す。純粋系もありますけれども、それは相当少量で、

出回るのは少ないかと感じます。

○新垣新委員 確認します。純粋のアグー、子供な

かなか産まないと。非常に市場に出なくて、ホテル

とか、そういう高級料理店と契約しているというお

話も―実は私の親戚もやっているもんですから、そ

ういう形でこのブランドが広がらないという課題。

どう考えていくか。従来のアグー。

○金城靖畜産課長 委員おっしゃるように、大変難

しい問題ですので、農家さんの所得向上のために西

洋豚にかけて、血が半分以上だったらアグーとしま

しょうというということで、今、そのような方向で

県は進めております。

○新垣新委員 了解いたしました。ぜひ、これが全

国的に国内、国外に広げるように頑張ってください。

219ページの自然に配慮した農業に関して。220ペー

ジなんですけど、この赤土の問題。この流出の対策

というのは、防止対策、どういうふうに考えていく

か、お願いいたします。農地におけるね。

○島袋進農地農村整備課長 お答えいたします。

農地からの赤土等流出防止対策につきましては、

土木的対策と営農的対策がありまして、その両面か

ら総合的に取り組む必要があると考えております。

我々、ハード事業を所管しておりまして、土木的対

策についてまず御説明させていただきます。具体的

には、我々のほうとしては、勾配修正とか農地の畦

畔、グリーンベルト、暗渠排水等を整備する発生源

対策と、あと、流域にそれを流さないような、排水

路とか沈砂池等においての整備などを行っておりま

す。

○新垣新委員 本当ありがとうございます。ちょっ

とお願いがあって、これは糸満市の場合は大度浜海

岸、ウミガメが卵を産んで、非常に観光客が子供た

ちが喜ぶ形になっています。重ねて、サンゴのこの

赤土流出の問題で状況等、分かる範囲で―すみませ

ん、これ環境部にまたがる部分なんですけど、影響

があるのかないのか、赤土流出の影響によってです

ね。分かる範囲でお答え願いたいと思います。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

赤土につきまして所管が環境部ということで、ど

れぐらいの流入とかということではないんですけれ

ども、糸満の大度・米須地先は、県の赤土等防止計

画の中の重点監視海域ということで設定されており

ますので、その点は、我々―例えば、営農的対策で

は、糸満市には農業環境コーディネーターを２人配

置いたしまして、緑肥の播種ですとか、グリーンベ

ルトの設置、それからマルチングですとか、そういっ

た対策をしておりますので、そういったコーディネー

ターの活用をうまくして、農地から赤土を出さない

と、上流での対策というのにしっかり努めてまいり

たいと考えております。

○新垣新委員 ありがとうございます。

ぜひ、この対策を万全の体制で、強化も引き続き

お願いします。

続いて、糸満市のこの赤土等流出防止の中で、監

視海域の真栄里地区、北名城、その状況等をお聞か
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せください。

○喜屋武盛人営農支援課長 答えします。

今委員が申し上げた、豊崎・西崎地先海域、名城

地先、これは監視海域ということで―先ほどの大度

・米須地先は重点監視海域、ここはもう監視海域と

いうことで、ただ、こちらにつきましても、糸満市

に先ほど申しましたコーディネーターを配置してお

りますので、その中でしっかり、先ほど申しました

緑肥作物の播種ですとか、グリーンベルトとか、そ

ういった、農地から出さない対策というのはしっか

り取っているというところでございます。

○新垣新委員 ここで、一番心配なのが、サンゴに

与える影響。この赤土流出の問題において、一番悩

んでいるのが、この報得川。南城市からこう来て、

海に流れて、非常に台風や大雨のときに大変な状況

で赤土が流れてくると。もう、濁っていると。そこ

でカヌー部の子供たちがカヌーをしているという状

況もあって、非常に上から上流、中流、下流という

形で、ぜひ総体的な大局な観点で監視区域をお願い

したいという形で、一つ要望として強くお願いいた

します。

214ページ、この鳥獣被害防止総合対策。令和２年

度の成果と効果、実績等をお聞かせください。

○喜屋武盛人営農支援課長 鳥獣被害防止対策事業

におきまして、令和２年度の実績ですけれども、イ

ノシシの有害捕獲実績が1368頭となっております。

また、鳥類の買取り捕獲実績が、カラスが1万127羽、

キジが853羽、シロガシラが489羽、クジャクが450羽

となっております。また、この事業におきましては、

捕獲や駆除だけではなく、防止に係る防鳥ネットで

すとか、ワイヤーメッシュとか侵入防止柵をやって

おりますので、その点につきましては、国頭村にお

いて0.7ヘクタールの防鳥ネットの整備。それから、

イノシシ対策として、本島北部地区などの７市町村

におきまして、合計18.2キロメートルのワイヤーメッ

シュの侵入防止柵の整備を実施したところでござい

ます。

被害額につきましては、令和２年度は県全体で

7750万2000円となっております。

○新垣新委員 すみません、もう一度先ほどのイノ

シシ、カラス、シロガシラ、クジャク、あと一つ何

だった―石垣の、キジのこのどこで何を取ったとか

ですね。例えば、イノシシっていっぱいいますよね、

分布されて。シロガシラも、カラスも。その捕獲と

いう状況を教えてください。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

イノシシの捕獲実績、令和２年度北部地区では

782頭、中部地区で11頭。座間味、渡嘉敷とか、あと

これは南部地区にちょっと含まれるものですから、

そこですと99頭。それから、八重山地区で476頭とい

うことで、イノシシはなっております。それから鳥、

鳥類。鳥類がちょっと細かいあれがないんですけど、

例えばこれ。

○新垣新委員 いいです、いいです、じゃあ後で。

こういう、大まかでいいですから。シロガシラ、ちょっ

といいですか。

○喜屋武盛人営農支援課長 シロガシラにつきまし

ては、令和２年度は489羽、先ほど捕獲したというと

ころでございます。これが、シロガシラが、どこで

どれだけ捕獲されたということですよね。例えば、

糸満市ですと278羽捕れておりまして、ほかが北部か

ら行きますと、今帰仁村で５羽、それから金武町で

206、糸満で先ほど申しました278ということで、合

計489となっております。

○新垣新委員 本当にこの農家の被害額、鳥におい

てはシロガシラが一番のがんだと聞いています。こ

のシロガシラ対策、どういうふうに専門家とのお話

をやっているのか伺いたいと思います。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

シロガシラなんですけれども、まずこれ、捕獲箱

で捕まえる駆除。それとやはり、もう物理的に防鳥

ネット、これを張ってやはり作物をしっかり守ると

いうことが有効かなということで考えておりまして、

この辺については、先ほど申しました国頭のほうで

防鳥ネットを入れたり、平成30年頃でしたかね、糸

満市の米須のほうにも防鳥ネット入れたりしており

ますので、そういった物理的対策、そういったもの

も合わせながら取り組んでいきたいというふうに考

えております。

○新垣新委員 ぜひ、引き続き農家と現場の声を聞

いて、早急な、被害がないような対策を力強くお願

いいたします。

次の水産課のところですね、208ページ。課題の部

分でお聞かせいただきたいんですけど、改めて伺い

ます。アジア戦略構想との兼ね合いと目指すべき姿、

そして雇用、税収効果の経済の波及効果等をお聞か

せください。

○能登拓水産課長 水産新市場整備事業についてお

答えいたします。

県では、水産物卸売市場の整理統合を進めるとと

もに、安全・安心な水産物を提供するため、糸満漁

港において高度衛生管理型荷さばき施設の整備を

行っているところでございます。同荷さばき施設の

整備により、消費者ニーズに対応した水産物の衛生
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管理の高度化などが図られ、水産物の付加価値向上

につながるといったことが期待をされているところ

でございます。経済効果といったところでございま

すが、同荷さばき施設の整備によりまして、例えば、

県内外からの水揚げの増大に伴う市場全体の取扱量

の安定化ですとか、仲買業者の販路拡大とそれに伴

う魚価の向上、それから、周辺には加工施設なども

一体的に整備をしようということで計画をしており

ます。そういったことから、加工業の活性化とそれ

に伴う雇用の創出、さらには、県のアジア経済戦略

構想推進計画に基づきまして、海外への輸出の拡大

といったことが期待をされているところでございま

す。

○新垣新委員 ２点あります。市場ですね、この市

場来年オープン予定で、本当に我が会派も水産庁に

まで自民党として要請をして、予算も獲得して前向

きになっていますが―県も努力してですよ、双方で

すね。あの周辺に、違法放置艇、聞き取りでもちゃ

んと言ってますので、来年オープンするに向けて、

令和２年はどういう実績をあったのか。そして今後、

どうこの違法放置艇を完全にゼロに向かっていくの

か、伺いたいと思います。

○森英勇漁港漁場課長 お答えします。

糸満漁港の放置艇なんですけれども、令和３年度

実態調査のほうをしておりまして、今現在、49隻と

なっております。前年度の調査から２隻減になって

います。同漁港の放置艇対策については、南部地区

放置艇等処理方針協議会において協議し、特に北地

区のほうから、糸満市、糸満漁業協同組合等と協力

して取り組むこと。さらに、北地区の中でも、優先

度の高い放置艇から取り組むということで決定をし

ております。優先的に取り組むとした放置艇につい

て、これまで弁護士の助言を受けながら所有者と面

談を行い、撤去の指導を行ってきたところですが、

しかしながら、この行政指導のほうに従う態度が見

られないということで、現在、監督処分に向けて準

備を進めているところです。今後とも関係機関と連

携して指導を行い、放置艇撤去につなげていくよう

取り組んでいきます。

○新垣新委員 ぜひ、ゼロに向かって注意、指導、

勧告。もうこの問題、景観が非常に悪くて、この周

辺のまた観光客が嫌な思いをさせないように、今後、

ぜひお願いしたい。強く、ゼロに向かって頑張って

ください。

ページ数188ページ、端的に申し上げます。この産

出額の内訳、お聞かせください。1220億に達成に向

けてと言っていますので、内訳、目標。

○新城和久農林水産総務課長 令和３年までの目標

の1220億円に対して、令和元年度の農業産出額は

977億円となっております。その内訳としましては、

耕種部門で518億、畜産部門で459億となっておりま

す。また、主な作物別の金額としましては、耕種部

門につきましては、サトウキビが152億、野菜が

146億、花卉が93億、果実が60億円。畜産部門につき

ましては、肉用牛が239億、豚が132億円などとなっ

ております。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から実績ではなく1220億

円の目標の内訳を答えてほしいとの発言が

あった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

新城和久農林水産総務課長。

○新城和久農林水産総務課長 失礼しました。

農業産出額の1220億円の目標達成に向けて、委員

がおっしゃるように、個別にというよりも、沖縄県

としましては経営規模の拡大や、反収向上等の生産

の拡大が重要であるということから、各作物ごとの

目標について、個別の金額ではなく生産量で設定し

ているところでございます。1200億円の令和３年の

目標ですが、家畜頭数におきましては15万5885家畜

単位、サトウキビの生産量が85万1000トン、野菜が

９万2900トン、花卉が４億9900万本、果樹が７万

5500トンとなっております。

○新垣新委員 野菜における生産産出額は県内のど

うなっていますか。

○久保田一史園芸振興課長 園芸品目のうち、野菜

としての生産量のほうですけれども、平成30年度の

実績のほうが、５万5645トンとなっております。

○新垣新委員 これは金額に与える影響、どうなり

ますか。金額に換算したらどうなりますか。

○久保田一史園芸振興課長 金額のほうは、少し集

計出ておりません。

○新垣新委員 今はもう―るる時間がないんですけ

ども、いろいろと農家の担い手を育てるっていうメ

ニューがいろいろあります。新規農家のそういった

等々の、この主要施策の中でですね。今、本当に農

家が育っていない。野菜農家、特に露地栽培から。

一般質問でも何度も言いましたが、鮮度保持実証実

験をお願いしたいということで、鮮度保持技術及び

湿度衛生管理を活用した農産物の付加価値向上への

取組の状況をお願いしたい。瞬間冷凍の中に瞬間冷

蔵という―これマイナス２度からマイナス８度ぐら

いのですね。これが、今までの課題だった葉物―沖

縄県において加工とか加熱をして、葉物野菜は市場
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に出していると。しかしながら、今の時代は、やっ

ぱり新鮮さを求めるっていう時代に変わってきてい

るものですから、そこにおいて、ぜひ部長―部長そ

のとき一般質問にいなかったものですから、体調不

良でですね。ぜひ再度、今月下旬か来月上旬にでも、

この関係各位と実証実験に向けた意見交換、まずは

意見交換ですね。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員長から新垣委員に対し

決算に係る質疑となるよう留意するよう指

摘があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

新垣新委員。

○新垣新委員 分かりました。農家を育てる観点で、

後にお伺いします。

続いて、これで最後になります、185ページ。この

課題。新規就農者は、毎年どのくらい出ていますか。

これだけ。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

新規就農者の数ですけれども、過去３年の直近の

実績で申しますと、先ほど申したとおり、300名の確

保を目標に平成30年が282名、令和元年が211名、令

和２年が292名となっております。

○新垣新委員 続かないという声がありますが、聞

き取りでも同じ意見だったんですけど、その課題は

どうしていくの。農家をやって３年以内で辞めて、

また次の仕事に―辞めていくっていう現状の状況を

どう考えていくのか。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

実際に新規で就農された方が、例えば、いつ辞め

ていったかとかそこまではちょっと追い切れてはな

いんですけれども、この沖縄県新規就農一貫支援事

業、初期のハウスとか、機械をサポートする、そう

いった支援事業を活用した新規の就農者、平成24年

度から令和２年度までに363名いるんですけれども、

この方々の現時点での定着率というか、どれぐらい

農業をやっているかっていうことを確認したところ、

その中では約99％は今しっかりやっていらっしゃる

ということで、委員がおっしゃる実際に辞めていっ

た方も確かにいるかもしれませんけれども、ただ、

辞めた時期というのがなかなか追い切れないもんで

すから、今この事業で導入した新規就農者について

は、今しっかり頑張っているというところでござい

ます。

○新垣新委員 いい事業ですので、ぜひもう、農家

を育てる観点で、もうかる農業を築いていきたいと

いうことで、ぜひ、この事業頑張ってください。

最後に部長、農家の所得を上げるために、ぜひ頑

張ってほしいということを要望して、質疑を終わり

ます。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

午後０時12分休憩

午後１時32分再開

○西銘啓史郎委員長 午前に続き、質疑を始めたい

と思います。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 181ページの災害に強い栽培施設の

導入事業ですけど、これ暦年において、やっぱり

ちょっと不用額が暦年で出てるという事業でありま

すが、この計画の進まない理由を少し教えていただ

きたいのと、離島地域での実績、あと環境制御設備

に関わる効果の検証の取組の内容についてお伺いし

たいと思います。

○久保田一史園芸振興課長 お答えいたします。

この事業については、自然災害や気候変動に左右

されずに、定時・定量、安定的に出荷できる園芸施

設の産地を形成するために、一括交付金のほうを利

用して強化パイプハウス、平張施設等の整備を実施

しているところであります。繰越し等が多い理由に

ついてですけれども、令和２年度においては、元年

度度繰越し分５地区に加えて生産者等からの要望に

基づく16地区、計14市町村21地区を予定しておりま

した。ただ、やはり計画を進める中で最終的に７市

町村、16地区での実施となっております。そのうち、

比較的規模が大きい３地区において、どうしても時

間のほうの調整を要したということで、繰越し等が

大きくなってる状況にあります。また、こういった

計画がなかなか進まない要因といたしましては、取

り下げ等があるということなんですけども、この要

因としましては、要件であります１地区３名以上と

いう人がなかなか集められない。また、施設用地の

確保等でなかなか前に進まないとか、そういった事

例があり、整わないで仮計画のほうを取り下げると

いうケースがあります。

また、この事業については沖縄本島含め平成24年

度から実施しておりますけれども、離島のほうの整

備実績でございます。県全体としては174.7ヘクター

ルほど実施しております。これに関して、離島につ

きましては、強化パイプハウスのほうが27地区、約

13.4ヘクタール、そして平張施設のほうが18地区、

約14.5ヘクタールのほうを整備しているところでご

ざいます。

また、もう一つのほうの環境整備設備の効果検証
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等についてなんですけれども、これにつきましては

沖縄県農業研究センターのほうでこの事業を活用し

て、施設の側面の―例えばビニールの巻き上げ設備

とか、また天窓の開閉装置など、そういった環境設

備の効果の検証などを行っております。こういった

中からいろんな成果、課題等を出して、この研究成

果のほうを生産現場、また今後のこの事業のほうに

生かしていきたいと考えているところでございます。

○大浜一郎委員 今後も要望がありましたら、次年

度からはどのような取組を考えてますか。

○久保田一史園芸振興課長 この事業については、

農家の要望、あと実績がかなり高い事業でございま

した。それで、その必要性については、我々県とし

ては認識しておりますので、来年度以降、これは一

括交付金ということで制度提言のほうにのせつつ、

しっかり継続に向けて取り組んでいる状況でござい

ます。

○大浜一郎委員 それでは、次に移ります。

189ページの件でありますけれども、農業水利施設

等の長寿命化についてですけども、八重山地区の現

状についてお伺いします。

○島袋進農地農村整備課長 お答えいたします。

現在、石垣島においては、農業水利施設の長寿命

化を図ることを目的に、農業水路等長寿命化・防災

減災事業において揚水機場ポンプ施設や減圧弁、給

水所の更新整備などを実施しております。令和２年

度は５地区を実施しておりまして、１地区は年度内

完了、４地区は繰越しいたしましたが、現在は全て

完了しております。また、令和３年度は１地区を新

規地区として採択いたしまして、引き続き減圧弁や

給水所の更新などを実施しております。

○大浜一郎委員 今後必要な箇所というのは、どれ

ぐらい見積もっていますか。

○島袋進農地農村整備課長 実は、新規採択は別の

ところで所管はしているんですが、お話を聞くとこ

ろ、必要なところは地元と調整して随時採択に結び

つけると聞いておりますので、そのように対応して

まいりたいと思っています。

○大浜一郎委員 ありがとうございました。

次に移ります。197でございますけども、これは以

前、部長がこの事業の意義を非常に強いこの委員会

で訴えられていたのは、非常に僕は心強く思ってお

ります。今後、品目の拡大やいろんなものに拡大し

て、加工品なんかもそれを適用するというふうになっ

てくると、今でも92.7％の執行率ありますけども、

今後この予算をどれぐらい増額すればこの事業が発

展していくか、その辺のところの見通しも含めて、

執行率も含めて少しお聞きしたいと思います。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

新たな沖縄振興のための制度提言において、地理

的不利性の解消に向けて現行事業の発展的な承継を

図り、引き続き輸送費コスト低減対策を推進するた

め２つの制度を提言しており、国と現在調整を進め

ているところになっております。具体的な中身とし

まして、輸送費補助の概要としては、まず県産農林

水産物の県外出荷額の拡大に向けた輸送費の一部を

補助する仕組み等について、次に、離島市町村等が

地域特産物である農林水産物及び１次加工品の域外

出荷に係る輸送費の一部を補助する仕組み等につい

て協議を進めているところになります。

予算規模の見積もり等につきましては、農林水産

部としては少なくとも現行事業の予算規模は確保し

てまいりたいと考えておりますが、内閣府の新たな

沖縄振興策の検討の基本方向を踏まえて、引き続き

関係機関と協議を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○大浜一郎委員 いやいや、どちらか、拡大はもう

部長がやりたいという大きな目標を掲げたから、ぜ

ひこれぐらいは必要だというような見積もりがある

のかなというふうに私は思ったんですけど、その辺

のことは何かお考えになってないんですか。

○久保田圭流通・加工推進課長 お答えいたします。

先ほど委員おっしゃったように、対象品目の拡大

ですとか、対象路線を拡大するとかといったことも

拡大要因にはなるんですけれども、今現在求めてい

る制度といいますのが、物流を効率化していく、船

舶にシフトしていくといったこともございまして、

ですからちょっと単価が若干下がるという要因もあ

りますので、ちょっとその上振れする要因と下に振

れる要因というものがありますので、それを加味し

て現行の予算規模程度というふうに今は考えてると

ころになっております。

○大浜一郎委員 もう少しふっくらした予算を要求

して、農家の要求に応えて―これはアグリビジネス

ですから、やはり流通これはもう肝ですからね、ビ

ジネスの中の。そういった形で、もう少し欲望予算

というのがあってもいいんじゃないかなと思います

けど、部長どうですか、その辺。

○崎原盛光農林水産部長 今、流通からありました

ところと少し重複しますけども、平成26年の船舶の

輸送のこの我がほうの実績で見ると、約４％ほどで

した。非常に飛行機が多くて、船舶が少なかった現

状が、現在の不利性解消事業を行ったところ、令和

２年には31％まで実は船舶輸送が広がってるんです。
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その間、流通の合理化だけではなくて、船で運ぶた

めにいろんな技術実証も重ねてまいりましたので、

結果的に輸送のほうが船舶のほうに大分シフトして

おります。次期対策でも船舶輸送を主体に考えてお

りますので、その辺りは、量は増やしても、単価等

はどうしても船舶はちょっと落ちてきますので、事

業費としては現行予算を確保することによって、対

象となる品目のこの数量というのは、これも大分アッ

プするかなというふうに見積もっておりますので、

そのように考えております。

○大浜一郎委員 分かりました。

それでは、この不利性解消事業は事前の打合せが

上手くいかないと、なかなかそれに引っかからないっ

ていうことがあったりして、実は与那国のカジキを

送る際に、事前の調整がうまくいかなくて結局自己

負担になってしまったというような事例もありまし

た。ぜひ、その辺の取組をしっかりすることによっ

て、これを有効に活用して予算の執行を高めていた

だきたいなというふうにも思っておるんですが、そ

の点はどうでしょうか。

○久保田圭流通・加工推進課長 まず、今、現在国

との調整を進めているところですけれども、ある程

度その制度の―県の要求が認められたというところ

になりましたら、早急に関係する生産者団体、市町

村などとも調整を進めていきたいというふうに考え

ております。

○大浜一郎委員 それでは次に移ります。

210ページでありますけども、今、石垣港での整備

状況についてお伺いをしたいと思います。

○森英勇漁港漁場課長 石垣漁港での整備の状況に

ついて説明させてもらいます。

石垣漁港では、平成30年度から水産流通基盤整備

事業を実施しております。不足している係留施設、

それに伴う道路護岸及び安全係留のための防風柵な

どの整備を計画しております。令和２年度までに防

風柵の整備が完了し、本年度、道路護岸などの整備

に着手しております。今後、令和６年度の完了を目

指し、引き続き事業実施に取り組んでまいります。

○大浜一郎委員 今、岸壁を整備されてどのような

効果が出てますか。

○森英勇漁港漁場課長 今現在、令和２年度までに、

防風柵のほうが完了しております。あと、それと併

せて第15突堤と道路護岸のほうのブロックのほうを

令和２年度に製作しまして、今年度に入ってそのブ

ロックを現場のほうに設置すると、突堤のほうと道

路護岸のほうを整備します。それができて、係留が

できるようになるということで、今後、これが完了

できた後に使えるようになるということです。令和

２年度までに風対策としては防風柵を設置してます

ので、突堤を使って係留するとか、そういった効果

のほうは出ております。

○大浜一郎委員 利用者ほうからも好評を得てると

いうふうに認識していいですか。

○森英勇漁港漁場課長 やっぱりこれまで風対策の

ほうができていませんでしたので、防風柵をするこ

とによって、台風のときとかは風対策ができるよう

になりますので、効果は出ているというふうに思い

ます。

○大浜一郎委員 今後、高度衛生管理型の荷さばき

場の建設というか整備について、石垣港の予定があ

りましたらちょっと教えてください。

○能登拓水産課長 お答えいたします。

県では、離島ごとの多様な地域資源や生産環境を

生かした水産業の振興を図るため、水産関係の施設

整備や基盤整備に取り組んでいるところでございま

す。これについて、県のほうで要望調査を行いまし

たところ、八重山漁業協同組合のほうからは、令和

５年度以降に高度衛生管理型荷さばき施設を整備し

たいといった要望が出されております。そういった

ことから、今後この要望内容をヒアリングするなど

して調整を進めていくこととしております。

○大浜一郎委員 それでは、移ります。

214ページです。鳥獣被害防止総合対策事業ですけ

ど、これの八重山管内における事業実施状況につい

てお伺いします。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

鳥獣被害防止対策事業でございますが、令和２年

度における八重山管内の当該事業の実績ですけれど

も、石垣市と竹富町におきましてイノシシやカラス

などの捕獲活動支援、イノシシの箱わなの導入、ま

た竹富町におきましてはイノシシの侵入防止のワイ

ヤーメッシュ、侵入防止柵を1792メートル整備して

おります。また、鳥類の買い取り補助事業等も実施

してございますので、石垣市でカラスやクジャクな

どについて合計2250羽、竹富町でカラス350羽を駆除

しているところでございます。

○大浜一郎委員 これ以前よりちょっと予算措置が

少ないというような要望もあったかと思いますけど、

その要望に今応えるような予算措置になってますか。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

この事業につきましては、各市町村協議会等から

の被害防止対策に関する要望を基に―これオール

ジャパンの事業でございますので、国に対して予算

要求を行っているところでございます。令和２年度
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なんですけれども、例えば石垣市ですと決算額が

237万6000円、竹富町で538万3000円で、八重山管内

で785万9000円だったんですけども、今年度の予算額

ですが、石垣市のほうでワイヤーメッシュの侵入防

止柵を整備するということで、その分を増額いたし

まして832万6000円、竹富町では236万円ということ

で、竹富、石垣合わせまして、合計1068万6000円と

いうことで、令和２年度と比較いたしまして約280万

円増額したところでございます。

○大浜一郎委員 実は、この鳥獣被害においては、

調査の額と実際の額に相当な乖離があるというふう

にいつも言われているんですよね。その乖離をどう

いうふうに埋めていくかなということによって、こ

れ予算措置もちょっと変わってくると思うんだよ。

その辺のところはどうですか。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

鳥獣被害防止対策に係る被害状況調査なんですけ

れども、これは国が作成しております野生鳥獣によ

る農作物の被害状況調査記入要領というものがござ

いまして、それに基づきまして、毎年県のほうから

各市町村に対して、被害面積ですとか、被害の金額

等について調査をしているところでございます。こ

れにつきましては、石垣市のほうからは令和２年度

の被害額が、石垣市が174万6000円ということでござ

います。委員御指摘の、地元ではもっと被害がある

のではないかということですけれども、これにつき

ましてはこの被害状況の報告ですとか、その調査の

方法、正確な被害状況の把握をしっかり行えるよう、

市町村に対して意見交換ですとか、また引き続き指

導、助言等を行ってまいりたいと考えております。

○大浜一郎委員 私が聞いた中ではもう数千万、相

当な額の被害があるというふうに、私は地域から聞

いてる。しかし、この差異が余りにも大きいので、

その辺の差異をしっかり縮めるような努力をしてい

ただきたいと思います。もう一度答弁ください。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

この調査記入要領の中で被害の面積の出し方です

とか、調査の仕方、ただこの報告においてはしっか

り、例えばダブルカウントをしないようにですとか、

あと単純にこれだけ被害があるから、掛けるパーセ

ントでこれだけだという被害の出し方ではなくて、

しっかり状況を把握してやっていただくということ

が必要ということも書かれてございますので、その

辺はまたしっかり市役所とも、こういったことをお

伝えしながら調査の方法、例えばこういうふうにし

たら効率的に調査できるんじゃないかとか、そういっ

たアドバイスとか助言等をやっていきたいと考えて

おります。

○大浜一郎委員 変わります。

ページは221ページでありますけれども、これは共

済での加入なんですけど、これ予算の執行も悪いん

ですけれども、この費用対効果があった結果がこの

結果なのかなと非常に残念なんですけど、八重山地

区は特にどうなんでしょうか。この未加入の何が原

因なのかということの、不用額も多いということで

す。

〇嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

県では一括交付金を活用し、畑作物共済及び園芸

施設共済の加入率向上のため、沖縄型農業共済制度

推進事業を実施し、共済加入者に対し肥料等の営農

資材に要する経費や加入推進活動等を行う推進員の

配置を行っております。畑作物共済の加入率は、事

業開始前の39％から、令和２年度には48.6％、園芸

施設共済については15.8から20.1と、一定の効果が

出てると考えております。令和３年度の畑作物共済

の加入率が38.3％と低い要因は、平成31年から開始

された収入保険に一部の農家が移行したことによる

もので、収入保険を加えると45.5％ということとなっ

ております。園芸施設共済が20.1と低い要因は、本

県は台風の襲来が多いことから、１戸当たりの共済

掛け金が全国に比べて約６倍と高くなっていること

や、平成31年度からの制度改正により短期加入が廃

止され、周年加入になったため農家負担掛け金が増

えたことによるものでもあります。また、八重山地

区の畑作物共済の加入率は47％、園芸施設共済の加

入率は31.3％となっております。今回の不用の主な

要因でありますが、この加入者に対する支援金が目

標の加入率に達しなかったことに伴う営農支援金の

執行残ということになっております。

○大浜一郎委員 これは各地豊年祭に行くときは、

必ずこの共済の加入をやるんですよね。しかしなが

ら、やはり結局こういった形になってしまってると。

もう目標とする―これも令和３年までなんですけど、

今後も目標とする加入率というのを、どれぐらい見

積もってますか。

〇嘉陽稔糖業農産課長 もともとこの事業での目標

率というのが60％に設定していましたので、我々と

してはこの共済加入だけじゃなくて、国のほうで新

たに始めた収入保険、これは今回のコロナ禍の中で

も売れないとか、そういう場合の収入を保障するも

のになってるものですから、今後はこの共済加入プ

ラス収入保険で農家の支援を行っていきたいという

ふうに考えております。

○大浜一郎委員 以上です。
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○西銘啓史郎委員長 島袋委員のほうは、質問なし

ということで聞いてますので、続いて、中川京貴委

員。

○中川京貴委員 181ページをお願いします。先ほど

から質問がよく出てましたが、確認したいと思って

ます。不用額については説明を聞きましたけども、

これは、例えば前年度でできなくて繰り越ししてま

すよね。よく新聞でも出ていますが、年度期間にこ

の工事がなかったら国からの補助金が該当しないと

いったような話もあるんですけども、これはちょっ

と説明できますか。

○久保田一史園芸振興課長 この事業に当たっては、

繰越しまでは認めていただいております。先ほどおっ

しゃった、実際、令和２年度から今回３件ほど繰り

越しました。そのうち２件については、本来は３年

度当初でやる予定だったんですけども、上のほうが

少し取り下げがあったってことで、繰越し前提では

あったんですけれども前倒ししてさせていただい

たっていう経緯があります。

○中川京貴委員 例えば、今回１億余りを繰越しし

てますよね。そしたら、これは前年度だと思うんで

すが、今年度の当初予算プラスこの１億余りの予算

が使えるということで理解していいんですか。

○久保田一史園芸振興課長 この１億余りの、３地

区の分なんですけども、一応これは既に事業のほう

は終了しております。６月で完成しておりますので、

ほとんど使い切ったという形になっております。

○中川京貴委員 例えば、これも過去にあった話で、

３月で完成しなきゃいけないと。しかしながら、事

業はまだ完成してないと。完成した形にして国に申

請して、後で国から指摘があって予算が出なかったっ

ていうことを新聞で見たんですが、これはどういう

あれなんですかね。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から恐らく未竣工繰越し

のことだと思われるがこの事業に関しては

そのような事例はないとの答弁があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

中川京貴委員。

○中川京貴委員 よく、せっかく予算化して補助申

請しながらしてるんですが、いろんな天気の関係で

事業がうまくいかなくて、３月までに工事が終えな

かったっていうこともあって、そういったのがよく

ありました。この事業じゃなかったとしても、これ

をやっぱりクリアするためには、繰越しすればでき

るはずを、繰越ししないで、そういったことが起き

るってことは、僕はあっていけないと思っているん

ですよね。部長、どう思いますか。

○崎原盛光農林水産部長 繰越しというのは、基本

的に正規の手続をすれば認められることがほとんど

だと思いますので、この辺りは県、市町村、関係者

共々、事務適正化に向けて未竣工の繰越しがされる

という不祥事なことが起こらないように努力したい

と思います。

○中川京貴委員 ぜひお願いしたいと思っています。

また、この事業については平成30年から令和３年度

で終わるんですが、これはこの事業自体の予算がも

うなくて、一括交付金で今やってると思うんですけ

ども、今後も令和４年、５年もその一括交付金対応

でと考えていいんですか。

○久保田一史園芸振興課長 お答えいたします。

先ほど、大浜委員のほうにもお伝えしましたけれ

ども、この事業については本当にこれまでの事業実

績、あと農家からの要望がかなり高い事業となって

おります。県のほうとしても、その必要性というの

は十分認識しておりますので、来年度以降、この当

該事業については制度提言も盛り込みつつ、継続に

向けて今、取り組んでる状況でございます。

○中川京貴委員 分かりました。

次、212ページお願いします。これ農林水産部のほ

うで。これはたしか無線の予算だったと思っていま

すが、先ほどの説明では25ワット、大体87万から90万

という説明がありました。漁業関係者からは、無線

の必要性もあると思いますが、衛星電話の要請とか

もないですか。また、衛星電話を購入した経緯もあ

りますか。

○能登拓水産課長 お答えいたします。

要望としましては、衛星電話といったものについ

てもいただいたところではございますが、非常に価

格が高額になるという部分と、あとはその通信料も

非常に高額になると。一方で、基本的にはやっぱり

まずは漁業無線をしっかり備えていただくというこ

とで、通信体制を整備をするということを目的に本

事業は25ワットと、あとはさらに遠くに行かれる方

については150ワット型の無線機も対象にしておりま

すので、この150ワット型を使えば、極端な話、パラ

オとかで操業される方も使えるということになりま

すので、そのように進めているところでございます。

○中川京貴委員 この漁業無線は自宅とも無線でき

るんですか。組合とだけですか。

○能登拓水産課長 一般論でございますけれど、自

宅にその無線の施設が整備されていれば自宅等でも

無線通信はできるということになるかと思います。

○中川京貴委員 ここに書かれているとおり、これ
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は沖合における操業の安否確認とか、また、ウミン

チュ同士の連携だと思うんですが、漁業無線は沖縄

県は一元化されているんですか。

○能登拓水産課長 糸満漁港のほうに沖縄県漁業無

線協会というのがございまして、県の無線事業、こ

こに一元管理をお願いをしてるところです。

○中川京貴委員 私が聞いてるのは、北谷漁業の漁

業無線と、読谷漁業とつながりますか。北谷と東の

無線はつながるとしても、隣近所の漁業無線はつな

がりますかって聞いてる。

○能登拓水産課長 ちょっと今、その状況がよく把

握できていないところはございますが、基本的には

無線の規格自体はもう国際規格できちんとされてお

りまして、その中であとは周波数の設定だとかいっ

たところがきちんとされれば通信はできるのではな

いかなというふうに考えております。

○中川京貴委員 調べたらいいと思うんですが、周

波数をお互い漁業組合同士はしっかりやっていませ

ん。よその漁業組合と周波数、合わせていないと思

います。調べたら分かると思うんですけどね。ただ、

１隻当たり、87万、90万っていうのは、どういうあ

れなんですか。

○能登拓水産課長 この補助の具体的な中身ですけ

れど、まず、25ワット型ですと一機当たり大体100万

円程度の機材費がかかります。さらに、そこに設置

に要する費用が数万円から十数万円程度。これは実

際に出張料などがかかるのがございますが―といっ

た経費に対して、県では85％を補助するということ

から、最終的には補助金額が87万から97万程度となっ

てございます。

○中川京貴委員 実際に漁業組合の無線設置を見た

ことあるんですけども、たしか、船自体には十数万

ではなかったかなと。船自体のあのアンテナ無線で

すね。それと、もう一つは、もし漁業関係者から衛

星電話の要望があったら可能ですか。

○能登拓水産課長 先ほど申し上げましたとおり、

通信料なども非常に高額になるので、今のところは

衛星電話については対象とは考えてございません。

○中川京貴委員 過去に我が会派にもその要請があ

りましてね。通信料は通信料で個人が払うので、県

が心配する必要はないと思うのですが。その衛星電

話の設置費用に、正式に要請が上がったら県として

は検討できるんですか。

○能登拓水産課長 はい、きちんと要請いただきま

したら、その内容をしっかり確認はさせていただき

たいと思います。

○中川京貴委員 214ページお願いします。この鳥獣

被害防止対策でお聞きしたいと思っています。これ

も過去にも聞きましたけれども、座間味村のイノシ

シ対策について、昨年度はどうなったかお聞かせ願

えれば。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

鳥獣被害防止対策事業で、渡嘉敷村、座間味村等

につきましても捕獲箱の導入ですとか、ワイヤーメッ

シュ柵の整備等をやっているところでございます。

イノシシの捕獲頭数ですけれども、令和２年度、渡

嘉敷でこの事業では86頭、また、環境部のほうの事

業も合わせますと合計で111頭ですね。それから、座

間味村のほうでは、うちのこの鳥獣の事業で13頭、

環境部のほうでやっている事業も合わせますと合計

で63頭でございます。今年度は、８月末なんですけ

れども、役場等へ聞き取りしたところ、渡嘉敷では

今16頭捕獲したと。座間味では、これは環境部の事

業のほうを活用しているんですけれども、35頭捕獲

しているということでございます。

○中川京貴委員 これ、捕獲したイノシシは、どの

ように処理したんですか。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

全て埋却というふうに確認しております。

○中川京貴委員 今の数字でいくと、あとどれぐら

いで完了しますか。

○喜屋武盛人営農支援課長 お答えいたします。

渡嘉敷、座間味のこのイノシシにつきましては、

委員も御承知のとおり、ほかから入ってきたものと

いうことで、環境部のほうと今協力いたしました根

絶というか、なくすという方向で進めておりますが、

具体的にあとどれぐらいというか、非常にちょっと

それは難しいところなんですけれども、そこはまた

環境部の事業とも少し合わせながら対策をしっかり

取っていきたいと思っております。

○中川京貴委員 ぜひ、もうこれまた油断すると、

また増えてしまって、もう同じことの繰り返しにな

るんでね、短期的にぱーっと予算かけて駆除したほ

うがいいと思いますので、これは要望を申し上げま

す。

次、221ページお願いします。沖縄型農業共済制度

の推進事業についてお聞きします。この事業は、た

しか仲井眞県政のときに県が補助金を出して、沖縄

型の共済制度ということでやったと思うんですが、

これ、本土並みにすると６倍の差があるというんで

すけどね、それだけの県の支援はできないんですか。

〇嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

この事業については、基本的に一括交付金でやっ

ているということで、この農業共済の保険自体が国
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の補塡という形で、50％国が補助しているという形

になっています。我々としては、事業が始まる当初

は、それに上乗せするような形での要求はしていた

んですが、国のほうから一括交付を使うということ

で、二重補助になるということで、それであえて我

々はこの掛け金に対して園芸施設共済では、それの

25％まで資材購入補助で支援しましょうと、畑作共

済では10％まで支援しましょうということで、こう

いう事業になっているところです。

○中川京貴委員 ちなみに、要するに、分かりやす

くね、例えば、車の保険だったら年間４万円とか５万

とかで、車の大型、中型で変わるんですが、この共

済保険っていうのは、例えば、どの規模でどれぐら

いの各保険金なんですか。面積なのか。

〇嘉陽稔糖業農産課長 お答えいたします。

基本的に国の保険については各県掛け金が違いま

して、過去20年間の被害率で国のほうが決めている

という形になります。例えば、畑作物共済であれば

一戸当たりでやりますと、沖縄県だと２万9752円と。

全国といいますか、畑作物はさとうきびなので鹿児

島しかないんですけど、鹿児島だと３万1022円とい

う形で1000円ぐらいの差があると。園芸施設共済で

すと、沖縄県で１戸当たり11万8288円。全国にしま

すと２万140円という形で、それだけの今、差がある

ということです。

○中川京貴委員 やはり、その差のおかげで農業者

は保険に入っていないと思うんですけども、これを

加入率を高めるためには県はどのように考えており

ますか。

〇嘉陽稔糖業農産課長 確かに、今、この掛け金の

差が特に施設園芸の場合はもうこの６倍の掛け金の

差で加入をしないと―園芸資材などを支援しても加

入しないという形に、ほぼなっております。そのた

め、県のほうでは次期振計のほうから新たな沖縄の

制度提言ということで、農林水産業の担い手の育成

確保、収益力の強化制度という形で、この中に全国

と同じ掛け金になるように、補助率の園芸施設共済

でしたら50％っていう国の補助があるんですけど、

これ自体を沖縄は特例で80ぐらいまで上げてほしい

と。全国と同じようになるようにしてほしいと。こ

れがもしできないのであれば、今ハウスとかも過去

はパイプハウスとか、そういう形で台風に弱いもの

だったんですが、この一括交付金以降は加工ハウス

で台風に強いものができていますので、これが今20年

の被害率なんですけど、これを10年、５年とすると、

掛け金はもうぐっと下がるんですよ。ですから、我

々としては次の10年で全国並みまでに下げるような

形にして、事業が終わればいいという形で今、国の

ほうに制度提言という形で上げて、調整していると

ころです。

○中川京貴委員 部長。10年前、経済労働委員会で

伊江島の葉たばことか、今帰仁のハウス視察に行き

ました、台風被害。農家の声は、この今、基準にのっ

とった共済、基準にのっとったビニールハウスは台

風で持たなかったと。しかし、自分で造ったビニー

ルハウス、鉄骨でＨ鋼で造ったビニールハウスは壊

れなかったそうなんですよ。しかし、あれは基準外

だから、補助金申請適用外だった。それでも自分が

造ったものが台風に強かったっていうのを見せられ

ましたよ。ですから、私がなぜこの質問をしたかっ

ていうのは、やっぱり農家に合った声を聞いて、同

じ繰り返しするんじゃなくて、農家の声を聞いて本

当に沖縄に合ったこの支援策をしていただきたいと

思います。部長どうですか。

○崎原盛光農林水産部長 今ありました、園芸施設

につきましても、従来は通常の細いこのパイプでし

たね。これがパイプを増やしたり、それからまた支

えをちょっと増やしたり、いろいろと工夫をしてき

たところであります。今の災害に強いこのパイプも

ですね、農家の、現場の声を生かして、これらを事

業が合うように県のほうでも、仕様つくって事業化

しているので、これから先も現場のことをできるだ

け声を聞きながら、農家の方々の所得に変えるよう

に努力したいというふうに考えております。

○西銘啓史郎委員長 先ほど、仲村未央委員の質疑

に対する答弁で、森林管理課長から答弁内容につい

ての、訂正したいとの申出がありますので、発言を

許します。

近藤博夫森林管理課長。

○近藤博夫森林管理課長 午前中の仲村未央委員か

らの御質問で、全国のキノコの消費に対して、沖縄

の現状はどうなのかという御質問がございました。

その際、干しシイタケの件なんですけれども、７位

で上位ですというふうにお答えしました。正しくは、

地方別の購入金額が７位で、それからあと、購入数

量が２位ということであります。

以上、訂正しておわび申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 以上で、農林水産部関係決算

事項に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員等の入替え）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

次に、文化観光スポーツ部長から文化観光スポー

ツ部関係決算事項の概要説明を求めます。
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宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 文化観光スポー

ツ部所管の令和２年度一般会計歳入歳出決算の概要

について御説明申し上げます。

令和２年度の沖縄観光は、新型コロナウイルス感

染症の影響による旅行の自粛等により、入域観光客

数は258万3600人、対前年度比で688万5600人の減、

率にして72.7％の減少と大変厳しい状況となりまし

た。

また、伝統文化の保存継承やスポーツの振興、国

際交流等についても、事業を縮小せざるを得ない状

況となっております。

文化観光スポーツ部では、コロナ禍における取組

として、旅行者専用相談センター沖縄の設置や、那

覇空港でのＰＣＲ検査等の実施による水際対策の強

化、また、国内旅行需要を喚起する事業等を展開し

てまいりました。そのほか、しまくとぅばの普及や

伝統文化の継承、発展、沖縄の発祥の地とする空手

の保存、継承、スポーツツーリズムの普及やウチナー

ネットワークの強化等について、オンラインを活用

しながら事業実施してまいりました。

緊急事態宣言解除後は、水際対策などの感染防止

対策を徹底するとともに、県内の感染状況を見極め

つつ、観光体験等に利用できるクーポン券の発行や、

宿泊施設の割引助成の実施など、域内需要の喚起を

図ってまいります。また、全国的なワクチンの接種

状況や感染状況等を総合的に勘案し、ワクチン接種

者やＰＣＲ等検査の陰性者、高齢者を含めたファミ

リー層、修学旅行など、ターゲットを絞った誘客を

行い、沖縄観光の回復を図っていく所存です。さら

に、伝統文化の保存継承やスポーツの振興、国際交

流等については、関係団体への支援やオンラインを

活用した取組など、引き続き各種施策に取り組んで

まいります。

それでは、令和２年度一般会計の歳入歳出決算額

について、お手元にお配りしております、令和２年

度歳入歳出決算説明資料一般会計により御説明申し

上げます。

ただいま通知しました１ページをお開きください。

１ページは（款）ごとの歳入決算状況となってお

ります。表の一番上、文化観光スポーツ部の合計欄

を御覧ください。

令和２年度歳入決算として、予算現額の合計Ａ欄

78億7893万2000円に対し、調定額Ｂ欄67億9655万

6750円、収入済額Ｃ欄67億8136万6750円で、調定額

Ｂ欄に対する収入済額Ｃ欄の割合は99.8％となって

おります。なお、不納欠損額Ｄ欄はございません。

収入未済額Ｅ欄は1519万円となっております。

次に、（款）ごとに御説明いたします。

（款）使用料及び手数料の収入済額Ｃ欄を御覧く

ださい。

使用料及び手数料の収入済額は３億958万9294円

で、その主な内容は、県立芸術大学の授業料及び入

学料等であります。なお、収入未済額Ｅ欄は1519万

円で、県立芸術大学の入学料の未収分であります。

次に、（款）国庫支出金の収入済額Ｃ欄を御覧くだ

さい。

国庫支出金は56億8240万9233円で、その主な内容

は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金であります。

それでは、スクロールしていただき、２ページを

お開きください。

（款）財産収入ですが、収入済額Ｃ欄は１億6655万

2240円で、その主な内容は県立芸術大学の土地を那

覇市で売り払った土地売却代等であります。

次に、（款）諸収入の収入済額Ｃ欄は2181万5983円

で、その主な内容は県立芸術大学の科学研究費用助

成金等となっております。

次に、（款）県債の収入済額Ｃ欄は６億100万円で、

その主な内容は沖縄コンベンションセンター保全修

繕に要する経費等であります。

以上が、一般会計歳入決算の概要となります。

続きまして、３ページをお開きください。

３ページは、一般会計歳出決算の状況となってお

ります。表の一番上、文化観光スポーツ部の合計欄

を御覧ください。

令和２年度歳出決算は、予算現額の合計Ａ欄132億

4914万6000円に対し、支出済額Ｂ欄115億8477万

1135円、執行率87.4％、翌年度繰越額Ｃ欄10億1657万

9000円、不用額Ｄ欄６億4779万5865円となっており

ます。

翌年度繰越額Ｃ欄の主な理由は、沖縄観光体験支

援事業について、新型コロナウイルス感染症拡大に

より落ち込んだ旅行需要の回復を図るため、２月に

補正予算を計上したものでありますが、年度内の事

業期間が約１か月間であり、翌年度にかけて事業執

行を行うこととしたものであります。

次に、不用額Ｄ欄の主な内容について（款）ごと

に御説明いたします。不用額Ｄ欄を御覧ください。

（款）総務費の不用額Ｄ欄は2357万5630円で、そ

の主な内容は、万国津梁会議費に係る旅費や委託料

の執行残等によるものであります。

次に、（款）商工費の不用額Ｄ欄は４億1358万4928円

で、その主な内容は、観光危機管理体制構築支援事
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業について、空港における発熱等の有症者が極端に

少なかったことや、検査環境の変化による委託料の

執行残等であります。

（款）教育費の不用額Ｄ欄は２億1063万5307円で、

その主な内容は、県立芸術大学における教育研究事

業費、教職員給与費に係る費用弁償や報酬の執行残

等によるものであります。

以上で、文化観光スポーツ部所管の一般会計の歳

入歳出決算の概要について説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 文化観光スポーツ部長の説明

は終わりました。

これより質疑を行います。

答弁者にお願いがあるんですけれども、答弁終わっ

た後に、間があいてこっちが終わるのか続くのか分

からないケースがあるので、そのときは以上とか、

以上ですというふうにおっしゃっていただければ進

行上大変助かります。それともう一つ、委員長は皆

さんの席分かるんですけど、質問者は誰が答弁する

か分からないので、なるべく手は大きく挙げてもらっ

て顔を見えるようにしてもらえれば助かります。御

協力お願いします。

それでは、これよりただちに文化観光スポーツ部

関係決算事項に対する質疑を行います。

上里善清委員。

○上里善清委員 よろしくお願いします。

施策の成果に関するところで行きます。311ページ

ですね。文化観光戦略推進事業というやつですけれ

ど、文化は経済に与える影響も私は大きいと思って

います。文化でかなり稼いでいる国はヨーロッパで

いえばイタリアとかね、様々なところ、アジア地域

であれば結構あるんですよね。文化関係で客を呼ん

で経済振興を図るという意味では、この事業は大変

重要な事業だと思いますが、事業内容で組踊に関す

るというふうになっておりますけどね、沖縄では組

踊以外にもいろいろあるんじゃないかと思うんです

けどね。そういった様々なもの、ちょっとあるかど

うかお答えできますか。

〇松堂徳明文化振興課長 お答えいたします。

この文化観光戦略推進事業につきましては、沖縄

の特色ある文化、芸術など、観光資源として活用し

て観光振興の取組を促進する事業でございます。委

員おっしゃるとおり、この文化を活用して観光客を

呼ぶということは大変重要でありまして、この令和

２年度の実績につきましては、当初、観光誘客のＰ

Ｒのための県外公演とか、あるいは県内での舞台公

演、これ様々な舞台を公演する予定でございました

が、コロナ禍においてなかなかこの公演が厳しいと

いう中で、令和２年については国指定重要無形文化

財である組踊について、公演自粛期間中の実演家へ

の支援、あるいはテクニカルスタッフを活用すると

いうことで、組踊の上演機会の多い演目を中心に、

広報用映像と多言語字幕データの作成をしたという

状況となっております。

○上里善清委員 組踊は無形文化財指定されている

んですけどね、エイサーとかこの辺は文化に入らな

いかなと思うんですけど、この辺はどうですかね。

〇松堂徳明文化振興課長 お答えいたします。

この事業の中で、特にエイサーに特化した支援等

は行っていないところでございますが、ただ各団体

の中で、観光誘客につながるようなマグネットコン

テンツ、新しい演劇等を作成して、そういったもの

に対する支援等を行っております。その中で、様々

な芸術と文化の内容を組み込んだ新しいマグネット

コンテンツの開発、創出とか、そういったものを取

り組んでいるところでございます。

○上里善清委員 エイサーも１つの財産ですのでね、

これも含めて取り組んでいただきたいなと思います。

332ページですね。ＭＩＣＥの誘致促進なんですが、

今年はコロナで去年からずっと縮小していると思い

ますがね、今年開催されたＭＩＣＥ事業というのは

何件ぐらいありましたかね。

〇白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 お答えします。

今年開催されたＭＩＣＥ件数については、まだ調

査を行っていませんのではっきりしたことは申し上

げられません。毎年度の実績ということで報告して

るのは年明けてから調査してますので、今年度の件

数について調査開始が来年の１月になってますので、

それを踏まえないとちょっと分からない状況になっ

てます。

○上里善清委員 コロナウイルスでかなり減ってい

るとは想像できますけどね。実はアジアのＭＩＣＥ

施設で、特に香港なんですけどね、国内の情勢がお

かしくなってるので、その事業者が海外に出るとい

う話もよく聞くわけですよ。これ、ＭＩＣＥを推進

するには、やっぱり人材育成が非常に重要な鍵になっ

てますので、こういった海外の、よき人材を確保す

るということも考えておりますか。

〇白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 お答えします。

戦略的ＭＩＣＥ誘致推進事業では、その中でＭＩ

ＣＥネットワークっていうものを県内事業者さんで

構築しています。その中で人材育成のほう行ってい

ますが、海外の方を取り込むということはまだやっ

ておりません。
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○上里善清委員 以前、ＭＩＣＥ施設、香港に見に

行ったことがあるんですけど、中国の方なんだけど、

日本語がもうぺらぺらなんですよ。だから、そういっ

た人材を引き込むというのは大切なことですので、

調査できればやったほうがいいと思いますよ。どう

ぞよろしくお願いします。

347ページですね。しまくとぅば普及継承事業なん

ですが、この事業始まってかなり長いと思いますけ

どね、効果というか、今までの実績として効果どの

ように考えておりますかね。

〇松堂徳明文化振興課長 お答えいたします。

県では、このしまくとぅば普及継承事業というこ

とで、平成25年度しまくとぅば普及推進計画を策定

して、平成25年度から27年度までの前期については、

県民への機運醸成、平成28年度から30年までの中期

では県民への普及促進、令和元年から来年４年度ま

での後期では県民への定着という形でテーマを掲げ

て、戦略的に普及運動を実施してきてございます。

その中でしまくとぅばの普及継承事業により、幅広

い世代でしまくとぅばに触れる機会を提供すること

で、しまくとぅば普及の機運醸成を図ってまいりま

した。その効果、結果として―現在我々としては県

民意識調査を行ってきてございますが、その令和２年

度の調査結果で、しまくとぅばに親しみを感じる割

合が84.8％、また、しまくとぅばがよく分かる、あ

る程度分かるが70.2％など、県民に理解ができてき

てる―パーセントが伸びてきてございます。こういっ

た効果がある中で、一方として、同じく、この調査

においてしまくとぅばを挨拶程度以上使う人の割合

が43.2％として、ちょっと減ってきてるところもご

ざいますので、こういったところも踏まえながら、

今後もこのしまくとぅばの普及について、各地域の

普及団体等と連携しながら、その普及継承に取り組

んでまいりたいと考えております。

○上里善清委員 しまくとぅばは使わないと、なか

なかしゃべることができないというのは現実ではあ

るんですよ。かつては小学校で、しまくとぅばを使っ

て演劇がちょくちょくあったんですよ。最近、それ

見られなくなっているんですよね。庁舎内でも、し

まくとぅばを使う課をつくったりするというのも一

つの手だと思いますけどね。高齢者はよく分かりま

すので、庁舎に高齢者が来た場合、しまくとぅばで

対応するとかね、そういった工夫もできないかなと

思ったりするんですよね。取組として小学校の低学

年から始めたら、ある程度定着するんじゃないかと、

僕は思ったりしますけどね、その辺の取組どんなで

すか。

〇松堂徳明文化振興課長 お答えいたします。

委員おっしゃるとおり、やはりしまくとぅばは使

わないと、なかなか忘れさられてしまうところがご

ざいます。そのため県では、小学生についても、例

えばしまくとぅばの読本という形で作成して小学生

や中学生に配付したりしてます。また、先ほど委員

からありましたように、演劇とかを学校で行って、

これも各学校で総合学習を通して実施している学校

もございます。そういったところには、今現在しま

くとぅば課ではありませんけど、文化振興課の中に

しまくとぅば普及センターというものを設置して、

こちらのほうから各学校にしまくとぅばをしゃべる

人材を派遣したり、そういった部分で活用するよう

な取組を現在行っております。

○上里善清委員 絶滅しないように、しまくとぅば

大切ですので、一つ取組よろしくお願いします。

351ページですね。在外琉球王国文化財里帰り事業

なんですが、この事業で海外に出た文化財とか、あ

るいは、国内で流出したところもあると思うんです

がね、随分薩摩藩に持って行かれていると思うんで

すよ。その辺のことも入ってますか。

〇上原毅県立博物館・美術館副館長 在外琉球王国

文化財里帰り事業は、戦前、戦後を通じて、売買や

譲渡など様々な理由で県外に所在することとなった

琉球王国時代の文化財につきまして、琉球王国関係

文化財の研究や将来的な沖縄での展示公開等も念頭

に、県立博物館・美術館の学芸員が米国の博物館等

で調査を実施するものでございます。委員おっしゃ

るような薩摩とかその辺の事実関係につきましては、

当該資料の所蔵先の記録ですとかあるいは古文書な

ど、そういった資料を詳細に分析をする必要があり

まして、現段階ではそれぞれ調査を続けていく必要

があるのかなというふうに考えております。実際に

県外に所在する琉球・沖縄関係の資料などは、所蔵

先の博物館等において、現地で沖縄文化を理解する

上で一定の役割も果たしてる部分がございますので、

当館としましては、博物館同士の連携とか、協力関

係の下、資料の借用により県内で展示公開する機会

も持つことも念頭に置きながら、調査研究などを続

けてまいりたいと思っております。

○西銘啓史郎委員長 玉城武光委員。

○玉城武光委員 よろしくお願いいたします。

成果資料の313ページ。重点施策事業としては、外

国人観光客受入体制強化事業の中のインバウンド医

療受入体制整備事業として、医療機関向け、観光事

業者向けのセミナーを実施したということなんです

が、この医療機関向けのセミナーの費用と、観光事
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業者向けのセミナーの費用をお聞かせください。

〇又吉信観光振興課長 お答えします。

医療機関向けのセミナーについては51万760円。観

光事業者向けのセミナーについては228万5333円とい

う形で、コールセンターの部分のほうが3000万ある

ということで、大きくなっております。

○玉城武光委員 医療機関向けのセミナーは51万。

観光事業者向けが約200万と。それでね、その受入医

療機関で受け入れた数は分かりますか。

〇又吉信観光振興課長 平成30年度は64の医療機関

で受け入れて、1091件のコールセンター対応をして

おります。令和元年度は60医療機関で1266件、令和

２年度が25医療機関、712件の対応というふうになっ

ております。ただこれはコールセンターに来たもの

でして、実際はここに来なくても、ほかの医療機関

でも外国人が来た場合には応召義務というのがあり

ますので、受け入れられているものと考えておりま

す。

○玉城武光委員 この多言語のコールセンターに来

たのが多いとあるんですが、そこの課題として、要

するにコールセンターを設置する必要があると書い

てあるんですがね、これは設置されているんでしょ。

〇又吉信観光振興課長 すみません、コールセンター

は設置されて―先ほど言った平成30年が1091件、令

和元年度が1266件、令和２年度712件というのが、こ

のコールセンターで対応した件数となっております。

○玉城武光委員 じゃあ、そこにある課題にね、多

言語コールセンターはないということですか。

〇又吉信観光振興課長 多言語コールセンターを設

置して、先ほど言った件数が多言語コールセンター

で対応した件数ということになっております。

○玉城武光委員 多言語のほうがいろいろ多いとい

うことでね、医療機関も増やしてほしいと思うんで

すが。

次は315ページ、沖縄観光ビッグバン事業。決算額

５億8532万2000円。この中の事業ごとの決算額をお

聞かせください。

〇又吉信観光振興課長 お答えします。

海外路線誘致活動強化事業費が386万3000円、国際

チャーター便包括支援事業と定期便就航促進・活性

化支援事業は執行なし、海外新規市場開拓事業が１億

1209万2000円、海外重点市場誘致強化事業が１億

3678万6000円、沖縄観光ブランド戦略推進事業が

3000万円、海外コンテンツマーケティング事業が

8518万円、沖縄国際観光イノベーション事業が4012万

4000円、海外富裕層向けプロモーション事業が2751万

7000円。それ以外に、沖縄コンベンションビューロー

のほうに委託していますので、そこのビューローに

かかる人件費、一般管理や消費税で１億4892万6000円

というふうになっております。

○玉城武光委員 この課題に、経由便を活用した欧

米等の長期滞在型リゾート需要の獲得や、観光客滞

在日数の延伸に向けた取組をという位置づけありま

す。その取組状況をお聞かせください。

〇又吉信観光振興課長 沖縄のインバウンドについ

ては、近場のアジアのほうが大部分占めております

けども、滞在数が比較的長いと言われているヨーロッ

パ、アメリカ、オーストラリア、ロシアの辺りから、

そこから誘客を促進するという形でイギリスとドイ

ツ、フランス、オーストラリアのほうに、観光レッ

プという形で委託して駐在員を置いております。そ

の駐在員を活用して沖縄の認知度向上とか、現地で

の旅行者のセールス活動等を行っておりまして、誘

客体制を強化していると。それと、富裕層を扱う旅

行業者とかが参加する旅行博があるんですけれども、

フランスのＩＬＴＭカンヌというのがあって、そこ

のほうに、昨年度オンラインのほうで出店しており

ます。また、欧米豪露から来る訪日外国人とか旅行

会社に対して、沖縄を１つの拠点とした形で周遊型

旅行の提案ということで、那覇空港旅客ハブという

形で沖縄経由して日本、あるいは逆に日本のほかの

空港を経由して那覇に来てもらうというような形の

旅客ハブを目指して、航空会社と連携して取り組ん

でおります。この欧米豪路についてなんですけども、

調査では、そこの人についてはビーチとか自然を求

めるニーズが強いという形で、沖縄が持っている歴

史、伝統文化、長寿とかのソフトパワーがマッチし

てるというような形で、それを取り組みたいという

ふうに考えております。

○玉城武光委員 ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

次は339ページ、沖縄食文化保存・普及・継承事業。

ここの中にね、琉球料理担い手養成講座で育成した

琉球料理伝承人69名にフォローアップ講座を動画配

信したとあるんですが、その動画配信事業費はお幾

らですか。

〇松堂徳明文化振興課長 お答えいたします。

令和２年度につきましては、琉球料理伝承人の動

画配信事業ということで事業実施しております。こ

のフォローアップ講座の動画配信にかかる事業費と

しましては295万501円となっております。

○玉城武光委員 そこに出前講座、普及活動を推進

すべきだということが課題とあるんですが、そのこ

とを今検討してるということですか。それとも実施
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しているということですか。

〇松堂徳明文化振興課長 ちょっと先ほどの答弁修

正したいと思います。先ほどのこの動画配信事業費

の額は209万5501円の誤りでしたので、大変申し訳あ

りません。訂正いたします。

この今、委員からありました琉球料理担い手育成

講座につきましては、昨年度、令和２年度につきま

しては、コロナ禍の中でなかなか実施ができないと

いう状況でございましたが、この出前講座について

は令和30年度から実施しておりまして、令和30年度

は学校関係者や観光関連事業者、民泊事業者等に対

して、９回の出前講座等行っています。令和元年度

につきましても５回の出前講座等を行っていまして、

合計14回これまで実施してきてるところでございま

す。

○玉城武光委員 令和２年度はやらなかったという

ことですかね。

〇松堂徳明文化振興課長 お答えいたします。

令和２年度につきましては、やはりコロナ禍の中

でなかなかそこに琉球料理伝承人が出向いて出前講

座するというのがなかなかできなかったものですか

ら、それに代わる形で令和２年度につきましては、

琉球料理伝承人を活用して琉球料理レシピ動画を

６件作成して、幅広く県民向けに琉球料理を作るレ

シピを活用してほしいということで動画配信を行っ

ております。

○玉城武光委員 349ページ。琉球王国文化遺産集積

・再興事業の中の、８分野のティーワジャというの

があるんですがね。その８分野のティーワジャって

いうのは、どういうことを指している。

〇上原毅県立博物館・美術館副館長 琉球王国時代

から継承されてきた有形、無形の文化遺産は、戦災

や近代化によりその多くが失われております。琉球

王国文化遺産集積・再興事業は、残された文化遺産

の調査研究から得られた学術的知見や科学分析等の

情報を基に、王国時代にあった文化財を復元し、絵

画、木彫、石彫、漆芸、染織、陶芸、金工、及び三

線の８分野の美術工芸品を製作する技術、すなわち

手技を取り戻すとともに、沖縄の手技の力を内外へ

発信し、琉球王国文化をブランドとした文化観光拠

点としての沖縄をアピールすることを目的としてお

ります。美術工芸品の製作工程には精巧な手技―テ

ィーワジャがあります。例えば、染織では大きく分

けましても、糸作りから始まり、染め、織り、縫製

など。あと陶芸につきましては、素材である土作り

から始まり、ろくろによる成形、釉薬作り、絵付な

ど。また、漆芸におきましては、器である木地作り、

漆の下地、中塗り、上塗り、仕上げ塗りに加え、最

後の螺鈿や沈金技法などの加飾がございます。

○西銘啓史郎委員長 松堂文化振興課長。

〇松堂徳明文化振興課長 先ほど琉球料理伝承人の

出前講座の回数につきまして、令和30年という答え

をしたらしいです。申し訳ございません。正確には、

平成30年度が９回、令和元年度が５回の合計14回、

これまで開催してるというところでございます。大

変申し訳ありませんでした。

○玉城武光委員 最後に357ページ、沖縄県空手振興

事業。その中に、研究事業として首里・泊手に関す

る解説書の作成とあるんですが、これつくったんで

すか。要するに、本、冊子をつくったんですかね。

〇佐和田勇人空手振興課長 この流派研究事業なん

ですけれども、沖縄空手の独自の型とか、あるいは

鍛錬法などを持っているこの沖縄空手各流派の特徴

を調査研究してその成果を国内外へ発信するという

目的で、沖縄空手の保存、継承あるいは普及啓発に

資することということで、平成29年度から実施して

おります。おっしゃるとおり、昨年度、令和２年度

は首里・泊手系の冊子を作成、策定しております。

○玉城武光委員 去年聞いたんですがね、首里・泊

手以外には何手があるんですか。

〇佐和田勇人空手振興課長 お答えします。

今お話しした首里・泊手以外に、那覇の人がやっ

てた那覇手ですね。それと、中国から1900年代の初

め頃持ち帰った上地流という流派があります。その

ほかにも、ティーと言われると沖縄の３つのティー

があって、今お話しした首里手、泊手、那覇手、こ

の３つの手があります。ティーと呼ばれるものに関

してはですね。

○玉城武光委員 那覇手の解説書をつくる予定はあ

るんですか。

〇佐和田勇人空手振興課長 那覇手に関しましては、

平成30年度に既に策定しております。

ただ、名称は那覇手という話なんですけど、那覇

手は今で言う剛柔流に引き継がれてきていますので、

剛柔流という名称で流派研究事業として平成30年度

に解説書を策定、作成させていただいております。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員長から執行部に対して

主要施策の成果報告書等の説明資料につい

ては、予算事業内の細事業ごとの決算額も

可能な限り記載するよう工夫してほしいと

の要望があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

翁長雄治委員。
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○翁長雄治委員 よろしくお願いします。

319ページからお願いします。クルーズ船の受入れ

についてです。この県民の受入れは、もう少し気持

ちの面では時間がかかるかと思うんですけども、そ

この県民に対するアプローチはどういうふうに考え

ているんでしょうか。受入れに当たってですね。

〇又吉信観光振興課長 まず、クルーズの状況から

御説明したいと思います。国内のクルーズ船につい

ては、昨年９月に国のほうで関係業界含めたガイド

ラインが公表されて、11月から各３社あるんですけ

ども、この３社が自分たちの運行ガイドラインとい

うのをつくっております。国のガイドラインに基づ

くと、このクルーズ船の受入れに当たっては、まず

港湾管理者が所管する地域のほうでクルーズ受入協

議会をつくってくださいという形で、このクルーズ

受入協議会で―例えば県の行政機関で言いますと保

健医療、病院の体制とか保健所とかの搬送体制、そ

れと地域含めて、そこで合意を得てから、合意があっ

た場合には受け入れていいというような形になって

おります。その協議会の中で、そういう住民の理解

を求めていくということになっております。

○翁長雄治委員 私も昨年、那覇港管理組合で郵船

クルーズさんのほうにお邪魔しましていろいろお話

を伺ってきました。まさしく今おっしゃったような

お話をいただきました。その中で、クルーズ船がい

ざこれから来ると、飛鳥が来るというときに、保健

医療部のところの所管の部分はいろいろと動いてい

るかなという気がするんですけども、結局、県民が

それを受け入れられるかどうかっていうところ、一

番最初の衝撃ってのが沖縄県民はすごく持ってるか

と思いますので、そこに対してどういうふうにアプ

ローチをしていくか、要はクルーズ、安全ですよと、

こういうふうなガイドラインつくってますよという

ことをどのようにアプローチしてるかというのを教

えてください。

〇又吉信観光振興課長 クルーズについては、例え

ば那覇港であったりとか幾つか受皿がありますので、

先ほどの協議会の中に地域協議会というのを設けて、

もう少し細かい形でなっております。そこを通して、

例えばクルーズが来るに当たっては、そのクルーズ

の船社からの住民に対する要望とか、逆に住民のほ

うからクルーズについては今来てほしくないとか、

これに当たってはこんな条件つけてほしいとか、そ

ういう要望があります。そういう中で、意見を拾い

ながら、県民に対してはクルーズの中で―例えば乗

船前にＰＣＲ検査する、乗船時もＰＣＲ検査する、

定員についても半分にするとか、寄港地では自由行

動はさせずにツアーでやるとか、そういうふうな取

組やってますので、そういう協議の中でクルーズの

感染防止の取組について説明していって、理解求め

ていくことになるのかなというふうに思っておりま

す。

○翁長雄治委員 今、昨年の11月以降どれぐらい実

績としてはあるんでしょうか。

〇又吉信観光振興課長 すみません、沖縄への寄港

の実績というのはございません。ただ、一度７月ご

ろに打診はありました。打診はあったんですけど、

そのときの感染状況が県内の医療体制含めて逼迫し

ているという中で、こちらが保健医療部と協議して

る間に、先方のほうから今回についてはまた変えま

すという形でお断りがあったということでございま

す。

○翁長雄治委員 こちらの感染の状況ももちろん大

切ですし―これは皆さんのとこだけでどうこうじゃ

ないので全体で考えることなんですけども、やはり

この地域の皆さんが受け入れられるマインドという

かメンタリティになれるように、引き続き取り組ん

でいただければなと思います。

次に325ページですね。スポーツツーリズムのとこ

ろなんですけども、コロナによる実績の変化につい

てお伺いしたいと思います。普段の経済効果である

とか、昨年のマイナス推定で、どういったふうにな

るのかもお願いします。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 お答えいたします。

まず、スポーツツーリズムのほうの実績の変化で

ございますけれども、経済効果で言いますと、プロ

野球の経済効果が121億円であったものから、令和

２年度は23.7億円となってございまして、令和元年

度の約20％となってございます。サッカーキャンプ

におきましては、令和元年度が33.6億円であったと

ころ、令和２年度の実績といたしましては6.6億円、

これも約20％ということになってございます。

○翁長雄治委員 このスポーツツーリズム、やはり

コロナの中で非常に厳しい状況にあると。特にキャ

ンプの場合は、選手も体をつくりに来てるところに、

そこでコロナになってしまったらしゃれにならんと

いうようなところもあるので、どうしても無観客に

ならざるを得ないところがあるかとは思います。そ

の中で、来年、本当にコロナが―今度の２月とかに

またキャンプがスタートするわけですけども、その

ときに収まってるという、まだ確証が持てない中で、

どのように展開をしていくおつもりでしょうか。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 プロ野球キャンプ、

サッカーキャンプ、特にプロ野球キャンプにおきま
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しては、今年度も受入れ市町村と連携を組んで、収

まっていなかった場合の医療体制の確保ですとか、

そういったところを重点的にやっていく必要がある

のかなと思っております。また、サッカーキャンプ

につきましても、プロ野球と少し仕組みが違うんで

すけれども、当然、受入れ市町村ございまして、我

々連携会議等々持ってございますので、同じように

取り組んでいくということになろうかと思います。

状況にもよりますけれども、無観客なのか有観客な

のかというところですが、有観客でできるような体

制がつくれないかというところで連携を深めてまい

りたいと考えております。

○翁長雄治委員 僕はよく課長とも居室でもお話し

させていただいてる中で、スポーツ行政は大きく分

けて私は３つあると思っていて、一つがアスリート

教育、一つが生涯スポーツ、もう一つは教育の部分

でこちらは普段は教育委員会の方の話になるかと思

うんですけども、このスポーツツーリズムであると

か、そういったものは教育のところに私は係ってく

るんじゃないかなと思っています。県内の子供たち

がプロのスポーツを見ながら考えていくと。県内の

場合には、サッカーもあって、卓球があって、ハン

ドボールがあって、バスケがあってと、プロスポー

ツチームがたくさんある中で、そういったところの

キャンプはどうしても一時的な２月とか３月とか、

時期がずれるスポーツもあるでしょうけども、一時

的なものである中で、こういった県内のプロスポー

ツチームとの経済効果の波及というものが、キング

ス―バスケットボールのほうは非常に目に見える形

で見えるんですけども、ほかのところがなかなかま

だまだなのかなというふうに思いますので、そちら

をぜひ強化していただきたいと思うんですけども、

見解をお願いします。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 おっしゃるように、

数値というのはなかなか把握しにくいところござい

ますけれども、いずれのチームも地元の市町村、あ

るいは近隣市町村等々と連携を組んで、社会貢献活

動をしていきたいという意欲は十分にございます。

その辺りを我々、常日頃から意見交換させていただ

いておりますので、そういったところを今後どのよ

うに膨らませていけるかというところは検討してま

いりたいというところでございます。

○翁長雄治委員 ぜひプロスポーツと―でも教育の

観点から言うと、前からお話しさせていただいてる

んですけども、スポーツアカデミーとか、そういっ

た日常的に恵まれた沖縄の環境をアジアの方々に開

いて、そういったものをつくっていただければなと

思います。こちらは、またいつかやりたいと思いま

す。

328ページ、お願いします。

競技力向上のところ、先ほどお話しさせていただ

いたところの２つ目のアスリート教育になるんです

けども、この競技力向上対策事業の中身について教

えてください。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 申し上げます。

競技力向上対策事業では、沖縄県スポーツ協会と

連携する形で主に６つの取組をしております。まず

は、国民体育大会への選手の派遣でございます。も

う一つが、県民体育大会の開催でございます。そし

て、国体に出場する各競技団体の競技力の向上とい

うものもやってございますし、それから世界大会に

出る、日本代表として出るトップレベルの選手の育

成事業というのも行ってございます。それからドー

ピング対策ですとか、そういったことに役立つんで

すけれども、スポーツ医・科学研究事業というのも

やっております。もう一つが、最後にスポーツ少年

団の育成事業―すみません、６つと申し上げました

けれども主に５つの分野で取組を進めております。

○翁長雄治委員 ありがとうございました。

この中で、特にスポーツ少年団のところもそうな

んですけども、例えば中学校、高校の部活とかもこ

れから学校の先生じゃなくて外部に切り換わってい

くんじゃないかというようなものがございます。そ

の中で、例えば私は柔道ですけども、柔道を私は教

えるに当たって、当時の感覚のまま教えてしまう可

能性があるんですよね。その中で、重要なのは、け

がさせないことが一番大事でありまして、アスリー

トにしても何にしても教育にしても。例えばスポー

ツトレーナーの育成であるとか、県内にスポーツト

レーナーといえば、大体皆さんのイメージするとこ

ろで言うと、プロスポーツに対応してるかジムにい

るかとかっていうなものと思うんですけども、県外

とかではスポーツトレーナーが部活に入りながら適

切な指導を行っていくというところもあるんですけ

ども、この辺について、スポーツトレーナーの育成

についての見解をお願いします。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 先ほど申し上げま

した競技力向上対策事業の中で―ちょっと見えない

んですけれども、指導者の育成というのがございま

して、そちらで研修会、講習会を開催していること

はしております。ただし、その地域部活に向けては

少し工夫が必要と言いますか、委員おっしゃるよう

なことが必要なんだろうなと思いながらですけれど

も、今の教育委員会のほうで部活動の在り方につい
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ての委員会が立ち上がっておりまして、そこに私も

所属させていただいているんですが、スポーツ協会

さんも所属しております。その中でどういったこと

が話し合われるのかというところも留意しながら、

そこは進めていくべき課題かなというふうに考えて

おります。

○翁長雄治委員 子供たちのスポーツ、部活って指

導者で全て決まってしまう部分が本当に大きくて、

この辺りの強化をお願いしたいと思います。

次に生涯スポーツの部分で、本当は生涯スポーツ

の分野であったんですけども時間が足りないので。

私は空手も生涯スポーツの位置になってくるものと

思っています。356ページですね。356ページのユネ

スコの登録のところで、結局この本会議でも県民の

意識が上がらなきゃいけないということがあるんで

すけども、この競技者というか人口を増やしていく

ための手だてというものを改めて教えてください。

〇佐和田勇人空手振興課長 お答えします。

昨年度は沖縄空手ユネスコ無形文化遺産登録とい

うことで、早期実現に向けて推進体制の強化を図る

ということで、知事を会長として県内の空手関係団

体をはじめ、県議会、市町村、教育そして文化、学

術、経済、観光、メディアといった38の関係機関で

構成する沖縄空手ユネスコ登録推進協議会を設置し

まして、シンポジウムの開催などを通じて情報発信

による県民への機運醸成に取り組みました。県民の

機運醸成なんですけども、具体的に、一つは協議会

の調査研究成果をテーマとした、先ほどお話しした

シンポジウムであったり、あるいはオンラインの開

催を行ったり、あるいはホームページやＰＲ動画に

よる情報発信、そしてポスター、パンフレットの配

付などを実施して、機運醸成をしたということです。

○翁長雄治委員 空手とか柔道もそうなんですけど、

意外と小さなお子さんたちがやると、お父さんお母

さんがひっついて一緒に始めたりとかするというの

もあるので、そういった競技人口を増やしていくと

いう取組は非常に重要なものかと思いますので、引

き続きよろしくお願いします。

○西銘啓史郎委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 お願いします。

主要施策の313から15、16まで。先ほども議論あり

ましたけれども、この部分では外国人観光客の誘客

400万人を目指してやってきたわけですけれども、あ

る意味もう今総括の時期なんですよね。ただ、コロ

ナでこんな状況になってしまった。どう総括して次

につなげるかっていうのは非常に難しいけれども、

どうしてもしっかり総括しないといけない時期だと

思うんですけれども、その辺の状況というのはどう

なってますか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

沖縄県、御承知かと思うんですけれども、第５次

沖縄県観光振興基本計画の中で、1200万人、1.1兆円

という数字を目標に掲げて観光施策を推進してまい

りました。一方、今、委員から御質問があったよう

に、コロナ禍の中でこれからの沖縄観光をどうある

べきかというところで、やはり県民の中には観光客

が感染拡大を招いたっていう認識が根づいてる方々

もいらっしゃいます。そういう中で、今までのよう

に量だけを求めるのではなくて、民泊数であるとか、

沖縄の自然や県民性豊かな自然環境とか、そういっ

たものを楽しんでいただけるような、ゆったりとし

た沖縄観光というものを目指す必要があるんじゃな

いかということも県内の観光業界の方々から大きく

意見をいただいております。ただ、経済として、や

はり観光産業というのは沖縄県の基幹産業でありま

すから、やはりそこは回復させていく必要があるっ

てこともございますので、県民生活をしっかり守り

ながら経済の拡大も図っていくっていう、その両方

を目指すような施策を、来年度以降の10年間で取り

組んでいく必要があると考えております。

○大城憲幸委員 具体的に言うと、例えば先ほども

議論ありましたけれども医療ツーリズムとか、外国

人に対してね。あるいは国際旅行、旅客ハブとか、

そういうようなものを積み上げてきたわけですよね。

これが一度もうリセットというかゼロになってし

まって、これをまた今までの積み上げた部分を動か

すっていうのはなかなか簡単じゃないなと思うんで

すけれども、その辺について再度考え方をお願いし

ます。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

確かに外国人観光客、つまりインバウンドを速や

かに回復させるというのは、これは国策との兼ね合

いもありますので、現状としては厳しいという部分

がございます。ただ一方、外国に行けない国内のお

客様という新たなターゲットっていうんですかね、

例えばこれまでハワイを中心としたリゾート地に行

かれていた方々が、じゃあどこに行こうかっていう

ところで、国内の優良なリゾート地であれば沖縄に

目を向けていただけるのではないかというところ。

もう一方、国内マーケットに関しましては間違いな

く高齢化が進んでいっております。そういう中で、

長時間のフライトに耐えて、これまで海外に行かれ

ていたお客様がなかなか行けなくなると。あと医療

保険の問題等もございますので、そういう中で、沖
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縄はどうかという新規需要が芽生えてくるのではな

いかっていうところに期待しておりますので、まず

は国内客をしっかりと戻しながら国策との兼ね合い

も見つつインバウンドの回復に努めていくと、そう

いう段階にあるかなというふうに考えております。

○大城憲幸委員 お時間ありませんから、318ページ

の観光諸問題対策事業に絡めて、修学旅行の部分だ

け。今あったように、出口戦略っていう意味でどこ

からスタートしていくかと。ＧｏＴｏキャンペーン

の話もありますけれども、私は前にも話したけれど

も、こういう状況だからこそお願いしやすい、コン

トロールしやすい修学旅行辺りからきちっと検査を

した上で、沖縄のこれまで積み上げてきた修学旅行

からスタートしていく、始めていくっていうものも

取り組んだほうがいいんじゃないかなと思ってるん

ですけれども、その辺に関しての考え方をお願いい

たします、最後に。

〇又吉信観光振興課長 お答えします。

今おっしゃるとおり、修学旅行については今まで

沖縄県の感染状況がひどかったという形で、ほぼ９月

まではゼロの状況でしたけども、今月から少しずつ

回復してきております。今後は、今年中止を決めた

学校もあるんですけども、年度後半に見送った学校

とか予約が入ってる学校がありますので、今後はそ

れを着実に取り組んでいくと。加えて、行く先が海

外を予定したところ、そこをいかに沖縄に来てもら

うかと。そういうふうな形で取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。

○西銘啓史郎委員長 新垣新委員。

○新垣新委員 まず340ページ、ウチナーンチュ大会。

今回コロナで開催ができないと思いますが、次なる

課題はどうなっていくのか。ウチナーンチュ大会の

問題ですね。お聞かせください。

○宮城清美第７回ウチナーンチュ大会準備室長 第

７回の世界のウチナーンチュ大会についてですけれ

ども、令和２年の９月の第１回実行委員会におきま

して、当初、今年度、本当でしたら10月の末に開催

予定だったんですけれども、新型コロナウイルスの

影響もありまして、令和４年度開催を決定したとこ

ろです。その後、今年の５月の第２回実行委員会に

おいて詳細な開催日程を審議しまして、世界のウチ

ナーンチュの日である令和４年10月30日を前夜祭、

本大会を10月31日から11月３日と決定しております。

第７回大会なんですけれども、新型コロナウイルス

の感染症の影響が残ることが想定される中行われま

すので、実施に当たってはＩＣＴなどの最新技術を

活用しまして、万が一コロナ禍で来県がかなわない

という皆様にも参加いただけるよう、ハイブリッド

形式での開催に取り組んでいくこととしております。

○新垣新委員 分かりました。

337ページ、Ｗｉ－Ｆｉの問題です。県内全域への

通信の整備はどうなってますか。観光客が集まると

ころにＢｅ．ＯｋｉｎａｗａっていうＷｉ－Ｆｉが

つながらないっていう問題が生じていると聞いてま

すが、その件について伺います。

〇又吉信観光振興課長 お答えします。

県のほうでは一括交付金を活用して、平成24年度

からこのＷｉ－Ｆｉの導入整備事業をやっておりま

す。平成24年から27年までは県のほうで直接機器を

設置する補助を行ったということで、そのときの台

数が4628台行っております。その後、平成27年度に

国のほうの調査があって、民間活用したらどうかと

いう提言がございましたので、それを踏まえまして

県のほうでフリーＷｉ－ＦｉのＢｅ．Ｏｋｉｎａｗ

ａっていうものを定義をして、それに賛同する企業

を募りました。その企業を―企業っていうか通信事

業者のほうでＷｉ－Ｆｉ機器を設置してもらうとい

うことで、県のほうは普及のほうに努めるというこ

とで、28年から30年度まで県のほうで普及促進を図っ

てまいりました。いま協力いただいてるのが３社あ

りまして、現在その３社含めてほかの関係団体を含

めて推進協議会っていうのをつくっていますけども、

そこでどの形で普及していくかという協議をしなが

ら進めているところです。現在なんですけども、い

ろいろ設置してまた撤退とかも、取りやめ、廃止と

かもありますので、現在、令和３年５月時点で4560か

所のアクセスポイントがございます。

○新垣新委員 その中で、ひめゆりの塔や―何て言

うんですか、知念の久高島を見えるところの、ちょっ

と名前忘れましたがあそことか、つながらないと。

人が集まるところに。そういう課題を解消すべきじゃ

ないかっていう課題はどう考えますか。斎場御嶽で

す、斎場御嶽。

〇又吉信観光振興課長 このＷｉ－Ｆｉの機器の設

置に当たっては、まず検討しないといけないのが、

一度設置してしまうとその後、一定の通信料がかか

るという形で、この通信料を誰が持つかというとこ

ろで、やはりその施設の管理者なりのほうでそうい

うランニングコストを持つという形で意思決定して

もらって、今やっている通信事業者のほうに申請が

あれば―現在この指定事業者、通信事業者について

は、初期の導入費用を無料でやっていますので、そ

の辺り、運営費を払い続けられるという事業者があ

れば、この通信会社のほうとつなげて、エリアの拡
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大等を図っていきたいというふうに考えております。

以上です。

○新垣新委員 319ページ、クルーズ船プロモーショ

ン事業。今後クルーズ船に対して、ＰＣＲを義務づ

け、このダイアモンド・プリンセスの苦い教訓を生

かして考えていくべきじゃないかと、伺います。

〇又吉信観光振興課長 お答えします。

先ほどもお話しましたけども、国内線については、

今の船社等のガイドラインで、乗り込みの数日前に、

まずＰＣＲ検査で陰性か確認すると。あと当日も一

応ＰＣＲ検査を受けるという形になってございます。

外国船については、今、国がまだガイドラインも示

していないので、そこについてはちょっとどのよう

な形になるか分からないんですけども、飛行機、国

際線がＰＣＲ検査を義務づけられているので、恐ら

く外国船のクルーズ船ついても、国のほうでそうい

うＰＣＲ検査等の義務づけがなされるんじゃないか

というふうに考えております。

○新垣新委員 316ページに移ります。ビックバン事

業ですけど。この課題について、コロナ前のこの状

況をちょっと課題を聞かせていただきます。課題、

長期滞在型観光のハワイを超えるとか、いろいろ、

るる言っていますよね。ハワイにあって沖縄にない。

じゃあ、沖縄は滞在日数をどうやって増やすかとい

う取組を聞いていると。具体的に、課題。

〇又吉信観光振興課長 お答えします。

先ほども少しお話しましたけども、比較的遠距離

から来るところの―これ、世界一般的だと思うんで

すけども、遠距離から来るお客さんについては、滞

在日数が長いというのが一般的ですので、比較的、

遠距離にいる、先ほど言ったヨーロッパとかアメリ

カ、オーストラリア、ロシアとか、そういうところ

から、日本国内のどこかの空港を経由した形で沖縄

のほうに呼び込んで、滞在日数を長くしていきたい

ということ。あと、アジアからもかなりの―七、八

割という形で来ていましたので、そのアジアの人た

ちについては、どうやって離島のほうまで足を延ば

していって、滞在日数を延ばしてもらうかというと

ころに、そこに課題があったのかなというふうに考

えております。

○新垣新委員 沖縄の、日本全国の観光客の滞在日

数、沖縄の滞在日数の位置づけはどうなっています

か。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

沖縄県観光振興基本計画の中では、平均滞在日数

を4.5日というふうに定めております。これは、泊数

で言いますと3.5というふうになるんですけれども、

実際には、令和元年度実績では3.70日っていうとこ

ろで、まだまだ足りない状況はございます。これな

ぜかといいますと、国内マーケットがほぼ沖縄の中

心なんですが、やっぱり金、土、日という形で、２泊

３日観光っていうのが国内マーケットの基本になっ

ているというふうに考えておりまして、現在、全国

の状況っていうのは手元にはございませんけれども、

ほぼ同じような状況ではないかなというふうに考え

ます。ただ、一方で、北海道の場合には鉄道網等が

発達しておりまして、道内を周遊する観光というも

のが、妥当というか、浸透しておりますので、その

分、沖縄と比べますと、あちらのほうが長く滞在し

ているかなというふうに考えております。

○新垣新委員 滞在日数を延ばすために、もう厳し

いと思いますけど、結論から申し上げます。部長、

ＩＲ、導入すべきだなと思うんですけど、滞在日数

を増やすために。沖縄の青い海、青い空。これ見解

が大きく割れているところがあると思うんですけど、

どうにかもう一度再検証できないかなと思って。ば

くち依存症が出ないっていうやり方もありますので、

ヨーロッパとかが地元民ができないっていう規制も

あります。だから、そういうことも含めて再検証で

きないかなと思っているんですけど、いかがですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 先ほど来からあ

りますように沖縄県の観光の課題として平均滞在日

数を延ばす、そのことによって、観光消費額を増や

すという方向性で取組を進めるというところの一つ

として、ＩＲが一つの魅力あるコンテンツじゃない

かという議論があることは承知しておりますけれど

も、沖縄県のほうでは、滞在日数の延伸に対しては、

沖縄のソフトパワーを魅力として、自然であるとか、

歴史であるとか、独特の風土、おもてなし、そういっ

た沖縄の魅力を最大限に発揮することによって、滞

在日数を増やし、満足度を向上させると、そういう

方向で取組を進めておりますので、今のところその

ＩＲを導入するというような施策は考えていないと

ころです。

○新垣新委員 最後に、沖縄の観光客数。どのくら

い目指していますか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 第５次観光振興

計画では1200万人という目標を掲げ、平成30年度に

は1000万を超えたという実績がございましたけれど

も、コロナウイルス感染症の影響により、258万人ま

で落ち込んだという状況にございます。今後どういっ

た、どこまでの量を求めるのかと。ここまで関係業

界が痛んで影響を受けておりますので、そこは一定

の量を求めるという必要は当然にございますが、併
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せまして、課題とされています滞在日数の延長であ

るとか、消費額の増といった、あるいは満足度の向

上といった質の向上っていうのも併せて求めていく、

取り組んでいくという形になります。それを今、ど

こまでが目標とすべきかということについて、観光

振興審議会のほうで鋭意、協議しているところでご

ざいます。

○新垣新委員 分かりました。ありがとうございま

す。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

午後３時41分休憩

午後４時１分再開

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

観光政策課長から、答弁内容について念のため、

改めて説明したいとの申出がありますので、発言を

許します。

山川哲男観光政策課長。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

御質問の中で、沖縄観光1200万人、1.1兆円を目指

してきましたというふうに御回答したつもりという

か、認識ではあるんですけれども、確認のために、

1200万人、1.1兆円を目指してまいりましたというこ

とでお答えをさせていただきます。

○西銘啓史郎委員長 では、続きまして質疑に入り

ます。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いします。

309ページ、万国津梁会議でありますけれども、こ

れは次年度も開催する予定なんでしょうか。

○前本博之交流推進課長 お答えいたします。

令和３年度に新たに設定いたしましたテーマ、プラ

スチック問題と琉球文化ルネサンスに関する万国津

梁会議につきましては、今年度においてテーマに関

する課題の洗い出しですとか、議論の整理等行われ

ているところでございまして、この会議、２テーマ

に関しては次年度も継続して行われる見込みとなっ

ております。なお、ほかのテーマにつきましては、

年度末までに知事のほうで設定する予定となってお

ります。

○大浜一郎委員 このテーマ設定は、妥当だったと

いうふうに思っておられますか。

○前本博之交流推進課長 お答えいたします。

令和２年度のテーマにつきましては、米軍基地問

題、ＳＤＧｓ、多様な人材育成、稼ぐ力、そして、

海外ネットワークの５つのテーマを設定いたしまし

た。米軍基地問題に関しましては、在沖米軍基地の

整備縮小に向けた議論を展開するということで、そ

の提言を基に、日米両政府に対しての要請につながっ

てございます。それからＳＤＧｓに関しましては、

令和元年度から、県のほうで全庁挙げて本格的にＳ

ＤＧｓの取組を開始したところでございまして、こ

の提言等を踏まえまして、実施計画ですとか、あと

国が公募しておりましたＳＤＧｓ未来都市に県が応

募したところ、そこに選定されたというところでご

ざいまして、この２テーマに関して、テーマの設定

は妥当であったというふうに考えております。それ

から、令和２年度において新たに立ち上げました人

材育成、稼ぐ力、海外ネットワークに関しましては、

令和元年度に沖縄県振興審議会の附帯意見におきま

して、重要性を増した課題、それから新たに生じた

課題として示された課題でございまして、その中か

ら選定したテーマでございますので、テーマの設定

は妥当であったというふうに考えております。

○大浜一郎委員 私は、当初からなぜ万国津梁会議

を文化観光スポーツ部がやるのかなということを、

ずっと疑問に思っていたわけですね。これ、実施項

目においても、これは自立経済発展資源の創出となっ

ているわけですよ。しかし、これがテーマが妥当だっ

たと今おっしゃいましたけど、本当にこの実施要綱

に、項目に合致してるかっていうと、僕は合致して

るとは思えないですよ。だから、僕はなぜ万国津梁

会議というのを、僕はまたテーマがあまりにもばら

ばらすぎてね、本当にこれが妥当だったかというこ

とは、非常におかしいと思う。だから、万国津梁会

議をどうするのかということの基本的な方針という

のは、どのようなことが議論されていますか。

○前本博之交流推進課長 お答えいたします。

万国津梁会議は、沖縄21世紀ビジョンの基本理念

及び５つの将来像を実現し、新時代沖縄を構築する

ために、知事において有識者等の意見を聴取する会

議となっておりまして、５つのテーマがございまし

て、１つ目が人権平和に関すること。２つ目が情報

ネットワーク行政に関すること。３つ目が経済財政

に関すること。４つ目が人材育成、教育福祉、女性

に関すること。５つ目が自然、文化、スポーツに関

することとなっておりまして、これらの５つの分野

の中からテーマを設定しているところでございまし

て、今、申し上げましたとおり、将来像、沖縄21世

紀ビジョンの実現に向けて、新たな振興計画ですと

か、各種施策に反映させていくこととしておりまし

て、もう既に一部は素案の中にも盛り込まれている

ところでございます。

○大浜一郎委員 部長、今のお答えでいいんですか。

この方向性としては、これからも。
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○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 先ほど答弁があ

りましたとおり、万国津梁会議は、沖縄21世紀ビジョ

ンの基本理念、５つの将来像を実現するというとこ

ろの目的で、知事において有識者等の意見を聴取し

て、それを施策に反映させるための会議というとこ

ろで、これまで一部は施策、新たな振興計画の素案

等に反映されているというふうに考えております。

○大浜一郎委員 特に米軍の在り方についてなんて

いうものは、これは文化観光スポーツ部が重要なテー

マと、妥当性があるというふうに判断するのはおか

しいと思いますよ。これはもう、これは別の会議で

十分やればいいと思ってるんだけども、どうも、そ

の辺の位置づけとか背骨がちょっとよく分からなく

なってきているような気がするんです。あえて、万

国津梁会議でやる議論かなというふうなところも、

これはあると思うんですよ。だから、その辺の議論

がされてるのかなということは非常に、知事の肝煎

りの会議とはいうけれども、何かいろいろとテーマ

を探してきてやるのはいいんだけど、ちょっと背骨

論としての万国津梁会議というものが、あえてこう

いう名前をつけてやるっていうこと、またその所管

が文化観光スポーツ部だということが非常に、どん

どん分かりにくくなっているというような感じはす

るんですよね。その辺の議論はしたことはない、今

後についても。

○前本博之交流推進課長 お答えします。

結論からと申し上げまして、議論は特にしており

ませんけれども、知事の公約がベースになっており

まして、公約の中に、経済交流、文化交流、人材の

交流ですとか、そういった交流と、あと、ウチナー

ネットワークを活用ということが知事の公約の中に

明記されておりまして、そういった観点で、我々、

交流推進課のほうで所管するに至った次第でござい

ます。先ほど米軍基地の話もございましたけれども、

知事の公約の中に、万国津梁会議の中に、米軍基地

対策など、世界に開かれた国際都市として云々かん

ぬんというふうに公約のほうで明記はされておりま

す。

○大浜一郎委員 米軍の基地問題というのはいろい

ろな意見があって、これはいろいろな要素もどんど

ん変わってくるから、万国津梁会議にも本当はこれ

はなじまないと思ってるんですよ。もっともっと沖

縄の―僕はね、本当は万国津梁会議は、これからの

沖縄をどうしていこうかという、沖縄政策協議会が

開かれてないっていう現状もあってね、それに耐え

得るような議論を万国津梁会議の中で、今後の沖縄

の在り方、基地の整理縮小も含めて、そういった大

義を持った会議に僕はしていくべきじゃないかなと

やっぱり思うわけですよ。来年、いろいろな新しい

沖縄を見せるにおいてね。それを議論をぜひ、ちょっ

とやるべきだと思うんですけど。再度、部長どうで

すか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 万国津梁会議、

21世紀ビジョンの基本理念、将来像の実現というと

ころで、知事において有識者の意見を聴取する会議

ということで、テーマは５つの分野から設定すると

いうことになるんですけれども、これまでに、沖縄

県振興審議会の提言であったりとか、あるいは児童

虐待等、緊急性が高いテーマであったりとか、そう

いったものが選ばれております。次年度におきまし

ても、今年度から継続する２テーマに加えて、知事、

三役において、そういうテーマにふさわしいという

ところを総合的に判断して、これは有識者の意見を

聞いて、深く議論していただいて、それを施策に反

映させるというように、ふさわしいテーマがまた選

定されるんだというふうに考えております。

○大浜一郎委員 これは要調査事項として取り上げ

ていただきたいと思います。今後の在り方について

も要調査が必要だと思います。

○西銘啓史郎委員長 大浜委員、要調査事項として

誰にどのような項目を確認したいのか、改めて簡潔

に説明してください。

○大浜一郎委員 知事に対して、万国津梁会議の今

後の方向性についてお伺いしたいと思います。

○西銘啓史郎委員長 ただいま提起のありました要

調査事項の取扱いについては、本日の委員会の質疑

終了後において協議いたします。

質疑を続けます。大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 ページ332でございますけれども、

前年度と比較して特に得られた成果は具体的には何

があるかお教えください。

〇白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 お答えします。

令和２年のＭＩＣＥの開催実績は490件で、令和元

年の1638件と比較すると70％の減となり、非常に厳

しい結果となっております。このような中で、昨年

10月29日から11月１日の４日間にかけてツーリズム

ＥＸＰＯジャパンを開催することができたことは一

つの成果と考えております。それで、ツーリズムＥ

ＸＰＯジャパンでは当初、新型コロナの影響により

開催が危ぶまれましたが、主催者をはじめ関係者の

努力により、感染症対策の徹底の上、商談会やセミ

ナーなどを実施して、期間中２万4174人の来場があ

りました。現在、ウィズコロナ・アフターコロナを

見据えたＭＩＣＥ誘致に向け、県外事業者向けのオ
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ンラインセミナーを実施しておりますけど、その中

で、昨年度実施したツーリズムＥＸＰＯジャパンを

安全安心なＭＩＣＥ開催のモデルケースとして紹介

して、ＭＩＣＥの誘致活動につなげております。

○大浜一郎委員 課題の中に、競争力、そして、差

別化を図るのが必要だとありますが、具体的にどの

ようなイメージをしていますか。

〇白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 今、各地域、それか

ら、各国でＭＩＣＥの誘致―コロナ禍では少し、こ

ういった状況ではあるんですけど、誘致の競合地が

あちこちに出ています。そのような中で差別化を図っ

ていくということになるんですけど、その一つとし

ては、今の傾向としてＳＤＧｓ、そういったところ

がＭＩＣＥの開催地で選ばれやすいというふうな傾

向があるので、そういった取組も必要だと考えてお

ります。

○大浜一郎委員 ＳＤＧｓはどこもやると思うんで

すよ。特に沖縄が差別化を図るために何かインパク

トがないといけないでしょう。そこを聞いてるんで

すよ。

〇白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 お答えします。

これまでＭＩＣＥについては、インセンティブツ

アーだとか、そういったところで、沖縄の強みを発

揮されてきています。つまり、日本国内で言えば、

観光リゾート地というところがありますので、そこ

ら辺を全面的に出して、違いが出てくるのかなとい

うところを考えております。

○大浜一郎委員 このポイントづくりはしっかり、

もう一回取り組んでいただきたいなと思います。

質問を変えます。334ページですけど、これマリン

タウンＭＩＣＥエリア形成事業、これが具体的な形

が見えないままになってるということです。今年３月

ぐらいまでには、ちょっとプランが出るんじゃない

かと言われていたんだけれども、結局、なしのつぶ

てになって。その辺のところで、一体何を議論して、

何をプラン化してるのか、その辺のところちょっと

お教えください。

〇白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 お答えします。

昨年度の取組についてですけど、ＭＩＣＥ施設の

整備に向けた新たな基本計画の策定のための調査、

検討として、ＭＩＣＥ施設の規模や機能、ＭＩＣＥ

施設とホテルとを一体的に整備するための官民連携

の事業手法、コロナの影響による不動産マーケット

の動向調査、事業実施に向けた官民対話、サウンデ

ィング調査、それから、地元住民との意見交換を行っ

てまいりました。事業実施に向けた官民対話の中で

は、ＰＦＩの手法によるＭＩＣＥ施設の整備、運営、

ホテル等の民間収益施設への投資開発に意欲を持つ

民間事業者が複数確認できました。今年度ですが、

昨年度に引き続き、事業実施に向けた官民対話を実

施するとともに、新たに今、事業収支の整理及び精

査、施設整備後、分割払いとなる施設整備費の財源

の検討、それから運営期間を含めた事業スキームの

検討、精査、アフターコロナにおける需要見込みの

調査を行っております。今後については、需要調査

の結果を踏まえ、民間事業者の官民対応を実施して、

民間事業者の参入意欲を促す事業スキームなりを検

討していきたいというふうに考えております。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大浜委員からいつ頃までに具体

的なプランが出てくるのかについて聞いて

いるとの指摘があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

白井勝也ＭＩＣＥ推進課長。

〇白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 ＰＦＩ事業について

は、やはり事業参加される方との官民対話が重要に

なってくると思っています。これについて、引き続

きやる必要があると考えておりますので、その結果

を踏まえて、可能な限り早く基本計画の策定に取り

組んでまいりたいと考えております。

○大浜一郎委員 もう年明け、年末も近いですよ。

いつ頃までにというぐらい言ったほうがいいんじゃ

ないですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 委員おっしゃる

ように、令和２年度末に、新型コロナ感染症の影響

による動向を踏まえる必要があるというところで今

年度、さらなる調査をすることとしております。おっ

しゃるとおり、ＰＦＩ方式事業でやるというところ、

民間のほうの投資、参入を促すというところの投資

意欲の確認とＭＩＣＥ開催の動向、これらを基に需

要収支予測を精緻化する必要等があります。現在、

そういう民間事業者の意見を丁寧に確認しながら事

業スキームの精査、改善、それからＭＩＣＥ施設の

整備費の圧縮に向けた取組、土地売払代も含めた充

当財源、交付税の活用等も含めた事業収支見込み、

ＭＩＣＥ施設の運営という対価の設定、コンセッショ

ンを設定できないかというふうに考えておりますの

で、そういった対価の設定。あわせまして、ＭＩＣ

Ｅ施設周辺用地での自主事業の可能性調査等を含め

て、ＭＩＣＥエリアの競争性の確保、民間投資を呼

び込むための、さらなる追加調査をやっておりまし

て、収支、それから、経済波及効果の推計というの

を精緻化してるところでありますので、その取組を

基に、可能な限り早い段階での熟度の高い基本計画
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の策定に向けて取り組んでるところです。

○大浜一郎委員 これも要調査事項に上げたいと思

います。知事に対して、この事業の進展に係る意見

についてお聞きしたいと思います。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 ただいま提起のありました要

調査事項の取扱いについては、本日の委員会の質疑

終了後において協議いたします。

○西銘啓史郎委員長 島袋大委員。

○島袋大委員 お願いします。

おきなわ彩発見キャンペーンについて聞きたいと

思ってます。ＯＣＶＢの事業報告によるとキャンペー

ン。ＯＣＶＢの事業報告書に、キャンペーン利用さ

れた宿泊施設に一部偏りがあるとともに、宿泊のみ

の利用、宿泊施設以外への波及効果が把握できてな

いなどスキームの課題があったというふうに報告書

には書かれてます。事業ではリゾートホテルの利用

が多かったと聞いておりますけれども、利用比率は

どの地域が最も多く、どのタイプのホテルが、宿泊

事業者が最も利用されたのか。これどうなってます

か。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

宿泊された市町村で一番多かったのは、恩納村に

なります。比率で言いますと30％。宿泊施設別で見

た場合には、リゾートホテルが最も多く78％の利用

となっております。

○島袋大委員 今回、対象となったこの宿泊事業者

数と、実際に利用された事業者数はどのようになっ

ていますか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

第１弾につきましては370のホテル、施設が利用さ

れました。参加いたしました旅行事業者は52社となっ

ております。ちなみに、続いて実施しました第２弾

につきましてはＯＴＡ２社を利用いたしまして、参

加いたしました宿泊施設数は856、これは少なくとも

の数字になっております。

○島袋大委員 令和２年の９月に出された観光政策

課の資料によると、令和２年６月５日に開始したお

きなわ彩発見キャンペーンの効果について、効果を

大いに感じる、ある程度感じるとした事業所店舗は

９％にとどまっている。業種ごとの内訳を見ていく

と、旅行業では45.2％の事業所店舗が効果を大いに

感じる、ある程度感じると回答したものの、他の業

種は効果を大いに感じる、ある程度感じると回答し

た事業所店舗は１割未満になっていると。業種ごと

に評価が大きく分かれる結果となっているようだけ

れども、ということは、９％、約１割程度の事業者

しか恩恵を受けていないと考えられますけれども、

利用上位10％近い施設での利用金額の割合はどの程

度か分かりますか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

第１弾につきましては、旅行会社を通して宿泊施

設を利用したという形になっております。そういう

中で、旅行会社のほうが一義的に補助金のほうを受

け取りますので、その数字で申し上げますと、やは

りＪＡＴＡという日本旅行業協会―この全国的なも

のなのですが、ここの会社のほうが、エージェント

さんのほうが大きく補助実績を残しているというと

ころになります。

○島袋大委員 これ我が会派の議員からいろいろと

出たと思うんだけれども、宿泊施設ごとの利用客数、

利用金額についての公文書開示請求がされたと思う

けれども、不開示決定の通知が出されたようだけれ

ども、その理由について伺いたいんですけど。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

公文書開示請求のほうを受けまして、その開示に

対してしっかりと審査を行わせていただきました。

そういう中で、条例の第７条のほうに公文書の開示

義務というものがございます。少し読み上げさせて

いただきます。「実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報

のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求

者に対し、当該公文書を開示しなければならない。」

というふうに定められております。その中で３号の

ほうでございますが、「法人その他の団体に関する情

報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で

あって、公にすることにより、当該法人等または当

該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの」については、開示しなくて

もいいと、開示してはいけないというふうに定めら

れておりましたので、ここの解釈をもって不開示と

したものであります。

○島袋大委員 担当課から話も聞きましたけれども、

施設名や法人名を黒塗りの提出でよいと担当課に伝

えたみたいだけれども、それでも不可。他の資料と

合わせたら、要するに特定されそうということで、

その時点で情報公開を行わなかったってことか。だ

から、ここがちょっとポイントでね、今、おっしゃ

るような形であれば、別に黒塗りでもよかったんだ

けれども、だからその辺の説明できる。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から、本事業の総括に係

る全体会議の中で、旅行業界団体の意見と

しては、旅行事業者ごとの実績金額等を出
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されると困るとのことであったため、不開

示の判断に至ったものであるとの説明が

あった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

島袋大委員。

○島袋大委員 ですから、この宿泊施設においては、

一部の収入にしかならないはずだけれども、要する

にこれは県として、税が入っているわけさあね。税

が入っているわけだから、何も偏りをどうこうチェッ

クするんじゃなくて、公平公正に考えるのであれば、

税が入ってる以上、要するに施設名、法人名は黒塗

りでもいいから、金額的には出たら大体そのチェッ

クはできるかもしれないけれども、そういった形は

しないといけないんじゃないかと。今、言うように、

業界から聞いたかもしれないけれども、これ実際、

今、決算だから。だから、そういった形ではもう本

当だったら監査員の皆さん方もどう判断しているか

分からないけれども、それぐらいはやらないと。やっ

ぱりこれだけ、コロナ禍について、コロナの状況で

大変な、莫大ないろんな補正予算も組まれてやって

いる中で、ここはちょっと指摘に値するんじゃない

かなということで今質疑しているんであって、皆さ

ん方がそう判断したということだったら、もうそう

しかならないということになるかもしれないけれど

も、やはり正当なことを考えるんであればね、ここ

はきちんと丁寧に説明できるような形をつくるべき

じゃないかなと思うんだけど、どうですか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

今、御指摘のあったように、確かに県税というも

のが、国税も含めてこの事業には充てられておりま

すので、そこの公平性というんですかね、公正さと

いうものをお示しする上でも、可能な範囲でその資

料の開示っていうのはできるのかなというふうには

考えております。ただ、この彩発見事業に関しまし

ては、事業者さんからの意見も聞いた上で、情報公

開条例に照らし合わせた上で、不開示っていうのが

適切だというふうに判断をいたしまして、このよう

な取扱いをさせていただいたところであります。

○島袋大委員 今の状況でも、もう出せないという

ことの理解でいいのかな。

○山川哲男観光政策課長 そのとおりでございます。

○島袋大委員 ぜひともね、これは今、第２弾、第

３弾も含めて、これからいろんな事業で、ウィズコ

ロナっていう形で展開していくかもしれないけれど

も、同じような形でまた、情報的に出してくれって

―来ないわけにはいかんわけさね、来るかもしれな

い。だけど、業界の皆さん方も含めて、これからこ

ういう事業入る前に、前もって検討したら決算でも

そういう指摘は受けたと。だから、そういった形に

出さざるを得ない場合もありますよということも前

もって言っておけばね、その業者も業界も理解する

かもしれないけれども、やっぱりこの辺は税が投入

されている以上、やっぱりその辺はチェックしてく

ると思うんだよ。だから、その辺はもう部長、どう

ですか。今はそういうことかもしれないけれども、

きちんとこれから、新しいまた施策でこういった形

で出てくるんだったらね、税が入っているんだから

その辺のチェック的な意見は出てくるかもしれない

けども、その辺はどのように考えますか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 委員指摘のとお

り、税を財源として支援補助金が支給されていると

いうところの中で、可能な限りの情報開示をして、

適切に執行されているのかをチェックするというよ

うなスタンスではあるかと思います。先ほど来説明

しておりますように、情報公開条例の７条のほうで、

その開示する情報が当該法人の地位、その他正当な

利益を害するおそれがあるものという場合には、開

示できないということになっておりますので、その

施設が宿泊施設ごとにどれだけの補助金が入ったと

いうところが正当な利益を害するという判断になっ

ているかと思いますので、その情報開示の在り方に

ついては、そういう団体、個人の利益を害しないよ

うな形っていうのには配慮する必要があるかと思い

ます。別の観点から、今の議論は、第１弾、第２弾、

第３弾で課題として挙げられたのが、特定の宿泊施

設に偏ったんじゃないかというところがあるのが

１点と、それから旅行代理店とか、ＯＴＡ―オンラ

イントラベルエージェント、代理店ですね、そこを

通してしかこの事業が活用できなかったというとこ

ろがありました。一方で、割引率の高いホテルとか

に集中してしまったんじゃないかという、この２つ

が課題として挙げられておりますので、今後予定し

ております地域観光事業支援を活用した第４弾を打

つことになるかと思うんですけども、その事業にお

いては、プレミアム付クーポン券方式を採用するこ

とによって、代理店を通さないで、ホテル等が直接

その事業を活用できるということで、キャンペーン

の参加の窓口を広げることができるという改善点が

１点。それから、発行するクーポンについては、３種

類を想定していまして、宿泊だけのクーポンと、そ

れから、旅行クーポンということで体験施設とかも

活用しながら組み合わされたクーポンと、それから

交通の部分ですね。航空機とかそれとセットになっ

たクーポンと、３種類をセットにして、それぞれに
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配分額を定めて、一方に偏らないというような工夫

をしようということと、それから額面を4000円から

１万円に分けた形で、価格帯の低いところでも活用

できるようにというような工夫をしようかというこ

とで、今、制度設計をしているところでございます。

○島袋大委員 是非ともこれから皆さんいいように、

業界も潤うように頑張ってる事業だはずだから、そ

こに私は何やかんや言うつもりはないんだけれども、

やはり県民から指摘を受けたら、我々もそういった

形の質問をしないといけなくなる状況なものだから、

やはりしっかりと分かりやすい意味でもね、また、

しっかりと活性ができる意味でも、頑張られてると

いうことは理解してますから。今、おっしゃったよ

うに、また新しいタイプをつくるのであれば、そう

いった形でまたきちんと、分かりやすくすぐ説明で

きるような体制であればなおさらいいと思いますの

で、ひとつ、頑張っていただきたいなと思っていま

す。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 すみません、私も引き続きおきな

わ彩発見の質疑させてください。やはり、今、よく

分からないのが、当該法人を害する場合があったら

出さなくてもいいと。害するということは、どういっ

た害なんですか。今、部長説明していましたけれど

も。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

その法人の、企業の経営状態が明らかになってし

まうっていうふうに理解しております。

○中川京貴委員 今回公開しなかったのは、その業

界団体が公開しないでくれという要望があったと。

もし、その業界団体からそういうのがなければ、県

は公表するつもりだったんですか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

業界団体からの意見っていうのは、あくまでも意

思として参考までにさせていただきました。私たち

としては、行政として、情報公開条例に基づいて適

切に判断をしたというふうに考えております。

○中川京貴委員 これから、そういったことがあま

りないように、これは公正・公平じゃなかったんじゃ

ないかという意見でありますので、しっかり対応し

ていただきたいと思っています。

それともう一つは、この旅行業者が、僕は彩発見

でこのコロナ禍が収まったらぜひやっていただきた

いという立場なんですが、旅行業者が立て替えて、

その後、県から振り込まれてくるのが遅いという意

見があったんですが、この点についていかがでしょ

うか。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

今のは、第１弾のときの事務の執行の在り方だっ

たと思います。これは、マスコミのほうにも報道と

して掲載されたっていうふうに覚えているんですけ

れども、確かにそういうのがございました。ただ、

そういった御指摘を踏まえて、第３弾につきまして

は、前金というか準備資金それをしっかりとお支払

いをして精算を早めるっていうふうに改善をしてお

ります。

○中川京貴委員 ぜひ、一つだけは要望したいのは、

このおきなわ彩発見を利用された方が、２回も３回

も、もうすばらしかったと。しかしながら、初めて

行きたい方がもう申込みをしたら終わってると。一

度行った方々は外して、残りの人たちが使えるよう

にしていただきたいって要望があったんですけど、

これいかがでしょう。

○山川哲男観光政策課長 お答えいたします。

特に、第３弾のときには、これリアル店舗のほう

での販売っていうものをメインで行いました。その

ときに、実際の話として、目の前の人が多くを購入

して自分の番になったときにはもう売り切れていま

したという話もありましたので、今後、予定されて

いる第４弾につきましては、その辺の県民の皆様の

御意見も加味した形で、販売方法を検討する必要が

あると考えます。

○中川京貴委員 ぜひ、今まで一度も利用されてい

ない方々に幅広くやらないと、これ公正・公平に欠

けると思っています。今までこの利用されていない

方々は優先になるということでよろしいですか。

○又吉信観光振興課長 彩発見の第４弾については、

国の官公庁の補助事業を使ってやることになって、

観光政策課か観光振興課のほうで実施することに

なっています。62億ほど交付決定をもらって、８月

の臨時議会で準備のための事務経費という形で2.6億

円ほど補正予算を組ませていただきました。今、そ

れについては、ステージ２にならないといけないと

いう条件はあるんですけども、一応準備がいろいろ

あって、11月１日、そのときの感染状況にもよりま

すけれども、そこを目指して今、鋭意準備を進めて

いるところです。先ほど部長からありましたけれど

も、第１弾から第３弾までいろんな課題があったの

で、それをどうやって工夫できるかという形でいろ

いろ検討をしておりまして、例えば、ＱＲコードで

すぐ決済できるようにするとか、そうするとそのホ

テルなり、旅行会社なりに月締めとかで支払うこと

ができるとか、いろいろそういうふうな工夫を考え
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ております。販売についても、宿泊のみのクーポン

とか、宿泊と観光体験、あるいは観光施設セットに

したクーポン、あるいは宿泊と飛行機で離島とか行っ

てもらうというふうなクーポン、３種類分けて発行

するというふうに考えております。それで、これ今

のところ12月末までの宿泊になっていますので、正

味２か月ぐらいが―今後、国に延長を要望していき

たいと考えているんですけれども、２か月ぐらいに

なっております。内々で、この先ほどあった、ＪＡ

ＴＡとかＡＮＴＡさんの会員のほうに、どの券種で

どれぐらいだったら販売できますかと聞くと、実は、

まだまだ予算に余りがあるので販売についてはそん

なに前回みたいに―前回がたしか第３弾でいうと

３億ぐらいだったものですから、それの10倍以上あ

るので、そういう買い占めという―もう２か月間の

宿泊ですので、起こらないのかなと。あと、宿泊に

ついては……。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、中川委員から、一度も利用した

ことがない方々を優先にして実施できない

のかということを聞いているとの指摘が

あった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

又吉信観光振興課長。

○又吉信観光振興課長 すみません、今まで使った

方かどうかというのがちょっと分からない、販売す

るところではですね。ですので、ちょっとそういう

取扱いはできないのかなと思っております。ただ、

買い占めについては、旅行会社とかで相対でする、

あと、宿泊については、ちょっと大手スーパーさん

とか、今そこら辺でも販売できないかというのを調

整していますので、そういうところで、例えば、１人

何枚までとかそういう制限はかけることができるの

かなというふうに考えております。

○中川京貴委員 やっぱりツーリストで名前と住所

とめて、これ利用をしましたという証明書があるは

ずですから、これはすぐ調べようと思ったらできる

と思うんですよね。この辺はぜひ知恵を出してやっ

ていただきたい。

次の質問に移ります。

334ページ、マリンタウンＭＩＣＥ事業について質

問をします。実は、この事業始まって予算化されて

いますが、これまで何年で予算どれだけ使ったか教

えてください。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 平成24年の調査事業

から含めますと、トータルで73億になります。これ

は用地購入費も含めております。

○中川京貴委員 用地購入は別で、調査だけで幾ら

ですか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 お答えします。

用地購入費を除いた調査事業等で３億6600万円、

用地購入費が約69億になります。

○中川京貴委員 この用地購入の69億の利息は幾ら

ですか。これまでに払った利息、トータルを教えて

ください。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 お答えします。

約7900万円になります。

○中川京貴委員 部長。この件は我々がもうずっと

自民党県会派としても進めてきて、このＭＩＣＥは

必要性があると。先ほど、新垣新委員からも質問あ

りました、ＩＲを含めた総合リゾート型の施設が好

ましいんじゃないかと進めてきましたが、これ白紙

に戻って、今、ＰＦＩ事業でやると言っていますが、

その見通しについてお聞きしたい。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 ＭＩＣＥ施設のＰＦ

Ｉ事業での実施につきましては、これまで民間対話

ということでサウンディング調査を実施してきてい

ます。その中で、参加意欲のある事業者さん、複数

確認しておりますので、事業実現の可能性はあると

考えております。

○中川京貴委員 部長、7900万もね、利息を払い続

けているんですよ。調査費も約３億円超しています。

どっかで決めないと、そのまま払いっぱなしになる

んですよ。これは県民の税金じゃないですか。これ

単費でしょう、県の。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 利息の財源について

は県の単独になります。

○中川京貴委員 部長、あえてお聞きしますが、こ

の平成24年からＭＩＣＥ担当の課長は何回変わって

いますか。平成24年から何年になるね。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 ＭＩＣＥの担当課が

新しくできたのが28年になっております。それから、

課長としては４名であったと記憶しております。

○中川京貴委員 部長、お聞きしますけどね、こう

いった大事な担当部署がころころ課長が変わって、

本当に実現できるんですか。そこに専門職を置いて、

国との交渉とかいろんな―もう部長も経験あると思

いますが、そういった専門職を積み上げていかない

と、果たしてこの事業成功しますか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 大型ＭＩＣＥ施

設を実現するために、ＭＩＣＥ推進課、独立した組

織をつくったところでありますし、そこに技術職を

配置したり、あるいは、その一定のスタッフを配置

しているというところでありますので、県としては
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年度、年度で人事のローテはあるかとは思いますけ

れども、そのノウハウなりは蓄積されつつ、また新

たな調査を重ねながら精度を高めていって、早い時

期の基本計画の策定につなげて、実現に向けて取組

を進めていきたいと思っています。

○中川京貴委員 私はこの一般質問でも取り上げま

したが、県の職員の適材適所に配置されているかと

いうことは、この意味も含めてやはり事業を計画し

たらその事業やり遂げるまで専門職を育てるべきだ

と。その度に担当職員が変わったら、また一からや

り直しになると。それがやる気のなさじゃないかな

と思っていますが、いかがでしょうか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 専門職を置いて

というところで、個人のノウハウの蓄積というのも

大事かもしれませんけれども、このノウハウという

のは組織に蓄積されると思っておりますので、人が

変わったから後退するとかそういうことはないかと

思っています。

○中川京貴委員 それじゃあなぜ損害賠償、訴えら

れたんですか。見切り発車をして、土地購入して。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 昨年度の和解金につ

いて御説明します。県と落札者による落札決定の無

効の確認に当たり、契約を締結できなかったことに

ついては、県と落札者双方の責めに帰すべき事由が

ないこと、それから発生した費用の負担については、

つり合いのとれた状態に是正することが信義則や公

平の観点に基づき適切であることから、県が落札者

決定の準備費用に当たる直接経費を補塡して和解す

ることで合意に至ったものであって、損害賠償では

ないというふうに考えています。

○中川京貴委員 当初皆さんは、県議会においての

説明は、仮契約であって、これが事業執行をされな

くても一銭も予算措置負担するものではないという

答弁をしておりました。しかしながら結果的には損

金を与えたと、そして和解したと思っております。

じゃあ、なぜ和解したんですか、和解しなければよ

かったんじゃないですか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 信義則それから公平

の観点から和解したということです。

○中川京貴委員 最後、確認しますけど、皆さん方

が締結したときの項目には損害賠償って載っていな

いですか。和解条項の中に書かれていないですか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 乙号議案として提出

したものでは、和解等についてということで提出し

ております。当時提出した議案書の理由の中を読み

上げますと、「沖縄県大型ＭＩＣＥ施設整備運営事業

の契約に係る落札者の決定の無効の確認について和

解をし、及び損害賠償の額を定めるためには、地方

自治法第96条第１項の規定により議会の議決を必要

とする。これがこの議案を提案する理由である。」と

記載されています。

民法第695条による和解は、当事者間の合意に基づ

く紛争解決の手段であり、裁判所が間に入らないた

め、和解金の法的性質が損失補償なのか損害賠償な

のか、必ずしも明らかになるものではありません。

しかしながら、本件において弁護士に相談し、県に

落札者の準備費用を負担する義務が生じる法律的な

根拠を確認したところ、県が落札者に支払う和解金

の法的性質は損害賠償と解釈し得ることから、地方

自治法第96条第１項の規定による法律上、その義務

に属する損害賠償の額を定めることに当たるものと

して、議会の議決を求めるのが適当と判断して、提

出したものとなっております。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員長から執行部に対し、

先ほどの損害賠償ではない旨の発言につい

て訂正する必要がないかとの確認があっ

た。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

白井勝也ＭＩＣＥ推進課長。

〇白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 先ほど、損害賠償で

はないという話ではあったんですが、法的性格から

すると、損失補償なのか、損害賠償なのかっていう

ところは、明らかにはできるものではないというと

ころがあります。一方、県議会に諮るためには、損

害賠償というところがありますので、その解釈を踏

まえて……。

○中川京貴委員 ちょっと待ってください。弁護士

から損害賠償と言われたから、この議案を出したん

でしょう。さっき説明、読み上げて最後のそう説明

していますよ。弁護士に相談したら、弁護士が損害

賠償に当たると言って議案提出しましたっていうの

をはっきりさせないと、次の質問できないです。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、中川委員及び西銘委員長から改

めて発言の訂正は必要はないかとの確認が

あった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

白井勝也ＭＩＣＥ推進課長。

〇白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 すみません。先ほど、

損害賠償に当たらないというのは、取消ししたいと

思います。

それでもう一度、答弁させていただきたいんです

けど、民法第695条に、和解は当事者間の合意に基づ
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く紛争解決の手段であり、裁判所は間に入らないた

め、和解金の法的性質が損失補償なのか損害賠償な

のか必ずしも明らかになっていません。しかしなが

ら、本件について弁護士に相談し、県の落札者の準

備費用を負担する義務が生じ得る法律的な根拠を確

認したところ、県が落札者に支払う和解金の法的性

質は損害賠償と解釈し得ることから、地方自治法第

96条第１項の規定により議会の議決を求めたものに

なっています。

○中川京貴委員 部長、これは、やはり県民の税金、

単独予算ですから。これまで約7900万の利息を払っ

て、見切り発車で69億の土地を購入しております。

これは、そのまま見通しがつかなければ塩漬けにな

るんですよ。これ、県民から訴訟、訴えられても僕

はおかしくない事案だと思っていますので、ぜひ委

員長、この件については、知事を呼んでしっかり確

認をしたいと思いますので、要調査事項でお願いし

たいと思います。

○西銘啓史郎委員長 後ほど、質疑終了後にもう一

度、要調査事項は整理したいと思います。

以上で、文化観光スポーツ部関係決算事項に対す

る質疑を終結いたします。

休憩いたします。

休憩午後５時13分

再開午後５時24分

（休憩中に、執行部退席。事務局から要調査

事項の取扱いについて説明があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

次に、決算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず、各委員から提起のありました要調査事項に

ついて、各要調査事項ごとにこれを提起しようとす

る委員から改めてその理由を説明した後、当該要調

査事項を報告することに反対の意見がありましたら、

各委員からの御発言をお願いいたします。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付

してあります要調査事項の順番でお願いいたします。

では、まず項目１、海外事務所等管理運営事業に

ついての提案について、中川委員お願いします。

○中川京貴委員 海外事務所管理運営事業につきま

しては私、要調査事項を要望しましたが、取り下げ

たいと思っております。

理由は、後の答弁でも、1000万観光を目指してき

ておりましたが、1200万を目標に定めて海外事務所

に対しても費用対効果が出ていると。予算について

も今後、前向きな部長から話がありましたが、知事

を呼んで聞きたかったんですが、部長の答弁のとお

りでよろしいかと思います。取り下げます。

○西銘啓史郎委員長 では、１については、中川委

員から取り下げということで。

次に２、万国津梁会議の今後の方向性について、

大浜委員。

○大浜一郎委員 万国津梁会議についてであります

けれども、いろいろと部長から御説明がありました

が、やはり私は当初からこの文化観光スポーツ部が

これを取扱うことに非常に疑問を持っておりました。

今日の方向性についても、ちょっと納得した答弁で

は私はなかったというふうに思っております。今後

も、この万国津梁会議という名称を使った会議にお

いては、今後どのような方向であるべきかというの

を部局内で、きちんとした方向性が確認されたとい

うふうに私は捉えられませんでしたので、その点に

ついて、これは肝煎りなことをやるということが５つ

の大事な要素になっておりますので、知事から今後

の在り方についてしっかりと答弁をいただきたいと

いうふうに思っております。

○西銘啓史郎委員長 ただいまの大浜一郎委員から

の説明に対して、反対の御意見はありませんか。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 今後の在り方について、部課長が

しっかりと答弁をしておりますので、知事を呼んで

調査事項をやるという必要は、私は感じません。

○西銘啓史郎委員長 ほかに御意見ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○西銘啓史郎委員長 意見なしと認めます。

まず、第２番目については以上にいたします。

次に３番目、マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事

業に関する経過と今後について、これは大浜一郎、

中川京貴両委員からありました。どなたが説明しま

すか。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 私はこのマリンタウンＭＩＣＥエ

リア形成事業について、県は基本的に国との連携を

断念をしたというところから再スタートしたという

ふうに認識をしております。今年の３月までにある

方向性を見いだすというのが、議会での当時の部長

の一般質問に対する答弁でありましたが、それが果

たせぬまま、そのまま来ているということです。そ

れで、コロナ禍においての事業の見直しが必要だと

いうことは理解はできますが、しかしながら、民間

を主体とした、これは投資案件になりますので、そ

の辺の方向性について、どれぐらいの期間でプラン

ニングが見える化できるかということについての質

問においては、その見える化の時期が明確にしっか
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りと答弁をいただけなかったということであります。

また、中川委員が言ったことも加味をして、この事

業を本当に進めていくために、知事はしっかりこの

事業の進め方をどう捉えているかということについ

ては、しっかりとその方向性について納得のいく答

弁を求めたいというふうに思っておりますので、要

調査事項としてお取扱いをお願いをしたいと思いま

す。

○西銘啓史郎委員長 ただいまの３、マリンタウン

ＭＩＣＥエリア形成事業に関する経過と今後につい

てということで、要調査事項に対する説明がありま

した。この項目について、反対の御意見はありませ

んか。

翁長雄治委員。

○翁長雄治委員 先ほどの質疑の中で、委員のほう

から出てきたものについては部課長がしっかりお答

えしていたかと思います。これ以上掘り下げようが

ないんじゃないかなと思いますので、要調査事項に

なじまないのではないかと思います。

○西銘啓史郎委員長 ほかに反対の御意見はありま

せんか。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 今、翁長委員がおっしゃったよう

に、しっかりと部課長は答弁をしてますよ。だから、

そういうことで、あえて知事を呼んでやるという必

要はないと思います。

○西銘啓史郎委員長 ほかに御意見ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○西銘啓史郎委員長 意見なしと認めます。

では、以上で要調査事項に係る提起理由の説明と、

反対意見の表明を終結いたします。

次に、要調査事項に係る決算特別委員会における

調査の必要性及び整理等について、休憩中に御協議

をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項の必要性及び整理等

について協議した結果、２項目について提

起することで意見の一致を見た。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

要調査事項につきましては、休憩中に御協議いた

しましたとおり報告することといたします。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から特記事項について説

明があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

次に、特記事項について、御提案がありましたら

挙手の上、御発言をお願いします。

（「提案なし」と呼ぶ者あり）

○西銘啓史郎委員長 提案なしと認めます。

以上で、特記事項についての提案等を終結いたし

ます。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む決算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、10月18日 月曜日 午

前９時までにタブレットに格納することにより、決

算特別委員に配付することになっています。

また、決算特別委員が調査報告書に関して常任委

員長に対し質疑を行う場合には、同日18日 月曜日

の午後３時までに政務調査課に通告することになっ

ております。

決算特別委員の皆様は、10月18日 月曜日に各常

任委員会の調査報告書を御確認いただき、各常任委

員長への質疑を行う場合は、同日の午後３時までに

政務調査課へ通告書を提出するよう御対応をお願い

いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 西 銘 啓史郎
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令 和 ３ 年 第 ８ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和３年10月13日 (水曜日)

開 会 午前10時３分

散 会 午後７時２分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県一般会計決算

第８回議会 の認定について（保健医療部所

認定第１号 管分）

２ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県国民健康保険

第８回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第20号 て

３ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県病院事業会計

第８回議会 決算の認定について

認定第21号

４ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 末 松 文 信君

副委員長 石 原 朝 子さん

委 員 小 渡 良太郎君 新 垣 淑 豊君

仲 里 全 孝君 照 屋 大 河君

比 嘉 京 子さん 瀬 長 美佐雄君

玉 城 ノブ子さん 喜友名 智 子さん

欠席委員

上 原 章君

※ 決算議案の審査等に関する基本的事項

４（６）に基づき、監査委員である上原章

君は調査に加わらない。

説明のため出席した者の職、氏名

保 健 医 療 部 長 大 城 玲 子さん

医 療 技 監 兼
糸 数 公君保 健 衛 生 統 括 監

医 療 企 画 統 括 監 諸見里 真君

保 健 医 療 総 務 課 長 名 城 政 広君

保 健 医 療 総 務 課
糸 洲 名 子さん看 護 専 門 監

医 療 政 策 課 長 宮 城 優君

医療政策課北部医療
川 満 孝 幸君センター整備推進室長

健 康 長 寿 課 長 比 嘉 貢君

地 域 保 健 課 長 国 吉 悦 子さん

衛 生 薬 務 課 長 田 端 亜 樹君

衛生薬務課薬務専門監 池 間 博 則君

感 染 症 対 策 課 長 嘉 数 広 樹君

ワクチン接種等戦略課長 城 間 敦君

ワ ク チ ン 接 種 等
平 良 勝 也君戦 略 課 班 長

ワ ク チ ン 接 種 等
嘉 数 亨君戦 略 課 班 長

国 民 健 康 保 険 課 長 仲 間 秀 美さん

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁君

病 院 事 業 統 括 監 玉 城 洋君

病 院 事 業 総 務 課 長 上 原 宏 明君

病 院 事 業 総 務 課
津 波 幸 代さん看 護 企 画 監

病院事業総務課班長 松 元 博 久君

病 院 事 業 総 務 課
佐久本 愉君人 事 労 務 管 理 室 長

病院事業総務課新型コロ
當 銘 哲 也君ナウイルス感染症対策室長

病 院 事 業 経 営 課 長 與 儀 秀 行君

病院事業経営課班長 山 里 修 一君

北 部 病 院 長 久 貝 忠 男君

中 部 病 院 長 玉 城 和 光君

南部医療センター・
和 氣 亨君こども医療センター院長

精 和 病 院 長 親富祖 勝 己君

宮 古 病 院 長 本 永 英 治君

八 重 山 病 院 長 篠 﨑 裕 子さん
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○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件、「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る、令和３年

第８回議会認定第１号、同認定第20号及び同認定第

21号の決算３件の調査並びに決算調査報告書記載内

容等についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、保健医療部長、病院事業局

文教厚生委員会記録（第２号）
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長及び各県立病院長の出席を求めております。

まず初めに、病院事業局長から病院事業関係決算

事項の概要説明を求めます。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 それでは病院事業局の令

和２年度、決算の概要についてサイドブックスに掲

載されております、令和２年度沖縄県病院事業会計

決算書に基づいて御説明申し上げます。

初めに事業概要から御説明いたします。

決算書の15ページを御覧ください。

事業報告書の１、概況の（１）総括事項について、

ア、沖縄県病院事業は、県立北部病院をはじめ、６つ

の県立病院と16か所の附属診療所を運営し、イ、県

民の健康保持に必要な医療を提供するため、医師や

看護師等の医療技術員の確保とともに、施設及び医

療機器の充実を図るなど、医療水準の向上に努めて

おります。エ、業務状況については、入院患者延数

が54万7749人、外来患者延数が65万4810人で総利用

患者延数は120万2559人となり、前年度と比べて22万

6682人の減少となりました。

次に、決算状況について御説明いたします。

恐縮ですが、１ページに戻りまして御説明いたし

ます。

まず、決算報告書の（１）収益的収入及び支出に

ついて、収入の第１款病院事業収益は、予算額合計

647億6975万5000円に対して決算額は640億9834万

4277円で、予算額に比べて６億7141万723円の減収と

なっております。その主な要因は、患者数が当初の

見込みより少なかったため、第１項の医業収益にお

いて75億3838万4682円の減収が生じたことによるも

のであります。

次に、支出の第１款病院事業費用は、予算額合計

679億8455万7000円に対して決算額は608億2450万

815円で、不用額は70億624万2185円となっておりま

す。その主な要因は、給料及び手当などが当初の見

込みを下回ったため、第１項の医業費用において63億

3667万6321円の不用が生じたことによるものであり

ます。

２ページを御覧ください。

（２）資本的収入及び支出について、収入の第１款

資本的収入は、予算額合計72億5898万3000円に対し

て決算額は52億4036万7800円で、予算額に比べて20億

1861万5200円の減収となっております。その主な要

因は、施設整備費の執行減及び繰越しに伴い企業債

借入れが減少したため、第１項の企業債において18億

1780万円の減収が生じたことによるものであります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計80億

6692万4800円に対して決算額は56億6160万670円で、

翌年度への繰越額が11億9533万5554円で、不用額が

12億998万8576円となっております。その主な要因は、

施設整備費における入札執行残のほか、新型コロナ

ウイルス感染症に係る入院受入れの対応など、その

対策を優先したことによる工事着手の遅れ等による

ものであり、第１項の建設改良費において11億447万

1684円の不用が生じたことによるものであります。

３ページを御覧ください。

令和２年４月１日から令和３年３月31日までの損

益計算書に基づきまして、経営成績について御説明

申し上げます。

１の医業収益は、入院収益、外来収益などを合計

した460億8020万9135円で、２の医業費用は、給与費、

材料費、経費などを合計した576億4366万4366円で、

１の医業収益から２の医業費用を差し引いた医業損

失は115億6345万5241円となっております。

３の医業外収益は、受取利息配当金、他会計補助

金、国庫補助金などの合計で、169億9621万8489円と

なっております。

４ページを御覧ください。

４の医業外費用は、支払利息、長期前払消費税勘

定償却、雑損失を合計した26億3717万494円で、３の

医業外収益から４の医業外費用を差し引きますと、

143億5904万7995円の利益が生じております。これに

医業損失を加えた経常利益は27億9559万2764円と

なっております。

５の特別利益は９億2311万2727円で、６の特別損

失は14億8894万4750円であり、差し引き５億6583万

2023円の損失を計上しており、当年度純利益は22億

2976万741円で、前年度繰越欠損金89億5185万9050円

を合計した当年度未処理欠損金は67億2209万8309円

となっております。

５ページを御覧ください。

剰余金計算書について御説明申し上げます。

表の右の欄、資本合計を御覧ください。

前年度末残高マイナス７億335万2499円に対し、前

年度処分額がゼロ円、当年度変動額は22億2976万

741円で、当年度末残高は15億2640万8242円となって

おります。

下の欠損金処理計算書について御説明申し上げま

す。

１行目、当年度末残高の未処理欠損金は67億2209万

8309円で、これにつきましては、全額を翌年度に繰

り越すこととなります。

６ページを御覧ください。

令和３年３月31日現在における貸借対照表に基づ
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きまして、財政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部における１の固定資産は、（１）の

有形固定資産と、７ページに移りまして（２）の無

形固定資産、（３）の投資を合わせた合計で、464億

530万1834円となっております。

２の流動資産は、（１）の現金預金、（２）の未収

金、（３）の貯蔵品などを合わせた合計で、224億7131万

6925円となっております。

１の固定資産、２の流動資産を合わせた資産合計

は688億7661万8759円となっております。

８ページを御覧ください。

次に、負債の部における３の固定負債は、（１）の

企業債、（２）の他会計借入金などを合わせた合計で、

409億7487万6504円となっております。

４の流動負債は、（２）の企業債、（３）の他会計

借入金、（４）のリース債務などを合わせた合計で、

112億5040万4965円となっております。

５の繰延収益で、長期前受金から収益化累計額を

差し引いた繰延収益合計は151億2492万9048円となっ

ております。

３の固定負債、４の流動負債、５の繰延収益を合

わせた負債合計は673億5021万517円となっておりま

す。

９ページを御覧ください。

資本の部における資本金合計は18億7858万4732円

となっております。

７の剰余金は、（１）の資本剰余金、（２）の利益

剰余金の合計で、マイナス３億5217万6490円となっ

ております。

６の資本金と７の剰余金を合わせた資本合計は

15億2640万8242円で、これに負債合計を加えた負債

資本合計は688億7661万8759円となっております。

以上で、認定第21号令和２年度沖縄県病院事業会

計決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 病院事業局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算審査等に関する基本的事項に従って行

うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱い等

については、昨日と同様に行うこととし、本日の質

疑終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、引用する決算資料の名称、

ページ、番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願い

いたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに病院事業局関係決算事

項に対する質疑を行います。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 おはようございます。

各病院の院長先生方、本当に大変な中、今日は御

参加いただきましてありがとうございます。この１年

余にわたって、コロナに対して本当に医療現場は我

々が想像できないほどの状況であったというふうに

推察をいたしております。本当に、皆さんに対して

県民の命を守る立場から、御尽力いただきましたこ

とを心から感謝を申し上げて、質問をしたいと思い

ます。

まず、病院の院長先生たちへお聞きしたいと思い

ます。この１年間のコロナウイルス感染から県民の

命を守るために、感染症指定医療機関として重責を

担われたことに感謝を申し上げ、これまでの経験を

通して、今後の医療体制はどうあるべきか、また県

立病院はどうあるべきか、御意見を伺いたいと思い

ます。

同時に、２番目のコロナ対応の医師の時間外労働

の実態について、御一緒に述べていただけますと幸

いです。実態がどうであるのかをあらあらにお話し

をくださって、そして本当に最高どれぐらいまで時

間外労働があったのか、突出すべき事案がありまし

たら、それも加えて御答弁をお願いします。

まず、どちらから行ったらいいでしょうか。じゃ、

南部医療センター、中部病院というふうにお願いし

ていいですか。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 お答えさせていただきます。

まず初めに、委員からはねぎらいの言葉をいただ

き誠にありがとうございます。昨年度より各方面か

らたくさんの支援、感謝の言葉をいただいており、
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これは我々現場の最前線で診療に当たる者にとって

大変大きな励みとなっております。

まず、当院ですけれども当院は子供から大人まで

の大切な命を守り、県民に貢献するという病院の理

念があります。この理念に基づき、今回のコロナ禍

においても、一般の診療をできるだけ最小限にとど

めながら、コロナの診療も行いたいと考えてまいり

ました。

しかし、先般の第５波におきましては、これはも

う大きな災害と捉えて、災害時の医療体制を取るこ

とにしました。すなわち、コロナと我々が担うべき

政策医療である救急医療、この２つを最優先課題と

して、それ以外の診療の一般診療や予定の手術、あ

るいは検査、そういった診療を全てそぎ落して、こ

の２つの機能に特化したわけです。その結果、最後

までコロナの診療と救命救急医療の提供を継続する

ことができました。現在は通常の体制に戻っていま

す。

今後とも、こういった感染症に限らず災害の場合

においては、県立病院として県民に必要とされる医

療をぎりぎりまで提供しつつ、県民を守る最後のと

りでとして、政策医療を担い、地域に貢献していく

べきと考えております。

続きまして、もう一つのほうの質問です。コロナ

に係る職員の時間外勤務の時間についての御報告を

させていただきます。当院における令和３年４月か

ら令和３年８月までを調査しました。医師１人当た

りの平均の時間外勤務数は60時間となっております。

通常の勤務に加えて、時間外勤務が月当たり60時間

ということです。そのうち、コロナに対応する業務

で、コロナの診療が多かった救急科では月平均が65時

間、少し長くなります。それから呼吸器内科の先生

方は41時間、あと感染症内科が34時間、小児感染症

内科が48時間ということで、平均が60時間でしたの

で、極端にコロナに対応したものが時間外が長くなっ

たということではありません。

ただ、ここで申しました感染症内科と小児感染症

内科につきましては、これは病院での時間外勤務で

すので、院外での活動もしておりました。県庁に出

向いたり、あるいは地域に出向いたりしてその指導

を行ったりというところがありますが、これについ

ては残念ながら把握できていませんので、差し控え

させていただきます。

なお、極端に勤務時間が長くなった、時間外が多

かった職員というのは救急科のお一人で、この方は

救急の医師、集中治療を特に専門としておられる先

生が、１か月に144時間という極端に長い時間外勤務

をしておりましたが、これは単にコロナの診療に当

たったということだけではなくて、もともと副部長

の先生で今、救急科の部長が欠員になっております

ので、その代わりの業務もありましたので、コロナ

によってどのぐらい長くなったかという評価までは

できていません。ただ、月144時間勤務したこの５月

というのは、当院ではコロナで７人の人工呼吸の患

者さんが発生したときだったので、恐らくコロナの

診療も大変だっただろうと思います。通常の月はこ

の先生も110時間程度の時間外勤務ですから、５月が

特出して長かったということになります。

以上、お答えとさせていただきます。

○久貝忠男北部病院長 県民の皆様に本当にたくさ

んのエールをいただきまして、ありがとうございま

した。

当院では北部医療圏の中核病院として、先ほど南

部医療センターの院長からも説明ありましたように、

通常診療とコロナ診療をどのようにバランスよく行

うか、これを常日頃から葛藤しましてやってきまし

た。

そしてもう一つ、北部地区と中南部と、ちょっと

北部が特筆すべきところは、保健所と医師会と北部

病院、まあ医師会病院もありますけど、その三者が

非常にうまいこと協力しながら、バランスを保ちな

がらできたということが、今回非常にいい事例かな

と思います。

もう一つは、感染流行に柔軟に対応できるように

体制をしいてきました。日頃から北部病院は人員が

少ない中、本当にコロナに対応していただいて、私

たちも職員には頭が下がる思いでした。

詳しいあれですけど、コロナの第５波で北部もか

なりの痛手を負いましたが、その中で時間外労働が

どれぐらいあったのかなということをちょっと調べ

ましたが、コロナに対応するドクターを中心に調べ

ましたところ、これは当直も含みますが、大体月平

均で161時間、そして最高で231時間ということがあ

りました。これは大体当直の時間帯が―当直は義務

ですから、大体60％を差し引きますと平均で96時間、

最高で138時間という、このような非常にコロナに対

応するドクターに関しては、かなりの負担になった

のかなと思っております。

そのコロナに対応するドクター以外に非コロナに

対するドクターも、それを支えるために一般診療に

非常に尽力していますので、その辺は我々みんなが

同じ方向に向かってやったという結果で、何とか診

療を保てたと思っております。

以上です。
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○親富祖勝己精和病院長 お答えいたします。

精和病院は県立唯一の精神科病院でして、広域的

な見地から、精神保健福祉法第19条の７に基づいて

政策医療を行っていますが、今回新型コロナウイル

ス感染症に対応するため、既存の病棟１か所、約53人

の入院中の患者さんを民間の精神科医療機関に転院

していただいて、コロナ専用の病棟を整備すること

ができました。

精和病院の役割としては、精神疾患を有する新型

コロナウイルス感染症患者の入院受入れを行うとい

うことでした。今後も県立の精神科病院として、地

域に必要な精神科医療の確保に取り組むことはもち

ろんのこと、民間の精神科病院で対応困難な医療を

などを行い、県内精神科医療の中核病院を今後目指

していきたいと考えております。

一方で、毎年のようにこちらで訴えさせていただ

いているのですけれども、築後35年を経過して施設

が老朽化しているため、現在の多様化した精神医療

のニーズに十分に応えられない状況になっています。

例を挙げますと、コロナ病棟を立ち上げたのです

けれども、そのコロナ病棟の一室のエアコンが故障

して、一時的に閉鎖して、感染予防を十分に行った

上で、その一室のエアコンの修理を自院の職員で行

うというようなことも経験しました。こういうこと

を考えますとやはり、そろそろ新しい精和病院とい

うことも考える必要があるというふうにして思って

おり、今後の精和病院の在り方については総合病院

への統合も含めて、現在検討中です。

以上です。

○篠崎裕子八重山病院長 当院は八重山圏域の唯一

の中核病院としての位置づけがありまして、通常の

診療を制限してコロナに対応したくても、やはりほ

かに代替する病院がないというような現状がありま

すので、どうにか２つを共存しながら運営するのに

少し苦労はしました。しっかりとコロナに対応する

先生方、あと周産期とか小児科、化学療法、そうい

うところはなるべくコロナに関わらずに、一般の診

療を継続してもらうような形を取らせていただきま

した。

あと、当院は10対１の看護体制のために、コロナ

の感染者が多く入院した場合には、コロナの対応す

る看護師さんの不足により、やむなく１つの病棟を

閉じて、その分の看護師をコロナ病棟に集約してど

うにかコロナを対応したという状況があります。や

はり10対１の中で、ほかの沖縄本島の病院との７対

１とは違って職員の数が少ないというのは、やはり

こういう形の新興感染症、それから災害のときに、

一番は人的な余裕がないとやっていけないというの

を今回つくづく感じた次第です。やはり今後は余裕

を持った人員配置が望ましいのではないかと思って

おります。

あと、医師の時間外なんですけれども、当院ははっ

きりとコロナに関わる医師を内科を中心に分けまし

たので、内科的に今年の１月に最大４人の人工呼吸

器の重傷者を診たということもありまして、コロナ

に対応した医師の平均的、月に60時間以上の時間外

を超えた医師が数名います。中には90時間以上の人

もいたりして、かなり過酷な業務をさせていたので

はないかと思ってはおります。

やはり、そういうふうな形でしか医療を守れない

という状況がありますので、2024年から始まります

医師の働き方改革に向けて、医師の増員なり、しっ

かりとした対応を確立していかないと今後の災害に

対しても、診療を制限してじゃないとそういうふう

な対応ができないという状況になりますので、ぜひ

とも医師の増員とかを当院としては望んでおります。

以上です。

○本永英治宮古病院長 発表する前に、宮古病院も

島内外からの支援をいただき、コロナの危機を乗り

越えたことを皆さんに報告して、また感謝の気持ち

を表したいと思います。

宮古病院は、今年の１月の終わりから２月にかけ

て、初めて用意していた病棟に患者が埋まってしまっ

たという状況がありまして、さらに高齢者の複数施

設での患者発生がありまして、非常に医療危機を迎

えて、それを何とか島内外からの支援をもって、ま

た自衛隊の派遣ももって乗り越えたんです。

それを乗り越えた中身を我々は分析しまして、結

局、感染症指定病院として宮古病院が中心になって

やってきたわけなんですけど、我々の許容能力を超

えた患者が発生したときには、やっぱり地域全体と

してみんなで協力していかないとうまく対応できな

いということも分かってきて、そのときに島外から

のＤＭＡＴの先生方とか、厚生労働省派遣の先生方

とかいろんな方たちからの意見をもらって、結局災

害医療本部を保健所につくって、医師会、それから

後方病院として徳洲会、それから宮古事務所、宮古

島市、そういったところでみんなで協力して分担し

て対応していくというシステムをつくったんですね。

それによって業務が流れるようになって、宮古病院

だけが患者を受け入れるんじゃなくて、ある程度の

治療が終わったら徳洲会に受け持ってもらうとか、

ホテルに流していくとか、それから自宅療養のスキー

ムをつくって対応していくとか、いろんな協力体制
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が出来上がったんですね。

これは１つは情報を共有するシステムです。ネッ

トワークがもちろんとても大事で、今起きているこ

との情報を一瞬にして共有していくということがと

ても大事だということで、情報を共有するネットワー

ク、これが一番大事じゃないかという話もしました。

それで医療本部として保健所を立てて、あと保健

所の機能を維持しないと、発生した患者の周囲のフ

ォローとかそういうのができなくなるので、やっぱ

り保健所の機能をなるべく維持する。それから患者

の大量発生に関しては、ネットワーク、それからシ

ステムで対応していくというふうなことを我々は

１月、２月の経験から生み出して、この８月にもま

た同じように患者が大量発生したんですけど、この

システムでもってうまく対応できて何とか乗り切っ

ています。

それで大きな我々の見えてきたことは、高齢者が

入院すると入院期間がすごく長くなるということが

分かりました。それから重症化していくということ

も分かりましたので、高齢者が入院するとベッドの

回転率が悪くなって、どんどん入院患者が増えてい

くという状況が生まれますので、やっぱり高齢者を

何とかブロックしないといけないということがだん

だん分かってきて、やっぱり高齢者の施設に行って

感染症の啓蒙活動をするとか、それからワクチン接

種を完全にしていただくとか、第６波に向けてもやっ

ぱり高齢者を守っていけば病院も何とか守れるだろ

うというのがまず最初にあります。

そういったことで、我々はネットワーク、それか

らシステムでコロナには対応していくと。それから

医療本部を立てて、保健所を中心とした医療本部活

動をどんどん積極的にしていくということで、何と

か住民と共同してコロナには対応していかないと、

恐らく第６波、第７波も同じようなことになるとい

うふうに思っています。大体こんな形で宮古病院は

対応しています。

それから八重山病院からも話されたように、看護

体制がやっぱり10対１なので、我々の病院も感染症

病棟が45床あるんですけど、そこに15人の患者が入

院するとあっという間に看護体制が崩れて、結局15人

以上入院してくると手術制限をしたり外来の検査制

限をしたりして、そこから浮いた看護師を病棟に回

すということをしています。それ以上どんどん増え

ていくと、今度はまた別の病棟を全部閉めて、そこ

からまた浮いた看護師を病棟に回すということが現

実なんです。それからさらにもっと患者が増えると、

もう外来も一般外来を閉めて、電話診療に変えて、

そこでも浮いた看護師を回してみんなで対応してい

くということなんですね。

そういう形でやっていくのが大体我々は分かって

きましたので、でも人の不足とか、そういうので解

消できるんだったら、やっぱりそこは解消してほし

いというふうに思っています。

最後になりますけれども、令和２年の７月から令

和３年３月までで当院の新型コロナウイルス感染症

に関わった医師の平均の時間外は91時間です。その

中でも突出した方が１人、２人いまして、一番多かっ

たのが143時間です。ただし、その医者たちはコロナ

感染症の業務以外の外来業務とか当直業務は全部外

して、なるべく負担をかけないような対応をしてい

ました。

以上です。

○玉城和光中部病院長 まずは私なりに、沖縄県が

果たしてきた今回のコロナに対するやってきたこと、

東京と比べてみてどんなだったのかということで、

ちょっと私なりの総括をしてから、どういう対応、

今後のこととかについて比嘉委員の質問に対してお

答えをしてみたいと思います。

皆さん御存じのように、流行極期の人口10万人当

たりの患者数というのは、沖縄県は東京都をかなり

大きく引き離して断トツの一位だったというのは御

存じだと思いますけれども、そういう中で確かに沖

縄県も医療崩壊のほうに入りかけましたけれども、

自分としては数人の自宅待機あるいはホテル療養中

に亡くなられたという方がいたということは、本当

に残念の極みではあったんですけれども、東京と比

べるとまだそれほど悲惨ではないという形で、なぜ

沖縄県はそういう形でできたのだろうかと。

自分なりの考察をしてみると、沖縄県は2020年の

11月時点での総病床数は１万8672床あるわけです。

そのうち一般病床は9422、そのうちのいわゆるフェー

ズファイブという極期のときには、沖縄県は843床を

コロナに充てているわけです。全病床の約５％をコ

ロナに充てているわけです。ちなみに東京都は全病

床の１％だったと聞いています。

さらに沖縄県はこの５％充てた上で、しかも多く

の医療機関が、もちろん県立病院も、そしてほかの

重点医療機関も、公表している収容可能な患者数を

超えて取ってくれるところも多かったわけです。そ

してコロナ以外の患者もみんな協力して受け入れて

くれたわけなんです。それがあって、かなりそれほ

ど東京と比べて悲惨にはならなかったというふうに

思われます。

ちなみに東京都は、先ほど言ったとおり全病床数
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の約１％コロナに充てているというのを聞いている

んですけれども、聞くところによると、東京都で公

表している収容可能患者数と実際に診療している患

者数が大きく乖離しているという形があって、先日

も報道があったとおり、全部で25人診たけれども、

補助金が14億あったという形の報道がありましたよ

ね。そういう形から見るとやっぱり乖離して、ほと

んど診療してないところも多かったと聞いているわ

けですけど、沖縄県はそうではなかったということ

だろうと思います。充てる病床数も多くて、しかも

コロナもコロナ以外もいっぱい診ていく。だから崩

壊を最小限に抑えられたというのはそういうことで

あったんだろうというのを一応感じています。

結局何でも診る、いわゆるＥＲ型の救急をほとん

ど全ての病院が実践してくれたからこそ、そしてさ

らに後半では、いわゆる待機ステーションとかそう

いうサポートもあって、それがあって乗り切れたん

だろうと思います。

比嘉委員の答えの中の一つで言うと、今後の医療

体制について考えると、今回沖縄県がこうやって提

供した医療体制はすばらしいものだと思うので、こ

ういうＥＲ型救急を中心とした救急体制は絶対やっ

ていくべきだろうと。何でも受け入れるというとこ

ろが、とてもよかったと。

さらにそれに加えて、臨時のいわゆる待機ステー

ションとか、そこではカクテル療法とかも行ったり、

そうやって入院の重症化を防ぐということをやって

くれたおかげで当院も助かったわけですし、そういっ

た待機ステーションあるいは野戦病院とかと言われ

ているものの設備は、いわゆるＥＲ型をやっている

中でそういうのが一部できれば、相当負担が減ると

いう形でうまく機能するのではないかなというふう

に考えています。

今回の第５波を経験する中で当院の感じたことは、

やっぱり患者が一番多いときで、一番マックスは70人

と表示したんですけど、当院最大瞬間風速というか、

一番多いときは74人という形もあって、ＩＣＵも10人

という形になったりして、そういうところは恐らく

多かったと思うんですね。だけど建物自体がやっぱ

り構造上非常に狭隘で、どうしても患者とそうでな

い人たちとの交差が多くて、なかなかゾーニングす

るというのは大変であったというところもあります。

各診療科の治療に対応できる陰圧室の整備とか、特

に先ほど言いました患者の動線の確保というのは特

に大事かなと思っています。あと手術室と分娩室、

後はレントゲン撮るところ、画像撮影、リハビリ、

そして各種検査等、そこのところの動線も含めて全

部大変だったと。あとドアノブ、蛇口、待合スペー

スとかも含めてです。

中部病院は、また基幹型災害拠点病院でもありま

すし、今回のコロナを災害という形で考えますと、

それに耐えられる機能や設備は十分ではやっぱりな

かったなというのが、改めて認識されたというのが

今回の経験です。

あと、コロナ対応の医師の時間外労働の実態につ

いてどのような状況だったかといいますと、時間外

勤務の実態は通常の診療に加えてコロナ対応のため

土日、休日の勤務も発生したということであります。

主な時間外労働の内容というのは、コロナ本部業務

とか院内外のスタッフの教育、相談という形。後は

いわゆるクラスターを早く対応するという形で出向

くとかですね。そして当然そこで医療処置を行って、

24時間の対応体制を取る形でいくというのもかなり

やりましたので、これが時間外の多くなったという

形になったと思います。

令和２年度において感染症内科医師１名の時間外

勤務時間数の中で、８月に197時間というのが一応

１人いて、大体感染症内科医師の４人の時間外勤務

の平均は、もう当然のことながら60時間超えている

という状況に一応なっております。

少し加えますけど、先ほど東京都で25人を診て14億

の補助金をもらったという形の話をしましたけれど

も、あれは患者１人当たり五千数百万の補助金が入っ

たという計算になるわけです。当院を見てみますと、

当院は令和２年度は陽性受入れ患者数は220人。８月

の末日、９月まで入れますと530人という形になりま

す。令和２年度の空床補償を受けたのが18億8000万

ですので、大体１人当たり854万と。

だけどその後、９月までの分を合わせると大体５億

が加わりますので約23億となるんですけれども、今

８月末までに受け入れた患者数は530人なんですね。

ということは、割ってみると１人当たり400万ぐらい

の補助金の購入だったという形、東京都の今の例と

比べると全然違う形であったということを付け加え

ておきます。

以上です。

○末松文信委員長 ありがとうございます。

それでは、精和病院の院長から追加答弁があるそ

うですので、よろしくお願いします。

○親富祖勝己精和病院長 先ほど質問の中で医師の

時間外労働についてお答えするのを失念しておりま

したので、改めてお話ししたいと思います。

精和病院のほうの当初の役割としては、軽症ない

し酸素投与の要らない中等症を引き受けるというこ
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とだったんですけれども、他の総合病院の重点医療

機関が非常に病床が逼迫して、結果的に酸素投与が

必要な中等症の患者さんまで引き受けるというよう

な事態が生じています。

精和病院の場合は、やっぱり施設面で十分ではな

くて、酸素の中央配管がなされておらず、大型の酸

素ボンベを随時病室に運び込んでそれを設置し、バ

ルブでつないでというような対応を取っておりまし

た。

そういうような形で想定外の勤務というか業務が

発生したため、医師の労働時間は、当直を除いた純

粋にコロナ対応での時間外労働としては、最高で月

22時間程度かなというふうにして考えておりますが、

当直を含んだ形での時間外になると最大139時間の医

師が１名おります。

こういう形で、やはりコロナ病棟と一般精神科病

棟の夜間の対応、それから夜間の精神科救急、両方

に対応するためにはどうしても複数名での当直が必

要になってくるということになって、月当たりコロ

ナ前と比較して100時間ほど増加しております。

本来、精和病院は精神科単科の病院ですので、１人

当直だったんです。コロナになってから、コロナへ

の対応のために少なくとも準夜帯は２人体制を維持

するというようなことで、時には終日２人での当直

体制を組まざるを得なかったというようなことが生

じております。

ちなみに、精和病院の２月時点での全国自治体病

院協議会精神科特別部会という県立病院の協会とい

うか集まりがありまして、そちらでのアンケート調

査によりますと、精和病院は国内で約４番目の収容

者を収容しています。その時点、第１位、第２位、

第３位というのは関東地方、それから関西地方の大

都市です。それに続いて沖縄県の精和病院が４番目

というような形で、かなりの数をもう今年の２月時

点で診療しております。

それから、今年の９月にも同じ精神科特別部会と

いう県立病院の精神科の学会がございまして、そこ

で私はシンポジストとして参加したんですけれども、

リモートでですね。その時点でも既に80人目の入院

を受けておりまして、恐らく人口10万単位でいくと

国内最多の収容になるだろうと思います。

以上です。

○比嘉京子委員 先生方の本当にもう日々の内容の、

それこそ一端しかお話ができないような内容ではな

かったかなと察するわけですけれども、今精和病院

の先生のお話は本来ならもっと再質問したいところ

ですが、沖縄県内において精神科病棟の大型のクラ

スター、日本最大級のクラスター等の発生を見てみ

ますと、やっぱり今のようにゾーニングということ

がまずできないこと、これは中部病院も一緒かなと

思うのですけれど。そして換気の問題、窓の閉開の

問題とか構造的な問題と同時に、医療の患者の割合

ということも含めて、これは非常に総合的な判断が、

国の方針も含めて必要ではないかと思いますが、こ

の点について局長としては今後どのようにそれを主

張していかれるおつもりなのか伺いたいと思います。

○我那覇仁病院事業局長 今御指摘の、特に精神科

の病院でかなりクラスターが発生したとか、それか

らそういった感染防御におけるゾーニングの問題、

これは今回のコロナの感染爆発で非常に露呈してき

たということになります。

特に先ほど精和病院長が話したように、この精和

病院が非常に古い建物で、もう酸素のチュービング

とか換気とか、できてないような状況なんですね。

それを改善するために集中的に工事をしたんですが、

それでもまだ十分ではないと。

今後、今回精和病院以外においてもこれは当ては

まることだと思うんですが、こういった構造上の問

題をやっぱり考えながら、新しい病院といいますか、

そういったときにはそれを踏まえてやっぱり考えて

いかなくちゃいけないんじゃないかと。特に精和病

院は老朽化がありまして、現在、県立病院のビジョ

ンのことも含めまして、新しく建物を造る場合には、

この感染症対策ができるようなものをぜひ入れなく

ちゃいけないというふうに考えながら検討していき

たいなと思います。

以上です。

○親富祖勝己精和病院長 局長の答弁に追加してぜ

ひお伝えしたいというふうに考えているのが、イン

フェクションコントロールチーム―ＩＣＴというの

が実は６県立病院全てにありまして、精和病院も例

外なく感染症管理認定看護師１名がおります。一時

は２人ほどいたんですね。

精和病院としては、以前から感染症に対しては非

常に真剣に取り組んでおりまして、季節性インフル

エンザの流行期等を防ぐための感染防御とか、それ

から人の動き、そういったものをコントロールして

病棟内でインフルエンザが大流行しないように、あ

とノロ感染症が発生しないように、それから私が精

和病院に赴任してから１年ほどたってから、ヒトメ

タニューモウイルス感染症というのが１病棟内で流

行して、同じ方が何度も隣の南部医療センターに肺

炎で入院を繰り返したというようなことがありまし

た。
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そういうような経験から、ウイルス感染症に対す

る防疫の意識というのはもともと精和病院は高くて、

おかげさまで、これは本当に運が味方したのかもし

れませんけれども、精和病院ではクラスターは一切

発生しておりません。ただし、職員が感染し、患者

１名が感染するということはありましたけれども、

事前の策を取っておりましたので、これはもう全く

クラスター化しておりません。

それから、最近新聞報道、マスコミでも大きく取

り上げられた国内最大規模のクラスターが中部圏域

で、精神科病院で発生しておりますけれども、どち

らかというと統合失調症を中心にして診るような精

神科病院ではなくて、むしろ総合病院の後方病院的

な、認知症の患者さんを多く収容される病院であっ

て、通常私たちがイメージするような精神科病院と

はちょっと異なるであろうと。そこら辺は注意する

必要があるのではないかと思います。

それから、民間病院さんの精神科のほうでは、や

はり本来ならば福祉の領域に入るような認知症の方

が今認知症病棟にいらっしゃったりというようなこ

とがあって、そこら辺で医療と福祉との境界にある

認知症の方たちが、恐らく大きな犠牲を払ったので

はないのであろうかというふうに推察しております。

詳しい内容については私のところには届いておりま

せんので、これは私のあくまでも私見として、恐ら

く通常の精神科病院、元気に歩き回るような方たち

が入院するような精神科病院での大型クラスターと

いうのは、非常に県内では限られていたというふう

な認識を持っております。

以上です。

○比嘉京子委員 先生方の本当に現場の生の声が伝

わってくるので非常に参考になるなと思うんですが、

次に局長にちょっとお尋ねしたいんですけれど、こ

れだけ、何と言いますか、今私たち医師の働き方改

革で週40時間でしょうか。それから月に40時間です

よね。週に40時間の働き方ということで定数改正を

したんではないかなと思うんですね。変形型労働時

間制ということで、ドクターの数を増やしたと思う

んですが、これは本当に今皆さんがおっしゃるよう

な月297時間であるとか、ほとんどのところでちょっ

と突出はしておりますけれども、これぐらいの超勤

をしながら、しかもこれが一過性的な１か月単位の

ものではなく、１年がかりでこのような超勤の中で

コロナの感染症と闘ってこられたということを考え

ますと、もう本当に頭が下がるなというふうに思い

ますが、先ほどの精和病院と同じように、私、各病

院を回って見ておりましても、中部病院の老朽化も

匹敵するのかなと。古い建物ですね。耐震強度を高

めているかもしれませんけれども、まず新しいと言

われているところのゾーニング、一体どうするのか

しらと思うほど、やっぱり南部医療センターに行っ

ている者からするとすごい差を感じてしまうんです

ね。そこも含めて、ハードな面もソフトな面もぜひ

とも課題が多いなというふうに感じたところです。

質問を進めさせていただきますけれども、次に病

院事業局のほうに伺いたいと思います。審査意見に

よりますと、いつでも言われ続けてはいますけれど

も、医師等の医療スタッフの確保について、医師の

欠員等によりということで診療科目、それから制限

があるというようなことで指摘がありますけれども、

医師と看護師の医療スタッフの充足状況について、

病院事業局のほうにお聞きしたいと思います。

まず、医師の充足率として欠がどれぐらいあるの

か。そして医師の定数枠において、今定数と充足率、

どういう状態にあるのかお聞かせください。

○上原宏明病院事業総務課長 医師の定数の件です

けれども、令和３年９月１日現在、変形労働制が追

加された定数を除きまして、配置定数が415名、それ

に対して欠員は15名となっております。

○比嘉京子委員 これは医師ですか。

○上原宏明病院事業総務課長 医師です。

○比嘉京子委員 変形労働を除くとおっしゃったん

ですけど……。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から定数415名のうち

15名の欠員があるという理解でいいかとの

確認があり、病院事業総務課長から変形労

働制で定数化している52名を除いた部分で

あるとの説明があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 看護師はどうですか。

○上原宏明病院事業総務課長 看護師につきまして

は、同じく９月１日現在で、配置定数1883名に対し

まして欠員が26名となっております。

○比嘉京子委員 例年、途中で退職されるという方

々が、予定外に出られるという理解でいいんですか。

○上原宏明病院事業総務課長 それもございますし、

どうしても看護師さんは女性が多いものですから、

年度中途で育児休業とか取得する方もあって、それ

についてスムーズに臨任の手続を取っているんです

が、なかなか充当できないような状況がございます。

○比嘉京子委員 毎年のように、この話は出てきま

す。突然、妊娠、出産が一、二週間で起こることで
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はなく、予定どおり起こるわけです。ですから、い

つ頃産休を取って、いつ頃どうなってというのはも

うカウントできているわけですね。それを前もって

といいますか、そういうことができないで例年のよ

うに来ているというのかな、来ざるを得ないという

のはどういう理由からですか。

○津波幸代病院事業総務課看護企画監 育休の正職

員の補充人数に関しましては、例年、各病院の月単

位の育休の人数を見ながら算出して、病院と調整し

ているんですが、今年度倍ぐらいに育休者が増えた

病院等がありまして、その辺で欠員とかが生じてい

ると思われます。

○比嘉京子委員 確かにコロナ禍において、それを

というのは分かるんですが、例えば年度当初からそ

れを見越して取るということは、もちろん人件費は

上がるんですけれど、途中で現場にしわ寄せをする

ことを例年やり続けていることを考えると、そうい

う考えはないんでしょうか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 今、

比嘉委員の御指摘があった点につきましては、病院

事業局としましても対応策といたしまして、令和２年

度から前年度に比べまして数十名多く看護師を当初

で採用するという取組を始めております。次年度も

引き続き多めに看護師を確保、当初よりいたしまし

て、欠員を可能な限りないような状況にしたいとい

う取組を始めているところです。

○比嘉京子委員 先ほど医師の話がありましたけれ

ども、この15人というのは、予定どおりの欠になっ

ているのか、突然の欠になっているのか、どうです

か。

○松元博久病院事業総務課班長 お答えします。

医師の人材確保に関しては、年度当初を目指して

確保していくことが多く、予定されているという言

い方になるとちょっとおかしいですけれども、獲得

を目指して確保を目指しているんですけれども、な

かなか診療科偏在であったり地域偏在であったりで

医師確保ができなかった医師の欠員となります。

○比嘉京子委員 先ほど変形労働制における医師の

採用で52名というのがあったんですが、たしかその

定数枠というのは150人余りだったのではないかと覚

えているんですけれど、まだまだ枠がある中で、こ

れは南部や中部は可能かなと思うんですが、宮古、

八重山というのが、なかなかその３交替にマッチす

るだけの医師を確保するということは難しいのでは

ないかと思うんですが、今、欠員があるところはど

ういう方―細かく聞くわけにはいかないのでいいん

ですけれど、それをもう少し緩和すれば満たされる

ということはないんでしょうか。

○上原宏明病院事業総務課長 415名の定数枠から欠

員が生じているので、変形労働制の枠で広げても、

逆に欠員が増えるような形になるかと思います。

○比嘉京子委員 例えば、来てもらうための条件整

備が果たしてニーズに合っているかどうかであると

か、そういう細かい話はちょっと今日できませんけ

れども、ともかく早急に看護師、医師、確保する必

要があるし、それから柔軟に対応して採用していく

ということが求められているのではないかと思うん

ですが、局長、いかがですか。

○我那覇仁病院事業局長 まず、先ほどの変形労働

時間制で、まだ156採用できるんじゃないかというお

話でございましたね。実際それは52というのがある

んですが、その52の中から当直をやるような科が、

そういったのを申し出るわけです。この中で、例え

ば３名、４名、こういうふうに申し出て変形労働時

間をやるというんですが、いきなり３人、４人とい

うふうに一度には来ないということで、１人から始

めて２人同時に始めて、それで出たのが415から実際

その15人で、そこが埋まっていないと。そういうふ

うな理由でございます。

以前もお答えしたことがあると思いますけど、申

告した変形労働時間制で実際来たのはまだ10人なん

ですね。だから、まだまだ入る意思はあるというこ

とになります。それから、御指摘の１人とか２人と

か、そういう科があって、特に宮古、八重山では変

形労働時間制ができないということで、やはり増員

が要求されていると。これも非常に重要な問題だと

思います。

従来はスクラップビルドとかというふうな格好で

やってきたんですけど、なかなかそれでも結構、も

うスクラップするところがあまりないということが

ございまして、実はもう一つ採用の方法として、最

終的には定数条例で増やすということになるんです

が、その前に復職していない１年未満の方に関して

は、そこに人を入れることができると。そういうふ

うな仕組みになっています。これは医師ばかりでは

なくて、看護師、コメディカルの提供ができるとい

うことで、次年度はこういったものを使いながら何

とか増員ができないかと。そういうふうに考えてい

るところでございます。

以上です。

○比嘉京子委員 これまで雇用の形態がよくなれば

とどまってもらえる先生方も多くある意味で逃がし

てきたという経緯があったと思うんですね、県立病

院には。この方をぜひとどめておきたいと思いつつ
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も、正職員になれないという定数枠の中で医師たち

をある意味で逃してしまうという、こういうような

事態が起こらないということがまず大事ですけど、

それと看護師の10対１がこのコロナ禍で非常に響い

ているということも含めて、御答弁は要りませんけ

れど、やっぱりこれは今後の感染症対策のためにど

う見直していくかということも含めて検討を必要と

していると思いますので、ぜひ御検討をお願いした

いと思います。

次に行きます。医療従事者で、今回の１年間で退

職した方々というのがどれぐらいいらして、そして

それは例年とどう違うのかというところを教えてく

ださい。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 お答

えいたします。

病院事業局における令和２年度の普通退職者でご

ざいますけれども、160名となっております。ちなみ

に令和元年度が164名ということになっておりまし

て、前年度と比べまして令和２年度は普通退職者が

４人減っているという状況でございます。

○比嘉京子委員 これは医療従事者を合計してとい

うことでよろしいですか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 その

とおりでございます。

○比嘉京子委員 次に行きます。コロナ関連の補助

金の種類と、その合計金額、それから支給状況とそ

の補助金が６病院にどのように活用されたか伺いま

す。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

令和２年度のコロナ関連補助金の種類と決算額に

つきましては、新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援事業補助金、これは医療分のものですけれども、

こちらにつきましては約13.1億円、それから新型コ

ロナウイルス感染症医療機関協力金が約6.6億円、そ

れから新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医

療機関緊急支援事業補助金が約13.1億円、それから

新型コロナウイルス感染症入院病床確保支援事業補

助金、いわゆる病床確保料と言われているやつです

けれども、こちらのほうが約61.9億円で、合計約93億

円というふうになっております。

○比嘉京子委員 すみません、合計をもう一度お願

いします。

○與儀秀行病院事業経営課長 すみません、失礼し

ました。

病院事業局では、新型コロナウイルス感染症緊急

包括支援事業補助金、こちらのほうを各県立病院か

らの医療資機材等の追加需要に応じて、個人防護具

であったり人工呼吸器等の調達、それから整備とい

うところで行ったところであります。

また、新型コロナウイルス感染症医療機関協力金

につきましては、各県立病院の職員に対して、伝染

病防疫手当の特例支給を行ったところであります。

さらに、新型コロナウイルス感染症患者等入院受

入医療機関緊急支援事業補助金につきましては、県

立病院職員に対して伝染病防疫手当の特例や感染拡

大時対応の特別手当を支給するとともに、県立病院

の診療体制確保に必要な備品等の購入を行ったとこ

ろであります。

なお、空床確保料につきましては、他会計補助金

として医業外収益で受入れを行ったというところで

あります。

以上です。

○比嘉京子委員 なかなか聞き取りにくいんですが、

結論的に言うと、約93億円、コロナ関連の補助金が

入ってきたと。その中で医療従事者には幾ら、どの

項目から払われたんでしょうか。そして、先ほど備

品等に充当されたというのもありましたが、６病院

の備品等へ幾ら、それから従事者へ幾らということ

をお聞きします。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

まず、医療従事者のほうにつきましては、新型コ

ロナウイルス感染症医療機関協力金と、それから新

型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊

急支援事業、こちらの補助金２つを使いまして人件

費等、手当等に充てております。

○比嘉京子委員 その金額をお願いします。先ほど

聞いているんですよ。その合計の金額と備品等に充

当された金額をお聞きしています。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

まず、人件費につきましては約11億8000万円、こ

ちらのほうが６病院に支払われております。内訳と

しまして、各病院ごとの……。

○比嘉京子委員 いえ、必要ないです。

○與儀秀行病院事業経営課長 それから備品の購入

でありますけれども、こちらのほうについては約１億

700万円です。

○比嘉京子委員 例えば、各病院が国のほうに要請

をして試算をして、様々に幅広く使えるという補助

金等もあったと思うんですよね。その中には、例え

ば慰労金的なものとか報奨金的なものもあったと思

うんですが、今皆さんがお配りをした11億円という

ものの内訳というのは、いわゆる当然として来るよ

うな防疫手当であるとか、それから感染症拡大防止

手当であるとか、そういうような当然の費用として
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払われたという理解でよろしいですか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 今、

経営課長のほうから説明がありましたお金、11億余

りにつきましては、国の補助金となっておりまして、

新型コロナに対応した費用に充当するための補助金

となっております。人件費につきましては、委員か

ら今お話がありましたコロナ関係の諸手当に充当し

たものと、それからコロナ業務に当たるために新規

に職員を採用した者の基本給とかに充当できること

になっておりまして、結果的に全てコロナ関係の業

務に充当されております。

○比嘉京子委員 コロナ関係の補助金の総額はと聞

いているわけですから、それはコロナ関係の費用が

来たというのは理解はしているつもりですが、私が

今聞いているのは、そういう手当というのは当然の

ものであって、超勤手当であったり、基本給であっ

たり、それから防疫手当であったり、感染症に対す

る非常な危険手当なわけですよね。そういうことは

当然のものとして、それ以外に私がお聞きしている

のは、慰労金とでもいうんでしょうか、報奨金とで

もいうんでしょうか。そういうような采配というの

はなかったんでしょうかと聞いているんです。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 今、

委員からお話がありました趣旨での支出といたしま

しては、私ども令和２年度に新型コロナウイルス感

染症の感染拡大時業務対応特別手当及び感染拡大時

派遣対応特別手当というものを支給いたしておりま

す。そちらのほうで伝染病防疫手当、いわゆる

3000円、4000円私たちが払っているものとは別の額

で申しますと、合わせて約６億円の手当をお支払い

して出しております。

○比嘉京子委員 次にまいります、もう平行線な感

じがしますので。

2020年度の事業局の決算において、22億2976万円

でしょうか、新聞にも大きく出ておりましたけれど

も、純利益というふうになっていますけれども、そ

の根拠について伺います。

○與儀秀行病院事業経営課長 令和２年度の病院事

業決算におきましては、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けまして、入院外来収益が大幅に減少し

たことから、医業損益が前年度比で約56億7463万円

の減となっております。そのためトータルでマイナ

ス115億6346万円というふうになりました。

一方で、コロナ患者等の入院病床確保により、新

型コロナウイルス感染症関連の補助金が計上された

ことから、医業外損益では前年度比約80億3575万円

の増ということで、トータルでプラス143億5905万円

というふうになっております。

その結果、経常損益につきましては、医業損益と

医業外損益を合算しまして、プラスの27億9559万円

となっております。

令和２年度につきましては特別損益のほうも大き

かったものですから、旧八重山病院の解体撤去工事

の計上があったため、特別損失として前年度比で約

５億569万円の減ということで、合計５億6583万円の

計上となっております。その結果としまして、純損

益が経常損益と特別損益を合算して、委員お話のあ

りましたプラス22億2976万円というふうになってお

ります。

○比嘉京子委員 コロナ対応において、いわゆる入

院も手術も、それから外来もということで人員も制

限してきたということがあります。

しかしながら、この約93億円余りのお金というの

は、本当にコロナにおいて沖縄６病院が本当に必死

になって１年余り頑張ってきた結果でありまして、

本来ならば、今、医業損益としては単純に考えても

115億あるというお話があったわけなんですけれど

も、それを上回る22億を出しているということは、

本当にこれは６病院現場の命がけの頑張りだという

ふうに評価をいたしております。そういうことの黒

字化だということを理解しておきます。

最後になりますけれども、病院事業局長にお聞き

したいんですが、この６病院の役割の認識と課題に

ついて簡潔にお願いします。

○我那覇仁病院事業局長 今、比嘉委員が６つの病

院が一生懸命頑張ったということで、経常収支とし

ては約28億円というふうな結果だと思います。

この１年余り、県立病院でどういったことをやっ

たかということなんですけど、まず、25のうちの県

立病院は６つありますが、これは全部重点医療機関

でございます。当初はやはり病院事業局としては、

医療資機材それから病床を確保して、コロナとコロ

ナ以外の両方の患者を受け入れられるように努力を

してまいりました。

また、関係機関や各県立病院との情報共有と連携

を行い、医療従事者、特に看護師の確保、県立病院

間や院外への職員派遣、職員の処遇改善、コロナ関

連補助金の活用などのサポートを行い、県立病院に

おける医療提供体制の維持に努めてきた次第でござ

います。

課題としては、これらの取組を行う上で、県コロ

ナ対策本部と関係機関とのさらなる情報共有と連携

の強化、継続的な医療人材の確保、感染拡大時にお

ける迅速な職員派遣等が今後の課題と考えておりま
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す。

病院事業局では第６波に備え、これまでのコロナ

感染症対策、取組等を検証して、今後も各県立病院

がコロナとコロナ以外の医療の両立を図り、県立病

院の役割を果たしていきたいと。そういうふうに考

えております。

○比嘉京子委員 ありがとうございました。

○末松文信委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 どうも皆さん、お疲れさまでご

ざいます。

コロナ感染で医療現場が大変逼迫した状況の中で

頑張ってくださっている皆さん方に、心からの敬意

と感謝を申し上げたいというふうに思います。先ほ

どからの質疑の中で、いろんなことが議論をされて、

現場の状況も私もかなりしっかりと分かることがで

きました。

少しかぶる点がございますけれども、ぜひ各病院

長の皆さん方に、医師や看護師などの医療スタッフ

の安定的な確保、これが今からまたさらに重要になっ

てくるのではないかというふうに思っております。

そういう点での、各病院における現状がどういうふ

うになっているのか、そして今後の課題はどういう

ものなのか。ぜひ現場の皆さん方からの御意見と要

望も含めてお聞かせをいただきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 今の御質問に対して、まずは医師と看護師の安

定的な確保に関しての現状とその課題ということで

したけれども、医師に関しては、私どもの病院は正

規の医師が150人と研修医が50人、ほぼ200人近い医

師がいます。一部の診療科においては不足している

というところがありますので、ここは今全国に向け

て募集をかけているところであります。

看護師ももちろん充足しているわけではなくて、

一部不足して、特に不足しているのが今ＮＩＣＵじゃ

ないかなと考えているところです。新生児の集中治

療室ですけれども、もともとＮＩＣＵというのは３対

１看護と。看護師さん１人で３人の赤ちゃんを見る

というのが基準になっていて、そういう意味では足

りているんです。38名の看護婦さんがいますから、

充足しているんですが、南部医療センター・こども

医療センターのＮＩＣＵというのはまた特殊なとこ

ろで、特に重症度の高い新生児、22週とか25週で生

まれた、うんと小さな赤ちゃんたちを見ているので、

ほかの病院でいういわゆるＮＩＣＵの３対１看護体

制を私たちの病院で展開すると、全然人が足りませ

ん。

本来は集中治療室と同じように、２対１の看護体

制を取らないことには現場の疲弊というのは改善し

ませんので、できたら、その３対１という基準を充

足すればいいということではなくて、もっとたくさ

んの、あるいは２対１で看護が提供できるような体

制をつくっていきたいということで、看護師さんの

増員を今要求しているところで、局のほうでも前向

きに考えていただいていると思いますので、今後、

看護師の採用枠が増えることを願っている。これが

今の課題かなと思っています。

○久貝忠男北部病院長 先ほど156人の医師の定数が

あると言いましたけど、北部病院は意に反して、定

数はむしろ欠員していると。足りないんじゃなくて、

医師が来ない。医師に来てほしいんですけど医師が

来ないという状況で、そういう中でコロナの状況を

迎えて、先ほども述べましたようにコロナ対応にやっ

てきたわけです。なぜ北部病院に医師が来ないかと

いうのは根が深いので、ここでは議論は割愛させて

いただきます。

そういう中で、小児科とか産科では少ない人数な

がら、変形労働制とはいいませんけど、シフト制と

いって、何とか時間外を減らそうということで努力

しております。ナースも２交代制をしきまして、中

南部からの遠距離通勤の方がいらっしゃるので、２交

代制で結構時間をつくれるということで、これは非

常に好評を博しております。後はコメディカルのほ

うでも、放射線科、放射線技術科とか検査技術科と

かで２交代をして、これも少ない人数ながらやって

いて、一番の問題は、先ほど冒頭に述べましたよう

な状況です。

以上です。

○親富祖勝己精和病院長 精和病院の場合、今現在、

医師の定数が９人ですけれども、欠員が１あります。

次年度、さらに欠員が３に増える予定になっており

まして、医師の補充に関しては喫緊の課題であると

いうふうに認識しております。

将来的にということも含めて、現在、精和病院と

しては医師の育成のほうに力を入れております。精

神保健指定医の育成、それから日本精神神経学会の

専門医の育成ですね。自前で精神科医師をやはり育

成することが最も大切な医師確保の方法であるとい

うふうに考えておりまして、南部医療センターや中

部病院の研修プログラムを参考に、離島の宮古、八

重山へも精神科医師が派遣できるような長期的ビ

ジョンに立って医師を育成したいというふうに考え

ております。私自身も中部病院でトレーニングを受

けたものですから、医師の育成の重要性というのは
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非常によく実感しております。

それから、看護師については、どうしても精神科

看護の場合、他の一般科の看護と違って、15対１と

かいうような形でかなり甘い定数になっているとい

うようなことがあって、今後、手厚い精神科医療を

行う上では、施設基準のぎりぎりでの定数ではなく

て、より精神科医療の質を高めるような、精神科看

護の質を高めるような配置が必要になるのではない

かなというふうに考えております。

また、精和病院の場合には、精神科プロパー、要

するに精神科固有で育った看護師も何人かおります

けれども、大部分の方が総合病院を経験して精和病

院のほうに移られて異動してこられておりますので、

看護に関してゼネラリストであるというのが精和病

院の強みにもなっておりまして、そういうところで、

６県立病院全体としての看護の中で、精和病院の看

護というものをやっぱり考えていかないといけない

のではないかなというふうに考えております。

以上です。

○篠崎裕子八重山病院長 当院は離島の病院という

ことで、南部医療センター、あと中部病院で研修を

修了した医師が毎年10人近く、こちらのほうで最後

の研修という形で配置をされます。しかし、その10名

も毎年出ていくということで、また新たに４月を迎

える段階で、その空いた席を埋めるだけで今は精いっ

ぱいです。そのために、大きな病院でやっているよ

うな変形労働制に向かうような形で定数を確保した

くても、それなりに人が配置できないために、今の

ような自転車操業的な医師の確保でどうにか病院を

回している状況ではあります。

やはり一気に変形労働制するには、一診療科に４名

ほどの医師が来ないとそういう変形労働制ができな

いので、まずは１人増え、２人増え、３人増えとい

うような定数をいただきながら、最終的に変形労働

制ができる数が来た時点で、それをやれるような融

通の利く定数を病院のほうに与えていただければ、

その辺は医師も確保できるのではないかと思ってい

ます。

看護師に関しては、当院ＮＩＣＵが３床あります

けれども、今年度、ＮＩＣＵがほぼ満室で埋まるよ

うな状況で、３対１の看護で１人看護師が配置され

ていますが、未熟児等がいて長期になると目が離せ

ないために、その看護師が夜間休めない状況という

のが起こっていますので、どうにか手厚い看護とし

ての２対１なりの人の配置を少し多めにいただけた

ら、疲弊せずに看護師も長く続けられるんじゃない

かと思っています。

以上です。

○本永英治宮古病院長 令和３年度の今の時点で、

医者の定数は51名に対して46名、要するに欠員５名

なんですけれども、その５名の中の４名は変形労働

制のための４名なので、実質には１名不足という形

になっています。具体的には消化器内科が１人、今

不足しています。それから、小児科医が６人の定数

枠に対して４人の配置になっています。こういう形

で今医者は少ない形になっております。

それから八重山病院と同じように、うちの病院も

大体20人ぐらい１年単位で変わっていきますので、

その20人の穴埋めを次年度どうやって埋めるかとい

うので、いつも頭を悩ませているのが現状でござい

ます。

あと看護師に対しては、今育休がやっぱりいまし

て、育休の補充として臨任で何名か来ていただいて

いますけれども、その他に産休とか長期研修でいな

いとか、それから病休とか中途退職とか、そういう

方たちもいますので、実質的にはやっぱり何名かの

不足が生じています。看護師の不足はかなりあると

思います。

以上です。

○玉城和光中部病院長 まず、今人員増というのは

もちろんですけど、人員増といっても、やっぱり中

部病院とか南部医療センターとかは人を育てるとい

う形で、いわゆる人材育成の体制づくりのための人

員増が必要かなと思います。

特に感染症に関して言いますと、今後感染症を担

える人材、今中部病院が離島のほうに送っている後

期専攻医の修了者とか、向こうで活躍しているんで

すけど、そういう人材育成をできる体制づくりを南

部と中部でやっぱりつくり上げるということがまず

大切なことかなと思います。

そして当然、八重山病院、宮古病院、北部病院と

かは当然関連施設でもありますので、そこのいわゆ

る診療をサポートする人材も、もちろんそういう形

で育てていくという体制づくりを中部と南部医療で

やるという形が、僕は今後必要かなと思います。こ

れはもう感染症だけでなく、全ての科にこういうこ

とが必要かなと思っています。

そのために、いわゆる南部と中部病院のほうには、

そういう人材の教育をするための体制をつくれるよ

うな、だからただ人を増やせばいいというわけじゃ

なくて、やっぱり教育できる、いわゆる指導できる

指導医をちゃんとそろえておくべきだろうと思いま

す。そして育てて、また離島のほうへ行って、関連

施設もさらにここで教育を行って、さらに充実した
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ものにしていくと。やっぱり教育を基本軸にしてやっ

ていかないと、いわゆる魅力ある病院にはならずに

人も来ないのかなと思っていますので、いわゆる教

育体制づくりのための人員増をぜひともこういう形

で考えていただければと思っています。

以上です。

○玉城ノブ子委員 各病院の病院長の皆さん方から、

本当に貴重なお話を聞かせていただきました。

これは非常に大事なことだというふうに私は思い

ます。特にコロナ感染で医療現場が逼迫をして、本

当に厳しい状況の中を頑張ってこられた皆さん方が、

この状況を通じていろんな思いを皆さん方が受け止

め、そしていろんな課題も明らかになってきたとい

うふうに思いますので、一番その状況を現場でよく

わかってらっしゃる皆さん方の声を聞くというのは、

私たちにとっても非常に大事だというふうに思って

おります。

今、現場の声から皆さん方からいろんな各現場に

おけるお話を、課題を聞かせていただきました。そ

れを受けて、ぜひ今から本当に医師や看護師、医療

現場の医療スタッフをどう確保していくか、そして

それを育てていくかということは非常に大事な課題

になってきているというふうに思いますので、これ

について具体的にこれからの対策、これらにどう応

えていくのかということでの、ぜひ病院事業局長の

お話、対応策、これからの具体的な支援策をどう進

めていくかということについてお話を伺いたいと思

います。

○我那覇仁病院事業局長 まず、医師の確保に関し

ては、先ほどの156とか変形労働時間制は可能であれ

ば導入するというのが一つの手でございます。

しかしながら、離島においては、やはりそういっ

た十分医師が確保できない。いろんな専門科が要求

されますので、一つの案として、２年ほど前にやっ

たんですけど、例えば中部とかセンターに医師をあ

る程度ボリュームとして集めて、そこから、要する

に離島あるいは北部に派遣すると。いわゆるプール

みたいな格好ですれば、もう行ったきりじゃなくて、

そこでローテーションして医師を確保すると。そう

いうことも一つのプランとして今考えている次第で

ございます。それから、定着するためにはやっぱり

環境整備をしなくちゃいけないということも含めま

して、やっぱり医師の住居とか、そこら辺も考えて

おります。

それから看護師さんに関しては、先ほども答弁が

あったと思うんですけど、慢性的に常時欠員すると

いう状況に関しまして、昨年２年がかりで大体50人

くらいを多めに採用すると。これは定数には関係し

ないものですから、今年は30人やって、現時点で昨

年度同時期と欠員を比べますと、やっぱりよくなっ

ているというのがございまして、次年度もこれをま

たやりたいなと考えて、可能な限り欠員は減らすと

いうような方向で考えていきたいと思います。

以上です。

○玉城ノブ子委員 ぜひ今、各病院長から訴えられ

た中身は本当に重要な病院事業局においての課題に

なっていくというふうに思いますので、ぜひ積極的

な支援策を進めていただきますようよろしくお願い

いたします。

終わります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時31分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

病院事業局長及び病院事業経営課長から答弁訂正

の申出がありますので、発言を許可します。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 午前中に説明した決算書

３ページの損益計算書の説明の中で、医業損失額を

115億6345万5241円と説明しましたが、正しくは115億

6345万5231円でございます。おわびして訂正をいた

します。

○末松文信委員長 続きまして、與儀秀行病院事業

経営課長。

○與儀秀行病院事業経営課長 午前中の比嘉京子委

員からの御質問の中で、コロナ関連補助金の活用に

関する質問がありましたが、その中で新型コロナウ

イルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業

補助金の額を13.1億円と説明いたしましたが、正し

くは11.4億円となっております。訂正しておわび申

し上げます。

○末松文信委員長 それでは、次に、瀬長美佐雄委

員。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。

まず、コロナ感染患者に対する医療機関の中核的

役割を担った県立病院に敬意と感謝を申し上げ、質

疑をいたします。

病院事業本来の目的である公共の福祉を増進する

ように運営されたか。これは監査の意見書の視点で

すが、自己評価として事業運営の決算に関する総括

を伺います。

○玉城洋病院事業統括監 お答えします。

県立病院は、救急医療、小児・周産期医療、離島

・僻地医療、感染症医療、精神医療などの政策医療
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を提供するとともに、地域医療を確保することによっ

て県民の生命と健康を守り、生活の安心を支える重

要な役割を担っております。また、新型コロナウイ

ルス感染症への対応に当たっては、感染症の指定医

療機関として、重症患者や中等症患者の受入れを中

心に対応して、重要な役割を果たしてきたところで

あります。

令和２年度の病院事業決算についてですが、新型

コロナウイルス感染症患者対応のため、やむを得ず

診療制限や予定手術、検査の延期を行い、コロナ患

者の病床確保に最大限努力してきたため、入院外来

収益は大きく落ち込みました。一方で、コロナ患者

の病床確保に努力したため、新型コロナウイルス感

染症関連の補助金が医業外収益として計上され、そ

の結果として経常利益は約28億円、純利益は約22億

円と、２年連続で経常損益、純損益が黒字となりま

した。

しかしながら、累積欠損金につきましては、令和

２年度末時点で約88億円から約67億円と改善してお

りますけれども、依然として厳しい経営環境は続く

ものと見ております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 コロナ感染者の入院治療に関す

る中等症、重篤者というふうなのを県立病院が担っ

たと。それについて全体の県内における感染者の治

療に当たっての県立病院の果たした役割について伺

います。

○我那覇仁病院事業局長 お答えします。

県立病院では、感染拡大時に県全体の最大確保病

床、これは863床でございますが、そのうちの34.6％

を占める299床のコロナ病床を確保して、コロナとコ

ロナ以外の両方の患者を受け入れてまいりました。

コロナ感染者の入院治療につきましては、役割分

担を図りつつ、人工呼吸、ＥＣＭＯなどの重症、中

等症以上の受入れや、限られた医療資源の中で離島

におけるコロナ患者の対応、妊婦や新生児、精神疾

患を有する患者の受入れなど、県立病院以外の医療

機関では対応が困難なコロナ患者を受け入れてまい

りました。

また、高齢者施設や介護施設等へ感染症専門医や

感染症認定看護師を派遣して、施設内の感染防止の

指導を行うとともに、クラスター発生時には現地に

て感染者の治療や感染拡大防止の対策等を行いまし

た。その他、軽症者用宿泊施設、ワクチン集団接種、

入院待機ステーションへの職員の派遣など、コロナ

対策本部からの要請に対応しました。

今後とも、コロナとコロナ以外の医療の両立を図

りながら、県立病院としての役割を果たしていきた

いと考えています。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 決算の中で、黒字の要因で大き

いのは他会計補助金の増額が見られると記述されて

います。各病院の補助金等の活用状況、コロナ感染

防止に有効に活用されたのかどうか。空床補償であっ

たり、支援金、協力金を主に絞って伺いたいと思い

ます。あわせて、コロナ対応機器の購入等、整備に

当たって令和２年度で十分だったのか、足りずに今

年度も追加で購入せざるを得なかったのか。その状

況について病院事業局は全体として、各病院の状況

も併せて伺いたいと思います。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えいたします。

まず、補助金のところで医療機器の整備について

ですけれども、病院事業局では新型コロナウイルス

感染症の感染拡大に対応するため、各県立病院から

医療資材等の追加需要に対して、令和２年度につき

ましては、緊急包括支援事業等を活用して３度の補

正予算を行いました。総額で約20億4000万円の増額

補正を行ったところであります。それに基づきまし

て医療機器の整備を行いまして、医療機器について

は265台の整備を行っております。

それから、委員から先ほど2021年度のというお話

がありましたので、2021年度におきましては、令和

３年度においても新型コロナウイルス感染症の感染

状況であったりとか、昨年度、令和２年度の整備状

況を踏まえまして、当初予算に加えて既に６月補正

として14億8000万円を増額補正して、個人防護服あ

るいは超音波画像診断装置等の調達、それから整備

を行っているところであります。

続きまして、感染症患者等受入医療機関への協力

金という補助金もございましたが、そちらのほうに

つきましては、新型コロナウイルス感染症患者等を

受け入れた医療機関に対して、協力金ということで

交付されるんですけれども、これが県立病院全体で

約6.6億円の交付を受けております。これにつきまし

ては、各県立病院職員に対して伝染病防疫手当を特

例支援という形で支給を行っております。

それから、受入れ病床逼迫時の緊急的な措置につ

いてというところですけれども、こちらのほうにつ

いては、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、

新型コロナ患者等の受入れ病床が逼迫した場合に、

受入れ病床と人員を確保するために人件費や診療体

制確保等に要する経費として、患者等入院受入医療

機関緊急支援事業補助金というところで交付されて

おります。これが県立病院全体で約10.3億円交付さ
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れまして、こちらの補助金のほうにつきましては、

県立病院職員に対しての伝染病防疫手当の特例、そ

れから感染拡大時対応の特別手当という形で支給を

行っております。

最後に病床確保の支援についてですけれども、こ

ちらの医療機関が新型コロナウイルス感染症患者等

の入院病床を確保するために、入院病床確保支援補

助金が県立病院全体で約62億円交付されております。

こちらのほうについては他会計補助金ということで、

一般会計のほうに繰入れされているというところで

ございます。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 当院ではコロナ補助金を得まして、昨年度は大

変多くの機器を整備することができました。医療機

器の購入に３億9943万円を費やしておりますが、こ

の資金を使いまして人工呼吸器24台、それからＨＥ

ＰＡフィルタつきのパーテーション、それからＰＣ

Ｒ装置、それから超音波の装置などなどの機器を買

いそろえることができ、実際の診療に生かされてお

ります。ありがとうございます。

それでもまだ足りないものがあるか、また今年買

い足したものがあるかという御質問もあろうかと思

いますが、さらに追加で人工呼吸器であったり、高

流量の酸素が投与できるネーザルハイフローという

機械がありますけれども、そういった患者さんに使

う酸素投入器の購入、それから人工呼吸器のさらに

不足分がありますので、それの買い足しを行います。

機器整備ばかりではなくて、さらに施設の整備と

いう点で、昨年度は発熱者を診察するための発熱外

来診察棟というのを病院の建物とは別に、病院の敷

地内にプレハブの建物を3600万かけてリースで建設

しておりますし、あと救急に来た患者さん、重症者

を受け入れるために、救急センターの内部を一部改

装して、ほかの患者さんと分けて診察ができるよう

にしました。これに2500万を投じております。いた

だいた補助金を有効に活用させていただいて、コロ

ナの診療に生かしてまいりました。

以上です。

○久貝忠男北部病院長 北部病院も同様に補助金を

いただきまして、３条で令和２年で10億円ぐらい、

４条で２億円、トータル12億円ぐらいの補助金が下

りております。

その中で、機器としてはＥＣＭＯ、人工呼吸器、

超音波装置―エコーですね。Ｘ線装置、こういう資

産を購入して、これまでなかなか北部病院では整備

できなかったそういう機器が、幸いにも整備するこ

とができました。そういうので２億4000万円近くを

使用しております。

後は職員に対しては伝染病防疫手当とか、業務拡

大手当、あるいは派遣拡大手当ということで、トー

タル約9000万円近く職員に対しては還元しておりま

す。

以上です。

○親富祖勝己精和病院長 精和病院では修繕費、そ

れから施設整備費として、コロナ病棟周辺の工事、

フェンスの設置、それから病棟内の改修等に予算が

使われております。

資産購入としては、ミンティと呼ばれるウイルス

を封じ込めるための医療機器があるんですけれども、

それを３台、それからウイルスを除去するＨＥＰＡ

フィルターのついた多目的空気清浄機を全部で７台、

それ以外に看護で必要なベッドパンウォッシャーと

いうものを１台、それから生体情報モニターとして

本体を１台、あと送信機が６台というような形での

購入、それに診療機器として超音波診断装置を１台

購入しております。

以上です。

○篠崎裕子八重山病院長 お答えします。

当院もコロナ補助金として総額12億4000万円余り

を補助していただきました。そのうち、２億1400万

円を施設整備のほうに使わせていただきました。

その内訳としますと人工呼吸器、とりわけ、その

人工呼吸器も沖縄本島への搬送に可能な形の、バッ

テリーが長く持つようなちょっと特殊なものをそろ

えさせていただきました。

それと、患者が増えた場合に生体情報モニターが

少なかったので、その患者のベッド数に合わせた生

体情報モニターの数を増やすとか、あと超音波、そ

れと、もしコロナの妊婦さんを当院で出産に当たっ

た場合のＮＩＣＵでの新生児の隔離に使ういろいろ

な人工呼吸器、それと保育器等の整備をさせていた

だきました。

以上です。

○本永英治宮古病院長 宮古病院も八重山病院とほ

ぼ同じように２億近い補助金を機械整備に使いまし

た。とりわけ高性能の人工呼吸器を４台、さらにＥ

ＣＭＯに相当するような人工呼吸器を１台、高額で

す。そういうものとか、あと超音波機器、それから

生体情報モニター数台、ネーザルハイフローも数台

ですね。あとポータブル放射線機、放射線装置、Ｘ

線装置を１台で、これもコロナの病棟で患者撮影の

ために使っています。それから透析機器１台、あと

酸素モニター、それから陰圧室を整備しまして、４つ

の精神科の１病棟に陰圧装置を改築工事して、設置
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しています。それからミンティを２台、そういう形

で多く補助していただいています。

以上です。

○玉城和光中部病院長 まず、収益に対する補助が

総額で18億1684万円、そして費用に対する補助、こ

れは２つに分けたんですけれども、３億9463万1000円

となっています。

収益に対する補助の内訳を見ますと、新型コロナ

ウイルス感染症入院病床確保、いわゆる空床確保の

ものが16億3272万8000円と。新型コロナウイルス感

染症医療機関協力交付金が１億8411万2000円という

形になっています。

費用に対する補助が３億9000万余りの中の内訳に

関しては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

事業医療分で３億7500万余り。あとインフルエンザ

流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者

を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保

事業ということで1661万円と。後は県医師会からの

寄附金として300万という形で、合わせて３億9000万

余りだったんですけれども、その費用に対する補助

の中でどういうものに当院は使ったかと言いますと、

まずミンティという陰圧機、もともと３台あったん

ですけれども、どうしてもいわゆるゾーニングをし

ないといけないという形で、12台取って、これをほ

ぼフル活用してゾーニングをしてやったということ

で、一番これが大きかったかなと思います。あと人

工呼吸器が11台、あとＰＣＲも当然当院でやるよう

なＢＤマックスというもの、そういうものに一応使っ

ております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 移りますが、決算審査意見書

３ページで、給与費等の増額が各病院で見られると。

金額として17億3200万円余り増えていると。これに

ついては先ほどの特別な手当もあると思いますが、

給与の増額をどう見たらいいのかと。残業や時間外

が増えて過重負担だったのか、それとも人員をカバー

する上で必要な人員を確保して、それで増になった

というふうに、分析としてどういう状況なのか伺い

ます。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えいたします。

給与費につきましては、前年度比で約17.3億円の

増額となっておりますが、主な要因としましては、

令和２年度から会計年度任用職員制度の導入に伴い

時間外勤務手当等の支給というのがありまして、約

9.1億円増加しております。それから、新型ウイルス

感染症に対応した県立病院職員に対して、伝染病防

疫手当の特例及び感染拡大時特別手当を8.8億円支給

しておりますので、これらが主な要因というふうに

なっております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 各院長にも伺いたいんですが、

コロナ感染症対応で１年半、医療体制の危機的状況

に直面しながらも、各地域の中核病院として重篤患

者の治療を担うなど、公的医療機関の責務を果たし

たと評価していますが、院内感染が発生したりの反

省点もあろうかと思います。あと民間病院や医師と

の連携、クラスターが発生した福祉施設での治療や

関わり、感染防止対策など、先進的な取組をされた

と思います。

それでお伺いしたいのは、１点目は、各病院にお

けるコロナ感染者の対応で、教訓にすべきはどんな

のがあるのかと。２点目は、次の第６波に備えるた

めに取り組むべき公的医療機関の課題は何かと。こ

の間、専門医の養成、あるいは看護師を含めた体制

強化については確認できましたので、それ以外で特

に医療、保健、福祉との連携の実践状況、あるいは

連携をする上での課題、その課題解決のためにはど

うあるべきかという要望や意見がありましたら伺い

ます。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 お答えします。

まず、教訓とすべきことというか、病院の中を守

るために一番必要なのは入り口対策ではなかったか

と思っています。感染症を持った方を院内に入れな

いということで、私たちは発熱患者さんを院内では

なくて、外で診察するための発熱外来棟というのを

建物の外に造ったわけですね。それ以外にも、入院

してくるときには、主には救急室経由で入院してき

ますけれども、入り口でＰＣＲ検査をして、陰性を

確認した方を病棟に上げるというような対策。もち

ろん病棟でも万全の感染対策を取ってはおりました

が、それでも一度だけ院内でクラスターを発生させ

てしまいました。

これだけ患者の安全と診療体制の維持を至上命題

として、感染対策チームを中心に対策を実施、実践

してまいりましたが、クラスターが発生し、これに

関連して、お一人の方は後に亡くなられました。そ

の後、このクラスターは５人止まりで、それ以上拡

大することはなかったので大きく取り上げられるこ

とはありませんでしたが、後日ホームページを通じ

て県民の皆様にもお伝えしたところではあります。

この経験を基に、各関係部署、それから地域との

連携も強めていかなければいけないということもあ

ります。どのような教訓を得たかということで、特
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にこの第５波で各部署が大変な目に遭いましたので、

ちょうど今月の末に院内でこれを振り返って、どう

いうことを今後の課題というか、改善点としていく

かということをもう一回、自分たちで考えてみよう

というふうな取組をする今準備を進めているところ

であります。具体的にこういう対策というのはまだ

ちょっと今は挙げられませんけれども、こういうこ

とを考えているというところです。

以上です。

○久貝忠男北部病院長 まず、よい教訓といたしま

して、北部医療圏は医師会、再三申し上げているん

ですけど、保健所、病院の３者が連携して、陽性者

を必ず診察するということで、それを把握して入院、

ホテル、自宅療養と振り分けていきました。また、

自宅療養者に関しては基本的にナースがやることが

多いんですが、当院ではドクターが毎日電話して健

康状態を管理すると。それで重症化を防ぐことによっ

て、ある程度医療の逼迫を防げたんじゃないかと思っ

ています。つまり、仮に感染者が増えても重症者は

防ぐんだということを目的にやってきました。

後は改善すべき教訓といたしまして、沖縄県も近

いモデルなので、これは私の持論で申し訳ないんで

すけど、神奈川モデルというのがありまして、重症

者を診る病院に酸素を必要としない軽症な患者がい

たり、無症状者が入院していたり、あるいは症状が

落ち着いて転院とか退院先が見つからないと。ある

療養機関も、構えているんだけどなかなか転院者が

来ないんだということを言っていました。というこ

とは、どこかで目詰まりがあるんだと思いますが、

医療機関ごとの役割を明確にしたほうがいいんじゃ

ないかと思います。

そういう調整機関を、神奈川の場合はそれを中心

にやって、全県的に、要するに患者さんは那覇に住

んでいたら北部に行きたくない、北部だったら那覇

に行きたくないということがありますが、こういう

ふうな非常事態は、多少は患者さんの希望もありま

すが、強制力を持ってやったらどうかと考えていま

す。

沖縄県の病床数は、先ほど中部病院の院長もおっ

しゃっていましたけど、全国でもとても多いんです

ね。病床数は人口当たり全国３位と言われています。

民間の協力もすごくよくて、それでもやっぱり感染

が逼迫したのは、つまり病床を増やして数を増やす

だけではあまり得策じゃないと。とにかく感染の拡

大を抑える議論をしたらどうかと私は思います。

以上です。

○親富祖勝己精和病院長 お答えいたします。

まず、教訓とすべきこととして、精和病院は軽症、

中等症Ⅰまでを当初診療する予定でしたけれども、

病床の逼迫が進むにつれて、酸素の投与が必要な中

等症Ⅱまで見ていくというような事態が生じました。

それから、さらに病床逼迫がひどくなって、重症

を診る病床も完全に逼迫して、精和病院で診ている

酸素投与の必要な方を重症として、総合病院のほう

へ搬送するということが非常に難しくなってきたと。

想定していなかったみとりまでせざるを得ない状態

になったということがあります。

たまたま私は中部病院の精神科での経験が長いも

のですから、中部病院での緩和ケアも担当しており

ましたので、呼吸器に関しての緩和ケアをすること

で、重症相当の患者さんをみとっていくということ

をせざるを得なかったというような、非常につらい

事態があったということが挙げられます。

この方の事例を差し障りのない範囲で紹介すれば、

生前、元気な頃から明確な意思を持って延命措置は

しないでほしいということを御家族に明言されてい

て、御家族もそれを非常によく理解されていたもの

ですから、精神科病院ではあるんですけれども、今

回の新型コロナウイルスの重症相当の患者さんを最

後まで診て、みとりをすると。最後は御家族とガラ

ス越しに面会をするというような事態にまで追い込

まれたと。そういう意味で、重症病床の確保という

のは、非常に今回難しいものがあったのかなという

ふうに考えています。

それから、新型コロナ感染症の対応で、患者さん

の動線、それを非常に工夫しました。各病棟間をま

たぐようなクラスターが絶対に発生しないように、

各病棟間で完全なロックダウンを実施し、職種によっ

ては各病棟を移動する職種もあるんですけれども、

これも各病棟へ専属というような形にして、病棟間

で職員が移動しないような工夫をしました。唯一、

病棟間を移動できるのは医師のみというふうなルー

ルをつくって対応したわけです。

それから、新規の入院の患者さんについては、３日

間個室に隔離して健康観察を行うと。入院した翌日

にスクリーニングとしてＰＣＲ検査を行うと。ＰＣ

Ｒ検査の結果が陰性であっても、さらにもう一日健

康観察を行って、そこから問題がなければ一般の大

部屋へ移るというようなことを実施しておりました。

患者さんにとっては多分、病棟単位でのロックダ

ウンというのは非常にストレスになったんだろうと

いうことが懸念されておりまして、今回、ロックダ

ウンに当たっても作業療法士さんの協力を得て、患

者さんのストレス解消に尽力しましたけれども、さ
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らに第６波に向けて、作業療法等の充実等を考えて

いるところです。

それから、現在、精和病院は14床を持っているわ

けですけれども、去年５月に開設した際には、結核

病床の２床、これは陰圧室ですね。そこからスター

トして６床へ増やして、全て陰圧室で対応したんで

すけれども、変異株が増えるにつれて病床も逼迫し

たため、全ての病床を１人１部屋ではなくて複数人

の収容というような形で、６床から９床、９床から

14床というような形で増床しています。

それから、来る第６波に備えて、この14床を超え

た場合のＢＣＰの作成を今進めていて、さらなる外

来の診療制限、デイケアの制限を行うことで人員を

集めて、最大30床までは何とか確保できることは可

能かなというふうに考えています。それもずっとで

はなくて、恐らくうちの人員では４週間ないし６週

間が30床を維持する限界かなと。それを超えると、

職員の疲弊で全くままならないだろうということが

予想されています。

以上です。

○篠崎裕子八重山病院長 当院ではコロナ対応の教

訓として、もう絶対に院内からクラスターを出さな

いという方針で動きました。濃厚接触者となった方

に関しても、すぐに休ませる。そしてＰＣＲを２回

行って、陰性になるまでは出勤させないというよう

な対策を取りました。必ずしも多い職員ではないん

ですけど、それでどうにか院内に広げることを防い

でいけたと思います。

あと、救急から当院としては３割ぐらい入院に至

るんですけれども、その全てに関しては疑いという

ことで、必ずＰＣＲ検査をして、陰性を確認して介

助に持ち込むとか、そういうふうな対策をしていき

ました。

今回の第５波は、石垣市に関して言えばかなりワ

クチン接種の率が高くて、重症になる人が本当に少

なかったというのが救いだったと思います。数とし

ては感染者の数は一番多かったんですけれども、ほ

とんど中等症で終わり、重症化しなかったというの

が、当院としての対応に関してはかなり楽な形で対

応できたかと思います。

しかし、自宅待機という形で、190人近くをそうい

う療養になってしまったんですけれども、それに対

しても当院の医師から自宅療養の患者さんに毎日電

話して、必ず情報を取って、それから少しでも調子

が悪かったら当院に来るようにというような、どこ

かつながっていますので安心してというような形で、

絶対自宅者から死亡する人を出さないという方針で

やっていきました。

それと、やはり離島を周りに抱えておりますので、

今回、与那国、竹富町、その島からの感染クラスター

が起きたところに関しても、すぐに自治体、保健所

と一緒に対応してまいりました。与那国に関しても、

老人施設に関してはすぐに医師と看護師を派遣して、

そちらの対策も取れるような形での対応をしていき

ましたので、第６波がもし起きたにしても、地域で

一緒になってやはりコロナの対応を続けるような仕

組みができているかと思っております。

以上です。

○本永英治宮古病院長 まず、教訓としましては、

宮古は水際対策として、宮古島市の休日・夜間救急

診療所を発熱特殊外来としてずっと使用してきてい

ます。それが水際対策として功を奏しております。

それから、昨年度の11月からＰＣＲ機器を２台備

えまして、１日大体200人ぐらい検査できる機能を持

ちましたので、老人施設とか学校とか保育所とか、

そういうところで患者が発生したらまとめて検査し

て、その日のうちに結果を出して、保健所と一緒に

対策を取っていくということで、早期発見と早期治

療に徹底してきました。それがやっぱり一番重症化

を防ぐという意味で、よかったことじゃないかなと

思っています。

それから、先ほど保健所機能がやっぱり重要で、

ちゃんと濃厚接触者を必ず追跡フォローできるとい

う体制は絶対的に必要なので、保健所機能を守ると

いうことが今後も絶対必要と思っていまして、我々

は地域の本部を立ち上げて、まず保健所機能を維持

するということと、患者数が相当量増えたときにど

うするかというのを考えまして、宮古病院と徳洲会

で連携して、患者をうまく振り分けていくというこ

とも大事なんですけれども、それを超える患者が発

生したときには、やっぱり地域の地区医師会の開業

医の先生方とか、宮古島内にいる看護師とかヘルパー

とか、そういった在宅に関わる人たちをもっと資源

として利用したいなというふうに思っていますけれ

ども、その人たちが、もし仮にコロナにかかったと

きの休業補償とか、そういったことをきちんとやっ

てくれれば、もっともっとそういう人たちを活用し

て、地域でみんなでコロナに対して、新興感染症に

対して守っていけるんじゃないかなというふうに考

えております。

以上です。

○玉城和光中部病院長 一番再認識させられたのは、

平時から地域の医療機関とか施設とかとの災害時の

協力とか連携について話し合っておくことが大事だ



－320－

ということを、本当に強く認識したということが一

番の教訓かなと思います。

特に、当然受け入れる病床をつくるためには退院

をさせなければいけなくて、後方の病院がそれを受

け入れる、そういう仕組みづくりをしないといけな

いんですけれども、今回、ウェブ会議を通じて頻回

に話し合うことで、中部医療圏の４基幹病院、急性

期病院の現状を直接伝えたら、後方の病院、約29あ

るんですけれども、そこがみんな話合いを持って実

務者会議を開いてくれて、自分たちが入院の調整を

してくれる退院の調整、受入れ病院を探すという、

曜日ごとに担当者を決めてそれをやってくれる体制

づくりをしたということで、非常に患者が多くなっ

たときもスムーズに退院ができて、病床確保できる

という体制づくりができたということは、これのた

まものだったのかなと思っています。

あと、地域の施設との連携も密になったというこ

とで、まずクラスターが発生した早期から介入がで

きたということですね。連絡が入ってすぐ介入し、

治療介入することで、当院へ入院させずに、すぐ向

こうでその場で診れるという体制づくりは、当院の

患者があふれなくて済んだということで、入り口対

策として非常によかったということですね。これも

普段のやっぱり話し合っているということのたまも

のだったかなと思っています。

そして、病床をつくるとなると、今度はやっぱり

看護師の問題が出てくるということですよね。当然、

コロナの患者を診るということは、１人で大体４対

１で対応しないといけないという形で、結構手間が

かかるので、看護師はやっぱり相当数要るというこ

とです。結局、僕たちが受入れの体制をつくり上げ

るということは、結局看護師のマンパワーと連携し

て決めないといけないということなので、それに応

じて受け入れる病床をつくるという形が、これがよ

く分かったので、やはり看護師の確保ということは

とてもとても大事かなと思います。

今回経験した中では、特に当院、周産期の妊婦さ

んの受入れ、フォローしている人たちでも50人余り

いて、入院が大体多いときで９人、10人いましたの

で、そのさなかに６人産休で休んだという、そうい

うことが起こってしまって、やっぱり看護師は当然

産休で抜けるという形はあるので、喜ばしいことで

はあるんですけれども、これが重なってしまうと、

そういう形でやっぱり計画的に、ある程度余裕を持っ

て確保していくということはとても大事かなと思い

ます。県立病院間で協力してそこのところは解決し

ましたけど、やはり普段からそういうことを想定し

て人数の体制をつくることの大切さを改めて認識さ

せられました。

あと、日頃から不要不急の、これも知事からのメッ

セージで救急受診を抑えたということもあったと思

うんですけど、これで大体中部病院が担うべき医療

というのがどういうものかというのも見えてきたと

いうのも、ここで分かってきました。

あと、入院待機ステーションや中和抗体療法の施

設提供についても、地域市町村の協力と連携の仕組

みも構築できましたので、これも非常にいいことで

あったかなと思います。

あともう一つは、ワクチンの広域、ワクチン接種

の仕組みも構築できて、今後の新興感染症発生時に

も沖縄県としての必要なスキームもできたかなとい

うことは、このさなかでいいことだったかなと思っ

ております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 どうもありがとうございました。

今後に、本当に生かして対処できたらなと思いま

す。

最後に、審査意見書15ページにあります、一般会

計からの繰入れがありますが、その推移、全国平均

との比較について伺います。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えいたします。

一般会計の繰入金ですけれども、令和２年度から

過去10年分の一般会計繰入金の金額は、平成23年度

が84億円、平成24年度が59億円、平成25年から27年

度までは57億円となっております。それから、28年

度が59億円、平成29年度が64億円、平成30年度が74億

円、令和元年度が80億円、令和２年度が78億円となっ

ております。

全国平均との比較ということですけれども、こち

らにつきましては、直近３か年間の許可病床１床当

たりの繰入金の全国比較というところで比較させて

いただきたいと思います。平成29年度におきまして

は、全国平均538万5000円に対し、沖縄県は299万

5000円、平成30年度につきましては、全国平均が559万

9000円に対し、沖縄県が375万6000円、それから令和

元年度につきましては、全国平均が535万8000円に対

し、沖縄県は391万4000円となっております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございました。

○末松文信委員長 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 お疲れさまです。

私のほうからは、監査意見書の６ページ、財務に

関する事務についてということで、各種手当契約事

務などの基本的な財務に係る事務の不適正な処理が
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確認されたと。気になるのは、依然として指摘件数

が多いという部分です。これについて少し、どういっ

た内容で不適正な処理が確認されたのか教えてくだ

さい。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えいたします。

不適切な処理につきまして、令和３年度定期監査

では財務に関する事務処理についてということで、

昨年度と同じ17件の指摘を受けております。その主

な内容といたしまして、給与手当等の支給誤り、こ

ちらが６件で、前年度２件に比べて４件プラスになっ

ていると。それから、未収金の徴収努力を要すると

いうことで８件、こちらは前年度と同じというふう

になっております。

これら財務事務の指摘のほうにつきましては、財

務事務の経験の浅い職員が病院事務局に多いという

ことと、知識、それからノウハウがあまり蓄積され

ていない状況にあるということ。それから、経験の

蓄積を担うマニュアルであったり、ミスの防止のた

めの事務方法、言うなれば内部統制ですね。ライン

のところの担当者、班長、課長とかというところの

構築がまだ不十分であるというようなものが主な要

因として挙げられております。

病院事業局としては、平成30年度より、毎年本庁

職員が各県立病院に出向き、事務点検や事務指導と

いうのをやっていますけれども、今後も続けていき

たいというふうに思っております。

○喜友名智子委員 令和２年度にあった17件の不適

正な処理、今給与の支払い系と未収金の部分とあり

ました。これは17件で不適正な処理、インパクトが

あった合計金額、大体でいいんですけど、幾らぐら

いだったんでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

合計金額というのは今現在ちょっと持ち合わせて

おりませんが、その中で幾つか御紹介させていただ

きたいと思います。まず、個人未収金に係るものに

ついては、個人未収金の未済額は2500万円ほどあり

ますので、これについては未収の回収に努めてくだ

さいということで指摘を受けております。それから、

事務のところで勤勉手当の過払いというのがありま

す。これは本来払ってはいけないものを払ってしまっ

たというので、過払いが13万4587円生じた事例があ

ります。

以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。

昨年と似たような答弁だなと思ってはいるんです

けれども、昨年度から内部統制のシステムが県のほ

うには入っております。病院事業局では内部統制に

どのように取り組んできたでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 内部統制につきまし

ては、令和３年度は９月からですけれども、月１回

程度、本庁のほうから本庁職員と各病院の職員を集

めまして、財務に係る事務担当者勉強会というのを

開催しております。それを開催することによって各

分野ごとのマニュアル作成であったり、ミス防止の

ための実務的な事務の指導であったりというのを

やっていくということで行っております。

それから、人事のほうにつきましてはまた別途。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 チ

ェック体制の強化ということになろうかと思います。

そのために病院事業局では、病院事業局内で勤務を

するプロパー職員、病院事務職の採用を進めており

ます。これまで知事部局から異動してきた職員がい

らして３年で戻るという方も多かったんですが、順

次病院事業局内だけで人事ローテーションする病院

事務職という採用枠を増やしておりまして、その方

々の経験の蓄積を厚くしていくという対策を取って

いるところです。

この辺りは、すぐに１年、２年でがらっと変わる、

スキルが蓄積されるというものではなくて、徐々に

教育しながらスキルの蓄積を図っておりまして、病

院事務職のプロパー化というんですけれども、全職

員の中で病院事務職の占める割合を増やすプロパー

化を図りまして、スキルの蓄積を図りましてチェッ

ク体制を強化するという取組を引き続き行っている

ところです。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

内部統制は仕組みづくりがすごく大変かと思うん

ですけれども、通常業務の見える化をすることであ

る程度進むかと思います。大事なことは、不正や不

適切な処理が起こったときに、病院で言いやすいよ

うな環境を醸成することが私は内部統制の肝だと

思っていますので、仕組みづくりをしながら、何か

不適切な処理、軽微なミスの発見から、不正はあま

りあってはいけないんですけれども、そういったこ

とがあったときに、すぐに是正できるような環境づ

くりも併せて進めていっていただきたいと思います。

次が、監査意見書の12ページです。職員の数の中

で、事務職員の現状をお伺いいたします。ここに条

例定数は職員の数全体が載っていますけれども、表

９－２の現員のところ、職種別の現状はあるけれど

も、この中で条例定数がもともとの内訳としてどう

設定されているのかお伺いいたします。

○上原宏明病院事業総務課長 条例定数自体には、

どの職員が何名とかちょっと定めてないので、職員
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の配置定数のほうでお答えしたいと思います。令和

３年４月１日の医師の定数が448人、看護部の職員が

1899人、医療技術員が501人、事務及びその他職員が

195人、トータルで3043人となっております。

以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

現員の数を見ても、今お伺いした配置定数を見て

も、設定されているベースといいますか、定員に達

していないのは事務のみなんですよね。医療人材の

確保は比較的足りないとはいえ熱心に行っていて、

配置はクリアしていると理解いたしました。

次、同じ12ページの表の10、病床100床当たりの職

員数を見ると、全国平均と比べてやっぱり事務職員

の数が沖縄は少ないなという印象なんですね。先ほ

ど御答弁の中で、職員のプロパー化を進めています

というお話がありました。この事務職員の配置の少

なさが、監査で指摘されている不適切な処理にひょっ

としたらつながっているんじゃないかと推測してい

るんですけれども、この辺りのひもづけはどのよう

に分析されているでしょうか。

○上原宏明病院事業総務課長 事務職員について、

病床100床当たりの職員数が少なくなっている理由と

いたしましては、これまで医師、看護師とかコメデ

ィカル職については定数を増加してきたところなん

ですが、事務職員については非常勤職員の任用や業

務委託などの方法で業務を処理することも可能で

あったため、定数増について抑制的に対応してきた

ことが要因の１つであります。

しかしながら、事務部門においても医療機能の充

実強化や収益増のための加算の取得、経営健全化の

ための取組、職員の労務管理、働き方改革など、多

岐にわたって業務が増大していることから、抜本的

な体制強化が必要となっております。

局といたしましては、これらの課題に対応するた

め、組織の見直しや常勤職員の増員などについて検

討を行っているところでございます。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

事務職員というのはやはりどうしても間接業務に

なるので、非正規で安く雇えばいいかなとか、そう

いうところに追いやられがちな職種だと思うんです

ね。しかし結果、財務系で不適切な処理があると相

変わらず指摘をされている。財務については１年目、

２年目ではやっぱり仕事が覚えられないと思います。

ですので、先ほど答弁の中にあったプロパー化はぜ

ひ進めていただきたいですし、先ほどお尋ねした内

部統制の仕組みをつくるときには、しっかりとした

事務職員、管理職がいないとこれはできないと思い

ますので、100床当たりの人数が全国平均より少ない

という点、今の業務と新しい業務と併せて事務職員

のほうも足りているのかなということが気になりま

した。

今、この100床当たりの職員数で、事務職のみ全国

平均より少ないというところ、どのように捉えてい

らっしゃるでしょうか。

○上原宏明病院事業総務課長 先ほども申し上げた

かと思いますけれども、事務職員については非常勤

とか業務委託でも業務は代替可能だったので、それ

で今まで抑制的にしてきましたと。ただ、いろいろ

問題が生じてきていますので、組織の見直しとか常

勤職員、正規の職員増員などについて、今内部で検

討しているところでございます。

○喜友名智子委員 ぜひお願いいたします。

最後に、参考までに事務職員といってもいろいろ

いらっしゃると思うんですけど、主立った業務はど

ういったことされているでしょうか。

○上原宏明病院事業総務課長 先ほどから話題に

なっている病院の財務等に関する事務の執行とかが

ございます。あと病院経営に関する企画、職員の人

事労務管理、施設整備、物品の調達管理などいろい

ろな業務となっております。

○喜友名智子委員 一時的なパート職員という扱い

ではなくて、長く病院で働いて行く行くは病院の事

務局長というか、そういったところまで事務職とし

てのキャリアプランがつくれるような仕組み、ぜひ

整えていただきたいと思います。

実は沖縄県の求人で、仕事を求めている方たちが

希望する職種って事務職が一番多いんですね。ただ、

その事務職に対するイメージが、専門的な知識を要

するものから定型的な単純作業まで、結構いろいろ

なばらつきがあって、こういったところで人材のミ

スマッチが起こっているところもあります。ぜひ県

立病院でしっかりと事務体制を整えて、こういった

面でも大きい組織を運営する事務職員、県立病院で

働けば、ちゃんとスキルが身につくよというところ

まで頑張っていただきたいなと思います。

ほかの点については既にほかの委員のお尋ねに

なっていますので、質問は省きます。ありがとうご

ざいました。

○末松文信委員長 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 何点か質疑させていただきたい

と思います。まず最初に、昨年の決算でたしか確認

したと思うんですけれども、各病院の職員互助会の

件についてその後どうなっているのか教えてくださ

い。もう既にないというところもありましたので、
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それ以外の部分、去年からの取組状況を教えてくだ

さい。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えいたします。

昨年度からの対応ということですけれども、我々

病院事業局としましても、昨年度、決算特別委員会

終了後、各病院に対して使用許可に係る今後の取扱

いということで確認を行ったところ、現在の互助会

の使用許可期限が終了するタイミング等で、順次公

募等による選定を検討するというような御回答があ

りました。

また、令和２年度における売店運営については、

北部病院、南部医療センター・こども医療センター、

八重山病院及び精和病院の４病院において、民間事

業者による運営が現在なされており―令和２年度は

なされておりました。令和３年度には、中部病院に

おいても民間業者による運営が開始されているとこ

ろです。それから自動販売機につきましては、令和

２年度は全６病院で民間事業者による自動販売機の

設置も行われているところであります。

以上です。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

もう一点、去年も確認したんですけど、未収金の

状況、これも令和２年度の分、教えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

令和２年度の個人負担分未収金の総額は15億

8066万6000円となっており、現年度未収金が２億

7760万1000円、それから過年度未収金が13億306万

5000円となっております。令和元年度と比較しまし

て、総額は１億4791万円減少をしております。現年

度未収金が7119万5000円、過年度未収金が7671万

5000円の減少となっております。

未収金については、まずその発生を減らすという

ことが重要であることから、未収金の発生防止とし

まして、納付相談の強化であったり、社会保障制度

の活用を支援するということを行いました。それと

併せてクレジットカードやコンビニでの支払い、そ

れから支払い方法の多様化などにも努めています。

さらに、発生した未収金については、沖縄県診療

費個人負担分未収金対策要綱に沿って、督促や納付

指導などの回収業務を行うとともに、未収金対策強

化月間といたしまして、毎年11月ですけれども、取

組を強化しております。さらに回収が困難な事案に

つきましては、法律事務所へ委託するなど、未収金

の回収強化に努めているところであります。

以上です。

○小渡良太郎委員 令和２年度はコロナ初年度でも

あったので、未収金の話も結構多く出てくるのかな

と想定はしていたんですが、今説明を受けた範囲で

しっかりやっていただいているということで理解は

いたしました。やはり県立病院、県民の安心・安全

を担っていくということはあるんですけれども、しっ

かりと受けた医療の分、払っていただくということ

は基本ですし重要ですから、しっかりと取り組んで

いっていただきたいなと思います。

次に、決算配付資料の中で決算の審査意見書が添

付されていたんですが、それの４ページ、審査意見

として医業損失の115億6345万余というものが書かれ

ていました。これについても少し詳細を教えていた

だきたいのと、前年度より増えているということな

んですが、この理由を教えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えいたします。

まず、令和２年度の医業収益につきましては460億

8021万円で、その主な内訳としましては、入院収益

が337億3572万円、それから外来収益が103億4247万

円となっております。入院収益、外来収益ともに、

御承知のとおり新型コロナウイルス感染症の影響で

患者数が大幅に減少したということから、そちらの

収益が前年度比で40億9730万円の減というふうに

なっております。

一方、医業費用のほうですけれども、こちらは576億

4366万円で、主に会計年度任用職員制度の導入及び

感染拡大時対応特別手当等の支給がありまして、そ

の支給に伴う給与費等の増ということで、前年度比

で15億7733万円の増となっております。

この結果、令和２年度の病院事業会計全体の医業

損失というところが、先ほどありました115億6346万

円のマイナスというふうになっております。

以上です。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

コロナの影響で病院事業の運営に関してもかなり

の影響が出ているということが、説明でもよく理解

できました。特に、56億余りも去年に比べて増えて

いると。これはコロナという状況だからしようがな

いという部分はある程度あると思うんですけれども、

やはり以前からしっかりと病院経営、できるだけ健

全化を目指してやっていくということでやっている

中で、このコロナの影響、１年、２年で取り戻すと

いうことはなかなか厳しいことがあると思います。

また、令和３年度、今年度に関しては、恐らく令

和２年度よりも多くのマイナスが出ているんじゃな

いかなというふうに個人的な肌感覚で感じてはいる

んですけれども、この経営の改善に向けてコロナと

いうものを踏まえてどのように取り組んでいくのか。

長期的な視点が必要だと思うんですけれども、見解
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をお聞かせください。

○我那覇仁病院事業局長 コロナに関しては、今後

もやはり影響は出てくる。来年、いつぐらいまでで

全く影響がなくなるかというのはちょっと予想は難

しいんですけど、しかしながら、10月も始まって下

半期が出てくると。さらにコロナの患者さんが減少

傾向にあると。そうなってきまして今現在、やはり

これまでコロナのために１つの病棟を休床するとか、

そこに患者さんを入れるためにほかのところからそ

こに入れると。そういったふうでかなり休床による

収益が落ちました。

だからまず１つは、こういったこれまで入院とか

検査とかできなかったような患者さんが、今少しず

つ戻ってきているような傾向にございます。だから、

そういった患者さんをいかに各病院で、地域に合っ

た患者さんの呼び込みといいますか、紹介していた

だいて取り戻していくと。それがまず１点だと思い

ます。

それから、各県立病院ではコロナの中でも、やっ

ぱり施設基準とか診療単価をいかにすれば上げるこ

とができるか、そういうようなことも検討してまい

りました。そういうことで、今後落ち込んだ医業収

益を増やしていくと。そういった努力が必要じゃな

いかなというふうに思っています。

○小渡良太郎委員 これはいろいろな考え方がある

と思うんですが、私自身としては、黒字化を目指せ

というところまで言うつもりはありません。やはり

不採算医療の部分の担い手としても、県立病院が担っ

ている役割というのは非常に大きいものがあると認

識をしております。

ただ、やはり以前から経営の健全化が指摘されて

いる中でのコロナのマイナスという部分があります

から、ぜひそれも踏まえて、病床をどうしても奪わ

れてしまう部分、感染者を出さないためにほかの医

療をストップさせるという話も先ほど各院長からも

ありました。

そういう対応が、できるだけそういう対応に陥ら

ないように、県全体としてコロナの蔓延防止、感染

拡大防止に努めていくというのは、またこれは別の

ところで議論をするんですけれども、やはり対応す

る現場としてもしっかり対応しているわけですから、

その運営の健全化というのは今後もコロナを超えて

改めてしっかり考えて、健全化を目指してやってい

ただきたいなと指摘をして、次に行きます。

５ページ、医師の欠員の話、先ほどの質疑答弁の

中でも少し出ていました。医師の欠員の詳細な理由

と、あと影響と対策等で何か打っているところがあ

れば教えてください。答弁が重なる部分はあると思

うんですが、よろしくお願いします。

○上原宏明病院事業総務課長 医師につきましては、

先ほどもちょっとお話しましたが、変形労働制で追

加された定数を除く配置定数415名に対して欠員が

15名となっており、これは都市部への地域偏在や診

療科の偏在等により、北部離島地域で中堅以上の指

導医や特定診療科の医師を新たに確保することが困

難な状況となっております。医師不足により、北部

病院の泌尿器科、中部病院及び八重山病院の眼科の

３診療科において外来を休止しておりまして、また、

北部病院の脳神経外科においては診療の一部制限を

行っております。

局といたしましては、継続いたしまして県内外の

大学病院等への医師派遣要請や就業希望医師への病

院視察ツアー等の実施など、医師確保を進めるとと

もに、医師紹介会社の活用や勤務医の定着に係る取

組など、関係部局とも連携しながら医師確保に努め

てまいりたいと考えております。

○小渡良太郎委員 いろいろ待遇面での問題等々、

または給与面のことも何か理由としてあるのかなと

いうふうなところも教えていただいてよろしいです

か。なければないで。

○上原宏明病院事業総務課長 給与で申し上げます

と、給与は基本的に知事部局の給与条例がございま

すけれども、それが国に準拠して基本的につくられ

ているんですけれども、我々の給与制度もそれに準

じていますので、基本的に給与については問題ない

のかなというふうに考えております。

○小渡良太郎委員 一般的な民間病院の勤務医の方

々と比べると同じぐらいなのか、高いのか低いのか

教えてください、分かれば。

○上原宏明病院事業総務課長 大変申し訳ないんで

すが、ちょっと把握しておりませんので、失礼いた

します。

○小渡良太郎委員 給与だけで医療従事者の方々が

病院を選ぶというわけでは必ずしもないとは思って

いるんですけれども、ただ、やはり待遇の面でもや

はり離職率が上がったり下がったりということがあ

るのは、医療だけじゃなくて就労全体の中で言える

部分でもあります。

やはり県民の、特にコロナを通じて県立病院の役

割というのが非常に重要だということは、我々も多

くの県民も理解をしているところでありますから、

やはり医師の欠員が出ないような対策、いろんな部

分で、例えば公務員医師の方々の給与に関して考え

てくれないかと言われたら考えるべきタイミングな
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のかもしれないなということも正直感じてはおりま

す。医師の欠員が生じないような取組をぜひ、今話

した分も含めて考えていただきたいなと。

もう一点、６ページ、新型コロナウイルスで、こ

れも先ほどの答弁とも少し重なる部分があるんです

が、病院の機能が大分拡大をした部分があると思い

ます。いろんな機器を買ったり、または機能を付加

したり、付与したりということで、ざっくり概要で

構いませんので、この拡大した機能とかの詳細、あ

と全体的な総額を教えていただきたいと思います。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えいたします。

今回、コロナのほうにつきましては、先ほどから

回答させていただきましたとおり、コロナ関係の補

助金の予算というのが非常に大きな影響を与えてお

りまして、令和２年度につきましてはコロナ関連の

予算、事業として、先ほどから何回か述べています

けど、４つ大きく分けて補助金が入ってきておりま

す。

これら４つの補助金のほうの合計金額で約93億余

り入ってきております。これらの補助事業を通じま

して、病院では医療器材等の整備を行っております。

先ほどから申し上げている人工呼吸器であったり、

超音波画像診断装置等を整備しております。これら

が全部で265の機材です。

それから職員への手当としまして、感染症の拡大

に応じた手当を支給しております。

以上です。

○小渡良太郎委員 コロナ対応で様々な機器等を購

入したというのは分かるんですけれども、コロナ以

外にもこういった機器というのは、例えばほかの医

療に転用することが可能なのかどうか、病院の今後

の部分としてどういったものがあるのか、またどう

考えているのか、分かれば教えてください。

○山里修一病院事業経営課班長 お答えします。

一般的には、それぞれコロナ関係補助金の交付要

綱というのがございますので、これの定めに従いま

して、整備した資産は使用、処分することになりま

す。その中で、仮に交付要綱の目的に沿わない使用

などが必要という状況となった場合は、またこういっ

た補助金適化法などの定める手続に従って、厚労省

など所定の機関の了解を得て使用することができる

ケースがございます。

以上です。

○小渡良太郎委員 以上で終わります。ありがとう

ございます。

○末松文信委員長 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 皆さん、お疲れさんでございます。

医療従事者に対して改めて心から敬意を表し、感

謝を申し上げます。そういった中で若干質疑をさせ

てもらいたいと思います。

各県立病院でのクラスター対策、感染対策につい

て何度か御説明がありました。私のほうでちょっと

確認したいのは、去る６月定例会において、我々委

員会から提出して、本会議で全会一致で決議が可決

されました。その中で、県立病院で発生した大規模

クラスターについて、再度確認させてもらいたいと

思います。当時のクラスターの発生日時を教えてく

ださい。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 お答えします。

中部病院でのクラスターについては、５月31日に

５人目の陽性者が判明したということで、５人目と

いうことでその時点でクラスターという形になりま

した。

以上です。

○仲里全孝委員 クラスターはそれから何日間続い

たんですか。当時、我々が確認したときは５月24日

から６月11日までとなっていました。日付を確認す

るだけです。お願いします。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 ５月31日に５人目ということでクラス

ターが発生しまして、６月18日をもって院内感染が

終息しております。

○仲里全孝委員 当時の入院患者数、看護師などの

感染者数、当時51名とありましたけれども、再度確

認します。何名でしたか。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 お答えします。

感染者は累計で51名となっております。

○仲里全孝委員 その大規模クラスターで死亡者は

何名いましたか。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 お答えします。

死亡例は20名となっております。

○仲里全孝委員 ちょっと確認したいんですけど、

この死亡者20名の日付は控えておりますか。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 申し訳ありません。死亡日については

把握しておりません。

○仲里全孝委員 このとき我々委員会で全会一致で

皆さんのほうに、原因、説明責任とか再発防止、そ

して支援体制の強化、感染症対策本部と保健所の体

制を強化するというふうな決議を提出しましたけれ

ども、その進捗状況はどういうふうになっておりま
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すか。お願いします。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 お答えします。

中部病院における院内感染については、その原因

としましては、患者のＰＣＲ検査が入院10日後に行

われたことが拡大の原因というふうになっておりま

すので、現在、各県立病院では、患者の入院時にＰ

ＣＲ検査を実施しているところであります。

それから、クラスターの公表についてですけれど

も、県立病院におけるクラスター発生時の公表基準

がなかったことから当該事案に至っておりますので、

それについて病院事業局と保健医療部等との情報共

有の在り方にも問題があったと考えております。

その課題を解決するために、７月２日に臨時の県

立病院長会議を開催しまして、県立病院におけるク

ラスター発生時の公表基準というのを定めておりま

す。また、情報共有の在り方、連携体制の強化につ

いては、病院事業局の中に新型コロナウイルス感染

症対策室を設置しまして、クラスターの発生状況、

それから、その後の経過の追跡を行いまして、その

情報を各県立病院と共有を図る。それから、保健医

療部等と密に連絡を取り合いまして、必要に応じて

会議を開催するなど連携を強化しているところでご

ざいます。

また、クラスターが発生した場合は、新型コロナ

ウイルス感染症対策本部会議において、定例の報告

とは別に報告を行うことで、三役をはじめ県庁内で

情報共有を図っているところでございます。

以上です。

○仲里全孝委員 感染症対策本部と保健所の体制の

強化はどういうふうになっていますか。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 保健所のほうは保健医療部の管轄にな

りますので、病院事業局のほうからはお答えできま

せん。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。

そのときの体制についてちょっと確認したかった

んですけれども、安全配慮義務というのは、どちら

が設定するんですか。その場合の安全配慮責任者と

いうのは県にあるんですか。県立病院で、これは県

にあるわけですか。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 お答えします。

一般的には、安全配慮義務というのは病院側にあ

ると思います。

○仲里全孝委員 県立病院だから県立病院にあると

いうことですか。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 そのとおりです。

○仲里全孝委員 先ほど、今回の大規模クラスター

に関しては院内感染が原因というふうにありました。

この大規模クラスターで、今回死亡者が20名出たん

ですけれども、その瑕疵はどこにありますか。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 院内感染が起こった原因としては、先

ほども申し上げましたが、患者の入院10日後にＰＣ

Ｒ検査が行われ陽性が判明したことや、患者がマス

クをしていなかったり、あるいは病室内の換気が十

分なされていなかった、そういった原因があったと

報告を受けております。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは、安全配慮義

務は県立病院にありましたと。20名の死亡者が出ま

した。その瑕疵はどちらにあるんですか。瑕疵はど

こにありますかと。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から決算審査の範囲外で

あるとの指摘があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 この件に関して、また改めて委員

会のほうで調査、研究して質疑していきたいと思い

ます。

以上です。

○末松文信委員長 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いします。

私は、先ほど喜友名委員が事務職の件で質疑をさ

れておりましたけれども、それに関連しまして、や

はり病院現場の環境を整える大事な部分だと思って

おります、病院事務職のですね。その事務職の課が

総務課、そして経営課、医事課という３つの課があ

るようですけれども、それぞれの課の正規、非正規

職員の人数を教えていただけますか。

○上原宏明病院事業総務課長 病院ごとで申し訳な

いんですが、北部病院の総務課のほうが正職員定数

で11名、会計年度任用職員も同じく11名、経営課の

ほうが定数６名に対して会計年度５名、医事課が正

職員６名に対して会計年度が９名。

続いて、中部病院のほうですけれども、総務課が

10名に対して19名、経営課が８名に対して４名、医

事課が11名に対して12名。中部病院はこれらの課の

ほかに設備調達課というのがございまして、これが

職員10名に対して会計年度９名。

南部医療センターが18名に対して16名、経営課が

４名に対して２名、医事課が９名に対して７名。
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宮古病院が、総務課９名に対して９名、経営課が

５名に対して３名、医事課が８名に対して、これは

配置なしです。

八重山が10名に対して13名、経営課が６名に対し

て５名、医事課が６名に対して９名。

精和が総務課７名に対して７名、経営課が５名に

対して13名となっております。

以上です。

○石原朝子委員 今の数字をちょっと確認させてい

ただきます。宮古病院の医事課のほうは、正規８名

に対して非正規はゼロということですか。

○上原宏明病院事業総務課長 そのようになってい

ます。こちらは委託職員で対応しているということ

です。

○石原朝子委員 こうして見ると、職員数はかなり

の人数がそれぞれおりますけれども、やはり非正規

職員の数の割合が大きいと思います。この非正規職

員を正規化、目標数値としまして、今各病院ごとの

目標数値も持っていらっしゃいますでしょうか。

○上原宏明病院事業総務課長 今の会計年度任用職

員が務めている職については、ある程度常勤の職員

に職員の定数として振り分ける必要があるとは考え

ているんですけれども、具体的に何名必要かという

のはまだ検討中の段階でございます。

○石原朝子委員 この職員の配置、こういった正規

化に向けての計画とか、計画書等も作成されている

んでしょうか。

○上原宏明病院事業総務課長 各病院のほうから定

数化に向けた要望調査を行っておりまして、今、総

務課内で調整中でございます。

○石原朝子委員 これは以前から、監査委員から事

務の不適切な処理の仕方というのがずっと何年も掲

載されておりますけれども、その改善に向けての対

応はいつから取り組んでいらっしゃいますでしょう

か。監査委員の先日の質疑の中にも、やっぱり非正

規、正規化の職員が足りないというようなお話をさ

れていたこともあるんですけれども、今の定数等、

先ほどの条例定数、令和２年度で3175人、まだ定数

枠には達していないと思っていますけれども、採用

できる状態ではないということでしょうか。

○上原宏明病院事業総務課長 事務職員だけ定数条

例いっぱい使うというのは、またほかの職種とかい

ろいろバランスもございますので、我々としては、

また一気に多くの職員を採用しちゃうと、その分逆

に事務能力が落ちたりしますので、常勤職員を増員

するのは当然考えているんですけれども、それと別

に人材育成に関する研修とか組織の見直しを行うこ

とを検討しているところでございます。

○石原朝子委員 まずは、やはり先ほどありました

全国平均に近づけるような努力をされたほうがよろ

しいかと私も思います。やはり医療スタッフも本当

に大切ですけれども、やっぱり医療専門職を患者の

治療に邁進できるように、病院の現場の環境を整え

る大事な仕事でありますし、その事務部署の職員の

充実は一日も早く整えていただきたいと私は思って

おります。よろしくお願いします。

続きまして、今回個人負担分、未収金額が大分改

善されたようですけれども、その中におきまして、

北部病院と中部病院、八重山病院のほうで大分金額

の減額が生じておりますけれども、それぞれの病院

がこういう改善ができた特段の理由とかも御存じで

しょうか。北部病院と中部病院、そして八重山病院

ですけれども、この未収金額を減らすことができた

具体的な取組とかを教えていただけたら助かります

けれども。

○久貝忠男北部病院長 令和２年度の個人未収金は

前年度と比べて3629万円減少になっていますが、大

きな要因というか、まず第一の要因が、患者数が減っ

たということが結構ありまして、当然未収金は減り

ますが、それでもなお我々の努力としましては、ま

ず未収金を発生させないと。発生させないためにど

うするかというと、限度額認定とか高額療養費、そ

ういうものに誘導すると。なるべくそういうふうに

して発生を未然に防ぐ。

さらに、発生した場合には、その回収方法を考え

ているわけですが、クレジット払いとか、あるいは

分納を促進すると。後は弁護士を通じましてなるべ

く回収するようなことで、最終的に3629万円の未収

金が改善したということになっています。

○玉城和光中部病院長 中部病院でどういうことを

やったか、まず未収発生の防止に向けた取組をやっ

ているんですけれども、今担当職員１名と嘱託職員

４名でチームを編成して、次のような業務をやって

います。これは発生防止の業務として、まず入院患

者等から入院、納入相談に対してはすぐ対応すると

いうことです。特に高額療養費等、公費負担制度の

理解と活用促進を行っています。

そして、無保険、いわゆる保険未確認などの高額

未収金の発生するリスクが高い入院患者もいますの

で、その情報を早期に把握して、できる限り無保険

の期間が生じないよう患者や関係機関と調整するこ

とで、高額未収金の発生防止に努めています。

あと、未収金の回収率の向上を目指すため、過年

度未収金のうち回収困難と思われるもの、悪質案件
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などは当然専門知識を要する法律事務所へ債権を追

加委託することで改善に取り組んでいるところです。

あと、未納者への対応として、滞納整理強化月間

とか、先ほど話にも出ていますけれども、11月に強

化月間とかをやっているということですね。

あと催促状の送付、あと電話による催促、後は訪

問もやっていて、そういうところも強化しています。

あと弁護士への回収委託も、先ほども言いました

けれども相当やっていて、今件数として、分割も含

めますと件数は2300件余りで、回収も２億2504万円

とか、かなり回収ができるようになったということ

が挙げられるんじゃないかなと思います。

以上です。

○篠崎裕子八重山病院長 お答えします。

まず、令和２年度は患者数の減も一つは影響して

いるかなと思っております。あと、未収になるよう

な患者様に関しては、地域連携室を通して早めに介

入し、あと分割、それ以外に支払いができない人は

福祉につなげたりして、生活保護への流れをつけた

りというような形での予防策は取っております。

また、未収の回収に関しては、令和元年からです

か、弁護士のほうに委託しまして、そちらのほうか

ら介入していただいて未収の回収を行うような形が

功を奏したかと思っております。

以上です。

○石原朝子委員 ありがとうございます。

それで、南部医療センターの診療所の過年度分が

大分、令和元年度合計で392万3938円から、令和２年

になりますと過年度分として13万2491円まで減額さ

れておりますけれども、診療所等のこれだけの減が

出た何か理由はございますでしょうか。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 お答えします。

南部医療センターは８つの離島診療所を持ってお

ります。未収金が大幅に減ったことについての御質

問ですけれども、実は去年は観光客が離島を訪れる

ことがなかったんです。未収金の大きな原因になっ

ているのは、その観光で来られた方が診療を受けて

帰っちゃって、その後請求してもなかなか支払いが

ないということだったと思います。これは正確に調

べたものではないので推測の域を抜けないんですけ

れども、恐らくそれが一番大きな理由ではないでしょ

うか。今、診療を受けているのは地元に住んでおら

れる方々ですので、支払いはきっちりとされている

というふうに理解できます。

○石原朝子委員 そうでしたか、分かりました。あ

りがとうございます。

最後になりますけれども、ちょっと質問を届け出

てはなかったんですけれども、病院事業局への寄附

金を募っていらっしゃいますけれども、令和２年度

の寄附金の額と件数、それからその寄附金というの

はどういったふうに使われているのか教えていただ

けないでしょうか、よろしくお願いします。

○上原宏明病院事業総務課長 昨年度の寄附金です

けれども、病院トータルで60件で、収納額が3442万

1802円、付替額2606万7411円となっております。

○石原朝子委員 この寄附金の使い道と、また寄附

金を寄附される方は、特定される医療機関があった

場合はそのように寄附金先が決まるんでしょうか。

そこら辺まで、最後よろしくお願いします。

○上原宏明病院事業総務課長 寄附なさる方がこの

病院にお願いしますという形であったら、当然その

病院に寄附金を送るというか、やっています。寄附

金について、特に使途が定められていなかったら、

その病院のほうで使い道については検討することに

なろうかと思います。

○石原朝子委員 分かりました。どうもありがとう

ございました。

○末松文信委員長 以上で、病院事業局関係決算事

項に対する質疑を終結いたします。

15分間休憩いたします。

午後３時35分休憩

午後３時50分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

次に、保健医療部長から保健医療部関係決算事項

の概要説明を求めます。

大城玲子保健医療部長。

○大城玲子保健医療部長 よろしくお願いいたしま

す。

保健医療部所管の令和２年度の決算概要について

御説明申し上げます。

通知しました歳入歳出決算説明資料をタップし、

資料を御覧ください。

資料の１ページをお願いします。

表の右端の欄には、令和２年度沖縄県歳入歳出決

算書のページを記載しておりますので、御参照くだ

さい。

それでは、一般会計歳入決算の状況について御説

明いたします。

表の一番上、保健医療部計の欄ですが、予算現額

の計（Ａ欄）546億986万5000円に対し、調定額（Ｂ

欄）は487億351万1055円、そのうち収入済額（Ｃ欄）

が486億9452万3076円、不納欠損額（Ｄ欄）は０円、

収入未済額（Ｅ欄）は898万7979円、収入比率99.98％
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となっております。

次に、歳入決算について、款ごとに主な内容を御

説明いたします。欄外に通し番号を振っております

ので、こちらを用いて御説明いたします。

まず、通し番号１、（款）使用料及び手数料の収入

済額（Ｃ欄）２億177万3111円は、県立看護大学の授

業料及び入学料などとなっております。

次に、通し番号10、（款）国庫支出金の収入済額468億

2718万5919円は、新型コロナウイルス感染症対策の

ための新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金

及び新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

などとなっております。

２ページをお願いします。

通し番号18、（款）財産収入の収入済額826万619円

は、健康づくり財団等への土地貸付料などとなって

おります。

次に、通し番号24、（款）寄附金の収入済額１億524万

8696円は、新型コロナウイルス感染症対策のための

県民等からの県への寄附金となっております。

通し番号27、（款）繰入金の収入済額12億1894万

1295円は、離島や北部地域の医師確保、医療体制整

備等に要する経費に充当するため、保健医療部で設

置した各基金からの繰入れなどとなっております。

次に、通し番号32、（款）諸収入の収入済額３億

3311万3436円は、病院事業会計への貸付金の元利収

入などとなっております。

次に、収入未済額について御説明します。

恐れ入りますが、１ページにお戻りください。

表の一番上、保健医療部計の右から３列目、収入

未済額（Ｅ欄）898万7979円について、その主なもの

を御説明いたします。

通し番号７、（目）教育手数料の（Ｅ欄）収入未済

額423万円は、県立看護大学入学料に係る収入未済額

となっております。入学料については、令和２年度

末に令和３年度の入学料の減免申請がなされたこと

から、令和３年度に減免の決定が行われるまでの間、

納付を保留としていたことにより生じたものとなっ

ております。

２ページを御覧ください。

通し番号36、（目）衛生貸付金元利収入の（Ｅ欄）

収入未済額433万5200円は、看護師等就学資金返還金

に係る収入未済額となっております。同資金は、看

護師免許を取得後、県内の指定施設に一定期間勤務

した場合には返還を免除しておりますが、県外への

就職、あるいは看護師を離職した場合などには返還

しなければならないところ、この返還が滞り、収入

未済となっているものであります。

次に、一般会計歳出決算の状況について御説明い

たします。

４ページをお願いします。

表の一番上、保健医療部計の欄ですが、予算現額

の計（Ａ欄）1101億6465万円に対し、支出済額（Ｂ

欄）は1003億4463万3206円、翌年度繰越額（Ｃ欄）

は54億7271万8000円、不用額（Ｄ欄）は43億4729万

8794円、執行率は91.1％となっております。

次に、歳出決算の主な内容について御説明いたし

ます。

まず、通し番号１、（款）民生費の支出済額315億

8921万3695円は、主に後期高齢者医療広域連合に対

する負担金などに要した経費となっております。

次に、通し番号６、（款）衛生費の支出済額679億

1652万3203円は、新型コロナウイルス感染症などの

感染症対策、ハンセン病や結核対策、精神保健、母

子保健、健康増進の推進、難病対策、衛生環境研究

所及び保健所の運営、食品衛生、医務・薬務及び病

院事業会計への繰出金に要した経費となっておりま

す。

５ページをお願いします。

通し番号34、（款）教育費の支出済額８億3889万

6308円は、看護大学の管理運営等に要した経費となっ

ております。

次に、翌年度繰越額について御説明いたします。

恐れ入りますが、４ページにお戻りください。

表の一番上、保健医療部計の右側から４列目、翌

年度繰越額（Ｃ欄）54億7271万8000円について御説

明いたします。

通し番号９、（目）予防費については、その中の新

型コロナウイルス感染症相談検査体制等拡充事業に

おいて、感染拡大に伴う需要の拡大により、医療機

器等の納品が困難になったことによるものです。

５ページを御覧ください。

通し番号22、（目）環境衛生指導費については、そ

の中の水道広域化推進事業において、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大による離島への渡航自粛要

請等により、関連工事に遅れが生じ、年度内での事

業実施が困難になったこと及び通し番号28（目）医

務費については、その中の新型コロナウイルス感染

症医療体制構築事業において、感染拡大に伴い、医

療機関が病床確保交付申請を３月中に提出すること

が困難になったこと及び機器整備補助に関して、需

要の拡大により年度内の納品が困難となったことな

どにより繰り越したものであります。

次に、不用額について御説明いたします。

恐れ入りますが、４ページへお戻りください。
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表の一番上、保健医療部計の右から２列目、不用

額（Ｄ欄）43億4729万8794円について、その主なも

のを御説明いたします。

まず、通し番号１、（款）民生費の不用額５億343万

6305円でありますが、主なものを申し上げますと、

通し番号５、（目）国民健康保険指導費においては、

保険給付費及び高額医療費負担金の実績が見込みを

下回ったことにより、不用が生じたものであります。

次に、通し番号６、（款）衛生費の不用額37億3346万

5797円でありますが、その主なものは、通し番号９、

（目）予防費については、その中の新型コロナウイ

ルス感染症相談検査体制等拡充事業において、コー

ルセンター及び検体採取センター委託料の実績が見

込みを下回ったこと並びに新型コロナ感染症対応医

療従事者慰労金交付事業において、慰労金の実績が

見込みを下回ったこと。

通し番号12、（目）精神衛生費については、その中

の精神障害者自立支援医療費において、医療費の助

成実績が見込みを下回ったこと及び通し番号13、（目）

母子保健衛生費については、その中のこども医療費

助成事業において、市町村への補助実績が見込みを

下回ったことにより不用が生じたものでございます。

５ページをお願いします。

通し番号28、（目）医療費の中の新型コロナウイル

ス感染症患者を受け入れた医療機関への協力金交付

の実績が見込みより下回ったこと等により、不用が

生じたものでございます。

通し番号34、（款）教育費の不用額１億1039万6692円

については、教員等の欠員による人件費及び新型コ

ロナウイルス感染症の影響による旅費等について不

用が生じたものであります。

６ページお願いします。

次に、沖縄県国民健康保険事業特別会計の決算に

ついて御説明します。

まず歳入ですが、予算現額の計（Ａ欄）1594億2304万

6000円に対し、調定額（Ｂ欄）は1604億2999万3524円、

その内、収入済額（Ｃ欄）が1604億2999万3524円、

収入比率100％となっております。

６ページ及び７ページは、特別会計の歳入決算状

況を示しておりますが、不納欠損額（Ｄ欄）及び収

入未済額（Ｅ欄）ともに０円、収入比率100％となっ

ておりますので、目別の説明は割愛させていただき

ます。

８ページをお願いします。

沖縄県国民健康保険事業特別会計の歳出ですが、

予算現額の計（Ａ欄）1594億2304万6000円に対し、

支出済額（Ｂ欄）は1568億2434万3781円、不用額（Ｄ

欄）は25億9870万2219円、執行率は98.4％となって

おります。

Ｄ欄の不用額25億9870万2219円は、主に通し番号

４、（目）保険給付費等交付金の中の普通交付金にお

いて、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う受診

控えにより、保険給付費の実績が見込みを下回った

ため不用が生じたものであります。

なお、特別会計においては、収入済額と支出済額

に差が生じた場合、決算剰余金として翌年度に繰越

しすることとなります。

以上で、保健医療部所管の令和２年度歳入歳出決

算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 ありがとうございました。

保健医療部長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、委員長の許可を得てから重複する

ことがないよう簡潔にお願いいたします。

また、答弁に当たっては総括的、政策的な質疑に

対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担当

課長等の補助答弁者が行うこととしたいと思います

ので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願いい

たします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに保健医療部関係決算事

項に対する質疑を行います。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまでございます。

では、決算について質疑をさせていただきます。

まず、冒頭ですけれども、保健医療部におかれまし

ては、これまでコロナ禍において当初予算の組替え

など、これまで経験したことのない１年ではなかっ

たでしょうか。どのような点に苦慮し、工夫された

のか伺います。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

新型コロナウイルス感染症の対応としましては、

６回の補正予算で約431億円を確保するとともに、補

正が間に合わない急を要する場合等には、既決予算

の組替え、予備費の充用等を行い各種事業を実施し

てまいりました。

県では、日々変化する新型コロナ感染症に対して、

対策本部に総括情報部を設置するとともに、感染状

況に応じて庁内から応援職員を確保した上で、全庁

を挙げて対策に取り組んでまいりました。

新型コロナ感染症への対応は、感染状況を予見し、

スピード感を持って組織、人員、予算を確保しなけ
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ればいけないという難しさがございました。県とし

ましては、今後とも先を見据えた予算確保に努め、

適宜、適切に感染防止対策に取り組んでいきたいと

考えております。

○比嘉京子委員 先ほどは病院事業局で、県立病院

の院長先生方から現場の話を相当聞かせていただき

ました。本当にこれまで経験したことのないような

医療体制の中で、大変な１年余りであったなという

ことを委員みんなで実感しているところであります

けれども、もちろん保健医療部も同じようなことで

はないでしょうかと思うんですね。

これまで管轄されてこられました保健所及び衛生

環境研究所、今回特に保健所は目立って、衛研もバッ

クでデータの整理等をされてこられたというふうに

認識しておりますけれども、保健所の状況が本当に

全部、ある意味でＰＣＲ、それから行政検査等、そ

れから追跡等と様々な業務が相当にのしかかってお

りましたので、こういうような問題から受けて、皆

さんの管轄でありますこの両機関、これまでの在り

方について、今後どうあればいいのかどうか、どう

いう課題が見えたのかということについて伺います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 コロナ感染症拡

大下における保健所、衛生環境研究所の役割等につ

いてということかと思います。

まず、保健所では新型コロナウイルス感染症患者

を診断した医師の届出に基づき、感染拡大防止のた

め、積極的疫学調査を実施し、感染源調査や濃厚接

触者の行政検査及び健康観察を中心に取り組んでお

り、集団感染の原因解明や施設に対して、今後の感

染拡大防止対策を指導、助言するなどの重要な役割

を担っていると認識しております。今般の第５波の

流行においては、これまで経験のない感染者急拡大

に伴い、積極的疫学調査への対応が課題となったこ

とから、今後、想定を超える事態に備えて、臨機に

人材を派遣する体制の強化に努めていきたいと考え

ております。

次に、衛生環境研究所につきましては、地方衛生

行政の科学的、技術的中核機関として感染症等の試

験検査、それから調査研究及び研修指導を行ってお

ります。また、所内に感染症情報センターを設置し、

感染症の患者情報及び病原体情報収集、分析、関係

機関へ提供を行っております。科学的、技術的な観

点から、感染症対策を担う重要な研究機関と認識し

ております。

感染症情報センターでは、日々の検査状況及び陽

性者数等を解析し、日報として関係機関へ情報を発

信するとともに、県のホームページに掲載しており

ますが、第５波の流行期においては、迅速な情報の

解析及び発信が課題となったところであります。

今後、想定を超える事態に備えて引き続き職員の

研修及び体制強化に取り組み、衛生環境研究所の機

能向上に努めていきたいと考えております。

以上でございます。

○比嘉京子委員 両機関、今おっしゃったとおりに

これまで経験したことのないような、かなりの重責

であっただろうというふうに思いますけれども、こ

れまで、部のほうから衛研や保健所へ人数等の送り

込みなどもされたかと思うんですが、延べ的には幾

らぐらい、それぞれされたんでしょうか。

○平良勝也ワクチン接種等戦略課班長 お答えしま

す。

第５波においては、７月26日から９月15日の間に、

まず関係機関に応援の依頼をして、市町村、それか

ら県内の大学、看護学校、協会けんぽ、それから退

職した保健師など計761名の保健師が、北部保健所、

それから中部保健所、南部保健所に派遣されており

ます。これに加えて、８月23日から９月15日までの

間に、中部保健所及び南部保健所に県職員計918名、

合計1679名が動員されております。

以上です。

○比嘉京子委員 衛研のほうには、特に人材の派遣

はなかったですか。

○嘉数亨ワクチン接種等戦略課班長 お答えいたし

ます。

衛生環境研究所のほうでは、班内及び所内のほう

で人員体制、応援を行っており、所外からの増員は

行っておりません。

以上でございます。

○比嘉京子委員 やっぱり重要な機関ではないかな

と。私はもっと機能強化が必要ではないかと思って

おります。機器等も含めて、ぜひ現状維持ではない

御検討をお願いしたいなと思っています。

では、次に行きます。主要施策の成果に関する報

告書から２点お願いします。１点目は、170ページの

妊娠期からつながる仕組みの検討事業ということで、

いわゆる母子健康包括支援センターについて、立ち

上げのときには一生懸命私も発言をさせていただい

たんですけど、最近とんとしてなくて、せんだって

23か所ほど、これを見てできているんだなというこ

とが分かりましたので、以下質問いたします。

まず、センターを設置するときに、市町村におい

てどういうような前の研修等、または話合い等があっ

て、どのような流れでどういう人材でつくることに

なっているんでしょうか。
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○国吉悦子地域保健課長 お答えいたします。

支援センターの設置に関しましては、各市町村が

実施主体となりまして、４つの必須業務がありまし

て、それを実施するんですけれども、保健師等の専

門職１名以上配置することが必要となります。その

必須事業とは、妊産婦や乳幼児等の実情を把握する

こと、あと妊娠、出産、子育てに関する各種の相談

に応じ、必要な情報提供、助言、保健指導を行うこ

と。３つ目に、支援プランを策定すること。４つ目

に、保健医療または福祉の関係機関との連絡調整を

行うこととなっております。

国はセンターに係る補助金のメニューを策定して

おりますが、補助金を活用せずともセンターを設置

している市町村もありますので、各市町村の実情に

合わせたセンターが設置できるようにと、沖縄県で

も支援を行っているところでございます。

○比嘉京子委員 妊娠したら、このセンターに何ら

かの関わりをするという理解でいいですか。

○国吉悦子地域保健課長 そうでございます。妊娠

をしたら妊娠届出をしますので、その方たちを全員

面接していきます。

○比嘉京子委員 ということは全員、取りあえずそ

こは入り口としてはなっている。その後、どういう

ような人たちに家庭訪問までとか、いろんな仕分け

をすると思うんですが、どういうふうにされている

んでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 その妊婦さんの経済状況

とか、あと家族構成とか、妊娠期間中の体調等も確

認しながら、出産後も支援される方がいるのかどう

かとか、もろもろの生活状況をお伺いして、必要な

方については、その妊婦さんと相談をしながら支援

プランを立てて、福祉の制度等が必要な方について

はそれぞれ必要なサービスにつなげるように連携を

取っております。

○比嘉京子委員 出産までに最低でも何回は関わる

とか決まりはあるんですか。

○国吉悦子地域保健課長 市町村によって妊婦の数

が少ないところと多いところとありますので、大き

な市町村につきましては、全員が何回というのはな

くて、必要な人に必要な回数だけの支援をという形

でやっております。

○比嘉京子委員 例えば、１人の保健師が担当する

人数とか、そういうのもないという理解でいいです

か。

○国吉悦子地域保健課長 大体の市町村が、市町村

の中で地区で、この市町村のこの地区はこの担当者

ということで保健師を地区で分けておりますので、

面接する保健師は何名か、二、三名で交代でやって

おりますけれども、その地区に支援が必要な方はつ

なげていく形を取っております。

○比嘉京子委員 いつまで関わり続けていますか。

出産後、いつまで関わっているんでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 出産後、産後健診があっ

て、あと乳幼児健診とかありますので、それぞれ乳

児は年間２回健診がありまして、その後また１歳半

健診とか、あと３歳児健診まで保健のところではあ

りますけれども、その後も必要なお子さんにつきま

しては、就学時の健診までとか関わっています。ま

た、医療的なケアとかが必要になってくるお子さん

につきましては、就学の相談に乗ったり、その後も

この地区の担当の保健師が支援をしているケースも

あります。

○比嘉京子委員 今、設置するだけで一生懸命だと

思うんですけれども、やっぱりこの中身を私たちも

もっと力を入れていかないといけないなと私も今思

うんですけれども、いわゆる妊娠から出産、出産か

ら子育て、就学までワンストップでやるということ

が、この意図だったと思うんですよね。

そうしますと、フィンランド、私も２度ほど行き

ましたけれど、ネウボラにも行きましたけれど、い

わゆるここで本当に家族ぐるみで両親もおじいちゃ

ん、おばあちゃんも、この子を抱える周りの家族も

みんな引き受けて、信頼関係で就学前まで同じ保健

師がつないでいるわけです。

このことによって何ができているかというと、家

庭内の虐待も収まるのと、出産率も上がっているわ

けなんです。ですから、そういう意味で言うと一番

ここにエネルギーを費やして投入をしていくという

ことが、今後起こり得る様々なことにストップをか

けるという大きな意味を持っているというふうに思

いますので、ぜひ沖縄が全国に先駆けて、そういう

地域になれるような、これから全国と足並みそろえ

てではなくて、なれるようにというふうに願ってい

るんですが、認識について、部長、いかがですか。

○大城玲子保健医療部長 やはり妊娠期からつなが

る仕組みということで、妊娠が分かってから出産し

て、産後のこと、それからその後の就学まで、それ

以降についてもつながった切れ目のない支援という

のは非常に重要だと思います。

今このセンターについては、やっと設置が進んで

きているところではございますが、やはり保健関係

だけではなくて、福祉との関わりも非常に重要だと

思っておりまして、そういう意味では保健医療と福

祉の関係機関との連絡調整というのもこの機能の中
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にございますので、そこは福祉ともしっかりと連携

を取ってやっていきたいと思います。

○比嘉京子委員 ぜひこれからも注視していきたい

と思っております。

次に、173ページの離島医療、離島患者の支援事業

ですけれども、どのぐらいの人にどれぐらいやって

いるのかが見えなくて、質問をしています。支援内

容と助成対象者、それから助成金について伺います。

○宮城優医療政策課長 離島患者等支援事業は、居

住する離島において必要とする医療を受けることが

できない島民が、島外の医療機関へ通院及び入院を

するために要する交通費、宿泊費に対して補助を行

う事業でございます。

対象の地域は、県内の37有人離島を有する18市町

村で、対象となる患者さんが特定不妊治療を受ける

夫婦、妊産婦、がん患者、子宮頸がんワクチン接種

後に多様な症状を呈している患者、それから小児慢

性特定疾病児童等、それから指定難病患者などが対

象になっております。それから必要に応じて付添人

も１名まで対象となります。

さらに、令和２年度は15市町村で2686人が補助を

受けておりまして、補助金額は1377万7000円でござ

います。

○比嘉京子委員 ありがとうございます。

お聞きしたいのは、例えば指定された病気の種類、

それから金額というのはどのように、例えば渡航費

の何％とか、何かそういう割合というのがあるんで

しょうか。

○宮城優医療政策課長 補助金の算定がちょっと複

雑なんですが、県がまず決めている基準額、それか

ら市町村が離島の患者に実際に助成した額、さらに

離島の患者が実際に負担した額、この３つを対象経

費ごとに比較して、最も少ない額に補助率を乗じて

算定することになっております。県は市町村と２分

の１ずつの補助になっておりますので、基本的には

今申し上げた３つのものの額のうち一番低いものに

その補助率を掛けて算出して補助するという形でご

ざいます。

○比嘉京子委員 最も低い額を２分の１ずつ分けて、

全額補助的な状況になっているという理解でいいで

すか。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から後で説明いただき

たいとの発言があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 やはり離島において完結型の医療

になっていないということがそもそもの理由だと思

うんですね。例えばがん治療で放射線治療を定期的

に受けようとすると、八重山病院にも宮古病院にも

放射線療法がないわけなんですよね。ですから、そ

ういう意味で言うと、いかに離島の医療体制の格差

を少なくしていくかというところがまずは問題かな

と。負担も大きいですので、そこら辺にもう少し目

を向けていただければと思います。

ありがとうございました。

○末松文信委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 質問いたします。御答弁のほう

をよろしくお願いいたします。主要施策の中の

145ページからお願いします。感染症指定医療機関運

営補助事業、感染症患者入院医療費になっておりま

すけれども、この内容についてお聞かせください。

それと、不用額が1900万円も出ておりますけれども、

これについてもよろしくお願いいたします。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 感染症指定医療

機関運営補助事業について御説明いたします。県は

これまで感染症指定医療機関運営補助事業により、

感染症患者の病床確保の補助及び入院費用の負担を

行ってきたところであります。

そのうち病床確保事業につきましては、令和２年

度から補正予算で新たに措置された新型コロナウイ

ルス感染症医療体制等構築事業により対応すること

となったため、既存の補助事業を活用しなかったこ

とから、補助金1900万円が不用となっております。

また、医療費負担につきましては、当初予算とし

て扶助費、それから委託料を合わせて120万3000円を

計上し、これについては全額執行しております。

そのほかにつきましては、令和元年度の病床確保

補助及び医療負担事業において不用額が生じたこと

から、491万9000円を国へ償還しております。

以上でございます。

○玉城ノブ子委員 コロナ感染拡大で医療機関に支

給された空床確保事業感染防止支援金や患者受入協

力金について、それぞれに対する支給金額というの

は分かりますでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる病床

の確保については、国の緊急包括支援事業において

補助対象とされたことから、令和２年５月、先ほど

補正で措置されたということでございます。その後、

３度の補正予算措置を行って、コロナウイルス感染

症患者を受け入れる重点医療機関に対して補助を実

施しているところでございます。

令和２年度は、この補助実績についてですけれど
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も、予算額が216億304万9000円に対して、執行額が

180億3441万7000円となっております。残額35億

6863万2000円ございますけれども、それは全て令和

３年度に繰越しをしているというところでございま

す。

あと、協力金についてでございます。新型コロナ

ウイルス感染症の疑いがある者とか、感染症患者の

受入れに協力した医療機関に対して、医師と医療従

事者の処遇改善などを各医療機関の実情に応じて柔

軟に活用できる協力金を交付しているところでござ

います。

令和２年度の実績については、予算額31億3884万

4000円に対して、執行済額が25億874万4000円となっ

ております。不用額が６億3010万円となっておりま

す。

以上でございます。

○玉城ノブ子委員 ちょっと気になりますのは、医

療機関の看護師等への支援金が十分に行き届いてい

ないのではないかという声が上がっていますけれど

も、現状はどうなっているか皆さんつかんでいらっ

しゃいますでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

今年２月、昨年度ですけど、協力金の交付対象の

医療機関に対して活用状況の調査を行っております。

その調査の際に回答があった医療機関からは、ほと

んどが医療従事者の特殊勤務手当、危険手当だとか、

そういったものの支給に活用されているという回答

があったところでございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれはやっぱり医療現場が

一番逼迫した状況になっているわけですので、その

支援金が十分に現場に届くことができるように最大

限の努力を払っていただきたいというふうに思いま

す。これは答弁はいいです。

次に、148ページの子供の医療費の無料化の件です

けれども、来年度から中学校卒業までに引き上げら

れるということですけれども、現物給付については、

各市町村との協議はどうなっていますでしょうか。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

県におきましては、令和４年度から通院の対象年

齢を中学校卒業まで拡大することとしまして、あわ

せて全市町村で中学校卒業までの現物給付を実施す

ることとしておりますけれども、全市町村で現物給

付実施に向けた県の取組としましては、令和３年１月

下旬から２月下旬にかけて、対象となる市町村を個

別に訪問するなどしまして、現物給付に係る市町村

の状況、県の考え方などを説明し、市町村から御理

解をいただけるように取り組んできたところです。

そして今年の５月、年度当初ですね。全ての市町

村から実施するという回答が得られておりまして、

今のところ令和４年度からの実施に向けて取り組ん

でいるところです。

以上です。

○玉城ノブ子委員 来年度から子供の医療費の無料

化が現物給付で、中学校卒業まで実施をすることが

できる。そういう見通しがついたということでよろ

しいですね。

○名城政広保健医療総務課長 そのとおりでござい

ます。

○玉城ノブ子委員 あと、158ページのひきこもりの

対策推進事業ですけれども、ひきこもりの実態調査

というのはなさっているんでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 県におきましては、ひき

こもりに関する実態調査は実施しておりませんけれ

ども、平成30年度に国が公表した40歳から64歳まで

のひきこもりに関する実態調査によると、当該年齢

人口の1.45％がひきこもり状態にあると推計されて

おります。この結果を基に平成30年度時点での本県

の当該年齢におけるひきこもり者を推計すると、約

7000人ということになっております。

ひきこもりの調査につきましては、やはり市町村

と一緒にやっていきたいということで、そのほうが

支援につなげることもできるだろうということで、

いろいろ検討していきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 やっぱりひきこもりが国の調査

で7000人と非常に大きな数になっております。実態

としては非常に深刻な事態じゃないかというふうに

思います。私は県としてもひきこもりの実態がどう

なっているのか、なぜそういう状況に至っているの

かということについて、市町村と連携を取って、具

体的な状況について実態をつかんでいくということ

は必要なんじゃないかというふうに思っているんで

すけれども、どうでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 県におきましても、私た

ちのところではひきこもりセンターを持っているん

ですけれども、こちらでも相談に―実際に御本人と

か家族の方から電話がありますので、それで300名余

りの方に、実際に引き籠もっている方の支援をして

いるというところがあります。

県の中でも、高齢者のほうの包括支援センターと

か、あと民生委員を担当している部署とか、いろん

なところが実際にひきこもりになっている方たちを

支援している部分もありますので、県のほうでは福

祉の、子ども生活福祉部とも協議をしながら、どう

いった調査が望ましいのかというところも一緒に検
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討していきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 具体的になぜ引き籠もることに

なったのかということについて、やっぱり原因をしっ

かりと掌握していくということは非常に大事なこと

だと思うんですよね、その支援を進める上でも。そ

ういうときに、なぜそういう状況になったのかとい

うことを具体的に皆さん方がつかむということが非

常に大事じゃないかというふうに思うんですけれど

も。今の実際のひきこもりの実態の内容について、

皆さんはつかんでいらっしゃいますでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 ひきこもり状態の年数等

は、センターのほうで把握した306人の中で、１年未

満が32名で11.6％、あと１年から５年未満が111名で

40.1％、あと５年から10年未満が42名で13.7％、あ

と10年以上が92名で33.2％という形になっておりま

す。

実際に引き籠もった原因というのが、いじめとか、

いろいろあって不登校になって引き籠もっている方

もいれば、様々な理由でひきこもりという形になっ

ておりまして、実際には実態をまだ十分に把握でき

ていない状況でございます。

○玉城ノブ子委員 私はその実態をしっかりと把握

していくということが大事だと思います。そして、

その引き籠もっている人を支援するために、具体的

にやっぱり市町村や市町村の民生委員だとか、そう

いう皆さん方と連携を取って具体的な支援策を進め

ていくということにならなければ、なかなかこのひ

きこもりの皆さん方に対する支援は実現できないの

ではないかというふうに思うんです。

私も自分の身近でそれも見てきましたので、それ

もやっぱり民生委員の方が具体的に関わって、その

中で支援する施設に行くようになって、それから徐

々に外に出ていくということを実際に私も見てきま

したので、やっぱり具体的にそれを解決していくた

めには、県がなぜそういうふうになったのかという

原因を明らかにして、各市町村、民生委員の皆さん

方と連携を取って、解決に、支援に導いていくとい

うことにしていかなくてはならないんじゃないかと

いうふうに思いますので、その対策をしっかりと進

めていただきたいというふうに思うんですが。

○国吉悦子地域保健課長 現在もひきこもり専門支

援センターのほうでは、民生委員さんからの相談に

応じたり、こちらからまた民生委員に紹介したりと

か、あと市町村も巻き込んで地域連絡協議会という

のも各地区に持っておりまして、そこで実際の事例

の検討会をしたり研修をしたりして、関わり方を支

援もしているところでございます。

○玉城ノブ子委員 これだけの人たちがひきこもり

ということになると、私たちはもっとやっぱり深刻

に受け止めていかなくてはいけないんじゃないかと

いうふうに思います。ひきこもりの原因については

それぞれにそれなりの理由や原因があります。です

から、ぜひこれは早く支援に結びつけていけるよう

に頑張っていただきたいと思います。これはよろし

いです。

もう一点、国民健康保険制度について質問させて

いただきます。国保制度に加入してる世帯、年金生

活者や非正規労働者が多いということで、なかなか

高過ぎる国保税を納め切れないという事態になって

います。これについては、やっぱり国が負担金を削

減し続けたことに原因がありますので、全国知事会

や中央協議会の中で、この問題の解決策として国に

要求している内容についてお伺いいたします。

○仲間秀美国民健康保険課長 お答えします。

全国知事会において、医療保険制度の改革の推進

についてということで、将来にわたって持続可能な

医療保険制度の安定的運営を図るため、国の財政責

任の下、地方と十分に協議を行いながら、医療保険

制度の改革等を着実に行うこととして要望しており

ます。具体的な内容としましては、国保税の特例減

税額の全額財政措置ですとか、あと市町村国保財政

の安定、保険料の引下げですとか国保運営方針の財

政均衡への記載義務への要望などを行っているとこ

ろであります。

○玉城ノブ子委員 時間がないんですけど、もう一

点だけお願いします。国民健康保険制度として１人

当たりの前期高齢者交付金が他県と比べて少ないと

いうことです。その要因と減少額について伺います。

○仲間秀美国民健康保険課長 お答えします。

前期高齢者交付金につきましては、被用者保険を

含めた前期高齢者加入割合の全国平均を超えた保険

者に交付金が交付されておりまして、全国平均であ

る約15％との差が大きければ、交付金の額も多くな

る仕組みとなっております。前期高齢者の加入割合

が高い国保にとっては非常に有利な制度となってい

るところです。

しかし、本県は全国に比べまして前期高齢者の加

入割合が低く、１人当たり交付額は全国平均の４割

程度となっていることから、国保赤字の要因となっ

ているところですけれども、その要因としましては、

子供の数が多いというのも前期高齢者交付金の低い

要因となっております。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、玉城委員から一般会計からの繰
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入れ額まで確認したいとの発言があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

仲間秀美国民健康保険課長。

○仲間秀美国民健康保険課長 お答えします。

一般会計からの法定外繰入れの実績ですけれども、

平成20年度以降、合計しますと約958億円になってお

ります。

○玉城ノブ子委員 沖縄県の国保税の交付額が他の

都道府県と比べて958億円も減少しているその要因

は、沖縄戦の影響による前期高齢者の比率が低いこ

とが一番の要因なんです。その責任は国にあるんで

す。国の責任で958億円の赤字補塡をするよう要求す

べきではないでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 市町村の国保については、

財源の問題が非常に厳しいという状況にございます。

前期高齢者の関係で、交付金が少ないという部分も

ございますけれども、構造的な問題も多々あると思っ

ております。ですので、国保が持続的に維持できる

ようということで、また、県内市町村の国保財政の

厳しいところをしっかりと国のほうには訴えて要請

をしてまいりたいと思います。

○末松文信委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。

まず、コロナ対策本部を中心に頑張られている皆

さんに敬意と感謝を申し上げたいと思います。

質問に移りますが、まず１点目、コロナ感染症対

策を振り返り、教訓を生かす、その取組について伺

います。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

沖縄県では昨年から現在まで、例えば昨年３月の

３連休後の第１波、７月の４連休後の第２波、年末

年始の忘新年会や成人式等の影響による第３波、そ

れから年度末の移動や歓送迎会及びアルファ株への

置き換わりによる第４波、あと感染力が強いデルタ

株への置き換わりにより、いまだかつてない爆発的

な感染拡大となった第５波を経験したところでござ

います。この間、専門家会議からの分析結果や意見

等を基に県対処方針を策定し、医療提供体制の確保、

検査能力の拡充、それからワクチン接種の推進等に

取り組んできたところでございます。

県としては、これまでの感染の流行を踏まえて、

これから流行が起きやすい冬場に向けてワクチン接

種を加速化するとともに、新たな宿泊療養施設の確

保、抗体カクテル療法の実施、自宅療養者への支援

体制の強化を含めた医療提供体制の拡充などに取り

組んでまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 今、昨年を振り返ってありまし

た。ちなみにＧｏＴｏキャンペーンの時期的なもの

を早めたりという対応があったかと思いますが、そ

の影響については分析されているのでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

感染拡大地域との往来が増えることは、本県の感

染拡大の要因の一つであるというふうに考えており

ますけれども、昨年７月中旬から12月末までにかけ

て実施されたＧｏＴｏトラベルの事業の影響につい

ては、詳細に分析することは困難であるというふう

に考えているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 先ほど病院事業局、病院の院長

に、この間のコロナ対策での教訓的な前進面、ある

いは日常的な民間病院との連携、あと言われたのは、

やっぱり保健、医療、福祉の分野との連携が鍵を握

ると。今後の対策もそこを強化すべきというふうな

指摘がありました。そういう意味では、そういった

意見を取り寄せて今後の対策に備えるという点で、

意見交換なりされているのかどうか伺いたいと思い

ます。

○嘉数広樹感染症対策課長 医療提供体制を確保す

るためには、福祉部門と連携して、コロナから回復

後に慢性期治療で入院している患者さんを介護施設

で受け入れていただくということだとか、あと地域

で在宅介護を充実させることで、コロナ病床を確保

することが重要だと考えております。

また、保護者が罹患して濃厚接触者となった子供

への対応についても、市町村や保健所、あと医療機

関及び児童相談所が連携して保護することとしてい

るところでございます。

あと、課題となっていた自宅療養者及び濃厚接触

者への生活支援のためにも、市町村の福祉部門等と

連携し、陽性者情報を県から市町村に提供している

というような連携を図っているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 ＰＣＲ検査がやっぱり有効に感

染を早期に見つけ、治療もするという点ではとても

貴重な実績を上げたと思います。

２年度の実績、検査数等々について伺います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 ＰＣＲ検査の取

組についてお答えします。令和２年度におけるＰＣ

Ｒ検査に係る取組については、まず検査能力としま

しては、年度当初は１日当たり1000件に満たなかっ

たところですが、29の医療機関及び民間検査機関へ

検査機器計74台の補助を通して拡充を図り、年度末

には5000件超の検査が可能となったところでござい

ます。これに対しましては、補助金４億5735万円を

支出しております。

次に、行政検査の体制としましては、４機関へ検
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査を委託することで体制の拡充を図り、年間で約３万

2000件の検査を実施したところであります。これに

つきましても委託料２億1735万円を支出しておりま

す。

また、そのほか保険医療検査の体制としましては、

令和２年度中に256の医療機関にて保険診療検査が可

能な体制を整え、年間で約７万9000件の検査を実施

したところであります。これは扶助費３億8226万円

を支出しております。

また、９か所に検体採取センターを開設したこと

による委託料7214万円を支出しております。

それから、高齢者施設の職員を対象とした定期的

なＰＣＲ検査を実施し、延べ６万8000件の検査を行っ

ております。委託料が３億9082万円。

そのほか医療従事者を対象に検査の補助を行って

おり、約7500件の検査を行いました。これにつきま

しては、補助金6284万円。

さらに、県民がいつでも安価に検査を受けられる

よう費用の補助を行っており、約8200件の検査を実

施しております。これにつきましては、補助金4577万

円となっております。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

次に、新型コロナ感染症に関するＥＣＭＯ、人工

呼吸器等々の機器購入も支援されたかと思います。

これについて、県立については伺いましたが、民間

経営病院に対する支援の状況がどうだったのか伺い

ます。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

県立、民間問わず、この事業で実施した全ての件

についてお答えしたいと思います。県では、令和２年

度の新型コロナウイルス感染症対応緊急包括支援交

付金を活用して、ＥＣＭＯや人工呼吸器等、施設整

備に対する補助を行っているところでございます。

令和２年度においては、ＥＣＭＯ11台、人工呼吸

器170台の設置が完了しておりまして、入院患者の受

入れや病床の確保につながっているものと認識して

おります。なお、令和３年度においても同交付金が

活用できることから、必要な設備整備の事業計画を

募集し、補助を決定しているところでございます。

県としては、国の財政支援を積極的に活用しなが

ら、引き続き医療提供体制の確保に努めていきたい

というふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 あと、水際対策の強化が今後も

課題だという中で、政府に求めた内容もそうですが、

それについてまず確認させてください。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

本県では、短期間の日程で来訪する旅行者や帰省

者が多いこと及び人権上の問題等から、現実的に来

県者をホテル等に隔離することは難しいというふう

に考えているところです。県としては、来県者に対

して、ワクチン接種済みであることや、出発地での

ＰＣＲ等検査による陰性確認等を要請しているとこ

ろです。あわせて、これら出発地での確認事項につ

いて制度化するよう全国知事会を通して国に要望し

ているところでございます。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 次に、医師、看護師、マンパワー

の確保の取組の中で幾つか事業の確認をします。医

師修学資金等貸与事業、成果の報告書では152ページ

です。それの事業概要、効果についてお伺いします。

○宮城優医療政策課長 医師修学資金等貸与事業は、

将来、離島・僻地の医療機関に勤務する意志のある

地域枠学生等に対して、授業料及び生活費、または

研修費相当額の資金を貸与し、卒業及び研修終了後

に離島等へ勤務することで返還が免除される仕組み

によりまして、離島・僻地の医師確保を図る事業と

なっております。

本事業により、令和２年度は琉球大学医学部の１年

生から６年生までの医学生及び研修医に対しまして、

109件の貸付けを実施しております。令和２年度は、

本事業により要請した医師７名が離島・僻地の医療

機関に勤務しており、また、令和３年度は11名が勤

務している状況にございます。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

次は、医師派遣推進事業、成果の報告書153ページ

です。事業概要と、当初予算額との決算額の差もあ

りますので、その理由も含めて伺います。

○宮城優医療政策課長 医師派遣推進事業は、離島

・僻地の医師不足地域へ医師を派遣する派遣元医療

機関に対しまして、派遣に伴い生ずる遺失利益相当

額の２分の１を補助する事業となっております。

令和２年度は、本事業により県内外の８医療機関

から北部及び離島地域の医療機関に対し、延べ68名

分の医師派遣に対して補助を実施しております。

予算と決算額の差につきましては、医師受入れを

希望する医療機関と派遣元医療機関との間で要望す

る診療科医師の派遣調整が整わず、当初計画どおり

の医師を確保できなかったことによるものとなって

おります。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、155ページにありま

す看護師等の養成所の運営補助、成果の報告の中で

概要と成果、あと５校に対してといいますが、この

５校はどこなのか教えてくださいと。
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○糸洲名子保健医療総務課看護専門監 お答えしま

す。

本事業は、県外の民間立看護師等養成所に対し運

営費を補助することで、看護職員の養成の強化を図

る事業であります。県内の看護師等養成所の各年の

総定員に占める民間立養成所の定員比率は68.6％と

多く、看護職員の養成に果たす役割は大きなものが

あります。

また、令和２年度は、県内３大学を含む看護師等

養成所全体の卒業生に占める県内就職率は72.9％で

あるのに対し、民間立養成所５校の卒業生の県内就

職率は82.3％と高く、当事業は県内の看護職員の確

保に寄与しているものと考えております。

また、５校というものにつきましては、名護市に

あります北部看護学校、与那原町にあります沖縄看

護専門学校、うるま市にございます具志川看護専門

学校、豊見城市にあります那覇看護専門学校、浦添

市にあります浦添看護学校の５校となっております。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

次は、167ページにあります救急医療施設運営費等

補助事業についての事業目的や内容、効果、課題に

ついて伺います。また、決算額も減になっています

ので、その理由も伺います。

○宮城優医療政策課長 救急医療施設運営費等補助

事業は、小児救急医療支援事業、救命救急センター

運営事業、救急病院運営事業及び沖縄医療施設設備

整備事業の４つの細事業で構成をされているもので

ございます。

小児救急医療支援事業は、休日や夜間における入

院治療を必要とする小児重症救急患者の医療を確保

することを目的として、夜間や休日に小児救急を実

施する医療機関に医師の人件費を補助する事業と

なっております。令和２年度は、県立北部、宮古、

八重山病院及び那覇市立病院に対して補助を実施し

ております。本事業によって、小児救急患者を24時

間365日受け入れることができる小児救急体制の確保

を図ることができたと考えております。

次に、救命救急センター運営事業は、救急医療の

確保及び地域医療の充実を図るため、救命救急セン

ターを設置する救急病院の運営に必要な給与費、材

料費等の経費を補助する事業となっております。令

和２年度は、浦添総合病院に対する補助を実施し、

本事業によって救命救急センターの安定的な運営を

図っております。

３つ目が救急病院運営事業でございますが、こち

らが救急医療の確保と地域医療の充実を図るために、

公的団体が設置する救急病院に対し市町村の行う補

助額を上限として、運営費を補助する事業となって

おります。令和２年度は、北部地区医師会病院に対

する補助を実施しており、本事業によって地域にお

ける救急病院の安定的な運営を図っております。

４つ目が沖縄医療施設設備整備事業でございます

が、こちらは公的医療機関における救急医療と地域

医療の充実を図るため、公的救急病院への医療機器

整備に要する経費を補助する事業となっております。

令和２年度は沖縄赤十字病院への補助を実施してお

り、救急病院の診療体制の整備を図っております。

それから、予算額に対しての決算額が少ない理由

でございますが、主な理由としまして救命救急セン

ター運営事業による国庫内示の減がありまして、こ

れに伴って流用しているところが最大の要因となっ

ております。

○瀬長美佐雄委員 県立看護大学校の実績について

２点伺います。１つは新型コロナ感染症対策に看護

大学の学校自体がどのような対応を関わったのかが

１点。あと卒業後の進路の状況、県内医療機関への

就職状況等々について、進路について伺います。

○糸洲名子保健医療総務課看護専門監 お答えしま

す。

県立看護大学では、県の設置した入院待機ステー

ションへの応援、保健所への疫学調査等への応援、

沖縄大学の職域ワクチン接種への協力及び那覇市ワ

クチン模擬集団接種訓練への施設の貸出しなどの対

応を行っております。

また、卒業生の進路なんですが、令和２年度の学

部卒業生84名の卒業時点の進路は、看護師78名、進

学３名、その他３名となっております。就職者78名

のうち、県内就職者は54名、69.2％、県外就職者は

24名、30.7％となっております。

○瀬長美佐雄委員 次、コロナ感染症拡大防止に係

る保健所業務の取組の状況、あと今年度にかけて体

制強化が行われたのかどうか、あるいは例年行われ

ていた事業がコロナの対応でできなかったという事

業があるのであれば、その確認です。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 コロナ感染拡大

下における保健所業務取組等についてお答えします。

県では、令和２年度に保健所の機能を強化するため、

保健所へ会計年度任用職員を６名配置したほか、相

談業務を民間業者に委託し、相談窓口を増設いたし

ました。また、新型コロナウイルス感染症陽性者の

入院調整など、コロナ対策本部にて一元的に行い、

保健所の負担軽減を図るとともに、市町村の保健師

を積極的疫学調査に応援派遣するなど、体制強化に

努めてまいりました。
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令和３年度につきましては、第４波の後に計画的

な応援体制を構築したところですが、第５波ではこ

れまで経験のない感染者急拡大に伴い、積極的疫学

調査への対応が課題となったことから、今後予想を

超える事態に備え、臨機に応援人材を派遣する体制

を強化してまいりたいと考えております。

引き続いて、例年取り組まれていた事業がコロナ

で対応できなかった事例というのがあるかというこ

とでございますが、令和２年２月に県内で初めて新

型コロナウイルス感染症が発生して以降、保健所で

は積極的疫学調査、検体搬送、クラスター発生施設

への立入検査及び陽性者への就業制限措置の通知な

ど、感染拡大防止の業務を優先してまいりました。

そのため、例えばＨＩＶ検査等、性感染症検査等に

ついては、昨年８月から現在に至るまで一時休止し

ているところでございます。ただ一方で、県内５か

所の医療機関におきましては、ＨＩＶ検査外来が設

置されており、有料で検査を受けることが可能となっ

ております。今後、流行の収束が一定期間継続し通

常業務ができる状態となった場合には、検査を再開

することとしております。

以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 コロナ感染対策上、地域医療、

あと保健、福祉の連携の課題が重要ですと、病院の

院長先生も日頃からやっていたことがよかったとい

うことや、あるいは今後必要になるというふうな観

点で強調されていました。その教訓をやっぱり今後

の対策に生かすという取組は早速行ってしかるべき

と思いますが、そこら辺の取組の状況を伺います。

○嘉数広樹感染病対策課長 お答えいたします。

先ほど医療と福祉の連携ということで答弁させて

いただきましたけれども、やはり福祉、医療、それ

から保健の連携は重要だと思っておりますので、引

き続き、例えば子供への対応であるとか、あるいは

慢性期医療の患者の対応であるとか、そういったこ

とを引き続き行ってまいりたいというふうに考えて

おります。

○瀬長美佐雄委員 あと地域医療構想、国が進めて

いる構想があります。今、コロナで大変な状況にあ

る中で、政府は高度の急性期病床を20万床減らすと

いうことで、全国の400以上、公立公的病院をリスト

アップして削減、統廃合を推進すると。その中に沖

縄県が含まれていないと思いますが、その構想との

関わりでどんな状況でしょうか。

○宮城優医療政策課長 地域医療構想の中では、高

齢化の進展や生産年齢人口の減少などの人口構成の

変化を踏まえて、2025年時点の医療需要推計を行う

とともに、高齢者人口の増加による疾病構造の変化

や医療と介護の需要を併せ持つ患者の増加等に対応

可能な医療提供体制の構築のために必要な施策を位

置づけているところであります。

ただ、本県の場合は全国の傾向と異なっておりま

して、今後も人口が増加する数少ない県の一つであ

り、特に高齢者人口が増加し、それに伴い医療需要

も増加してまいります。このため今現在、県は高齢

者人口の増加に伴う医療需要の増加に備え、計画的

な病床整備に取り組むため、次年度に中部及び南部

医療圏の病床を増床し、医療提供体制を拡充するた

めの取組を進めております。

○瀬長美佐雄委員 コロナで2020年度に、こういう

中でも全国的には削減された病床数は3070床に及ぶ

そうです。急性期の中でも2374床、高度急性期の60床

が減らされたと。今後、全国的には１万床の削減を

25年度までに目指すと。そのための法律の整備が、

さきの国会で消費税を財源として病床削減の財政支

援を制度化するなどという法律が成立してしまった

という状況にあります。

院長先生の中から、沖縄県は病床数が人口比に占

める割合は全国の３位にあって、それがコロナと対

決する上で、あるいは医療機関の協力で何とかもち

ましたということでいうと、全国の問題とはいえ、

そういった削減の方向は問題があるという声を県と

しては出す必要があろうかと思いますが、どうでしょ

うか。

○宮城優医療政策課長 今現在、次の医療計画の作

業が間もなく始まっていきます。それにつきまして

は、新興感染症の発生時の対応についても新たに盛

り込むことということがもう決められておりまして、

今後国のほうで基本方針などを見直した上で、各都

道府県もその作業に移っていくことになっておりま

すので、ぜひ医療現場の皆さんとも協議を進めなが

ら、国に対しても意見なり、そういう整理の中で我

々の考え方をお伝えしていきたいと思います。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

○末松文信委員長 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 皆様、連日お疲れさまでござい

ます。よろしくお願いします。

歳入歳出決算の説明資料からお伺いいたします。

令和元年度、それからその前年度と比べて、コロナ

関連の予算が保健医療部の歳入歳出に与えている数

字的な影響を、概況が分かるような形で教えてくだ

さい。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

保健医療部の令和元年度の予算が、支出済額が
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670億6471万6109円。これに対しまして、令和２年度

の支出済額が1003億4463万3206円。増減額がプラス

332億7991万7097円となっております。この増えた理

由につきましては、新型コロナウイルス感染症対策

関連事業により増加しているものとなってございま

す。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

文教厚生委員会に属して見ている部門全てに同じ

ような質問をしていて、保健医療部と子ども生活福

祉部、やっぱり大きいなと感じているところです。

こういったイレギュラーな予算がどんと積み上がっ

てくると、通常の予算との比較がなかなか難しいと

いうところがあるかなと思って、全体感が分かるよ

うな数字をいただきました。ありがとうございます。

同じ決算の説明資料の中で、２ページ、24行目に

ある寄附金なんですけれども、コロナ関連の寄附金

ということでした。中身が分からないんですけれど

も、これは全部現金だけと理解していいですか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

現金で納入通知書を送って納入していただく場合

もございますし、キャッシュレス決済で納入してい

ただく場合もございます。おおむねこの２通りにな

ります。

○喜友名智子委員 時々新聞にマスクとか消毒液を

寄附しましたという県民の方の写真がよく載るので、

そういった物での寄附もこの中に入っているのかな

と。ちょっとそこだけ確認したかったんですけど。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

ここで載っているのは、あくまでも現金のみで、

そういった物品についてはこの中には含まれており

ません。

○喜友名智子委員 物品が寄附された場合、財政的

にはどのような扱いになるんですかね。特に物なの

で財政には影響せず、物を左から右に流しています

という理解でいいですか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

寄附していただいた物品については、受け入れた

後に在庫として一時保管はしますけれども、その後

必要な医療機関であるとか、そういったところに払

出しをしているということで、財政的にはその分、

購入する費用は浮くかもしれませんけれども、特段、

歳入歳出に影響することはございません。

○喜友名智子委員 分かりました。ありがとうござ

います。

３ページの43行目、県債で衛生費と教育費が含ま

れています。この中身を教えてください。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

主なもので申し上げますと、看護大学の施設の修

復経費となっております。

○喜友名智子委員 分かりました。ありがとうござ

います。

次が、主要施策の145ページ、先ほど別の委員が質

問したものは省きますけれども、これは通常国庫予

算で確保されている県立病院の感染症の病床も含め

て、コロナ対策のための病床確保の予算と理解して

いますが、正しいでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 感染症指定医療

機関運営費補助事業においては、県立病院の病床確

保も含めて措置されているものでございまして、令

和２年度につきましては、それは全額執行しなかっ

たので不用となったものでございます。

以上でございます。

○喜友名智子委員 コロナの包括支援金で確保され

た病床、改めて令和２年度の病床数を教えてくださ

い。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

令和２年度においては、新型コロナウイルスの感

染拡大のたびに医療機関に協力要請を行いまして、

受入れ病床を段階的に拡大していただいたところで

す。病床確保補助として180億3400万余りを交付して

いるんですけれども、この確保病床数の推移で申し

上げますと、例えば令和２年４月時点では21医療機

関に225床を確保いただいておりました。その後、令

和２年の８月に22医療機関に１医療機関増えまして

425床を確保いただきました。令和３年３月、年度末

には23医療機関で507床の確保をいただいたところで

ございます。

○喜友名智子委員 恐らく令和３年度はさらに段階

的に増やしてきたものであると理解をしています。

今、感染者が急速に激減している中で、逆に段階的

に縮小しているのではないか、もしくは検討してい

るのではないかと思っていますけれども、このとき

にそもそも県立病院で確保していた24床ほどの感染

病床、これはこのままの数字まで段階的に落として

いくお考えなんでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

委員おっしゃるように患者数、感染者数が減れば、

それに応じて段階的に落としていくことになります。

県のほうでは、５段階のフェーズごとにその病床数

を決めておりまして、一番最低のフェーズ１が114床

を確保するという形になっておりますので、先ほど

の24床ではなくて114床ということになります。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

やはり第６波も来るんじゃないかと言われている
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中で、波を越えたことはほっとするんですけど、病

床を減らしていくということに対してやはりリスク

が多いと思うんですね。空き病床が増えすぎるとほ

かの医療に対応できないという問題はあるんですけ

れども、ここは大変でしょうけれども、ぜひ病床が

足りないということがないようにお願いをいたしま

す。

最後の質問になります。175ページ、水道広域化推

進事業、大東島での水道広域化の事業で、関連工事

の支援のために執行率が下がったと。令和３年度に

水道広域化の実施を行う見込みと書いていますけれ

ども、遅延の原因と、今どこまで進んでいるのか、

実際に令和３年度内に水道広域化できるのかを教え

てください。

○田端亜樹衛生薬務課長 お答えいたします。

南大東村の水道広域化につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症拡大による離島への渡航自粛要請

や、台風で村の水道設備が故障し新設送水ポンプの

切替えに必要な水が確保できなかったことなどによ

り、関連工事が遅延しております。なお、保健医療

部が補助を行う集中監視装置整備工事につきまして

は、令和３年度中に終了しますが、県企業局が行う

一部の関連工事が令和４年まで遅れることから、結

果的にではありますが、県企業局による水道用水の

供給は令和４年度中に開始される予定となっており

ます。

以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。

○末松文信委員長 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 よろしくお願いいたします。

162ページの不妊治療支援に関して、国も保険適用

化という形で方針を定めているんですが、ぜひそう

いった状況になってもなくすのではなく、違った形

で不妊治療の助成、サポートに使っていただきたい

と質疑しようと思ったんですが、時間がないので要

望で、次に行きます。

163ページ、ドクターヘリ、救急医療用ヘリコプター

活用事業に関して、事業の目的・内容の部分で全国

に比べ割高となっている運営経費と書かれているん

ですが、その理由を教えてください。

○宮城優医療政策課長 ドクヘリ事業に関して、本

県が割高になっている主な理由としまして、まず燃

料費、やはり長距離の移動が多いこと、それから海

上を飛ぶのがほとんどということになりますので、

どうしても劣化が激しくて減価償却費などがかかる

という状況が主な理由でございます。

○小渡良太郎委員 このドクターヘリの運用に関し

て、現在１機体制でやっていると思うんですけれど

も、１機体制で十分なのか見解を教えてください。

○宮城優医療政策課長 ドクヘリ事業は宮古、八重

山及び南北大東地域を除く沖縄本島全域及び本島周

辺離島を運航範囲としておりまして、その他、自衛

隊や海上保安庁の協力の下、県全域の急患空輸体制

を構築しているところでございます。

沖縄県のドクターヘリは年間700件程度の搬送を想

定しておりますが、令和２年度の搬送実績は335件と

想定の半数以下となっており、２機目のドクターヘ

リを検討する状況にはないものと考えております。

○小渡良太郎委員 ドクターヘリの離着陸ができる

場所を教えていただきたいんですけれども、一覧と

いうと多くなると思うので、ちょっと気になるのが、

公園とかで離着陸場所に指定されているところがあ

ると思うんですが、例えば新都心公園とかも指定さ

れていましたよね。確認させてください。

○宮城優医療政策課長 すみません、今手元に資料

がない状況でございますので、後ほど御説明に上が

ります。

○小渡良太郎委員 この新都心公園の話もそうなん

ですけれども、公園等で近くにドクターヘリを着陸

させて救急車に乗せ替えてとかということで運用し

ていると思うんですが、この防災計画で避難場所に

指定されている公園があるという話を聞きました。

これが事実なのかどうか少し教えてください。離着

陸場所と、防災避難場所の指定されている公園で離

着陸していると。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター整備推進室

長 すみません、分かる範囲のお答えになってしま

うんですが、先ほど小渡委員の質問にあった公園が

ランデブーポイントになっているかという質問から

お答えしますと、新都心公園は那覇市立病院のドク

ターヘリのランデブーポイントになっていると思い

ます。与儀公園は沖縄赤十字病院のランデブーポイ

ントになっているという状況あります。防災拠点と

こういったドクターヘリが使うランデブーポイント

の公園が、同じような使う場合があるかという御質

問だと思うんですけれども、防災ヘリが泊まるとこ

ろでしたら十分ドクターヘリも降りられるので、そ

れは兼ねていることはあり得るのかなと、これは推

測しております。リスト持っておりませんので、そ

ういうふうな状況だと理解しております。

以上です。

○小渡良太郎委員 災害時の避難場所になっている

公園が、そのランデブーポイント―ちょっと単語が

出てこなかったので、ありがとうございます。それ
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に指定されている、使っている箇所があると。いざ

災害発生した場合に、避難してきた方々もいる、搬

送もしないといけないというところで重なってしま

うと、いろいろな危険が懸念されるかなと思うんで

すが、そこの部分どういうふうに取扱いをするのか、

防災の担当とかと調整等はされているのか教えてく

ださい。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター整備推進室

長 毎年度、県としては防災訓練を行っているんで

すね。防災訓練を行っている中で、こういった航空

搬送が必要な患者さんについても想定して訓練を

行っています。その際に、防災対策本部の中に統括

する機能があるんですよ。その機関においてどのヘ

リをどの地点に降ろして、その地点からどの病院に

患者を搬送するというのを想定してやっていますの

で、そういうふうな避難場所になっているような防

災の拠点、グラウンドとか、あるいは体育館が併設

された場所とか、そういった大規模な公共施設が存

在する場所になると思いますけど、そういったとこ

ろにドクターヘリを降ろすようなことは想定してお

りませんので、やっぱり別の場所で適当な場所を選

定して、そこからドクターヘリあるいは防災ヘリで

搬送する患者さんを救急車で搬送して、それから病

院に運ぶというふうなことを想定しながら訓練を

行っているという状況でございます。

以上です。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、小渡委員から災害発生時の避難

場所とドクターヘリの離着陸場所が重なっ

ている場合の調整等はされているかとの確

認があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

川満孝幸医療政策課北部医療センター整備推進室

長。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター整備推進室

長 そこについては、知事公室の防災危機管理課と

調整をする案件になるかと思いますけれども、そう

いったことを念頭に置いて調整したことは今のとこ

ろ記憶にはないんですが、ただ、そういったことが

ないような形で、現場では当然に認識をして対応し

ているということと考えております。

以上です。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

もちろん災害が発生した場合に、降りようとして

も人がいっぱいだったら降りられないというのは当

然なんですよ。でも例えば那覇市立病院、ヘリポー

トはたしかなかったと思います。どこに降ろすかと

いうところで、降りる場所がないとなると救急搬送

にも影響が出てくる。だったら、そういった部分も

しっかり調整をしておくべきじゃないかというとこ

ろなんですけれども、やられていないんだったらや

られていないで今後調整でいいと思いますので、改

めて答弁をお願いします。

○諸見里真医療企画統括監 お答えいたします。

今、ランデブーポイントについては県内くまなく

設定されている状況ではあります。その設定するに

当たっては、当然人身、ヘリが降りますので、その

周辺の状況もちゃんと確認して、これはドクターヘ

リを運航する浦添総合病院、その委託を受けてヘリ

を運航する業者含めて、あと当然県も含めて確認を

して、ポイント設定をしております。ただ、今委員

おっしゃっているように、その視点で災害のその場

所の部分との整合性、その辺のリンクについては、

恐らくまだその視点からの調整というのはされてい

ないと思いますので、今後、防災危機管理課とその

辺を併せて調整し、もしそういう状況があるのであ

れば、どういう対策を取るのかというのは検討して

いきたいと思っております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

もう一点、県が例えば災害拠点病院とかで指定し

ている病院の中で、ヘリポートを備えている病院と

いうのは幾つあるのか、何パーセントぐらいあるの

か教えてください。

○諸見里真医療企画統括監 お答えいたします。

今、持っているのが、第７次の医療計画、30年３月

時点で大変申し訳ないんですが、その時点でいきま

すと、敷地内のヘリポートを持っているのが中頭病

院、中部徳洲会病院、あと南部徳洲会病院で、その

後、たしか友愛医療センター、そちらも造っていた

と思います。計画では今後、琉大と北部基幹病院も

含めて検討する対象もあったかと思います。

以上です。

○小渡良太郎委員 たしか災害拠点病院の要件の中

に、ヘリポートを備えているとかというのはありま

したか。

○宮城優医療政策課長 現在の指定要件では、基幹

病院の敷地内ヘリポート整備が必須事項となってお

りますけれども、既に指定している災害拠点病院に

ついては要件を満たせずとも、当面の間は指定を継

続できるということになっております。

○小渡良太郎委員 この浦添総合病院の建て替え計

画の中で、ヘリポートが遠くなるから大丈夫かみた

いな議論があったと記憶をしています。ドクターヘ

リを運用して、特に本島周辺の有人離島から搬送し
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ているというのは、県の医療の屋台骨を支える重要

な事業かなと思っています。いざ搬送するときに、

通常だったらうまく搬送できたとしても、いざ何か

あったときに、例えば降りる場所を探すことで時間

を浪費したりとか、またはいろんな理由で時間が長

くかかったりとなると、やはり安心・安全、信頼に

も関わる部分になりますので、ぜひいろんな視点か

ら多角的に見て、安心・安全な運航に努めていただ

きたいと要望して終わります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

午後５時43分休憩

午後６時０分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

まず、147ページの主要施策、親子で歯っぴ～プロ

ジェクトなんですけど、永久歯虫歯状況が最下位と

いうふうに課題としてあるんですけど、この理由と

いうのはどういうふうに認識されているのでしょう

か。

○比嘉貢健康長寿課長 お答えします。

まず、県内では早い時期から甘味の摂取、おやつ

の時間を決めていない、仕上げ磨き等の実施状況等

が影響し、まず幼児期の虫歯が多いというふうに考

えられております。また、第２子以降に虫歯が多い

ことが明らかになっておりますので、幼児期の口腔

内環境や習慣等が学齢期以降にも影響を及ぼしてい

ることが理由の一つと考えております。

また、学齢期の永久歯の虫歯に関して、分析のほ

うは行われていないんですが、小中学生において健

康診断受診後の歯科受診を促した生徒が実際に歯科

医を受診した割合が、令和元年度が27.4％、令和２年

度が18.5％、また、特に就学援助世帯の児童で未受

診の割合が、令和元年が71.4％、令和２年が80.2％

という高い割合で示されている状況もございます。

○新垣淑豊委員 基本的には子供たちですから、地

域によっては医療費がかかる、かからないというの

はありますよね。生活困窮世帯の方々がなかなか歯

科医に行けない状況という話ですけれども、その辺

りは今どういう取組をされていますか。フォロー、

支援をされているのか。

○諸見里真医療企画統括監 お答えいたします。

今、県のほうではこども医療費助成事業をやって

いて、先ほど玉城委員からも質問があったんですけ

ど、来年４月からは中学校まで年齢を上げます。あ

わせて、現物給付を導入しますので、そういう意味

では医療費の支援という形で拡充されます。私が各

市町村、導入していないところを回ったときには実

はあまり想定していなかったんですけど、各市町村、

やっぱりこの歯科は非常に重要だとおっしゃってい

ました。今回、現物給付をすることによって、当然

医科も大切ですけど、この歯科というのはなかなか

ふだん定期的に通わない。特に貧困というか所得の

低いところについては、歯医者はそんなに頻繁に通

う必要はないという状況がどうしても生じてしまう

ので、それが行きやすくなるということは各市町村

の担当者がおっしゃっていましたので、非常にそれ

を期待しているという発言がございました。

以上でございます。

○新垣淑豊委員 確かにそうだと思います。やっぱ

りなかなか１回自腹を払うというのが厳しいという

方もいらっしゃると思いますし、意外と歯科医師さ

んは高いんですよね。それも本当にありがたいなと

思いますが、やはり困窮世帯の方々というのはなか

なか子供を連れていくということが難しい方も結構

いらっしゃるという話なんですけれども、この辺り

のフォローをできるような施策というのは何か考え

ていらっしゃいますか。

○大城玲子保健医療部長 その辺りの施策というの

はなかなか保健医療の部分では難しいところもある

んですけれど、例えば子供の貧困対策の中では、子

供の居場所であったり、そういうところの支援員が

子供たちを診療に連れていけると。もし現物給付で

あれば負担がありませんので、そういうことでは可

能であるというような話は聞いたことがありまして、

そういう意味で、福祉と連携しながら対策が取れる

かと思います。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

ぜひこれはやっていただきたいなと思います。

ただ、保護者以外がなかなか病院に連れていくと

いうのはちょっと難しいので、しっかりとした契約

なのか登録なのかというのが、そういう仕組みをぜ

ひつくっていただきたいなと思います。よろしくお

願いします。

あと、149ページなんですけれども、北部基幹病院

なんですが、当初予算額よりも大分決算額の金額が

上がっていて、金額的にはそこまで大きい金額では

ないんですけれども、この辺りってなぜこういう形

になったんでしょうか。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター整備推進室

長 お答えします。

北部基幹病院整備推進事業の令和２年度当初予算

では、北部基幹病院の基本的枠組みに関する合意形

成を図るための経費を計上しておりました。この基
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本的枠組みにつきましては、令和２年７月28日に県

と北部12市町村等との合意形成が成立したことを受

けて、事業が進展したところでございます。その後、

令和２年の８月から公立沖縄北部医療センターの基

本構想の策定作業に着手することとなりまして、こ

のための経費を増額して、令和２年度中に基本構想

を策定することができたところでございます。

以上となります。

○新垣淑豊委員 非常に順調に進んでいるという認

識でよろしいですね。ありがとうございました。

こちらは以上です。

次、150ページですが、県立病院の離島・僻地にお

ける医師確保を図るということですけれども、これ

はもうずっと課題になっていると思うんですけれど

も、改めて、この離島・僻地に手を挙げない理由と

いうのはどういう理由が今考えられているのかとい

うのを教えてください。

○宮城優医療政策課長 一般的に、医師は自らのス

キルを向上させることができる環境を求める傾向が

あります。このため、多くの症例を見ることが期待

できる都市部に集中しがちであると考えられます。

また、医師が一定のキャリアを積む時期は、子供の

進学等教育環境が重要な時期に重なるため、より都

市部への志向を強めると考えられます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

例えば、多分地域の人たちとの信頼関係もやっぱ

り結んでいかないといけないというのもあると思う

んですが、なかなか１人がそこに５年、10年いたら、

先ほどおっしゃっていたみたいにスキルアップだっ

たり知識だったりというのがアップデートされてい

かないということが課題だと思うんですけれども、

例えばローテーションを組んでいくとか、そういう

のは今実際に行われているんでしょうか。派遣する

期間を短くするために、例えば１年とか半年なのか

とか、そういった形での取組というのが実際にある

ものなのか。

○宮城優医療政策課長 基本的に地域枠等々の義務

履行の場合は、１年とか４年とか、そういう形での

北部や離島への勤務が義務づけられております。た

だ、それらとはまた別に、キャリアアップのために

診療所の医師が県外の研修会に参加するとか、そう

いうときには代診医制度等を活用して、ほかの医療

機関からその期間中は医師を現場に行っていただく

というような短中期的な施策を織り交ぜて、その辺

りは対応しているところでございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

ちなみに今、この離島・僻地への勤務をする際に、

何かしら例えば自治医科大学とか、琉大にも地域枠

がありますよね。そういった方々に対して、もちろ

ん義務的に行っていただくということもあると思い

ますけれども、それ以外に報酬ってどういうふうに

なっているんですか。何か手当みたいなものがある

んですか。

○宮城優医療政策課長 琉大の地域枠とか自治医科

大の医師が現場に行った場合は、我々にとりまして

は修学資金の貸付け等々の義務履行の期間に当たり

ますので、基本的には給与等は現場での支給になり

ますので、我々のほうからの支援というのはそこで

はやっておりません。

○新垣淑豊委員 もちろん今おっしゃっていたよう

に貸付けがあったりとか義務履行の時間というのが

あるというのは、これは認識しています。ただ、せっ

かくそういったところに行く方に対してのメリット

ですよね。そこで自分が借りた金を返すから、これ

は十分動機の一つにはなると思いますけれども、進

んで１年とか２年、しっかりそこでお勤めしてプラ

スアルファがあったらいいなというふうに個人的に

は思うんですけど、その辺りってどう考えていらっ

しゃいますか。

○諸見里真医療企画統括監 お答えします。

ちょっとお答えになるかあれですけれども、そも

そも離島には県立16の診療所を持っています。そこ

に送るのは、基本的に通常であればなかなか医師確

保が難しい。それで県が政策的に、まず１つ目は自

治医科大学、これは１億円以上毎年負担金を出して

います。これは各県、出しています。大体二、三名、

通常２名ですけど、それを毎年要請して、当然これ

はそういう志向の大学ですから、そういう志向を持っ

た方が来ていただく。当然、トータル修学資金が

2000万、3000万でしたかね。糸数技監もそこの出身

ですけど、そういう意欲のある学生が来ます。

ですから、それを９年でしたか、そのうち４年は

県が指定している小規模の離島、県立の診療所、そ

こで勤務していただくという条件で、自治医科大学

に行って勉学に励んでいただいています。ですから、

通常は他県でも一部はやっぱりドロップアウト、義

務履行しないでお金を返してという事例も出ていま

すけど、たしか本県ではほぼいなかったと思います。

ですから、そういう意志の強い方々が来ていると。

あと、琉大の地域枠をつくっていますけど、地域

枠も自治医科大と同じような仕組みを取っています。

ちょっと金額は低いんですけど、修学資金を貸与し

て、４年離島に行っていただくと。それも当然、一

般の100名の枠とは違う17名の枠を別途つくって募集
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をしています。ですから、そういう意欲のある方に

来ていただくということになっています。

あと、もう一つは今出ています専攻医、これは中

部と南部の県立病院で委託をして、これも県がお金

を出して２年間やって、１年研修医として義務で行っ

ていただくと。

実はこのローテーションで16診療所をカバーして

います。裏を返すと、そういう仕組みをつくらない

と、なかなか小規模離島、先ほど言ったような都市

部で働くのと差が出てきてしまいますので、やっぱ

りキャリア形成を考えますので、誰でも。そういう

意味では難しいので、こういう仕組みで確保して回

していかざるを得ないという状況が出ているかと思

います。

以上でございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

やっぱり離島で生活するというときに、私、選挙

で回ったときに言われたのが、離島に住むことで実

は命のリスクがあなたたちより高いんだということ

を強く言われたことがありまして、なので、こういっ

たところでしっかり県としてやっぱりフォローして

いただきたいなという気持ちがありますので、ぜひ

さらに拡充していただくような形でお願いをしたい

と思います。よろしくお願いします。

あと、152ページなんですけれども、これは医学生

等に修学資金を貸与してとあるんですけど、先ほど

のことにも関わるんですけれども、医学生等という

ふうにあるんですけど、どういう方に出しているの

か、医師だけなのか。

○宮城優医療政策課長 この医師修学資金等貸与事

業は、主な対象は地域枠を中心とした琉球大学医学

部の医学生になります。それ以外にも、地域枠を卒

業した専攻医が、修学資金に引き続いて県が指定す

る臨床研修病院で専門研修を受ける場合の研修資金

を貸与するメニューがまたありまして、この中にで

すね。なので、資料の中では医学生等という形で表

記をさせていただいております。医師以外の職種は

この事業の対象ではありません。

○新垣淑豊委員 ちなみに、医師以外の医療者にも

こういった事業というのはあるんですか。例えば看

護師であったりとか、何かいろんな技師だったりと

か。

○糸洲名子保健医療総務課看護専門監 看護師等修

学資金貸与事業というものがあります。看護師の確

保が困難な県内施設での看護職員の確保のため、看

護師養成所等に在学する学生に対して修学資金を貸

与しております。

○新垣淑豊委員 ちなみに、この事業もそうですけ

ど、その看護師の貸与事業も含めてどれぐらいの人

数が利用されているのでしょうか。

○糸洲名子保健医療総務課看護専門監 看護師等修

学資金貸与なんですが、昭和47年からやっておりま

して、延べ１万4649人となっております。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から単年で教えてほし

いとの発言があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

糸洲名子保健医療総務課看護専門監。

○糸洲名子保健医療総務課看護専門監 令和２年が

100名です。令和元年度―平成31年度が292名。平成

30年度が282名です。

○新垣淑豊委員 ドクターまで言っていただいてい

いですか。

○宮城優医療政策課長 今、都合のいいところで令

和２年度の数字が出たので、その修学資金の貸付け

に関して令和２年度は109件の貸付けを行っておりま

す。

延べ数は、若干古いですが平成19年度からこの貸

与事業を実施しまして、平成31年までに198名の医学

生及び研修医に対して対応を行っております。

○新垣淑豊委員 ちょっと関連になっちゃいますけ

ど、何でそんなに看護師さんの人数が292名から100名

まで下がっちゃったんですか。

○糸洲名子保健医療総務課看護専門監 申し訳ない

んですが、正式名称を少し忘れたんですけれども、

国の政策で高等看護学校修学資金的なものが始まっ

たということがあり、申込みが減ったということで

す。

○新垣淑豊委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

これまで県がやっていたものが国に移行したとい

う形で承知いたしました。こうやって国に移ったも

のに関しては、だんだん別のものにどんどん乗せて

いくのか、もしくは金額を上げていくのかという形

で、ちょっと負担を減らしていただけるような形で

進めていただけたらありがたいなと思いますので、

よろしくお願いします。

あと、158ページです。ひきこもり専門支援センター

運営事業とあるんですけれども、この人員体制とい

うか、このセンターとはどういうものなのかという

のを教えていただけますか。

○国吉悦子地域保健課長 沖縄県ひきこもり専門支

援センターでは、ひきこもり相談支援専門員、看護

師等３名を配置して、ひきこもり状態にある本人や
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家族からの電話、来所等による相談に応じ、適切な

助言を行うとともに、必要に応じて家庭訪問を中心

とするアウトリーチ型の支援を行っております。

○新垣淑豊委員 これはひきこもりというふうにあ

るんですけれども、子ども生活福祉部にもニート、

不登校、ひきこもり、こういった方々への支援事業

というのがあるんですが、こことうまく連携されて

いるのかというのを教えてください。

○国吉悦子地域保健課長 ｓｏｒａｅは、子ども・

若者育成支援推進法に基づいて、ニート、ひきこも

り、あと不登校など、社会生活を円滑に営む上での

困難を有する子供、若者、ゼロ歳からおおむね39歳

を支援するために県が設置した子ども・若者総合相

談センターであります。

ひきこもり専門センターでは、第１次相談窓口と

して年齢制限はないんですけれども、おおむね15歳

以上でどこにも支援がつながっていない者、あと精

神障害の疑いのある者及びその家族を主な対象とし

ております。ひきこもり専門支援センターでは、ｓ

ｏｒａｅ等とも連携しながら、医療、保健、福祉、

教育、就労などの適切な関係機関につないでいると

ころでございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

このひきこもり対策というのは、先ほどのｓｏｒ

ａｅさんなんかは自立支援というところにもつなが

ると思うんですけど、ここも同様に自立支援という

ことが目標なのか、それとも一旦出てきてもらうと

いうところが目標なのか、その辺りはどうなんでしょ

うか。

○国吉悦子地域保健課長 こちらは家族からの相談

に乗ったり、あと本人の相談も受けておりまして、

家庭訪問とかを重ねて出てこれる方については、デ

イケア的な業務をやっております。あと、支援機関

の事例検討会を開催したりとか、この支援する方々

の養成、研修等を行っているところでございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

これもたしかひきこもり等々で１万3000人ぐらい

でしたっけ、県内。そういう方がちゃんと社会生活

を送れるようになれば大分また変わってくると思い

ますので、ぜひ強化もしていただきたいなとお願い

します。

あと、171ページの専門医派遣巡回診療支援事業な

んですけれども、私３月１日に一般質問で病院船の

お話を聞かせていただいたんですけれども、そのと

きに情報収集をしますということで御答弁をいただ

いたんですが、その後の情報収集をなさったのかど

うか。したのであればその内容を教えてください。

○宮城優医療政策課長 昨年の６月11日に国会で全

会一致で可決成立した法律でございますけれども、

政府はこの法律に基づいて必要な法制上、財政上の

措置を講ずるとともに、災害時等における船舶を活

用した医療提供体制の整備の推進に関し、講ずべき

措置について必要な計画を策定することというふう

になっております。その第６条の中で整備推進計画

というふうに書かれているところでございますけれ

ども、その作業というのが我々のほうにもまだ情報

が、省庁のほうからリリースされている範囲でしか

情報がないものですから、まさに今後、その辺りの

作業が、都道府県にとっても何か情報がいただける

のかどうか、その辺りも今現在はまだ未定の状況に

あります。

○新垣淑豊委員 分かりました。私もしっかり調査

して、また情報共有できたらと思いますので、この

病院船事業というのは僕はとても大事な事業だと

思っておりまして、病院船がその地域にあるという

ことは、もちろん地域の医療体制にもいいんですけ

れども、やはりこの平和という分、その病院船には

もちろん、全世界の医療、安全に関わることですか

ら、攻撃されないというふうなところもあるらしい

ので、ぜひ誘致してほしいなと思っていますのでよ

ろしくお願いします。

あと最後ですけれども、175ページの水道広域化な

んですけれども、さっき喜友名委員から久米島の話

がありましたが、水道広域化、今現状どういうふう

になっているのか教えてください。

○田端亜樹衛生薬務課長 お答えします。

県は、離島における水道料金の格差是正を含めた

水道のユニバーサルサービスの向上を図るため、水

道広域化に取り組んでおります。水道広域化の第１段

階といたしましては、本島周辺離島８村において水

道広域化に取り組んでおり、粟国村においては平成

30年３月から、北大東村については令和２年３月か

ら、座間味村の阿嘉・慶留間間地区につきましては

令和３年３月から、県企業局による水道用水の供給

を開始しております。

今後も、伊是名村は令和３年度、南大東村、伊平

屋村は令和４年度、渡嘉敷村は令和５年度、渡名喜

村は令和６年度、座間味村の座間味地区は令和７年

度に、県企業局による水道用水の供給が拡大される

予定となっております。

さらに、第２段階以降の水道広域化につきまして

は、第１段階の実施状況や検証結果等を基に検討す

る予定でありまして、水道広域化が実施されるまで

の間、県企業局から水道用水の供給を受けていない



－347－

水道事業体に対しましては、県企業局の協力を得な

がら技術支援等を実施する予定としております。

以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

ちなみに座間味浄水場の件というのは、順調に進

んでいるのか教えてください。

○田端亜樹衛生薬務課長 座間味村の座間味地区に

つきましては、浄水場建築の選定に時間を要しまし

て、令和２年度に高台の既存浄水用地内に建築する

ことが決定いたしました。今後、令和３年度に基本

設計、実施設計に着手いたしまして、広域化実施時

期は、先ほど説明のとおり令和７年度ということで

予定しております。

以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございました。

以上です。

○末松文信委員長 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 皆さん、お疲れさんでございます。

大城部長をはじめ保健医療部の皆さん、連日のコ

ロナ対応に敬意を表し、感謝申し上げます。

159ページのがん検診充実強化促進事業について、

何点か質疑をしたいと思います。コロナ禍において

がん予防対策は県民にとって関心の高い大切なこと

であります。その中で、まず課題の中で市町村のが

ん検診の実施体制の改善ということがありますけれ

ども、市町村のがん検診の状況を教えてほしいんで

すけど。

○比嘉貢健康長寿課長 令和元年度の市町村におけ

るがん検診の受診率ですけど、まず胃がんのほうが

沖縄県は大体39.6％、全国平均が42.4％です。ほか、

大腸がんが県内が37.4、全国が44.2、肺がんが43.9、

全国が49.4ということで、ちょっと全国平均よりも

下回っている状況となっております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。

ここで、がん検診の質の向上を図る必要があると

いうふうな課題がありますけれども、その内容を教

えてもらえますか。

○比嘉貢健康長寿課長 まず、がんは、これは沖縄

だけではなく全国でも死亡要因の第１位というふう

になっております。やはりこの死亡率を下げるため

には、また科学的根拠に基づく検診、国のほうで指

針が示されておりますので、それにのっとった形で

実施することによって、いわゆるがんの早期発見、

早期診療につなげていくことが重要でございます。

そのためには、やはりこのがん検診の内容充実強

化を図らなければならないところがございます。そ

ういったところでいきますと、実際がん検診を行い

ます検診機関における検診の実施体制の質を高めて、

維持していかなければならないというところがござ

います。そういったところで、本来なら住民検診等

を行う市町村等が行うべきでございますが、なかな

かこういった専門的な部分というのはできないとこ

ろがございまして、県として沖縄県医師会、そちら

のほうに委託しまして、検診機関に対して実際のが

ん検診の実施体制について調査を行いながら、この

質が保たれているかどうかにつきまして確認をしま

して、必要な改善の指導、助言等を行うと。そういっ

たことをやりながら、また、こういった検診従事者

の研修などで質の向上などを行いながら、県内にお

けるがん検診の充実強化を図るという意味合いで、

この事業というものが進んでいるところでございま

す。

○仲里全孝委員 専門的にちょっと中身を把握でき

ないところもあったんですけれども、先ほどの説明

で全国平均より下回っているという説明がありまし

た。2020年から2021年にかけて、１か年で去年のが

ん検診率は極端に下がっていますか。

○比嘉貢健康長寿課長 昨年、令和２年度につきま

しては、まだデータとして出ておりませんので、お

答えできない状況となっております。

○仲里全孝委員 昨年１年間で受診を控える方が多

いという報道があったんですけれども、それはどう

いうふうになっていますか。

○比嘉貢健康長寿課長 いわゆる健康診断等につき

まして、特に昨年は、春先は特に新型コロナの関係

がありまして、そもそも市町村等においてそういっ

た検診等の実施ができない状況等がございまして、

受診控えがあったと思います。

その後、たしか５月頃だと思いますけれど、厚労

省等から新型コロナの感染等においても検診等を実

施するようにという形で通知がございましたので、

一応健康診断自体は、その後は市町村等においても

実施する機会を確保しながら努めていたというふう

に承知しております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。

先ほどの説明で全国平均から下がっているという

ふうなことがありました。ちなみにがん死亡率が多

い県の原因があったら教えてください。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 沖縄県がほか

の県に比べて多く亡くなっているがんとしては、先

ほど説明がありました大腸がんというのが、やはり

ほかの県よりは少し男女とも多いというふうなデー

タがございます。それから、女性の子宮頸がんの死

亡率も高い。それから、以前は肺がんも多かったと
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いうふうなことで幾つかデータはございますけれど

も、大腸がんについては予防が必要な食事の内容で

あるとか、それから肥満とかアルコールとかいろん

な要因が絡まっているというふうにがんセンターの

ほうは言っております。

子宮頸がんについては、今はワクチン、積極的な

勧奨は止まっていますけれども、そのようなものと

か、あるいは検診を受診して見つけるというふうな

ことで、課題があるかというふうな状況となってお

ります。

○仲里全孝委員 がんの死亡率が最も低い県という

のが、今日の朝も報道されていたんですけれども、

何か特にそういった対策とか、沖縄県と違う対策を

取られてるんですかね。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 死亡率につい

ては、沖縄県はがんそのもので亡くなる人の数自体

は多くはないんですけれども、年齢調整といって高

齢者のがんを少し修正するような形にすると、まだ

沖縄県は全国よりも高いような状況となっておりま

す。

すみません、一番低いがんについては今情報がな

いのでなかなか難しいんですけれども、予防の観点

から生活習慣を見直すというようなことと、この事

業についてはがんの検診でしっかり見つけていこう

ということで、検診受診率もそうなんですけれども、

沖縄県は検診を受けて、精査になった人が精査を受

けているかどうかというふうなところが把握されて

いないというふうな課題がずっとありますので、そ

れを今市町村と一緒に修正しているという状況でご

ざいます。

○仲里全孝委員 がんの死亡率が最も低いのは長野

県というふうな報道がありましたけれども、そこを

同じようにがん対策推進協議会を設置して、そこの

取組は地域で一体型になって、個別で家庭を訪問し

たりがん検診を呼びかけていたりしているのを報道

されていたんですけれども、やはり自治体と一つに

なって、この検診の受診率を上げるのも一つの方法

かなと思いました。やはりがんの予防対策について

は、早期検診が一番大切ではないのかなと思います。

そして、早期検診、早期発見、これからも県として

鋭意取り組んでいただきたいと思います。

これで質疑を終わります。

○末松文信委員長 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いします。

145ページになりますけれども、感染症指定医療機

関運営費補助事業費（継続）ですけれども、今回執

行率が24.3％となっております。その理由とともに、

これは第一種・第二種感染症指定医療機関の運営費

を補助するということになっておりますけれども、

改めて第一種感染症指定医療機関と第二種感染症指

定医療機関の答弁をお願いいたします。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 感染症指定医療

機関運営費補助事業について御説明します。県はこ

れまで感染症指定医療機関運営費補助事業により、

感染症患者の病床確保の補助及び入院費用の負担を

行ってきたところであります。そのうち病床確保事

業については、令和２年度から補正予算で新たに新

型コロナウイルス感染医療体制等構築事業により対

応することとなったため、今の既存の補助事業によ

る病床確保を行わなかったことから、1900万が不用

となっておりまして、執行率が50％未満となってお

ります。

この事業で指定されている指定医療機関は県内

６か所ございまして、琉球大学医学部附属病院と北

部病院、それから中部病院、南部医療センター・こ

ども医療センター、宮古病院、八重山病院、６か所

となっております。

以上です。

○石原朝子委員 この第一種と第二種で指定病院は

違いますよね。一緒ですか。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、石原委員から第一種と第二種に

分類される主な感染症の名称も併せて確認

したいとの発言があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

城間敦ワクチン接種等戦略課長。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 感染症法上の分

類で、一類の疾病はエボラ、ペストが該当いたしま

す。第二種は結核、ＳＡＲＳ等になっております。

それから、第一種感染症の指定医療機関につきま

しては、県内では県立南部医療センター・こども医

療センターと琉球大学附属病院です。それから、第

二種感染症指定医療機関につきましては、県立の北

部、中部、それから南部医療センター・こども医療

センター、そのほか県立の精和病院、宮古病院、八

重山病院、琉球大学医学部附属病院、最後に国立病

院機構沖縄病院が指定されて、計８つ指定されてお

ります。

以上です。

○石原朝子委員 もう少し教えてほしいんですけれ

ども、この第二種感染症の中で、結核の病床数をそ

れぞれ個別に分かりますでしょうか。それと、主に

どの病院が病床を確保されていますでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えいたしま
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す。

結核病床といたしまして、沖縄県内トータル51床

ございまして、中部病院が４床、精和病院が４床、

宮古病院が３床、八重山病院が６床、それから琉球

大学医学部附属病院が４床、それから国立の沖縄病

院が30床、計51床となっております。

○石原朝子委員 国立病院機構沖縄病院が30床、課

題の中にも病床確保に係る運営費を補助する必要が

あるということなんですけれども、本当に今後、結

核、今のところはコロナに抑えられてそんなに人数

とかも見えてこないんですけれども、やはり必要な

病床確保をしておかないといけないかと思いますし、

病院の運営に関して何らかのまた支援をしていかな

ければならないと考えておりますけれども、いかが

お考えでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

感染症の病床確保につきましては、先ほど来御説

明しています感染症指定医療機関運営費補助事業と

いうのがございまして、令和２年度から新型コロナ

ウイルスの予算で執行しているために1900万不用と

なっておりますが、令和３年度につきましては、こ

の新型コロナウイルスによる事業がなくなった場合

のことを考えておりまして、既存の指定医療機関運

営費補助事業の事業計画を国のほうに提出はしてい

るところなんですが、ただ今現在のところ、まだ新

型コロナウイルスの病床確保事業がありますので、

今現在のところではその計画を提出している段階で、

事業執行までは至っていないというところでござい

ます。ただ今後、必要な場合にはその事業で対応す

るということで考えております。

以上でございます。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 御質問の中で

沖縄病院の支援をどのようにするかというふうなお

話がありまして、沖縄本島の中で30床ということで、

今、結核の治療の中心は沖縄病院のほうでずっと担っ

ていただいて、県としては中核的な結核の病院であ

るというふうに指定はさせていただいているところ

です。前は国立病院ということだったんですが、今

は独立行政法人ということで、国立病院機構という

ふうなグループの中のその運営の補助というのは、

それまであったものが少し途絶えてしまったという

ことで、しかも、結核の病床はいつもいっぱいして

いるわけではなくて、入ったり出たりということで、

運営上かなり負担になっているという御相談は以前

から受けております。

ただ、こちらの厚労省のほうのメニューにはそれ

を直接補助するというふうなところがなかなか今厳

しい状況ですので、どういう方法ができるかという

のをずっと協議といいますか、お話合いはしている

ところで。でもやはり県としては結核のかなり重要

な位置づけと考えておりますので、引き続きまた調

整を続けていきたいと思っています。

○末松文信委員長 ワクチン接種等戦略課長から答

弁訂正の申出がありますので、発言を許可します。

城間敦ワクチン接種等戦略課長。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 先ほど石原委員

に答弁しました結核病床の数について、訂正させて

いただきます。51床ということで答弁したんですが、

そのうち中部病院４床と御説明しましたが、中部病

院は病床がないので、この４を差し引きまして、トー

タルで47床ということで、訂正しておわび申し上げ

ます。47床でございます。

以上です。

○石原朝子委員 確認しますと、この結核のほうは

中部病院はなしということですね。あるのは精和病

院と宮古、八重山、琉大と先ほどの沖縄病院という

ことになりますか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 そのとおりでご

ざいます。

○石原朝子委員 この中で102万3000円の患者の入院

医療費が上がっていますけれども、これは患者さん

何人分の経費になりますでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

医療負担として、扶助費と委託料を合わせて120万

3000円を執行しておりますが、これは医療機関から

の請求のうち、自己負担部分を公費で負担している

というものでございまして、人数というのはこの中

では分からないということになっております。

以上でございます。

○石原朝子委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

続きまして、最後になりますけれども、157ページ

です。薬剤師確保対策モデル事業という継続事業が

ありますけれども、効果としまして、薬剤師の増加

定着に寄与したということなんですけれども、平成

30年度から事業を実施していますけれども、県内で

の就業実績はどうなっていますでしょうか。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 お答えします。

本事業は、県内で就業する薬剤師の増加、定着す

ることを目的としています。本事業では、奨学金返

還予定の薬学生、または返還中の県外勤務の薬剤師

に対し、県内での就業を条件として奨学金返還額の

一部、年36万を最長２年間補助しています。平成30年

度から令和２年度までの間に、56名の薬剤師に対し
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総額3833万1000円の補助を実施しており、県内の薬

局、また病院への就業に貢献しております。

○石原朝子委員 この56名に補助を実施して、56名

が今働いていらっしゃるということですか、県内で。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 お答えいたしま

す。

平成30年度及び令和元年度に助成を受けていた

14名の薬剤師について、現在就業状況を確認したと

ころ、平成３年10月現在、14名中13名が引き続き県

内の薬局、病院へ就業しており、残り１名は県外に

転勤しています。今現在１年を経過―初年度申請し

てもらった方、２年間継続して申請してもらった方

に対して就業状況を確認したという次第で、１年経

過後、県内で就業しているかというものに対して確

認したところ、14名中13名が県内で就業していると

いうことを確認しております。

○石原朝子委員 56名を対象として援助していたけ

れども、そのうち13名が県内で働いているというこ

とでいいでしょうか。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 お答えします。

まず、令和元年で助成を終わった方に対して今現

在調査をした次第で、令和２年度終結した方と令和

３年度に助成を終わった方に対しては、また１年後

という形で、勤務しているかどうかという形で調査

をしていく次第であります。

○石原朝子委員 分かりました。また後でゆっくり

お話しさせていただきます。ありがとうございまし

た。

これで終わります。

○末松文信委員長 ありがとうございました。

以上で、保健医療部関係決算事項に対する質疑を

終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○末松文信委員長 再開いたします。

次に、決算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず初めに、要調査事項については、昨日及び本

日の質疑において提起する委員はおりませんでした

ので、念のため御報告いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から特記事項について説

明があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

次に、特記事項について御提案がありましたら、

挙手の上、御発言をお願いいたします。

（「提案なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信委員長 提案なしと認めます。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む決算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、10月18日 月曜日 午

前９時までにタブレットに格納することにより、決

算特別委員に配付することになっております。

また、決算特別委員が調査報告書に関して常任委

員長に対し質疑を行う場合には、同日18日 月曜日

の午後３時までに政務調査課に通告することになっ

ております。

決算特別委員の皆様は、10月18日 月曜日に各常

任委員会の調査報告書を御確認いただき、各常任委

員長への質疑を行う場合は、同日の午後３時までに

政務調査課へ通告書を提出するよう、御対応をお願

いいたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 末 松 文 信
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令 和 ３ 年 第 ８ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和３年10月13日 (水曜日)

開 会 午前10時４分

散 会 午後５時25分

場 所 第２委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県水道事業会計

第８回議会 未処分利益剰余金の処分につい

乙第22号議案 て

２ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県一般会計決算

第８回議会 の認定について（環境部所管分）

認定第１号

３ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県水道事業会計

第８回議会 決算の認定について

認定第22号

４ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県工業用水道事

第８回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

５ 決算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 瑞慶覧 功君

副委員長 下 地 康 教君

委 員 座 波 一君 呉 屋 宏君

照 屋 守 之君 玉 城 健一郎君

島 袋 恵 祐君 崎 山 嗣 幸君

次呂久 成 崇君 新 垣 光 栄君

金 城 勉君

欠席委員

比 嘉 瑞 己君

説明のため出席した者の職、氏名

環 境 部 長 松 田 了君

環 境 政 策 課 横 田 恵次郎君
基地環境特別対策室長

環 境 保 全 課 長 玉 城 不二美君

環 境 整 備 課 長 比 嘉 尚 哉君

自 然 保 護 課 長 仲 地 健 次君

自 然 保 護 課 島 袋 直 樹君
世界自然遺産推進室長

環 境 再 生 課 長 久 高 直 治君

企 業 局 長 棚 原 憲 実君

企 業 技 術 統 括 監 石 新 実君

参事兼総務企画課長 大 城 清 二君

経 理 課 長 仲 地 之君

配 水 管 理 課 長 志喜屋 順 治君

建 設 課 長 米 須 修 身君

3ii4

○瑞慶覧功委員長 ただいまから土木環境委員会を

開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和３年第

８回議会乙第22号議案、令和３年第８回議会認定第

１号、同認定第22号及び同認定第23号の決算３件の

調査並びに決算調査報告書記載内容等について一括

して議題といたします。

本日の説明員として、環境部長及び企業局長の出

席を求めております。

まず初めに、企業局長から企業局関係決算の概要

説明を求めます。

棚原憲実企業局長。

○棚原憲実企業局長 おはようございます。

それでは、令和２年度の水道事業会計及び工業用

水道事業会計の決算並びに水道事業会計決算の結果

生じました未処分利益剰余金の処分について、その

概要を御説明申し上げます。本日は、サイドブック

スに掲載されております決算書及び議案書（その２）

により説明させていただきます。

初めに、令和３年第８回議会認定第22号令和２年

度沖縄県水道事業会計決算について御説明いたしま

す。

ただいま通知しました決算書の１ページをタップ

して御覧ください。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款水道事業収益は、予算額の欄の右端

の合計298億2669万3000円に対して決算額は297億

1573万5590円で、予算額に比べて１億1095万7410円

土木環境委員会記録（第２号）
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の減収となっております。

その主な要因は、第３項の特別利益におけるその

他特別利益の減少によるものであります。

次に、支出の第１款水道事業費用は、予算額合計

297億8521万1294円に対して決算額は283億1519万

8447円で、その隣にあります翌年度繰越額が１億

8394万5963円、不用額が12億8606万6884円となって

おります。

不用額の主な内容は、第１項の営業費用における

動力費等の減少によるものであります。

２ページをお願いします。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

収入の第１款資本的収入は、予算額合計171億

6635万9000円に対して決算額は116億5552万2799円

で、予算額に比べて55億1083万6201円の減収となっ

ております。

その主な要因は、建設改良工事の繰越しに伴い、

第２項の国庫補助金が減少したことなどによるもの

であります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計222億

6317万2002円に対して決算額は161億5399万2370円

で、翌年度への繰越額が58億3042万6625円、不用額

が２億7875万3007円となっております。

繰越しが生じた主な要因は、第１項の建設改良費

において、工事計画の変更等に不測の日数を要した

ことによるものであります。

不用額の主な内容は、第１項の建設改良費におけ

る県単独事業の執行残等によるものであります。

次に、３ページの損益計算書に基づきまして、経

営成績について御説明申し上げます。

１の営業収益156億4665万3538円に対して、２の営

業費用は260億1250万1504円で103億6584万7966円の

営業損失が生じております。

３の営業外収益124億7594万1071円に対して、

４ページの４の営業外費用は、９億9056万5302円で、

右端上のほうになりますが、114億8537万5769円の営

業外利益が生じており、経常利益は11億1952万7803円

となっております。

５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純利益は11億3892万3349円となり、この当年度純利

益が、当年度未処分利益剰余金となっております。

次に、５ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高461億7010万4728円に対し、当年度変動

額が11億3995万1508円増加したことにより、資本合

計の当年度末残高は473億1005万6236円となっており

ます。

次に、６ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

右端にあります未処分利益剰余金については、当

年度末残高11億3892万3349円の全額を今後の企業債

償還に充てるため、議会の議決を経て、減債積立金

に積み立てることにしております。

次に、７ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部については、８ページの中頃にな

りますが、資産合計4269億3472万6471円となってお

ります。

負債の部については、９ページになりますが、負

債合計3796億2467万235円となっております。

資本の部については、10ページの下から２行目に

なりますが、資本合計473億1005万6236円となってお

ります。

なお、11ページから13ページは決算に関する注記、

また、15ページ以降につきましては、決算に関する

附属書類となっておりますので、後ほど御確認いた

だきたいと思います。

以上で、令和３年第８回議会認定第22号令和２年

度沖縄県水道事業会計決算の概要説明を終わります。

次に、ただいま通知しました決算書の45ページを

タップして御覧ください。

引き続きまして、令和３年第８回議会認定第23号

令和２年度沖縄県工業用水道事業会計決算について

御説明申し上げます。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款工業用水道事業収益は、予算額合計

６億6643万3000円に対して決算額は６億7803万

9205円で、予算額に比べて1160万6205円の増収となっ

ております。

その主な要因は、第３項の特別利益におけるその

他特別利益の増加によるものであります。

次に、支出の第１款工業用水道事業費用は、予算

額合計７億1865万3206円に対して決算額は６億

7705万1636円で、その隣にあります翌年度への繰越

額が490万2937円、不用額が3669万8633円となってお

ります。

不用額の主な内容は、第１項の営業費用における

負担金等の減少によるものであります。

46ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上
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げます。

収入の第１款資本的収入は、予算額合計9995万

4000円に対して決算額は8775万9000円で、予算額に

比べて1219万5000円の減収となっております。

その主な要因は、建設改良工事の繰越しに伴い、

第２項の国庫補助金が減少したことなどによるもの

であります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計１億

1328万1891円に対して決算額は9286万7849円で、翌

年度への繰越額が1151万4422円、不用額は889万

9620円となっております。

繰越しが生じた主な要因は、第１項の建設改良費

において、工事計画の変更等に不測の日数を要した

ことによるものであります。

不用額の主な内容は、第１項の建設改良費におけ

る県単独事業の執行残等によるものであります。

次に、47ページの損益計算書に基づき、経営成績

について御説明申し上げます。

１の営業収益２億9398万5195円に対して、２の営

業費用は６億3766万4298円で、３億4367万9103円の

営業損失が生じております。

３の営業外収益３億4647万236円に対して、48ペー

ジの４の営業外費用が1139万5827円で、右端上のほ

うになりますが、３億3507万4409円の営業外利益が

生じており、経常損失は860万4694円となっておりま

す。

５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純損失は21万176円となり、前年度繰越利益剰余金は

ないため、当年度純損失が当年度未処理欠損金とな

り、翌年度に繰越しします。

翌年度に繰り越した欠損金については、翌年度以

降の営業活動により生じる純利益をもって補塡した

いと考えております。

次に、49ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高14億5675万1075円に対し当年度変動額

が21万4650円減少したことにより、資本合計の当年

度末残高は14億5653万6425円となっております。

次に、50ページをお願いいたします。

欠損金処理計算書について御説明申し上げます。

右端にあります未処理欠損金については、当年度

末残高21万176円の全額を繰越欠損金として翌年度に

繰越しします。

次に、51ページの貸借対照表に基づきまして財政

状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部については、52ページの中頃にな

りますが、資産合計62億1948万6121円となっており

ます。

負債の部については、53ページになりますが、負

債合計47億6294万9696円となっております。

資本の部については、54ページ下から２行目にな

りますが、資本合計14億5653万6425円となっており

ます。

なお、55ページから57ページを決算に関する注記、

また、59ページ以降につきましては、決算に関する

附属書類となっておりますので、後ほど御御確認い

ただきたいと思います。

以上で、令和３年第８回議会認定第23号令和２年

度沖縄県工業用水道事業会計決算の概要説明を終わ

ります。

決算の概要説明に続きまして、当該決算と関連の

ある議案として提出しております未処分利益剰余金

の処分について、その概要を御説明申し上げます。

ただいま通知しました議案書（その２）の38ペー

ジをタップして御覧ください。

令和３年第８回議会乙第22号議案令和２年度沖縄

県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について御

説明いたします。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うためには、地方公営企業法第32条第２項の規

定により議会の議決を必要とすることから、提出し

たものであります。

内容につきましては、令和２年度水道事業会計の

未処分利益剰余金11億3892万3349円の処分について、

今後の企業債償還に充てるため、全額を減債積立金

に積み立てるものであります。

以上で、令和３年第８回議会乙第22号議案の説明

を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 企業局長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に係る

決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、要調査事項の提起の方法及びその取扱い等

については、昨日と同様に行うこととし、本日の質

疑終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、引用する決算資料の名称、
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ページ、番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うよう御協力お願いい

たします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに企業局関係決算事項に

対する質疑を行います。

玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。

私からは２点、今、通知しましたけれども、決算

監査意見書の中から質疑をさせていただきます。

水道事業会計について、耐震化、老朽化に伴う更

新等、資金需要の増加が見込まれて経営状況厳しく

なることが予想されるということで、今、かなり更

新とか進めてはいると思うんですけれども、その中

でこの北谷浄水場の粒状活性炭、令和２年度はどの

ような状況だったんでしょうか。

○志喜屋順治配水管理課長 活性炭工事の令和２年

度の件でございますが、活性炭工事、取替え工事と

して、令和２年度から令和５年度までの４年間で全

16池のうち４池ずつの交換を計画しております。で

すが、令和２年度分の取替え工事費については、令

和３年度へ繰越ししているところでございます。

事業費としましては、令和２年度につきましての

事業費の決算ですけれども、北谷浄水場の粒状活性

炭工事に先駆けて、活性炭の仕様を決定するための

実施設計業務を令和元年から令和２年度にかけて実

施しておりまして、その分の令和２年度分の決算と

して、実施設計業務の調査費として3804万円。その

うち、防衛省補助が３分の２の補助率がありますの

で、2399万円を受け入れているところでございます。

以上でございます。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

こちら、令和２年度繰越しということで、令和２年

度で行う予定であったこの入替えというのは、今の

年度で行うという理解で、今の年度のものも今年度、

令和３年度は８か所分の入替えをしてるということ

でしょうか。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。

委員おっしゃるとおり、令和２年度分については

令和３年度でやる予定で、令和３年度分についても

併せて年度中にやりますので、合計８池の取替えを

行う予定でございます。

○玉城健一郎委員 ぜひ、この間の委員会の質疑の

中でも、やっぱりこの老朽化じゃないですけど、ろ

過を通したらＰＦＯＳの値が高くなってるという状

況もありますので、なるべく早めに対応していただ

くようにお願いいたします。

先ほど予算のことについて３分の２が防衛予算と

いうことなんですけれども、各委員みんな言ってい

るんですけれども、やっぱりこれ、嘉手納飛行場か

らのこの米軍からの、このＰＦＯＳの問題で、この

ようなことをやらないといけない。しかも入替えも

しないといけないという状況ですので、ぜひとも、

100％補助できるように声を上げていただきたいと思

います。

次に移ります。次は、同じページなんですけれど

も、沖縄本島周辺離島８村への水道用水の配給事業

の広域化ということで、令和２年度では、座間味の

浄水場の件でいろいろ様々な議論をさせていただき

ましたが、令和２年度で座間味の浄水場はどのよう

な状況になったのかと、併せて現状令和３年度はど

のように進めているのか説明お願いいたします。

○米須修身建設課長 それでは、お答えいたします。

座間味浄水場の建設につきましては、高台の既存

浄水場用地における建設に向けて、座間味村と企業

局の双方で、今年の３月25日に協定を締結いたしま

した。これにより、今年度５月から基本設計に着手

しており、令和７年度の用水供給開始を目指して建

設を進めているところでございます。

○玉城健一郎委員 住民からの要望があってこの計

画を変更ということで、議会からも変えてほしいと

いうことの要望でやってきましたので、これからも、

座間味村だったり、住民の意見を取り入れながら、

ぜひしっかりいいものを造っていただきたいと思い

ます。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いいたします。

私からは、１点です。水道事業会計決算書からな

んですけれども、令和２年度の決算ですが、先ほど

局長のほうから説明がありましたけれども、令和元

年度と比べて収入等が増えてるのか、減ってるのか、

その辺ちょっと説明お願いできますか。

○仲地之経理課長 令和元年度と令和２年度の比較

ですね、水道事業収益は５億3000万円余り減ってお

ります。

○島袋恵祐委員 減っているということなんですけ
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れども、主な理由というのは、どういった理由があ

るんでしょうか。

○仲地之経理課長 給水収益が7700万円余り、あと

特別利益、これにつきましては移設補償費なんです

けど、その分で6500万円減っております。

○島袋恵祐委員 その減った理由はなんですか。

○仲地之経理課長 一番大きな理由が、営業外収益

の長期前受金戻入というのが減っております。これ

は北谷浄水場の改良工事が減ったということで、改

良工事に伴って、固定資産除却費に係る長期前受金

戻入が減ったということです。

○島袋恵祐委員 収入が減ってるということで、こ

の影響というのは、今後の事業に関してどういった

ことが出るのか、それをまた改善していくためにど

ういった今、対策を取ろうとしてるのか、そういっ

たものを教えていただけますか。

○大城清二参事兼総務企画課長 企業局のほうでは、

この企業局の経営の安定化に向けて平成26年度に、

企業局の中長期計画を策定して、今、その取組を行っ

ているところでございます。具体的に、今、経理課

長のほうからもお話がありましたが、今後、少子高

齢化ということでなかなか給水収益の増加は見込み

難いというところがございまして、いかに費用のほ

うを圧縮していくかということで、今取組をしてお

ります。動力費であったりとか、あと、薬品費、そ

ういったものについて現在、節減に向けて取組をし

ているというところでございます。

○島袋恵祐委員 分かりました。

ちょっと前に聞き忘れたんですけれども、やっぱ

りこの新型コロナ禍の状況になって、その影響とい

うのも水道事業に影響が出てるのかなというのも

ちょっと、あるのかどうか教えてください。

○大城清二参事兼総務企画課長 令和２年度の前半、

４月、５月は、やはりコロナの影響で大分人の移動

も少なかったですし、そういった形で水道収入、給

水収入、収益のほうも対前年度に比べて減少がござ

いました。しかしながら、６月以降は、やはり水道

事業、主にユーザーは県民の方ですので、そういっ

た形で６月以降は比較的持ち直して、夏場の８月と

か観光客、それから人の移動の抑制等で、なかなか

飲食店等の営業ですね、そういった形で使用される

水量というのがやはり減の傾向にあったんですが、

一方で、また、先ほどお話ししたような県民の家庭

での給水収益がさほど前年度に比べて影響が少な

かったというところもございまして、若干トータル

ではやはり減にはなってはいるんですけど、それほ

ど大きな経営に与える減額ではなかったということ

で、今、分析をしてるところでございます。

○島袋恵祐委員 分かりました。

コロナの影響も多少はあったということもあって、

それもさほど影響もないという話もあって、分かり

やすい説明ありがとうございます。

最後になんですけれども、今、やっぱり水道です

ね。これまでは沖縄で水不足というのがあって、制

限をかけたりとかそういったのもあって、もうここ

何年以上ですかね、もう30年近くそういった断水的

なことはなくなってると思うんですけれども。

その主な理由、そしてまた企業局として、きちん

と家庭や企業とかに水を届けるような、そういった

取組というのは、どういったことをやってるのかと

いうのを最後に聞かせてください。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。

企業局では、平成６年の３月以降、制限給水等を

実施してないんですけれども、企業局として、それ

以降、ダムの開発を進めてきたというところも大き

な要因の一つでございます。ただ、平成26年に金武

ダムという最後のダムが完成して以降も、渇水には

見舞われておりまして、その際には、ダムの貯水率

が44％に、平成30年度はなったりしてるんですけれ

ども、企業局としましては、なるべく渇水が見込ま

れる場合には、先駆けて節水の協力を呼びかけたり

ですとか、ダム以外の水源の水を取水することで、

ダムの低下の抑制を図ることで、渇水対策をしてき

て、今、現状として制限給水が生じてないというと

ころでございます。

○島袋恵祐委員 ありがとうございます。

やりくりをしているとの説明でですね、引き続き、

やはり企業局の皆さんに、県民に対して安心・安全

を、水を届けていくということを頑張ってもらいた

いと思っています。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 水道用の供給施設の件なんですけ

れども、このように今、老朽化等も含めて、施設整

備をやっている中で、和歌山で水道橋が崩壊する事

故があったんですけれど、沖縄県もそういう老朽化

に備えての、今、計画されてると思うんですけれど

も。今回もう10億余りの予算が黒字ということで、

積立てに回されてるんですけれども、今、全体的に

見て、沖縄県のこれからの整備を見て、今、監査の

報告でも、懸念される部分というか、問題点が指摘

されてるんですけれども、将来どのような計画をな

されているのか伺います。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。
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水管橋の内容につきましては、目視点検ですとか、

あと、水管橋に附属してる弁類の操作確認など定期

点検を年２回実施をしているのと、水管橋はそのま

ま露出してますので、そこに延命を図る意味での15年

に１回程度の塗装をして、計画的な修繕をしている

ところでございます。あわせて、法定耐用年数を経

過する水管橋については、計画的に更新を進めてい

くというふうな計画をしているところでございます。

以上でございます。

○新垣光栄委員 今、そういう沖縄県全体を見た場

合ですね、基金―積立金を崩しながらまた将来に向

けてやっていくと思うんですけれども、それは十分、

今、余剰金400億ぐらいでしたか、決算書から言うと、

それで足りるのかどうかですね。

○石新実企業技術統括監 今後の老朽施設の更新、

併せて耐震化も図って、災害対策等も行っていくわ

けなんですけれども、それは主に一括交付金を、ハー

ド交付金を活用してやってきているところです。近

年減少傾向にあって、計画どおりには実施できてい

ないというところがありまして、次年度以降も沖振

法が継続するということで一安心ではあるんですけ

れども、高率補助が維持されるということで一安心

ではありますけれども、減少傾向が続くとこの更新

計画もどんどんどんどん先送りに今なっている現状

ですので、指摘にあるように、厳しい状況にあると

いうところであります。400億というのは資本金かと

思うんですけれども、運転資金に回すというのは、

内部留保のほうで、それは現在80億程度ということ

で、これは運転資金に回したり、裏負担、補助額の

裏負担金に回したりということで使ってるところな

んですけれども、全てを施設整備に回せるわけでは

ないというところですね。

○新垣光栄委員 このような厳しい中、ＰＦＯＳの

問題があって、やっぱり負担してると思うんですよ、

企業局のほうはですね、補助金が３分の２あるとい

うことであってもですね。それにかかる今回のです

ね、年度の費用というのは、この活性炭の費用だけ

ではないと思うんですよ、人件費とかいろんな対策

費を使ってると思うんですけれども、それを今企業

局としては負担増をどのように見ているのかですね。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。

委員おっしゃるとおり、ＰＦＯＳ等に係る費用と

いうのも当然、計上させていただいておりますが、

今、補助を受けて、活性炭の取替え工事を実施して

いるところでございますが、企業局としましては、

補償費として、過去にかかった対策費、今後かかる

対策費についても、費用補償を求めていきたいとい

うふうに考えてる中での、立入検査で因果関係をはっ

きりさせたいというふうな取組をしているところで

ございます。

以上でございます。

○新垣光栄委員 ぜひ、この立入検査等をして原因

を究明して、補償まで求めていくっていうのは当然

だと思っておりますし、もうそろそろ実証ね、この

ＰＦＯＳの問題は、米軍基地から発生したっていう

ので、実証できるのにあと何年かかるのか。私はも

うすぐもう、米軍基地からのものですよと確定的な

発信をしてもいいんではないかなと思うんですけれ

ど、どうでしょうか。

○棚原憲実企業局長 企業局の取水源である嘉手納

基地周辺の地下水源につきましては、基地の上流側

ですとか下流側とか、そういう地域分布を含めて、

企業局で調査してまいりました。そういう調査の結

果から、嘉手納基地が汚染源である可能性が高いと

いうふうに判断をしてますが、やはり基地のどこに

高濃度の貯留水があるのかとか、そういう特定のた

めには、やはり立入調査を実現させていただいて、

その特定の場所の改善をしていくということが、将

来にわたる水の安定につながると思いますので、我

々としては、可能性は高いんですけど、実際に立入

りを実現させていただいて、早期にやりたいという

ことで、沖縄防衛局ですとか防衛省に直接お願いも

何度も、毎年続けてやっております。早期に実現さ

せていただきたいとは思っています。

○新垣光栄委員 もうそろそろ、私はもう、米軍も

日本政府も立入りに関して消極的なので、もう原因

は米軍基地にあるということをしっかり訴えていく

べきではないかなと思ってるんですけれど、そうし

ないといつまでたっても解決できないし、向こうが

訴えたことに対して不服があるんだったら、向こう

でちゃんと調査してもらったほうが、逆の方法もあ

るのではないかなと。この訴えに対して向こうが訴

えてくるのだったら、じゃあ証明しなさいと、自分

たちが原因ではないよということを証明しなさいと

いう、逆の方法もあるのではないかなと思うんです

けど、どうでしょうか。

○棚原憲実企業局長 我々も、委員おっしゃるよう

に、そういうアプローチが非常に重要だと思ってま

して、沖縄防衛局を通して在沖米軍のほうに、企業

局の調査結果は随時提供してます。当初この問題が

勃発したときから米軍のほうにも直接その調査結果

は提供してあります。

残念ながら、政府間の問題で日米合同委員会の環

境部会のほうで、この議題については審議されると
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いうことで、なかなか進まない部分あるんですけれ

ど、米軍においても、米国内においても、ＰＦＯＳ

の問題は関心を持っていますので、我々は、米国の

状況も踏まえて、米軍にはしっかり伝えていきたい

と。沖縄県の改善に向けて協力をぜひ一緒にやって

いきましょうということをしっかり伝えていきたい

と思ってます。

○新垣光栄委員 ぜひ、決算の中でも、費用とかい

ろいろなものが計上されているはずなので、負担が

あると思いますので、ぜひその辺は早めに解決でき

るようにお願いをしたいと思います。

それでもう一つ、今、これ事業ではないんですけ

れども、この米軍基地への送水というのは、各市町

村に一度、北谷だったら北谷、沖縄市だったら沖縄

市のほうに一回供給してから、各市町村から米軍基

地に送水してると思うんですけれども、今、嘉手納

基地に、そういう送水してる市町村は何市町村あり

ますか。

○志喜屋順治配水管理課長 嘉手納基地に給水して

る市町村としましては、沖縄市から供給されており

ます。嘉手納基地に対しては沖縄市からの供給となっ

ております。

○新垣光栄委員 嘉手納基地に対しては、沖縄市だ

けからということで大丈夫ですか。北谷町はやって

ない、嘉手納に。

○石新実企業技術統括監 直接給水しているのは沖

縄市だけです。企業局が沖縄市に販売した水を、沖

縄市から基地のほうへ給水してるんですけれど、た

だ、そこから上がる収益については、北谷町であっ

たり、嘉手納町であったりというところで、市町村

間で分配はしているようです。面積比というふうに

聞いております。

○新垣光栄委員 それでは、今、北谷町とか嘉手納

町からの送水、供給する能力というのはあるんです

か。ルートというのは。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。

北谷町、嘉手納町からの嘉手納基地へ給水する配

管ルートというのは整備されておりませんので、現

状としては、北谷町、嘉手納町からの供給は困難と

思います。

○新垣光栄委員 沖縄市からの給水の水源が、西系

列と東系列の水源があると思うんですけれども、そ

の沖縄市の水源はどこの水源になっていますか。

○志喜屋順治配水管理課長 沖縄市から嘉手納基地

へ供給されている水の浄水場については、北谷浄水

場系統の水が供給されているところでございます。

○新垣光栄委員 本当か。

○志喜屋順治配水管理課長 嘉手納基地に供給され

ている浄水場につきましては、北谷浄水場からの水

と、あと、石川浄水場からも供給されております。

正確にはその２か所からの嘉手納基地への供給に

なっておりまして、その配分につきましては、取引

データでちゃんと計上はしてございますが、ちょっ

と今、手元にその資料がございませんので、後ほど

また、正確な数字をお伝えしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。すみませんでした。

○瑞慶覧功委員長 座波一委員。

○座波一委員 まず、工業用水の現在、令和２年、

振り返ってみて、需要と供給の状態をお願いします。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。

工業用水の令和２年度の年間の給水量としまして

は、557万2993トンとなっております。企業局が有し

ている工業用水の計画給水量としましては、３万ト

ンでございます。日量３万トンでございまして、現

在の契約給水量としましては、日量２万5453トンと

なっておりまして、契約率としては83.84％となって

いるところでございます。

○座波一委員 需要と供給のバランスを聞いている

んですけど。足りていますか。足りてるんですか、

それとも、潜在的需要者も含めて足りてると言える

のか。

○棚原憲実企業局長 工業用水は産業振興を目的に

県の施策との整合性を持って、６つの地域に施設整

備を行ってきております。これらの６つのうち、名

護西海岸地区と金武湾地区においては計画給水量に

達していません。ということで、余裕はあります。

その他の西原浄水場以南につきましては、契約給水

量が計画給水量を上回っておりまして、もう能力的

には満たされているということで、先ほど言いまし

たように、名護西海岸と金武湾だけが、まだ需要を

満たしていないという状況です。

○座波一委員 満たされてるというよりは、足りな

い状況があるということも現実ですよね、南部のほ

うではね。そこをはっきり答えてください。

○石新実企業技術統括監 現在、契約率で100％を超

えてる地域というのが２か所ありまして、中城湾港

地区、それから、糸満工業団地地区ということで、

そちらについては、足りないといえば、足りないと

いう状況にございます。

○座波一委員 こういう足りないところは、これ沖

縄県の政策も含めて考えたら、この工業用水の収支

も含めて考えていけば、足りないところは、もっと

もっと増やすべきだと考えているんですけれどね。

これは政策的に県の課題だというふうな考え方もあ
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るようですけれども、そこをどう捉えていくか。企

業局のそういう考えだけではできないということも

分かりますけれど、局長、これはですね、提案すべ

きですよ。どうですか。

○大城清二参事兼総務企画課長 ただいま座波委員

のほうからお話しございまして、企業局のほうでは、

関係部局ということで、商工労働部のほうと一応意

見交換をさせていただいているところでございます。

商工労働部のほうとしては、現在、市町村の意見を

聞きながら、基本的に市町村を支援していく立場で

施策を推進していきたいということで、今、お話を

伺っているところでございます。

○座波一委員 今ね、那覇空港を中心としたいろん

な産業の誘致の動きもあるし、芽生えもある、ＭＲ

Ｏをもっともっと整備充実するとかですね。あれ

ひょっとしたら半導体の問題も沖縄は水があれば可

能だという話もあるわけですよ。そういうことに対

応するような発想を持たないといけないということ

を言いたいものですから、そこら辺に対して局長の

考え方。

○棚原憲実企業局長 企業局では、先ほど総務企画

課長のほうからありましたように、商工労働部と連

携して、水の需要予測等も計画的に進めながら、こ

の工業用水の供給を行ってきました。現在のところ、

先ほど申しましたように、名護西海岸と金武湾地区

においては、まだ誘致の余裕がありますので、県と

してはやはり均衡ある発展のために、そこへの誘致

を商工労働部と今しっかり取り組んでいます。

さらなる拡大につきましては、設備投資の問題も

ありますので、引き続き総合的な計画の中で、商工

労働部と連携して取り組んでいく必要がありますの

で、情報共有しながらやっていきたいと考えてます。

○瑞慶覧功委員長 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 そんなたくさんではありませんから。

これは、主要施策の成果に関する説明ですけれど

も474ページと473。これ両方に共通することなんで

すけれども、この間、報道を見てますと、全国的に

水道の送水管、これがかなり老朽化をしてるという

ことがあります。これも今言った474、473というの

も、その老朽化の対策として書かれてるようですけ

れども。この辺というのは皆さん、老朽化を認定し

てるというのは大体どれぐらいから、その老朽化と

して認定してるのか。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えします。

老朽化の目安としましては、法定耐用年数という

ものと、あと、企業局が独自に採用させていただい

てます基準年がございまして、それを超過した管路

を老朽管というふうな位置づけで考えているところ

でございます。

○呉屋宏委員 この位置づけでいうと、沖縄県はど

れぐらい、何％ぐらいが今、老朽化してるというよ

うな認定をしてるんですか。

○志喜屋順治配水管理課長 令和２年度の更新基準

年数での老朽化のパーセンテージでいきますと、

30.７％が超過してるものと考えているところでござ

います。

○呉屋宏委員 これについては計画的に改築という

か、敷設し直しをしているんでしょうけれども、こ

の30％というのは何年かかる事業なの。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。

法定耐用年数の40年という更新の率でいきますと、

毎年19キロの更新が総延長として必要となるところ

でございますが、実際今、一括交付金を活用して更

新できている実績が、年間で約５キロ程度の更新に

なっておりますので、現在のペースで、30％の老朽

化管路というよりも、毎年のように老朽化の率とい

うのは上がっていきますので、追っかけるような形

になってしまいます。それを、管路を全て更新する

というふうなペースでいきますと、今の年間５キロ

のペースでは150年かかる計算になるところでござい

ます。

○呉屋宏委員 僕は150年、生きてないけど。このペー

スで150年かかるというのは、もう３回ぐらい回転し

てないといけないという話になるよね。これね、も

う少し計画的にやらないといけないんだよ。今の話

というのは、導水管と送水管の話だけですか。

○志喜屋順治配水管理課長 導水管と送水管の延長

でございます。

○呉屋宏委員 皆さんのところで市町村の水道管と

いうのは、大体把握なさっているんですか。

○志喜屋順治配水管理課長 市町村につきましては、

企業局所管ではございませんので、手元に資料ござ

いませんが、衛生薬務課のほうがそこを所管して、

数字としては把握しているものと考えております。

○呉屋宏委員 確かに、所管ではないのかもしれま

せんけれども、ただこれはね、同じ水を管理してる

側の部分としてはね、元は皆さんなのですから、沖

縄の水道行政というのは一生懸命皆さんがやって、

大変だと思いますよ。ダムも造らなければいけない

し、浄水場も造らなければいけないし、導水管、送

水管もやらなければいけないっていうのは大変な仕

事だと思うんですよ。

しかしこれはね、最終的に人の命を支えるインフ

ラですから、ここはしっかりとやっていただかない
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といけないので、しっかりやってると思うんだけど、

そこらあたりしっかりと注意しながら、市町村も見

ててほしいなと思いますね。それは要望だけにして

おきます。

もう一つはね、通告してあったけれども、その通

告したのがどれだったかよく分からなくて、たしか、

僕が通告したもの中にあれがあったと思うんですね。

23市町村かな、一企業体なのかな、ここは41市町村

の水で、皆さんがつくり出してない水というのはあ

るんですか。

○志喜屋順治配水管理課長 沖縄県企業局が用水供

給をしている市町村につきましては、沖縄本島の北

部の４村、ヤンバル４村を除く市町村、伊江村も含

めた市町村と、あと、本島周辺の８村については企

業局が用水供給しておりますが、それを除くその他

の離島、宮古、八重山とか、久米島等については企

業局からの水源送水ではございません。

○呉屋宏委員 これね、前に僕は、土木委員会に所

属してたときの問題をずっと提起してたのは、本島

の人たちは企業局がつくったのを市町村が買ってる

わけですね。ところが、その当時問題になって僕が

ずっと指摘してきたのが、例えば粟国だとか、渡名

喜だとかというところは、自分たちで海水淡水化施

設を持って、そして、それで送水をしているという

状況だったんです。これは恐らく改善されてきたん

でしょうけれども。僕はね、基本的に、企業局から

市町村が買うシステムというのは非常にいいシステ

ムですから、それを41市町村に僕はやるべきだと思っ

てるんです。なぜそれができないのかをちょっと教

えてください。

○志喜屋順治配水管理課長 まず、基本的なところ

でございますが、水道事業につきましては、基本的

に市町村経営が原則、水道法ではそうなっておりま

す。ですので、本島、離島にかかわらず、本来であ

れば市町村が運営することとなっておりますが、沖

縄本島におきましては、那覇とか見て分かると思い

ますけれども、那覇の需要を賄おうとすると水源が

足りない、ヤンバルのほうから水を引っ張らないと

いけないところがございます。ですので、沖縄本島

におきましては、水源が北部に集中しているという

地域的要因で、市町村ごとに水源を確保することが

非効率ということで、企業局のほうが用水供給事業

として水源から浄水処理まで担って、それ以外のと

ころの分については、市町村が本来の市町村経営原

則に基づいて供給するという、効率的な運営を行っ

ています。

そのほかの離島につきましては、基本的に離島ご

とに水源を確保できるという状況がございますので、

これまで、そういったふうな独自で自己水源を確保

できる市町村につきましては、独自で確保した運営

を行ってきたという背景がございます。委員おっしゃ

るとおり、41市町村の水道の用水を企業局が担うと

いう話の部分につきましては、離島ごとによって、

企業局が水を供給しているのが102円24銭で供給して

るんですけれども、そのほかの離島においては、例

えば水源が清澄な、とてもきれいなところについて

は、塩素消毒をすればすぐ水を供給できるところも

ございます。そういったところは、水道にかかる原

価というのがかなり安い状況がございますので、必

ずしも企業局が供給することで経営が安定するとい

うところもございませんので、そういったところに

ついてはそれぞれの離島ごとの特性を生かしながら、

そういったふうなところで判断されるところで考え

ている部分がありますので、そこの部分につきまし

て、今現在、衛生行政を担っている保健医療部の衛

生薬務課のほうで、その効果とか、そういった課題

とかを今、検証しているところと認識しております。

○呉屋宏委員 それは百歩譲って理解をしたとして

も、そこにかかってる、その水源を確保する、ある

いはそれに係る費用というのは県が全て持ってるん

ですか。

○志喜屋順治配水管理課長 基本的には、市町村が

運営する水源については、市町村がそれを担ってる

ところでございます。県がそれを確保してるもので

ございません。

○呉屋宏委員 いずれにしても、粟国はたしか当時、

十五、六年ぐらい前というのは、基本的に粟国がやっ

てたものが、今、皆さんがやってるんでしょう。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。

今現在、離島８村につきましては、順次、企業局

のほうで施設整備をして、水道用水を供給するとい

う取組をしているところでございます。粟国につい

ては既に、企業局のほうが水源から浄水処理まで担っ

て供給しているところでございます。

○呉屋宏委員 それぞれバランスよくやるというこ

とは大事なことですから、それはそれでいいと思い

ますけれども、そこら辺はしっかりと、市町村に行っ

たときにとても感じたんですよ。特に粟国はすぐ港

のそばに海水淡水化施設があって、そこから上まで

送水をして、自然給水をしてるというような形でやっ

ていましたから。それを考えるとね、ここから普通

に見ると、何でこれ市町村がやってるんだろうなっ

ていうのはね、普通に考えるんです。ですから、そ

こは市町村、特に小さい離島を含めてしっかりとやっ
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ていただきたいなと思って、要望だけしておきます。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 おはようございます、お願いしま

す。

金武町の水道水のＰＦＯＳの件を確認したいんで

すけれど、これは令和２年度の決算ですから、昨年

の取組も含めて確認をさせていただきます。

企業局は、昨年この件報告を受けていたというふ

うに聞いておりますけれども、しかしながら公表し

ていなかった、この経緯を説明いただけますか。

○志喜屋順治配水管理課長 お答えいたします。

昨年12月なんですが、企業局が電話のやり取りの

中で提供を受けた情報としては、金武町の自己水源

等からＰＦＯＳが検出されているというものがあり

ます。それと併せて、企業局水とブレンドすること

で、町民に対しては水道水の暫定目標値の１リット

ル当たり50ナノグラム以下で給水している、できて

いるというような旨の情報もありました。ですので、

企業局としましては水道水の安全性は確保されてい

る状況にあるものと理解していたところでございま

す。

したがいまして、安全性が確保されていることを

踏まえて、住民等への情報提供については、金武町

内でのこれまでの経緯ですとか、金武町の考える今

後の対策を含めて、水道事業者の責務として金武町

において実施するべきものというふうに考えていた

ところでございます。

○照屋守之委員 これはＰＦＯＳの値はどのくらい

でしたか。数字は。

○志喜屋順治配水管理課長 資料が直接あったわけ

ではなくて、そのときには口頭でのやり取り等も含

めまして、環境省が定める暫定指針値の50を超える

ところもあると―水源で50を超えるところもあった

というふうに聞いているところでございます。

金武町が所有しております浄水場がございますが、

そこでの浄水としては70という数字も―50を超えた

ものもあったと聞いていますが、先ほど申し上げま

したとおり、その金武町の水につきましては、企業

局の水とブレンドして末端に給水しているというこ

とがございますので、50以下はクリアできていると

いうふうに聞いております。

○照屋守之委員 これ金武町の水源から取って、企

業局からの水を入れて町民に提供している、そうい

うことですか。

○志喜屋順治配水管理課長 そのとおりでございま

す。

○照屋守之委員 それで、基準値を超えるというも

のについて、県の企業局は何も対応してないんです

か。どういうことですか。

○志喜屋順治配水管理課長 企業局としましては、

金武町のほうでは企業局の水とブレンドして、暫定

目標値をクリアしているということですので、企業

局としましては、金武町に必要な水量を送るという

ような対応をしているところでございます。

○照屋守之委員 金武町の水と企業局の水を入れて

町民に提供しているわけですよね。その金武町の水

源のほうが50を超えるものが分かったと。その報告

を受けたと。で、企業局何もしないんですか。

○石新実企業技術統括監 先ほどから志喜屋課長が

申し上げているように、水源では目標値を超える値

も出たということでありますけれども、企業局の水

とブレンドすることによって、町民には基準値を、

満足する水を提供できているという状態でありまし

た。

○照屋守之委員 どういう説明ですか今のは。金武

町の自己水源からこれだけ50を超える値が出ました

と。その水と企業局の水を合体したら、基準値の下

になりますと。これ測りましたか。

○石新実企業技術統括監 我々は金武町との取引

メーター時点までの水質は管理しておりますけれど

も、蛇口の水質の管理というのは、それぞれの市町

村が担っているところなんですね。金武町につきま

しては、従前から企業局の水とブレンドした形で給

水を行っているところです。

○照屋守之委員 いやいや私が聞いているのは、自

己水源のものが50を超える値が、70ぐらいとかとい

う何か数字もあるわけでしょう。それを、企業局の

ブレンドした水が出てますと。これ問題ですと。提

起しましたね。こういうふうなブレンドした水が流

れましたと。この水を皆様方はチェックしましたか

という話ですよ。

○石新実企業技術統括監 企業局のほうでは測定し

ておりません。

○照屋守之委員 じゃあ何で安心・安全と分かるん

ですか。何が安心・安全ですか。

○石新実企業技術統括監 我々は金武町の供給点ま

での責任は負っておりますけれども、そこから蛇口

までの責任というのはそれぞれの受水事業体が担っ

ているんですね。ですから、企業局の水とブレンド

することによって、暫定目標値の50ナノグラムを下

回っているから安全だというのは金武町がおっ

しゃっているというか、言っていることで、我々は

仮にそれ以下になっているのであれば、企業局の水
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と同じように安全でしょうという立場です。

○照屋守之委員 今の説明おかしいですよ。だって

自己水源のほうから検出したらＰＦＯＳの値が基準

より50より高い数値が出ましたと。金武町は企業局

の水もブレンドしてこの自己水源の水もブレンドし

て町民に提供していますと。そしたら企業局は、こ

れだけの基準の70があれば、じゃあ今の時点でそう

いうふうな水が提供されているこの部分はどのくら

いあるのかというのを検査するとか、何もそういう

ふうなものもやらないで安心・安全という。何でそ

ういうふうに県民が理解し難いような説明するんで

すか。おかしくないですか。

○棚原憲実企業局長 まず、原則としまして、水道

法に基づいて、水道供給は市町村の義務です。企業

局は、水道用水を供給するだけなんですね。事業と

しては市町村が運営しています。ですので、市町村

が責任を持って蛇口の縁まで出すのは、市町村の責

務になっております。で、市町村の事業全体を見る

のは衛生的な立場から、保健医療部の衛生薬務課と

いうところが所管しております。

我々は、市町村が欲しい水の量を、安全・安心な

水を供給する事業者です。そこがちょっと水道事業

者と違うところになります。我々としては市町村の

水道事業に対して技術的な助言とか、そういうもの

は行いますけれど、運営とか管理に関しては、責任

はあくまでも事業者である市町村が担っております。

今回につきましては、金武町が衛生的な安全な担

保を取るために、企業局の分をブレンドして基準値

以下にコントロールしているということは、金武町

の責任において実施していたことですので、企業局

はそれについて調査したりそういうことは行ってい

ないということになります。

○照屋守之委員 局長何言ってるんですか。我々県

民の立場から今考えてるんですよ。この法律がどう

のこうのと、それぞれの責任等ありますよね。ただ

金武町の自己水源から基準以上のそういうふうなも

のが出た。これ１年以上公表が遅れたんじゃないで

すか。そうでしょう。１年以上遅れて―１年近くで

すか。この前金武町長わびてましたよね。そこで、

金武町は県の企業局にも報告をしてありますと。そ

ういうことだったら、県も当然その時点で何らかの

対応をして―提供してくるわけですからね、水を。

きちっとそういう対応をすべきじゃないですか。今

ね、何でこのＰＦＯＳかと言うと、今米軍のＰＦＯ

Ｓも含めて、非常に県民は神経とがらせてますよ。

で、今北谷浄水場とか石川浄水場のＰＦＯＳの値が

違うという形で、これ委員会でも指摘されています

よ。だから何でもっと安心・安全な情報提供しなさ

いよという、そういうことですよ、今。今の時代に

―ちょうど今米軍のＰＦＯＳ云々出ているときに、

この金武町の自己水源のそのＰＦＯＳの値、そこは

県が、企業局が水を提供して一緒にやっているとい

う。そういうことを見ると、町民は大丈夫ですかね、

企業局のほう大丈夫かねと不安持つの当たり前です

よ。それで、皆さん方何もそこに対応していない。

管理は向こうだ、自分たちはこうだって、そういう

色分けじゃないんですよ。県民は。だからこのＰＦ

ＯＳに対して、それ分かった時点でどう対応してい

くのかというのが企業局の立場じゃないですか。お

かしいと思いますよ。

○棚原憲実企業局長 おっしゃるように、今はＰＦ

ＯＳで県民が不安に思っていることは重々我々も認

識しております。金武町から相談がありましたのは、

今の経緯で御説明ありましたように、企業局からの

水をさらに増やしてほしいと。供給をですね。企業

局は、供給、給水事業体ですので、金武町について

可能な限り、施設能力に応じて可能な限り協力しま

すということで昨年から相談を受けているところで

す。我々としても金武町がより低減化していきたい

ことに対して協力するような方法を、今議論して進

めているところです。

○照屋守之委員 いやもうあれですね、今このＰＦ

ＯＳの件でこれだけ沖縄中、市民、県民に、特に米

軍関係のもので今いろいろそういう不安を与えてい

るわけですけれども、今この沖縄県内のそういうふ

うなその金武町と今企業局の―特に企業局の対応で

すよ。これだけこういうふうな事実がありながら、

自分たちが水をこれだけ提供しながら、こういうふ

うなことを向こうに任せきりというのは、どうも納

得いきませんね。これはぜひ知事に直接確認したい

と思ってますから。ぜひお願いします。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から照屋守之委員に対し、

誰にどのような項目を確認するのか改めて

説明するよう指示があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 この件、企業局長の説明で理解で

きるのかなと思いましたけれども、このＰＦＯＳが

今その県民にさまざまな不安や議論を与えている中

で、今回のこの自己水源と企業局の水をブレンドし

て町民に提供している。その自己水源の中のＰＦＯ

Ｓの値が基準値を超えている。そのことについて企

業局が何ら対応をしていない。それぞれの責任分担
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によるというようなそういうような見解ですから、

そこは県政の最高責任者として県知事のその見解と

いうか、対応をぜひ伺いたいということです。お願

いします。

○瑞慶覧功委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取扱いについては、本日の委員会の質疑終

了後において協議いたします。

質疑を続けます。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 先ほど、呉屋委員の質疑に対す

る答弁で、配水管理課長から答弁を訂正したいとの

申出がありますので、発言を許します。

志喜屋順治配水管理課長。

○志喜屋順治配水管理課長 先ほど呉屋委員のほう

からお話のあった、企業局が供給している市町村の

旨の説明させていただいた中で、離島８村を企業局

が供給しているというふうに説明しましたが、正確

には、離島８村のうち、今、供給しているのが粟国

村と北大東村と、座間味の阿嘉、慶留間地区でして、

残りの市町村につきましては、順次、整備が完了次

第、供給するというところでございます。ですので、

しているという表現は訂正させていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 以上で、企業局関係決算事項に

対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

午前11時26分休憩

午前11時36分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

次に、環境部長から環境部関係決算事項の概要説

明を求めます。

松田了環境部長。

○松田了環境部長 環境部の令和２年度一般会計決

算の概要について、ただいま通知しました歳入歳出

決算説明資料（環境部）に基づいて御説明いたしま

す。

まず初めに、歳入決算の状況について御説明いた

します。

資料をタップして１ページを御覧ください。

環境部所管の歳入は、使用料及び手数料、国庫支

出金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入、県債の

７つの款から成っております。

１行目でございますけれども、環境部所管の歳入

の合計は、予算現額16億291万2000円、調定額は15億

8032万8241円、うち収入済額は15億302万5672円であ

り、収入未済額は7730万2569円となっております。

調定額に対する収入済額の割合である収入比率は

95.1％となっております。

次に、款ごとの歳入について御説明いたします。

（款）使用料及び手数料は、予算現額3622万9000円

に対し収入済額は5945円であり、動物愛護管理セン

ター等に係る土地使用料でございます。

３行下の（項）証紙収入につきましては、予算現

額が3622万6000円に対し、収入済額が０円となって

おりますが、これは、出納事務局において取りまと

めて計上されることとなっております。

（款）国庫支出金は、予算現額９億6547万5000円

に対し収入済額は９億5112万1753円であり、その主

なものは、世界自然遺産登録推進事業や生物多様性

おきなわブランド発信事業などの沖縄振興特別推進

交付金であります。

通知をタップして２ページを御覧ください。

（款）財産収入は、予算現額19万2000円に対して

収入済額14万2698円であり、その内訳は、環境保全

基金利子及び産業廃棄物税基金利子などの財産運用

収入であります。

（款）寄附金の収入済額5000万円につきましては、

動物愛護行政充実のための寄附があったものであり

ます。

（款）繰入金は、予算現額１億8084万6000円に対

し、収入済額は１億6904万719円であり、その内訳は、

産業廃棄物税基金繰入金及び環境保全基金繰入金な

どであります。

（款）諸収入は、予算現額３億9897万円に対し調

定額は４億61万7126円、収入済額は３億2331万4557円

であります。

収入未済額が7730万2569円となっておりますが、

その内容は、西原町字小那覇地内で長期間廃タイヤ

が不適正に保管されていたことや、読谷村字古堅地

内で燃え殻が不適正に保管されていたことから、行

政代執行による撤去・処理を行ったことに対する求

償費用であります。

（款）県債は、予算現額2120万円に対し収入済額

は940万円であり、その内訳は、自然公園施設整備費

及び動物収容・譲渡拠点施設整備事業であります。

次に、歳出決算の状況について御説明いたします。

通知をタップして３ページを御覧ください。

令和２年度の環境部所管の歳出は（款）衛生費か

ら成っております。

１行目の予算現額（Ａ）欄を御覧ください。

予算現額は28億4788万5000円、うち支出済額は26億

1015万8806円。

翌年度への繰越額は3714万円、不用額は２億58万
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6194円となっております。

予算現額に対する支出済額の割合を示す執行率は

91.7％となっております。

次に、翌年度繰越額3714万円について御説明いた

します。

翌年度繰越額（Ｃ）欄の上から４行目になります

けれども、（目）環境衛生指導費1651万1000円は、公

共関与事業推進費における周辺環境整備事業の遅れ

によるものであります。

同じく（Ｃ）欄の一番下の行になりますけれども、

（目）自然保護費2062万9000円は、自然公園の施設

整備において、隣接する海上保安庁レーダーとの調

整に期間を要したことによる繰越しであります。

次に、不用額２億58万6194円のうち、（目）で主な

ものについて御説明いたします。

（Ｄ）欄の上から４行目になりますけれども、(目)

環境衛生指導費の不用額5380万314円は、主に産業廃

棄物対策推進費における新型コロナウイルスの影響

に伴う旅費の執行残及び備品購入費の執行保留等に

よるものであります。

下から２行目になりますけれども、(目)環境保全

費の不用額4572万1232円は、主に赤土等流出防止海

域モニタリング事業における委託費の入札残等によ

るものであります。

その下の行になりますが、（目）自然保護費の不用

額8848万1499円は、主に外来生物侵入防止事業費に

おける埋立土砂搬入届出がなかったことによるもの

であります。

以上をもちまして、令和２年度の環境部一般会計

決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 環境部長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないよう簡潔にお願いいた

します。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに、環境部関係決算事項

に対する質疑を行います。

玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。

主要施策の報告書のほうから、米軍施設の環境対

策ということで、今回、コロナ禍で米国での資料収

集はできなかったけれども、県民向けにセミナーだっ

たりとか、地主会に対してＤＶＤを配付したりとか、

あとは、基地内の調査レポートの過去のレポートを

まとめてやったりとかヒアリングをしたっていうこ

となんですけれども、この事業自体、改めてどういっ

た事業なのか御説明をお願いしていいですか。

○横田恵次郎環境政策課基地環境特別対策室長 お

答えいたします。

この事業の内容といたしましては、基地返還に係

る環境対策事業におきましては、基地返還後の跡地

利用が適切かつ円滑に進むように行っているもので

す。平成29年３月に、米軍基地が返還された際の環

境対策について調査手法や、基地特有の事情から想

定される化学物質の種類と対策をまとめた、沖縄県

米軍基地環境対策ガイドラインを策定したところで

す。また、県内米軍基地の基本情報や地歴等を整理

した米軍基地環境カルテを作成しております。また、

平成29年度以降は、自治体職員及び住民向けに、化

学物質による環境汚染にどう対応していくかを学ぶ、

リスクコミュニケーション研修を実施しております。

令和２年度といたしましては、米軍基地環境のカ

ルテの更新ですとか、市町村等の職員を対象とした

リスクコミュニケーションの開催、基地周辺の地下

水調査や米軍本土の閉鎖基地情報の収集等による基

地特有の化学物質に関する情報整理を実施しており

ます。住民向けのリスクコミュニケーション講座に

つきましては、新型コロナウイルスの影響により開

催を見送り、代替措置としてＤＶＤを作成し、地元

地主会に配付しております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。返還跡

地の使用状況だったりとか、どういったものが使わ

れてるのかということを、円滑に行っていくための

政策だと思います。これ令和３年度で、恐らく一括

交付金か何かを使っての事業で、令和３年度までと

なっているんですけれども、これはこの令和３年度

でもう一旦終了するんですか、それとも違うものに

変えていく予定なんでしょうか。

○横田恵次郎環境政策課基地環境特別対策室長 引

き続き、令和４年も継続事業という形で求めていく

予定としております。

○玉城健一郎委員 ぜひこの基地というのが、本当

に最先端の科学技術だったりとかを使っているので、

新たな汚染物質というのはどんどん今から出てくる

と思うんですよ。ぜひそういった知見というのを集

めながら、アメリカ本国での先端の基地の状況とい
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うのを確認しながら頑張っていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

次に移ります。次のページなんですけど、世界自

然遺産登録推進事業ということで、今年世界遺産登

録をされて、本当に関係部署の皆さんお疲れさまで

した。ここまで世界自然遺産登録推進事業で行って

きたんですけれども、これは令和３年度までですけ

れど、今後、この世界自然遺産登録された後の政策

として、環境保全だったりとか、様々な政策が必要

だと思いますけれども、そのあたりについて御説明

お願いいたします。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 お答

えいたします。

世界自然遺産として、世界的に認められたことで

登録地の生物多様性の保全と、観光等の適正利用を

推進していくことが、これまで以上に重要になって

いると思います。そのため、生物多様性を保全する

ための外来種対策や希少種の密猟対策、交通事故防

止対策、観光等の適正利用を図るための取組を強化

できるよう、４年度からの後継事業として予算要求

したところです。

○玉城健一郎委員 ぜひよろしくお願いします。

次、50ページのマングース対策事業。こちらは報

道でもあるように、近年、とてもいい状況というか、

過去最大のときよりも本当に頭数が、捕られていく

頭数というのが少なくなってると思うんですけれど

も。この令和２年度から令和３年度を含めてどういっ

た実績なのか、御説明をお願いいたします。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 まず、

環境省と県は令和８年までに沖縄島北部地域のまず、

マングースの完全排除を目指しているところであり

ます。北部地域のマングースの捕獲数は、平成19年

の619頭をピークに年々減少してるところでございま

す。平成28年度には100頭を下回り、29年度以降は、

大体30から40頭となっております。令和２年度も33頭

の捕獲ということで、着実に生息密度の低減化が図

られていると思っております。

○玉城健一郎委員 ぜひ、これ世界自然遺産登録の

されている地域も対象だと思いますので、ぜひ緩め

ることなくしっかり対応していただきたいと思いま

すので。また、本当にいい実績だと思いますので、

こういったこと、なぜこのマングースの生息が減っ

てきてるのかという、そういった分析とかもあるん

でしょうか。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 マン

グースを捕獲すると同時に、カメラ等々も設置して

いるところで、マングースが見られるところが大分

減ってきてるという状況、遺産地域の北部のほうで

すね、そういうふうに確認できております。

○玉城健一郎委員 ぜひ頑張っていただきたいと思

います。

次に移ります。動物救護事業ということで、こち

ら、旧ハブ研究施設という遊休化していた施設を愛

護センター、犬猫の譲渡推進棟にするということで、

昨年、私も見てきたんですけれども、昨年度の施設

の整備状況と併せて、昨年度での犬猫の譲渡数、ど

れぐらいあったのか説明お願いいたします。

○仲地健次自然保護課長 この譲渡推進棟なんです

が、今現在まだ仮供用ということで、本格的な整備

につきましては、今年度を予定してるところです。

本格供用につきましては、次年度というところで考

えております。

○玉城健一郎委員 分かりました。ありがとうござ

います。

以前お話ししたんですけれども、神奈川の動物愛

護センターがとってもいい施設で、民間も活用しな

がら、交流しながら、犬だったりとか猫の飼い方か

ら譲渡までしっかりやってる施設ですよね。あと、

獣医師会とかも協力しながらやってますので、ぜひ

そういったところも参考にしながら造っていただき

たいと思います。今年度、こっちに関連してですけ

れども、殺処分数というのはどれぐらい今なってま

すか。

○仲地健次自然保護課長 すみません、ちょっと最

近のデータということで、前年度のもののまだ速報

値ということで確定ではないんですが、ちょっと報

告したいと思います。殺処分数につきましては、令

和元年度644に対して昨年度は324という実績でござ

います。

○玉城健一郎委員 もう本当にこの数、一番高いと

きから比べると本当に数は少なくなっていると思い

ますので、ぜひこの愛護センターができればもっと

減ると思いますから、よろしくお願いいたします。

次、55ページのジュゴン保護対策事業についてな

んですけれども、こちらはジュゴンの保護を目的と

して生息域を調査するということなんですけれども、

やはり環境団体とか求めている環境ＤＮＡでの調査

というものについて、どのようにお考えでしょうか。

○仲地健次自然保護課長 昨年度、県の調査の中で、

伊是名島のほうでジュゴンのはみ跡が見つかったと

いうことで、補正を組みながらそういった環境ＤＮ

Ａの調査を実施したところです。ただし、調査結果

については、ジュゴンのＤＮＡが検出されたという

ところまでは行かなかったんですが、そういった迅
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速な対応というところで、昨年度、取り組んだ状況

があります。

○玉城健一郎委員 分かりました。ありがとうござ

います。

最後ですけれども、次ですね。低炭素島しょ社会

実現に向けた地球温暖化防止対策事業ということで、

こちら令和２年度で、今回、事業者さんのほうがコ

ロナの影響を受けたことで事業ができなかったとい

うことなんですけれども、ぜひこれＬＮＧの普及と

いうのをどんどん進めていただきたいんですけれど

も、今後も行う予定はあるんでしょうか。

○久高直治環境再生課長 今現在、コロナの影響で、

昨年度もいろいろな事業者とか幅広く調査したんで

すけれども、なかなか申請がないと。

それと今現在、県で補助事業を６件行っておりま

して、ほかに民間でも行っている状況もありまして、

経済の動向とか、いろいろ申請者の要望等を踏まえ

て、今後、検討していきたいと考えております。

○玉城健一郎委員 民間だったりとか、県の補助を

使って、ほかのものに入れ替わっているということ

で、ぜひ環境部としても進めていただきたいと思い

ます。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時25分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いいたします。

主要施策の成果報告書からなんですけれども、ま

ず初めに、米軍施設の環境対策の件ですが、先ほど

玉城委員の質問に概要等、答弁をいただきましたけ

れども、ちょっと私からは１点なんですけれども、

この事業で調査を行ってきて、その結果等々は県民

等に周知をしていくということもあるんですけれど

も、この結果を基に、例えば米軍への交渉とか、そ

ういったときにその調査の結果を一つ材料として

持っていって交渉に臨むということは、実際やって

いるんでしょうか。

○横田恵次郎環境政策課基地環境特別対策室長 環

境調査につきましては、先ほどもちょっと御説明さ

せていただいたのですが、基地返還後の跡地利用が

適切に進むようにということで、事業の目的になっ

ております。そのために、例えば令和２年度につき

ましては、普天間飛行場周辺の地下水及び牧港補給

地区の周辺の地下水等を調査して、そういったもの

を公表していくことにしております。

○島袋恵祐委員 あくまで跡地返還計画の中の跡地

利用とか、そういったもので返還した後の機能回復

とかそういったものにこの調査は使うということな

んですかね。

○横田恵次郎環境政策課基地環境特別対策室長 そ

の予定になっております。

○島袋恵祐委員 これまでも米軍基地からＰＦＯＳ

などの流出が疑われる懸念とかもある中で、そうい

う発生源の特定とかそういったものも、実際、今、

環境部の皆さんや、また全庁的に今行っているとい

うのもあると思うんですけれども、そういった調査

にもしかるべき課題解決に頑張っていただきたいな

というふうに思っています。

次の質問に行きたいと思います。世界自然遺産登

録ですけれども、これも先ほど玉城委員が質疑をし

たんですけれども、ちょっと僕からは２点ほど聞か

せてください。

１つ目は、昨年度に、本当に今年の世界自然遺産

登録実現に向けていろいろな取組を行ってきたと思

うんですよね。その登録に向けて県が行ってきた取

組を詳しく教えていただきたいと思います。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 お答

えいたします。

沖縄、奄美の自然遺産の登録については、平成30年

５月にユネスコの諮問機関であるＩＵＣＮから延期

の勧告が出ました。その課題に対応するため、沖縄

県といたしましては、まず１つ目として地域関係者

の推薦地管理の参画を促進するために、沖縄島北部、

西表島の両地域で、行政、住民、観光客、観光事業

者等が参加する地域部会を開催して、各機関の対策

等を示した地域別行動計画の検証、見直しも行って

おります。また、自然環境を保全する活動を支援す

るための団体に助成をしてきています。

２つ目といたしまして、実行性のある観光管理の

仕組みを構築するために、令和元年にヤンバル、西

表で策定した観光管理計画に基づき、観光の適正管

理を図るための取組や将来的な世界遺産ブランドを

活用した地域の振興のモデルとなる取組の検討を

行ったりしています。

また、３つ目で希少種の交通事故防止対策。これ

イリオモテヤマネコの交通事故防止対策ですね。

４つ目といたしまして、外来種対策。主にヤンバ

ル地域において、野犬、野猫の捕獲となっておりま

す。

また、５つ目に希少種の密漁を防止するため、国

頭村の森林内におけるパトロールや国頭村、大宜味
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村の林道の約２か月間の夜間の通行止めの実証実験

などを行っております。

その他、県民や地域住民の理解、醸成を図るため

に、モノレール等へのラッピング広告や図画コンクー

ル等の普及啓発を行ってきたところでございます。

○島袋恵祐委員 ありがとうございます。

皆さんの努力が本当に世界自然遺産登録決定とい

うことに実を結んだものだということで、大変本当

に評価をしたいと思うんですけれども、登録を実現

して、今後、本当に世界自然遺産の名にふさわしい

ヤンバルの森であったりとか、西表の森とかも守っ

ていかなければいけないと思うんですけれども、そ

こにやはり、僕としては問題だなと思っているのは、

特にこの北部の中で、まだ米軍基地の訓練場が残っ

ているという問題があると思うんですよね。騒音問

題であったりとか、また環境の汚染の問題というの

が残っていると思います。やはり、本当に世界自然

遺産の名にふさわしいヤンバルの森を実現するので

あれば、北部訓練場を全面撤去するべきだと思うん

ですけれども、これをきちんと環境部としても、県

としても政府や米軍に対して求めていくべきではあ

りませんか。見解を伺います。

○松田了環境部長 お答えします。

北部訓練場跡地に米軍の廃棄物が発見された事例

等につきましては、県のほうから沖縄防衛局に申入

れ等をしまして、片づけていただくという作業をこ

れまでやってきております。必要な場合には、県の

ほうからも現場の確認をしたり、そういうことで環

境部として取り組んできているところでございます。

それからまた、いわゆる返還されていない訓練場

につきましては、今の状態で世界自然遺産に認めて

いただいたというところがございます。将来的には

当然残っている、返還されていない部分についても

良好な自然環境が保持されているものと我々考えて

おりまして、将来的には一体となって守っていく必

要があるだろうというふうには考えておりますけれ

ども、この点については、今日米両政府のほうで対

応しているところもございますので、我々としては、

まず今の世界自然遺産に登録された地域の保全、そ

れを今後どう守っていくかというところについて、

まずは傾注して、国、あるいは地元の町村ときちっ

と連携をして取り組むというところをまずやってい

きたいというふうに考えております。

○島袋恵祐委員 分かりました。

ぜひ県として日米両政府の議論を見て、待ちでは

なくてやっぱり積極的に求めていく、そういった姿

勢をきちんとやってもらいたいということは強く要

望したいと思います。

先ほど部長から話が出た北部訓練場跡地のごみの

廃棄の問題。今、これまでも沖縄防衛局が片づけを

しているという話があるんですけれども、その進捗、

どれだけ片づけられたか、またどれほど、今まだ残

存しているか、もし分かれば教えてください。

○松田了環境部長 今手元に詳細な資料ございませ

んので、細かい点についてはちょっとお答えできな

い状況ですけれども、基本的に確認されたところに

ついては、全地点で片づけを、今までの状況ですけ

れども、作業に入っていると。片づけが終了してい

るところもございますし、一部放射性の物質が発見

されたところなどについては、処理方法を検討して

いるというふうに聞いているところでございます。

逐次、我々としても処理の状況は確認をして、きちっ

と片づけられているかどうかは引き続き確認してい

きたいと思っております。

○島袋恵祐委員 分かりました。

ぜひ逐一確認をして、連携をして片づけが図られ

るようお願いをしたいと思います。

次、動物救護事業ですけれども、これも先ほど質

問がありましたけれど、僕のほうからは譲渡を今後

行っていくということでお話がございましたけれど

も、譲渡する際に、ただもう誰でもいいから譲渡し

ていいということではないと思うんですよね。やっ

ぱりそういった中で譲渡する側の条件だったりとか、

あとまた誓約書等々のそういった書くものというの

が必要だと思うんですけれど、その辺の対応という

のはどういうふうになっていますか。

○仲地健次自然保護課長 お答えします。

この譲渡推進棟にかかわらず、現在でも譲渡する

際には希望者に対して講習会を受講してもらったり、

その中で適正飼養とは何かというのを伝えて、この

方が飼えるかどうかというところの審査を経た上で

譲渡しております。このような取組は、引き続きやっ

ていきたいと思っております。

○島袋恵祐委員 分かりました。引き続きよろしく

お願いいたします。

最後、今通知いたしました赤土等の流出防止対策

ということですけれども、この事業で本当に日頃か

ら赤土の問題というのはずっとある中で、どうして

も梅雨時期だったりとか、大雨が降ると、特に北部

の地域だったりとか、その海岸を見てみると赤土が

流出しているというのが本当によく見られるんです

よね。そういったところの対策というのを、どのよ

うにやっているのかというのをちょっと教えていた

だけますか。改善されているのか、それとも止まっ
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ているのか。

○玉城不二美環境保全課長 お答えします。

まず、令和２年度の実績でございますが、令和２年

度における条例に基づく届出件数は1307件でありま

して、まず全ての届出について条例に基づく施設基

準、管理基準に適合しているか審査して、基準に適

合しない場合は処理の段階で改善の指示、対策を指

示しております。今お話がありました事業現場につ

きましては、大規模事業を中心に赤土流出防止施設

の設置状況とか、そういうのを確認して、立入調査

を実施するほか、工事や通報時は現場監視を行って

おりまして、令和２年度の実績としまして立入調査

監視件数は延べ394件、注意指導162件、文書指導８件

となっております。

○島袋恵祐委員 数字を見ても多くの赤土のそう

いった事案というのがあるのかなと思うんですけれ

ども、数字的にはこれ、減ってはいるのですか。そ

れとも、やっぱり増えているのか、横ばいなのか。

○玉城不二美環境保全課長 通報自体の統計につき

ましては、パトロールや通報といいますか、監視体

制につきましては、通常のパトロールとか、通報と

か、そういうのがありますが、特に分けて統計を取っ

ているわけではないのでちょっと分かりかねますが、

今時点で分からないですが、指導件数につきまして

は開始回数に応じて、ある程度量はあります。

○瑞慶覧功委員長 休憩します。

（休憩中に、執行部より指導件数でよいか確

認があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開します。

玉城不二美環境保全課長。

○玉城不二美環境保全課長 お答えします。

指導件数につきましては、ほぼ100件から260件の

間を大体その程度で、特に増えているとか、減って

いるとかはございません。

○島袋恵祐委員 分かりました。

それで、もう一つちょっと伺いたいなと思う。こ

の間の静岡の熱海での盛土が流れたという事故が

あって、県としても県内における盛土の調査を行っ

たということが前議会でも答弁になりましたけれど

も、この盛土にも赤土が含まれているというのは多

いと思うんですね。それとは無関係だと思うんです

けれども、そういった対策ってどうやって取ってい

くのか、最後教えてください。

○玉城不二美環境保全課長 お答えしますが、盛土

等によって1000平米以上の土地の形状を変えるよう

な行為を行う場合は、この条例に基づき事業現場か

ら赤土等が流出しないように流出防止対策を講じる

必要があります。また、事業行為によって生じた残

土についても、土砂の搬出先において適切な対策が

なされているか確認しております。

本条例は、河川や海域を保全するため、赤土、い

わゆる表土の流出を規制するものであり、盛土の安

全性そのものについては審査の対象外となっており

ます。ただし、最近の盛土の安全性につきましては、

所管する関係課と情報共有したり、通報やパトロー

ルの際に無届け等がありますので、そういうものに

ついては、またそういう、盛土崩落、盛土の安全性

に関する関係課と情報共有するほか、合同で現場確

認等を行っております。

○島袋恵祐委員 多岐にわたって、本当に赤土の流

出の対策というのはあるし、本当に大変な取組だと

思うんですけれども、沖縄の自然、海岸を守るため

にも、赤土の流出の対策というのをしっかりやって

ほしいと思います。また、今後、委員会でも質問で

きたらなと思います。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 主要施策の57ページから質問をし

たいと思います。

57ページは外来植物の防除対策事業なのですが、

この年度の皆さんの決算の中から見ると、ギンネム

の拡散防止ということで、駆除技術の取組をしたと

いうことなのですが、その中で実証実験、モニタリ

ングも行って、ギンネムの防除対策に必要な治験も

やられたということで、この結果というかね、出て、

それからマニュアルの素案を策定したというのが皆

さんの決算の中で出ていることなのですが、この内

容なのですが、どういったマニュアルの事業の策定

をしたのかを説明をしてくれますか。

○久高直治環境再生課長 このマニュアルにつきま

しては、令和２年度に作成しました素案の内容につ

きましてですが、伐採後の切り株に、例えば薬剤を

注入する方法や切り株を防草シートで被覆する方法

など、実証実験の成果を踏まえて効果的な防除方法

について取りまとめている内容となっております。

内容につきましては、一般の方でも分かりやすい内

容となるように、外部の有識者の方の指導とか助言

の下に内容を今現在精査しているところでございま

す。

○崎山嗣幸委員 今、切り株に薬剤投与なのかな、

そういったことも内容が出ているということなので

すが、もうちょっと具体的にね、これは今までの議

論の中でも2600ヘクタールのギンネムが県内に繁茂

しているということで前回聞いたと思うのですが、
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この2600ヘクタールのギンネムを駆除するというこ

との計画、どうするのかという計画が出ているので

はないかと思うのですが、そのことを全般的に、皆

さん目標値があると思うのですが、それを聞かせて

くれませんか。そして、今言った年度は、切り株に

対して薬剤を投与したということなのか、もっと具

体的な内容はないですかね。

○久高直治環境再生課長 具体的な内容につきまし

ては、今現在精査しているところであるんですけれ

ども、被覆する方法とか、あとアレロパシー効果と

いうのがございまして、ある植物と植物に、ある程

度抑制する作用がありますので、そういった室内試

験などを踏まえて外に出して、どれが効果があるか

というような試験を、今、実証試験を実際まさにやっ

ているところなんですけれども、そういったもので、

あとは切り株に、例えばペンキを塗ってみたりだと

か、ただ単に切り株に薬剤を散布する方法とか、そ

ういったものを組み合わせて、いろいろな場所とか、

地形だとかによって、一応様々な対策が必要だと思

いますので、そういったマニュアルをしているとこ

ろです。

今後の伐採につきましては、基本的にはその土地

の管理者が行っていくことが必要になってくると思

いますので、県内の、県庁内の横断的な組織で土木

建築部とか、農林水産部、教育庁などが集まってマ

トリックス会議というのがありますので、そうした

中で、一応、また議論をしていきたいと考えており

ます。

○崎山嗣幸委員 地主というのか、持ち主というの

か、県管理の河川とか、そういうのもあると思うん

だけど、そういったことの、どう除去していくのか

ということが、皆さんがこれ元年度から３年度まで

の間で多分計画策定していくということだったと思

うのですが、その方向の中で、従来、前にも議論し

たのですが、小笠原の取組とか、ギンネムの伐採を

してから光が入らないために、在来種を植え込むと

かね。あるいは、伐採後に除草剤をまくとか、いろ

んな具体的な例はこの間も議論してきたと思うので

すが、そういったギンネムの、分かるように根っこ

張ったらなかなか引き抜けない。切っても切っても、

これ引き抜けないから、そこに、どうしても薬剤を

投入するって、これを枯らさせていくのかね。そし

て拡散する、どんどん飛んでいく、拡散することに

対して、どう防除するのかについては議論したと思

うのですが、これだけ拡散もしてね、河川にも高速

道路にも原野にも。今は草刈りもできない状態で、

ギンネムがはびこっている状態だから、皆さんも取

り組んだと思うんだけれども、2600ヘクタールといっ

たら、もうこれはススキも含めて、皆さんの答弁で

は8000ヘクタールというから、そういったことの取

組は、やっぱり計画的に除去するという計画を出さ

ないと大変だと私思うんですよね。

それで今言われたことが、どういう方法が一番い

いのかということで研究したと思うんだけれども、

とてもそれが、今言われてるように１本１本抜くの

も大変だし、そして今言ったように切り株にペンキ

塗ったりするという方法というのか、これは僕らも

前に委員会で、東京都に行って小笠原のを聞いてき

たのですが、そういったことを学びながらってやら

ないと、実例はあるわけだから、そこはやっぱり参

考にしてね。撲滅するところまでは皆さん考えてな

いと思うんだけれども、在来種に切り替えていくと

いうことだと思うんだけど、そこの方向性は出さな

いと、一向に解決見ないと思うのですが、これは後

々、２年度で計画を出して、３年度で終了について

は、３年度については、これ前にも言ったように計

画を終了して、あとはそれぞれの機関というのかね、

地主や持ち主にこういうマニュアルでギンネムを枯

らせてくださいとか、繁茂を防いでくださいという

ことの指導マニュアルということをつくるのが３年

までということですか、これは。その説明をもう一

回。

○久高直治環境再生課長 委員がおっしゃるように、

マニュアルにつきましては、今小笠原の話が出まし

たが、小笠原に携わった学識経験者の方も踏まえて、

委員がおっしゃっているように、いろんな知識とか

経験もこの中に盛り込んでいって、マニュアルとし

ては多分あまり世界的にもないのかなというところ

ですので、そのマニュアル自体の存在意義というの

は、これはもう必要だったものだと考えております。

今後につきましては、委員がおっしゃるように、

どのようにやるのかということで、例えば土木建築

部の都市計画だとか、そういったところにも非常に

密接に関係してくると思いますので、そういったマ

トリックス会議の中も含めて、いろんなものでやっ

ていきたいと。それをこのマニュアルを使ってより

効率的に、効果的に駆除していくというふうに考え

ております。

○崎山嗣幸委員 せっかく実証実験もやって知見も

得られているから、指針というか、マニュアルを出

してもらって、これが計画的に外来性植物が撲滅で

きるように展開をしてもらいたいと思うのですが、

もうこれは前にも言った県の管理用地も結構あるし、

それからそこはギンネムによってネズミもはびこる
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し、それからいろんな害虫も出てくるし、生活にも

影響及ぼしているわけ、相当。そこを含めて、せっ

かくつくっている皆さんのシステムなのかな、この

事業については、ぜひ方向性を持って取組を強化し

てもらいたいと思うのですが、改めて最後に強い意

思を示してくれますか。

○久高直治環境再生課長 委員のいろいろ、これま

での意見なども、ほかの委員の皆様からの意見も聞

いて、今年度ようやくマニュアルが完成できるとい

うところに対して、非常に感謝しております。今後、

もう本当にこのマニュアルを有効活用できるように

努力してまいりたいと思います。環境部としても一

生懸命やっていきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 部長、ぜひ、課長おっしゃってい

るので、僕もずっと県の管理用地にギンネムが生え

ていることがずっと苦情が寄せられて、所管課の南

部土木とか、その他の所管にずっと言わざるを得な

い状態なので、ここで皆さんがこの予算を使って、

マニュアルに沿ってギンネムを減らすことによって、

土木や道路管理する側の所管課も随分と助かると思

うんですよね。横の連携も含めて、部長、ぜひ努力

をお願いしたいと思いますが、部長から一言。

○松田了環境部長 今課長からもありましたけれど

も、今年度ギンネム防除対策マニュアルを策定する

予定にしております。中身については、一般の方々

が見ても取り組みやすい、分かりやすい内容になっ

ているかなと私は思っておりまして、ぜひこれを県

の施設はもちろんのこと、一般の方にも使っていた

だきまして、ギンネムの防除が進むように各担当部

局とも連携して取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○崎山嗣幸委員 よろしくお願いします。

変わって49ページの同じく主要施策の、これは外

来種対策事業なのですが、この外来種対策事業を、

これを見ると県の外来種対策行動計画の中でグリー

ンアノール、これは県内でジューミーとか、トカゲ

とかアンダチャーかな、そういうことの捕獲をした

と言っていますが、この年度でグリーンアノールを

特定的に捕獲したと言っているのですが、これ優先

というのかな、これを特に特定をして捕獲した理由

と、あるいはどれぐらい捕ったのか、その他の生物

というのか、捕獲したのか。それを説明してくれま

すか。

○仲地健次自然保護課長 グリーンアノールにまず

手をつけたというところですが、肉食、在来のトカ

ゲと同じように昆虫を食べるトカゲ類でして、在来

のトカゲ等との餌の競合があったりするので、そう

いったところで生態系への影響が大きいというとこ

ろで、グリーンアノールを駆除しております。

グリーンアノール、主に那覇市や豊見城市で駆除

を行っているのですが、令和２年度実績として2160駆

除しております。それ以外の種としましては、ニホ

ンイタチ、こちらのほうは宮古の伊良部島、下地島

とかで見られるのですが、こちらの駆除実績としま

して、令和２年199頭。また、インドクジャクも対象

としておりまして、こちらでは竹富町の黒島で、令

和２年、成体として103羽、営巣卵として19個の駆除

を行っております。あと、タイワンスジオもござい

ます。

○崎山嗣幸委員 これは2160匹余り捕ったというこ

とですが、県内の外来種の総数なんですが、今言わ

れた種類が特徴的に餌の競合があるからということ

でグリーンアノールを特定したと言っていますが、

これは県内で見つかっている外来種の総数というの

は、幾ら認定していますか。

○仲地健次自然保護課長 県のほうで外来種対策が

必要、検討すべきという、外来種を取りまとめたも

のがございまして、こちら外来種対策リストという

ものを平成30年度に作成しております。このリスト

の中では、重点対策種、対策種、重点予防種、予防

種、産業管理外来種という５つのカテゴリーに分類

しております。既に県内に定着していて、生態系へ

の影響が懸念される種のうち、特に重点的に対策が

必要な15種を重点対策種として指定して、それ以外

の種を対策種として144種指定しています。また、県

内にまだ未定着なのですが、侵入した際の影響が大

きく、重点的に対策が必要な種類種として６種を重

点予防種として指定し、それ以外を予防種207種を指

定しています。また、農業で利用されるようなセイ

ヨウミツバチなどですが、そういった外来の種、３種

を産業管理外来種というふうに指定しております。

○崎山嗣幸委員 この外来種なんだけれども、既に

現存する外来種、それから侵入してくる、それが定

着するのを防ぐための対策ということで結構あると

思うのですが、外来生物法でいう特定外来種につい

ては、県で認定するのは何種なんですか、特定外来

生物は。

○仲地健次自然保護課長 まず基本的に、そういっ

た外来種の法律で、まず特定外来種が設定されてお

ります。これはオールジャパンでの指定になってお

りまして、沖縄県内の状況に合わせて、先ほど申し

上げましたリストを作成しまして、先ほど述べた合

計で375種が県内で対策が必要な外来種というふうに

考えております。
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○崎山嗣幸委員 私の理解では、特定外来生物の話

を聞いているんです。21種ということで県内は登録

されてないかな。それは私の知る範囲ではマングー

スとか、それからさっき言ったグリーンアノールと

か、タイワンハブとか、カミツキガメとか、オオヒ

キガエルとか、ブタウキクサとか、これが特定外来

生物と言われている21種の中だと、私は皆さんの書

物で見たので、法でいう特定外来生物って21種じゃ

ないですか。

○仲地健次自然保護課長 県で言う外来種の中で、

先ほど重点対策種と重点予防種、そして産業管理外

来種、それぞれ合計しますと21種類ございまして、

これを県の外来種リストの中の重点対策種、重点予

防種、産業管理予防種というふうに呼んでおります。

○崎山嗣幸委員 じゃあそこで特定外来生物21種の

ことで聞きたいのですが、さっき幾つか例を言った

んですが、マングースは全域だとか、あるいはタイ

ワンハブは北部だとか、それからカミツキガメは分

からなかったんだけれども、聞きたいのはオオヒキ

ガエルは大東とか、八重山とか、ブタウキクサは八

重山だとか、各地域によって違うというので、皆さ

んはこれが県内にあちこち移動させないという取組

をしないといけない。規制するという意味では。そ

れで離島に言われているブタウキクサについては、

水面を覆って水温低下したり、水質悪化するという、

これが本当に来ないようにするという取組とか規制

は、横の地域に行かさないことの取組はどうなって

いるのか聞きたいと思うのですが。

○仲地健次自然保護課長 今おっしゃっている外来

種、私の感触では土砂条例のことも含め、土砂条例

の規制の話と、先ほどの重点対策種というのがちょっ

と混同されているのかなという感じがございまして、

土砂条例については、先ほどの21種とはまた別に外

来種全体の移動規制、埋立工事に伴って外来種の移

入っていうんですかね、そういったのを予防するた

めのものでして、またちょっとニュアンスの違うも

のでございます。

○崎山嗣幸委員 混同はしてないんだけれども、特

定外来生物は21種と言っているから、これが八重山

に仮にいるウキグサについては、本島に土砂であろ

うがどうであろうが、移動させてはいかないんじゃ

ないのって私は聞いてるわけよ、それは。

○仲地健次自然保護課長 特定外来種の外来生物法

の中での規制のほうをお伝えしたいと思いますが、

その指定された特定外来生物については、飼育する

際、飼育、栽培、保管、運搬等は原則禁止となって

おります。あと、屋外、野外への放出、植えること

とか、植物だったら種をまくとか、そういったこと

も禁止されております。あと、特定外来生物が付着、

混入してるような海外から輸入するような場合につ

いても、そういった消毒とかの措置命令を講ずるこ

ととか、そういったのが規制として挙げられており

ます。

○崎山嗣幸委員 土砂条例で規制されていないもの

を法でどう規制できるのかと私は聞いているわけよ

ね。それで、土砂条例は細かく制限あるが、そうで

ないもの、法で求めているものについての規制を皆

さんはさっきから言っているように、県内の地域は

多様性があるので、八重山にあるのを北部に持って

きたり、タイワンハブを広げない取組は土砂条例と

は関係なく、皆さんは規制するべきじゃないかと私

は聞いているわけよ。そこは21種について、県内に

北部を含む南部は南部、そういったことが移動させ

ない取組が、規制が重要じゃないかということを聞

いているわけです、最後に。

○仲地健次自然保護課長 先ほどタイワンハブの事

例があったのですが、タイワンハブを北部のヤンバ

ル地域に侵入させない取組として、タイワンハブの

防除計画とか、あとまた先ほどの話に上がったグリー

ンアノールの防除計画とか、そういったのをちょっ

と作成しておりまして、そういったので拡散防止と

いうところを今取り組んでいるところです。

○瑞慶覧功委員長 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 主要施策のほうのページ47、世

界自然遺産登録推進事業について伺います。ここで

７つの事業が紹介されているんですけれども、それ

ぞれの事業の決算額を教えていただけますか。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 成果

報告書に沿ってお答えいたします。まず、①の地域

部会の開催や行動計画の検証、見直しについて、決

算が642万4000円となっております。②の観光の適正

利用を図るための取組といたしまして、4454万

7000円。③の地域団体の自然環境保全活動の支援と

いたしまして、324万3000円。④のイリオモテヤマネ

コの進入抑制柵などの交通事故防止対策で、1065万

9000円。⑤の野犬・野猫対策が7653万6000円。⑥の

環境教育の普及啓発等が5631万1000円。⑦の密猟・

盗採防止対策については、2449万7000円となってお

ります。

○次呂久成崇委員 この④のイリオモテヤマネコの

交通事故防止対策の検討についてなんですけれども、

事業内容、また実績のところ、ハード対策、ソフト

対策を検討したというふうにあるんですけれども、

そのハード対策、ソフト対策を具体的にお聞かせく
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ださい。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 まず、

ハード対策といたしまして、平成28年度から県道の

白浜南風見線に、島の北側の道路ですが、約600メー

トルの路上侵入抑制柵を設置して、イリオモテヤマ

ネコの路上出現を抑制して、県道、道路の下の動物

用の横断通路、いわゆるアンダーパスと言われてる

ものへの誘導による交通事故防止対策を行っていま

す。

また、ソフト対策といたしましては、注意喚起を

図るための動画コンテンツを策定して、配付するし

おりとか、うちわなどのグッズの裏のほうにＱＲコー

ドを掲載して、それをスマートフォンで読み取って

閲覧できるようにするというようなもの、観光客や

地元住民に普及啓発を図ってきたところでございま

す。

○次呂久成崇委員 今、このイリオモテヤマネコの

取組なんですけれども、世界自然遺産登録決定が７月

26日ですね。その２日後に、もう早速イリオモテヤ

マネコの交通事故ありました。今月もありました。

今年でもう５件発生しているわけなんですよね。私

やっぱりこの事業、今も先ほど全部、決算額を聞い

たんですけれども、その中においても、これだけやっ

ぱり希少種であるイリオモテヤマネコの保護に対し

て、とても予算、決算がこれだけで本当に効果があ

るのかなというふうに思うんですけれども、県とし

てはこの辺はどのように考えてますか。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 今後、

西表島の西部地区での対策が重要だと思っておりま

す。ハード対策を講じるための候補地だとか、工法

等の基礎的な検討資料とするため、島の車両の速度

モニタリング調査を９月補正で予算計上して、今後

実施することとしております。

○次呂久成崇委員 発見されてから、交通量も大分、

島のほうも増えていって、それで年間平均２頭から

７頭ぐらい交通事故で死亡しているという中で、こ

の遺産登録の事前の調査のときに、たしかＩＣＵＮ

のほうからも、ヤマネコの天敵は車だということが

多分あったと思うんですよね。ですから、私はやは

りこれから、このコロナ禍から、また観光客もどん

どん入ってくるかと思うんですよね。その中で、こ

の管理基本計画ですか、それで１日最大1230名とい

うことで、環境省と竹富町のほうで、そういう設定

をしているんですけれども、実際に入域客数という

んですかね、そのほうがしっかりと担保できるのか

どうかということについて、少し私は大丈夫かなと

疑念を抱いているんですけれども、そこら辺、県の

ほうはどのように考えてますか。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 委員

御指摘のコロナ収束後、観光客が増えてくるのでは

ないかという御指摘については大変重要だと考えて

おります。県では、先ほど説明した西表島の来訪者

管理基本計画において、関係者の役割を分担をして

おります。竹富町が観光案内人条例の制定だとか、

エコツーリズム推進法に基づく森林などへの立入り

制限など、ルールづくりをしております。沖縄県が

西表島の観光客の平準化を図るため、混雑の状況に

関するカレンダーの作成だとか、新型コロナ感染収

束を見据えた、旅行代理店等の意見交換を今後実施

したいと考えております。また、観光客の来訪者の

分散化や平準化を促進するため、令和２年３月に当

計画に基づいて、竹富町、沖縄県、離島航路事業者

及び環境省による協定書を締結しているところでご

ざいます。

○次呂久成崇委員 この事業は平成25年からですよ

ね。今年度で終了して、次年度以降のこの取組とい

うのもやっぱりしっかりやっていかないといけない

と思うんですけれども、その中でやはりこの年間２頭

から７頭、交通事故で死亡するヤマネコがいるといっ

たときに、やっぱりこれまでのこの取組というのを、

いま一度きちんと検証して、自分たちで自己評価し

ないといけないというふうに思うんですけれども、

これについては部長、どのようにお考えですか。

○松田了環境部長 今、担当の室長からも説明があ

りましたけれども、侵入抑止のための柵を造って、

アンダーパスに導くというようなところで、そういっ

た場面、箇所では起きていないと、私聞いておりま

して、一定程度、そのハード対策での効果が出てい

るというのは把握しております。今、委員のおっしゃ

るこれまでの取組を評価した上で新たな取組に進む

べきではないかというのは、私どももそういうふう

に考えておりますので、これはハード対策としてど

ういうふうにやっていったらいいのかと。ソフト対

策としてどういうふうにやっていったらいいのかと。

そういうものを、これまでの取組を含めて評価をし

た上で、今説明ありましたけれども、実際どのぐら

いのスピードが車は出ているのかというのも調査し

たいと考えておりまして、そういったデータを加え

た上で、ソフト対策、ハード対策の在り方を検討し

ていきたいと考えております。

○次呂久成崇委員 登録されてからが、やはり本当

のスタートかなというふうに思いますので、ぜひそ

この取組、継続していただきたいというふうに思い

ます。



－373－

次、49ページの、この外来種対策事業なんですけ

れども、先ほど崎山委員のほうからもあったんです

けれども、この事業は、肉食性の外来種についての

捕獲ということなんですけれども、それ以外、例え

ば、草食性ですね。先ほどこれ、インドクジャクの

ほうも捕獲したというようなことだったんですけれ

ども、その取組というのはどのようになっているん

でしょうか。

○仲地健次自然保護課長 自然保護課のほうでまず、

先ほど委員おっしゃったように、肉食だったり、雑

食で生態系への影響が大きい５種について、率先し

て取り組んでいるところです。そのほかのものにつ

いては、また次年度以降、そういったのにも拡大し

て取り組んでいきたいと考えております。

○次呂久成崇委員 先ほど八重山、黒島のほうでイ

ンドクジャク103羽ですか。これは恐らく、黒島だと

畜産が盛んですので、その飼料を食べに来たインド

クジャクの被害があって、そういう要請もあったの

ではないかなというふうに思うんですけれども、私、

これまで委員会のほうでも取り上げてきたんですけ

れども、このコウライキジ、そしてインドクジャク、

かなり頻繁に見るんですね。私も家の近所でスズメ

よりキジ見ますよ。あれくらい本当に多いんですよ。

なので私、しっかりこれは取組しないといけないな

と、しないといけないというふうに思うんですけれ

ども。この県と市町村の役割、連携がちょっと、私、

はっきりまだ把握できないというか、見えないんで

すけれども、その役割というのは、具体的にどうなっ

ていますか。

○仲地健次自然保護課長 外来生物法の中では、そ

ういった国、県、市町村のすみ分けがまだはっきり

明確にされていないところがございます。

○次呂久成崇委員 ぜひ、この市町村によっても、

先ほど話があったように、地域によってこの外来種

というのは違うと思うんですよね。ですので、その

駆除も含めての取組というのは、市町村としっかり

やらないときちんと対策できないかなと思いますの

で、そこら辺の連携、また役割というのをしっかり

検討していただきたいと思います。

あともう一つ、石垣のこのバンナ公園、県営なん

ですけれども、そこがやはり、私も前にもちょっと

言ったんですけれども、そこがインドクジャクとか

このキジとかの温床になっていると。そこは自然保

護区なので、手がつけられないということもありま

すので、それをまた市に言うと、いやこれは県営公

園の敷地内なので、それは県ですみたいになるんで

すよね。ですから、ぜひそこら辺、役割分担も含め

てしっかりお願いしたいと思います。

○松田了環境部長 外来種の対策については、全県

的に個別の対策が必要だということで、いろいろと

我々のところではこういうふうにしてほしいとかい

うお話がありますので、知事のほうからも強化する

ようにという指示を受けております。

今、担当課長からもありましたけれども、ただ、

市町村と県と国の役割というのが、法律上きちんと

位置づけられていないというところありまして、当

然、我々環境部としましては、来年、組織もきちん

と拡大した上でやりたいというふうには考えている

ところでございまして、そのための予算についても

増やしてやっていきたいと。その際に、どうしても

県だけでは対策、なかなか十分進まないところあり

ますので、市町村の協力、あるいはその地元の、場

合によってはボランティアの協力ですね。それから、

県の各所管部局ですね。例えば、バンナ公園でした

ら土木建築部になりますけれども、そういった、管

理している部局との協力をして、我々だけの事業で

はなくて、みんなでやっていくというところを、少

し協力をお願いしていきたいなと思っております。

○次呂久成崇委員 私、クジャクも食べたことがあ

るんですけれども、何かそういう、捕って食べられ

るような、活用できるような方法も併せてやったら、

みんな勝手に捕ってくれるのではないかなという期

待もしていますので、ぜひ取組のほうやっていただ

きたいと思います。

次、59ページ、漂着ごみのところですけれども、

こちらのほうに、回収したごみ533トンというふうに

あるんですけれども、これはこの国内の漂着ごみの

総量、大体どれぐらいなんですかね。沖縄県にどれ

ぐらいの漂着ごみがあって、それを皆さんはどれぐ

らい、何割ぐらい取ったというふうな把握をしてい

るのかという、現状をちょっと教えていただきたい

と思うんですけれど。

○比嘉尚哉環境整備課長 お答えします。

平成23年度から平成26年度にかけて県が行った調

査では、平均して１年間に約3000トンのごみが県内

に漂着していると推計されており、令和２年度に回

収した量533トンは、平均漂着量の18％となっており

ます。

○次呂久成崇委員 結局、５分の１ぐらいですよね。

それで、この回収を主に行っているのは、これは

事業者ですか。それとも、ボランティアのほうが多

いんでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 お答えします。

令和２年度の回収量約533トンのうち、無償及び有
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償ボランティアによる回収量は約136トンで、残りの

約397トンは業者委託により回収してございます。

○次呂久成崇委員 やはり私、この観光立県で、こ

の海岸、ビーチというのは、最大の魅力のある観光

資源だというふうに思います。これ離島でももちろ

んそうなんですけれども、八重山のほうがこの漂着

ごみの約半分が来る中で、本当に大きな流木、丸太

などが散在していて、その中に観光客が横に、何か

丸太と間違えるぐらい、普通に寝ていたりして、と

ても、私としては、観光客にはこういう海岸は逆に

見せたくないぐらいなんですよね。やはりもっとき

れいな沖縄のこの海岸、ビーチというのを楽しんで

いただきたいなというふうに思うんですけれども、

この事業はやはりずっと、私、継続していかないと

いけないというふうに思います。ただそこで皆さん

の課題のところで、この財源の確保について、全国

知事会または九州地方知事会を通して、国の事業の

継続、財源の確保を求めているというふうにあるん

ですけれども、この事業継続とか財源の確保を求め

る方法というのはこのような手法しかないんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この、我々が根拠として

いる法律がございまして、海岸漂着物処理推進法と

いうのがございまして、その第29条第１項では、政

府は海岸漂着物対策を推進するために必要な財政上

の措置を講じなければならないとされており、これ

に基づき、自治体が海岸漂着物対策を講じるための

補助金が国で定められております。補助金の増額に

ついては、先ほど委員からもございましたように、

全国知事会等を通じて、必要な額の確保を要請して

いるところですが、例年、環境部でも、補助金を所

管している環境省に直接要請をしているところでご

ざいます。

○次呂久成崇委員 やはり、最後になるんですけれ

ども、国内でどれだけの漂着ごみがこの沖縄県にあっ

て、その中で、先ほど3000トン来て、そのうちの５分

の１、６分の１しか回収できないわけですから、そ

こら辺の目標もしっかりと設定をして、そして事業

の継続と財源を確保していくという姿勢というのは、

私はやっぱり、観光立県沖縄として、これはしっか

りと求めていくべきだというふうに思いますので、

引き続きより取組を強化していただきたいというふ

うに思います。

○松田了環境部長 環境部でも、海岸漂着ごみの回

収を拡大すべきという認識は非常に強く持っており

ます。そのための、今、予算がなかなか、国からの

補助金がいただけていないというような状況があり

ます。また、国のほうとしても、県の補助金、執行

率が100％に近くないものですから、執行率上げるよ

うにというふうな指摘もございます。執行率を上げ

つつ、それから補助金の拡大も図るということで、

そうすることによって、市町村や、あるいはその県

が行う海岸漂着物の回収が、事業の規模を拡大でき

るように、今後とも取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○次呂久成崇委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 45ページですね。米軍施設の環境

対策で、県民の中で、県民の視点で、情報公開の重

要性とその手法に関する理解が深まったということ

で成果を述べていますけれども、どのような方法を

取ったのでしょうか。

○横田恵次郎環境政策課基地環境特別対策室長 平

成29年度から、地方自治体の自治体職員とか、あと

県民向けのリスクコミュニケーションの研修を行っ

ております。令和２年度におきましては、リスクコ

ミュニケーションとして自治体職員向けに１回開催

しております。その結果としまして、受講後のアン

ケート調査では全員の受講者が化学物質に関しての

関心が深まったという回答を得られております。

○新垣光栄委員 こういうふうにちゃんと情報公開

すれば、今、自治体職員のほうの講習会等でも理解

が深まったというので、これを県民の視点において

も、県民に周知するためにも、そういうセミナー等

を開くべきではないかなと思っているんですけれど

も、それはどのように考えているんでしょうか。

○横田恵次郎環境政策課基地環境特別対策室長 令

和２年度はちょっと、コロナの感染が拡大していた

ということもありまして、地主会等の説明会はコロ

ナの対策ということで開催を見送りまして、その代

わりにＤＶＤを作成いたしまして、地主会のほうに

配付しております。

○新垣光栄委員 こういう地主会とか団体職員では

なくて、本当にもう一般の県民に周知するようなセ

ミナーとか講習会もぜひやっていただきたい。そう

しないと、そういう関係者だけに情報が行ってしまっ

て、なかなか県民に周知されないと思うんですけれ

ども、その辺の考え方を、どのように考えているか

お伺いいたします。

○横田恵次郎環境政策課基地環境特別対策室長 ま

ず現時点では、その土地を所有している方と、あと

その土地を所有している方に説明をする自治体職員

という形で考えておりまして、今後、返還が決まっ

ていく中で、そういった関係者にも広げていく必要

があると考えた場合は、実施していきたいと考えて
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おります。

○新垣光栄委員 58ページですね。通告していなかっ

たんですけれども、この緑化運動に関して、今かな

り花の苗とか配付しているんですけれども、この事

業に関して、皆さんが、土木との関係、フラワーク

リエイション事業との関係はどのような関係になっ

ているんでしょうか。

○久高直治環境再生課長 この全島緑化県民運動推

進事業につきましては、一応幾つかの事業がありま

して、花いっぱい運動事業とか、花のゆりかご事業、

一番大きいのは、全島緑化県民推進会議というのが

ございまして、これにつきましては民間も含めて、

あと市町村、県、国も含めた大規模な、その緑化に

関する様々な実績をいろいろ持ち寄りまして報告を

したりだとか、交流をする場となっておりまして、

その中でいいますと、いろいろ土木建築部だとかそ

ういったものも一緒にやっているところです。また

緑化に関しては、先ほどちょっとギンネムのときに

話しましたが、マトリックス会議というのがござい

まして、緑化に関して、土木建築部なども一緒に会

議を行ったりとかしております。

○新垣光栄委員 ぜひこういう連携しながらやって

いただきたいというのと、ボランティアの活動、活

用というか、その辺も含めて、もっと予算が多くて

もいいのではないかなと思っているんですけれども、

少な過ぎるんではないかなと思っているんですけれ

ども、どうでしょうか。

○久高直治環境再生課長 ボランティアにつきまし

ては、花のゆりかご事業ということで３万6000本ぐ

らいを、地域や学校に緑化のこういった苗を学校で

育てて、それを地域に配付するとか、そういった事

業をやっておりまして、またいろいろな県民の声だ

とか、今言ったいろいろな提案とかを機にいろいろ

検討していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。

次61ページですね。赤土対策なんですけれども、

今回こういう補助団体があるんですけれども、そう

いった補助団体に対して補助金を交付しているんで

すけれど、この団体というのはどういう団体になる

んですか。

○玉城不二美環境保全課長 補助金を申請している

団体は、ＮＰＯ法人が主でございます。

○新垣光栄委員 このＮＰＯさんはどのような活動

をして、今、３団体なんですけど、１団体当たりど

れぐらいの補助金をいただいているのか。

○玉城不二美環境保全課長 ３団体、それぞれＮＰ

Ｏ、一般社団法人であります。補助実績でございま

すが、１つ目のＮＰＯ法人は142万200円で、それは

グリーンベルトの植栽活動、地域の農家、小学生と

の共同作業ということです。久米島のほうにある一

般社団法人につきましては、144万5000円の補助でご

ざいまして、これは出前講座とか、同じくグリーン

ベルト植栽体験とかです。また、３つ目の石垣のＮ

ＰＯ法人につきましては99万2000円で、これは高校

生に対して流出対策の講義や、あと別途、心土破砕

作業支援により排水改善等、それぞれが企画して、

補助を申請して受け取っております。

○新垣光栄委員 この赤土防止の活動団体というの

は、グリーンベルトとこういう講習会だということ

なんですけれども、県がこの赤土防止対策の周知を

図るために、県が、ボランティア団体ではなくて県

が中心になって、そういう周知活動というのは行っ

ていないんでしょうか。

○玉城不二美環境保全課長 同じく、赤土流出防止

活動支援事業の中に委託費がございまして、その中

で県自身が出前講座等をしておりまして、この実績

の中にありますように、61ページのほうにあります

環境教育等の実施を11回実施しております。

○新垣光栄委員 この環境教育の実施ということで

11回あるんですけれども、この、どのような団体が

今、この環境教育の実施に参加していらっしゃいま

すか。

○玉城不二美環境保全課長 委託先はプロポーザル

で選出しましたが、委託先はＪＶになりますが、環

境コンサルタントとＮＰＯネットワーク共同企業体

で構成されております。対象は小学校４年生から６年

生で、赤土対策の重点地域としている市町村の小学

校を対象としております。

○新垣光栄委員 ぜひ啓蒙、周知活動はいいんです

けれども、実際開発を行っている業者さんとか、そ

して農地関係からが多いと思うんですよ。

その辺を、ターゲットを小学校のとか、そういう

ボランティアに頼るのはいいんですけれども、もう

少し具体的に現場に踏査するとか、そういう面にも

ぜひ赤土防止対策として力を入れていただきたいん

ですけれども、その辺をどのように考えているのか。

○玉城不二美環境保全課長 確かに、農地対策等に

つきましては、関係する農林部局と連携しながらモ

ニタリングしてきた実績を使っていただいて、予算

を取り、ハード対策、ソフト対策に生かしていける

ように、共に連携しながら事業を展開しているとこ

ろでございます。

○新垣光栄委員 ぜひ、こういう本当に実効性があ

る、小学生とかそういう周知もいいですけど、実効
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性がある、やっぱり講習とか、そういうのにもぜひ

力を入れていただきたいと思います。そして、農林

との連携のほうも重要だと思いますので、よろしく

お願いいたします。

最後にこの63、64で、おきなわ型の省エネ設備等

の事業と、それと低炭素島しょ社会実現に向けた地

球温暖化防止対策事業、この事業に関しては、私は

もう、実効性がもう今申請がゼロであったり、この

金額にしても、金額があまりにも低すぎて、職員を

配置してやるには、実効性があまりにも低いんでは

ないかなと。もう少し人材を、本当に大きな視点で

振り分けるためには、もっと事業を、もう一回再考

する必要があるんではないかなと思っているんです

けれども、どうでしょうか。

○久高直治環境再生課長 おきなわ型省エネ設備と、

このＬＮＧの設備を補助する事業なんですけれども、

例えばおきなわ型省エネ事業につきましては、これ

まで前身の事業も含めますと66件で、約7300トンぐ

らいの二酸化炭素の排出削減が見込まれておりまし

て、その一定の効果はあったんですけれども、委員

御指摘のように、やっぱりこのような観光立県沖縄

の中で、なかなか、今コロナ禍ということもあって、

手を挙げてくれる施設がなくて、今年度は一応間口

を広げて、なるべく中小のところもということで、

かなりいろんな事業者に当たっているんですけれど

も、なかなか来ないということで、今後、その経済

の動向を見ながらやっていくんですけれども、確か

に、委員がおっしゃるように、今後もうちょっと、

どういうふうにしたらこれが広がっていけるのかと

いうのも含めて検討していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 やはり国のメニューとか、商工部

のメニューとか、観光部のメニュー、たくさんある

と思うんですよ。それで、その中でもう競合してい

るんではないかなと思いもありまして、ぜひ再考が

必要だと思います。

よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 下地康教委員。

○下地康教委員 もう質問が重複する場合も多々あ

りますので、同じような質問があれば簡潔に述べて

いただきたいというふうに思っております。

まず主要施策のほうから、これは59ページ、海岸

の漂着物に関する件ですね。これがまず、不用額が

766万余り出ていると。これは先ほども答弁したと思

うんですけれども、これをもう一度お願いしたいと

いうふうに思います。

○比嘉尚哉環境整備課長 この不用額につきまして

は、この回収事業につきましては市町村の補助金と

いうこともございまして、市町村のこの執行残とか、

あとは県のほうでまいりますと、昨今の新型コロナ

感染症の流行に伴う出張取りやめとか事業の取りや

め等で、執行残が生じております。

○下地康教委員 ちなみに、各市町村にこれ交付さ

れるという話になるんですけれども、これは41市町

村全てに交付されているという理解でよろしいです

か。

○比嘉尚哉環境整備課長 これは要望を調べまして、

この要望のあったところに補助金を交付しておりま

して、この補助率は10分の９の補助となってござい

ます。

○下地康教委員 要望箇所は今のところ何件、何か

所ありますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 回収事業につきましては、

16市町村から要望がございます。

○下地康教委員 それで、その要望箇所の一番大き

い要望額、それと一番小さい要望額、その両方を教

えていただけますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 先ほど、回収ということ

で御説明しましたけれども、このほかにも補足しま

すと、漁業者が回収する事業とか、発生抑制、普及

啓発、そういったものもあるということで、補足し

た上でちょっと回収事業について御説明させていた

だきますけれども、一番要望の多かった市町村は多

良間村でございまして、要望が1976万9000円ござい

ました。それに対して、内示のベースですけれども

600万です。続きまして、多いところが石垣市ですね。

1179万3000円で、内示が960万ほどとなっております。

少ないほうで申し上げますと、宜野座村が、要望が

55万2000円で、内示も55万2000円配当してございま

す。

すみません、訂正いたします。

大宜味村です。大宜味村が31万1000円ですね。31万

1000円で、内示が同額となってございます。

○下地康教委員 多良間村が1900万円余り要望して、

これ実際に幾らついたということですか。それと石

垣市ですね。石垣市も1000万余り要望して、幾らつ

いたということですかね。それをもう一度お願いし

ます。

○比嘉尚哉環境整備課長 多良間村が1976万9000円

で、600万でございます。それから、石垣市が1179万

3000円で、960万となってございます。

○下地康教委員 多良間村のほうが要望額が多いん

ですよね、石垣市よりですね。しかし、実際ついた

額は多良間村が600万円で石垣が900万円と。この差

というのはどういうところにありますか。
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○比嘉尚哉環境整備課長 ちょっと、すみません、

記憶になってございますけれども、これは流木が一

時、多量に流れ着いた時期がございまして、この流

木が港内の一部に、回収して処理できなかったもの

が港内にございまして、これは管理者、回収するこ

とになったんですけど、管理者が要望をしたんです

けれども、それがちょっとできなかったことがあっ

たかと思っています。ただちょっと、正確なことは

申し上げ、御説明できない、ちょっとこの場では、

申し上げられないんですけれども。

確認して答弁、後で御報告させていただけますで

しょうか。

○下地康教委員 この予算は要望してきた各市町村

において内示額が決まるというふうになると思うん

ですけれども、ただ、その状況によって、内示額が

どんどん変わっていくというようなことがあるのか

なというふうに見受けられます。しかし、やはり要

望額が多いというとは、それなりの海岸漂着物が多

いということですから、その辺りをしっかりと考え

て予算の内示をしていただきたいというふうに思っ

ています。

それと、この海岸ごみの回収量ですね、それが先

ほどの回答では、別の委員の回答では、半分ぐらい

しか回収ができていないというようなことであった

んですけれども、それはやはり、しっかりと回収の

量を増やしていく、つまり予算を増やしていく。先

ほどは、国の予算を国の責任において取ると、手当

てをするということではあったんですけれども、た

だ、それを従来どおりのやり方で、予算が国から下

りないというような話ではないと僕は思うんですね。

これはやはり県の単独事業という考え方も必要な

のかなというふうに思います。それと、やはり一括

交付金なども活用しながら、県の考え方をしっかり

持って、この事業に対応していくということも大事

だというふうに思いますので、この辺りは国からの

補助がないと、少ないということで終わらずに、しっ

かりとそういった考え方を持って、地域の環境をよ

くしていく。観光立県でございますから、特に離島

はそうです。離島はそういう自然をしっかりと大切

にする場所でありますから、それを十分考えていた

だきたいというふうに思います。その辺りを、部長、

よろしくお願いします。

○松田了環境部長 委員御指摘のとおり、やはり市

町村が回収に必要な額については確保するというの

は絶対条件かと思っております。ただ一方で、法律

上は国のほうが必要な財政的措置をするという制度

になっておりまして、我々としては、この費用につ

いては、基本的に国のほうにお願いしていきたいと

いうふうには現時点では考えております。なぜそう

なっているかといいますと、この海岸漂着ごみとい

うのは、捨てた方が分からないと。捨てた方が分か

らないので、捨てた方が分かれば、その人に求償し

て、あるいはその人が回収するということなんです

けれども、制度上、そういうことになっていないも

のですから、回収者に対しまして費用を国が支援す

るという形になっております。その他の県単、ある

いはその他の交付金の活用が可能かどうかは、今後、

検討してまいりたいと考えております。

○下地康教委員 これは、その他の交付金の適用に

ついて十分検討していただきたいというふうに要望

いたします。

次の質問に行きます。61ページですね、赤土防止

対策についてでございますけれども、これは不用額

云々というよりは、やはり赤土防止に対する対策で

すね、それをちょっとお聞きしたいというふうに思っ

ております。

まず、赤土防止の条例に基づいて、皆さんのほう

は業務を行っているということであると思うんです

けれども、例えば、やはり一番赤土で問題になって

いるのは、もちろん開発行為、事業行為もそうなん

ですけれども、やはり農地からの赤土の流出、これ

が非常に大きな問題になります。皆様方のほうとし

ては、農地に関する赤土は守備範囲外だというふう

には思っておると思うんですけれども、ただ、その

辺りもやはり農地関係のほうと十分協議をしながら

やっていただきたいと思っておりまして、やはり赤

土防止の海域のモニタリング事業ですね、その辺り

を中心に、関係部局と赤土に対する対策を練ってい

ただきたいというふうに思っております。

それで、いろいろな協議の中で思うのは、例えば

地域によって赤土の流出の形態が違います。例えば

宮古島であると、平らな土地であって、それで農地

の開発による流出が大きいんですね。しかし、宮古

島は天然のドリーネというのがあるんですね。だか

ら、今までその天然のドリーネに雨水等、そういっ

たものが吸収されていたはずなんですけれども、こ

れがいろいろな土地改良などによって、水の道とい

うんですかね、それがどうも別の方向に行ってしまっ

ているというところがありますので、できれば皆さ

ん方のモニタリング事業において、例えば地域にお

けるドリーネの所在の調査であったりとか、そういっ

たものができないのかどうか。そこにおいて、ドリー

ネにその雨水を呼び込むような形が取れないのかど

うか、そのあたりも研究していただきたいというふ
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うに思いますけれども、いかがですか。

○玉城不二美環境保全課長 御意見ありがとうござ

います。

確かに、条例とか基本計画の中では、宮古に関し

ては重点対策の地域になっていないということと、

あと、島尻マージがそういう性質があるということ

で、なかなか海域に直接河川を通して流れるという

ことがないので、規制の効果があまり現れない場所

であり、ドリーネが問題になっているということは

新しい視点であると思いますので、今後、来年、再

来年、沖縄の振計と一緒にまた基本計画も見直す時

期でございますので、研究しながら、今までにない

視点もまた加えていけるような方向で、課題として

挙げていきたいと思っております。取り組んでいき

たいと思います。

○下地康教委員 やはり、縦割りの考え方ではなく

て、やはり総合的に、結果をどういうふうにして課

題を解決していくかということをぜひ考えていただ

きたいというふうに思っております。

次に63ページと64ページですね。

64ページですけれども、ＬＮＧの転換を促進する

ためのＬＮＧサテライト設備の設置費ということで

すけれども、これが今年度ゼロということは、先ほ

どのほかの委員からの回答にもいただいているんで

すけれども、そもそもそのサテライト設備の内容を

お聞かせいただきたいと思います。

○久高直治環境再生課長 サテライト設備について

御説明いたします。ＬＮＧは石油の燃料に比べまし

て、二酸化炭素が30％削減されることと、あとはク

リーンなエネルギーとして地球温暖化にも貢献する

ということもございまして、ただ、ＬＮＧを供給す

るに至っては、今、沖縄ガスさんが様々な地域をやっ

ているんですけれども、ただ、今それが供給できる

のが那覇市とかを中心に限られた場所でありますの

で、事業者が利用する際に、それが普及できるよう

に、大きなＬＮＧを置けるタンクを置いて、そこか

ら導管を引っ張って、枝を引っ張って、例えば中部

の地域においては、大型ショッピングモールと、あ

とは病院だとか、スポーツ総合施設に、そこに導管

を引っ張りまして、そのＬＮＧを使ってエネルギー

にしていただくというような事業をやっているもの

でございます。

○下地康教委員 それで、このＬＮＧを普及させる

という考え方は、第二次、沖縄県の地球温暖化対策

実行計画、そういうのがあるはずなんですけれども、

その中でどのように位置づけられてるのか、それを

ちょっと説明していただきたいと思います。

○久高直治環境再生課長 第二次地球温暖化対策実

行計画の中では、約136の施策がありまして、その中

でも温暖化の事業としまして、そのうちの１つとし

て位置づけられております。

○下地康教委員 まず、沖縄の場合は、電力はもう

化石燃料100％でやってるということで、地球温暖化、

それと、そういった施策になかなかその数字を寄せ

ていけられるような状況にないというのが、特殊な

県だと思うんですけれども、その辺りをしっかりと、

地球温暖化の政策を進めていくに当たり、今、沖縄

県が非常に目玉としてやっているような事業を御紹

介いただけますか。

○久高直治環境再生課長 今、すみません、日本全

体の話になりますけれども、今、国のほうは46％、

2030年までに削減するという目標をまた改定しまし

て、それに向けて革新的技術エネルギーを、革新的

な技術を全国的に広げるということの提案をしてお

りますので、それにいち早く沖縄県も取り入れたい

と思っておりまして、それに対しては様々な協議会

に参加したりとか、そういう機会をいろいろ注視し

てるところなんですけれど、今現在、例えば環境部

で行おうとしています公用車の電動化だとか、商工

労働部で言いますと波照間島のＭＧセットとか、あ

とは宮古島市の再生可能エネルギー、太陽光を使っ

たマイクログリッドとか、そういったものが挙げら

れるかと思います。

○下地康教委員 それと、この地球温暖化対策実行

計画書というのがせっかくあるわけですから、我々、

沖縄県民といいますか、市民としては、この計画書

がどの部署において、どういう予算でもって、大体

その効果を上げようとしてるのかというのがよく見

えない、この計画書ではですね。ただ、そういうふ

うにやりたいと、やろうという目的だけが書かれて

いて、じゃあ実際どの部署で、そういった課題を、

どういうふうにして解決していこうとしているのか。

また予算規模はどのくらいのものなのかというよう

なものが分かるようなロードマップというんですか

ね、そのものを、その冊子を、分かりやすい概要版

でもよろしいですから、そういったものをぜひつくっ

ていただきたいなというふうに思うんですが、部長

どうですか。

○久高直治環境再生課長 下地委員が言うように、

分かりやすいというのは非常に重要な視点だと思っ

ております。実行計画の協議会の中で、これを取り

決めするんですが、その中には、民間の事業者と、

また民間の団体、それとあとは市民の代表として婦

人部とか、ＮＧＯの環境団体の皆様とか、国、那覇
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市のほうも入れて協議をしている中で、基本的なマ

スタープランの計画になっておりまして、なかなか

そういった民間のものを含めて、全て並べるという

のが難しいところではあるんですけれども、進捗管

理につきましては、毎年度、進捗管理報告書という

のがありまして、その中には、一応こういった施策

があると、進捗状況が一応分かるようになっており

ます。ただ、委員がおっしゃっているように、もっ

と県民が分かりやすくという視点につきましては、

今後とも、協議会の中でも提案をいろいろ検討して

いきたいと考えております。

○下地康教委員 ぜひ、やっていただきたいと思い

ます。それと、やはり県民が分かりやすいのは、も

ちろん民間の方々の作業も、この中には含まれてい

るとは思うんですけれども、行政がどういうことを

やってるのかということを、やはりそれが非常に関

心があるわけですから、その辺りはしっかりと頭に

入れながら、県民が分かりやすいようなものをつくっ

ていただきたいというふうに思っております。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 座波一委員。

○座波一委員 先ほどからギンネム対策の問題があ

りましたが、話を聞いていますと、これといった策

がまだ確立されてないような感じがしますね。それ

よりも、今あるこのギンネムの繁茂しているものを

駆除する、伐採するというのを考えていないのかお

願いします。

○久高直治環境再生課長 ここにつきましては、先

ほどの答弁と重なる部分が多いんですけれども、ギ

ンネムの駆除につきまして、基本的には土地の所有

者、管理者が行われていくものと考えております。

その中で、当該マニュアルを使って、効率的、効果

的に駆除ができるように周知していきたいと考えて

おります。

○座波一委員 だから、この地主とか管理者が駆除

しない限りはできないというような考えになってく

るわけよね。そうじゃなくて、それでは今もう大変

だから、南部から北部、離島津々浦々まで、もうギ

ンネムの繁茂は大問題になってきているんですよ。

これを駆除する方式を確立しないといけないんです

よ。長期的に見たらそれを根治するようなマニュア

ル、研究も必要だけど、並行してやらないといけな

いと言ってるわけ。これ何とか対策立てられないん

ですかということです。

○久高直治環境再生課長 先ほどの答弁とも重なる

んですけれども、この県庁の中でも土木建築部とか

農林水産部と今、マトリックス組織というのがあり

まして、教育庁も含めてですね、そういった中で、

今後どうするのかということも、これを有効に活用

しながらやっていく方法を検討していきたいと考え

ております。

○座波一委員 沖縄電力はグリーンエネルギーを導

入しますよね、何％か。そこで、木材のチップ化を

考えているところもあるわけ。こういったものに、

どんどん駆除を奨励して、この伐採したものをチッ

プ化に入れるというようなやり方もすればね、これ

は一石二鳥でしょう。そういうものとか、ヤンバル

では松くい虫も惨たんたるものですよ、今、ヤンバ

ルね。ああいった、早く伐採して駆除しないと、もっ

ともっとひどくなるわけよ。だから、森林組合なん

かとも相談して、ああいった松も早く駆除させて、

チップ化したほうがいいですよ、チップ化。これ公

共が手を入れないといけないでしょう、こういった

方法は。

○久高直治環境再生課長 委員が以前からそういっ

た提案をしていただいているところで、それも伺っ

ているところなんですけれども、マニュアルの策定

の委員会の中でも、この再利用についてということ

で委託をしまして、調査をしているところで、それ

も一応まとめてですね。ただ、なかなか今、県内で

は、すぐには、委員がおっしゃってるように、民間

だけではなかなか難しいところもありますので、今

後そういった制度提言の中でも、沖縄県は特殊な、

要するにギンネムだとか、外来植物の繁茂しやすい

環境にありますので、そういった要望しているとこ

ろでございますので、それも含めて検討していきた

いと考えております。

○座波一委員 沖縄電力も、それはいいアイデアか

もしれんけど、これはもう、県が主導しない限りは

単価が合いませんと言ってますので、そこをぜひよ

ろしくお願いします。

次は、赤土流出防止です。この写真パネル見てく

ださいね、これ。これは赤土のグラウンドじゃない

です。海なんですよね。宜野座村の潟原というとこ

ろ、これ今年の５月かな、撮ったんだけど、このよ

うに、赤土はもう完全に海を席巻してしまってる状

態。これは間違いなく、先ほどから議論のあるとお

り、農地からの流出というのが大きいんでしょうが、

私も何度もこれは質問してますけどね。こういうも

のを、農林とどのようにやっているのかと。話を進

めているか、これを具体的に教えてください。やる

ということは何度も聞いてるけれど。

○玉城不二美環境保全課長 御質問は、農林との調

整でしょうか。
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○座波一委員 農地からの流出をどのように抑える

かという調整をしてるかということです。

○玉城不二美環境保全課長 お答えします。

先ほど言いましたように、赤土堆積状況につきま

しては、効果検証を見るためにモニタリング調査を

実施しておりまして、その結果をもって、関係部局、

特に農林部局と連携しているところです。特に、赤

土流出防止対策を実施する事業計画の策定に関して、

各部局の事業計画の策定に関して活用されていると

ころでございます。

環境部の調査結果を踏まえ、10市町村選択してお

りまして、グリーンベルトの植栽とか、緑肥の播種

等の営農的対策が行われてますが、10市町村のうち、

主要５地域における農地からの流出量は重点的に行

いまして、平成24年度から令和元年度までのハード

とか、営農の対策によりまして、2840トン。平成23年

対比で17.3％削減されており、環境部が実施してい

る海域の調査でも改善傾向が認められております。

この主要５地域の中に宜野座村も入っておりますが、

残念ながらこの潟原のところは、ちょっと対象から

外れております。

以上です。

○座波一委員 だから、原因がはっきりしてるわけ

だから、土地改良地域のこの勾配修正事業とか、ど

んどん進めていけばいいんだけれど、これ相当遅れ

てるわけですよ。10年間もこれやってきたわけでしょ

う。この事業、赤土流出防止、10年間もやってきて、

この程度のものなんですかということですよ。こう

いう状況。

○玉城不二美環境保全課長 繰り返しになりますが、

環境部が実施しますこういう事業は、そういう農地

のハード対策、営農対策に利用されているところで

ありますが、こちらの潟原については地形の影響が

かなり対策以上に影響与える閉鎖的な場所であると

いうこともありまして、こういう事情、状況になっ

ているかと考えております。

○座波一委員 例えば赤土防止条例がありますよね。

これに抵触しないの。営農家は。

○玉城不二美環境保全課長 勾配修正とか造成に関

わる開発事業行為につきましては、赤土条例が適用

されますが、維持活動、農作業、そういうものにつ

いては、あくまで条例上は努力規定になっておりま

す。

○座波一委員 じゃあ農家に責任はないということ

ですね。そういう意味からいうと、行政にしか責任

がないわけでしょう。

○玉城不二美環境保全課長 努力規定といいまして

も、県が指導して、対策の実施を確認していく、そ

ういう指導は行っているところではございます。

○座波一委員 部長、農林との横断的な協議で、改

善を求めていくという話が前の答弁があったわけで

すけれども、それはどうなっているんですか。

○松田了環境部長 我々の環境部で行った調査結果

につきましては、毎年、関係部局に情報を提供しま

して、関係部局の対策に活用していただいておりま

す。農林水産部も同じく、海域の流出状況等を踏ま

えて、重点的に対策をする農村地域を選定しまして、

そこについて、取組を集中的にやっていただいてる

というような状況でございます。ですから、我々の

データはそういった部分で生かされてるというふう

には考えております。

開発行為につきましては、赤土条例で基準がござ

いますので、その基準に沿ってやっていただくとい

うことでございますけれども、農地につきましては、

それぞれ営農で止めるやり方、あるいは委員御指摘

のとおり、いわゆる勾配修正ということでハード的

な手法で構造的に流れないようにするといったよう

な組み合わせがあるかと思います。環境部のほうか

らは、その組み合わせまでは指摘はしていないと。

ここはあくまでも農林水産部さんのほうで検討して

いただいてるというような状況でございます。

○座波一委員 赤土汚染の被害というのは、もう相

当大きなものがありますよ。観光イメージの低下、

海の生物汚染、海面養殖の被害、モズクの被害。あ

るいは、今、皆さんがやってるサンゴの再生が不可

能になる。ジュゴンだって寄りつかない、大浦湾の

すぐ隣なんだからこっちは。こういう根本的な対策

しないで、環境対策ということを、皆さん辺野古問

題では言うけど、どういうことですか、それ。あま

りにもアンバランス過ぎるんじゃない。

○松田了環境部長 平成７年に赤土等流出防止条例

を施行して以降、開発事業では、８割の流出を防止

することができたということで、条例そのものの効

果はあったものと考えております。今、農地につい

ては、先ほど課長からも若干説明がありましたけれ

ども、この条例では努力規定にとどまっているとい

うこともございまして、そういう背景を踏まえて、

農林水産部で対策を取っていただいてるという状況

にございます。引き続き赤土等の流出防止につきま

しては、環境部、あるいは農林水産部と連携して対

策を加速させていきたいというふうに考えておりま

す。

○座波一委員 全体の８割を改善したということに

はなってないと思いますよ。これは農家、農地の部
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分からの分を除いての部分だと思うよ。ちょっとこ

れ、履き違えないようにしないとね。全体の８割抑

えてるなんて、全然こんな現状じゃないですよ。い

かがですか。

○松田了環境部長 先ほどの私の説明が不十分だっ

たかもしれませんけれども、開発事業からの流出量

は条例施行前の平成５年よりも約８割というふうに

申し上げましたけど、85％減少してるということが、

開発事業においてですね、数値上、把握できており

ます。現在では、流出する赤土の総量の約85％が農

地からの流出であるということになっております。

我々の調査では、この農地からだということまで判

明しておりますので、農林水産部と連携して、農林

水産部のほうで具体的にハードとソフトの対策を組

み合わせてやっていただくということについて、連

携して取り組んでいるというような状況でございま

す。環境部のほうでも、ソフト対策は一緒になって

取り組んでるような状況がございます。

○座波一委員 次に移ります。昨年自然公園法に基

づき土砂の採掘の問題が、届出があって、受理され

た現場があったわけですが、この目的がこの埋立て

に対する県外からの搬入とは別に、南部の土砂を遺

骨混入の可能性があるから制限するということなん

ですよね。しかしながら、これどう考えてもこの今

回の裁定は―裁定というか命令措置は納得できない。

法律的に。自然公園法が国定公園のほうに該当させ

るやり方。これちょっと無理があると思うんだけど。

これどうなんですか。この業者はもう営業できない

んですか。採掘できないんですか。それとも糸満市

内の鉱業者は今後どうするんですか。この国定公園

内での。

○松田了環境部長 私どもが措置命令を提出して発

出しましたけれども、それは採掘を禁止する、ある

いは制限するという行為ではございません。採掘を

行う前に遺骨の収集に協力すること、あるいはその

掘採が終わりましたら元の植生に復元することと

いったようなことで、採掘をいわゆる禁止、制限し

ている命令ではございません。

○座波一委員 この処理基準は、国立公園における

ものであるというのは明確なんですよね。これをそ

のままこの国定公園の普通地域に該当させるという、

この処理基準。これが適切じゃないと。適当じゃな

いという法律家の指摘があるわけですよ。そこはど

う考えていますか。

○仲地健次自然保護課長 お答えします。

国立公園のほうでは処理基準というのがございま

すが、今国定公園―沖縄県についてはまだ策定して

いない状況があります。ただ、国定公園も国立公園

も、自然公園法第33条第２項の中で、措置命令等行

う場合、風景への影響を考慮して、双方とも命令を

かけることができております。ということは、同じ

ような考え方でこういった処分というのはできると

いうところを持ちまして、県では国の国立公園の処

理基準を準用して、今回措置命令を発出したところ

でございます。

○座波一委員 先ほど言っているとおり、県内にも

処理基準がない、さらにまた処理基準が公表される

べきなのに、公にされてもない。だけど、後追いで

これを措置命令に使ったということは、これ行政の

手続の大変な欠陥じゃないかな。これおかしなやり

方じゃないかなと非常に危惧しているんですけどね。

○仲地健次自然保護課長 行政手続法の中で、許認

可につきましてはそういった事前に公表することと

か、事前に設定することというのは規定がございま

す。ただ、今回のような不利益処分につきましては、

そこまでしなければならないというところまではご

ざいませんで、これをもって今回の準用したことが

不適切な法解釈というところにはならないかと考え

ております。

○座波一委員 さらにこの遺骨収集をこの業者に義

務づける。それは発見して確保して連絡するのはそ

の業者がやるべきことだとは思うけど、この遺骨の

収集、そこら辺まで義務づけるような話があるわけ

だけど、これは一義的には国ですよね、国。国の責

任はどういうふうにやるんですか、それは。

○仲地健次自然保護課長 今委員おっしゃるとおり、

遺骨の収集については国の責務でございます。今回

の措置命令に関しては、そういった遺骨が確認され

た場合、関係機関が行う調査等に協力するようにと

いうことを命じております。業者に遺骨収集を命じ

ているというような内容ではございません。

○座波一委員 これ受け取り方によっては、私権が

制限されてるわけだから、なるべく、とにかく私権

が制限されないように、営業が妨害されないように

県は配慮すべきですよ。一義的には、いかなるとこ

ろから取る土砂でも、遺骨を混入してはならないと

いう、これが全てですよ。どうして、南部というふ

うな区切り方すると、大変な業界に対しては迷惑で

すからね。そこをもう一度、考え方、言ってくださ

い。業者に対する私権制限があってはならないとい

う考えを持ってるのか。

○松田了環境部長 私どもの発出しました措置命令

は、先ほど遺骨については、遺骨の有無について関

係機関と連携して確認し、遺骨の収集に支障が生じ
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ないよう措置を講じることということで、事業者に

直接、遺骨の収集をしなさいということを命じてい

るものではございません。

それから、私権の制限という点ですけれども、い

わゆる、この掘採を禁止したり、あるいは一部を禁

止するというような、制限するといったような意味

での私権の制限は行っておりませんで、掘採後に元

の周辺植生と同様の植物群落に原状回復することと

いったような、いわゆる掘採の前、あるいは掘採の

後に取るべき措置を命じたものでありまして、そう

いう観点からして、掘採を禁止するといったような

制限はかけていないものというふうに理解しており

ます。

○座波一委員 この件は、部長の答弁ではなかなか、

この件のやり方の処理の仕方が納得できないもので

すから、要調査ということでお願いしたいのですけ

れども。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から座波一委員に対し、

誰にどのような項目を確認するのか改めて

説明するよう指示があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 令和２年に採掘が申請し受理された

この現場、要するにこの問題について、公園法を適

用して、その処理基準を当ててこの措置命令として

ることについて、この処理基準の適用の仕方が適切

じゃないという指摘があり、今、裁定申請されてい

ます。これ公害等調整委員会にですね。今、調整で

どのような裁定が出るか分からないんですが、その

ような条件の中で、沖縄県の考え方、やはり部長以

上の副知事、あるいは知事の考え方が確かめられな

ければいけないという事態に今なっていると思いま

すので、要調査をお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取扱いについては、本日の委員会の質疑終

了後において協議いたします。

質疑を続けます。

○座波一委員 国立自然史博物館誘致推進、今これ

どんな状況に来てますか。

○仲地健次自然保護課長 お答えします。

自然史博物館の誘致の事業ですが、令和２年度は、

沖縄及び北方担当大臣へ要望を提出したほか、国立

自然史博物館の設立構想やその魅力を発信するため

のシンポジウムをオンラインで開催したところです。

○座波一委員 手応えはどんなですか。

○仲地健次自然保護課長 このシンポジウムに関連

しまして、アンケートを行いました。アンケート回

答数が数としては少ないんですが、39件ございまし

て、その中で、今回のシンポジウムの内容はいかが

でしたかという問いに対して、約70％がよかったと

いうところで回答がありました。

○座波一委員 この博物館の誘致を反対するような

県民はいないと思うんですけどね。こういうシンポ

ジウムとか、機運を盛り上げるとか何とかというよ

りも、やるんだということを明確に打ち出して動か

ないといけないと思いますよ。幸いにも自然遺産登

録ができたわけだから、まさに沖縄ならではの施設

でしょうと言う理屈ができるわけですよ。そういう

ものを打ち出して、予算を裏づけるような行動に出

るなり、やらないといけないでしょうというのが私

の質問ですけど。

○仲地健次自然保護課長 委員のおっしゃるとおり

だと思います。この事業なんですが、国立博物館と

いうことで、実際設置するのは国がすることになる

んですけど、委員おっしゃるように、今、世界自然

遺産が登録されたといういいタイミングでして、ま

た、来年には沖縄復帰50周年とかございますので、

そういったところで力を入れていきたいと、環境部

のほうで考えております。

○座波一委員 沖縄復帰50周年、言おうとしたのに

先を越されて言われましたがね。いい記念に、事業

になるから、ぜひ来年こういったものを実現に向け

た年となるように取り組んでください。お願いしま

す。

○松田了環境部長 御発言、大変ありがとうござい

ます。環境部としては、これは全庁を挙げて取り組

むべき大きなプロジェクトであるというふうに認識

しておりまして、知事、副知事にも逐次状況報告し

ているところであります。

改めて、県議会の各会派にも、この国立自然史博

物館の概要等について説明をいたしまして、県議会

のほうからも、また力強い御支援をいただけるよう

に取り組んでまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午後３時29分休憩

午後３時54分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

先ほど下地委員の質疑に対する答弁で、環境整備

課長から答弁を訂正したいとの申入れがありますの

で、発言を許します。

比嘉尚哉環境整備課長。

○比嘉尚哉環境整備課長 先ほど下地委員から、多
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良間村の回収事業につきまして、1976万9000円に対

して、600万の内示という理由についてお尋ねがあり

ました。

これについて御説明いたしますと、先ほど御説明

したのは今年度ですね、令和３年度のベースで御説

明を申し上げました。それで、昨年度の多良間村の

回収事業につきましては、補助金の確定額が640万

5000円でございまして、今回、約３倍の要望となっ

たことがございまして、この多良間村のほうと調整

させていただいて、当初、村のほうは島一周の回収

計画で要望を出されていたのですが、漂着物の多い

北側海岸に絞って、効率的に回収をするということ

で調整をいたしまして、また、ほかの市町村とのバ

ランスも考慮しまして、600万ということで内示をし

たということでございます。

以上でございます。

○瑞慶覧功委員長 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 さっき、座波さんの質問の中に、国

立自然史博物館の話がありました。私も通告をして

いますから、それはやりますけれども、これ実はね、

国頭、非常に頑張ってるんですよ。今もたしかね、

海洋博か何かで展示会か何かやってるんじゃないか

な。だから、そういう部分というのは、本当に世界

自然遺産に向けて、シンボル的なものとして国頭の

３村は取り組みたいと言ってるわけだから、もっと

力入れないと。800万ぐらい入れて頑張っていますと

言われてもさ、これはもうどうしようもないんだけ

ど、次年度からどうするつもりでいるんですか、こ

れ。

○仲地健次自然保護課長 次年度も予算を要求して

いるところなんですが、ちょっとまだ幾らつくか見

通せないところがございますので、予算要求してい

ますというところで。また委員の御支援もいただき

たいと思っています。

○呉屋宏委員 部長ね、実際のところとして、21世

紀ビジョンというか、沖縄振興特別措置法の中には

ね、いわゆるそれをやらなければいけない４つの目

標があったはずなんだよ。例えば27年間の統治下に

あった沖縄だとか、東西が1000キロで南北が400キロ

あるこの島嶼県というのがあったり、あるいはそこ

の中に、自然動植物の、希少動植物の保護というの

もあったんじゃない。どうなんですか。保護じゃな

くて何があったの。

○松田了環境部長 正確な表現ではないかもしれま

せんけれども、いわゆる亜熱帯性気候であるという

特異性があるという点だったかと思っております。

○呉屋宏委員 そこはね、やっぱりこの世界自然遺

産というのも、僕はそこの中に取り入れられる一つ

の理由だと思ってるんです。しかしね、皆さんの沖

縄県の予算のつけ方を見てるとね、この世界自然遺

産が登録されたと言いながら、そこにどれぐらい手

厚くやってるかっていうのはね、今後もちろんこれ

は今年の７月からですから、登録されたのは。です

から、来年度予算にどう反映するかというのは、こ

の令和２年の決算、これも力の入れ方、それによっ

ては、次の令和４年の予算というのが大きく変わっ

てくると思ってるんですけど、皆さんこそ、今度、

４年のものは力入れて予算要求しないといけないと

思ってるんだけれども、どうですか。

○松田了環境部長 先ほど担当室長のほうからもあ

りましたけれども、いわゆる世界自然遺産に登録さ

れたところから、その貴重な生態系をどのように守っ

ていくという、ますます重要性が増したというふう

に考えております。そのため、来年度、部局のほう

としては、予算を増やすべく、今検討してるところ

でございます。

○呉屋宏委員 一般質問でもやったけれども、今後

の、もう今度、例のヤンバルの森の部分というのは、

もう今年度で切れるよね、事業が。道を封鎖したり

とか何とかって、希少動物を守ったりとかというの

は。あれね、来年度どうやって考えているんですか。

○松田了環境部長 引き続き継続すべく予算要求し

ていきたいというふうに考えております。

○呉屋宏委員 僕はね、引き続きやるというのはい

いんだけど、このまま平行移動したら何の意味もな

いと思う。これは世界自然遺産が登録される前と後

では大きく変わったなというものを、やっぱりみん

なに見せていかなきゃいけないと思っているんです。

そこのところはどうなんでしょう。

○松田了環境部長 我々もそういうふうに考えてお

りまして、予算を増やしまして、対策をさらに強化

していく必要があるというふうな認識でございます。

○呉屋宏委員 そこで一つ聞きますけどね、この

50ページのマングース対策というのがあるんだけど、

これ実際に北部３村ではどうなっているんですか。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 マン

グース対策について御説明いたします。まず、環境

省と県は令和８年度までに沖縄島北部地域でのマン

グースの完全排除を目指しております。そのため、

環境省は北部３村の遺産地域での捕獲を行っており

ます。県は、中南部の地域から北部地域へのマングー

スの侵入を防止する、遺産登録地の南側のほうにマ

ングースの北上防止柵を設置して、その南側のほう

でマングースを集中的に捕獲を行っております。
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○呉屋宏委員 国頭では、捕獲された例があります

か。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 国頭

というよりは、村というよりはですね、第一北上防

止柵が、今、大宜味村塩屋と福地ダムを守るライン

にある、そこの北を今、環境省が担当しておりまし

て、昨年度は33頭となっております。

○呉屋宏委員 これね、しっかりやっていただきた

いと思いますし、せっかくいい方向で、北の希少動

物が守られているんですよね。だから、ここは力入

れて本当にやっていかなければいけない。

それと、もう一つはね、犬猫の駆除というのかな、

その施策もあったんだけど、実際あれ、十四、五年

ぐらい前かな、国頭村が安田方式といって、子供た

ちが捕らえた猫犬を殺さないでというあのメッセー

ジから、動物病院が一生懸命、不妊治療をしていく

んだよね、無料で。ああいうのが全国に広がっていっ

たんだよ。そこを皆さんがどうやって守るかという

ことはとても大事なことだと思うんだけど、あの事

業をもっと範囲を広げるつもりはないんですか。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 委員

の御指摘の安田集落は、先進地域といいますか、集

落全体で対策を取っているというふうに伺っており

ます。それと、一方で、大宜味村の一部といいます

か、室内飼育が徹底されずに、野良猫がいるという

地域もございます。それについて、この間、３村と

環境省、我々集まって、今後の猫の対策どうしてい

くかというのを、今、意見交換しているところでご

ざいます。それについて、今後どういう対策を、役

割分担しながら取っていくのかというのを議論して

いきたいと思っております。

○呉屋宏委員 前にも僕、話したことがあるんです

けどね、ここ非常に大事なことは、皆さんは予算を

流して国頭村にさせる、民間の事業者にさせるから、

県は、そこにタッチしてるっていうのかもしれない

けれども、実際そこの中に芯を入れるためには、もっ

と地元の人たちとしっかりとコミュニケーションを

取っていかないと。これはただお金流せばいいとい

うような事業になったら、世界自然遺産に魂が入ら

ない、僕はそう思う。僕は毎月そこに行ってるから

分かるんだけれども、住民の人たちの声を聞いたら

ね、これは気持ちが入ってないなっていうふうにし

か思えないんだよ。これからどういう協議をしてい

く予定にしてるの。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 最近

まで緊急事態宣言が続いていたということで、ヤン

バルのほうにちょっと、実は来てくれるなというよ

うな感じだったんですけれども、明けて、今また実

際、現地に行って、少しでも、役場も通しながら、

意見交換できればなというふうに考えております。

○呉屋宏委員 これはね、ぜひやってください。環

境省の人たちが、正規職員ではないけど、そこに嘱

託でいた人たちがもう帰りたくなくて、任期が切れ

たらそのまま沖縄本島、この国頭に残って、引き続

き民間に入って、それをやってる人たちは結構いる

んですよ。そういう人たちをどう引き上げるかとい

うこともね、それだけのノウハウを持ってる人たち

を、そこにいるわけだから、それを活用しない手は

ないと思うよ。そこら辺りは、もっと人材を発掘し

てみたらどうですか。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 新聞

報道でもございましたけど、ヤンバル３村の、去る

10月10日ですね、このときは外来種対策ということ

で、ビジターセンターに集まっていろいろ取組をな

さっていると聞きました。実は先ほど、この遺産の

事業の中の、補助金の中の一環での取組と聞いてお

ります。元レンジャーの方を中心とした役割という

ふうに理解していますので、引き続き支援できたら

というふうに思っております。

○瑞慶覧功委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 お願いします。

１つ目ですね、鉱山開発を求める業者に対してで

すけれども、令和２年度にどのような手続がなされ

たか、お願いします。

○仲地健次自然保護課長 お答えします。

令和２年12月22日に事業者が糸満市に、沖縄戦跡

国定公園普通地域内における鉱物の掘採行為に係る

届出を提出しております。

その後、糸満市が意見を付した副申書を令和３年

１月21日に県へ提出されております。３月18日に県

が求めていた補正が完了したことから届出を受理し

て、審査を行い、５月14日に、自然公園法第33条第

２項に基づく措置命令を行いました。

その後、８月４日に、県の処分を不服として、事

業者が総務省公害等調整委員会へ裁定申請を行った

ことから、県は10月７日に公害等調整委員会へ答弁

書を提出したところでございます。

以上です。

○照屋守之委員 措置命令の理由が、遺骨がある蓋

然性ということでしたよね。この意味はどういう意

味ですか。

○仲地健次自然保護課長 遺骨の蓋然性のところは、

遺骨情報収集センターの調査で、金歯があったとい

うことで、当時、沖縄の一般の人は、そういった金
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歯がなかったので、これは日本兵だろうとか、あと

軍の靴のゴム片が確認されたというような状況から、

情報センターのほうで、戦没者の遺骨であるという

蓋然性が高いという結論に至ったと聞いております。

○照屋守之委員 総務省の公害等調整委員会ですか、

これはどういうふうな内容を審査するんですか。

○仲地健次自然保護課長 総務省の公害等調整委員

会では、例えば鉱業法の関連で、行政庁の処分に対

して不服がある場合、こういった公害等調整委員会

に不服を申し立てることができるという制度がござ

います。そういった行政庁の処分に対する、法的に

適正かどうかというところを審議するところと認識

しております。

○照屋守之委員 ということは、県の措置命令が法

的に適法かどうかということを検討するわけですか。

どうですか。

○仲地健次自然保護課長 そのとおりです。

○照屋守之委員 ということは、業者は開発申請の

そういう法的な手続をやりましたと。県は公園法の

何とかで措置命令を出しましたと。それがどっちが

適法ですかというふうな話ですから。これによって、

県の対応が正しかったのか、間違ったのかというこ

とが問われるわけですね。

○仲地健次自然保護課長 そのとおりです。

○照屋守之委員 この業者というのは、この開発の

申請とかいろんな手続をそのまま適法にやってるん

じゃないですか。この申請出すに当たって、違法行

為はないでしょう。どうですか。

○仲地健次自然保護課長 違法行為はございません。

○照屋守之委員 違法行為がないのに、県が法的な

命令措置でそれをかぶせるということは、じゃあ県

が法的には違法行為ということなんですか、どうな

んですか。

○仲地健次自然保護課長 風景の影響を考慮しまし

て、県の措置命令は、自然公園法第33条第２項に基

づいて発出したもので、違法ではないと考えており

ます。

○照屋守之委員 いや、だから開発業者が適法にそ

ういうふうなことをやっていて、開発申請の下に申

請を出すわけでしょう。何でここに県が公園法を持

ち出すんですか。どうですか。

○仲地健次自然保護課長 私たちは、事務の手続の

中で、自然公園法に基づく届出が出たので、自然公

園法に基づき判断したところでございます。

○照屋守之委員 総務省の調整委員会は、恐らくこ

の事前審査の中でこの申請者のものをしっかり確認

して、これが妥当だっていうから、これ受理して調

整にかかるわけですよね。だから、そうすると、こ

れ調整委員会にかかったら、この申請者の言い分の

ほうが、何か認められるような感じがしますけどね、

どうですか。

○仲地健次自然保護課長 県としては、県の正当性

を主張していきたいと考えております。

○照屋守之委員 正当性を主張したって、これもう

法的な措置命令を出してますからね。これは非常に

県の対応として蓋然性があるというだけで措置命令

ですからね。非常に大きいと思います。

委員長、この件、私もですね、ぜひ知事に対して、

決算委員会で、これは私は法的な部分で、申請者が

開発とか様々な法律に基づいて提出した……。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から照屋委員に対し、誰

にどのような項目を確認するのか改めて説

明するよう指示があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 知事に対して、この措置命令の在

り方。この鉱山開発の申請者は、開発の鉱業法とか

さまざまな法律に基づいて許可を申請を出している

わけですよね。先ほど県が言ったように、これ違法

性はないと言い切っていますからね。ところが、県

は公園法に基づいてその措置命令、法的な措置をし

たという。そういうふうなこの法律的な観点から、

知事に対してこの措置命令がどうだったのか。知事

のお考えをぜひお伺いしたいということです。よろ

しくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取扱いについては、本日の委員会の質疑終

了後において協議いたします。

質問を続けます。

○照屋守之委員 次に、令和２年度の米軍施設の環

境対策45ページ、46ページ、成果報告書ですけれど

も、この目的、効果及び課題をお願いできますか。

○横田恵次郎環境政策課基地環境特別対策室長 お

答えいたします。

基地返還に係る環境対策事業は、米軍基地跡地に

おける環境浄化等が適切かつ円滑になされることを

目的として、環境情報の収集、環境調査方法の検討、

検証等を行っております。事業の効果につきまして

は、県内米軍基地の環境情報や使用履歴を整理した、

米軍基地環境カルテを作成し、令和２年度にも情報

更新を行っております。また、跡地利用推進法で支

障除去の対象となっていない化学物質に関する情報

等を収集し、その環境浄化の在り方をまとめた沖縄
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県米軍基地環境調査ガイドラインを平成29年３月に

作成したところです。また、さらに、自治体職員及

び住民向けに情報公開の重要性とその手法、環境汚

染に対する知識を学ぶリスクコミュニケーション研

修を実施しております。

課題といたしましては、現行の跡地利用推進法で

は、水濁法や土対法等で基準等が定められている化

学物質のみが対象となっており、ＰＦＯＳやＤＤＴ

などの化学物質については対象となっておりません。

そのため、ガイドラインでは、ＰＦＯＳやＤＤＴな

どについても対象物質とすること、当該物質による

汚染が確認された場合は、支障除去を行うと提案し

ております。

○照屋守之委員 今後の対応ですね、特にＰＦＯＳ

についてお願いできますか。

○横田恵次郎環境政策課基地環境特別対策室長 今

後の対応といたしまして、嘉手納飛行場以南の返還

予定の基地が返還された際に、返還跡地における環

境浄化等が適切かつ円滑に行えるよう、引き続き環

境情報の収集等を行ってまいります。また、跡地利

用推進法の対象となっていないＰＦＯＳ等について

調査を実施し、環境汚染が確認された場合は、支障

除去を行うよう求めているところです。

○照屋守之委員 環境部の皆さんにお願いしたいん

ですけどね、このＰＦＯＳですね、県庁内部、土建

部、企業局の共通の基準、数値基準ですね、これ必

要じゃないですか。どう思いますか。

○横田恵次郎環境政策課基地環境特別対策室長 Ｐ

ＦＯＳ等につきましては、環境省が令和２年５月に、

河川や海域等における暫定指針値として、ＰＦＯＳ、

ＰＦＯＡの合計を50ナノグラムパーリッター以下と

定めておりますが、事業場などからの排水基準は定

められておりません。そのため、県内における共通

の基準をつくることは困難と考えております。

○照屋守之委員 下水道も基準がないんですよね。

ですから、米軍基地から流れてきたものが流れてい

くと。基準がないので、米軍は自分たちの数値は低

いと、日本の下水道の基準はないじゃないかと、そ

う言ってますよ。だから、基準がなければ我々はど

うやって米軍に対して申入れするんですか。基準を

つくってください。

○松田了環境部長 現在の日本の法体系では、環境

基準、あるいは水道水の基準、それから、公共用水

域に排水するときの排出基準は全て法律で定められ

ております。現在、説明にございましたとおり、排

水基準等は国が定めていないことから、具体的な基

準をもって判断することができないというふうな状

況にございます。今後、関係部局と連携して、国に

基準の制定を求めることについて検討してまいりた

いと考えております。

○照屋守之委員 それと、県と米軍と、そういう共

通の数値基準をつくるべきじゃないですか。

○松田了環境部長 この点についても、日本の法律

では、国のほうで法律に基づいて基準を作成すると、

設定するという取組になっておりますので、県と米

軍で共通の基準をつくるということは現在、考えて

ございません。

○照屋守之委員 じゃあ何をもって今後、ＰＦＯＳ

の調査とかやるんですか。どういう形でやるんです

か。

○松田了環境部長 基本的には、公共用水域の暫定

指針値等がございますので、それが遵守できるよう

に、必要な調査を行ってまいりたいと思っておりま

す。

○照屋守之委員 米軍基地関係特別委員会で決議を

して、米軍に抗議に意見書を携えて行ったらですね、

抗議を受け付けないんですよ、ＰＦＯＳの件は。要

するに、意見交換させてくれって言ったらですね、

自分たちが出したのは、はるかに基準より下の位置

だと。沖縄は、下水道はそういう基準がないじゃな

いかということを、面と向かって言われてしまって

ですね。これ、だから抗議じゃないよと、彼らは自

分たちの正当性を言うわけですよ。我々は基準がな

いから、いや、いやこれはという形で意見交換させ

てもらいましたけど。そういうアンバランスなこと

が起きてるんですよ。これ整理してもらえませんか。

以上です。

○松田了環境部長 関係部局と連携しまして、基準

の設定について国に求めていくかどうか検討をして

まいりたいと考えております。

○瑞慶覧功委員長 以上で環境部関係決算事項に対

する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

午後４時22分休憩

午後４時56分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

次に、決算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず、各委員から提起のありました要調査事項に

ついて、各要調査事項ごとに、これを提起しようと

する委員から、改めてその理由を説明した後、当該

要調査事項を報告することに反対の意見がありまし

たら、各委員から御発言をお願いいたします。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付
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してあります要調査事項の順番でお願いいたします。

まず、座波委員の項目１、業者に対して行った自

然公園法に基づく措置命令について、その適用が適

正でないと考えられる。その措置命令の県の考え方

についての提起理由について、座波委員、よろしく

お願いします。

○座波一委員 今、まさにこの問題は、公害等調整

委員会で申請されています。裁定を申請されていま

す。

もう既にこの業者は、昨年の11月にこの件を、掘

削の採石の申請を出して受理されているわけですの

で、これまでの事例からいっても、この措置命令が

いかにこれまでとは違う方向性で措置されたという

ことで、その根拠も、自然公園法が該当される―こ

れは自然公園法が国定公園まで及ぶというのは本当

はちょっと、全国的にも少し珍しいというか、あり

得ないケースだと聞いていますので、そこを最終的

に指示をしたのが、やっぱり県の三役だということ

ですので、やはりこれは部長、環境部あたりの答弁

では、明確な答弁がちょっと見られなかったので、

そこを、三役に確認したいので知事を呼んで、要調

査というふうにしたいということです。

○瑞慶覧功委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 今、座波委員からありましたけ

れども、今、本当に、公害等調整委員会で審議をし

ている最中ということなので、その中で、県として

は、県の主張を述べているので、これは改めて知事

を呼んで質疑するものではないのかなと私は考えて

おります。

また、この県の措置命令に関しても、この４つの

項目というのは、あくまで、採掘をするなという禁

止のものではなくて、採掘をする際に、こういった

ことを気をつけてくださいというものですので、こ

れ自体が、採掘ができなくなっている、禁止をして

るわけではないので、私はこれは総括質疑になじま

ないと思います。

あともう一点、追加すると、本会議での一般質問

等で、このことについてしっかり当局も答えてます

ので、私はなじまないというふうに考えています。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の御意見ありません

か。

崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 この提起は、決算の審査にそぐわ

ないから反対します。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の御意見はありませ

んか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 意見なしと認めます。

次に、照屋守之委員からの項目１について、辺野

古埋立事業を今後進めていくのか、それとも止める

のか、そのことによってこの代替施設事業がどのよ

うになっていくのかについて。

ただいまの項目について、照屋委員から提起理由

について説明をお願いします。

○照屋守之委員 執行部の説明によると、令和２年

度、この埋立事業が約500億余り、工事高が進んで、

トータルでは7200億のうちの2500億円、約三十数％

ですかね、行政手続で進められているという説明が

ありました。ですから、玉城県政になって、止める

と言いながら、今、止まってなくて、逆に、工事は

進んでるわけですよね。ですから、改めて知事に、

この辺野古埋立事業を今後進めていくのか、それと

も止めるのか。それによってこの代替施設事業がど

うなっていくのかですね、やっぱりこれはもう知事

にしか確認はできませんから。そういうことです。

○瑞慶覧功委員長 ただいまの項目について反対の

御意見はありませんか。

島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 照屋委員からの要調査事項の要請

なんですけれども、この辺野古新基地建設の事業と

いうのは、そもそも、事業主体は沖縄防衛局、国が

事業主体であって、それでも工事は進んでいるとい

うのは結局、県として、知事もこの間、やっぱりき

ちんと工事を止めて、対話をしてほしいということ

を再三求めて、それを聞かないのが国の姿勢という

ことで、もう本会議等でもずっと答弁をしてると思

います。そういったところから、総括質疑にはもう

なじまないというふうに思うので、この要調査事項

は反対をいたします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の意見はありません

か。

崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 この案件も決算審査になじまない

ので反対します。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の意見はありません

んか。

次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 私も、これまで本会議、委員会

のほうで知事、そして部長のほうからも答弁があっ

たので、やっぱりこれは要調査事項に基づく、この

総括質疑には質疑は必要ないかなというふうに思い
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ます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の御意見ありません

か。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項に係る提起理由の説明と反対

意見の表明を終結いたします。

次に項目２、首里城火災に係る再発防止検討委員

会の報告を受けてどのように対応するのか、また、

イベント舞台の管理や首里城火災の責任の所在につ

いての提起理由について、照屋委員、説明よろしく

お願いします。

○照屋守之委員 昨年実施されました首里城火災に

係る再発防止検討委員会。相当時間をかけて検討し

て１年間、令和２年度やりました。その報告を受け

て、どのように県が対応するかということですけれ

ども、この中には出火元、出火時間、出火場所、火

災の原因であるかもしれないという、そういう、否

定できないということで、この場所も含めてほぼ特

定をされております。ただ、可能性は否定できない

という、そういうような表現ですけれども。同時に

また、イベント舞台が、消火に非常に大きな影響を

与えたと、そういうふうな報告も、記述もあります。

ですから、そのようなことを考えていきますと、やっ

ぱり県は、この対策、再発防止検討委員会の報告を

受けて、本来、私は、首里城火災対策本部というの

が設置されておりますから、そこで一度やっぱり総

括をして、どうするのかというふうなことをやっぱ

りする必要があるんだろうと思っております。

それと同時に、そこの責任の所在も含めてですね、

やっぱりこれは改めて県が対応すべきだろうなとい

うことです。ですから、そのことを知事に確認をし

たいということです。

○瑞慶覧功委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 この案件も本会議、一般質問、代

表質問の中でも、県の考えが示されていますので、

決算の段階で私は要らないと思います。反対します。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の御意見はありませ

んか。

玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 私も反対なんですけれども、こ

の件に関して、第三者の検討委員会が報告を出した。

それに対して首里城復興の対策推進会議でこの内容

を検証するべきだというふうに、委員はお話しされ

ていますけれども、これはそういったものではない

ですし、なので、総括質疑になじみません。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の御意見はありませ

んか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 意見なしと認めます。

次に項目３、金武町の自己水源と企業局の水をブ

レンドして町民に提供しているが、自己水源の中の

ＰＦＯＳの値が基準値を超えている。このことにつ

いて、企業局は何ら対応していないことについて、

提起理由について、照屋委員、よろしくお願いしま

す。

○照屋守之委員 これも昨年、令和２年度の12月で

すか、金武町の自己水源で基準値以上のＰＦＯＳが

検出されたという。それは、せんだって金武町長が

おわびをしていたという新聞報道もありましたけれ

ども、本来はその時点で県にも報告、企業局にも報

告が来ておりますから。企業局の水と金武町の水を

ブレンドして地域住民に提供しているというふうな

ことからすると、やっぱり私は、その時点で企業局

は水の検査なり、安全性を県民にしっかり示すよう

な対応をすべきだったというふうに思っております

けれども。そのことについて、県からそういうふう

な報告もありませんし、対応もやってなかったとい

う。そういうようなことで、やっぱりこれは、ＰＦ

ＯＳは今、非常に県民の間では、大丈夫か大丈夫か、

米軍基地もさることながら、企業局の石川浄水場と

か、あるいは北谷浄水場の値も違ってるんですよ。

ですから、もちろん基準値以下でありますけれども、

そういうことも含めて、やっぱり県民にしっかり対

応する必要があるんだろうなという思いがあって、

知事の出席を求めております。

○瑞慶覧功委員長 ただいまの項目について反対の

御意見はありませんか。

新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 この問題に関して、今後の対策を

含めて、水道法に基づき、水道事業者の責務として、

金武町において行うべき事項であり、沖縄県企業局

のほうは給水の提供、そして、技術的支援等を行っ

ている観点からしても、沖縄県の所管でないことか

ら、この総括質疑には反対であります。

さらに、この問題に関しては令和２年度の決算審

査での事業であって、直接、関わっているものでは

ないと思っていますので、総括質疑には適さないも

のだと考えて、反対であります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の御意見はありませ

んか。

崎山嗣幸委員。
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○崎山嗣幸委員 県の考え方はしっかり述べていた

ので、総括質疑に持っていく必要はないと思います。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の御意見はありませ

んか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 意見なしと認めます。

次に項目４、自然公園法に基づく措置命令につい

て、業者は様々な法律に基づき適正に開発行為を申

請しているが、その行為に対して県は違法性はない

としている。同措置命令の法律的な観点からの県の

考え方について知事に伺う。

提起理由について、照屋委員、お願いします。

○照屋守之委員 これは、座波委員も求めておりま

すけれども、私は県は、自然公園法に基づく措置命

令ということですけれども、この業者というのは、

そういう開発行為とか鉱業法とか、いろんな開発申

請するための許可をもらうための、法律で申請する

わけですよね。この業者が、そういう申請すること

について、県は、違法性はないとしてるわけですよ。

そうすると、措置命令の法律的な観点が非常に疑問

になるわけですよね。申請について違法行為はない

と認めながら、自然公園法に基づく措置をしてやる。

ですから、これはもう法的な対立になりますから。

私はもう知事にお伺いして、これ今、総務省のそう

いう委員会で審査しておりますけれども、逆に取り

下げたほうがいいんじゃないかなという、そういう

申出をしようと思ってますけどね、知事に。そうい

う思いもあって、これはぜひ総括質疑をやりたいで

すね。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 ただいまの項目について反対の

御意見はありませんか。

島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 今、照屋委員からの要調査事項の

件なんですけれども、この県の措置命令に関して、

先ほど部長も述べてましたけれども、採掘を決して

禁じているわけじゃないと。改めて措置命令に書い

てあることを言うと、１つは、遺骨の有無について

関係機関と連携して確認し、遺骨の収集に支障が生

じないようにすること。そして、２つ目としては、

採掘の周辺の風景に影響を与えないこと。３つ目は、

掘った後は原状回復をすること。そして、４つ目は

採掘開始前に県に報告し、しっかりと協議をするこ

とということで、決してこの採掘をやっちゃいけな

いってことは書いていないわけですよね。

だから、そこはこれまで部長も答弁してますし、

この措置命令に関しては、知事も議会とか、また、

公の場でも説明してるわけですから、これを総括質

疑でやることは僕はなじまないと思います。また改

めて言いますけれども、今この公害等調整委員会で

審査をしているということで、この業者の方の主張

と県の主張が今、委員会で審査されているというこ

となので、総括質疑でやる必要はないということで、

私はこの要調査事項は反対いたします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の御意見はありませ

んか。

玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 令和２年度の決算審査にそもそ

もなじまないので反対です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の御意見ありません

か。

崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 県も説明をしてましたので、総括

質疑に持っていく必要はないと思います。反対です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の御意見はありませ

んか。

次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 業者のほうも、この自然公園法

に基づいて申請をして、県も県の正当性を主張とい

うことで、公園法に基づいて主張するということで、

それは公害等調査委員会、そちらのほうで審査され

るということですので、県の主張、知事の主張とい

うことも、やっぱり議会、また、委員会のほうでも

しっかり答弁なされていると思いますので、私は総

括質疑は必要ないというふうに思います。

○瑞慶覧功委員長 ほかに反対の御意見はありませ

んか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 意見なしと認めます。

以上で、要調査事項に係る提起理由の説明と反対

意見の表明を終結いたします。

次に、要調査事項に係る決算特別委員会における

調査の必要性及び整理等について、休憩中に御協議

をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、要調査事項の必要性及び整理等

について協議した結果、座波一委員と照屋

守之委員の自然公園法に基づく措置命令に

ついての項目を１つにまとめ、辺野古埋立

事業を今後進めていくのか等について外

３件を報告することで意見の一致を見た。

また、要調査事項制度の在り方について必

要性も含め、議論したほうがよいとの意見

が出された。）
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○瑞慶覧功委員長 再開します。

要調査事項につきましては、休憩中に御協議いた

しましたとおり報告することといたします。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から特記事項について説

明を行った。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

次に、特記事項について御提案がありましたら、

挙手の上、御発言をお願いいたします。

呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 要調査事項でやろうと思ったんです

けど、言い忘れましたので、特記事項で、ぜひ来年

度予算に、この国立自然史博物館を前向きに取り組

んでいただきたいということを記載していただきた

いと思います。

○瑞慶覧功委員長 ただいまの提案について御意見

はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 意見なしと認めます。

ほかに特記事項について御提案ありませんか。

（「提案なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 提案なしと認めます。

以上で、特記事項の提案を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、特記事項の必要性及び整理等に

ついて協議した結果、国立自然史博物館誘

致推進事業についてを報告することで意見

の一致を見た。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

特記事項につきましては、休憩中に御協議いたし

ましたとおり報告することといたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の主な内容を

含む決算調査報告書の作成等につきましては、委員

長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、決算調査報告書は、10月18日 月曜日 午

前９時までにタブレットに格納することにより、決

算特別委員に配付されることになっています。

また、決算特別委員が、調査報告書に関して常任

委員長に対し質疑を行う場合には、同日18日 月曜

日の午後３時までに政務調査課に通告することに

なっております。

決算特別委員の皆様は、10月18日 月曜日に各常

任委員会の調査報告書を御確認いただき、各常任委

員長への質疑を行う場合は、同日の午後３時までに

政務調査課へ通告書を提出するよう、御対応をお願

いいたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 瑞慶覧 功



令 和 ３ 年 1 0 月 1 9 日

令 和 ３ 年 第 ８ 回

決算特別委員会記録沖縄県議会 (定例会 )

閉 会 中 継 続 審 査

（ 第 ２ 号 ）
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令 和 ３ 年 第 ８ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和３年10月19日 (火曜日)

開 会 午前10時２分

散 会 午前11時46分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 要調査事項及び特記事項の取扱いについて

２ 総括質疑の取扱いについて

出席委員

委員長 大 城 憲 幸君

副委員長 比 嘉 京 子さん

委 員 島 尻 忠 明君 下 地 康 教君

石 原 朝 子さん 大 浜 一 郎君

呉 屋 宏君 照 屋 守 之君

仲 田 弘 毅君 玉 城 健一郎君

上 里 善 清君 瀬 長 美佐雄君

比 嘉 瑞 己君 喜友名 智 子さん

仲宗根 悟君 新 垣 光 栄君

金 城 勉君

3ii4

○大城憲幸委員長 ただいまから、決算特別委員会

を開会いたします。

要調査事項及び特記事項の取扱いについて並びに

総括質疑の取扱いについてを一括して議題といたし

ます。

ちなみに、常任委員長への質疑の通告はありませ

んでした。

各常任委員長からの決算調査報告書につきまして

は、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき、

昨日、タブレットへ掲載しております。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局より要調査事項及び特記

事項について説明。その後、これらの取扱

いについて理事会を開催することを協議し

た結果、開催することで意見の一致を見た。）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

要調査事項に関し、知事等の出席を求め総括質疑

を行うか否か、総括質疑を行うことが決定された場

合、その実施方法について及び特記事項の取扱いに

ついては、休憩中に御協議いたしましたとおり、理

事会を開催し協議することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

理事会による協議のため、暫時休憩いたします。

（休憩中に、理事会開催）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

理事会の協議の結果を御報告いたします。

まず、要調査事項に関し知事等の出席を求め総括

質疑を行うことについては、慎重に協議した結果、

理事会として意見の一致を見ませんでした。

休憩いたします。

（休憩中に、動議の有無について確認）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 ただいまの理事会の決定では、不

一致ということでございますけれども、委員会から

これだけの要調査事項が出ている関係から知事の出

席を求め、要調査事項について審理をしたいという

ふうに思っていますので、動議を提出いたします。

○大城憲幸委員長 ただいま大浜委員から知事等の

出席を求め、総括質疑を行うことを求める動議が提

出されました。

よって、この際、本動議を議題といたします。

本動議に関し、意見・討論等はありませんか。

（「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 意見・討論等なしと認めます。

以上で、意見・討論等を終結いたします。

これより、知事等の出席を求め、総括質疑を行う

ことを求める動議に対する採決を行います。

本動議は挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○大城憲幸委員長 可否同数であります。

よって、委員会条例第14条の規定により、委員長

において、その可否を裁決いたします。

本動議に関し、委員長は可決と裁決いたします。

休憩いたします。

決算特別委員会記録（第２号）
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（休憩中に、総括質疑の実施方法について理

事会を開催することを協議した結果、開催

することで意見の一致を見た。）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

総括質疑の実施方法については、休憩中に御協議

いたしましたとおり、理事会を開催し協議すること

に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

理事会による協議のため、暫時休憩いたします。

午前10時13分休憩

午前10時16分再開

○大城憲幸委員長 再開いたします。

理事会の協議の結果を御報告いたします。

総括質疑の実施方法については、慎重に協議した

結果、次のとおりとなりました。

１、質疑事項は、要調査事項の全てとする。当該

質疑事項に対し出席を求める者は知事とする。２、

質疑方法は、まず委員長から７項目について代表質

疑を行う。次に、各委員から質疑を行う。３、質疑

の時間は、答弁を含めず、議員１人当たり５分とす

る。４、質疑時間の譲渡は、できることとする。５、

質疑の順番は、最初に委員長、次に多数会派からと

する。６、重複する質疑を避ける。７、質問通告の

締切日時は、本日の午後３時とする。

以上、御報告いたします。

お諮りいたします。

総括質疑の実施方法については、理事会から報告

のあった協議結果のとおり決することに御異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

次に、特記事項の取扱いに関し、議案の採決後に

附帯決議案として採決に付すかどうかについては、

慎重に協議した結果、理事会として議案の採決後に

附帯決議案として採決に付すことで意見の一致を見

ました。

特記事項の取扱いについては、議案の採決後に附

帯決議案を採決に付すとすることに御異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、明 10月20日 水曜日 午前10時から委

員会を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ３ 年 1 0 月 2 0 日

令 和 ３ 年 第 ８ 回

決算特別委員会記録沖縄県議会 (定例会 )

閉 会 中 継 続 審 査

（ 第 ３ 号 ）



－395－

令 和 ３ 年 第 ８ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和３年10月20日 (水曜日)

開 会 午前10時３分

散 会 午後０時27分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県水道事業会計

第８回議会 未処分利益剰余金の処分につい

乙第22号議案 て

２ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県一般会計決算

第８回議会 の認定について

認定第１号

３ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県農業改良資金

第８回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

４ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県小規模企業者

第８回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について

５ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中小企業振興

第８回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て

６ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県下地島空港特

第８回議会 別会計決算の認定について

認定第５号

７ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県母子父子寡婦

第８回議会 福祉資金特別会計決算の認定に

認定第６号 ついて

８ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県所有者不明土

第８回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第７号 いて

９ 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県沿岸漁業改善

第８回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第８号 て

10 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中央卸売市場

第８回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

11 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県林業・木材産

第８回議会 業改善資金特別会計決算の認定

認定第10号 について

12 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中城湾港（新

第８回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第11号 別会計決算の認定について

13 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県宜野湾港整備

第８回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第12号 て

14 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県国際物流拠点

第８回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第13号 決算の認定について

15 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県産業振興基金

第８回議会 特別会計決算の認定について

認定第14号

16 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中城湾港（新

第８回議会 港地区）整備事業特別会計決算

認定第15号 の認定について

17 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中城湾港マリ

第８回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

認定第16号 について

18 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県駐車場事業特

第８回議会 別会計決算の認定について

認定第17号

19 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県中城湾港（泡

第８回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

認定第18号 別会計決算の認定について

20 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県公債管理特別

第８回議会 会計決算の認定について

認定第19号

21 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県国民健康保険

第８回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第20号 て

22 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県病院事業会計

第８回議会 決算の認定について

認定第21号

23 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県水道事業会計

第８回議会 決算の認定について

認定第22号

24 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県工業用水道事

第８回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

25 令 和 ３ 年 令和２年度沖縄県流域下水道事

第８回議会 業会計決算の認定について

認定第24号

決算特別委員会記録（第３号）
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出席委員

委員長 大 城 憲 幸君

副委員長 比 嘉 京 子さん

委 員 島 尻 忠 明君 下 地 康 教君

石 原 朝 子さん 大 浜 一 郎君

呉 屋 宏君 照 屋 守 之君

仲 田 弘 毅君 玉 城 健一郎君

上 里 善 清君 瀬 長 美佐雄君

比 嘉 瑞 己君 喜友名 智 子さん

仲宗根 悟君 新 垣 光 栄君

金 城 勉君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 玉 城 デニー君

副 知 事 謝 花 喜一郎君

知 事 公 室 長 金 城 賢君

環 境 部 長 松 田 了君

文化観光スポーツ部長 宮 城 嗣 吉君

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 推 進 課 長 白 井 勝 也君

土 木 建 築 部 長 島 袋 善 明君

企 業 局 長 棚 原 憲 実君

3ii4

○大城憲幸委員長 ただいまから、決算特別委員会

を開催いたします。

令和３年第８回議会乙第22号議案の議決議案１件

及び令和３年第８回議会認定第１号から同認定第

24号までの決算24件を一括して議題といたします。

本日の説明員として、知事の出席を求めておりま

す。

これより、総括質疑を行います。

なお、総括質疑につきましては、昨日の決算特別

委員会において決定したとおり６項目です。

１、質疑事項はお手元に配付の要調査事項のとお

りとする。２、質疑はまず委員長が代表して行い、

答弁を聴取した後、通告のある委員から質疑を行う

ものとする。３、各委員の知事等に対する質疑は、

答弁を含めないで１人５分とする。４、質疑の時間

は譲渡できるものとする。５、委員長が代表して行っ

た質疑の後の質疑の順番は、第１多数会派からとす

る。６、重複する質疑を避ける。となっております

ので、御了承願います。

それでは、最初に委員長質疑を行いますけれども、

その前に、久しぶりの総括質疑でありますから、本

当に玉城知事はじめ、副知事、今日の委員会への出

席、大変ありがとうございます。

今回の調査に当たって、土木環境委員会から意見

が付されております。

それは、市町村では、総括質疑等については、予

算・決算当然のように行いますけれども、県ではな

いというようなこの在り方について少し検討が必要

じゃないかというものがありますので、少しだけ所

見を述べさせてください。

御指摘のとおり、私もこの行政のリーダーが総括

質疑あるいは予算・決算のときにしっかりと考え方

を述べるというのはあるべきだと思いました。ただ、

この約６年、７年、この総括質疑は行われていない

わけですけれども、その間を見ると、やっぱり沖縄

県においては残念ながら与党・野党に分かれて、野

党さんのほうはできるだけ知事に出てきてほしい、

与党さんのほうはできるだけ守りたい、そういうよ

うな感じで今まであったような気がするわけです。

私もこの間見ていると、やはり議員の側も政治的

な思惑での議論とか、批判のための質疑とかという

部分は控えなければならないと思っております。

ただ一方で、やはりこの１年間の決算の審査です

ので、令和２年でいくと約9000億円余りの事業執行。

プラスの特別会計が約2500億円の執行。それに対し

て145万県民の代表として議会の側から疑義がある、

あるいは意見が言いたい、そういうようなものがあ

る。やはりそれは、それだけの事業、それだけ大き

な額ですから、やっぱり様々な県民の中にも意見、

不満、批判もあるのも当然でしょう。だからそこに

対してやはり県政のトップリーダーが堂々と出てき

て、自分の言葉で説明をするというのは、昨今、こ

の政治の説明責任が問われている中だからこそ、こ

の総括質疑の在り方も議論してもいいのかなという

ふうに思っております。

県民の代表としての県議会、そして行政のトップ

としての知事、その切磋琢磨し合いながら、この令

和３年の事業執行をよりよいものにしていく、令和

４年の予算に反省すべきところを反省して、生かし

ていく、そういうような決算審査になればいいなと

思っておりますので、御協力をよろしくお願いいた

します。

本日はこの沖縄県政のトップリーダーとして、ぜ

ひとも自信と誇りを持って御自身の言葉で御答弁い

ただければありがたいなと思いますので、よろしく

お願いして、まず私からの質疑を行います。

よろしくお願いします。

１、まず、ワシントン駐在員活動事業についてで

あります。本事業については翁長知事が創設した思
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いを酌み取って、本来イメージしていたワシントン

事務所としての運営がなされているかどうか、その

評価について知事に確認したいとの指摘がありま

す。そのことについて、まず知事の見解を伺います。

○玉城デニー知事 沖縄県では辺野古新基地建設問

題をはじめとする米軍基地問題の解決については、

日本政府のみならず、一方の当事者である米国政府

に対しても、沖縄県自らが直接訴えることが重要と

考えていることから、平成27年度に知事訪米対応、

基地問題に関する情報収集、沖縄の状況などの情報

発信を主な役割とすることを目的として、ワシント

ン駐在を設置しており、設置当初から駐在の目的は

変わっておりません。

ワシントン駐在は平成27年４月の設置以降、６年

間で米国関係者への情報発信や情報収集などの活動

を段階的に拡大強化したことによって、米国連邦議

会や民間シンクタンク等における沖縄の基地問題の

課題に対する認識は徐々に深まっていると考えてお

り、ワシントン駐在を置く意義は大変大きいと考え

ております。

一方、沖縄の過重な基地負担の軽減や、辺野古新

基地計画の断念など米国の政策への反映については

いまだ道半ばの状況であり、これまでの成果を今後

に生かすためにも継続した取組が必要と考えており

ます。

○大城憲幸委員長 ２、万国津梁会議についてであ

ります。文化観光スポーツ部が担当部局となってい

ることや、今後の方向性等について納得のいく説明

が得られていない。知事の肝煎りのテーマを取り扱

うということであるから、今後の在り方等について

知事の見解を聞きたいとの指摘があります。そのこ

とについて知事の見解をお願いいたします。

○玉城デニー知事 私は県に万国津梁会議を設置

し、アジアをはじめ世界各国との経済交流、文化交

流、教育人事交流などを促進する―世界のウチナー

ンチュのネットワークを生かしその活力を取り入

れ、沖縄経済の自立的発展につなげていくと公約に

掲げました。

これを踏まえ万国津梁会議は、沖縄21世紀ビジョ

ンで掲げた県民が描く５つの将来像を実現し、新時

代沖縄を構築するため、様々な県の政策に対して、

より広範な方々からの意見をボトムアップ型で吸い

上げ、当該意見を県の行政上の政策決定の参考とす

ることを目的に設置をしております。

県の最重要課題、その時々の喫緊の課題や、沖縄

県振興審議会の附帯意見である、重要性を増した課

題及び新たに生じた課題の中から、これまで８つの

テーマに関する会議を立ち上げました。

このうち、昨日の海外ネットワークを含め５つの

テーマにおいて提言がなされております。

その一つ一つを丁寧に県の政策に反映させていく

ことが重要だと考えております。今後も継続する

テーマに加え、国内外で様々な事象・現象が発生す

る中、その時々において、有識者等から意見を聞く

必要があると私が判断した際には適宜新たなテーマ

で会議を立ち上げていく考えであります。

○大城憲幸委員長 次に、３番目マリンタウンＭＩ

ＣＥエリア形成事業についてであります。本事業に

ついては、今年の３月までに方向性を見出すとのこ

とであったが、果たされていない。改めて計画の方

向性がどれくらいの期間で示せるのか、その時期に

ついて明確な答弁がない。本事業の用地購入費に係

る約7900万円の利息は、県民の税金から支出されて

いること等も加味し、本事業に関する認識や方向性

等について知事の見解を聞きたいとの指摘がありま

す。そのことについて知事の見解を伺います。

○玉城デニー知事 私の知事公約においては、高い

経済効果とビジネスの創造が期待される大型ＭＩＣ

Ｅ施設の整備を積極的に推進するとしております。

また新たな振興計画素案においては、周辺地域も

含め、大きな経済効果が見込まれるＭＩＣＥを戦略

的に進行するため、大型ＭＩＣＥ施設の整備を含む

マリンタウンＭＩＣＥエリアの形成を推進すること

としており、私の大型ＭＩＣＥ施設の整備に関する

考えは変わっておりません。

○大城憲幸委員長 ４番目、辺野古埋立事業につい

てです。現県政になって、辺野古埋立事業を止める

と言いながら逆に工事は進んでいる。この事業を今

後進めていくのか、それとも止めるのか、そのこと

によって代替施設事業がどのようになっていくの

か、担当部局では答弁ができないため改めて知事に

確認したいとの指摘があります。そのことについて

知事の見解を伺います。

○玉城デニー知事 沖縄県では沖縄防衛局から提出

された公有水面埋立変更承認申請書について、関係

機関からの意見等も踏まえ４次にわたり延べ39項

目、452件の質問等を行いました。それらについて、

現在ジュゴンへの影響や地盤の力学的調査等の必要

性など、環境保全及び災害防止に配慮した計画に

なっているのか、厳正に審査を行っているところで

あり、その審査結果の報告を受け、総合的に判断し

たいと考えております。
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以上です。

○大城憲幸委員長 続いて５番目、首里城火災につ

いてであります。令和２年度に相当時間をかけて実

施された、首里城火災に関わる再発防止検討委員会

の報告を受けて、県がどのように対応するのか、こ

の報告書では、出火元、出火時間、出火場所、出火

の原因はほぼ確定されている。また、イベント用舞

台装置が消火に非常に大きな影響を与えたという報

告もある。

そのようなことを考えていくと、首里城対策本部

が設置されているので、やはり県はそこで一度総括

する必要があるものと思われる。責任の所在も含め

て県は対応すべきであり、そのことについて知事に

確認したいとの指摘があります。そのことについて

知事の見解を伺います。

○玉城デニー知事 首里城火災に係る再発防止検討

委員会の報告における提言を踏まえ、沖縄県の取組

方針を首里城火災に係る再発防止策、基本的な方向

性として策定し、首里城復旧復興推進本部に説明を

しております。

今年度は具体的な取組を進めるため、有識者から

成る首里城公園管理体制構築検討委員会において検

討を行っており、今年度中に首里城公園管理体制構

築計画を策定することとしております。

また、報告では、火災の出火原因について不明と

した上で、首里城が持つ建築物特性と、その他多く

の要因や課題が重なって、火災の結果を生じさせた

ものであり、個々の課題等が首里城火災の結果にど

の程度の影響を与えたのかの判断は困難であるとし

ております。

さらにイベント用舞台について、報告では放水の

支障となるなど、消防活動障害の一つとなったが、

イベント用の舞台装置が火災の延焼拡大にどの程度

影響したのかは評価が困難であるとなっておりま

す。

また、火災の責任の所在については、出火原因は

不明となっておりますが、県は施設の管理者として、

美ら島財団は、指定管理者としての責任があるもの

と考えております。

以上です。

○大城憲幸委員長 続いて６番目、金武町のＰＦＯ

Ｓ問題についてです。令和２年12月に金武町の自己

水源で基準値以上のＰＦＯＳが検出され、その時点

で企業局にも報告されている。企業局の水と金武町

の水をブレンドして地域住民に提供していることを

考慮すると、その時点で企業局は水の検査を行い、

県民に安全性を示す対応をすべきだったと思われ

る。その件について県から報告もなく、対応も行っ

ていなかった。

現在ＰＦＯＳについて県民の間で懸念が強いこと

から、もちろん基準値以下ではあるが、やはり県民

にしっかり対応する必要があるとの指摘がありま

す。そのことについて知事の見解を伺います。

○玉城デニー知事 水道法では、水道事業は原則と

して市町村が経営するものとなっており、水道事業

者である金武町は、水質検査の実施及びその結果等

を水道の需要者―町民に情報提供しなければならな

いとされております。

沖縄県としましては、金武町からの相談に対し、

技術的助言を行うとともに、企業局からのさらなる

給水の増量について、施設能力に応じて可能な限り

協力する旨、回答をしております。

○大城憲幸委員長 最後に７番目です。自然公園法

に基づく措置命令について。これまでの事例から見

ても違う方向性で措置されており、その根拠も自然

公園法が国定公園まで及ぶというのは全国的にも珍

しくあり得ないケースだと聞いている。最終的に指

示をしたのは県の三役ということであり、環境部で

は明確な答弁が見られないため、要調査事項とした。

また、業者は様々な法律に基づき開発行為の許可

を得るため申請を行っており、この申請について県

は違法性はないとしている。そうなると、措置命令

の法律的な観点が非常に疑問である。県は申請につ

いて違法行為ではないと認めながら、自然公園法に

基づく措置命令を行う。これは法的な対立になり、

今総務省の公害等調査委員会で審査中であるが、逆

に措置命令を取り下げたほうがよいと思われるとの

指摘があります。そのことについて知事の見解を伺

います。

○玉城デニー知事 沖縄戦跡国定公園は、第二次世

界大戦における日米両国の激戦地として知られてい

る本島南部の戦跡を保護することにより、戦争の悲

惨さ、平和の尊さを認識し、戦没者の霊を慰めると

ともに、延長11kmに及ぶ海食崖景観の保護を目的に

設けられた公園で、戦跡としての性格を有する国定

公園としては我が国唯一のものであります。

今回の措置命令については、視認性の高い斜面を

改変すること。周辺に多数の慰霊碑が集中して存在

すること。また、戦没者のものである蓋然性が高い

御遺骨が確認されていることから、戦跡公園として

の風景を保護する必要があると認められ、自然公園

法に基づき措置命令を行ったものであります。
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○大城憲幸委員長 委員長からの質疑は以上です。

休憩します。

（休憩中に、質疑時間の譲渡について確認し

た。）

○大城憲幸委員長 再開します。

質疑の譲渡がありましたので、報告いたします。

石原委員から質疑時間の全てを大浜委員に、呉屋

委員から質疑時間の全てを下地委員に、仲田委員及

び金城委員から質疑時間の全てを照屋委員に譲渡し

たいとの申し出がありましたので、御報告いたしま

す。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますの

で、御承知おき願います。

それでは、質疑を行います。

島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 おはようございます。

まず、要調査事項の中にあります翁長前知事が創

設したワシントン事務所についての評価の中で、先

ほど委員長からも総括質疑の質疑がありましたが、

知事のほうからも、27年からのいろんな事業の説明

をいただきました。その事業も大事でありますけれ

ど、まず最初に、ワシントン事務所を創設した際の

翁長前知事の思いというのはどういう思いがあった

のか。創設に当たって。それを、玉城知事はどのよ

うに理解をしているのか、答弁をいただきたいと思

います。

○玉城デニー知事 ワシントン駐在については、翁

長前知事が平成27年２月議会において、「ワシント

ン駐在については、私の訪米対応、基地問題に関す

る情報収集、沖縄の状況などの情報発信を主な役割

としている。私の考えや沖縄の状況を正確に米側に

伝え、公約実現、そして沖縄の課題解決に向けて取

り組む」と答弁をしていらっしゃいます。

また、平成29年９月議会においても、「国土面積

の約0.6％である本県に約70％の米軍専用施設が置

かれ、日米安保体制を一番支えている沖縄県がその

中で、基地被害を多数受けている。これをどのよう

にして伝えて、基地の整理縮小につなげていくか。

ワシントンＤＣに私達の気持ちを伝えたくて駐在を

置いている」などと、答弁をしております。

辺野古新基地建設問題をはじめとする米軍基地問

題の解決については、日本政府のみならず、一方の

当事者である米国政府に対しても、沖縄県自らが直

接訴えることが重要と考えており、引き続きワシン

トン駐在による働きかけを行っていきたいと考えて

おります。

○島尻忠明委員 ちょっと休憩します。

○大城憲幸委員長 休憩いたします。

（休憩中に、島尻委員から質疑について補足

説明があった。）

○大城憲幸委員長 再開します。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 先ほどお答えさせていただきま

したけれども、翁長前知事の思いを引き継ぐ―重な

るかもしれませんが、沖縄県が米国政府に対して直

接訴えるということがやはり重要であると考えてお

りますから、引き続き私もワシントン駐在による米

側への働きかけを行うことが重要であるというよう

に考えております。

○島尻忠明委員 それでその思いを理解した上で、

現在のワシントン事務所の活動、これからどのよう

に展開していくのか、またどのような評価をしてい

るのか、答弁いただきたいと思います。

○玉城デニー知事 ワシントン駐在は平成27年４月

の設置以降、６年間で米国関係者への情報発信や情

報収集などの活動を段階的に拡大・強化したことに

よって、米国連邦議会や民間シンクタンク等におけ

る沖縄の基地問題の課題に対する認識は徐々に深

まってきていると考えており、ワシントン駐在を置

く意義は大変大きいと考えております。

繰り返しになりますが、戦後76年復帰49年を経た

現在もなお、国土面積の約0.6％である本県に70.3％

の米軍専用施設が存在する状況は異常であり、到底

受忍できる状況にはございません。

ワシントン駐在のその目的についても、沖縄の過

重な基地負担の軽減や辺野古新基地計画の断念な

ど、沖縄の基地問題がやはりある程度の解決を見る

ということ、目的達成と判断できると考えられるま

で必要であるというように思いますが、現在これら

の問題についての米国政策への反映はいまだ道半ば

の状況であることから、これまでの成果を今後に生

かすためにもやはり継続した取組が必要であるとい

うように考えております。

○島尻忠明委員 このワシントン事務所の活動内容

については、与野党で評価が本会議場でもいろいろ

分かれております。

皆さんは、外国代理人登録法とかあるいはいろん

な方々と面談をしたその回数が１位であるとかおっ

しゃっておりますが、私からすると頑張っているの

ではないかとしか聞こえてこないのが現状でありま

す。
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しかしながら、この６年間、予算も人件費、いろ

んな諸費を含めると約６億近くの税金が投入されて

いるのも事実であります。そのような多くの税金を

投入している中で、そのような成果しか提示できな

いことに対しては、費用対効果の面でも問題がある

というふうに私は思っております。

これまで、一般質問や予算・決算委員会で指摘を

受けてきた経緯があるのも事実であります。

そこで、ワシントン事務所の創設当時の思いに立

ち戻って、ワシントン事務所の最終目的は何なのか

をお聞かせください。

○玉城デニー知事 ワシントン駐在の最終目的につ

いては、やはり沖縄における過重な基地負担の軽減、

それから辺野古新基地建設の断念、実際的な事件・

事故の削減など県民が抱える様々な不安に対して明

確に米国政府が応えていくということを目的とする

ものであり、また、それらのような沖縄の基地問題

がある程度解決を見た場合ですとか、あるいは目的

がある程度達成されたと判断される場合は、その最

終目的も到達したのではないかという判断もあるか

もしれません。

しかし、これらの問題について米国政府への働き

かけ及びその米国の政策に対しての反映ができてい

るかどうかについては、やはりまだ道半ばだという

ように考えておりまして、これまでの成果をやはり

今後に生かすためにも、我々はこれからも継続した

取組が必要であるというように考えております。

○島尻忠明委員 すなわち、いろんな今御答弁あり

ましたけど、最終目的は辺野古の阻止ということで

理解してよろしいですか。それも入っているという

ことで。

○玉城デニー知事 ＳＡＣＯ最終報告や基地の再編

計画などを踏まえてそれらが実現されたとしても、

依然として、沖縄県内には69％の基地が存在すると

いうことが現実であります。

それらの過重な基地負担については、米国政府に

働きかけることによって沖縄の現状をしっかりと伝

え、実質的な米軍基地の偏重による事件・事故等を

軽減していく必要があるというように考えておりま

すので、それは普天間基地の辺野古移設に限った問

題ではなく、総じて沖縄県における米軍基地問題か

ら起因する事件・事故等をやはり減らしていくこと

等もその目的とするところであります。

○島尻忠明委員 それでは、今知事が申し上げまし

たように、この辺野古阻止が最終目的ではなくて、

いろんな諸問題についても継続して、取り組んでい

くということで、このワシントン事務所は継続で、

辺野古が決着を見るのかどうなのか分かりません

が、それも踏まえて継続して、維持していくという

ことで理解していいですか。

○玉城デニー知事 はい、先の展望を現段階におい

て明確に述べるのは非常に難しいことではあります

が、私としては、やはり基地問題の解決に向けた取

組の道半ばにあっては、今後も必要であるというよ

うに認識をしております。

○島尻忠明委員 ただ、今辺野古に関しても、実際

工事も進んでおるわけでありまして、なかなか結果

が出せない状況があるというふうに私は見ておりま

す。

そして、知事からありましたいろんな諸問題も取

り組んでいくというお話がありますが、そんなのん

きなこと言ってまだ結果も出てないものですから、

今のままでいいのか、またその中において、この駐

在員のモチベーションも今いろんなことを包含して

いるってことですので、やはりしっかり一つの目標

からしっかりと解決していかなければ、その駐在員

のモチベーションもなかなか上がらないと思うんで

すけど、まず今はどのようなことを頭に入れて、そ

こをどう解決していくってことで考えているのか、

答弁いただきたいと思います。

○謝花喜一郎副知事 駐在員のモチベーションのお

話でしたけれども、やはりワシントン駐在ができた

頃はいろいろやはり手探りの状況でした。全国の自

治体で初めてワシントン駐在を置いたということで

いろいろ課題があったと思いますが、今多分この件

につきましては公室長からもるる御説明があったと

思いますが、連邦議会調査局―ＣＲＳの報告書に沖

縄の基地問題に関する正確な情報が次々と記載され

るようになってございます。

それから、このまた先ほど委員からございました

辺野古新基地建設につきましても、ＧＡＯの報告―

これは米国の会計検査院ですけれども、この報告書

において滑走路は緊急発進すること―固定翼機に

とっては短過ぎるですとか、任務に必要な要件を満

たさない課題が未解決であると指摘されて、普天間

代替施設の機能上の欠陥などの課題が記載されると

いうことで辺野古新基地計画の再検証につながるこ

とが期待されるということを考えております。

いろんな面で成果は徐々にでありますけれども、

現れてきておりまして、こういった一つ一つの成果

を県庁職員として現場で駐在として働いていらっ

しゃる方々のある意味成果だと私どもは捉えており
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ますので、モチベーションはしっかり保たれている

ものと考えております。

○島尻忠明委員 休憩をお願いします。

○大城憲幸委員長 休憩します。

（休憩中に、島尻委員より質疑内容について

の補足説明があった。）

○大城憲幸委員長 再開します。

謝花喜一郎副知事。

○謝花喜一郎副知事 先ほど連邦議会調査局の話を

させていただきましたけれども、この中で例えば在

日米軍専用施設面積、これまで25％と記載されてい

たものが70％に修正される。それから県民投票の話

もありまして72％が反対と記載されたということ

で、こういった報告書にこの沖縄の過重な基地負担

の状況ですとか、沖縄県民の思いが記載されるとい

うことが在沖米軍基地の整理・縮小が必要との機運

が高まるということが効果が期待されると思ってお

ります。

まずは沖縄県の状況というものをしっかり認識し

てもらうことが必要だと思ってます。

例えば、沖縄出身者の多くは広大な米軍の駐留に

対しいら立ちを感じており、波乱の歴史と日本本土

及び米国の複雑な関係を一部反映していると、そう

いった記述などもあるわけですね。こういったもの

を米国連邦議会調査局の報告書に出して、それを連

邦議会議員が認識していただくということは、これ

は一定の成果、沖縄県が―県民が訴えている過重な

基地負担、これこのことについてしっかり米側が認

識しているということは一定の成果だというふうに

考えておりますし、そのことによって基地のさらな

る整理縮小を米側も真摯に取り組んでいただければ

と思っているところでございます。

○島尻忠明委員 知事、今答弁があって、やはり沖

縄の現状を伝えるのは当たり前しっかりとやってい

ただくのが了としてます。

ただ、６年間もたって、これだけ税金を投入して、

まだその段階なのかなというふうに思いがありま

す。

これ間違いなく、今度ワシントン事務所は翁長前

知事が政策ということで、選挙公約でもあって、辺

野古基地阻止ということが、私は思いがあってその

思いがこのワシントン事務所だというふうに思って

おります。

その中でこれだけのことをしてて、それももう今

言葉も曖昧にして、全般的に取り組んでいくとか、

まさしく27年からやってきたこの思いは大変この事

業としては失敗だというふうに私は思っておりま

す。

やはりしっかりとした原点に立ち戻って、辺野古

はもう進んでるわけですから、そこを私は頭に置い

て、翁長前知事は、この思いを込めてほしいと事務

所やったと思います。

それがこの間、できてないってのは私は大変厳し

い状況だということを指摘して終わります。

以上です。

○大城憲幸委員長 続きまして、大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いいたします。

万国津梁会議についてお伺いいたします。

最初に、知事はなぜ万国津梁という言葉を用いた

会議を設置したのか。で、知事が理解する万国津梁

というものは一体どういうものなのか、まず、お聞

かせください。

○玉城デニー知事 沖縄は歴史的、地理的な状況か

ら、その船を用いた交易を中国、あるいは東南アジ

アの国々とこの間取り組んできたというそういう経

緯があります。つまり舟楫をもって万国の津梁とな

すというその言葉は、沖縄県民にとって、雄飛の精

神を表している言葉であるというように思います。

ですから、そのようにアジアのダイナミズムを取り

込んでいくという沖縄21世紀ビジョンのその方向性

と合う形で、万国津梁という言葉はまさにウチナー

ンチュの海外に向けてつながっていこうとする言葉

を象徴する意味を有しているだろうということか

ら、幅広い分野についての意見聴取を行い、政策に

反映させたいという思いから、万国津梁会議と命名

させていただいたというようになっております。

○大浜一郎委員 現在に至るまであの万国津梁会議

は、知事の意図したとおり、知事が意図したとおり

に政策に反映され、重要な位置づけになっておられ

ると思っておりますか。

これは公約達成率に大いに役立っていると思われ

ておりますか。

1.7％の公約達成率ということになっております

が、この位置づけがどういう意味合いを持っている

のか。その辺をお聞かせください。

○玉城デニー知事 令和元年度から現在まで、８つ

のテーマに関する会議を立ち上げ、これまで合計

５つのテーマの提言がなされております。

児童虐待に関する提言は、子どもの権利尊重条例

の制定や児童虐待の早期発見のための環境整備など

の取組に反映しています。

それから米軍基地問題に関する提言は、米軍や近
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年の国際情勢に関する新たな知見であり、県の主張

を補強する重要な政策提案と受け止めております。

去る５月、本土復帰50年に向けた在沖米軍基地の整

理縮小についての要請において、その提言を根拠の

一つとして活用し、辺野古新基地建設の断念や、さ

らなる基地の整理縮小など沖縄の過重な基地負担の

軽減を図るよう日米両政府に求めたところでありま

す。

また、新たな振興計画素案においても、県内外の

民間有識者等による知的対応の場の設置等を新たに

盛り込むなどの反映をさせていただいております。

それから、ＳＤＧｓに関する提言は、令和３年９月

に沖縄県のＳＤＧｓ実施指針の策定、沖縄ＳＤＧｓ

アクションプランの検討作業などに生かしておりま

す。

それから多様な人材育成に関する提言は、非認知

能力の育成などの内容を新たな振興計画素案に盛り

込んでおります。

さらに海外ネットワークに関する提言―これは昨

日その提言をいただきましたけれども、映像コンテ

ンツを活用したウチナーンチュ意識の見える化、活

躍する海外系の県系人と県内企業のマッチングなど

で示され、今後の施策に盛り込んでまいりたいとい

うように考えております。

○大浜一郎委員 ありがとうございます。

私は成果について聞いているんです。

公約の達成率1.7％、これにどう反映されている

のかと、そのために重要な位置づけだったんではな

いんですかという話を聞いているんですが。

取組着手ではないんです、成果なんです。お答え

ください。

○玉城デニー知事 今、その公約の達成率について

の話をしていらっしゃるわけですが、この万国津梁

会議における提言を受けて一つ一つその公約実現に

向けて施策に反映していくということは、まさに取

組が進行していると、推進しているというように認

識をしておりますので、その目的を達成するという

ことについては、鋭意取り組んでいるものというよ

うに認識をしております。

○大浜一郎委員 これあの肝煎り政策として知事が

ね、万国津梁という冠を用いてやった事業なんです

よ。ですので取組は当然することですけど、もう来

年は知事選挙があります。知事公約にどういうふう

に反映された、どういう成果があったかということ

を私は聞いているんです。

○玉城デニー知事 端的にお話をさせていただきま

すと、例えば子供の虐待問題に関しては、児童虐待

に関する万国津梁会議分野会議からの提言を受け

て、子どもの権利尊重条例を制定をさせていただき

ました。条例を制定することが目的ではなく、条例

制定は一つの過程であります。その目的は、児童虐

待をなくしていくということですので、その目的に

向かっては、まず条例を制定して具体的に政策に反

映させて取り組んでいくこと、その理念と実行が重

要ではないかというように考える次第です。

○大浜一郎委員 それでは令和２年、令和３年と設

定された会議のテーマについてですけれども、これ

は妥当だったというふうに思いますか。

○玉城デニー知事 万国津梁会議のテーマについて

は、沖縄における固有の課題、あるいは振興審議会

から提案された新たな取り組むべき課題などを参考

にさせていただいておりますので、その意義は十分

込められているものというように認識しておりま

す。

○大浜一郎委員 令和３年の設定テーマ、何でした

か教えてください。

○玉城デニー知事 令和３年度のテーマ―例えばプ

ラスチック問題については、沖縄県が世界的な課題

となっている脱プラスチック社会を推進し、島嶼型

脱プラ社会のフロントランナーになることを目指す

ため選定をさせていただいてます。

また、琉球文化ルネッサンスについては、沖縄の

本土復帰50年の重要な節目を迎えるに当たり、新た

な文化や生活スタイルを生み出す琉球文化のルネッ

サンスにつなげていく絶好の機会とするため、選定

をしたという経緯がございます。

○大浜一郎委員 特に基地問題なんかの答弁書とか

万国津梁会議の提言見てみると、あるシンクタンク

と全く酷似してて、全く同じような内容になってい

るんですね。

その辺はどういうふうに政策に反映されたんです

か。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 米軍基地問題関

係の万国津梁会議の提言の部分の補足をいたしま

す。

米軍基地問題に関する万国津梁会議においては、

日本を取り巻く安全保障環境や、米国の戦略の変化

を踏まえた形で提言がまとめられたところです。

米軍や近年の国際情勢に関する新たな知見であ

り、県の主張を補強する重要な政策提案と受け止め

ております。

県としましては、辺野古新基地建設の断念や基地
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の整理縮小等の沖縄の米軍基地問題の解決に向け

て、同提言を根拠の１つとして活用し、沖縄の過重

な基地負担の軽減を図るよう政府に働きかけるな

ど、県の政策が取組に反映し、米軍基地の整理縮小

につなげていきたいと考えております。

令和３年５月に復帰50年に向けた在沖米軍基地の

整理縮小についての要請を日本政府及び米国政府に

対して行ったところであります。

また、令和３年６月に公表された新たな振興計画

素案においては、米軍基地から派生する諸問題に向

けた対応の中で、国民的議論の喚起のための取組と

して、国内外の民間有識者等による知的対話の場の

設定等を新たに記述するなど、万国津梁会議からの

提言を反映させているところであります。

○大浜一郎委員 私は、この内容があるシンクタン

クと全く一緒のようなものだったんですね。それを

用いてそれが全ての課題の解決になるかというふう

な非常に疑問があるんです。

それで質問変えていきますけれども、この知事の

肝煎りの万国津梁会議を文化観光スポーツ部が所管

しているということについて、知事はどういう所見

をお持ちですか。この点はちょっと答弁がなかった

もんですから。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 先ほど知事から

も御答弁のありましたとおり、万国津梁会議は知事

公約を踏まえて設置されておりまして、知事公約で

は、県に万国津梁会議を設置し、アジアをはじめ世

界各国との経済交流、文化交流、教育人事交流など

を促進する。世界のウチナーンチュのネットワーク

を生かし、その活力を取り入れ大きな経済の自立的

発展につなげていくとなっております。これを踏ま

え国際交流が想定されたことから、文化観光スポー

ツ部で所管しております。

会議の総括とか予算の計上は文化観光スポーツ部

で総括的業務になっておりまして、また海外ネット

ワークに関する万国津梁会議を所管しております。

その他の各テーマにつきましては、所管から予算

を分任して執行することにより、効率性、専門性を

持って各会が運営されているところでございます。

○大城憲幸委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大浜委員より知事からの答弁を

求める旨の発言があった。）

○大城憲幸委員長 再開します。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 所管する部長からただいま答弁

させていただきましたが、私の公約の中では、県に

万国津梁会議を設置をし、アジアをはじめ世界各国

との経済交流、文化交流、教育人事交流などを促進

する。世界のウチナーンチュのネットワークを生か

しつつその活力を取り入れ、沖縄経済の自立的発展

につなげていくということで公約では掲げさせてい

ただいております。

先ほど答弁がありましたとおり、当初その国際的

な交流が想定されたこと、世界のウチナーンチュの

ネットワークを生かしていこうというそういうよう

な構想もあったことから、文化観光スポーツ部で所

管を担っていただいたということであります。

○大浜一郎委員 それではお聞きします。

所管部署の決算審査における効果と課題が発表さ

れておりますけど、これは妥当と思われますか。

私は、所管部局の業務―文化観光スポーツ部の業

務の専門性と合理性がこの会議を所管するとは

ちょっと思われないんです。

万国津梁会議について、その事業の効果と課題を

精査することに非常に僕は違和感を感じておりま

す。

本来なら、こういう多岐にわたる会議の所管は知

事公室及び企画部等々が広範囲な政策議論を扱うこ

とが必要ではないかというふうに私は思っているん

です。ですので、そのような考えがないか方向性と

してお答えください。

○謝花喜一郎副知事 大浜委員の一番最初の御質問

の中に万国津梁とは何ですかというような御質問が

あったと思います。やはり交流関係という答弁が知

事からございましたけれども、知事の公約との関連

でもやはりアジアをはじめ世界の経済交流、文化交

流、教育人事交流という交流というイメージがあり

ました。

そういった観点で、国際交流を所管としておりま

す文化観光スポーツ部で万国津梁会議の所管をさせ

ていただきました。

ただこれをいろいろ議論する中におきまして、審

議会などでいろんな課題などが出てまいりまして、

そういったものについて全て―やはり文化観光ス

ポーツ部が所管するっていうのはちょっとかないま

せんので、これにおいては総括は文化観光スポーツ

部に担っていただきますが、それぞれ個別のテーマ

に応じて所管課へ予算を分任いたして執行すると。

こういった形で効率性と専門性を担保するというよ

うな体制を取ったところでございます

○大浜一郎委員 決算審査においては文化観光ス

ポーツ部から効果と課題というのが出されて、それ
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しか私たちは議論できないんですよ。

今副知事が言っていることは我々議論できない。

その点はどういうふうにお考えですか。

しかもプラスチック問題ですよ。貧困問題も、こ

れは今おっしゃったことに適合しますか。

○謝花喜一郎副知事 例えばそれぞれ万国津梁会議

でこれまで８つのテーマがありまして、今委員から

ありましたプラスチック問題、これは環境関係です

ので万国津梁という一くくりで議論はなかなか難し

いと思いますが、恐らく令和３年度の決算のもので

すから来年の決算委員会で出ると思いますが、プラ

スチック問題については、しっかりまたその部分に

ついては所管する委員会で常任委員会で議論がなさ

れるものと思っております。

そういった委員会でそれぞれから議論が持ち上

がってこの決算委員会でいろいろまた質疑がなされ

るものと考えておりますので、必ずどこかの常任委

員会で議論はなされているものというふうに考えて

おります。

○大浜一郎委員 万国津梁という冠を用いてあえて

会議するのであれば、今後において私は復帰50周年

を迎えて自立して、そういった活力ある新しい県土

づくりをするために、具体的な道筋を持った広範囲

な政策に対して、思慮に思慮を重ねることで、現在

開催されておりませんけれども、沖縄政策協議会な

どで在るべき沖縄論というものの議論に耐え得る議

論を蓄積を通して逆に国を巻き込む政治議論を展開

していくのが、私は知事の政治家としての姿ではな

いかと思ったりもするんですが、その点知事どうで

すか。

○玉城デニー知事 会議の目的、その設置について

は様々なお考えがある、それは今委員御案内のとお

りだというように思います。

他方で、私達ができるだけ早い段階で県の施策に

様々な県民の思いや提言を織り込んでいきたいとい

うように、迅速性を持った会議体の設置も重要であ

ろうと思います。

私はこの万国津梁会議というのはそのあらゆる

テーマについて、約２年かけて中間報告と取りまと

めを行っていただき、県の施策に対してしっかりと

した方向性を持たせていくことが重要であろうと考

えておりますので、その会議の在り方においても、

また十分検討してまいりたいというように思いま

す。

○大浜一郎委員 それではＭＩＣＥ推進のほうに移

ります。

知事は、この事業のこれまでの経緯、現状を把握

されておりますでしょうか。

○玉城デニー知事 マリンタウンＭＩＣＥエリアの

形成に向けた基本計画案については、新型コロナウ

イルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、コロナ禍

におけるＭＩＣＥの開催や、不動産マーケットなど

の動向を収集分析し、改めてＭＩＣＥ施設の規模や

機能、事業スケジュール等に関する民間事業者の意

見を丁寧に確認した上で、取りまとめる必要がある

と判断をしており、その検討を継続することとして

おります。

○大浜一郎委員 基本的に国からのこの事業に対す

る支援がなかなか難しくて、これから民間活力を導

入したものにやっていくということになったわけで

す。令和２年の年度末までに基本的なイメージが提

示される予定だったんですけれども、いまだにこれ

が不透明な状況です。知事が考える出口論というも

のはどういうものが考えられるかお聞かせくださ

い。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 大型ＭＩＣＥ施

設を含めたＭＩＣＥエリアの形成につきましては、

新型コロナ感染症の急激な感染拡大を踏まえ、コロ

ナ禍におけるＭＩＣＥの開催、不動産マーケット等

の動向をさらに収集分析し、改めてＭＩＣＥ施設の

規模や機能、事業スケジュール等に関する民間事業

者の意見を丁寧に確認した上で、取りまとめる必要

があるというところで、今年度、検討を継続してい

るところでございます。

今回検討を進めているＰＦＩの事業スキームにお

きましては、アフターコロナにおけるＭＩＣＥ開催

の動向や需要の調査、その結果を踏まえた施設の整

備運営及びホテル等の民間収益施設への事業者の投

資意欲の確認、これらが重要となります。

現在、官民対話による民間事業者の意見を丁寧に

確認しながら、事業スキームの精査、ＭＩＣＥ施設

整備費の圧縮に向けた取組、土地売却代を含めた充

当財源や地方交付税の活用等による事業収支見込み

の精緻化、コンセッション方式の運営権対価の設定、

ＭＩＣＥ開催による経済波及効果などの検討を進め

ているところでございます。

○大城憲幸委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大浜委員より質疑内容について

の補足説明があった。）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 マリンタウンＭＩＣＥエリア形
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成事業に関する基本的な考え方なんですが、新型コ

ロナウイルスの世界的なパンデミック流行後の状況

にあってどのように進めていくかということが重要

だと思います。ですから、マリンタウンにおけるＭ

ＩＣＥ施設の整備運営やホテルなどの民間収益施設

への投資開発に意欲を持つ民間事業者が複数いるも

のの、このコロナウイルス感染症の終息が見通せな

いという状況になっていることから、今後より積極

的な投資開発の検討を期待するとともに、公費負担

の圧縮にもつながることから事業の基本的な枠組み

を基に引き続き検討を重ねつつ、おおむね１年を目

安に今後のＭＩＣＥの開催や不動産マーケットの動

向を見据えながら、基本計画を取りまとめていくこ

ととしております。

○大浜一郎委員 それでは、この事業に関わる経費

内容を知事は把握されてますか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 平成24年度から調査

事業ということで実施しておりまして、平成24年か

ら調査費用で約３億1000万円、それから土地の購入

費で約69億円になります。

○大浜一郎委員 今のお話のとおり相当な額の投資

をしているわけですね。しかもこれに県単費で利息

も払ってます。これ借入れに対する利息ですよね。

これ継続することによって、またこれがまた新たに

発生するんですよ。

それと業者への和解金、これは法的には損害賠償

ですけどこれ9200万でしたかね―9500万だったか

な。それぐらいを払っていると―もう莫大な経費が

かかっているということなんですね。

１年をめどにこの出口を見つけるということであ

りますけれど、この事業がもうきちっとした方向性

が見いだせてめどがつかない場合においては、これ

はね、ある意味、これ訴訟問題になる可能性もない

とは言えませんよ。

そういった問題が僕はあるというふうに思います

ので、この事業は、ぜひこっちの専門家チームが必

要だと思う。専門家チームをしっかり入れて事業ス

キームをつくって、あの１年というふうに今知事が

おっしゃいましたから、相当急いでやらなきゃいけ

ないだろうなというふうに思います。

その点はどうですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 大型ＭＩＣＥ施

設を含めたＭＩＣＥエリアの形成につきましては、

関係する市町村を含めて北中城村、中城村、西原町、

与那原町と協議会を開催しております。

それから、その下に事務レベルでの作業部会も開

催しております。

それから、関係市町村との個別協議も開催してい

るところであります。

あわせまして、専門家の意見も聴取することとし

ておりまして、令和３年度におきましては８月に開

催しております。メンバーのほうは、ＭＩＣＥ、観

光、地域振興、法務、金融、不動産、情報、建築の

各分野に関する専門家の委員８人から意見を聴取し

ております。

内容としましては、今年度の８月につきましては、

今の事業スキームであるところの運営権の設定期間

について、アフターコロナを見据えた施設整備の在

り方について、直近における国内ＭＩＣＥの開催動

向及び今後の見通しについて、アフターコロナにお

ける大型ＭＩＣＥ施設に係る需要調査について、直

近における不動産の新規開発の市場状況について、

直近における県内経済の動向及び今後の見通しにつ

いてなどについての意見を伺ったところでございま

す。

○大浜一郎委員 これが約１年かけて明示すると今

答弁なさいましたので、早急にこの出口を見せてい

ただきたいというのと、遅れれば遅れるほどこれは

税金の浪費になってしまうということを肝に銘じて

いただきたいと思います。

もし１年後にその場で出口論がしっかり明示が仮

にできないという場合、事業の実効性がないという

ふうな判断がされた場合、この土地の売却も含めて

この事業からの撤退、ということも視野に入れるべ

きではないかと、もうここまで来たらそう言わざる

を得ない。

その辺に対して知事、この辺はどうですか。

○玉城デニー知事 今後のスケジュールを少し確認

をさせていただきましたが、まず、今般、事業スキー

ム及び財源調達スキームの検討、それから、コロナ

関連の調査、ＭＩＣＥ施設等の整備及び運営費の補

正、民間収益施設事業性の検討など総合的に現在そ

れぞれの検討を具体的に行っているところでありま

す。そして、それらの具体的な検討を行った報告と

して、基本計画―仮の案の報告を収支事業も含めな

がら、都度、報告を受けております。

来年、令和４年１月から基本計画案の決定をして

いきたいと思いますが、全体の報告の時期について

は、まだ公表するには至っておりません。

○大浜一郎委員 休憩お願いします。

○大城憲幸委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大浜委員より質疑内容について
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補足説明があった。）

○大城憲幸委員長 再開します。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 委員御案内のとおり様々な観点

からの検討を含めながら、今その作業を進めている

ところであります。

○大浜一郎委員 それじゃ、この１年後には必ず我

々に提示できるというような理解をしてよろしいん

でしょうか。

○玉城デニー知事 そのような報告ができるよう鋭

意取り組んでいるところであります。

○大浜一郎委員 知事、これは多額のお金がかかっ

ている事業なので、ある程度１年目でめどがつくか

どうか、これある意味そこまでは来ている事業では

ないかなというふうに思うんですね。

そういった意味において、検討とか云々というよ

りも、必ずそこで決着を出すというような知事の強

い姿勢を方向性を見せていただきたいなというふう

に私は思うんですけど、再度お願いします。

○玉城デニー知事 県としては引き続き、様々な対

話を実施するとともに、調査検討を進め、可能な限

り早期に熟度の高い新たな基本計画の策定に向けて

取り組んでまいりたいと思います。

○大浜一郎委員 はい、期待して終わります。

○大城憲幸委員長 下地康教委員。

○下地康教委員 それでは、私は、まず金武町の水

道水のＰＦＯＳに係る問題と、それと自然公園法に

基づく措置命令についての問題、２つの質問をして

いきたいというふうに考えています。

まず、金武町の水道水のＰＦＯＳに関する問題に

ついてでございますけれども。金武町は自己水源と

県企業局からの水道水のブレンド水道水を町民に提

供しています。金武町の自己水源のＰＦＯＳの値が

国の暫定指針値を超える値で検出をされていますけ

れども、そのことについて県企業局はどのような対

応をしているのか、その辺をその対応をぜひ知事に

お答えをしていただきたいというふうに思います。

○玉城デニー知事 まず水道法によりますと、この

水道事業は原則として市町村が経営するものとなっ

ております。

水道事業者である金武町は、水質検査の実施及び

その結果等を水道の需要者、すなわち町民に対して

情報提供しなければならないというようにされてお

ります。

沖縄県としましては、その金武町からの相談に対

しては技術的助言を行うとともに、企業局からの給

水の増量について、さらなる給水の増量についても

施設能力において可能な限り協力したいということ

で回答しております。

○下地康教委員 まず水道法によっては水道事業は

原則として市町村が経営するというふうになってい

るのはもう十分分かっているところでありますけれ

ども、水道事業の管理者である金武町の責任におい

て水道事業は管理されるんですが、その県の企業局

はこの水道水を金武町に提供する場合、どのような

約束事をもってその金武町とのやり取りがあるの

か、その内容を聞かせてください。

○棚原憲実企業局長 まず水道法に基づきまして、

水道を住民に供給するものは原則として市町村とい

うことになってまして、企業局が行っているのは、

水道用水供給事業というふうになり、その市町村に

水道用水を供給する事業となっています。

それぞれが、厚生労働大臣の認可を受けた事業と

なっておりまして、県企業局が行っている責任の分

岐点というのは、水道事業者にその水道供給するま

でと水道法によって、その役割も明確にされている

ところです。

○下地康教委員 その根拠となるものは今説明して

いただいたんですけれども、実際金武町とのやり取

りというか、協議といいますか、約束事というのは

どういったものになってますか。それとどの程度と

いいますか―何％ぐらいの、その企業局の水道水が

入っているのか、それと1日にどのぐらい供給され

ているのか、それをお聞かせください。

○棚原憲実企業局長 まず、企業局が水道水を供給

する際には水道法に基づいて水質基準とその安全性

についてはきちんと担保したものを、各水道事業者

に対しては受水契約というものを結びまして、最大

給水量とですとかそういうものを明記した上で両者

で契約を結びます。

金武町におきましては、１日最大給水量として企

業局から供給できる部分としては、正確に言います

と6497立方メートル、約6500が１日当たりです。

金武町の水道の現況について申し上げますと、令

和元年度の実績としまして、１日平均給水量が約

6500、先ほどの量とほぼ同数になります。１日最大

給水量としましては、１日当たり8200立方メートル

ぐらいがあります。

現時点での企業局からの供給量としましては、

１日平均で約4200立方メートルを供給してまして、

金武町から相談ありましたときに、さらなる増量に

ついて相談ありまして、冒頭言いましたように、給
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水契約に基づきまして、企業局としましては１日当

たり6500までは、直ちに供給できますということを

御説明申し上げました。

さらなる増量につきましては施設整備とか企業局

においても必要になりますので、今後需給量を見な

がら金武町と相談して実施していく予定にしていま

す。

○下地康教委員 それでは、１日当たりの給水量説

明していただいたんですけれども、金武町の水と企

業局が提供している水の割合っていうのはどの程度

のものですか。

○棚原憲実企業局長 １日当たり、先ほど言いまし

た令和元年度の実績としましては、企業局から約

4200、金武町の自己水源が約2300となりますので、

比率的に言いますと県企業局の水が65％ということ

になります。

○下地康教委員 これ2019年度から金武町は水質調

査を実施しているようですけれども、その水質調査

の中で河川が４か所、地下水の水源で６か所、これ

水道水―直接蛇口から出る水道水、この２か所で合

計12か所で国の暫定指針値を超えるＰＦＯＳが検出

されているというようなことがあります。

水道水に関しては、昨年の６月と今年の８月に指

針値を超える値が検出されておりますけれども、こ

れは金武町からの報告はあったのでしょうか。

○棚原憲実企業局長 企業局に金武町から相談があ

りまして、そのＰＦＯＳの関連で情報提供がありま

したのは、昨年の令和２年12月に電話でのやり取り

で初めて情報提供がありました。その際には、金武

町において、自己水源の水と企業局の水をブレンド

することによって、町民には水道水の暫定目標値で

ある50ナノグラムパーリットル以下で給水してます

という情報は聞いております。

○下地康教委員 先ほどの御答弁の中で、企業局が

約65％の水を金武町に供給しているというところが

ありましたんですけれども、そういう状況において

も金武町が町民に提供する水道水において、ＰＦＯ

Ｓが検出されているというところですよね。そうい

う状況の中で、県はその報告を受けて、具体的にど

ういった対策を金武町と協議をしたのか、話し合っ

たのか、それを聞かせてください。

○棚原憲実企業局長 金武町としましてはできるだ

けＰＦＯＳの濃度を低減させたいということで、企

業局からの給水をさらに増やせないかという相談が

ありました。

現実的には施設整備の問題で企業局が供給できる

6500を直ちに供給することは、金武町の施設の問題

でちょっと難しいところがありますが、その間どの

ようなことの対応がよろしいかということで、我々

としては今後の当面の浄水処理の検討として活性炭

処理ですとか膜処理の技術の話ですとか、濃度が高

い地下水をやめて、ＰＦＯＳ濃度が低い浄水場の活

用方法ですとか、そういう将来の需給予測も踏まえ

て相談に乗っているところです。

○下地康教委員 これまで沖縄県企業局は、北谷浄

水場でもＰＦＯＳが検出されていますね。

それに対して知事はどのような対応を取ってきた

のか、ちょっとお聞かせください。

○棚原憲実企業局長 北谷浄水場のＰＦＯＳの問題

も多くの県民の皆さんが御心配されていることもあ

ります。我々として一番大事なのは、暫定ではあり

ますが目標値である50ナノグラムパーリットルを…

…。

○大城憲幸委員長 休憩します。

（休憩中に、下地委員より質疑内容について

補足説明があった。）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 まず令和２年の３月に、沖縄県

軍用地転用促進基地問題協議会、いわゆる軍転協と

一緒に沖縄県からも国に対してキャンプ・ハンセン

周辺におけるＰＦＯＳ検出に対する基地への立入調

査、原因究明及び浄化対策を入れるよう要請書に一

緒に織り込み、防衛大臣に手交をさせていただいて

おります。

これは同じように令和２年11月にも上京いたしま

して、同様の要請を行っております。

それから、10月４日の私からのコメントは、安全

・安心の水を届けるということにおいては我々も協

力していきたいが、今後、県、町、防衛局、米軍の

４者で水質の汚染源を調整し、その結果を県民に広

く伝えたいというようなこともコメントさせていた

だいております。

○下地康教委員 こういった問題を受けて知事はい

ろいろな関係要路にその要請、要望しているんです

けれども、具体的にこういった問題を―今金武町で

問題なっているんですけれども、その金武町のこう

いった問題を県企業局としてどういうふうにして捉

えていくか、またその改善していくか、そういった

具体的なロードマップを県知事としてはどのように

考えているかちょっとお聞かせください。

○棚原憲実企業局長 企業局としましては、可能な
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限りこのＰＦＯＳを低減させるために中部水源、い

わゆる嘉手納周辺の地下水ですとか、比謝川からの

取水を、水事情に応じて可能な限り低減しています。

今現在は、比謝川等からの取水を停止しておりま

す。

さらに低減を図るために、防衛省の予算を活用し

て、活性炭による処理ですとか、さらに金武ダムで

すとか漢那ダム、そういうほかのダムからの供給に

ついても、総合事務局と相談しながら、さらなる改

善について今やっているところです。

○下地康教委員 米軍に対するそういうようないろ

いろな基地内の調査、そういったものを要請するの

も大事だというふうに思いますけれども、具体的に

こういったものを解決するためには、いろいろなそ

の給水施設であるとか、企業水の100％供給するよ

うな、その解決策も模索していかなければならない

というふうに思っておりますので、知事としてはそ

の辺りはしっかりとした指導力を持ってやっていた

だきたいというふうに思っています。

それと、その基地内の水道水はキャンプ・ハンセ

ンですかね、水道水は100％企業局の水が供給され

ているんですね。そういう意味では安全が確保され

ている。

また金武町の場合はそういう企業局からの水が

100％出ないという不安がある。それをしっかり解

決していただきたいというのと、このＰＦＯＳ、Ｐ

ＦＯＡに関する汚染問題は令和２年３月から表面化

しているんですね。その問題に対して、県知事は県

民に対してしっかりとした説明を、県民が安心する

ような説明をされていない。それが非常に問題であ

るというふうに考えていますので、これから基地に

対する対応、それとこれからの水道水の100％企業

局が供給するような対策をぜひ取っていただきたい

というふうに思っていますので、この辺り、総合的

に知事はどういうふうに考えているか御意見、お聞

かせください。

○玉城デニー知事 当然県民の皆さんには安全・安

心な水を供給するということにおいては、委員御案

内のとおり、我々もそれで進めてまいりたいという

ように思いますが、県としましては市町村等で、例

えばＰＦＯＳ等の検出状況などもぜひ調査を行い確

認をしそれを公表し、必要に応じて取水停止等の助

言を行いながら、関係部局と緊密に連携してその水

の課題の解決に向けて取り組んでまいりたいと思い

ますし、あわせましてやはり米軍当局にも、水質汚

染の調査については、現実的な立入調査を認めてい

ただきたいということも重ねて強く申し入れを行っ

ていきたいと思います。

○下地康教委員 まずこの問題に対しては、その知

事の対応が県民に対する納得があまりされていな

い、対応が遅いというふうに考えますので、鋭意しっ

かりとその対応していただきたいというふうに思っ

ています。

次に、自然公園法に基づく措置命令についての質

問をしたいと思います。

今回の措置命令の内容を知事はどのように理解を

しているのか、端的に説明していただきたいという

ふうに思います。

○玉城デニー知事 事業者の採掘行為というものは

鉱業法により、沖縄総合事務局より認可されたもの

であることから、県としては、そのことに対しての

要請はないものと認識をしておりますが、一方、自

然公園法上、沖縄戦跡国定公園の風景を保護する必

要があると認められたことから、今般、自然公園法

第33条第２項に基づいた措置命令を行ったものとい

うように認識をしております。

○下地康教委員 この当該措置命令の処理基準、こ

れは国立公園に適用するというふうに考えられるん

ですけれども、その処理基準を今回の特定公園の普

通地域に適用されるというのは、適切ではないとい

うふうに思いますけれども、その判断基準はどうい

うふうに考えていますか。

○松田了環境部長 今回の措置命令の発出に当たっ

ては、国が策定した国立公園普通地域内における措

置命令等に関する処理基準を準用して判断したとこ

ろでございます。自然公園法第33条は国立公園と国

定公園を併記し、措置命令の要件において国立公園

と国定公園を同様に扱っていることから、違法なも

のではないと考えております。

○下地康教委員 今後、例えば鉱山採掘事業の新た

な申請があった場合、または許可を受けて事業を進

めている業者においても、この措置命令が発出され

ることは十分考えられるのではないかというふうに

思うんですけれども、その点についてはどう考えて

ますか。

○松田了環境部長 自然公園法の法令の趣旨、ある

いは基準等にのっとって個別に判断していきたいと

考えております。

○下地康教委員 これ国定公園以外でも、そういっ

た措置命令ということは考えてますか。

○松田了環境部長 あくまでも自然公園法に基づき

まして、指定された国定公園内でのものについて、
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今対象となるというふうに考えております。

○下地康教委員 この措置命令は私権を制限をする

ような、その私権を侵害するようなことも考えられ

るんですけれども、この問題に対してどういうふう

に捉えているのか。また、これまで採掘業者につい

て措置命令を出したことがないというふうに思うん

ですけれども、その措置命令に伴って発生するよう

な業者の費用、そういうものに関して、県はどのよ

うに考えてますか。

○松田了環境部長 まず１点目の御指摘のいわゆる

制限するものではないかということでございますけ

れども、今回の措置命令は、いわゆるその採掘のほ

うを禁止する、あるいは一部制限するといったよう

な行為ではございませんで、採掘を行うに当たって

取るべき措置を風景を保全する観点から、措置命令

をかけたものでございます。

それから一般的に措置命令を行うに当たってそれ

を実施するに当たって、かかる費用については事業

者の責任において支払われるものというふうに理解

してございます。

○下地康教委員 これ非常に事業者にとって、かな

り負担となるようなことになるところから、この措

置命令は非常に適切でないというふうに思っており

ます。そういう意味では、こういうことが前例とな

らないようにしっかりとこの審査をしてこれから

やっていく必要があるというふうに思っておりま

す。

以上です。

○大城憲幸委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 あの冒頭にですね、決算特別委員

会で知事をお願いしてますから知事が御答弁くださ

いね。我々、委員会ではもう執行部の答弁聞いてお

りますから、それを踏まえた上で知事にお願いして

ますからね。全て知事でお願いします。

まず、１点目ですね、辺野古埋立事業を今後進め

ていくのか、それとも止めるのか、そのことによっ

て、この代替施設事業はどのようになっていくのか

について伺います。

１つ目、知事、同事業を今後進めていくのか、止

めるのか、よろしくお願いします。

○玉城デニー知事 沖縄県では、沖縄防衛局から提

出された公有水面埋立変更承認申請書について、関

係機関からの意見等も踏まえ、４次にわたり延べ

39項目452件の質問等を行っています。

それらについて、現在ジュゴンへの影響や、地盤

の力学的調査等の必要性など、環境保全及び災害防

止に配慮した計画になっているのか厳正に審査を

行っているところであり、その審査結果の報告を受

け、総合的に判断したいと考えております。

○大城憲幸委員長 休憩します。

（休憩中に、照屋委員より質疑の内容につい

て再度説明があった）

○大城憲幸委員長 再開します。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 先ほど御答弁をさせていただき

ましたとおり行政上の方向性については、現在厳正

に審査を行い、総合的に判断したいというように考

えておりますし、他方、政治的な私の公約というの

は、辺野古の新基地建設を止めるということを公約

に掲げていますので、政治上の考え方と行政上の考

え方はそれぞれ分けて行われるものであろうという

ように考えております。

○照屋守之委員 分けて考える。

行政手続としては進める、政治的には止める、そ

ういう理解でいいんですかね。

辺野古埋立事業、これ普天間代替施設建設事業で

すけれども、この総事業費ですね、現在の発注工事

高、進捗率、これ玉城知事にお伺いします。

教えてください。

○島袋善明土木建築部長 現在の進捗でございます

けれども、埋立てに係る事業費が7200億円というこ

とになっておりますので、令和２年度末までの支出

済額が約2573億円と、沖縄防衛局の回答がございま

した。

その比率を算定いたしますと、約35.7％と推計を

されます。一方で投入土砂量を確認したところ、８月

末時点における埋立ての進捗は、埋立て全体に必要

な土砂量に対しまして約7.8％と推定をされており

ます。

○照屋守之委員 知事、この数字で知事も認識され

ておりますね。

どうぞ。

○玉城デニー知事 今土木建築部長が答弁したとお

りであります。

○照屋守之委員 令和２年度の発注高というのはど

のぐらいでしたか。

知事お願いします。令和２年度の進捗。

○島袋善明土木建築部長 沖縄防衛局から報告を受

けましたところ、令和２年度は約548億円支出され

たものと推計されます。

○照屋守之委員 知事、令和２年度で548億円工事

が進んでるんですって。どう思いますか。
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知事、お願いします。

○玉城デニー知事 先ほど土木建築部長から金額に

ついての答弁をさせていただきました。

7200億円が埋立てに関する費用の額というように

防衛局が発表しておりますが、土砂投入量を確認し

ましたところ、必要な土砂に対して7.8％。それか

ら、令和２年度末までの支出済額が2573億円。これ

は変更後の総事業費に対する比率を算定すると約

35.7％というように予算の執行が進んでおりますけ

れども、工事全体は進んでいないというように認識

をしております。

○照屋守之委員 知事、大丈夫ですか。

7200億の事業費で2573億円支出して、35.7％進ん

でるんですよ。

今の知事の認識は違うんじゃないですか、社会一

般の認識と違うんじゃないですか。

再度確認します。

同時に、令和２年度だけで548億円、仕事が進ん

でるわけでしょう。どう思いますか。

○玉城デニー知事 先ほど答弁をさせていただいた

とおり、変更後の総事業費に対する比率の支出が約

35.7％ということで答弁をいたしました。

他方で、埋立て全体に必要な土砂量に対しては約

7.8％と推定されているということであります。

○照屋守之委員 なぜ知事はですね、表面上は反対、

造らせないと言いながら、この行政手続で工事を進

めるんですか。

知事、お願いします。なぜですか。

○玉城デニー知事 現在、沖縄防衛局から公有水面

埋立変更承認申請書が実施されておりますので、そ

の審査については厳正に行っているところでありま

す。

○照屋守之委員 いや、造らせないって言うんだっ

たら、行政手続上も造らせない方向で行くんじゃな

いですか。

でも、反対、造らさないというのがどんどん行政

手続は進んで、工事も進んでいるということですよ

ね。

せんだっての代表質問で知事公約211件、完了５件

という報告がありましたけれども、この公約完了

５件の中には、この辺野古の問題は入ってませんね。

知事、どうですか。

○玉城デニー知事 その完了５件につきましては、

完了後以降、それから新たに取組を進めているとい

うこともありますが、辺野古新基地建設については

その中には入っておりません。

○照屋守之委員 ということは、今、知事公約に反

しているわけですよね。

工事が進んでるということは、これが明確になり

ましたね。知事も認めてないんですからね。

これ、最終的にどうなるんですか。知事どういう

ふうにお考えですか。

○玉城デニー知事 先ほども答弁をさせていただき

ましたが、環境保全及び災害防止に配慮した計画に

なっているのかどうか、現在沖縄防衛局から提出さ

れた公有水面埋立変更承認申請書については厳正に

審査を行っているところであります。

○照屋守之委員 明確に県民に答えることができな

いんですね、進めていくのか、止めるのかというこ

とですね。

今、設計変更のものが出ておりますけれども、既

に審査期間というか、標準の期間を２か月以上過ぎ

ているんですよね。それで、なお結論は出さない。

だから止めるのか、進めるのかそういうことははっ

きりしない。行政手続では進んでいる。公約には反

するという非常に残念な対応でですね、これは今後

知事が明確にこの問題について、県民に説明する必

要性を感じてますね。

次、２点目ですね。

首里城火災に係る再発防止検討委員会の報告を受

けてどのように対応するのか、またイベント舞台の

管理や、首里城火災の責任の所在についてですけれ

ども、玉城知事はこの再発防止検討委員会の報告書

を読みましたか。

それをまず確認します。

いかがですか。

○玉城デニー知事 首里城火災に関する再発防止等

の報告書については目を通しております。

○照屋守之委員 私は県知事として再発防止検討委

員会の報告書を読み込んだらですね、対応について

は考えないといけないと思っていますけれども、知

事はどう対応されますか。

○玉城デニー知事 首里城火災に係る再発防止検討

委員会の報告における提言を踏まえますと、沖縄県

の取組方針について、首里城火災に係る再発防止策

の基本的な方向性として策定し、首里城復旧復興推

進本部に説明をしております。

今年度は、具体的な取組を進めるため、有識者か

ら成る首里城公園管理体制構築検討委員会において

検討を行っており、今年度中に首里城公園管理体制

構築計画を策定することとしております。

また、この報告では、火災の出火原因について不
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明とした上で、首里城が持つ建築物特性とその他多

くの要因や課題が重なって、火災の結果を生じさせ

たものであり、個々の課題等が首里城火災の結果に

どの程度影響を与えたのかの判断は困難であるとし

ております。

さらにイベント用の舞台について、先ほど御質問

がありましたが、その報告では放水の支障となるな

ど、消防活動障害の一つとなったが、イベント用の

舞台装置が火災の延焼拡大にどの程度影響したのか

は評価が困難であるとなっております。

また、火災の責任の所在について、出火原因は不

明となっておりますが、県は施設の管理者として、

美ら島財団は指定管理者としての責任があるものと

考えております。

○照屋守之委員 私が聞いているのは、この作文を

読んでくださいということじゃないんですよ。

県知事として、沖縄県知事としてこの委員会の報

告書を読んでですね、どうするのかということを聞

いているんですよ、玉城知事として。

特にこの報告書にはですね、火災の発生時間、場

所、火元がほぼ特定されているんですよ。なぜ県と

して対応しないんですか、これ原因も含めてですね。

報告書がこうだからということじゃないでしょ

う。それと責任は感じていると言ってますけれども、

知事は責任ということは言いますけれども、具体的

にどうされるんですか。

知事の見解を伺います。

○玉城デニー知事 先ほども答弁をさせていただき

ましたが、首里城火災に係る再発防止検討委員会の

報告における提言を踏まえ、沖縄県の取組方針を首

里城火災に係る再発防止策として策定し、首里城復

旧復興推進本部に説明をさせていただいておりま

す。ですから、今後はその再発防止策をしっかりと

行っていくということについても復旧復興本部に説

明をし実行してまいりたいと思います。

○照屋守之委員 ですから、責任というのを具体的

にどうされるんですか、それは明らかにしてません

よ、言葉だけですよ。

知事、いかがですか。

○謝花喜一郎副知事 提言を踏まえましてですね、

繰り返しになりますけれども、首里城火災に係る再

発防止策、これ基本的な方向、こういったものをま

ず出しております。それを今年度から具体的にどう

いう形で進めるかということで、新たに首里城公園

管理体制構築検討委員会も立ち上げてございまし

て、その検討を行っておりまして、今年度中に首里

城公園管理体制構築計画を策定する。

我々が言ういわゆる施設の管理者としての責任と

いうことはですね、こういったことをしっかり行っ

て、今首里城正殿復元に努めていただいてますが、

そういったものも踏まえた形の正殿、今後そういっ

たことを二度と起こさない対応をするために県とし

て一生懸命努力する。これが我々の責任だというよ

うに考えています。

○照屋守之委員 社会一般的な責任もですね、この

首里城がどういう原因で火事が起こって、県がどう

いう対応をしたのか。そこを問うているわけですよ。

その後の処理の問題ではありませんよ。出火が起

こって、どういう対応して全焼してしまったのかと

いう、そこを問うているわけですよ。

県の緊急時の対応をですね、この首里城火災の問

題で見ると非常に大きな課題がありますよね。知事、

感じておりませんか。これ夜中の２時33分―40分ぐ

らい出火されてですね。その当時は県知事は韓国に

いらっしゃるわけですよね。緊急時のその対応で、

責任者の現場到着は何時でしたか。午後３時過ぎ

じゃないですか。要綱で首里城対策本部が立ち上

がったのが、午後２時半ですよね。全焼した後の話

ですよ。

ですから、私はですね、この問題、この出火もさ

ることながら、その後の対応、消火・鎮火、そこも

消防に委ねて対応しておりますけれども、本来は災

害対策基本法にのっとってですね、対策本部をいち

早くつくって、消火・鎮火あるいは被害拡大防止に

努めていくというふうなことでですね、あるいは自

衛隊法もありますからね。

ですから、この反省と言うんであれば、出火・鎮

火・消火に対しては、いま一度そういう関連法とか

というものを見つめ直して、特に自衛隊の出動とか

ですね。そういうところも含めて、なぜそれができ

なかったのかという、そういうところまで含めて振

り返っていかないと、今後どうするかというのはこ

れは出火とか、その出火時における対応も含めてで

すね、対応していかないと、おかしくなるんじゃな

いですか。

その点についていかがですか、知事。

○玉城デニー知事 まず振り返りという点におい

て、丁寧に答弁をさせていただきたいと思いますが、

首里城火災については危機管理事象として、10月

30日午前４時には沖縄県危機管理指針に基づく情報

収集体制を立ち上げ、那覇市との連絡調整や支援体

制の構築に努め、私が出張中であった韓国へその報
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告を届けてもらい、私から指示を出させていただき

ました。

出張の日程を切り上げ、午前９時40分の仁川－那

覇便で帰国をして直ちに現場の確認を行いました。

それから災害対策本部の設置につきましては、情

報収集体制の立ち上げと並行して検討したものであ

ります。

災害対策本部の設置要件としては、暴風警報等が

発表され、かつ重大な災害が発生するおそれがある

ときなど５項目を定めており、そのうちの一つとし

て、大規模な火事、爆発、その他これらに類する事

故により、県の全域または一部の地域に重大な被害

が発生したときという項目がございます。これにつ

いて、那覇市消防局や近隣８消防本部において取り

得る消防活動を行っていること。死傷者や住家への

延焼がないことなどを総合的に勘案し、災害対策本

部の設置は行わないという判断をしたものです。

一方で、復旧・復興を視野に長期的に対応するこ

とが重要であることから、午前８時30分に副知事を

含む庁内緊急部局長会議を開催し、復旧・復興含む

今後の諸課題に対応するための首里城火災対策等本

部設置要綱を策定すること及び同本部会議を私の首

里城の現地確認後に実施する方針を、私が了承して

決定をしたところであります。

そして私が現地を確認した後、午後２時30分に首

里城火災対策等本部会議が開催されたものでありま

す。

以上です。

○照屋守之委員 いずれにしても、やっぱりそうい

う報告書はあるにしても、県としてその原因とかあ

るいはその対応についてはやっぱりしっかり取りま

とめてですね、これしっかり県民に説明するという、

その責任はあると思いますよね。

次に、あの金武町の自己水源と企業局の水をブレ

ンドして町民に提供しているが、自己水源のＰＦＯ

Ｓの値が基準を超えている、このことについて企業

局は何ら対応してないっていうことについてです

ね。

これ委員会でも確認しましたけれども、これ知事

に確認したいんですけれども、金武町から報告を受

けた段階で企業局としてですね、水質調査とかの対

応してないんですよね。

これは金武町から企業局に報告があって、その後

に知事に対して報告がありましたか、どうですか。

知事に報告してますか。

○棚原憲実企業局長 金武町から昨年12月に相談が

あったことについては、企業局と金武町の技術的な

相談の部分が多かったので、直ちには知事・副知事

に報告しておりませんが、その後の経緯を含めて御

報告させてもらったのは今年の８月です。

○照屋守之委員 これ、金武町の水道水から高い濃

度のこれが検出されたというのは、金武町から企業

局に報告があったわけでしょう、すぐ。それは知事

に報告してないってことですか。

○棚原憲実企業局長 昨年12月に金武町でＰＦＯＳ

が検出されているという情報が企業局に寄せられて

いますが、金武町において企業局からの水をブレン

ドすることによってコントロールをしていますと。

さらなる企業局からの水の増量について、企業局と

相談を続けていきたいというお話でしたので、その

時点では報告は差し上げてません。

○照屋守之委員 こういうことを知事に報告しない

んですか。

知事は、米軍のＰＦＯＳについては非常に敏感に

対応して、抗議もしながら我々議会もすぐ動いてい

ますけれども、この金武町のそういうふうなものに

ついて、県企業局がブレンドして水を提供している。

高い数値が出た、その報告を受けた。企業局は知事

には報告しないんですか。

○棚原憲実企業局長 昨年12月に金武町から情報提

供があった際に金武町とのやり取りの中では、昨年

の３月の金武町議会でもＰＦＯＳ検出が議論されて

おりまして、さらにその内容については地元の新聞

報道にもありました。

そういう意味では、公にされている内容のことだ

というふうに我々は判断していたところです。

○照屋守之委員 知事、このＰＦＯＳの問題ですね。

あの土建部、企業局は50ナノグラムというのを

やって、土建部の下水道とか基準がないんですよね、

環境部も含めて。

ですからやっぱりこれ、今米軍のＰＦＯＳが非常

に問題化しておりますけれども、これは県内のそう

いうＰＦＯＳについてもですね、やっぱり県民は非

常に関心があって、水道水も含めてこれやっぱり、

安心・安全を求めているんですよ。

ですからやっぱり県内に基準をですね、やっぱり

知事の指示でＰＦＯＳの基準をつくるということを

やらないと、この問題はなかなか県民に説明しにく

いと思いますけど。

知事、ぜひ指示出して基準つくってください。

○松田了環境部長 現在日本の法律では、例えば公

共用水域への排水の基準あるいは下水道への受入れ
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の基準につきましては、全て法律で制定することに

なっております。したがいまして、県独自の基準を

現状でつくるということについては困難であるとい

うふうに考えております。

○照屋守之委員 知事いかがですか。

○玉城デニー知事 我々としてはやはり国のほうに

おいて明確にその基準値を策定していただきたいと

いうように思いますが、他方で、私たちが供給する

水質についてはできる限りこの水道水の暫定目標値

以下でしっかりと供給をすることに努めてまいりた

いと思います。

○照屋守之委員 これは何らかの指針をつくらない

と県民に安心・安全を届けることができないと思い

ますよ。米軍に対してもですね、なかなか物が言い

にくいという状況になると思いますよね。

それと報告体制もですね、やっぱりこういう問題

をきちっと県知事まで上がるような、そういう仕組

みをですね、ぜひお願いします。

最後、自然公園法に基づく措置命令についてです

けれども、これ命令を出す前に業者の意見を聞きま

したか。

どうですか。

○松田了環境部長 弁明通知書を出しまして、事業

者からは弁明書をいただいております。

○照屋守之委員 これは委員会での確認でしたけれ

ども、業者は違法的な行為はない。それを県が強制

力のある措置命令を出した。で、今総務省の公害等

調整委員会に訴えて審査が行われておりますけれど

も、そこでは県の措置命令が法的にどうかというこ

とが問われるというふうにせんだって執行部がそう

いう答弁をしておりましたけれども、その理解でい

いんですか。

○松田了環境部長 県が違法性がないというふうに

答弁いたしましたのは、鉱業法等に基づく認可を受

けているといった点につきまして、その手続上違法

性はないものという認識でございます。

一方で、私どもは今回の自然公園法に基づく届出

に当たって、沖縄戦跡国定公園の風景を保護する必

要があると認められたことから、自然公園法第33条

第２項に基づきまして、法令に基づき措置命令を

行ったものでございます。

○照屋守之委員 総務省の公害等調整委員会の決定

に県は従いますね。もちろん、どうですか。

○松田了環境部長 裁定の内容を踏まえて検討して

まいります。

○照屋守之委員 以上です。

○大城憲幸委員長 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。午前中

までに終わるっていうことだったんですけれど、な

かなか長くなって、午後までになってしまうんです

けれど、完結に終わらせます。

まず１点、今回決算委員会ということで、総括し

ていたので、令和２年度の予算というのをやっぱり

しっかり審議するべきだったのかなと私は感じてい

ますので、その辺りは議会の問題ですけれども、執

行部の皆さん本当にお疲れさまでした。

質疑に移りますけれども、今、この今回辺野古埋

立事業を今後進めていくのかそれを止めるのかって

いうことで質疑の要項がありますけれども、この辺

野古の基地に対する見解と、今私は普天間飛行場の

横に住んでいるんですけど、Ｆ35が飛来したりとか、

それが騒音防止協定に違反している状況で飛んでい

たりとか、オスプレイも頭上を飛ぶような状況に

なっている中で、早急に必要な普天間飛行場の危険

性の除去について見解を伺います。

○玉城デニー知事 普天間飛行場の危険性除去につ

いて、県はこれまで普天間飛行場負担軽減推進会議

等において、オスプレイ12機程度の県外拠点配備や

所属機の長期ローテーション配備など、具体的な取

組を求めているところであります。

それから辺野古新基地建設については、軟弱地盤

の存在が判明し、防衛省から提供手続の完了までに

は約12年を要することが公表され、県としては辺野

古移設では普天間飛行場の一日も早い危険性除去に

はつながらないことが明確になったものというよう

に考えております。

○玉城健一郎委員 本当に今年の４月12日―返還合

意から25年たって、それでもまだ返還が実現してい

ない。米軍統治から本土復帰まで27年ですので、沖

縄が本土復帰するよりも480ヘクタールのあの基地

が返還させるのが時間かかっているっていうのは、

まさに政府がやる気がないっていうふうに私は感じ

ていますのでぜひ県としても頑張っていただきたい

と思います。

以上です。

○大城憲幸委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 １点目はワシントン事務所を置

く意義、評価については委員長が代表して質問され

ました。

質問というよりも、私自身はこのワシントン事務

所を置く意義があるという点で、１つ紹介しますが、

米軍基地―ＰＦＯＳ今注目されてますが、この間例
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えば嘉手納基地返還地の沖縄市のサッカー場整備の

中で出てきたドラム缶。それ自身もドラム缶が発生

し、ダイオキシンがありました。これについて政府

はあまり問題視しなかった。しかし沖縄市が独自調

査を求めて追求した高濃度のダイオキシンが、しか

も発生し続けているというのを沖縄市が明らかにし

ました。

さらに2016年１月には、沖縄県企業局が嘉手納基

地が汚染源だと、北谷浄水場は７市町村に水道供給

すると。さらにキャンプ瑞慶覧、普天間基地、嘉手

納基地にも給水を行っているという状況の中にあっ

て、企業局が防衛局にこの状況をしっかりと米軍に

伝えるということを要請しています。そしたら、環

境問題の専門家である河村さん―よく紙面に出ます

が、その団体が調査して沖縄防衛局が米軍に対して

要請した英文を入手したら、この沖縄防衛局の文書

では県企業局が要請した意図を薄めて米国に正確に

伝えてないということまで調査したようです。

それだけに、沖縄の実態を正確に米国に伝えると

いう役割は、本当に基地提供者の沖縄防衛局との関

係でも重要だというふうに私は思ってます。

２点目のほうで聞きますが、国際政策研究所ＣＩ

Ｐっていうのが、そこの報告書に載ったということ

が成果と言われています。

そこでお伺いしますが、このＣＩＰの報告書に掲

載されたということ自体はどんな意義を持つのか伺

います。

○金城賢知事公室長 まず御質問の国際政策研究所

ＣＩＰは、独立した非営利の研究、公教育・米国外

交の擁護のための研究所で1975年に元外交官や平和

主義の活動家によって設立をされております。

ペンシルベニア大学が2020年６月に発表した報告

書によりますと、米国内には1872のシンクタンクが

存在し、同大学の2019年全米シンクタンクランキン

グにおいて、国際政策研究所が84位となっており、

全米トップ５％に入る影響力のあるシンクタンクで

あると考えております。

同研究所からワシントンＤＣの外交政策シンクタ

ンクであるこのＣＩＰが、米国内における日系ＦＡ

ＲＡ登録機関の2019年の活動状況に関する報告書を

2020年11月19日に発表しておりますけれども、同報

告書によりますと日本の団体等からの代理人とし

て、ＦＡＲＡに登録されている全51機関が2019年に

報告した活動総数3209件のうち、沖縄県のワシント

ン駐在が1192件と約37％を占め、２位を大きく引き

離して１位と記載をされたところでございます。

○瀬長美佐雄委員 同じように米国連邦議会調査局

ＣＲＳっていうのがどういう役割があって、この報

告書に掲載されるとどういう効果があるのか確認し

ます。

○金城賢知事公室長 まず米国連邦議会調査局、こ

のＣＲＳは1970年からアメリカ議会図書館に設置を

されている立法補佐機関で、立法問題に関する調査

報告書等の連邦議会への提供、議員及び委員会への

個別依頼への対応等を行っております。このＣＲＳ

に報告し適切な記載がなされることによって、米国

政策の政策決定や米国連邦議会の法案審議に当たっ

て、沖縄の基地問題が正確に理解をされ考慮される

ことが期待できるというふうに考えているところで

す。

○瀬長美佐雄委員 質問しました米国会計検査院Ｇ

ＡＯと戦略国際問題研究所ＣＳＩＳについては、そ

の役割で、その記載される報告書の意義については、

取り下げますが、その回答文については後でくださ

い。

３点目、活動実績を踏まえて、今後の強化方向を

問いたいと、様々な分野の人的ネットワーク構築の

センター的機能についての所見と言いました、振っ

てあります。

私が意図するのは生物多様性を守る、あるいは自

然環境保全、気候危機、様々な分野にわたって、そ

ういった皆さんとの連携も重要ではないかという観

点ですので、まず所見を伺います。

○玉城デニー知事 ワシントン駐在については、今

公室長から報告ありましたとおり、その活動を通じ

て様々な米政府関係者とのネットワーク、蓄積され

た情報などを基に現地駐在の強みを生かしたリアル

タイムの情報発信、情報収集に取り組んでおります。

今般、発足したバイデン新政権に対するさらなる

積極的、日常的かつ継続的な働きかけが重要となり

ますが、バイデン政権は非常に気候変動ですとか、

環境問題、人権問題などに非常に関心が高いという

ように言われています。ですから、これらの観点も

踏まえそのような方向性の沖縄県の考え方について

も各方面のチャンネルを通じてアプローチをしてい

きたいというように思います。

○瀬長美佐雄委員 先ほど環境団体が調査した中

で、例えば在沖米軍は、基地内居住者に対する環境

汚染について、ある意味で報告されていない。です

から基地内居住者を含めた米軍関係者も、この汚染

水で自ら汚染されるという危険性とか含めて、知ら

されていないだろうということが予測されます。先
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ほど言いましたが、アメリカでも基地跡地周辺の環

境汚染で問題になっている。それをまた除去しよう

と頑張っていらっしゃる皆さんがいるという点で

は、この皆さんと連携を密にして、やっぱり環境性

の在り方、米軍自身の環境に対するこの対応がアメ

リカ国内でも問題ですが、駐留する他国でも、こん

なことをやっているという点では、やっぱり基地の

在り方、基地内コミュニティーの皆さんは米国民の

問題だという指摘が、やっぱり共有すべきという点

で連携取れないか。

お願いします。

○玉城デニー知事 ワシントン事務所を通じて米国

内の様々な団体、それは市民団体や労働組合、ある

いはシンクタンクなどと連携を深めながら、そのよ

うな沖縄における基地内・基地外の環境汚染問題に

ついても、正確な情報を伝え、広く連携を図ってま

いりたいというように思います。

○瀬長美佐雄委員 以上です。

○大城憲幸委員長 引き続き質疑を行います。

喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 私は首里城火災に係る再発防止

検討策についてお伺いします。

私、文教厚生委員会だったので今回出ているこの

土木関連のものは直接委員会では扱ったことはあり

ません。ただあの議事録等々読ませていただいて、

委員会で既に聞いたこと以外のことからお尋ねいた

します。

まず、この首里城の防災、特に火災面の体制につ

いて、国から県のほうに管理権が移管されたときに

はどのような形で移管が行われたのでしょうか。

○島袋善明土木建築部長 平成31年２月から県のほ

うで管理をしておりますけど、基本的には国が直接

管理していただこうと、沖縄県が現在管理している

ところで基本的なところでは一緒でございます。

○喜友名智子委員 火災前と火災後で、この首里城

の防火・防災体制に関して県の関わり方はどのよう

に今変化があるでしょうか。

○玉城デニー知事 県の関わりとして首里城火災に

係る再発防止検討委員会の報告では、発生の原因は

特定されていませんが、県は施設の管理者として、

もちろん美ら島財団は指定管理者として責任がある

ものと考えております。

県はこの報告を受けまして、首里城火災に係る再

発防止策を４月に策定したところであります。令和

３年度は、当該再発防止策に示された防災センター

機能の再編など具体的な取組を進めるため、有識者

などによる検討委員会を設置し、首里城公園管理体

制構築計画を策定することにしています。

○喜友名智子委員 首里城火災に関する再発防止の

報告書を読みますと、やはり管理体制の在り方、特

に指定管理の在り方については今後大きな議論の論

点の１つではないかなと思います。この点、指定管

理とはいえ、やはり県との関わり方、予算の使い方、

あの難しい面があると思いますけれども、今の時点

で今後の防火体制の在り方、指定管理の在り方を含

めてどのように今お考えですか。

○島袋善明土木建築部長 先ほど来お答えさせてい

ただいてますけれども、首里城公園の管理体制構築

計画を今年度策定することとなっております。

今委員御提言の今後の指定管理についての在り方

というものは、その中でも重要なテーマとなってお

りますので、今後検討を深めていきたいと考えてお

ります。

○喜友名智子委員 どうしても指定管理者という管

理体制になると、例えば普通のオフィスビルとか美

術館とか現代的な建物の管理を想定して同じような

仕組みで体制をつくらないかというところが気に

なっています。

やはり、あの首里城は再建されても文化財という

ところに変わりはないと。しかも、ああいう首里城

公園というその場にしかない唯一の建物ですので、

やはりほかのオフィスビル等々の物件と同じような

形で機械的に防火体制がつくられることのないよう

にぜひ次年度以降もこの点に気をつけた議論をして

いただきたいと思います。

あとですね―通告には出していないんですけれど

も、先ほど辺野古沿岸部の埋立てで令和２年度に

使った予算幾らか、改めて御答弁いただけますか。

○島袋善明土木建築部長 沖縄防衛局から令和２年

度、548億円が支出されたものと推計されておりま

す。

○喜友名智子委員 国の事業の予算について、この

場でお伺いするのが適切かどうか私も少し迷ってお

りますけれども、さっきの答弁でお答えいただいた

ので改めて数字を確認いたしました。

今回の決算委員会ですね、辺野古沿岸部の埋立て、

私も質問しました首里城火災の防災対策について、

ワシントン事務所の運営について、要求項目として

上がったもの、ほとんどが国との関係で非常に議論

が難しい案件ばかりだと認識をしています。やはり

沖縄県の行政が抱える特殊な部分だと思いますの

で、県民のこの願いに応えられるような予算執行、
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次年度以降にもこの議論が生かされるように執行部

には期待をいたします。

やはり辺野古の548億円、こういったものを沖縄

県内で使うお金があるのであれば、県の予算をもっ

と増やしてくれと、しっかりと国とも交渉していた

だきたいということを要望しまして、質疑を終わり

ます。

ありがとうございました。

○大城憲幸委員長 以上で、知事に対する総括質疑

を終結いたします。

説明員の皆さん大変ご苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席。また、採決の順序

及び方法について協議）

○大城憲幸委員長 再開します。

これより、令和３年第８回議会乙第22号議案令和

２年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分

についての議決議案を採決いたします。

お諮りします。

本案は可決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、令和３年第８回議会乙第22号議案は可決

されました。

次に、令和３年第８回議会認定第１号から同認定

第24号までの決算24件を一括して採決いたします。

お諮りします。

ただいまの決算24件は、認定することに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、令和３年第８回議会認定第１号から同認

定第24号までの決算24件は、認定されました。

休憩いたします。

（休憩中に、令和３年第８回議会認定第１号

について土木環境委員会から提出された附

帯決議案の文案及び採決の方法について協

議を行った結果、案のとおり決定すること

で意見の一致を見た。）

○大城憲幸委員長 再開いたします。

ただいま認定されました令和３年第８回議会認定

第１号令和２年度沖縄県一般会計決算の認定につい

てに対する附帯決議案について採決いたします。

お諮りいたします。

本附帯決議案は、休憩中に御協議したとおり可決

することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、本附帯決議案は可決されました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案等に対する委員会審査

報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願

いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○大城憲幸委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本委員会に付託されました議案等の処理

は全て終了いたしました。

委員の皆さんには、連日、熱心に審査に当たって

いただきまして、大変御苦労さまでございました。

これをもって、委員会を散会いたします。
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決算特別委員会議案処理一覧表

議案番号 議 案 名 議決の結果

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分 全会一致

第８回議会
について 可 決

乙第22号議案

認定番号 決 算 名 議決の結果

令 和 ３ 年
全会一致

第８回議会 令和２年度沖縄県一般会計決算の認定について
認 定

認定第１号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定につ

第８回議会
いて

〃

認定第２号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計

第８回議会
決算の認定に つ い て

〃

認定第３号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定

第８回議会
について

〃

認定第４号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定につい

第８回議会
て

〃

認定第５号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の

第８回議会
認定について

〃

認定第６号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認

第８回議会
定について

〃

認定第７号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定

第８回議会
について

〃

認定第８号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定

第８回議会
について

〃

認定第９号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算

第８回議会
の認定について

〃

認定第10号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成

第８回議会
事業特別会計決算の認定について

〃

認定第11号
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認定番号 決 算 名 議決の結果

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定 全会一致

第８回議会
について 認 定

認定第12号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特

第８回議会
別会計決算の認定について

〃

認定第13号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定につ

第８回議会
いて

〃

認定第14号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会

第８回議会
計決算の認定について

〃

認定第15号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算

第８回議会
の認定について

〃

認定第16号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定につい

第８回議会
て

〃

認定第17号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成

第８回議会
事業特別会計決算の認定について

〃

認定第18号

令 和 ３ 年

第８回議会 令和２年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について 〃

認定第19号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定

第８回議会
について

〃

認定第20号

令 和 ３ 年

第８回議会 令和２年度沖縄県病院事業会計決算の認定について 〃

認定第21号

令 和 ３ 年

第８回議会 令和２年度沖縄県水道事業会計決算の認定について 〃

認定第22号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定につい

第８回議会
て

〃

認定第23号

令 和 ３ 年
令和２年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定につい

第８回議会
て

〃

認定第24号

※なお、本委員会は令和３年第８回議会認定第１号に対し、全会一致をもって附帯決議を付することに決定した。
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令和３年第８回議会認定第１号「令和２年度沖縄県一般会計決算

の認定について」に対する附帯決議

令和２年度沖縄県一般会計決算の認定に当たっては、下記の事項に留

意し、今後の事務執行に努めること。

記

国立自然史博物館誘致推進事業について、来年度予算で前向きに取り

組むこと。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 大 城 憲 幸



巻 末 資 料

各 常 任 委 員 長 か ら の 決 算 調 査 報 告 書
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令 和 ３ 年 第 ８ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

○総務企画委員会

別紙１（総務企画委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【知事公室】

問） ワシントン駐在員活動事業が何年目で、これ

までどれぐらいの予算が投下されてきたか。ま

た、主要施策成果報告書の事業の効果や課題の

部分は変化がないというふうに理解して読める

と思うが、これについての見解を聞きたい。

答） 平成27年４月から、これまで約６年間活動を

実施しており、平成27年から令和２年度決算ま

での実績額は４億3900万円余りである。

事業の効果としては、これまで６年間の駐在

の働きかけにより、2019年６月の連邦議会調査

局の報告書において、沖縄在日米軍占有施設区

域の約70％を抱えていると記載されたほか、同

年10月には普天間飛行場をめぐる状況について、

県民投票で投票者の72％が反対したことや、基

地沖合への滑走路建設が物理的に困難などの記

載が追加されている。また、2020年６月には、

連邦議会下院軍事委員会即応力小委員会におい

て、軟弱地盤等を理由に辺野古新基地建設計画

に対する懸念が示されている。さらに、同年11月

には米国のシンクタンク―ＣＳＩＳでも、辺野

古新基地について完成する可能性が低そうだと

報告するなど、米国内においても沖縄の基地問

題への認識が広がりつつあるものと考えている。

このようなことから、県はワシントン駐在のこ

れまでの活動により、一定の効果が現れている

ものと認識している。

問） 消防防災ヘリ導入推進事業について、現状は

どうなっているか聞きたい。

答） 県及び41市町村で構成する沖縄県消防防災ヘ

リコプター導入推進協議会の設立については、

令和３年５月に全ての市町村から同意を得て、

同年８月に同推進協議会を設立したところであ

る。今後、ワーキンググループを設置して、沖

縄県消防防災ヘリコプターの運用体制や市町村

消防機関からの人員派遣、機体の使用、またヘ

リ基地となる消防防災航空センターの整備等の

課題を市町村や消防機関から構成されるワーキ

ンググループの中で、関係機関等と一体となっ

て、課題解決に向けて議論を進めていく予定で

ある。令和７年度の運航開始を目指していきた

い。

問） 不発弾対策事業は、年度末に予算が足りなく

なるような事態がある中、繰越し額と不用額の

両方とも高額である理由は何か。また、磁気探

査の補助制度に係る周知活動はどのように行っ

ているか聞きたい。

答） 不用額9037万3000円の主な理由は、市町村支

援事業の3293万5000円については、磁気探査の

対象となる事業の計画変更等による磁気探査箇

所及び数量の減によるものである。また、住宅

等開発磁気探査支援事業の3636万7000円につい

ては、年度内の申請予定を一定程度把握し、予

算を確保しても申請されない事例があったり、

あと申請予定額の変更などもあることから、ど

うしても毎年一定額の不用が発生している状況

各常任委員長からの決算調査報告書
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にある。

また、周知活動については、本事業の受付窓

口である市町村を対象とした説明会や広報用

リーフレットの作成及び各種団体への配付、新

聞掲載、広報誌美ら島沖縄や広報番組うまんちゅ

ひろばによる周知を行っており、今後も引き続

き周知活動を続けていきたい。

そのほか、令和２年11月の全国知事会で全会

一致で決議された「米軍基地負担に関する提言」

の内容、普天間飛行場の運用停止に向けた具体

的スケジュールを示すよう求めたことに対する

政府の回答内容、日米地位協定と他国協定との

違いに関する米国政府への情報発信の方法、消

防職員の定数見直し、不発弾爆発事故等に係る

被害者補償制度の創設などへの考え方などにつ

いて質疑があった。

【総務部】

問） 自主財源及び依存財源ともに増額となってい

るが要因は何か。また、自主財源が九州平均と

比較して低いが、県の認識を聞きたい。

答） 自主財源については、県税は落ちているが、

コロナの影響による県単融資制度の貸付金が増

えて、その貸付金元利収入が増えたことが自主

財源の増になっている。依存財源については臨

時交付金、包括支援交付金などの国庫支出金の

増が大きな要因となっている。

自主財源比率の低さについては、沖縄県は復

帰当時、非常に財政状況が厳しいことやインフ

ラを加速して整備するということで、沖縄開発

庁と沖振法に基づく高率補助制度などが取り組

まれてきており、県税収入については近年、コ

ロナの影響が出るまでは順調に伸びてきて、九

州各県に少しずつ追いつきつつあるところで

あったが、まだ平均には及んでいない。引き続

き徴収努力は当然やっていくべきと考えており、

県としての施策の自由度を高めるためには、自

主財源の割合を少しずつでも高めていく必要が

あると考えている。

問） 所有者不明土地管理費事業について、本事業

が開始されるに至った県の取組と国の動きはど

うなっているか。また、時効取得の例もあるの

か。

答） 沖縄戦に起因する所有者不明土地問題につい

ては、真の所有者への返還、また県や市町村

への所有権の帰属により解決すべきものと考

えているが、戦後75年を経た現在、所有者が

特定される可能性は極めて低いことから返還

が進んでおらず、解消をする見通しがまだ立っ

ていない状況である。抜本的解決に当たって

は県民の貴重な財産として有効活用を図れる

ように、国として制度と提言を行うとともに、

新たな振興計画素案では、解決に向けた取組

を位置づけたところである。

また、民法の規定に基づき20年以上占有があ

る場合については、時効取得の対象となるの

で、沖縄戦に起因する所有者不明土地につい

ても対象になると思われる。しかし、県とし

ては、管理パトロールを実施し、不法または

無断占用に対し、時効取得にならないよう取

り組んでいるところである。なお、県管理の

沖縄戦に起因する所有者不明土地については、

これまで占有者による時効取得の事例はない。

問） 公共施設マネジメント推進事業について、こ

れまでの件数、額などの実績について聞きたい。

また、今後の計画はどうなっているか。

答） 平成25年度から、行政サービスの向上に努め

ながらできる限り少ない経費で最適な施設の

管理経営企画を行う、公共施設マネジメント

推進事業を実施している。この事業の一つで、

施設の長寿命化を図るモデル事業として、予

防保全工事及び大規模改修工事を実施してお

り、平成26年度から令和３年度までの８年間

において、庁舎、学校教育施設など合わせて

19施設、40棟を約29億円かけて改修を行った。

平成26年度から令和３年度までの８年間にお

ける改修工事等における経済波及効果は、平

成27年沖縄県産業関連表を基に推計した場合、

工事費が29億300万に対し、経済波及効果とし

ては48億2000万と推計している。

今後は、技術職の配置が少ない施設において

も、適切かつ円滑に改修工事が実施できるよ

う改修工事検討マニュアルを策定し、施設管

理者の支援を行っていきたい。

そのほか、法人県民税の減額及び個人県民

税の増額の理由、琉球政府文書デジタル・アー

カイブズ推進事業における新型コロナウイル

ス感染症の影響、知事の公約達成率と主要施

策成果報告書の新規事業が少ないことの関連
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の有無、高等学校就学支援金の支給実績、ふ

るさと納税の実績などについて質疑があった。

【企画部】

問） 路線バス運転手確保緊急支援事業について、

全国的に運転手が不足しているということだが、

バス運転手の不足の原因は何だと考えるか。ま

た、それを解消するための対策について聞きた

い。

答） バス事業者の人員が不足してる主な要因とし

ては、全国的には労働力が不足していること。

特に沖縄においては賃金体系や勤務形態。勤務

形態については、例えば交代制勤務ということ

で、必ずしも土日が休みになるわけでもないと

いうこと。また、バス協会の話によると、ＯＫ

ＩＣＡにおける現金の取扱いやお客様からの乗

り換え方法の質問に対して、うまく答えられな

くてクレームが来たりなど接客面で負担がある

ということは聞いている。

運転手不足を解消する意味で一番必要なのは、

特に免許を持ってない方々に対して採用を呼び

かけるということがあるが、やはりバス運転手

が非常に魅力があるという広報が大事だと思わ

れることから、バス会社とどういった広報によっ

て実際効果があるような施策を打てるかという

ことについて、今意見交換しているところであ

る。

問） 移住定住促進事業の実績について聞きたい。

答） ４つの移住フェアに石垣市、久米島町、伊江

村、国頭村の４市町村とともに参加して、合計

38組の相談対応を行った。またホームページ上

で沖縄県の移住を応援するサイト、沖縄島暮ら

しでは、移住者の方々が効率的に情報を収集で

きるよう、住まい、仕事、医療機関、子育て支

援、市町村情報、先輩移住者の体験談などの情

報発信を行っており、昨年度が15万7000件のア

クセスがあり、前年度と比較すると53％の増加

となっている。

また市町村と連携して、移住希望者と受ける

地域との間に立って、コーディネート、プロ

デュース機能を担う中間支援組織で養成講座を

開催して、昨年度は５市町村の民間団体や移住

相談員等が参加をして各地域で機能の強化充実

を図っているところである。

昨年度、実施した移住体験ツアーはコロナ感

染症の影響でオンラインツアーになったが、10地

域を対象として開催し、合計98組128名の方々が

参加して、うち６組９名が実際に移住している。

平成27年度からの６年間の累計としては、参加

者351組447名のうち、合計34組56名が移住して

いる。

問） 沖縄・奄美連携交流促進事業については、世

界自然遺産登録に登録されてもっと交流が深め

られると思うが、事業は継続するのか。また、

来年復帰50周年を記念して、北緯27度線の洋上

での海上集会等の事業を与論町と国頭村が今取

り組んでおり、それに対し県も支援を考えてい

るか。

答） 同事業をこれからさらに拡大をしていきたい

ということで、先日鹿児島県とオンラインで意

見交換したところである。この沖縄と奄美の交

流の取組は、企画部で行っている交流促進事業

以外にも、文化観光スポーツ部では、共同プロ

モーションを軸とする沖縄・奄美交流連携体制

構築事業や、子ども生活福祉部では、対馬丸の

平和祈念交流事業も行っており、他部局も含め

て、連携相談しながら拡大に向けた取組を進め

ていきたい。

復帰50周年記念事業に関連して、今回は新た

に高校生の意見を公募した上で、若い皆様の考

え方も踏まえた上で計画を策定したいというこ

とと、広く県民から意見を聞くということ。加

えて、学識経験者からの意見も賜りながら50周

年記念事業を今検討中である。国頭村のほうで

いろいろ検討しているという話があるので、こ

の取組も含めて少し検討していきたい。

そのほか、科学技術ロードマップの達成度、

新型コロナウイルス感染症に係るＯＩＳＴとの

連携、特定駐留軍用地等内土地取得事業の取得

実績、新型コロナウイルス感染症の影響による

タクシー・ハイヤー業界に対する支援状況、Ｓ

ＤＧｓ推進事業の内容などについて質疑があっ

た。

【公安委員会】

問） 過去３年間のＤＶ及びストーカーの相談件数

と検挙件数について聞きたい。また、初期対応

と捜査はどうなっているか。

答） 過去３年間のＤＶの相談取扱い件数は、平成
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30年は923件、令和元年は1082件、令和２年は

1040件となっている。また、ＤＶ事案の過去３年

間の検挙件数は、平成30年は112件、令和元年は

130件、令和２年は134件となっている。ストー

カーの相談件数は、平成30年117件、令和元年は

152件、令和２年は177件と増加傾向にある。ま

た、ストーカー事案の検挙件数は、平成30年は

17件、令和元年は23件、令和２年は37件となっ

ている。

また、ＤＶやストーカー等に関する相談を受

けた場合には、まず、被害者等の安全確保を最

優先に保護対策を実施し、それと並行して、加

害者に対する検挙措置。検挙ができない場合で

も、警告などの行政措置により、被害の拡大防

止を図っている。

問） 国際テロ対策事業について、捜査員の育成、

あるいは国際テロの未然防止に向けた指導・啓

発活動の推進とあるが、予算額が14万5000円し

かなく決算額が８万1000円となっている理由に

ついて聞きたい。

答） 国際テロ対策においては、その未然防止が重

要であり、重要施設の警戒警備や関連情報の収

集分析に取り組んでいる。これらの活動は、警

察官の通常業務の一環として行っており、国際

テロ対策に係る予算として明確に切り分けるこ

とは困難であるため、事業経費としては、国際

テロ対策に関する捜査員の育成や指導・啓発に

係る予算のみを計上しており、予算額が約14万

円、執行額が約８万円となったものである。

問） 最近の報道等によると、未成年の飲酒がかな

り多いということだが、どういう状況か聞きた

い。また、青少年が絡む薬物乱用はどうなって

いるか。

答） 飲酒による補導人員は本年８月末現在582人で、

前年同期と比較して51人減少している。一方で、

３人以上で飲酒する集団飲酒については48件で、

前年同期と比較して27件の増加となっている。

また、薬物事犯で検挙された少年は本年８月

末現在33人で、前年同期と比較して19人増加し

ている。検挙の内訳は、覚せい剤取締法違反が

４人で、前年同期比プラス４人、大麻取締法違

反が27人で前年同期比プラス13人、麻薬取締法

違反が２人で前年度比プラス２人となっている。

そのほか、座間味村阿嘉・慶留間地域への駐

在所設置に対する認識について質疑があった。

【出納事務局】

問） 一時借入金の実行状況と、その理由について

聞きたい。また、令和３年度における状況も併

せて伺う。

答） 一時借入金は、例年、出納整理期間中におい

て国庫支出金の受入れ前に、事業の精算の支払

いが集中するタイミングで発生している。令和

２年度においては、新型コロナウイルス感染症

対策関連の支出が増加し、資金が減少する中で、

事業の精算の支払いが始まる２月中旬から３月

にかけて、通算41日の一時借入金が発生した。

また、令和３年度も資金収支は新型コロナ対

策関連の支出が増加しており、前の年の同じ時

期よりも大幅に残高が少ない状況というのが続

いているため、出納整理期間以外に８月、９月、

10月に一時借入が発生している状況である。

問） 歳計現金運用収入が平成28年度では4300万円

を超える額だったが、令和２年度は38万円まで

減になっていることについて聞きたい。

答） 歳計現金、歳入歳出外現金においては、支払

事務に支障を来さないよう、資金収支に留意し

ながら運用を行っている。平成28年度と比較し

て、令和２年度の運用収入が減少しているのは、

金利の低下と運用額及び運用日数の減少が要因

となっている。金利の低下については、日銀の

マイナス金利政策を受けて、定期預金の金利が

平成28年度の0.045％から、令和２年においては

0.002％に段階的に引き下げられており、20分の

１以下の数字になっている。また、運用額及び

運用日数については、新型コロナ対策関連の支

出の増加により、令和２年度における運用額の

累計が平成28年度と比較して68.6％減少してい

るためである。

【監査委員事務局】

質疑なし

【人事委員会事務局】

質疑なし
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【議会事務局】

問） 委員会室の答弁席側のマイクの購入予定はあ

るか。また、本会議場傍聴席の空調設備の整備

計画はあるか聞きたい。

答） 平成４年の議会棟建設時の価格でマイク１台

当たり税込み15万9753円となっているが、既に

製造中止となっており、マイク自体の購入は考

えていない。議会棟庁舎の施設整備計画の中で

検討し令和７年度に対応していこうと計画して

るところである。

また、空調設備については、令和15年度に全

体の空調の整備を行う計画にしている。

問） 令和２年度の県議会海外派遣旅費の執行状況

について聞きたい。また、４年に一度は海外派

遣の対象になるというのがこれまでの慣例だが、

13期において全議員の派遣は可能か。

答） 令和２年度の沖縄県議会議員の海外派遣につ

いては、当初ハワイ移住120周年記念式典に派遣

を計画していたが、新型コロナウイルス感染症

が世界的に蔓延したことなどで中止となり、そ

の旅費については11月補正で減額補正した。

また、全議員の海外派遣については、コロナ

禍で逼迫した財政状況があることから、令和４年

度の新たな予算措置の追加も厳しいものがある

と考えている。さらに、仮に単年度で24名を海

外派遣するとしても世界的に感染状況の改善が

見通せない状況下で感染再拡大という不測の事

態に対する不安もあることから、24名ずつ派遣

した場合には、議会活動に影響を及ぼすような

問題が生じないか各派代表者会議で議論する必

要があると考えている。

別紙２（総務企画委員会）

要 調 査 事 項

１ 翁長前知事が立ち上げたワシントン駐在員活動

事業に対する評価について（知事）

（要調査事項の内容）

本事業については、翁長前知事が創設した思い

を酌み取って、本来イメージしていたワシントン

事務所としての運営がなされているのかどうか、

その評価について知事に見解を伺いたい。

なお、この事項については、大きな成果が出て

いるということがこれまでの答弁で明らかであ

り、あえて知事に聞く必要はないとの意見があっ

た。
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○経済労働委員会

別紙１（経済労働委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【農林水産部】

問） ６次産業化の推進に係る補助事業の内容につい

て聞きたい。また、県内における６次産業化の成

果はどうなっているか。

答） 補助事業の内容は、ソフト事業として農林水産

物を利用した新商品の開発や販路拡大に係る経費

の補助があり、補助率が３分の１もしくは２分の

１となっている。ハード事業としては農林水産物

の加工機械施設の整備に係る費用の補助等があ

り、補助率が10分の３もしくは２分の１となって

いる。

また、21世紀ビジョン基本計画において６次産

業化の成果目標を設定しており、令和元年度実績

として、６次産業化関連事業者年間販売額が248億

円の目標値に対して243億1300万円、従業員数が

6900人の目標値に対して4600人となっている。

問） 林業構造改善事業に関し、県産キノコの生産状

況や就業者の内訳はどうなっているか。また、ブ

ランドとしての差別化や需給の拡大に向けてどの

ように取り組んでいるのか。

答） 県産キノコについては、令和２年度の生産量が

1388トン、生産額が６億9000万円であり、キノコ

生産者の内訳として、約30年前は19名であったが

年々増えていく状況にあり、令和元年度時点で

100名、また、団体については現在28業者となっ

ている。

また、生シイタケの１株あたりの発生量の倍増

や、高温帯の沖縄に適合するアラゲキクラゲの選

抜などの調査研究を進めているほか、沖縄県産き

のこロゴマークの商標登録やその活用、学校給食

等での県産品使用、料理教室やコンテストの開催

等により消費の拡大に取り組んでいる。今後も量

販店等の売り場でキノコ類の栄養成分を周知する

ためののぼりの作成や、商工や観光分野との連携

も図りながら、キノコも含めた農林水産物の自給

率を高めるために努力をしていきたい。

問） 鳥獣被害防止総合対策事業の実績や被害額はど

うなっているか。また、調査における被害額と実

際の被害額に相当な乖離があると言われている

が、どのように改善していくのか。

答） 同事業に係る令和２年度の実績としては、イノ

シシの捕獲が1368頭、カラス１万127羽、キジ

853羽、シロガシラ489羽、クジャク450羽となっ

ているほか、国頭村で0.7ヘクタールの防鳥ネッ

トの整備、本島北部地区のなど７市町村で合計

18.２キロのイノシシの侵入防止柵の整備を実施

している。また、被害額は県全体で7750万2000円

である。

被害状況の調査は国が作成した要領に基づいて

県が市町村に対し行うが、正確な被害状況をしっ

かりと把握できるよう、効率的な調査の方法等に

ついて市町村と意見交換もしながら、引き続き指

導、助言等を行っていきたい。

そのほか、災害に強い高機能型栽培施設の離島

地域での導入実績及び環境制御設備に関わる効果

検証の取組内容、農業・農村の多面的機能の発揮

に係る事業目的及び中山間地域等直接支払交付金

事業の具体的な支払方法、年間あたりの新規就農

者の数と支援事業の課題、沖縄アグーのブランド

拡大の課題や生産現場との意見交換及び種豚の改

良導入の状況、沖合操業の安全確保支援事業に係

る１件あたりの補助金額及び衛星電話への補助可

能性などについて質疑があった。

【商工労働部】

問） 商店街等の活性化への支援に関し、昨年度の具

具体的な支援内容は何か。また、市町村とはどの

ように連携を図っているのか。
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答） 本事業は、公募により地域商業やコミュニティ

発展のために商店街に対する支援を行うものであ

るが、昨年度は北谷町のデポアイランドの通り会

が応募した、水路にサンセットビーチとデポアイ

ランドを繋ぐ橋を架ける事業に対して補助を行っ

た。

また、市町村との連携については、例年、那覇

市とは平和通りの商人塾において事務連絡会議を

複数回実施し、通り会のメンバーや関係者間で意

見交換をしている。昨年度は、那覇市以外の７市

町村でも意見交換を実施し、後継者の育成、県産

品の活用、地元の特産品の販売やそのための資金

調達等の課題や要望等を聴取してきた。今年度も、

地域の核となるリーダーとの政策研究会を複数回

実施し、地域振興に関する意見交換を行っている

ところである。

問） 先端医療産業開発拠点実用化事業に関し、既

に臨床現場での支援を展開していると思うが、ど

のような実績や成果が現れているのか。また、先

端医療や再生医療の分野で沖縄が拠点となる意義

は何か。

答） 企画部の取組として、県内医療機関等におい

て、食道が狭くなる症状に対し細胞シートを用い

て術後の狭窄再発を予防する治療技術の研究開発

等への支援を行っており、実例も２例ほど出てい

る。商工労働部においては、細胞の大量培養技術

や医師主導治験の実施体制の構築等を支援してき

ており、県内病院で実施した前立腺がんの摘出後

の尿失禁を対象とする再生医療治療により効果が

出ているところである。また、県内では再生医療

分野も含めたバイオ関連企業の集積が進んでお

り、平成24年度の32社から令和２年度には65社ま

で増えており、うち７社が再生医療関連企業であ

る。

再生医療の拠点化を目指す意義については、沖

縄としても高付加価値なものづくりを目指すべき

方向性にあることや、成長が期待される市場であ

ること、県内になかった理系の人材の活躍の場に

なるという意味でも、この分野の産業を伸ばすこ

とは沖縄にとって大きな意義があるものと考えて

いる。

問） 再生可能エネルギー導入拡大促進事業に関し、

これまでに再生可能エネルギーとして沖縄に合う

もの、合わないものを整理できたか。また、ハワ

イとの連携について具体的にはどのような技術交

流を行っていくのか。

答） まず、沖縄に合うものとして太陽光、バイオマ

ス、風力などは可能性があると考えている。太陽

光は潜在的な発電量が大きく立地的な制約も少な

いため引き続き主力になり得るものであり、民間

投資を誘発するような制度、政策を展開して導入

拡大を推進したい。バイオマスでは今年の７月に

中城にバイオマス発電所が稼働したが、今後も同

様なケースが期待できることから民間の取組支援

を強化していきたい。風力発電は台風の関係で設

置基準的に厳しい面もあるが、波照間島でＭＧ

セットという風力とディーゼルを組み合わせた小

規模発電の連続稼働が実現しており、島によって

は適用可能なモデルとして促進していきたい。一

方、海水温度差発電は発電コスト面の課題により

商用化に至っておらず、あまり向かないと考えて

いる。

ハワイとの連携に関し、例えば、ハワイクリー

ンエネルギー協力推進事業を通じて提案のあっ

た、無停電電源装置を使ったロータリーＵＰＳと

いうディーゼル発電機については、波照間島のＭ

Ｇセットで同じ仕組みを使っている例がある。引

き続き技術的な交流や政策的な分野も含めた意見

交換を進めながら、沖縄県にも生かしていきたい

と考えている。

そのほか、国際物流ハブ事業の具体的な効果及

び海外販路拡大の対象となる県産品の内容、産学

官連携により開発された付加価値の高い製品の内

容及び事業継続の必要性、事業承継等への支援の

現状と来年度以降の見通し、県職業能力開発の充

実に係る外国人への職業訓練の導入に向けた検討

状況及び離職者再就職訓練の受講者数の対前年度

比、正規雇用者の増減数と正規雇用化に向けた取

組などについて質疑があった。

【文化観光スポーツ部】

問） 万国津梁会議は知事の肝煎りの会議とのこと

だが、文化観光スポーツ部が所管すること、テー

マがばらばらすぎることや会議の名称も含めて、

位置づけが非常にわかりにくい。本来は、沖縄

政策協議会が開かれていない現状で、それに耐

えうるような、今後の沖縄の在り方について議

論をする大義を持った会議にしていくべきでは

ないか。
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答） 万国津梁会議は、沖縄21世紀ビジョンの基本

理念及び５つの将来像を実現し新時代沖縄を構

築するために、知事において有識者等の意見を

聴取し施策に反映するための会議である。令和

２年度は５つの分野から米軍基地問題、ＳＤＧ

ｓ、多様な人材育成、稼ぐ力、海外ネットワー

クをテーマとして設定して議論してきており、

一部については既に新たな振興計画の素案等に

盛り込まれている。なお、会議については、知

事の公約中の経済交流、文化交流、人材交流や

ウチナーネットワークの活用等をベースとして

交流推進課が所管とされた次第である。

次年度においても、今年度から継続する２テー

マに加え、知事、三役においてふさわしいテー

マを総合的に選定しながら、深い議論を踏まえ

た有識者の意見を聞いて、施策に反映させてい

くことを考えている。

問） マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業に関し

て、これまでにどれだけの予算が使われてきた

のか。また、同事業については具体的な形が見

えないままだが、現在何を議論していて、いつ

頃までにプランが出るのか。

答） 同事業に関する予算としては、平成24年度の

調査事業から含めると、調査事業等で３億6600万

円、用地購入費が約69億円、総額で約73億円で

あり、用地購入費の利息として別途約7900万円

を支出している。

同事業に関して、昨年度は新たな基本計画の

策定のための調査・検討として、ＭＩＣＥ施設

の規模や機能、ホテルとの一体的な整備に係る

官民連携の事業手法、コロナによる不動産市場

の動向等の調査や地元住民との意見交換等を行

い、ＰＦＩ方式の事業化の可能性等が確認され

た。現在、整備費の圧縮や充当財源、事業収支

等の事業スキームの精査・検討を行いながら、

ＭＩＣＥ施設周辺用地での自主事業の可能性調

査や民間投資を呼び込むための追加調査等を実

施しており、その取組を基に可能な限り早い段

階での熟度の高い基本計画の策定に向けて取り

組んでいるところである。

問） しまくとぅば普及継承事業の実績及び効果は

どうなっているか。また、定着に向けて、県庁

内にしまくとぅば課をつくったり、小学校の低

学年からしまくとぅばを使う取組をしてはどう

か。

答） 本事業については、平成25年度にしまくとぅ

ば普及推進計画を策定し、平成27年までの前期

は県民への機運醸成、平成30年度までの中期は

県民への普及促進、令和４年度までの後期で県

民への定着というテーマを掲げ戦略的に普及運

動を実施してきた。その効果として、令和２年

度の県民意識調査では、しまくとぅばに親しみ

を感じる割合が84.8％、しまくとぅばがよく分

かる、ある程度分かるが70.2％など、県民の理

解が伸びてきている一方で、しまくとぅばを挨

拶程度以上に使う人が43.2％で少し減少してい

るところであるが、引き続き各地域の普及団体

等と連携しながら普及継承に取り組んでいきた

い。

また、小学生等に関しては、しまくとぅばの

読本を作成・配布し、各学校の総合学習で演劇

の鑑賞を実施するほか、文化振興課の中に設置

されているしまくとぅば普及センターから各学

校にしまくとぅばをしゃべる人材を派遣する等

の取組を行っているところである。

そのほか、外国人観光客受入委体制強化事業

に係るインバウンド医療受入体制整備事業の費

用内訳と多言語コールセンターの現状及びコロ

ナの観光への影響を総括する必要性、沖縄食文

化保存・普及・継承事業に係る動画配信事業費

の額及び出前講座等の実施状況、世界のウチナー

ンチュ大会開催に向けた課題、琉球王国文化遺

産集積・再興事業に係る８分野のティーワジャ

の具体的な内容、おきなわ彩発見キャンペーン

の実施方法と実績及び事業資料に係る公文書開

示請求が不開示となった理由などについて質疑

があった。

【労働委員会事務局】

問） 労働委員会においては、様々なハラスメント

事案にどのように対応しているか。そのような

事案は今後も増えていくと思われるが、労働委

員会としてもっと積極的に関わっていくことは

できないのか。

答） 労働者個人からの個別あっせんの申立ての中

でもハラスメント事案が一番多い。労働委員会

は使用者と労働者の話合いによる解決を支援す

る立場であるため、それぞれの主張を聞きつつ、

双方が歩み寄り折り合いをつけることでの解決

を促している。不当労働行為については命令と
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いう準司法的な権限を有するものの、あっせん

はあくまで任意の制度であるため職権による対

応等はできないが、両者の合意に向けたノウハ

ウや情報を収集することにより解決の道を探る

というような対応をしているところである。

別紙２（経済労働委員会）

要 調 査 事 項

１ 万国津梁会議の今後の方向性について（知事）

（要調査事項の内容）

文化観光スポーツ部が担当部局となっているこ

とや、今後の方向性等について納得のいく説明が

得られていない。知事の肝煎りのテーマを取り扱

うということであるから、今後の在り方等につい

て、知事の見解を聞きたく要調査事項として提起

するものである。

なお、この事項については、部課長の答弁によ

りしっかりと説明がなされているため、知事から

直接聞く必要はないとの反対意見があった。

２ マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業に関する

経過と今後について（知事）

（要調査事項の内容）

本事業については今年の３月までに方向性を見

いだすとのことであったが、果たされていない。

改めて計画の方向性がどれくらいの期間で示せる

のか、その時期について明確な答弁がない。本事

業の用地購入費に係る約7900万円の利息は県民の

税金から支出されていること等も加味し、本事業

に関する認識や方向性等について、知事の見解を

聞きたく要調査事項として提起するものである。

なお、この事項については、これまでの質疑の

中で部課長がしっかりと答弁しており、これ以上

掘り下げる内容はないため、あえて知事を呼ぶ必

要はないとの反対意見があった。
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○文教厚生委員会

別紙１（文教厚生委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【子ども生活福祉部】

問） 待機児童解消について、計画年度当初は、ど

れだけの保育定員や待機児童がいて、今の状況

ではこうなっているという大きな意味での総括

を聞きたい。

答） 平成27年度から令和元年度を第１期黄金っ子

応援プランとして、令和２年度から６年度を計

画期間とする第２期黄金っ子応援プランとし、

それぞれのプランに基づき、これまで市町村が

実施する保育所整備や保育士確保等への取組を

支援してきた。その結果、平成27年度から令和

２年度までの６年間で約２万6000人の保育定員

の増が図られ、約６万5000人の保育定員が確保

された。

また、待機児童数についても、令和３年４月

１日時点で564人となり、前年度から801人減少

し、６年連続で減少している。減り幅も今年度

は過去最大の58.7％減となり、各市町村の取組

の成果が着実に現れてきている。

問） 貧困対策推進基金事業のこれまでの実施内容、

その成果と今後の課題、計 画について聞きた

い。

答） 沖縄子どもの貧困対策推進基金は、平成28年度

６か年の期間として創設され県が３億円、市町村

が27億円で配分を行い、令和２年度末の基金残高

は約８億8600万円で、基金総額30億円に対する執

行率は約７割となっており、子供の生活実態調査

や貧困対策の普及啓発などに基金を活用してい

る。

市町村が行う就学援助の充実に対しては、平成

28年度から令和２年度まで、県から約12億5600万

円を交付し、就学援助率は20.39％から24.23％へ

増加した。また、ひとり親世帯を対象にした放課

後児童クラブ利用料の負担軽減を行う市町村に対

し、県から約２億1200万円を交付し、５年間の合

計で7584名の利用料負担の軽減が図られた。

今年度は、沖縄県子どもの貧困対策計画の最終

年度となっており、これまでの課題を踏まえて、

より効果的な市町村への支援策を検討していきた

い。

問） 老人福祉施設整備事業の執行率が低い要因につ

いて聞きたい。

答） 令和２年度における特別養護老人ホーム等の老

人福祉施設の整備に係る介護基盤整備等基金事業

の執行率が20.8％と低い理由としては、不用額

６億278万2000円、翌年度繰越額が４億7936万円

生じたことが主な要因となっている。

その内容としては、令和２年度の当初計画で地

域密着型特別養護老人ホームを４施設新たに整備

する計画であったが、そのうち２施設が年度内に

工事が完了せず翌年度繰越しとなった。また、も

う１施設も選定事業者において関係機関との開発

許可申請に係る調整に時間を要したことにより、

令和２年度の着工に間に合わず、令和３年度に実

施することに見直したため、不用となったもので

ある。

そのほか、児童虐待の推移や児童相談所の体制

強化策、保育士の離職防止に関する取組、令和２年

度における生活保護や障害に関する申請に係る不

服申立て件数と処理状況、国際・相談支援体制の

強化事業における相談件数や職員体制状況、女性

力推進事業の事業内容や執行率が低い要因などに

ついて質疑があった。

【保健医療部】

問） 来年度から中学校卒業までに引き上げられる医

療費の無償化に係る現物給付については、市町村
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との協議はどうなっているか聞きたい。

答） 県においては、令和４年度から通院の対象年齢

を中学校卒業まで拡大することとしていて、あわ

せて全市町村で中学校卒業までの現物給付を実施

することとしているが、全市町村で現物給付実施

に向けた県の取組としては、令和３年１月下旬か

ら２月下旬にかけて、対象となる市町村を個別に

訪問するなどして、現物給付に係る市町村の状況、

県の考え方などを説明し、市町村から理解を得ら

れるよう取り組んできたところである。

そして、今年の５月、全ての市町村から実施す

るという回答が得られ、令和４年からの実施に向

け取り組んでいるところである。

問） コロナ感染症対策を振り返り、その教訓を生か

すような取組について聞きたい。

答） 本県では、昨年３月の３連休後の第１波、７月

の４連休後の第２波、年末年始の忘年会や成人式

等の影響による第３波、それから、年度末の移動

や歓送迎会及びアルファー株への置き換わりによ

る第４波、感染力が強いデルタ株への置き換わり

により、いまだかってない爆発的な感染拡大と

なった第５波を経験したところである。この間、

専門家会議からの分析結果や意見等を基に県対処

方針を策定し、医療提供体制の確保、検査能力の

拡充、それからワクチン接種の推進等に取り組ん

できた。

これまでの感染の流行を踏まえて、これから流

行が起きやすい冬場に向けてワクチン接種を加速

化するとともに、新たな宿泊療養施設の確保、抗

体カクテル療法の実施、自宅療養者への支援体制

の強化を含めた医療提供体制の拡充などに取り組

んでいきたい。

問) 永久歯、虫歯状況が最下位という課題があるが、

この理由と対策について どういうふうに認識し

ているのか。

答) 県内では、早い時期から、甘味の摂取、おやつ

の時間を決めていない、仕上げ磨き等の実施状況

等が影響し、幼児期の虫歯が多いというふうに考

えている。さらに、第２子以降に虫歯が多いこと

が明らかになっているので、幼児期の口腔内環境

への習慣等が学齢期以降にも影響を及ぼしている

ことが理由の一つと考えている。

また、学齢期の永久歯の虫歯に関しては、分析

のほうは行われてないが、小中学生において健康

診断受診後の歯科受診を促した生徒が実際に歯科

医を受診した割合が、令和元年度が27.4％、令和

２年度が18.5％、特に、就学援助世帯の児童の未

受診の割合が、令和元年が71.4％、令和２年が

80.2％という高い割合で示されている状況であ

る。

来年４月から子供医療費助成事業で現物給付を

導入するので、生活困窮世帯の方々が歯医者に行

きやすくなることが期待される。

そのほか、コロナ禍における衛生環境研究所や

保健所への人的支援状況、コロナ感染者対応病床

数の段階的な縮小の検討状況、ドクターヘリの全

国に比べ割高な運営経費の理由や１機体制への見

解、市町村のがん検診の状況や課題、第２種感染

症指定医療機関における結核病床数の確保状況な

どについて質疑があった。

【病院事業局】

問) 令和２年度病院事業局の決算における22億2976

万円の利益の根拠について聞きたい。

答） 令和２年度の病院事業決算については、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受けて、入院外来収

益が大幅に減少し、医業損益が前年度比で約56億

7463万円の減となり、トータルでマイナス115億

6346万円となっている。

一方でコロナ患者等の入院病床確保により、新

型コロナウイルス感染症関連の補助金が計上され

たことから、医業外損益では前年度比約80億

3575万円の増となり、トータルでプラス143億

5905万円となった。その結果、経常損益について

は、医業損益と医業外損益を合算して、プラス27億

9559万円となっている。

また、旧八重山病院の解体撤去工事の計上が

あったため、特別損失として前年度比で約５億

569万円の減で、合計５億6583万円の計上となっ

ており、経常損益と特別損益を合算して、純損益

がプラス22憶2976万円となった。

問） コロナ感染者の治療に当たっての県立病院が果

たした役割について聞きたい。

答） 県立病院では感染拡大時に県全体の最低確保病

床が863床となっており、そのうちの34.6％を占

める299床をコロナ病床として確保し、コロナと

コロナ以外の両方の患者を受入れてきた。また、

コロナ感染者の入院治療については、役割分担を



－432－

図りつつ、人工呼吸、エコーなどの重症、中等症

以上の受入れは、限られた医療資源の中で離島に

おけるコロナ患者の対応、妊婦や新生児、精神疾

患を有する患者の受入れなど、県立病院以外の医

療機関では対応が困難なコロナ患者を受入れてき

た。高齢者施設や介護施設等への感染症専門医や

看護師を派遣して、施設内の感染防止の指導を行

うとともに、クラスター発生時には、現地で感染

者の治療や感染拡大防止の対策を行った。その他、

ワクチン集団接種、入院待機ステーションへの職

員派遣など、コロナ対策本部からの要請に対応し

た。

問） 不適切な会計処理等に対し、病院事業局におけ

る内部統制をどのように取り組んできたのかを聞

きたい。

答） 内部統制については、令和３年度の９月から、

月１回程度、本庁のほうから本庁職員と各病院の

職員を集めて、財務に係る事務担当者勉強会を開

催している。その勉強会を開催することによって、

各分野ごとのマニュアル作成であったり、ミス防

止のための実務的な事務の指導であったりという

ことを行っている。

また、チェック体制の強化という目的で、病院

事業局内で勤務をするプロパー職員、病院事務職

の採用を進め、全職員の中で病院事務職の占める

割合を増やすプロパー化を行い、スキルの蓄積を

図りチェック体制を強化する取組を引き続き行っ

ている。

そのほか、医師、看護師等医療現場における医

療スタッフの安定的確保に向けた現状と課題、各

病院における職員互助会の施設使用状況、未収金

を減らすことができた具体的な取組などについて

質疑があった。

【教育委員会】

問） 教員グローイングアップ事業が開始された背景

や事業の目的と内容にある指導方法の改善及び指

導効果の検証について聞きたい。

答） 教員グローイングアップ事業は、教職員の主に

授業力を中心とした資質能力の向上を目指してお

り、開始された背景として、全国学力・学習状況

調査が実施されたことにより本県の課題がある程

度明らかにできるようになったことから、その課

題に合った事業を立ち上げる必要があるというこ

とで本事業を進めている。

指導方法の改善としては、全国学力・学習状況

調査の内容において、正答率の低い設問、または

無回答率等を主に取り上げて、文科省の講師等を

招聘しながら本県の学力の課題及びその指導方法

について学ぶという場になっている。検証として

は、この事業を行っていく中で、全国学力・学習

状況調査の結果がどのように推移していったかで

検証しているところである。

問） 住民税所得割非課税世帯とひとり親家庭の高校

生を対象にしたバス通学費支援事業における利用

者数と金額、要件の緩和について聞きたい。

答） バス通学費支援事業は、家庭の経済状況にかか

わらず、安心して学業に励むことができる教育環

境を整備するため、住民税所得割非課税世帯の高

校生の通学費を支援する事業となっている。国公

立においては、令和２年度3208名を認定しており、

決算額は１億8695万7000円となっており、県全体

としては3400名を認定し、決算額は１億9406万

3000円となっている。

また、現在対象となる世帯は、住民税所得割非

課税世帯としているが、コロナの影響で、前年度

所得で、課税世帯であっても失業や減収で家計が

急変した世帯については、家計急変後の世帯収入

で審査をしており、住民税所得割非課税世帯に相

当する場合には、支援の対象ということで対応し

ている。

問） 教員の負担軽減に向け、教育環境の充実への効

果という観点から、少人数学級化、正規化率の推

移について聞きたい。

答） 少人数学級拡大の経緯について、県教育委員会

では平成20年度に小学校１年、平成21年度に小学

校２年で30人学級を実施し、その後、平成24年度

に小学校３年、平成26年度に中学1年、平成28年

度に小学４年、平成29年度に小学５年、平成30年

度に小学６年、令和３年度に中学２年、３年で35人

学級を実施している。

少人数学級の効果として、文部科学省において

は、一人一人の理解度や興味関心に応じたきめ細

やかな指導が可能となること、発言発表の機会が

増え、より積極的に授業に参加できるようになる

ことなどを効果として公表している。また、平成

23年度から正規職員を増やす取組を実施してお

り、平成22年と比較して、令和２年度は少人数学

級実施により231人の教員定数が増加し、正規職
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員数は1008人増加している。正規率も83.7％とな

り、平成22年と比べると1.4ポイント改善してい

る。

そのほか、スクールカウンセラー･スクールソー

シャルワーカー等配置事業の課題、県立学校法律

相談・研修活用事業の内容と執行率や効果と課

題、複式学級教育環境改善事業の状況、スクール

・サポート・スタッフ配置事業の目的や内容、県

外大学への進学を支援する給付型奨学金制度の具

体的な要件及び所得要件緩和の可能性などについ

て質疑があった。
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○土木環境委員会

別紙１（土木環境委員会）

委員会における質疑・答弁の内容

【土木建築部】

問) 辺野古埋立事業は今後、進めると理解してよい

か、それとも止めるのか。どちらになるのか。

答) 土木建築部としては、令和２年４月に提出され

た公有水面埋立変更承認申請書に４次の質問等も

行い、その提出された回答を確認しているところ

である。

その回答を踏まえ、ジュゴンへの影響や地盤の

力学的調査等の必要性等について、環境及び災害

防止に配慮した計画になっているのか、公有水面

埋立法に基づく行政手続の審査項目に沿って、厳

正に審査を行っているところである。

問) 首里城火災において、イベント用舞台装置が消

火活動の障害になったとの報告書があるが、イベ

ント内容の確認や許可は誰が行ったのか。

答) 国営沖縄記念公園首里城地区のうち、沖縄県が

管理する首里城正殿等の区域においては、国は沖

縄県または沖縄美ら島財団が主催または共催する

行催事等の実施を包括的に認めており、個別の行

催事の内容については、沖縄県と指定管理者であ

る沖縄美ら島財団が当該行催事の実施内容の確認

を行い、国へ報告している。

問) 地すべり対策事業について執行率の低さが目に

つくが、その理由と令和２年度実績について聞き

たい。

答) 翌年度繰越が約５億6000万円程度ということに

なっている。その繰越しの主な理由は、まず、令

和３年２月の補正で国土強靱化５か年加速対策が

あり、２億9000万円程度を補正で計上したが、２億

1000万円程度繰り越しており、施工同意等の取り

つけに時間を要して繰り越している現状がある。

令和２年度の地すべり対策事業の実績は、北中

城村の２地区、中城村の３地区、うるま市の１地

区、南風原町の２地区及び南城市の１地区の計

９地区において事業を行ったところである。

そのほか、米軍関係発注工事に対する県内業者

の受注実績及び受注推進対策、公営住宅の供給状

況、無電柱化推進事業の優先順位の基準及び次年

度以降の計画、ハシゴ道路等ネットワークの見直

しの必要性、中城湾港の貨物取扱の目標及び構想

などについて質疑があった。

【環境部】

問) 自然公園法に基づく措置命令について、処理基

準は国立公園におけるものであるというのは明確

であり、この処理基準を国定公園の普通地域に該

当させることは適切ではないとする法律家の指摘

があるが、そこはどう考えているのか。また、受

け取り方によっては、私権を制限することにはな

らないか。

答) 国立公園では処理基準があるが、国定公園では

県はまだ策定していない状況がある。ただし、国

定公園も国立公園も自然公園法第33条第２項の中

で措置命令等を行う場合、風景への影響を考慮し

て双方とも命令をかけることができるとされてい

る。同じような考え方で県は国の国立公園の処理

基準を準用して、今回措置命令を発出したところ

である。

私権の制限という観点では、掘採を禁止したり、

制限するといったような意味での制限は行ってお

らず、掘採の前、あるいは掘採の後に取るべき措

置を命じたものであり、そういう観点からも制限

はかけていないと理解している。
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問) 国立自然史博物館誘致推進事業について、世界

自然遺産登録がされたことを打ち出して、沖縄な

らではの施設の特殊性を生かし予算を獲得してい

く動きが必要だと思うが、どのように考えるか。

答) 国立博物館ということで国が設置することにな

るが、今、世界自然遺産が登録されたといういい

タイミングであり、また、来年には沖縄復帰50周

年となるので、環境部としては、これは全庁を挙

げて取り組むべき大きなプロジェクトであるとい

うふうに認識している。知事、副知事にも逐次状

況報告しているところでもあり、改めて県議会の

各会派にも、この国立自然史博物館の概要等につ

いて説明して、力強い支援をいただけるように取

り組んでいきたい。

問) イリオモテヤマネコの交通事故防止対策の検証

と評価について聞きたい。

答) イリオモテヤマネコの侵入抑止のための柵を

作って、アンダーパスに導くというような箇所で

は事故が起きていないと聞いており、一定程度、

ハード対策での効果が出ているというのは把握し

ている。これまでの取組を評価した上で、新たな

取組に進むべきではないかという指摘について

は、ハード対策及びソフト対策についてこれまで

の取組を含めて評価をした上で、実際の車のス

ピードなどについて調査し、それらデータを加え

た上で、ソフト対策及びハード対策の在り方を検

討していきたいと考えている。

そのほか、ジュゴン保護対策事業に係る環境Ｄ

ＮＡ調査への考え方、北部訓練場跡地のごみ除去

の進捗状況、ギンネムの駆除計画及び目標値、赤

土等の流出防止対策にかかる補助金交付団体の補

助実績及び事業内容、海岸漂着物等地域対策推進

事業の不用額の内容及び市町村の要望額などにつ

いて質疑があった。

【企業局】

問) 昨年、金武町の自己水源でＰＦＯＳが検出され

たことについて企業局は報告を受けていたと聞い

ているが、企業局は公表していなかった。この経

緯について説明を求める。

答) 昨年12月、企業局が提供を受けた情報は、金武

町の自己水源等からＰＦＯＳが検出されていると

いうものであった。それと併せて、企業局の水と

ブレンドすることで、町民に対しては水道水の暫

定目標値の１リットルあたり50ナノグラム以下で

給水できているという情報もあった。このため、

企業局としては水道水の安全性は確保されている

状況にあるものと理解していたところである。安

全性が確保されていることを踏まえ、住民等への

情報提供については、これまでの経緯や今後の対

策を含めて、水道事業者の責務として金武町にお

いて実施するべきものと考えていたところであ

る。

問) 北谷浄水場の粒状活性炭取替工事の令和２年度

の状況について聞きたい。また、令和３年度への

繰越しになるというなら今年度は８か所の交換を

行うということか。

答) 粒状活性炭取替工事として令和２年度から令和

５年度までの４年間で全16池のうち毎年４池ずつ

の交換を計画しているが、令和２年度分の取替工

事費については、令和３年度へ繰り越している。

事業費としては、令和２年度の事業費の決算であ

るが、北谷浄水場の粒状活性炭に先駆けて、活性

炭の仕様を決定するための実施設計業務を令和元

年から令和２年度にかけて実施しており、その分

の令和２年度分の決算として、実施設計業務の調

査費として3804万円。そのうち防衛省補助で３分

の２の補助率があるので、2399万円を受け入れて

いるところである。

令和３年度分については、令和２年度分から繰

越しも含め計８か所の取替えを行う予定である。

問) 老朽化に備えた水道供給施設の更新計画につい

て聞きたい。

答) 水管橋については、目視点検、水管橋に附属し

てる弁類の操作確認等、定期点検を年２回実施を

している。水管橋は露出しているので、延命を図

る意味で15年に１回程度の塗装をして計画的な修

繕をしている。あわせて、法定耐用年数を超える

水管橋については、計画的に更新を進めていくと

ころである。

今後の老朽施設の更新、併せて耐震化も図って

災害対策等も行っていくが、これまで主に一括交

付金のハード交付金を活用してやってきていた

が、近年、減少傾向にあって計画どおりには実施

できていないところがあり、次年度以降も沖振法

の継続、高率補助が維持されるということで一安

心ではあるが、減少傾向が続くとこの更新計画も

どんどん先送りになってる現状であり厳しい状況

にある。
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そのほか、水道事業会計決算の昨年度との比較、

工業用水の需要と供給のバランス、沖縄県におけ

る送水管の老朽化の比率などについて質疑があっ

た。

別紙２（土木環境委員会）

要 調 査 事 項

１ 辺野古埋立事業を今後進めていくのか、それと

も止めるのか。そのことによって、この代替施設

事業がどのようになっていくのかについて（知事）

（要調査事項の内容）

現県政になって、辺野古埋立事業を止めると言

いながら、逆に工事は進んでいる。この事業を今

後進めていくのか。それとも止めるのか、そのこ

とによって代替施設事業がどのようになっていく

のか。担当部局では答弁ができないため、改めて

知事に確認したい。

なお、この事項については、そもそもこの事業

主体は国（沖縄防衛局）であり、知事もこの間、

工事を止めて対話することを再三求めているにも

関わらず国に聞いてもらえないということで本会

議等でも答弁がなされており、総括質疑にはなじ

まないとの反対意見があった。

２ 首里城火災に係る再発防止検討委員会の報告を

受けてどのように対応するのか。また、イベント

舞台の管理や首里城火災の責任の所在について（知

事）

（要調査事項の内容）

令和２年度に相当時間をかけて実施された首里

城火災に係る再発防止検討委員会の報告を受けて、

県がどのように対応するのか。この報告書では出

火元、出火時間、出火場所、火災の原因はほぼ特

定がされている。また、イベント用舞台装置が消

火に非常に大きな影響を与えたという報告もある。

そのようなことを考えていくと、首里城対策本部

が設置されているので、やはり県はそこで一度総

括する必要があるものと思われる。責任の所在も

含めて県は対応すべきであり、そのことについて

知事に確認したい。

なお、この事項については、本会議の代表質問

や一般質問の中でも県の考えが示されており、決

算の段階で総括質疑は必要ないとの反対意見が

あった。

３ 金武町の自己水源と企業局の水をブレンドして

町民に提供しているが、自己水源のＰＦＯＳの値

が基準値を超えている。このことについて企業局

は何ら対応していないことについて（知事）

（要調査事項の内容）

令和２年12月に金武町の自己水源で基準値以上

のＰＦＯＳが検出され、その時点で企業局にも報

告されている。企業局の水と金武町の水をブレン

ドして地域住民に提供していることを考慮すると、

その時点で企業局は水の検査を行い県民に安全性

を示す対応をすべきだったと思われる。その件に

ついて、県から報告もなく、対応も行っていなかっ

た。現在、ＰＦＯＳについて県民の間で懸念が強

いことから、もちろん基準以下ではあるが、やは

り県民にしっかり対応する必要があるという思い

があり、知事の総括質疑を求めている。

なお、この事項については、今後の対策も含め、

水道法に基づき水道事業者の責務として金武町が

行うべき事項であり、沖縄県企業局は給水の提供

及び技術的支援等を行っている観点からも沖縄県

の所管ではないこと、直接令和２年度決算に関わ

るものではないことから総括質疑に適さない。ま

た、県は考え方をしっかり述べていたので、総括

質疑は必要ないとの反対意見があった。

４ 自然公園法に基づく措置命令について、業者は

様々な法律に基づき適正に開発行為を申請してい

るが、その行為に対して県は違法性はないとして

おり、県の対応は適正ではないと考える。同措置

命令の法律的な観点からの県の考えについて（知

事）

（要調査事項の内容）

自然公園法に基づく措置命令について、これま

での事例からみても違う方向性で措置されており、

その根拠も自然公園法が国定公園まで及ぶという

のは全国的にも珍しく、あり得ないケースだと聞

いている。最終的に指示をしたのが県の三役とい

うことであり、環境部では明確な答弁が見られな

いため、要調査事項とした。

また、業者は様々な法律に基づき開発行為の許

可を得るため申請を行っており、この申請につい

て県は違法性はないとしている。そうなると、措

置命令の法律的な観点が非常に疑問である。県は

申請について違法行為はないと認めながら、自然

公園法に基づく措置命令を行う。これは法的な対
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立になり、今、総務省の公害等調整委員会で審査

中であるが、逆に措置命令を取り下げたほうがよ

いと思われ、知事に総括質疑を行いたい。

なお、この事項については、措置命令の中で、

遺骨の有無について関係機関と連携して確認し遺

骨の収集に支障が生じないようにすること、採掘

の周辺の風景に影響を与えないこと、掘った後は

原状回復すること、採掘開始前に県に報告し、しっ

かり協議することと記載されており、この措置命

令は決して採掘を禁じているものではない。また、

現在、公害等調整委員会で業者と県の主張につい

て審査が行われており、総括質疑をやる必要はな

い。また、令和２年度の決算審査になじまない。

県の主張も議会でしっかり答弁されており、総括

質疑は必要ないとの反対意見があった。

特 記 事 項

国立自然史博物館誘致推進事業について、来年

度予算で前向きに取り組んでいただきたい。
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